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開 会◎

これより平成30年２月定例県○ 原正三議長

議会を開会いたします。

本日の会議を開きます。

会議録署名議員指名◎

会議録署名議員に、坂口博美○ 原正三議長

議員、岩切達哉議員を指名いたします。

議会運営委員長審査結果報告◎

まず、会期の決定について○ 原正三透議長

議題といたします。

今期定例会の会期日程に係る議会運営委員長

の審査結果報告を求めます。議会運営委員会、

松村悟郎委員長。

〔登壇〕 御報告いたします。○松村悟郎議員

閉会中の去る２月15日の議会運営委員会にお

いて、本日招集されました平成30年２月定例県

議会の会期日程等について協議をいたしまし

た。

今期定例会に提案されます知事提出議案は合

計84件、その内訳は、当初予算20件、補正予

算15件、条例31件、予算・条例以外18件であり

ます。このほか２件の報告があります。

これら提出議案の内容等を踏まえ、当委員会

において審査をいたしました結果、会期につい

ては、本日から３月20日までの27日間とするこ

とに決定いたしました。なお、会議日程は、お

手元に配付されております日程表のとおりであ

ります。

今期定例会は、２月28日から２日間の日程で

代表質問、３月２日から３日間の日程で一般質

問を行います。

一般質問終了の後、人事案件の採決を行った

上で、その他の議案・請願について所管常任委

員会への付託を行います。３月７日から２日間

の日程で常任委員会を開催していただき、付託

された議案のうち補正関連議案を審査の上、３

月９日の本会議において、各常任委員長の審査

結果報告及び採決を行います。その後、３月12

日から４日間の日程で同じく各常任委員会で、

当初関連議案等を審査の上、３月20日の最終日

の本会議において、議案・請願の審査結果報告

及び採決を行います。また、同じく最終日に

は、今年度設置しております３つの特別委員会

の調査結果報告を行います。

なお、議員から提出される議案の取り扱い及

び特別委員会については、日程表に記載のとお

りであります。

議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力をいただきますようお願いいた

します。

以上で、当委員会の報告を終わります。〔降

壇〕

議会運営委員長の報告は終わ○ 原正三議長

りました。

質疑の通告はありません。

会期決定◎

会期についてお諮りいたしま○ 原正三議長

す。

今期定例会の会期は、ただいまの議会運営委

員長の報告のとおり、本日から３月20日まで

の27日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○ 原正三議長

ように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

平成30年２月22日(木)
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議案第１号から第84号まで上程◎

次に、お手元に配付のとお○ 原正三議長

り、知事から議案第１号から第84号までの各号

議案の送付を受けましたので、これらを一括上

程いたします。〔巻末参照〕

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の説○ 原正三議長

明を求めます。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。平成30年２月定例県議会の開会に当た

りまして、今後の県政運営に関する所信の一端

を申し上げますとともに、ただいま提案いたし

ました平成30年度の予算案並びにその他の議案

について、その概要を御説明申し上げます。

ことしは、私にとりまして、知事として県民

の皆様から負託をいただいた２期目の仕上げの

年となります。振り返りますと、７年前、平

成22年の春に発生した口蹄疫からの再生・復興

に全力で当たること、そして、あすの宮崎の礎

を築くことをお約束し、第53代宮崎県知事とし

て県政を担わせていただくこととなりました。

１期目は、知事就任日に発生した高病原性鳥

インフルエンザ、その数日後の新燃岳の噴火、

さらには東日本大震災の発生など、本県も我が

国も、かつて経験したことのないような災害に

見舞われ続けた、大変厳しい状況でのスタート

となりました。この難局から立ち上がり、一刻

も早く復興をなし遂げること、そして、宮崎の

豊かな未来への道筋を切り開くことを私の重要

な使命として、疲弊した県民生活や県内経済の

立て直しに全力を尽くしてまいりました。

そして、２期目におきましては、「復興から

新たな成長へ」を県政の基軸に据え、フードビ

ジネスやグローバル戦略、みやざきブランドづ

くりなどの施策に取り組んでまいりました。

こうした取り組みを進める中で、東九州自動

車道の整備や航空網の充実など、交通インフラ

整備が大きく前進し、大型案件を含む企業立地

の進展や農業産出額及び輸出額の大幅な増加、

さらには世界農業遺産の認定やユネスコエコパ

ークの登録、三大会連続となる宮崎牛の内閣総

理大臣賞受賞など、本県発展の礎となる成果が

あらわれてきており、県全体に明るい話題が続

いているところであります。これも県議会の皆

様を初め、県民の皆様の御理解、御協力のたま

ものであり、深く感謝を申し上げます。

今のこのよい流れにさらに弾みをつけるた

め、本県の将来を見据えながら、これまで築い

てきた社会基盤や成果を生かして新たな未来を

切り開くとともに、次代を創造していく必要が

あると考えております。

今後、2019年にはラグビーワールドカップ

が、2020年には東京オリンピック・パラリン

ピックや本県での国民文化祭、全国障害者芸術

・文化祭が開催され、2026年には２巡目の国民

体育大会や全国障害者スポーツ大会が予定され

ております。このような本県が大きく飛躍でき

る絶好のチャンスを逃すことなく、国内外へ向

けた各種施策を強力に進めてまいります。

一方、本県を取り巻く情勢を見ますと、本格

的な少子高齢化・人口減少を迎える中で、中山

間地域の維持や医療・福祉サービスの確保、産

業基盤の充実、地域や産業を担う人財の育成、

南海トラフ巨大地震を初めとした危機事象への

備えなど、重要課題が山積しており、本県は

今、非常に重要な時期を迎えております。

このような状況を踏まえまして、平成30年度

は、「未来を支える人財育成・確保と中山間地
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域対策の強化」「世界ブランドや文化・スポー

ツを生かした地域づくり」「地域経済をけん引

する産業づくり」の３点を重要施策として掲

げ、本県が将来にわたって持続的に発展してい

くための取り組みを進めることとしたところで

あります。

今後とも「対話と協働」を基本姿勢としなが

ら、困難な課題にも真正面から向き合い、私が

先頭に立って、県政をより力強く、さらに前へ

進めてまいりたいと考えておりますので、県議

会の皆様を初め、県民の皆様のより一層の御理

解と御協力をお願い申し上げます。

続きまして、提案いたしました議案の御説明

に先立ち、４点御報告をさせていただきます。

１点目は、先ほども触れましたが、高速道路

の整備についてであります。

東九州自動車道日南北郷―日南東郷間の約９

キロメートルが３月11日に開通する運びとなり

ました。このたびの開通は県南区間における初

の供用であり、東九州自動車道の全線開通に向

けた記念すべき新たな一歩であります。これま

で開通に向け御支援をいただきました県議会の

皆様を初め、御尽力をいただきました国土交通

省や関係者の皆様に、心からお礼を申し上げま

す。

また、九州中央自動車道につきましては、宮

崎、熊本の両県境を結ぶ蘇陽―五ヶ瀬―高千穂

間について、第３回目の九州地方小委員会が今

月開催をされまして、新規事業化に向けた手続

が、これからさらに前進するものと大変うれし

く思っております。

今後とも、東九州自動車道及び九州中央自動

車道の早期完成に向けて、全力で取り組んでま

いります。

２点目は、都城志布志道路の梅北工区の開通

についてであります。

国及び鹿児島県とともに整備中の都城志布志

道路において、本県が梅北工区として整備を進

めてまいりました梅北―金御岳間の2.5キロメー

トルが、県議会の皆様を初め関係する方々の御

尽力のおかげで、今月３日に開通いたしまし

た。この道路の整備が進むことで、走行時間の

短縮等により、防災、経済、医療など各方面に

おいてさまざまな効果が期待されるところであ

ります。引き続き、全線開通へ向け積極的な取

り組みを進めてまいります。

３点目は、「ジャイアンツ対ホークスＯＢ

戦」についてであります。

「スポーツランドみやざき」の礎を築いた読

売巨人軍キャンプがことし60周年を迎え、その

記念イベントとして「ジャイアンツ対ホークス

ＯＢ戦」が、２月10日にサンマリンスタジアム

宮崎で開催されました。ジャイアンツ、ホーク

ス、両チームの往年の名選手が一堂に会すると

あって、県内外から多くのファンが集い、大変

な盛り上がりとなりました。本イベントの開催

により、長年にわたるスポーツキャンプ・合宿

の受け入れの歴史をアピールすることができ、

これは他県の追随を許すことのない本県の強み

であり、「スポーツランドみやざき」の一層の

ブランド力の向上が図られたものと考えており

ます。

４点目は、防災拠点庁舎建設工事の安全祈願

祭及び起工式についてであります。

去る１月22日に、防災拠点庁舎の建設予定地

におきまして、 原議長を初め県議会の皆様、

工事関係者や地元関係者など約70名の方の御出

席をいただき、建設工事の安全祈願祭及び起工

式をとり行いました。

防災拠点庁舎は、大規模災害時には県民の生
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命と財産を守るための災害対策本部機能を有す

ることとなる重要な施設であり、平成31年度の

竣工予定であります。防災拠点庁舎の建設に当

たりましては、引き続き、品質確保を最優先と

しながら早期整備に努めるとともに、完成後の

新庁舎における災害時の体制等についても着実

に準備、検討を進めてまいります。

それでは、今議会に提案いたしました平成30

年度当初予算案について御説明申し上げます。

平成30年度当初予算案編成に当たりまして

は、「第四期財政改革推進計画」に基づく取り

組みを不断の取り組みとして着実に実行しなが

ら、選択と集中の理念のもと、本県の抱えるさ

まざまな課題に的確に対応するとともに、将来

を見据えた施策について積極的な展開を図るた

め、「みやざきの更なる飛躍と新たな挑戦」に

取り組む予算として編成したところでありま

す。

このような方針に基づき編成いたしました結

果、一般会計5,817億9,000万円、特別会計2,212

億34万2,000円、公営企業会計500億2,287万円と

なります。

このうち一般会計の歳入財源は、県税989

億7,000万円、地方交付税1,772億8,800万円、国

庫支出金853億1,936万5,000円、繰入金294

億9,878万7,000円、県債647億3,500万円、その

他1,259億7,884万8,000円であります。

この中で、ラグビーワールドカップ、東京オ

リンピック・パラリンピック、国民文化祭、全

国障害者芸術・文化祭の開催等を本県観光産業

のさらなる発展への好機と捉え、食やスポーツ

・文化等の強みを生かした誘客等に取り組み、

国内はもとより海外からも選ばれる観光地宮崎

としてのブランド力を高め、交流人口の一層の

拡大とそれに伴う経済の活性化を図ることを目

的に、「観光みやざき未来創造基金」を設置す

ることとしたところであります。基金規模は20

億円であります。この基金を活用して、国際水

準の「スポーツの聖地みやざき」への進化や、

何度行っても飽きないオンリーワンのおもてな

し、外国人にもやさしい快適な国際観光都市へ

のレベルアップを図る取り組みを進め、世界か

ら選ばれる「観光みやざき」を目指してまいり

ます。

また、この基金設置に加え、引き続き、地方

創生に向けた取り組み、防災・減災対策の強化

及び地域経済の活性化を積極的に推進する観点

から、30年度においても特別枠を設け、「観光

みやざき未来創造基金」を活用した事業を3.4億

円、「県営電気事業みやざき創生基金」を活用

した事業を9.4億円、「大規模災害対策基金」を

活用した事業を６億円及び公共事業を45億円、

総額63.8億円を追加で措置することといたしま

した。

このうち公共事業につきましては、国の予算

措置の状況等を踏まえ、補助・交付金事業を20

億円、きめ細かな事業を展開することのできる

県単独事業を25億円、それぞれ上乗せし、総額

で29年度と同規模の予算額を確保したところで

あります。これらの公共事業の執行によりまし

て、社会資本の着実な整備と防災・減災対策の

強化を図るとともに、地域経済の活性化にも資

するものと考えております。

以下、平成30年度当初予算案の主な事業につ

いて、３つの重点施策に沿って御説明申し上げ

ます。

まず１点目は、「未来を支える人財育成・確

保と中山間地域対策の強化」であります。

若者の県内での就職・定着を図るため、（仮

称）みやざき林業大学校の開講準備を初め、さ
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まざまな分野における産業人財の育成・確保を

一層進めるとともに、県内出身者が参加する同

窓会等の機会も活用しながら移住希望者への支

援を強化するなど、若者の県内定着とＵＩＪタ

ーンの促進に取り組んでまいります。

また、結婚や出産、子育てなどのライフステ

ージに応じた切れ目のない支援の充実・強化を

図るとともに、働く女性のキャリアアップへの

支援や、県内企業におけるワーク・ライフ・バ

ランスの促進など、子育て支援と働き方改革の

推進に取り組んでまいります。

さらに、中山間地域における公共交通の維持

・確保のため、バス車両の小型化による低コス

ト化や、国の規制緩和を活用した過疎地域にお

ける貨客混載の取り組み、地域鉄道の利用促進

を進めるとともに、農山漁村における農林水産

業と福祉関係者とのマッチング体制の整備な

ど、中山間地域の維持・活性化に取り組んでま

いります。

２点目は、「世界ブランドや文化・スポーツ

を生かした地域づくり」であります。

まず、世界農業遺産やユネスコエコパーク、

国の「国立公園満喫プロジェクト」に選定され

た霧島錦江湾国立公園など、本県の有する地域

資源ブランドの磨き上げや国内外への情報発

信、「美しい宮崎づくり推進条例」に基づく市

町村や県民との協働による美しい景観づくりな

ど、世界ブランドのみやざきづくりの推進に取

り組んでまいります。

また、東京オリンピック・パラリンピック等

へ向けた事前合宿の誘致及び受け入れ準備、プ

ロスポーツキャンプなどの「観るスポーツ」

や、サイクリング、ゴルフなどの「するスポー

ツ」を通じた県内各地への波及効果の拡大、さ

らに障がい者に対応した民間宿泊施設のバリア

フリー化への支援を行うとともに、国民文化祭

及び全国障害者芸術・文化祭の着実な開催準備

など、文化・スポーツを生かした地域づくりの

推進にも取り組んでまいります。

３点目は、「地域経済をけん引する産業づく

り」であります。

まず、本県農畜水産ブランドの総合的なプロ

モーションや、ＩＣＴを活用したスマート農業

の促進、食品の機能性等の付加価値の創出な

ど、フードビジネスのさらなる展開を図るとと

もに、物流コストの低減化や効率化への支援な

ど、成長産業の育成加速化と県内企業の競争力

強化に取り組んでまいります。

また、県産品の輸出実績のある企業を核とし

た県内輸出企業グループの形成や、ＥＵ向けの

輸出食肉の検査体制の強化、鳥インフルエンザ

対策の効果を「視える化」する取り組みなど、

次代につながる新たな産業づくりにも取り組ん

でまいります。

当初予算案の概要については以上であります

が、あわせて、新たな予算を伴わずに県民サー

ビスの向上を図る、いわゆるゼロ予算施策につ

きましても、民間企業、大学等との協定に基づ

く連携・協力の取り組みや、県有施設の情報発

信拠点としての活用など、積極的に実施してい

くこととしております。

次に、予算以外の議案について御説明いたし

ます。

議案第21号「県営土地改良事業特別徴収金徴

収条例の一部を改正する条例」は、土地改良法

の一部改正に伴い、農地中間管理機構が借り受

けている農地について、所有者が農地を貸し付

ける契約を解除した場合に特別徴収金の徴収が

可能となったこと等から、関係規定の改正を行

うものであります。
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議案第22号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」は、工業技術センター等の

機器及び高等水産研修所の研修室に係る使用料

の新設等を行うほか、地方公共団体の手数料の

標準に関する政令の改正等に伴い、関係する手

数料の改定等を行うものであります。

議案第23号「道路占用料徴収条例の一部を改

正する条例」及び議案第24号「都市公園条例の

一部を改正する条例」は、国の道路占用料の改

定等を踏まえ、本県の道路占用料や都市公園の

占用料の改定等を行うものであります。

議案第25号「宮崎県立病院の設置等に関する

条例の一部を改正する条例」は、県立病院にお

ける分娩料の上限額について、算定基準として

いる国の助産施設分娩介助料が改定されたこと

から、関係規定の改正を行うものであります。

議案第26号「警察関係使用料及び手数料徴収

条例の一部を改正する条例」は、地方公共団体

の手数料の標準に関する政令の一部改正等に伴

い、関係する手数料の改定を行うほか、自動車

保有関係手続ワンストップサービスの導入に伴

い、オンライン申請による自動車保管場所証明

に係る手数料の新設を行うものであります。

議案第27号「市町村立学校職員の給与等に関

する条例及び県立学校職員の特殊勤務手当に関

する条例の一部を改正する条例」は、国におけ

る義務教育費国庫負担金の見直し等に伴い、教

員特殊業務手当の改定等を行うものでありま

す。

議案第28号「観光みやざき未来創造基金条

例」は、先ほども触れましたが、本県観光の一

層の活性化を図ること等を目的として、地方自

治法第241条の規定に基づき、基金を創設する条

例を制定するものであります。

議案第29号「宮崎県国民健康保険財政安定化

基金条例の一部を改正する条例」は、国民健康

保険法等の一部改正に伴い、基金運営等に必要

な事項を定めるための改正を行うものでありま

す。

議案第30号「宮崎県後期高齢者医療財政安定

化基金条例の一部を改正する条例」は、国が定

める財政安定化基金拠出率の見直し等に伴い、

関係規定の改正を行うものであります。

議案第31号「宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する条例」は、知事

の権限に属する事務のうち、児童福祉法等に基

づく事務の一部について、取り扱いを希望する

市町村に権限を移譲するための改正等を行うも

のであります。

議案第32号「宮崎県住民基本台帳法施行条例

の一部を改正する条例」は、住民基本台帳法に

基づき、住民基本台帳ネットワークを通じて本

人確認情報を利用できる事務を追加するための

改正等を行うものであります。

議案第33号「宮崎県産科専門医研修資金貸与

条例」は、産科医療の現場を支える医師の育成

と安定的な確保を図るため、県内の産科で専門

研修を受ける医師に対して研修資金を貸与する

条例を制定するものであります。

議案第34号「宮崎県小児科専門医師研修資金

貸与条例の一部を改正する条例」は、平成30年

度からの新たな専門医制度の開始に伴い、研修

資金の返還免除に係る要件を変更するなどの改

正を行うものであります。

議案第35号「宮崎県医師修学資金貸与条例の

一部を改正する条例」は、医師の勤務環境の改

善等を図るため、修学資金の返還免除に必要な

指定医療機関での勤務期間に係る取り扱いを変

更するなどの改正を行うものであります。

議案第36号「宮崎県看護師等修学資金貸与条
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例の一部を改正する条例」は、介護保険法の一

部改正に伴い、修学資金の貸与等の要件となる

特定施設等として新たに介護医療院を追加する

ための改正等を行うものであります。

議案第37号「宮崎県国民健康保険調整交付金

条例を廃止する条例」は、国民健康保険法等の

一部改正に伴い、これまで条例に委任されてい

た規定が削除されたことから、条例を廃止する

ものであります。

議案第38号「宮崎県国民健康保険運営協議会

条例の一部を改正する条例」は、国民健康保険

法の一部改正に伴い、平成30年度以降の委員の

任期を定めるための改正等を行うものでありま

す。

議案第39号「宮崎県介護保険サービスの人

員、設備及び運営等の基準に関する条例の一部

を改正する条例」は、介護保険法の一部改正に

伴い、介護医療院に係る運営等の基準を定める

ための改正等を行うものであります。

議案第40号「宮崎県指定障害福祉サービスの

事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例の一部を改正する条例」は、「障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律」の一部改正に伴い、新たな障害福祉サー

ビスが新設されることから、関係規定の改正を

行うものであります。

議案第41号「宮崎県指定通所支援の事業及び

指定障害児入所施設等並びに基準該当通所支援

の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例の一部を改正する条例」は、児童福祉法の

一部改正に伴い、同法を引用する規定の改正等

を行うものであります。

議案第42号「旅館業法施行条例の一部を改正

する条例」は、旅館業法等の一部改正に伴い、

旅館・ホテル等の施設の構造設備及び衛生の措

置の基準が緩和されたこと等から、関係規定の

改正を行うものであります。

議案第43号「後期研修医研修資金貸与条例の

一部を改正する条例」は、議案第33号「宮崎県

産科専門医研修資金貸与条例」の制定等にあわ

せて、研修資金の貸与対象者に関する規定の整

理を行うための改正であります。

議案第44号「宮崎県監査委員条例の一部を改

正する条例」は、地方自治法の一部改正に伴

い、同法を引用する規定の改正を行うものであ

ります。

議案第45号は、「包括外部監査契約の締結に

ついて」、地方自治法第252条の36第１項の規定

により、議会の議決に付するものであります。

議案第46号から議案第49号までは、平成30年

度の林道事業、農政水産関係建設事業及び土木

事業に要する経費に充てるため、市町村負担金

を徴収することについて、地方財政法第27条第

２項等の規定により、議会の議決に付するもの

であります。

議案第50号から議案第53号までは、宮崎県医

療計画、宮崎県高齢者保健福祉計画、宮崎県歯

科保健推進計画及びみやざき子ども・子育て応

援プランの変更について、宮崎県行政に係る基

本的な計画の議決等に関する条例第３条の規定

により、議会の議決に付するものであります。

議案第54号は、教育委員会委員春日由美氏よ

り平成30年３月31日をもって辞職したいとの申

し出がありましたので、その後任委員として高

木かおる氏を任命いたしたく、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定

により、議会の同意を求めるものであります。

次に、別冊にて同時に提案いたしております

平成29年度補正予算案及びその他の議案につい

て、その概要を御説明申し上げます。

平成30年２月22日(木)
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平成30年２月22日(木)

今回の補正予算案は、国の平成29年度補正予

算及び公共事業費等の国庫補助決定に伴うも

の、その他必要とする経費について措置するも

のであります。

補正額は、一般会計マイナス104億8,811

万4,000円、特別会計マイナス16億1,795万9,000

円であります。

なお、一般会計の歳入財源は、県税24億8,000

万円、地方交付税24億5,152万6,000円、国庫支

出金マイナス８億8,943万7,000円、繰入金マイ

ナス80億6,476万3,000円、諸収入マイナス90

億5,991万2,000円、県債22億3,551万円、その他

３億5,896万2,000円であります。この結果、平

成29年度の一般会計歳入歳出予算規模は5,774

億3,431万2,000円となります。一般会計は約105

億円の減額となりますが、このうち、国の補正

予算に伴う経費として233億5,971万2,000円を計

上しておりますので、以下、その主なものにつ

いて御説明申し上げます。

まず、公共事業につきましては、国から補助

を受けて実施する道路や河川、土地改良、治山

事業等の補助・交付金事業と直轄事業への負担

金を合わせまして、約177億円を措置することと

しております。

また、地域における少子化対策を推進する事

業として、市町村が実施する子育てしやすい環

境整備等への支援に係る経費を計上しておりま

す。

さらに、ＴＰＰ等対策関連事業として、農水

産業における力強い攻めの生産体制の強化に向

けた施設整備、木材製品の国際競争力の強化を

図るための施設整備、原木供給の低コスト化等

に向けた路網や高性能林業機械の整備等への支

援に係る経費を計上しております。

次に、平成29年度予算の翌年度への繰り越し

についてであります。

国の補正予算に係る公共事業等について、事

業実施期間が不足することなどの事情から、歳

入歳出予算を翌年度に繰り越して執行するもの

であります。

次に、特別議案の概要について御説明申し上

げます。

議案第70号「県税の課税免除等の特例に関す

る条例の一部を改正する条例」は、企業立地の

促進等による地域における産業集積の形成及び

活性化に関する法律の一部改正に伴い、課税免

除措置を追加するため、関係規定の改正を行う

ものであります。

議案第71号「宮崎県税条例及び宮崎県産業廃

棄物税条例の一部を改正する条例」は、地方税

法の一部改正に伴い、租税犯罪に係る調査及び

処分の規定が整備されたこと等から、関係規定

の改正を行うものであります。

議案第72号「職員の退職手当に関する条例等

の一部を改正する条例」は、国家公務員の退職

手当制度の改正を踏まえ、本県職員の退職手当

制度について同様の改正等を行うものでありま

す。

議案第73号「宮崎県安心こども基金条例の一

部を改正する条例」は、国において基金事業の

実施期限が延長されたことから、基金の設置期

間を延長するための改正を行うものでありま

す。

議案第74号「県道の道路標識の寸法を定める

条例の一部を改正する条例」は、道路標識、区

画線及び道路標示に関する命令の一部改正に伴

い、登坂車線の標識番号が変更されたことか

ら、同番号を引用する規定の改正を行うもので

あります。

議案第75号「都市公園、公園施設及び特定公
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園施設等の設置の基準を定める条例の一部を改

正する条例」は、都市公園法施行令の一部改正

に伴い、これまで同施行令で定められていた都

市公園に設ける運動施設の敷地面積の上限割合

が削除され、条例に委任されたことから、関係

規定の改正を行うものであります。

議案第76号「建築基準法施行条例の一部を改

正する条例」は、建築基準法の一部改正に伴

い、用途地域を追加するための改正等を行うも

のであります。

議案第77号は、防災・安全社会資本整備交付

金事業国道327号尾平工区（仮称）尾平トンネル

工事（１工区）、議案第78号は、同事業におけ

る国道327号佐土の谷工区（仮称）佐土の谷１号

トンネル工事、及び議案第79号は、同事業にお

ける国道219号小春工区（仮称）小春２号トンネ

ル工事の、それぞれ請負契約の締結について、

並びに議案第80号は、同事業における国道327号

佐土の谷工区（仮称）佐土の谷２号トンネル工

事の請負契約の変更について、議会の議決に付

すべき契約に関する条例第２条の規定により、

議会の議決に付するものであります。

議案第81号は、細島港白浜地区の土地を木材

の天然乾燥場に供するため、財産に関する条例

第２条の規定により、当該土地の処分について

議会の議決に付するものであります。

議案第82号は、県が日向灘沖合に設置した浮

き魚礁が流出したことに関し、請負業者を被告

として提起した損害賠償請求事件の和解につい

て、地方自治法第96条第１項第12号の規定によ

り、議会の議決に付するものであります。

議案第83号は、退職手当の支給制限処分に対

し審査請求がなされたことから、その裁決につ

いて、地方自治法第206条第２項の規定により、

議会に諮問するものであります。

議案第84号は、公害審査会委員岡部匡氏が昨

年５月７日に死去され、現在、委員１名が欠員

となっていることから、その後任委員として河

村隆介氏を任命いたしたく、公害紛争処理法

第16条第１項の規定により、議会の同意を求め

るものであります。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願い申し上げます。〔降壇〕

知事の説明は終わりました。○ 原正三議長

あすからの日程をお知らせいたします。

あす23日から27日までは、議案調査等のため

本会議を休会いたします。

次の本会議は、28日午前10時から、代表質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時36分散会



２月28日（水）
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平 成 3 0 年 ２ 月 2 8 日 （ 水 曜 日 ）

午前 時０分開議10

出 席 議 員（ 名）37
（ ）1番 武 田 浩 一 自由 民 主 党 く し ま

（ ）2番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）3番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）4番 来 住 一 人 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）5番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）6番 岩 切 達 哉 同

（ ）7番 後 藤 哲 朗 宮崎県議会自由民主党

（ ）8番 右 松 隆 央 同

（ ）9番 二 見 康 之 同

（ ）10番 日 高 博 之 同

（ ）11番 野 﨑 幸 士 同

（ ）12番 日 髙 陽 一 同

（ ）13番 原 正 三 同

（ ）14番 西 村 賢 自由民主党 青の国

（ ）15番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）16番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）17番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）18番 髙 橋 透 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 徳 重 忠 夫 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 丸 山 裕次郎 同

（ ）21番 中 野 一 則 同

（ ）22番 中 野 明 同

（ ）23番 松 村 悟 郎 同

（ ）24番 外 山 衛 同

（ ）25番 濵 砂 守 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 黒 木 正 一 同

（ ）34番 井 本 英 雄 同

（ ）35番 山 下 博 三 同

（ ）36番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）37番 星 原 透 同

（ ）39番 横 田 照 夫 同

地方自治法第 条による出席者121
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 鎌 原 宜 文

総 合 政 策 部 長 日 隈 俊 郎

総 務 部 長 桑 山 秀 彦

危 機 管 理 統 括 監 田 中 保 通

福 祉 保 健 部 長 畑 山 栄 介

環 境 森 林 部 長 川 野 美奈子

商工観光労働部長 中 田 哲 朗

農 政 水 産 部 長 大 坪 篤 史

県 土 整 備 部 長 東 憲之介

会 計 管 理 者 福 嶋 幸 徳

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 土 持 正 弘

財 政 課 長 川 畑 充 代

教 育 長 四 本 孝

警 察 本 部 長 郷 治 知 道

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

人事委員会事務局長 原 田 幸 二

事務局職員出席者

事 務 局 長 甲 斐 正 文

事 務 局 次 長 上 山 伸 二

議 事 課 長 長 倉 健 一

政 策 調 査 課 長 谷 口 浩太郎

議 事 課 長 補 佐 濱 﨑 俊 一

議 事 担 当 主 幹 山 口 修 三

議 事 課 主 査 沼 口 恭一郎

議 事 課 主 任 主 事 森 本 征 明
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代表質問◎

これより本日の会議を開きま○ 原正三議長

す。

本日の日程は代表質問であります。

ただいまから代表質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

代表質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、宮崎県議会自由民主党、井本英雄

議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○井本英雄議員

ざいます。いよいよきょうから代表質問であり

ますけれども、この後、一般質問、そしてまた

予算委員会と、今議会は長丁場でありますの

で、だれんように、また心を引き締めて頑張っ

てまいりましょう。

オリンピックも終わって、楽しみがなくなっ

たという感じがしますが、私が感動したのは、

小平選手と李相花（イサンファ）選手の２人が

寄り添うというのか抱き合うというのか、そし

て彼らの物語を聞いて、韓国にもやっぱりすば

らしい女性おるんだなと、本当にそのことを

思った次第でありました。

まず、代表質問に入る前に、知事にひとつお

願いがあります。延岡市長選挙にかかわること

でありますけれども、あの結果は、本当に私も

びっくりしましたし、恐らく知事もびっくりし

たんじゃないかなと思うんです。特に知事の場

合は、自分の元部下であった永山さんを応援し

たということもあって、その結果は本当に不本

意ではなかったのかなと思います。しかし、知

事、これは終わったこと、ラグビーで言えば

ノーサイド、敵も味方もない。同じ宮崎県民で

ありますのでね。大体知事はおおらかな性格で

ありますし、根に持たん性格でありますから、

恐らく何も余り考えていないかもしれません

が、ひとつここは、過去のことは水に流して、

今後も延岡を今までどおり愛してあげていただ

きたいと思う次第であります。そしてまた、新

しい市長の読谷山さんとも、大学も一緒だし、

そして同じ総務省出身でもありますから、どう

ぞひとつ仲よくしてあげていただきたいなと

思っている次第であります。これは私からのお

願いであります。よろしくお願いします。

そういうことで、代表質問に入りたいと思い

ます。

最初に、当初予算についてであります。今回

も例によって、県議会に提示される前に、一部

新聞に報道されるということが起きてしまいま

した。本来あるべき姿ではありません。今後気

をつけていただきたいと思います。

平成30年度一般会計当初予算は、総額5,817

億9,000万円、対前年度比0.7％増と、２年ぶり

に前年度を上回る予算となっております。平

成30年度は、河野知事の２期目の総仕上げの意

味合いもあります。平成30年度当初予算の目玉

と特徴について、知事にお伺いいたします。

次に、日銀の金融政策についてお聞きしたい

と思います。これは県議会で聞いてもらちが明

かんところでありますけどですね。一応、知事

はどんなことを考えているのかということでお

聞きしたいと思います。

2013年に黒田さんが日銀の総裁になられて、

異次元の金融緩和ということを打ち出しまし

た。いわゆる黒田バズーカと言われるものであ

ります。この思い切った金融政策は、アベノミ

クスの最も重要な政策の一つと言われておりま

す。この日銀の積極政策で円安、株高の傾向が

平成30年２月28日(水)
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進み、我が国の景況感が大きく改善したこと

は、黒田バズーカの成果と言えるかもしれませ

ん。しかし、日銀は、デフレ脱却のため、２年

程度でのプラス２％の物価目標達成を掲げまし

たが、なかなかそれを達成することはできない

状態であります。それで、マイナス金利という

政策まで持ち出しました。しかも、消費者物価

上昇率は0.9％にとどまっております。日銀が量

的緩和で買い入れた国債の保有分は、発行残高

全体の４割に達して、日銀が銀行等に供給する

お金の量であるマネタリーベースは、５年前の

約3.5倍にまで達しております。政府は先日、日

銀の黒田総裁を再任すると、人事案を国会に提

示したばかりであります。私は、この日銀の金

融政策が、我が国経済の行く末に影を落とさな

いか心配しているところであります。識者に

よっては、「ギリシャよりもひどくなる」と言

う人もおります。知事はどのようにこれについ

てお考えなのか。もし万が一の場合、せめてこ

の宮崎だけでも何とか助けてもらえんか、その

影響を最小限にとどめることはできないものか

と思うのでありますが、何かとり得る方策があ

れば、知事にお伺いするところであります。

次に、人材育成についてお伺いいたします。

鎌倉に本社を置く鎌倉投信という会社がありま

す。投資会社であります。2014年のＲ＆Ｉファ

ンド大賞2013では最優秀ファンド賞を受賞して

おります。この会社はどんな会社でも投資する

わけではありません。「日本でいちばん大切に

したい会社」という本がありますが、あの本に

出てくるような会社にだけしか投資しない。私

は一般質問で紹介したことがありましたが、長

野県の伊那食品工業、あのような会社にだけ投

資する。三方よしではない。「三方よし」とい

うのは近江商人の言う言葉ですが、三方よし

じゃない、八方よし。そういう会社にしか投資

しない。それが今度、最優秀ファンド賞をも

らったということであります。その企業にかか

わる人がみんな幸せになるような経営姿勢があ

れば、たとえ赤字でも投資する、そういう会社

であります。そこで、投資対象となる企業で共

通していることは、社員を大切にするというこ

とであります。海外のインドでも、ＨＣＬとい

う９万人のＩＴ企業が、従業員第一主義、顧客

第二という理念を掲げ、飛躍的な成長を果たし

ております。かつて日本がジャパン・アズ・ナ

ンバーワンと言われたころの家族主義的経営

が、再び見直されているのかもしれません。

さて、質問ですが、民間と公務員という違い

もあると思いますが、職員を大事にするという

トップの姿勢は、県庁においても通用するので

はないかと思うのであります。知事のお考えを

お聞かせください。

また、職員のやりがいを引き出すためには、

評価が「見える化」されることが重要だと考え

ますが、県の取り組みについて、総務部長にお

伺いしたいと思います。

次に、県立宮崎病院の改築整備についてお伺

いいたします。本件につきましては、来年度当

初予算に、立体駐車場整備などの準備工事に要

する費用のほか、新病院本体工事発注のための

債務負担行為等が計上されております。この改

築整備につきましては、事業費が、当初見込ん

でいた185億円から、基本設計を終えた段階

で316億円と大幅に増大したことで、議会が一度

待ったをかけたものでありました。しかし、昨

年の６月議会において、入札等を含め最終的

に50億円程度の縮減をするとしたことで、事業

実施が承認された経緯があります。今回、予算

案の計上に際し、コンストラクションマネジメ
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ント業務を導入し、事業費を40億円縮減したと

いうことでありますが、具体的にどのような縮

減を行ったのか、病院局長にお伺いしたいと思

います。

加えて、マーケットサウンディングという、

本県の公共事業においてこれまで実施した例の

ない取り組みをされたとも聞いておりますが、

このマーケットサウンディングとは、一体どう

いったもので、今回の改築整備にとってどのよ

うな効果が上がるのか、あわせてお伺いをした

いと思います。

以下は質問者席で行ってまいりたいと思いま

す。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

まず、当初予算についてであります。平成30

年度当初予算におきましては、新たに「観光み

やざき未来創造基金」を設置することといたし

ました。今後、全国的には、ラグビーのワール

ドカップや東京オリンピック・パラリンピック

など、また県内では、国民文化祭や全国障害者

芸術・文化祭など、観光・交流の飛躍的な拡大

が期待されるスポーツや文化での大きなイベン

トを控えているところであります。この好機を

逃さず、スポーツランドみやざきの取り組み

や、神話や神楽など記紀編さん記念事業の取り

組み、世界農業遺産やユネスコエコパークなど

の世界ブランドへの取り組み、さらには宮崎牛

などの食への取り組みなど、本県がこれまで築

いてきた強みを生かした誘客等に取り組み、

「世界から選ばれる「観光みやざき」」を実現

することを目指して、基金を設置するものであ

ります。基金の総額は20億円、事業期間は５年

とし、「国際水準の「スポーツの聖地みやざ

き」への進化」「何度行っても飽きないオン

リーワンのおもてなし」「外国人にもやさしい

快適な国際観光都市へのレベルアップ」の３つ

の柱に沿って、事業を展開することとしており

ます。

次に、日銀の金融緩和策についてでありま

す。金融政策は、財政出動とあわせて景気の刺

激を図るための重要な政策であり、日銀の現在

の金融緩和は、いわゆるアベノミクスの柱の一

つとして、貨幣供給量の増加や長期国債、上場

投資信託などの多様な資産の買い増しなどを通

じて、市中の資金流通量をふやし、消費を促す

ことで、デフレ状況の脱却を図ることを意図し

て展開されてまいりました。その結果、株価の

改善や若干の物価上昇等に伴い、景気は回復傾

向にあるものの、目標とする実質２％の物価上

昇は、現在も達成されておらず、今後も緩和を

継続していくことに対して、さまざまな懸念や

意見が示されていることは認識をしておりま

す。県としましては、我が国の経済が好調を維

持している間に、本県経済を伸ばしていくこと

が大切だと考えておりますので、成長産業や中

核企業を育成する仕組みをしっかりと機能さ

せ、給与等の労働条件の改善を伴う良質な雇用

の場の確保につなげてまいりたいと考えており

ます。

最後に、職員の人材育成についてでありま

す。県庁にとりまして、職員こそが財産であ

り、社会経済情勢の変化に対応しつつ、多様化

する県民ニーズに応えるためには、職員一人一

人がその能力を十分発揮できるよう、人材育成

を図ることが重要であると考えております。私

は日ごろから、職員には、チャレンジ精神に富

み、プロ意識が高く、郷土愛を持ち、地域に根

差して、また何よりも、人間性豊かで魅力ある

職員であってほしいとの思いを持っておりまし
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て、職員育成のための指針であります人材育成

基本方針にも、目指すべき職員像として定めて

いるところであります。この基本方針に沿っ

て、計画的なジョブローテーションの実施や、

みずから学び、持てる力を発揮するための研修

の充実等を図ってきたところであり、昨年度か

らは、人材育成や組織の活性化を目的とした人

事評価制度を導入したところであります。ま

た、私自身も、折に触れ、全職員向けのメッ

セージの発信のほか、職員みずからの提案であ

ります「かえるのたまご」や、チャレンジ枠予

算の審査の場など、機会あるごとに直接職員と

意見交換を行い、刺激を与え、また、そのアイ

デアを引き出すように取り組んでいるところで

あります。今後とも、職員一人一人を大切にし

ながら、職員の成長が県勢の発展につながるよ

う努めてまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えい○総務部長（桑山秀彦君）

たします。

職員のやりがいを引き出す取り組みについて

であります。職員の意欲を引き出し、職員一人

一人が持つ能力を高めるためには、日ごろの業

務を通じて、上司が褒めたり、助言や指導を行

うことが大変重要でありまして、そのことが本

人のその後の成長ややりがいにつながっていく

ものと考えております。このため、県では昨年

度から、人材育成や組織の活性化を目的といた

します人事評価制度を本格的に導入したところ

であります。この制度では、ふだんからの上司

と職員との緊密なコミュニケーションの積み重

ねのほか、半年ごとに複数の上司と面談を行い

まして、評価結果を本人に直接示した上で、職

員のやる気を引き出す適切な助言等を適時伝え

ることによって、職員の成長を促しながら、組

織としての目標の達成を目指しております。引

き続き、人事評価制度の適切な運用等に努める

ことによりまして、個々の能力を最大限に引き

出すことで、職員が達成感を得ながら、やりが

いを持って主体的に職務に取り組むことができ

る職場づくりに努めてまいりたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えし○病院局長（土持正弘君）

ます。

まず、宮崎病院改築整備費の40億円縮減につ

いてであります。宮崎病院改築整備に関しまし

ては、基本設計ベースで約40億円を縮減し、最

終的に、入札等を考慮しますと目標達成は可能

と判断しましたことから、今回、再整備に関す

る予算案のお願いをしているところでありま

す。その縮減対象は設計全般に及びますが、主

なものは、建築内装や設備の仕様見直しのほ

か、既存施設の改修範囲の縮小による大幅な減

額など、基本設計の見直しにより約25億円を、

さらに、空調用設備等を専門業者がみずからの

負担で設置から運用まで一体的に行うことで、

初期費用やトータルコストを縮減することがで

きるエネルギーサービス事業の導入等により

約15億円を縮減し、これらを合わせて40億円程

度の縮減となったところであります。

次に、マーケットサウンディングについてで

あります。マーケットサウンディングは、コン

ストラクションマネジメント業務の提案により

取り組んだものであり、設計段階で、建設業者

の技術や知見を取り入れ、発注条件の整理や建

設工事におけるコスト縮減等を図ることを目的

に、応募のあった県内外の建設業者８社から広

く意見聴取を行ったところであります。今回の

マーケットサウンディングは、現時点で事業費

縮減に直接つながってはいないものの、これか
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らの事業実施において、聞き取りました御意見

等を参考とすることで、建設業者の入札参加意

欲が高まり、競争性の向上につながるほか、施

工の効率化などのコスト縮減効果が期待できる

ものと考えております。以上であります。〔降

壇〕

ＪＲ九州のダイヤ改正につい○井本英雄議員

てお聞きいたします。

ＪＲ九州は、この３月からのダイヤ改正で、

ただでさえ本数の少ないローカル線について、

大幅な減便を行うことを昨年12月に発表し、大

きな波紋を呼んでおります。突然の発表に、沿

線市町村はもとより、九州各県においても、

「唐突で一方的」「白紙撤回を」との声が上が

りました。すぐさま県は、ＪＲ九州に見直しを

要請いたしました。県議会としても、 原議長

の提案により、九州議長会で、全会一致でＪＲ

九州本社に要請活動を行ったところでありま

す。ＪＲ九州にどのくらい赤字なのかを尋ねて

も、「調べていない」との回答しかありませ

ん。これでは、県も沿線市町村もどう対処して

よいかわかりません。確かに、利用状況を見る

と、吉都線では１日466人で、ＪＲ九州管内で

ワースト２、日南線が１日779人でワースト３と

なっております。12年ほど前に、延岡と高千穂

を結ぶ高千穂鉄道が台風の災害に遭いまして、

結局、復興することができずに廃線となってし

まいました。再びこのようなことが起きなけれ

ばいいがなと心配するものであります。最も有

効な対策は、乗って残す、つまり、沿線の方々

が生活で利用することでありますが、人口減少

が進み、車社会が根づいている本県では、なか

なか簡単なことではありません。ＪＲ九州の３

月のダイヤ改正による減便等について、県はど

う対応し、今後どのように鉄道路線の維持に取

り組むのか、知事にお伺いいたします。

今回の減便等や特急ワ○知事（河野俊嗣君）

ンマン運転の拡大につきましては、県議会を初

め沿線自治体や九州各県とも連携し、ＪＲ九州

に強く見直しを要請しますとともに、県独自で

も減便等の影響を調査して訴えてまいりまし

た。その結果、吉都線の臨時便についての対応

はありましたものの、減便など全体の見直しは

実施されず、大変残念に思っているところであ

ります。県としましては、今後のダイヤ改正も

見据えながら、引き続きＪＲ九州に地元の声を

届けますとともに、特急のワンマン運転につい

ても問題が生じないかということを注視し、検

証も求めていくこととしております。

一方で、特に利用者が減少しております吉都

線や日南線におきまして、レストラン列車やク

ルーズ船対象ツアーの企画など、地域外からの

需要を掘り起こす即効性のある取り組みを、新

規事業として今議会にお願いしているところで

あります。さらに、県内のローカル鉄道を応援

いただける有識者や企業等から意見を伺うな

ど、将来にわたってより効果的な利用促進策

や、その費用負担のあり方についても検討して

まいります。県としましては、こうした取り組

みを通じて、可能な限り輸送密度の維持・増加

を図るとともに、今後とも、沿線自治体やＪＲ

九州と緊密に連携をしながら、鉄道路線の維持

に努めてまいりたいと考えております。

ありがとうございます。○井本英雄議員

それでは、地方創生についてお伺いいたしま

す。

国は、東京一極集中を是正し、地方の人口減

少に歯どめをかけ、日本全体の活力を上げるこ

とを目的に、地方創生を進めてまいりました。

地方創生は本来、「東京」対「地方」という構
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図と私は考えますが、今の政策は「地方」対

「地方」で、一方がプラスとなれば他方がマイ

ナスになる、ゼロサム競争になっているのでは

ないかという気がするのであります。総務省が

１月に発表した昨年の人口移動報告によると、

東京圏への転入者が転出者を上回る転入超過

は22年連続で、人口集中が一段と進んでいる状

況が明らかになりました。なぜ東京に人口が集

中するのか、なぜ人口が減少するのか、その原

因解明のために、地方創生という対策が取り入

れられたと思われるのですが、その対策になっ

ているのでしょうか、総合政策部長にお伺いい

たします。

首都圏は、大○総合政策部長（日隈俊郎君）

企業や大学等教育機関、商業施設などといった

さまざまな機能が、他のどの都市圏よりも集積

しておりまして、給与等の労働条件や地方にな

い新しい文化等に引かれ、特に進学、就職を契

機として、地方から若者の流入が続いておりま

す。また、2020年東京オリンピック・パラリン

ピックに向けた投資も加速するとともに、今

後、首都圏における高齢化による医療・介護の

需要が急速に高まりますので、その担い手を求

める力もますます強くなるものと懸念しており

ます。御質問にありましたように、地方創生の

目的は、地方の活性化を図りながら、東京一極

集中の流れを是正することでございまして、地

方においては、良質な雇用の場の確保はもとよ

り、中長期的には、自然やスポーツ環境といっ

た都市圏にない魅力を磨き上げることにより、

若者や投資を呼び込んでいくことが何よりも重

要であると考えております。このため、今回お

願いしております当初予算案におきましても、

「世界ブランドや文化・スポーツを生かした地

域づくり」を重点施策の一つに掲げまして、そ

の推進に力を入れていくこととしたところでご

ざいます。

次に、産業人財育成・確保緊○井本英雄議員

急対策についてお伺いいたします。本県の昨

年12月の有効求人倍率を見ますと、有効求職者

数が減少する一方、有効求人数が1.45倍と増加

するなど、集計を開始して以来の最高値を記録

しており、人手不足の状況は深刻化しておりま

す。このような中、県では、「産業人財育成・

確保のための取組指針」を策定したと聞いてい

ますが、この人材不足の状況の中で、産業の振

興・活性化についてどのように取り組んでいく

のか、知事にお伺いいたします。

本格的な人口減少社会○知事（河野俊嗣君）

が到来する中で、地域や産業を活性化し、地方

創生の実現を図るためには、企業の成長の促進

や産業全般の振興はもとより、それを支える人

材の育成・確保が重要であると考えておりま

す。県におきましては、これまでも、関係機関

と連携し、人材の育成・確保に向けたさまざま

な取り組みを進めてきたところでありますが、

依然としてさまざまな産業分野での人材の確保

が困難な状況が続いております。このため、改

めて本県の産業人材をめぐる現状と課題を整理

いたしまして、産学金労官が連携してそれぞれ

の役割に応じて進めていく取り組みを体系的に

取りまとめまして、「産業人財育成・確保のた

めの取組指針」を昨年末に策定したところであ

ります。今後は引き続き、企業成長促進・産業

人財育成プラットフォーム等を基盤としまし

て、フードビジネスを初めとする成長産業への

支援等を行うとともに、本指針に定めた取り組

みを関係機関が一体となって総合的に展開する

ことによりまして、宮崎の将来を担う産業人材

を育成・確保し、地域や本県産業の振興につな
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げてまいりたいと考えております。

ありがとうございます。○井本英雄議員

知事から「産業人財育成・確保のための取組

指針」についての答弁がありましたが、具体的

にどのような取り組みを進めていくのか、総合

政策部長にお伺いいたします。

「産業人財育○総合政策部長（日隈俊郎君）

成・確保のための取組指針」につきましては、

「次代を担う人材が育ち、働きたい場所として

選ばれるみやざき」を目指す姿としておりまし

て、「みやざきを理解し、みやざきの将来を担

う人材の育成」「働く場所の魅力向上」「「み

やざきで暮らし、みやざきで働く」良さの創出

とＰＲ」、この３つを柱としまして、キャリア

教育の充実や、若者にとって魅力ある労働環境

の整備促進、宮崎や企業の魅力の効果的な発信

等に、産学金労官が連携して取り組むこととし

ております。具体的には、今月13日に、教育関

係者と産業界の実務者で構成いたします次年度

採用対策会議を設置して、必要な情報の共有や

意見交換を行う取り組みをスタートさせたとこ

ろであります。来年度はさらに、これまでの取

り組みに加え、女性にターゲットを絞った県内

定着対策の実施や、インターンシップに取り組

む企業への支援のほか、東京、福岡に県外人材

確保のためのコーディネーターを設置するな

ど、より一歩踏み込んだ緊急対策を展開してい

くこととしているところであります。

ありがとうございます。○井本英雄議員

九州経済調査協会が発行しております「九州

経済調査月報」の本年１月号に、「2018年 九州

の論点」というレポートが掲載されておりまし

た。この中では、主要国内メーカーが拠点を国

内に戻す、製造拠点の国内回帰の動きが取り上

げられています。九州における事例として、熊

本県の本田技研工業とともに、キヤノンによる

高鍋町のデジタルカメラの新工場建設が紹介さ

れておりました。レポートによりますと、キヤ

ノンが国内回帰したのは、製造の自動化への技

術開発に加え、近年の円安が追い風となり、

トータルコストで国内製造が海外を下回ったこ

とが決め手となったとのことであります。私

は、今まで我が国の製造業は新興国に進出して

いき、国内は空洞化が進むばかりだと考えてお

りました。ですから、製造業の国内回帰の動き

に対しては、驚きとともに期待を持って受けと

めたところであります。今後、このような動き

が盛んになれば、本県の企業立地にも追い風に

なるのではないかと思われます。製造業の国内

回帰の背景と、それを踏まえた本県の企業立地

の取り組みについて、商工観光労働部長にお伺

いいたします。

製造業の○商工観光労働部長（中田哲朗君）

国内回帰の背景といたしましては、主な進出先

であります新興国で、人件費を初めとする生産

コストが上昇するとともに、品質管理上の問題

や技術流出などの生産リスクが顕在化してきた

こと、また、お話にありましたとおり、国内に

おいて、産業用ロボットなどの技術革新により

価格競争力が高まっていることや、近年の円安

も国内回帰を後押ししているものと考えており

ます。県といたしましては、この機会を捉え、

県外の企業訪問や企業立地セミナー、さらには

県内立地企業へのフォローアップ訪問などを通

じまして、本県の立地環境を積極的にＰＲし、

さらなる企業立地に積極的に努めてまいりたい

と考えております。

ありがとうございました。○井本英雄議員

次に、観光・スポーツランドみやざきの振興

についてお伺いしてまいります。
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初めに、先ほど知事から、来年度予算の目玉

と答弁のありました観光みやざき未来創造基金

について、お伺いいたします。基金の内容を見

ますと、３つの施策の柱からできております。

基金を積んで、これから５年間、予算を振り分

けていくそうですが、これを見る限り、「国際

水準の「スポーツの聖地みやざき」への進化」

に最も力を入れているように思われます。読売

巨人軍が最初にキャンプ地にしてくれたことも

あって、これまでの先人たちが築き上げてくれ

た「スポーツランドみやざき」というブランド

の強みが、我が宮崎県にはあります。これは、

宮崎県の地域的特性として、一年を通しての温

暖な気候があるからであろうと思われます。つ

い先日も、九州全体に雪が降っていた。しか

し、我が宮崎県だけは降っていなかったとい

う、本当に地域的特性であります。オリンピッ

クの女子パシュートの方たちも宮崎で合宿した

というのがテレビで映っておりましたけれど

も、宮崎はキャンプするには本当によいところ

だろうなという気がするのであります。

社会が豊かになると、健康が大きな関心事に

なります。そういう意味からも、今後、スポー

ツはますます盛んになるだろうと思われます。

そのようなことから、私は、宮崎イコールス

ポーツというイメージをもっとつくり上げて

いってもいいのではないかと思うのでありま

す。そこで、本県の観光は、スポーツを切り口

とした観光誘客に特化して集中的に取り組んで

いってはどうかと思うのでありますが、観光み

やざき未来創造基金でどのようなことに取り組

むのか、知事にお伺いいたします。

この基金の活用に当た○知事（河野俊嗣君）

りましては、スポーツランドみやざきや食、ま

た歴史・文化といった、本県がこれまで築いて

きた強みを最大限に生かしながら、観光客の誘

致につながる施策を集中的に展開してまいりた

いと考えております。その中でも、御指摘にあ

りました、特にスポーツを切り口とした観光誘

客につきましては、「国際水準の「スポーツの

聖地みやざき」への進化」を基金の取り組みの

大きな柱の一つに据えているところでありま

す。御指摘がありましたような、１月の宮崎合

宿を経て平昌オリンピックで活躍したスピード

スケートの日本代表チームのように、国内外の

代表チームの合宿でありますとか、昨年の日向

での世界ジュニアサーフィン選手権のような国

際大会等の誘致・受け入れによりまして、その

レガシーの継承と有効活用を図ることで、ス

ポーツランドみやざきのブランド力をさらに高

めていくこととしております。また、スポーツ

誘客による経済効果を県下全域に広げるため

に、市町村等と連携しながら、スポーツランド

みやざきの全県化、通年化、多種目化を一層推

進してまいります。さらには、本県ならではの

恵まれた環境を生かしながら、サーフィンやサ

イクリングなど、みずから楽しむスポーツによ

る観光振興にも、さらに力を入れてまいりたい

と考えております。

ありがとうございます。○井本英雄議員

かつて宮崎は、新婚旅行のメッカと言われて

まいりました。今、宮崎はスポーツキャンプ地

のメッカと言われるようになりたいものだなと

思っているわけですが、そのためには、あらゆ

る方面におけるスポーツのバックアップ体制が

重視されなければならないのではないかなと

思っているところであります。他県、特に都会

のスポーツジムというかアリーナというのか、

そういうところを見学しますと、メディカル的

なバックアップ体制が非常に充実していること
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に驚かされるわけであります。スポーツメディ

カル的なバックアップ体制にも、もっと力を入

れるべきではないかと思うのでありますが、商

工観光労働部長の御意見をお伺いします。

スポーツ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

キャンプ・合宿誘致の地域間競争が激化してい

る中、スポーツメディカルなどの新たな取り組

みを推進し、受け入れのための付加価値を高め

ていくことは、大変重要であると考えておりま

す。そのため県では、宮崎大学医学部と連携し

たメディカルチェックや、疲労回復に効果のあ

る高酸素カプセルの貸し出し、アスレチックト

レーナーを派遣するトレーナーズバンクの設立

のほか、合宿受け入れ経験の少ない宿泊施設の

底上げ等を目的に、県栄養士会監修のアスリー

トフードレシピの提供などに取り組んでいると

ころであります。今後とも、スポーツキャンプ

・合宿地のさらなる魅力向上に向け、アスリー

トのパフォーマンスの向上につながるような、

スポーツメディカルなどのさらなるバックアッ

プ体制の強化について、検討してまいりたいと

考えております。

ありがとうございます。○井本英雄議員

次に、宮崎版ＤＭＯについてお聞きいたしま

す。本県では、みやざき観光コンベンション協

会が、平成28年５月に地域連携ＤＭＯの候補法

人として登録されております。みやざき観光コ

ンベンション協会では、これまでも国内外から

の誘客対策に取り組んでこられたものと考えて

おりますが、宮崎版ＤＭＯは、これまでの協会

の取り組みと何が違うのか、商工観光労働部長

にお伺いします。

みやざき○商工観光労働部長（中田哲朗君）

観光コンベンション協会につきましては、これ

まで市町村や観光関連事業者等と連携しなが

ら、国内外からの誘客プロモーションを中心に

取り組んできたところであります。一方、宮崎

版ＤＭＯでは、こうした取り組みに加え、多様

化する観光客のニーズに対応しながら、宮崎の

強みを生かした新たな旅行商品を生み出し、観

光消費額の増加につなげることで、持続可能な

観光地づくりを目指すことが求められておりま

す。このため協会では、各種マーケティング調

査等を実施しながら、観光客のニーズ等を把握

するとともに、今年度、専門人材を新たに配置

し、市町村等と連携しながら、地域での新たな

旅行商品づくりなどに取り組んでいるところで

ございます。

今年度、専門人材を新たに配○井本英雄議員

置するということでありますが、今のみやざき

観光コンベンション協会の組織体制を見ます

と、県あるいは観光関連事業者からの派遣職員

が多いんです。ほとんどと言っていいぐらい。

まだまだ組織としては専門性を高めていかなけ

ればならんのではないかなと思うのでありま

す。そこで、宮崎版ＤＭＯを実現するために

は、協会の体制強化や人材育成も重要であると

考えますが、その取り組みについてお伺いいた

します。

みやざき○商工観光労働部長（中田哲朗君）

観光コンベンション協会におきましては、今年

度、ＤＭＯ推進プロデューサーとして、本県で

の勤務経験がある旅行会社ＯＢの方を採用し、

協会職員とともに、地域の観光資源を生かした

新たな取り組み、広域での周遊ルートづくりな

どに取り組んでいるところであります。また、

今年度から、協会のプロパー職員１名を研修生

として県観光推進課に受け入れているほか、県

と協会合同での勉強会を定期的に開催し、より

効果的な観光戦略づくりに向け、マーケティン
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グ知識の習得にも努めているところでありま

す。今後とも、協会と一緒になって、宮崎版Ｄ

ＭＯの実現に向け、体制強化や人材育成に取り

組んでまいりたいと考えております。

よろしくお願いします。○井本英雄議員

次に、外国人観光客の誘致対策についてであ

ります。最近の傾向としては、個人旅行者がふ

えております。例えば、中国の訪日個人旅行者

は、2012年では全体の約３割でしたが、2017年

には約６割にまでふえております。これからの

インバウンド対策においては、個人旅行者をい

かに取り込んでいくかが非常に重要であると思

うのであります。外国人個人旅行者を呼び込む

ために、どのように情報発信を行っていくの

か、商工観光労働部長にお伺いいたします。

個人旅行○商工観光労働部長（中田哲朗君）

が大半を占めます外国人旅行者の多くは、フェ

イスブックやインスタグラムといったＳＮＳを

初め、ブログや口コミサイト、ガイドブックな

どから、旅行に関する情報を収集していると言

われております。中でもＳＮＳは即時性や拡散

性にすぐれており、効果的な情報発信のツール

でありますことから、県では、人気の高いブロ

ガー等を招聘し、宮崎の豊かな自然や食などの

情報をＳＮＳ等で広く発信してもらいますとと

もに、本県を訪れた外国人が、その場で本県の

魅力を発信できるよう、市町村等とも連携し

て、ネット環境の充実に努めているところであ

ります。今後とも、より多くの外国人旅行者を

呼び込むために、ＳＮＳはもとより、ホーム

ページやガイドブックなど、さまざまな媒体を

活用しながら、効果的な情報発信に取り組んで

まいりたいと考えております。

よろしくお願いいたします。○井本英雄議員

次に、国立公園満喫プロジェクトについてお

伺いいたします。このプロジェクトのコンセプ

トが、「最大の魅力は自然そのもの」だそうで

あります。私の小さな経験からしても、日本は

世界で最も四季がはっきりしておりまして、自

然が美しい国の一つであろうと思います。私た

ちは、当たり前過ぎて、日本の自然の美しさに

はぴんとこないかもしれませんけど、山紫水明

の地というのが本当にぴったりの国じゃないか

なと、私はかねがね思っているわけでありま

す。これを売りにするという今度の政策は、な

かなかいいところに目をつけたのではないかと

思っております。国立公園満喫プロジェクトで

は、霧島錦江湾国立公園の訪日外国人利用者数

を、平成27年の７万1,000人から20万人に増加さ

せることを目標に掲げております。国立公園満

喫プロジェクトに選定された霧島錦江湾国立公

園について、これまでの取り組みの成果と今後

の取り組みを、環境森林部長にお伺いいたしま

す。

国立公園満○環境森林部長（川野美奈子君）

喫プロジェクトにつきましては、「ステップ

アッププログラム2020」に基づき、重点取り組

み地域において計画的に事業を実施していると

ころでございます。今年度は、えびの高原の池

めぐりコースや御池の周回歩道の改修などに加

え、フォトコンテストの開催や、誘客に向けた

外国人アドバイザーの招聘などにも取り組んだ

ところでございます。このような取り組みによ

り、各地域において地元が主体となった意見交

換会やイベントが実施されるなど、プロジェク

ト推進の機運が高まってきたところでございま

す。来年度は、引き続き重点取り組み地域での

施設整備を進めるとともに、民間活力の導入に

よる宿泊施設の誘致や周遊バス等の実証運行、

また、地元ガイドの育成やＳＮＳ等による情報
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発信など、霧島地域への誘導策に、地元などと

連携しながら積極的に取り組むこととしており

ます。今後も、2020年の目標達成に向け、官民

一体となった取り組みをしっかりと展開してま

いりたいと考えております。

よろしくお願いいたします。○井本英雄議員

次に、オルレを活用した誘客対策についてで

あります。「オルレ」といいますのは、韓国語

で「家に帰る細い道」という意味のトレッキン

グコースのことを言うようであります。既に県

内では高千穂コースが認定されております。近

年、自然志向、健康志向が高まっており、オル

レというトレッキングコースに人気が集まって

いるようであります。外国人観光客の誘致にお

いて、一つの有効な手段と考えられます。この

高千穂町で取り組まれているオルレのような取

り組みを、県内全域に広めていくことはできな

いのか、商工観光労働部長にお伺いいたしま

す。

御質問に○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ありました高千穂町のオルレを初め、日之影町

や綾町、日南市で取り組んでおられます森林セ

ラピー、さらに、えびの高原のトレッキングな

どは、いずれも自然を身近に感じ、風景をゆっ

くりと楽しみながら心と体を癒やすことのでき

る魅力的なアクティビティーでありますことか

ら、県では、これらの素材を生かした旅行商品

の造成や情報発信などに取り組んでいるところ

であります。これらのアクティビティーは、近

年の健康志向の高まりの中、外国人観光客にも

人気が高いことから、今後とも、地元市町村等

と連携し、世界農業遺産やユネスコエコパーク

の取り組みなどとも絡めながら、新たな素材の

掘り起こしや磨き上げを行いますとともに、情

報発信の強化に努め、さらなる外国人観光客の

誘致に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

よろしくお願いします。○井本英雄議員

昨年６月に祖母・傾・大崩ユネスコエコパー

クが決定されました。祖母・傾・大崩地域は、

登山愛好家の間では以前から注目されていたエ

リアであります。登録決定後は来訪者も増加傾

向にあると聞いております。しかし、一般の観

光客がこの奥深い山岳地形を体感するのは、な

かなか容易ではなかろうと思っております。私

も一度登ったことがありますが、とても素人と

いうか初心者が登れるような山ではありません

でした。しかし、非常に景色はすばらしい。私

は、県内の車よりも県外の車のほうが多いのに

びっくりしました。彼らに聞きますと、「宮崎

にはもったいない山だ」と言うんです。それぐ

らいいい山だ、こういうことを言っておりまし

た。ただエコパークに指定されたら人が来ると

いうわけではありません。やっぱり一般の人た

ちが行けるような仕組みをつくらないかんなと

思うのであります。そこで、祖母・傾・大崩ユ

ネスコエコパークを活用し、一層の誘客促進を

図るため、今後どのように取り組んでいくの

か、総合政策部長にお伺いいたします。

祖母・傾・大○総合政策部長（日隈俊郎君）

崩ユネスコエコパークにつきましては、昨年６

月の登録決定以降、大分県及び関係６市町と連

携しまして、駐日各国大使などに向けたプレゼ

ンテーションや、テレビの旅番組を活用したＰ

Ｒなど、県外への魅力発信等に取り組んできた

ところであります。今後は、インバウンドを見

据えたホームページの多言語化やガイドの養成

を進めるとともに、旅行エージェンシー等を対

象としたモニターツアーの実施や、広域観光

ルートの設定にも取り組む予定としておりま



- 27 -

平成30年２月28日(水)

す。また、県におきましては、県内外からのさ

らなる誘客促進を図るため、眺望のよい箇所へ

の案内看板の設置や展望スペースの整備、道の

駅等における情報発信スペースの整備など、当

該市や町が行う受け入れ基盤の整備に対して支

援していく事業を、新年度予算でお願いしてい

るところであります。今後とも、ユネスコエコ

パークという世界ブランドを活用しまして、関

係機関や団体とも連携し、人と自然が共生する

この地域の魅力発信に努めまして、一層の観光

・地域振興を図ってまいりたいと考えておりま

す。

よろしくお願いいたします。○井本英雄議員

祖母・傾・大崩ユネスコエコパークへのアク

セス道路の整備も必要であります。傾山に向か

う県道日之影宇目線、大崩山に向かう県道上祝

子綱の瀬線、県道岩戸延岡線は、整備がまだま

だの状況であります。これらの県道整備の取り

組みについて、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

お尋ねの県○県土整備部長（東 憲之介君）

道３路線につきましては、山間部の急峻な地形

を通過していることから、抜本的な道路整備を

行うには、多くの予算と時間が必要でありま

す。しかしながら、これらの路線は、地域の

方々にとって重要な生活道路でありますことか

ら、地元の要望を踏まえ、部分的な拡幅や待避

所設置などの、いわゆる1.5車線的道路整備も順

次進めているところであります。これらの県道

の整備は、祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク

を生かした地域の振興にもつながるものと考え

られますことから、今後とも、地域の皆様の意

見を伺いながら、道路を利用される方々が安全

に走行できるよう、引き続き必要な整備を行っ

てまいりたいと考えております。

よろしくお願いいたします。○井本英雄議員

次に、本県の首都圏のアンテナショップであ

る新宿みやざき館ＫＯＮＮＥについて、お伺い

いたします。新宿ＫＯＮＮＥは、平成10年の開

業以来20年間、営業を行ってまいりました。こ

のたびリニューアルすることになり、４月28日

には営業を再開される予定と伺っております。

そこで、新宿みやざき館ＫＯＮＮＥのリニュー

アルに当たり、新たにどのような取り組みを行

うのか、商工観光労働部長にお伺いいたしま

す。

新宿みや○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ざき館ＫＯＮＮＥにつきましては、首都圏の活

力を取り込み、本県の経済活性化につなげるこ

とを目的に、今回リニューアルを行い、情報発

信等の機能強化を図ることとしております。具

体的には、新たに催事コーナーやチャレンジ

コーナーを設け、市町村や企業等が行うＰＲイ

ベント、テストマーケティングなどへの支援の

ほか、デジタルサイネージを設置し、行き交う

多くの通行者に対し、観光や物産、歴史・文化

など本県のさまざまな魅力をＰＲすることとし

ております。また、２階に新たに設置するレス

トランでは、本県の農産物をふんだんに使用し

た本格和食料理の提供やフェアの開催などによ

り、食の魅力発信を図ることとしております。

今後、新たに生まれ変わる新宿ＫＯＮＮＥを中

心に、宮崎の知名度向上や県産品の販路開拓、

観光誘客などに、オールみやざきの体制で取り

組んでまいりたいと考えております。

よろしくお願いします。○井本英雄議員

次に、文化振興についてお聞きいたします。

日本の文化と言われるものは、ほとんど江戸

時代に生まれたものであります。歌舞伎にして

も、お茶にしてもお花にしても、相撲にして



- 28 -

平成30年２月28日(水)

も、ありとあらゆるものが、ほとんど江戸時代

に生まれたものであります。文化は精神的な余

裕がなければ育つものではありません。江戸時

代はそれだけ平和な時代だったのかもしれませ

ん。戦後70年、日本は、戦争こそありませんで

したが、常に激動の中にあったような気がして

おります。今も、グローバリズムの中にあっ

て、国民は平穏な生活と言うにはほど遠いよう

な気がいたします。このような中にあって、平

成32年には国民文化祭が我が県で実施されよう

としております。今日、県が文化振興に力を入

れるのはどのような意義があるのか、知事にお

伺いいたします。

文化は、豊かな人間性○知事（河野俊嗣君）

や創造性を育みますとともに、人生を豊かに

し、日常生活にゆとりや潤いをもたらすもので

あります。また、地域の祭りや伝統行事、地域

に根差した文化活動等は、地域の連帯感や魅力

の向上にもつながり、社会の活力を生み出すも

のと考えております。県としましては、人口減

少や少子高齢化が進展する中で、このような文

化の効果を生かして、県民の生きがいづくりや

地域の活性化につなげるため、文化の振興に積

極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

2020年には、本県で国民文化○井本英雄議員

祭、全国障害者芸術・文化祭が開催されること

になりました。昨年10月、県実行委員会で基本

構想が承認され、文化関係者等の意見等を踏ま

え、具体的な取り組みが検討されているようで

あります。しかし、一部新聞等で、何か不協和

音が聞こえてくるようであります。県には、こ

れらの大会を成功に導くため、リーダーシップ

をとっていただき、万全の準備をお願いしたい

と思います。国民文化祭、全国障害者芸術・文

化祭に向けた準備状況と今後の取り組みについ

て、総合政策部長にお伺いいたします。

国民文化祭、○総合政策部長（日隈俊郎君）

全国障害者芸術・文化祭の開会式、閉会式な

ど、県主催事業の準備状況につきましては、昨

年10月の基本構想決定の次のステップとして、

日程、場所、事業構成などをまとめた実施計画

策定に向け、有識者で構成します企画会議等の

意見をいただきながら、検討を進めているとこ

ろであります。また、市町村と文化団体が主体

的に行う事業である分野別フェスティバルにつ

きましては、全市町村に対して個別説明、意見

交換を行いまして、今年度中に市町村実行委員

会を設立するよう要請するとともに、文化団体

への説明会も開催し、事業参加の周知を図った

ところであります。さらには、今月２月号の県

広報紙での特集掲載や大会ロゴマークの公募な

どを通して、周知・広報にも努めているところ

であります。今後とも、市町村や文化団体と十

分に連携を図りながら、実施計画を策定するな

ど、着実に準備を進めるとともに、県民の皆様

の機運の醸成を図ってまいりたいと考えており

ます。

どうぞよろしくお願いいたし○井本英雄議員

ます。

次に、平成30年度における重点施策の「文化

・スポーツを生かした地域づくりの推進」に、

「文化振興のためのプラットフォームの構築に

向けた対応」とありますが、プラットフォーム

とはどのようなもので、どのように構築してい

くのか、総合政策部長にお伺いいたします。

県といたしま○総合政策部長（日隈俊郎君）

しては、国民文化祭に向けてはもちろんのこ

と、その後も引き続き、県民の文化活動の裾野

を広げるとともに、その活性化やレベルアップ
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を図ることが必要であると考えております。そ

のため、文化振興について知見を持つ専門的人

材を配置し、文化活動へのアドバイスや効果的

な情報発信、人材育成等を一元的に行うプラッ

トフォームの構築を検討しているところであり

ます。平成30年度は、その構築に向けて、専門

家をアドバイザーに委嘱し、市町村の職員や文

化団体関係者等からも意見を聞きながら、本県

の実態に合ったプラットフォームの具体的な形

態等について検討を進めてまいりたいと考えて

おりまして、今議会に、そのための事業を新年

度予算としてお願いしているところでありま

す。

よろしくお願いします。○井本英雄議員

次に、県立美術館についてお伺いいたしま

す。書道関係者の話によりますと、国立美術館

を初め他県の美術館では、空海や王義之などの

著名な書を収集しております。しかし、県立美

術館には、書が１点も収蔵されていないという

ことであります。なぜ県立美術館がこれまで書

を収集してこなかったのか。また、今後の書の

収集についてどのように考えているのか、教育

長にお伺いいたします。

県立美術館は設立当○教育長（四本 孝君）

初から、瑛九を作品収集の核として、関連する

シュールレアリスムなどの海外作品や郷土出身

作家の作品など、絵画や彫刻を中心に収集を行

い、県立美術館としての特色づくりに努めてま

いりました。書は、我が国の伝統文化であり、

県民にすぐれた書の鑑賞機会を提供することは

大切であると認識しておりましたが、書の収集

方針が整理されていなかったことや、厳しい財

政事情等によりまして、書の作品の収蔵には至

らなかったところであります。こうした中、国

富町にゆかりのある書家で、戦前の小学生が皆

使用した書き方の教科書を書かれたり、昭和天

皇の皇太子時代に習字の指導をされたりしてお

られた、故日高秩父氏のはがきや手紙などの資

料寄贈の申し出がありましたことから、先般、

収集をしたところであります。今後、本県の書

文化の向上を図るために、専門家などの意見も

伺いながら、収集すべき書家等の調査・研究を

進めてまいりたいと考えております。

よろしくお願いいたします。○井本英雄議員

次に、南海トラフ地震・津波対策の推進につ

いてお伺いいたします。

東日本大震災以降、国は、津波による人的被

害を軽減するため、海底を震源とする地震と津

波について、従来よりも早く検知し、住民に情

報伝達するための地震・津波観測監視システム

の設置を進めております。これまでに、北海道

沖から房総沖までの海底にＳ-ｎｅｔ、紀伊半島

沖から室戸岬沖の海底にＤＯＮＥＴを整備し、

既に運用を開始しております。しかし、日向灘

海域は、これらの観測網の空白地帯となってお

ります。日向灘海域に、一刻も早く地震・津波

観測監視システムを整備する必要があります。

国は、平成30年度予算案に、システム整備に向

けた調査費を盛り込んでいるようであります

が、地震・津波観測監視システムの早期整備に

向けて、今後、県はどのように取り組んでいく

のか、危機管理統括監にお伺いいたします。

日向灘海域○危機管理統括監（田中保通君）

への地震・津波観測監視システム（ＤＯＮＥ

Ｔ）の整備につきましては、お話にありました

ように、国の平成30年度当初予算案に、システ

ム設置に向けた調査費が盛り込まれたところで

あります。しかしながら、実際の整備は平成31

年度以降となり、さらに日向灘海域の設置面積

は広大となるため、他地域で運用されているＤ
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ＯＮＥＴ等の整備実績を踏まえますと、日向灘

海域での整備完了までには、多額の費用や一定

の年数がかかることが想定されます。県といた

しましては、南海トラフ地震の発生確率が非常

に高くなっていることから、国に対し、システ

ム整備のための予算確保や、早急な運用開始が

できる整備手法の検討、そして採用などをさら

に強く要望してまいりたいと考えております。

よろしくお願いします。○井本英雄議員

次に、国民健康保険制度についてお聞きいた

します。いよいよ平成30年度から国民健康保険

制度の改革が実施されます。国保事業はこれま

で、市町村において市町村単位で実施してまい

りました。新制度においては、都道府県が財政

運営の責任主体として中心的な役割を担うこと

となりました。今回の制度改革は、国保制度発

足以来の大改革と言われております。その準備

状況について、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

平成30年度以○福祉保健部長（畑山栄介君）

降、議員のお話にありましたとおり、県が国保

運営の中心的な役割を担うこととなりますが、

安定的な財政運営や効率的な事業の確保等を図

るため、県と市町村で、これまで延べ40回以上

協議を重ね、準備を進めてまいりました。昨年

末には、その協議内容を取りまとめた本県国保

の統一的な運営方針を策定したところであり、

１月には、この運営方針に基づきまして、市町

村が県に納付する国保事業費納付金や標準保険

税率を算定し、市町村に提示したところでござ

います。今後、各市町村がそれぞれの実情を踏

まえて、最終的な保険税率等を決定することと

なります。平成30年度からは、県も市町村とと

もに国保の保険者となります。これまで以上に

市町村と連携を図りながら、財政運営の責任主

体としての役割をしっかり果たしてまいりたい

と考えております。

今回の制度改革では、平成30○井本英雄議員

年度から、全国規模で約1,700億円の公費拡充が

図られております。先ほどの答弁では、県が算

定し、平成30年度の市町村が県に納付する国保

事業費納付金や標準保険税率等を提示したとの

ことでありますが、その算定において公費拡充

の効果はどの程度あったのでしょうか。また、

公費の拡充で国保事業の財政上の課題が解決さ

れるものなのでしょうか、福祉保健部長にお伺

いいたします。

国が実施する○福祉保健部長（畑山栄介君）

約1,700億円の公費拡充のうち、本県には約19億

円の配分を見込んでおります。平成30年度の保

険税必要額は、28年度と比較しまして、県平均

で１人当たり5,000円程度の減少となり、これは

公費拡充の効果であると考えております。ま

た、この財源を活用して、激変緩和措置を行っ

ておりまして、当面は、被保険者の保険税負担

の急激な上昇を抑制することができると考えて

おります。しかしながら、国保は今後とも、高

齢化や医療費の高度化等によりまして、所得水

準が低く、医療費水準が高いといった構造的な

課題がさらに顕著になると見込まれますので、

将来にわたり国保の安定的な運営を確保するた

め、医療費適正化や収納率向上などの取り組み

を、一層推進していく必要があると考えており

ます。また、今後の医療費の増大に耐え得る財

政基盤の確立を図るため、国庫負担割合の引き

上げ等を講じるよう、引き続き国に要望してま

いりたいと考えております。

よろしくお願いします。○井本英雄議員

次に、自殺対策についてお伺いいたします。

平成28年の日本の自殺者数は３万人を切り、２
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万1,017人となりました。この中で、我が宮崎県

の自殺者数は205名で、平成27年と比べ、自殺者

数はマイナス50名、全国順位もワースト３位か

ら11位と改善してきております。これまでの県

の自殺対策の評価と今後の取り組みについて、

福祉保健部長にお伺いいたします。

本県の平成28○福祉保健部長（畑山栄介君）

年の自殺者数は、平成21年の自殺対策行動計画

策定以降、最も少ない状況となっておりまし

て、自殺予防における普及啓発や、うつ病患者

や自殺未遂者等のハイリスク層への対策など、

これまでの総合的な対策が一定の成果を上げた

と捉えております。今後は、これまでの県の取

り組みにあわせまして、住民に身近な市町村の

取り組みの一層の充実が必要不可欠であると考

えております。このため県では、昨年末には

トップセミナーを開催し、各市町村長に対しま

して、地域に根差した自殺対策の必要性を説明

したところでありますし、また、あす３月１日

には、宮崎県自殺対策推進センターを設置し、

市町村における自殺対策計画の策定を促進する

など、支援を強化してまいります。今後とも、

市町村を初めとする関係機関などと、より一層

の連携強化を図りながら、自殺対策を推進して

まいります。

これまでの自殺対策について○井本英雄議員

は、一定の成果が出ているということでありま

すが、10代、20代、いわゆる若年層の自殺者が

ほぼ横ばいであります。これは、先進国の中で

も、若者の死因で自殺というのが、日本がトッ

プだということでありまして、これを何とか対

策を打たないかんということでありますが、若

年層の自殺の原因とその対策について、福祉保

健部長にお伺いいたします。

警察庁が発表○福祉保健部長（畑山栄介君）

した自殺統計によれば、一般的に自殺の原因や

動機としましては、健康問題が多い中、10

代、20代につきましては、学校問題や勤務問

題、男女問題などが多くなっており、他の世代

とは違う傾向が見られるところであります。こ

うした中、県では、相談機関等の情報入手の窓

口となる自殺予防ポータルサイト「ひなたのお

せっかい」や、子供・若者が電子メールで相談

できるホームページの運営、さらには、自殺予

防の啓発等のため、中高生や大学生向けの出前

講座も実施しております。今後は、これらの対

策を引き続き推進していくとともに、若者が抱

えるさまざまな困難・ストレスへの対処法を身

につけるための「ＳＯＳの出し方に関する教

育」を新たに実施するなど、教育機関や民間団

体等とも連携を強化しながら、若年層の自殺予

防に一層努めてまいります。

よろしくお願いいたします。○井本英雄議員

次に、子供の貧困についてお聞きいたしま

す。人は、この地上に生まれ落ちたときには、

みんな同じスタートラインでスタートするとい

うのが理想であります。しかし、現実は、生ま

れ落ちたときに既に貧富の差があります。結果

の不平等というのは、ある程度仕方ないにして

も、せめて機会の平等だけは、政治の力で少し

でも確保してあげたいものであります。貧富の

連鎖を断ち切る最も有効な方法は、教育を受け

る機会を確保することであります。そこで、子

供の貧困対策のこれまでの成果と今後の取り組

みについて、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

県では、「宮○福祉保健部長（畑山栄介君）

崎県子どもの貧困対策推進計画」に基づきまし

て、関係部局が連携して、教育の支援や経済的

支援、保護者への就労支援などに取り組んでお
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り、現在、計画の数値目標の一つであります

「生活保護世帯の子どもの高等学校進学率」が

向上するなど、一定の成果が図られているとこ

ろであります。また、市や町におきまして、実

態調査や計画の策定が進められており、民間に

おきましては、関係団体の組織化が図られ、子

ども食堂の実施や奨学金の支給などの支援の輪

が広がっているところであります。県におきま

しては、これまでの取り組みに加え、来年度か

らは、「生活困窮世帯の子どもに対する学習支

援事業」を実施し、学習の習慣づけや進路相談

などの支援を新たに行うことにより、一層の充

実を図ってまいりたいと考えております。今後

とも、市町村や民間団体などと連携を深めなが

ら、子供の貧困対策に取り組んでまいりたいと

考えております。

よろしくお願いいたします。○井本英雄議員

次に、子ども食堂についてお伺いいたしま

す。現在、子ども食堂の取り組みが県内でも広

がりつつあります。子ども食堂は、生活に困窮

する家庭や、ひとり親家庭などの子供への食事

の提供はもとより、同世代の子供との会話や大

人数での団らんの楽しさを通じて、社会とのつ

ながりを感じることのできる取り組みでありま

す。また、子供を通じた、親への支援のきっか

けづくりとしても貴重な場となっております。

そこで、県内に広がる子ども食堂の取り組みに

ついて、県としてどのように支援していくの

か、福祉保健部長にお伺いします。

子ども食堂○福祉保健部長（畑山栄介君）

は、食事の提供を通じまして、支援が必要な子

供を早期に発見できる場所であることはもとよ

り、幅広い世代が交流できる観点からも、重要

な役割を担っていただいているものと認識して

おります。県におきましては、子ども食堂を運

営する民間団体からの、衛生管理や運営面など

の相談に丁寧に対応するとともに、関係団体で

構成する「みやざき子ども未来ネットワーク」

と、運営資金や食材の支援を希望する企業との

マッチングを行うなど、活動の支援に努めてい

るところであります。また、来年度からは、子

ども食堂の運営等に関する研修会などを実施

し、新規参入の促進や、既に取り組んでいただ

いている方々のノウハウの共有などを図りたい

と考えております。今後とも、民間団体、企業

などとも連携しながら、子ども食堂の取り組み

がさらに県内に広がるように努めてまいりたい

と考えております。

よろしくお願いいたします。○井本英雄議員

次に、医師不足対策についてお聞きいたしま

す。昨年12月に発表された、国の医師偏在対策

の中間取りまとめによれば、幾ら全国的な医師

の絶対数をふやしても、実効的な対策が講じら

れなければ、地域における医師不足の解消とな

らないということが指摘されております。そこ

で国は、法改正が必要な事項も含めて早急に対

応する必要があるとして、医師偏在対策を取り

まとめたようであります。これらを踏まえて、

県として医師の偏在解消にどのように取り組ん

でいくのか、福祉保健部長にお伺いします。

今回の中間取○福祉保健部長（畑山栄介君）

りまとめでは、医師偏在対策が十分に図られな

ければ、地域や診療科における医師不足の解消

にはつながらないといった認識のもとで、都道

府県がこれまで以上に地域の医療提供体制に責

任を果たせるよう、医師確保計画の策定・実行

や入試制度に係る大学への要請など、都道府県

の権限、役割の拡大が予定されているところで

あります。本県におきましても、医師総数は増

加しておりますが、地域や診療科の偏在は解消
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しておらず、これまで、推薦入試制度や医師修

学資金の貸与のほか、高校生段階から地域医療

を守る重要性を伝えるなど、医師の育成、県内

定着に取り組んできたところでございます。県

としては、今後新たに付与される権限も十分に

生かしながら、大学、医師会等とより一層連携

し、医師確保と偏在解消に向けて主体的に取り

組んでいきたいと考えております。

なかなか大変だろうという気○井本英雄議員

はいたしますけれども、ひとつよろしくお願い

いたします。

次に、診療報酬改定についてお伺いします。

今月７日、２年に一度見直される医療サービス

の公定価格の診療報酬を話し合う中央社会保険

医療協議会が開かれました。そこで診療報酬改

定が決定され、答申が行われました。国民医療

費が急増していく「2025年問題」を乗り切る医

療体制をいかにつくるかが焦点だったようであ

ります。そこで、今回の診療報酬改定のポイン

トについて、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

今回の診療報○福祉保健部長（畑山栄介君）

酬改定につきましては、介護報酬との６年に一

度の同時改定となりますことから、人生100年時

代を見据え、どこに住んでいても適切な医療や

介護を安心して受けられる社会の実現や、国民

皆保険制度の安定性・持続可能性の確保、医療

・介護現場における新たな働き方の推進を基本

方針としております。このため、団塊の世代

が75歳以上となる2025年以降を見据え、質が高

く効率的な医療提供体制を構築していくことを

目指して、地域包括ケアシステムの構築、医療

と介護の連携強化や、急性期から在宅医療まで

の医療機能の分化連携の推進、さらには、情報

通信技術の活用による効率的な医療・介護の提

供の推進などが、改定のポイントとされており

ます。

今回の診療報酬改定のポイン○井本英雄議員

トとして、地域包括ケアシステム構築というこ

とが挙げられました。地域包括ケアシステムに

つきましては、今回、同時改定となった介護報

酬におきましても、その推進がポイントとなっ

ているようであります。2025年問題を控え、い

よいよ待ったなしという状況であり、今後、県

や市町村はもちろんのこと、医療機関や介護事

業所、また医師会などの各専門職団体、そして

地域の住民が一体となって、地域包括ケアシス

テムの構築をさらに推進していくことが重要で

あろうと考えております。そこで、地域包括ケ

アシステムの構築について、本県の状況と今後

の取り組みについて、福祉保健部長にお伺いい

たします。

地域包括ケア○福祉保健部長（畑山栄介君）

システムにつきましては、市町村が主体となっ

て、入退院時のルールづくりといった医療と介

護の連携、住民みずから運営する「通いの場」

での介護予防、認知症の早期発見・早期対応を

目指す初期集中支援チームの設置など、さまざ

まな取り組みが進められております。県では、

これらの取り組みを支援するため、市町村職員

や医療・介護の専門職等を対象としたスキル

アップのための研修会や、先進自治体から直接

支援を受けるモデル事業などを実施してきたと

ころでございまして、中でも高齢者の自立支援

・重度化防止を図る地域ケア会議については、

全国的に注目される市町村も出てきておりま

す。県としましては、今回の診療報酬・介護報

酬の改定も踏まえ、在宅での医療・介護の提供

体制の整備など、地域包括ケアシステムの構築

に向けた取り組みが県内全域で加速化されるよ
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う、市町村や県医師会等の関係団体とも緊密に

連携しながら、引き続き積極的な支援を図って

まいりたいと考えております。

よろしくお願いいたします。○井本英雄議員

ＴＰＰ11及び日ＥＵ・ＥＰＡについてお伺い

いたします。

国の試算によりますと、この２つの合意によ

り、農林水産物については、ＴＰＰ11で900億円

から1,500億円、日ＥＵ・ＥＰＡで約600億円か

ら1,100億円の生産額の減少が試算されておりま

す。これを受けて県が試算した本県農林水産物

の生産額の影響についても、ＴＰＰ11で約27

億7,000万円から52億4,000万円、日ＥＵ・ＥＰ

Ａで約24億5,000万円から48億9,000万円とされ

ているところであります。日本の農林水産業

は、これまで以上に国際競争にさらされ、本県

の農林水産業への影響も非常に懸念されるもの

であります。発効を見据えて万全の対策を講じ

る必要があると考えます。ＴＰＰ11や日ＥＵ・

ＥＰＡの発効を見据え、農林水産省はどのよう

な対策を行うのか。また、県は今後どのように

対応していくのか、農政水産部長にお伺いいた

します。

農林水産省○農政水産部長（大坪篤史君）

は、「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」に沿い

まして、平成29年度補正予算で3,170億円の予算

を措置し、生産コストの低減や品質向上に向け

た体質強化策を講じることにしています。本県

では、国で措置された産地パワーアップ事業や

畜産クラスター事業、農畜産物輸出拡大施設整

備事業等を含め、農林水産業分野で補正予算と

当初予算の合計で約189億円を、本議会に御提案

しているところでございます。今後、国際化の

大きな流れの中にあっても、生産者が安心して

経営に取り組んでいけるよう、セーフティー

ネットや競争力強化に向けた諸対策に鋭意取り

組んでまいりたいと存じます。

よろしくお願いします。○井本英雄議員

それぞれの協定が発効された場合、本県の基

幹産業である農林水産業への影響が懸念される

一方で、関税引き下げや規制緩和等により、輸

出面でのプラス効果もあるのではないかと考え

ております。こうしたプラス効果を捉えて、輸

出に取り組む企業を積極的に支援するなど、県

内産業振興に向けた攻めの取り組みも必要では

ないかと思います。そこで、県は今後、県産品

の輸出拡大に向けてどのように取り組んでいく

のか、商工観光労働部長にお伺いいたします。

議員御指○商工観光労働部長（中田哲朗君）

摘のとおり、ＴＰＰ11や日ＥＵ・ＥＰＡが発効

した場合、輸出面ではプラス効果があると考え

られますので、その効果を本県経済の活性化に

つなげていくことは大変重要であると考えてお

ります。現在、県におきましては、みやざきグ

ローバル戦略に基づき、海外の重要市場に事務

所や輸出促進コーディネーター等を配置し、県

内企業の海外展開を支援しておりますけれど

も、今後、これらの取り組みに加え、本議会で

お願いしております「地域輸出グループ海外展

開支援事業」等によりまして、輸出に取り組む

企業の裾野の拡大に一層力を入れていくことと

しております。引き続き、ジェトロ等関係機関

との連携を図りながら、県内企業の国際競争力

の強化や県産品のさらなる輸出拡大に、しっか

りと取り組んでまいりたいと考えております。

よろしくお願いします。○井本英雄議員

次に、県域ＪＡ構想についてであります。現

在、県内には13のＪＡがあります。組合員15万

人を抱えた大きな組織であり、本県農業の根幹

をなす団体であります。先月、この13ＪＡとＪ
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Ａ宮崎中央会、経済連などの連合会、それに45

の全ての関連会社を１つに合併・再編する「県

域ＪＡ構想」に、ＪＡグループが着手するとの

報道がありました。今回の、この県域ＪＡ構想

について、県はどのように捉えているのか、農

政水産部長にお伺いいたします。

農業を取り巻○農政水産部長（大坪篤史君）

く環境は、農家の高齢化や担い手不足、国際化

の進展など、大きな転換期を迎えております。

そのため、ＪＡグループ宮崎では、グループの

統合・合併により組織の基盤を強化し、スケー

ルメリットを生かした農畜産物の販売や、肥

料、農薬等の生産資材の統一によるコスト削減

など、組合員の所得向上に向けた取り組みを一

層充実するために、県域ＪＡ構想の検討を開始

したと伺っております。県としましては、地域

農業の振興や農家経営の安定を図る上で、ＪＡ

グループの役割は大変重要でございますので、

今後の構想の検討状況を注意深く見守ってまい

りたいと考えております。

次に、水産業の資源管理対策○井本英雄議員

についてお伺いいたします。近年、本県のみな

らず、我が国の水産資源の多くが減少傾向にあ

ります。水産資源の減少は、漁業経営の悪化や

漁業者の減少を招いております。そのため我が

国では、一部の水産資源に対してＴＡＣ制度を

導入し、漁獲可能量を定めて、対象資源につい

ては今後さらに拡大していきたいと考えている

ようであります。現在の我が国の管理方法の主

流は、限られた数量を早い者勝ちで取り合う、

いわゆるオリンピック方式でありますが、この

方式は、漁船装備の過剰な投資が生じるととも

に、過当競争を引き起こし、それが引き金と

なって漁業経営の悪化を招いているようであり

ます。一方で、ノルウェー、アメリカなど多く

の国で導入されているＴＡＣ制度の管理方法

は、我が国のオリンピック方式とは異なり、漁

獲可能量をあらかじめ漁業者ごとに割り当て

る、いわゆるＩＱ方式であります。この方式で

は、早い者勝ちで資源を取り合うことがないた

め、公平で計画的な操業ができますし、過剰な

投資の抑制にもつながるといった利点がありま

す。国もＩＱ方式の導入を検討しているやに聞

いておりますが、我が国のＴＡＣ制度における

ＩＱ方式についてどのような取り組みがなされ

ているのか、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

我が国では、○農政水産部長（大坪篤史君）

水産資源の適正な管理を目的に、資源の維持が

可能な漁獲量を定め、関係漁業者には、その範

囲内での漁獲を求めるＴＡＣ制度が運用されて

おります。ＩＱ方式は、この漁獲量を漁業者ご

とに割り当てる方法でございますが、現在、ベ

ニズワイガニの１種におきまして、ＩＱ方式に

よる管理が行われている状況であります。ま

た、水産庁では、東北沖合のサバ類につきまし

ても、平成26年から４年間の検証を終了しまし

て、現在、ＩＱ方式の導入に向けて、関係団体

と協議が行われているところであります。さら

に、来年度からは、新たな魚種での導入可能性

調査も行う予定と伺っております。県におきま

しては、今後ともこういった国の動向を注視し

ますとともに、本県漁業への対応についても検

討してまいりたいと考えております。

次に、九州中央自動車道につ○井本英雄議員

いてお伺いいたします。現在、計画段階評価手

続中の蘇陽―五ヶ瀬―高千穂間については、平

成27年３月に２回目の地方小委員会が開催され

てから３年かかって、ようやく今月16日に３回

目の地方小委員会が開催されたところでありま
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す。これほどまで期間があいたのは、熊本地震

の影響もあったと思われます。熊本地震では、

九州の東西軸の脆弱性が露呈し、復旧活動や日

常生活にも支障を来しました。九州の東西軸を

担う九州中央自動車道を、一日も早く全線開通

させる必要があります。そのためにも、蘇陽―

五ヶ瀬―高千穂間の来年度の新規事業化を、何

としても実現させなければなりません。九州中

央自動車道蘇陽―五ヶ瀬―高千穂間の新規事業

化の実現に向けて、県としてどのように取り組

んでいるのか、知事にお伺いいたします。

九州の東西軸を担いま○知事（河野俊嗣君）

す九州中央自動車道は、大規模災害時の緊急輸

送ルートの確保はもとより、沿線の広域観光や

地場産業の振興などを通じて、九州の一体的浮

揚にもつながる大変重要な道路だと考えており

ます。このため、あらゆる機会を通じて、国に

対して強く要望しておりまして、昨年６月に

は、初めてでありますが、熊本・大分両県知事

と３県合同で要望活動を行っております。ま

た、本年１月には、私が石井国土交通大臣に直

接お会いし、早期整備の必要性を強く訴えたと

ころであります。このような中、蘇陽―五ヶ瀬

―高千穂間の第３回目の地方小委員会が今月開

催され、集落へのアクセス性などを確保した別

線整備の案が妥当と判断をされまして、新規事

業化に向けた手続が大きく前進したところであ

ります。一昨日も、私が改めて国土交通省に参

りまして、新年度での新規事業化について強く

要望したところであります。県としましては、

新規事業化を早期に実現させ、また、高速道路

の整備効果が早期に、かつ広範囲に波及するよ

う、アクセス道路の整備など、国と連携をしな

がら進めてまいりたいと考えております。今後

とも、九州中央自動車道が一日も早く全線開通

するよう、引き続き全力で取り組んでまいりま

す。

ありがとうございます。○井本英雄議員

次は、無電柱化についてお尋ねいたします。

昔、視察でパリに行きました。凱旋門に続く

シャンゼリゼ通りに立ちますと、えらくすっき

りしているな、なぜだろうと思いましたら、ま

ず看板がない、そして電線がないということで

すね。ああ、なるほどなと思ったところであり

ました。政府は、インバウンドと称して、2020

年の訪日外国人旅行者数を4,000万人と定めまし

た。このような折、政府も、電線地中化のさら

なる推進を考え始めたと聞いております。ま

た、宮崎県でも、「美しい宮崎づくり推進計

画」の中に電線地中化は取り入れられておりま

す。加えて、電線・電柱は美化の妨げになるだ

けでなく、東日本大震災の際、電柱が倒れて交

通を遮断し、救済・復旧の妨げにもなったとこ

ろであります。このようなことから、無電柱化

に向けた一層の取り組みが必要であると考えま

すが、県ではどのように取り組んでいくのか、

県土整備部長にお伺いいたします。

無電柱化に○県土整備部長（東 憲之介君）

つきましては、道路の防災性の向上、安全で快

適な通行空間の確保、良好な景観形成の観点か

ら、大変重要な取り組みと認識しており、本県

でも主要な駅周辺や緊急輸送道路で整備を行っ

ているところであります。このような中、現

在、国においては、近年の災害の激甚化や、訪

日外国人を初めとする観光需要の増加等によ

り、無電柱化の必要性が高まっていることか

ら、無電柱化推進法に基づき、来年度から３年

間を計画期間とした、施策の基本方針となる推

進計画を策定中であります。また、県では、景

観を資源として活用するための環境づくりとし
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て、無電柱化を「美しい宮崎づくり推進計画」

に位置づけたところであります。県といたしま

しては、国の推進計画も踏まえながら、今後と

も、無電柱化の推進にしっかりと取り組んでま

いりたいと考えております。

よろしくお願いします。○井本英雄議員

次に、治水対策についてお尋ねいたします。

平成27年９月の関東・東北豪雨により、茨城県

の鬼怒川が氾濫し、流域全体にわたり極めて甚

大な被害が発生しました。また、平成28年８月

には、相次いで発生した台風による豪雨によ

り、北海道や東北地方では中小河川が氾濫し、

岩手県では、要配慮者利用施設において高齢の

入所者が逃げおくれて犠牲になるという、大変

痛ましい被害が発生いたしました。そして昨年

７月、九州北部豪雨によりまして、福岡県や大

分県の山間部の中小河川が氾濫し、家屋や重要

な施設に甚大な被害が発生しております。これ

らを受けて、国においては、「中小河川緊急治

水対策プロジェクト」を取りまとめたようであ

ります。そこで、九州北部豪雨等、近年の豪雨

災害を踏まえ、本県の治水対策にどのように取

り組んでいくのか、県土整備部長にお伺いいた

します。

県では、延○県土整備部長（東 憲之介君）

岡市を流れる北川など大規模な災害が発生した

箇所を重点的に、宅地かさ上げや堤防などの整

備を行うとともに、住民の避難に必要な水位等

の情報提供に努めてきたところであります。さ

らに、近年の豪雨災害を踏まえ、国とともに水

防災意識社会の再構築に取り組んでおり、昨年

６月には「大規模氾濫等減災協議会」を設置

し、タイムラインやホットラインの運用を開始

するなど、洪水等からの「逃げ遅れゼロ」を目

指す取り組みを進めております。また、「中小

河川緊急治水対策プロジェクト」においては、

祝子川など13河川で河道掘削や堤防等の整備、

仲瀬谷川など８渓流で透過型砂防堰堤等の整

備、さらには、新たに67カ所の水位計の設置

を、平成32年度を目標に推進してまいります。

県といたしましては、今後とも、県民の生命・

財産を守るため、ハード、ソフト一体となった

治水対策にしっかりと取り組んでまいります。

よろしくお願いいたします。○井本英雄議員

次に、教育行政についてお尋ねいたします。

平成27年に教育委員会制度が改正されまし

た。改正前の教育委員会制度については、教育

委員長と教育長のどちらが責任者かわかりにく

く、問題が起きて迅速に対応できないなどの課

題がありました。そのため、教育行政における

責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、地

方公共団体の長との連携の強化等を目的とし

て、制度の改正が行われました。その主な改正

点として、１つ目に、教育委員長と教育長を一

体化した新教育長の設置、２番目に、教育長を

知事が直接任命する、３番目に、総合教育会議

の設置、４番目に、教育に関する大綱の策定な

どがあります。総合教育会議の招集、大綱の策

定については、地方公共団体の長が行うことに

なりました。従来の教育委員会制度は、地方公

共団体の長から独立した合議制の執行機関とし

て機能を果たしてまいりました。今回の改正に

より、教育に対する知事の関与の度合いが大き

くなりましたが、制度改正後も教育委員会の独

立性は保たれているのか、教育長にお伺いいた

します。

今回の教育委員会制○教育長（四本 孝君）

度改正の目的の一つは、地方公共団体の長と教

育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の教育

の課題などを共有して、より一層民意を反映し
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た教育行政の推進を図ることであり、その目的

を実現するための取り組みとして、教育に関す

る大綱の策定や総合教育会議の設置が求められ

ております。本県におきましては、平成27年９

月に大綱を策定しておりますが、改正法にも明

記されておりますとおり、この大綱の策定を

もって、教育委員会の職務権限に変更が生じる

ものではなく、教育委員会の独立性は、従前と

変わりなく保たれております。また、総合教育

会議につきましては、本県では毎年度２回程度

開催をして、知事と教育委員会との積極的な意

見交換等を行っているところでございます。今

後とも、相互の連携を強化し、宮崎の子供たち

のために、よりよい教育の推進に努めてまいり

たいと考えております。

次に、アクティブラーニング○井本英雄議員

についてお聞きいたします。今、アクティブ

ラーニングというのが非常に話題になっており

ます。このアクティブラーニングというのは、

生きる力に呼応した新しい学力を身につけるた

めに考えられた方法であろうと思います。この

新しい学力がどれほど身についているのかを審

査する判断方法として、ＰＩＳＡの調査結果を

見ればわかるということになっております。こ

れを見ますと、アクティブラーニングが最も進

んでいるアメリカの順位は、低いところにとど

まっております。逆に、アクティブラーニング

を取り入れていない日本は、高い成績をおさめ

ているのであります。ですから、アメリカの教

育法をそのまままねすることには、私は疑問が

あります。日本の教育法はそれほど間違ってい

ないのではないかと思っているところでありま

す。日本には日本独自のアクティブラーニング

があるはずであります。授業の方法は先生たち

に任せるべきであろうと思います。今話題と

なっているアクティブラーニングは、指導方法

を一定の型にはめ込むことになるのではないか

と懸念されるのでありますが、教育長のお考え

をお聞かせください。

アクティブラーニン○教育長（四本 孝君）

グは、子供たちの主体的・対話的で深い学びを

実現することを目指して提唱されたものであり

まして、子供たちに確かな学力を身につけさせ

るために、授業を改善していく上での視点とな

るものであります。そのため、授業に新たな指

導方法を導入し、普及させるといったものでは

なくて、アクティブラーニングの視点を生かし

ながら、これまで積み重ねてきたさまざまな授

業実践を継承し、絶え間ない授業改善を行うこ

とが望まれているところであります。私といた

しましては、子供たちが、わかった、できたと

実感できることが、何よりも大切であると認識

をしておりますので、そのためにも、教師自身

が、日々、創意工夫をしながら、よりよい授業

をつくり上げていくことが大変重要だと考えて

おります。

ありがとうございます。○井本英雄議員

次に、総合学科についてお聞きします。総合

学科は、平成29年度現在、全国で約300校に設置

されており、本県には現在、３校に総合学科が

設置されております。総合学科は、生徒が自分

で科目を選び、自分だけのカリキュラムをつく

ります。これこそ、能力や個性に応じた究極の

教育ではないかと思うのでありますが、総合学

科は志願者が少ないようであります。総合学科

の特徴と現状、今後の方向性について、教育長

のお考えをお聞かせください。

総合学科は、将来の○教育長（四本 孝君）

職業選択について深く考えさせる科目である

「産業社会と人間」や、生徒がみずから課題を
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設定し、その解決に向けて取り組む課題研究に

力を入れるとともに、幅広い選択科目が設けら

れているなどの特徴がございます。議員の御質

問にもありましたとおり、近年、生徒募集に苦

労している状況にございますが、地方創生を

テーマにしたビジネスプランが全国レベルのコ

ンテストで入賞したり、地元産業界や大学と連

携した取り組みが実際の商品開発につながるな

ど、総合学科における学びの成果も出ておりま

す。また、昨年度の総合学科卒業生の県内就職

率は約８割と高く、多くの生徒が地元に残って

おります。県教育委員会といたしましては、特

色ある学びの提供や、それぞれの地域とのさら

なる連携強化に努め、教育内容をなお一層魅力

あるものにしてまいりたいと考えております。

よろしくお願いします。○井本英雄議員

次に、図書館におけるワークショップについ

てお聞きいたします。現在、多くの図書館で参

加型講座、いわゆるワークショップが開かれて

おります。図書館で地域の課題解決を図るワー

クショップを行い、それによって市民力がより

高まっていくという事例もあります。考えてみ

ますと、図書館には、向学心があり、地域課題

に関心のある市民が多く来ているのではないか

と思うのであります。そこで、図書館の機能を

活用して、住民の知見も生かせるようなワーク

ショップなどの参加型講座を実施してみてはど

うかと思うのですが、教育長のお考えをお聞か

せください。

図書館は、地域の情○教育長（四本 孝君）

報拠点であり、また、利用者の多い社会教育施

設でありますことから、議員の御質問にありま

した、ワークショップ等を図書館で行うこと

は、住民が互いに学び合い、自己を高めていく

機会となりまして、地域の課題解決にもつなが

るような有意義な取り組みであると考えており

ます。県内でも、日向市におきまして、認知症

の当事者やその家族、市民ボランティアや各専

門家が交流し情報交換をする、全国でも先駆的

な取り組みが行われておりまして、県では、県

内図書館職員等を対象とした研修におきまし

て、その事例を紹介したところであります。今

後も、県内外のすぐれた取り組みを収集し、市

町村への周知を図るとともに、県立図書館にお

ける対応について、調査・研究を行ってまいり

たいと考えております。

よろしくお願いします。○井本英雄議員

その地域でしか収集できない広報や学校文集

などを幅広く収集するのは、図書館でしかでき

ない機能であろうと思うのであります。県立図

書館では、地域資料の収集をどのように行って

いるのか。また、地域資料を収集するための納

本条例というのがあるそうですが、これをつく

ることについてはどう考えるのか、教育長にお

伺いします。

県立図書館におきま○教育長（四本 孝君）

しては、全県的な視野に立ちまして、市町村立

図書館等と役割分担をしながら、歴史的、社会

的に見て本県に関係の深い地域資料の収集・保

存に努めているところであります。地域資料

は、そもそも書店で取り扱っているものが少な

く、県で得られる発行の情報も限られますた

め、これまで県立図書館のホームページ等にお

いて寄贈等を呼びかけてまいりました。今後と

も、機会あるごとに地域資料の寄贈等に関する

広報・周知に努めてまいります。

また、納本の制度づくり、お尋ねの納本条例

につきましては、今後、調査・研究を行ってま

いりたいと考えております。

最後になりました。ちょっと○井本英雄議員



- 40 -

平成30年２月28日(水)

時間がありますが。

警察本部長にお伺いします。先日、警察学校

の学生がわいせつ容疑で逮捕され、懲戒免職処

分となったと報道されました。犯罪を取り締ま

る立場の警察官が、犯罪を犯して逮捕されるな

ど、あってはならないことであります。今回の

ような事件が発生すると、県民は警察を信頼す

ることはできず、ひいては、警察の業務にも大

きな影響を与えることになると思います。今回

は、採用後間もない警察学校の学生の犯行とい

うことであります。まず、警察官採用試験で、

警察官として適性のある優秀な人材を選考する

必要があります。そこで、警察官を採用するに

当たって、どのような基準や方法で選考してい

るのか、警察本部長にお伺いしたいと思いま

す。

そして、採用後は、警察学校などでしっかり

と指導教養を行い、県民が信頼することができ

るような警察官を育てていただきたいと思うの

であります。採用後はどのような教育がなされ

ているのか、あわせてお伺いいたします。

今回、警察学校○警察本部長（郷治知道君）

の学生を逮捕した事案の発生については、大変

遺憾に思っております。被害関係者の方々を初

め県民の皆様に、心からおわびを申し上げま

す。

警察官の採用試験を所管する人事委員会と、

事件を機に、一層、人物重視の面接試験となる

よう、そのあり方などについて再検討してまい

ります。

採用後は、警察学校において、職務倫理の養

成や気力・体力の錬成のための武道訓練などを

行いますが、今回、学生の家族に協力いただ

き、立派な警察官になってほしいとの、事件後

も一層強いメッセージを資料にまとめました。

こうした資料等を活用して、学生の自覚を促す

とともに、今後、警察を目指す若者や御家族に

も見ていただき、優秀な人材の確保に役立てて

まいります。また、警察学校等では、事件後、

警察官の不祥事が県民に及ぼす影響について、

みずから考えさせる討論会を開催するなど、全

力を挙げて再発防止に取り組んでおります。以

上です。

私も、家族からのメッセージ○井本英雄議員

というのを読ませていただきました。なかなか

よくできているなという感じでありました。こ

ういう事件は、ほかの部署でももちろん起こっ

てはいけないけど、特に警察では起こってはい

けないことであります。どうぞひとつ、二度と

こういうことが起きないように、よろしくお願

い申し上げます。

少々時間は余りましたが、これをもって私の

質問の全てを終わります。ありがとうございま

した。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○ 原正三議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時45分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○ 原正三議長

ます。

次は、宮崎県議会自由民主党、黒木正一議

員。

〔登壇〕（拍手） 県議会自由○黒木正一議員

民主党の黒木正一でございます。私の質問には

珍しく、傍聴者がおられます。はるばる諸塚か

らも来ていただきました。ありがとうございま

す。

日本選手の活躍で尻上がりに盛り上がりまし
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た平昌オリンピックが終わった途端に、春の気

配が感じられるようになりました。ことしは大

変寒い厳しい冬でありました。「寒さが強かっ

た年は桜がきれいだよ」と多くの人が言いま

す。ことしの春は桜の開花が楽しみでありま

す。

もう一つ、ことしの春の楽しみは選抜高校野

球であります。52年ぶりに宮崎県から２校が出

―場ということであります。私は今から50年

まだ50年はたっていないと思いますが、それぐ

らい前に、日向市にあります富島高校のグラウ

ンドのバックネット裏にあった下宿屋の２階で

３年間を過ごしました。そこからたまに野球部

が練習しているのを見たことがあります。です

から、非常に甲子園出場は感慨深いものがあり

ます。どうか延岡学園と富島高校とで甲子園に

春の花を何とか一花咲かせていただきたいと、

期待をしているところであります。

それでは、通告に従いまして質問をしていき

ます。

まず、来年度の重点施策について伺います。

平成30年度一般会計当初予算は、「みやざき

の更なる飛躍と新たな挑戦」に取り組む積極予

算として編成し、テーマに沿って３点を重点施

策としていますが、その概要と決定過程につい

て、知事に伺います。

次に、本県の財政運営について伺います。

平成30年度の一般会計当初予算は、前年度よ

り約40億円増の5,817億9,000万円となっており

ます。その増加要因の一つに、建設事業などイ

ンフラ整備に係る投資的経費が約43億円増加し

ており、その主なものの一つは、現在建設中の

防災拠点庁舎整備事業とのことであります。防

災拠点庁舎の概算工事費は約132億円で、平成30

年度の当初予算は約36億円であり、平成31年度

の当初予算額はさらにふえることが想定されま

す。

このほか、県立宮崎病院再整備に総事業費340

億円程度、また2026年の宮崎国体に向け、今年

度整備方針を決定した陸上競技場、体育館、

プールの国体関連主要３施設や県総合運動公園

への津波対策など、施設整備に総額約400億円程

度かかると見込まれており、これから先、本県

の財政を圧迫することは明らかであります。

大幅な歳入増が見込めない中、高齢化社会に

おける医療や福祉などの社会保障関係費は年々

ふえ続けており、９年前の平成21年と比較する

と、一般財源ベースで約346億円も増加していま

すが、これらはいわば義務的経費であり、少子

高齢化が進めば進むほど、抑制や削減は困難な

状況と考えられます。そこで、健全な財政運営

のために、８年後の国体開催に向けた施設整備

についてどのように取り組むのか、総務部長に

伺います。

次に、地方創生について伺います。

午前中の井本議員の地方創生に関する質問

に、人口移動報告の話がありました。東京圏は

昨年も12万人弱の転入超過となっております

が、同じ調査で、宮崎県は昨年、全国で唯一、

全市町村で15歳から64歳の生産年齢人口が転出

超過となっています。本県は、平成27年９月に

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定

し、地方創生のトップランナーを目指していま

すが、進捗状況はどうなっているのか、知事に

伺います。

また、戦略を進める上で、地方創生推進交付

金の活用が重要であると思います。国も積極的

な予算を組んでいるものの、全国で推進交付金

を申請していない自治体が４分の１を占めてお

り、煩雑な手続を嫌って申請に消極的な自治体
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の利活用を促すために、申請業務の支援にも乗

り出すと聞きます。使い勝手が悪ければ、地方

の実情に応じた、自由度の高い弾力的な運用の

できる制度のあり方を求めていくべきと考えま

すが、この交付金制度のあり方についてどう思

うか、知事に伺います。

次に、農業の競争力強化について伺います。

ＴＰＰ・ＥＰＡ交渉が進展する中で、我が国

の近年の農業施策は、競争力強化あるいは産業

政策に向けた動きが強まっています。昨年の通

常国会で、農業の競争力強化を目的とした８つ

の法案（農業競争力強化関連法）が可決・成立

しました。これによって、今後も一層農業の生

産性を高めながら、持続的に発展できる農業経

営の育成に重点を置いた政策が進められると考

えられます。

我が国は、「食料・農業・農村基本法」以降

の農業政策で、農業の多面的機能や多様な担い

手、農村振興を重視する方向性を持っておりま

した。しかし、近年の農業政策は産業政策的な

傾向を強め、産業としての農業の発展を妨げる

規制の撤廃を掲げて、法改正や新法制定が進め

られております。産業政策に傾斜した農業政策

によって、小規模な生産者を退出させ、一部の

競争力のある経営の展開に重点を置けば、平場

への集中と中山間地域からの撤退も進み、食料

自給率の低下にもつながることが懸念されま

す。国の進める農業の競争力強化のための取り

組みについてどのように考えているのか、知事

に伺います。

次に、中山間地域の農業振興について伺いま

す。

本県の人口の約４割、面積の約９割を占め、

食料生産の場として、また農業の有する多面的

機能の維持・発揮などの面でも重要な役割を担

う中山間地域は、傾斜地が多く、平地に比べ営

農面においても不利な条件にあります。加え

て、鳥獣被害も受けやすく、人口減少、高齢

化、担い手不足などの厳しい状況に置かれてい

ます。

本県においては、中山間地域対策をほぼ毎

年、重点施策として掲げ、さまざまな事業に取

り組んできました。しかし、とりわけ過疎地域

においては、人口減少が著しく、それを食いと

める特効薬はなかなか見出せないものの、定住

可能な所得対策など、地道に取り組んでいくこ

とが必要であると思います。農政水産部長はこ

れまで、みずから「100万泊県民運動」を実践

し、県内を歩き、中山間地域の所得対策にも取

り組まれていますが、中山間地域の農業振興に

ついて、これまでの取り組み内容と今後どのよ

うな取り組みを行っていくのか伺います。

次に、美しい宮崎づくり推進について伺いま

す。

本県は、昭和44年に全国に先駆け沿道修景美

化条例を制定し、沿道のすぐれた自然景観及び

植物を保護するとともに、利用者に潤いと安ら

ぎを与える花と緑にあふれた道路環境の創出と

保全に努めたことが、観光宮崎の大きな礎に

なっていると思います。私は、このように緑豊

かな自然景観や沿道景観など、地域固有の景観

を生かした魅力ある地域づくりを進めること

は、地域の振興を図る上で不可欠であると考え

ております。

県では、昨年４月に、沿道修景美化条例の理

念を継承し、発展させた「美しい宮崎づくり推

進条例」を施行するとともに、知事を本部長と

する「美しい宮崎づくり推進本部」を設置

し、11月には、全庁を挙げて「美しい宮崎づく

り推進計画」を策定されました。この計画に
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は、受け継いだ景観を守ることはもちろん、よ

り価値の高いものへと磨き上げ、次世代に引き

継いでいくためのさまざまな施策が盛り込まれ

ており、大いに期待しているところです。美し

い宮崎づくりを推進する上で、今後どのような

ことに取り組んでいくのか、県土整備部長に伺

います。

以上で壇上からの質問は終わり、以下は質問

者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、平成30年度重点施策についてでありま

す。重点施策は、政策評価の結果や新たな政策

に係る庁内での十分な議論を踏まえまして、次

年度の当初予算編成におきまして、どこに力点

を置くのかという観点から決定をしているもの

であります。

来年度につきましては、人材確保の必要性が

高まっていることや、国民文化祭等への準備を

本格化させる段階にあること、また、世界ブラ

ンドへの登録や全国和牛能力共進会等の成果を

次の発展に結びつける取り組みが求められてい

ることなどを考慮し、「未来を支える人財育成

・確保と中山間地域対策の強化」「世界ブラン

ドや文化・スポーツを生かした地域づくり」

「地域経済をけん引する産業づくり」の３つを

重点施策として掲げたところであります。お話

にありました富島高校、延岡学園の甲子園での

活躍も、スポーツを生かした地域づくりへの弾

みとなるのではないかと楽しみにしているとこ

ろであります。

平成30年度は、アクションプランの最終年度

でもありますので、目標達成に全力を尽くし、

「躍進するみやざきづくり」に向けて着実に成

果を上げてまいりたいと考えております。

次に、まち・ひと・しごと創生総合戦略の進

捗状況と地方創生推進交付金のあり方について

であります。「宮崎県まち・ひと・しごと創生

総合戦略」につきましては、合計特殊出生率や

新規の企業立地件数、県内への移住世帯数など

が改善してきており、一定の手応えを感じてい

るところでありますが、一方で、平成27年の国

勢調査結果を見ますと、人口減少に歯どめがか

かっておらず、引き続き、重要課題として取り

組んでいく必要があると考えております。

このような中で、地方創生の取り組みを進め

るために、国の地方創生推進交付金は大変有効

な制度であると考えております。本県では、高

校生の県内就職の促進や、産学金労官プラット

フォームによります中核企業育成の事業などに

活用しているところであります。

交付金の取り扱いにつきましては、一定の弾

力化が図られてはいるものの、地方の実情に応

じた効果的な取り組みを実施するためには、さ

らなる改善が必要であると考えておりますの

で、国に対しては、引き続き、その旨要望を行

いますとともに、交付金を積極的に活用した事

業の構築に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

最後に、農業の競争力強化についてでありま

す。農業分野におきまして、国際化が進展する

中、国は、農業競争力強化プログラムを策定

し、「生産資材価格の引き下げ」や「戦略的輸

出体制の整備」「収入保険制度の導入」など13

項目について取り組みを進め、農業の競争力強

化を実現することとしております。

本県では、そのような国の制度や事業等を活

用するとともに、ブランドの確立や販路開拓な

どにも積極的に取り組んでいるところでありま

す。最近の話題としましては、世界最高峰の映

平成30年２月28日(水)
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画の祭典であります「第90回アカデミー賞授賞

式」 これは３月４日、米国ロサンゼルス市―

で開催されるわけでありますが の後に行わ―

れるアフターパーティーで提供される料理に、

宮崎牛が使用されることが決定したところであ

ります。宮崎牛の魅力というものを広く世界に

向けて発信できる貴重な機会をいただいたもの

と、大変楽しみにしているところであります。

一方では、本県は、県土の約９割を中山間地

域が占め、生産条件が厳しい状況にありますこ

とから、中山間地域にふさわしい、本県独自の

対策にも十分留意していく必要があると考えて

おります。世界農業遺産に認定された高千穂郷

・椎葉山地域に代表されるように、魅力ある地

域資源や公益的機能等を踏まえた中山間地域の

振興策にも鋭意取り組みながら、本県全体の農

業競争力強化につなげていきたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えし○総務部長（桑山秀彦君）

ます。

今後の施設整備と財政運営についてでありま

す。国体に向けた施設整備につきましては、教

育委員会において、整備内容や手法について検

討が行われているところでありまして、その中

で、整備費用についても精査をしていくことと

なります。施設整備に係る財源につきまして

は、国庫補助金・交付金の活用、県債の発行、

そして一般財源により賄うことになりますが、

この一般財源部分につきましては、県有施設維

持整備基金を活用することとしております。

しかしながら、この基金は、国体関連の施設

整備のほか、公共施設の老朽化対策などにも活

用することとしておりまして、中長期的には不

足することが予想されますことから、今議会に

提出しております２月補正予算において、歳出

予算の減額により確保された一般財源のうち、

９億円を積み立てることとしております。この

結果、平成30年度当初予算編成後の基金残高

は、232億円程度となる見込みでありますが、今

後とも、さらなる積み増しを行っていく必要が

あると考えているところでございます。以上で

あります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○農政水産部長（大坪篤史君）

えいたします。

中山間地域の農業振興についてであります。

中山間地域は、本県にとって「県土の源」とも

言える地域でありまして、その振興を図ること

は、県全体の安定的発展の観点からも大変重要

であります。そのため、農業分野におきまして

も、長期計画の重点プロジェクトとして、中山

間地域における所得向上や地域ブランドの構

築、農村コミュニティーの強化対策等を進めて

まいりました。

特に今年度は、「農山漁村で年収100万円アッ

プ」を目指したチャレンジメニューを作成しま

すとともに、新規事業として、農家所得向上の

ためのプランづくりや機械導入等の支援も実施

しているところであります。そのような中で、

例えば、キンカンやホオズキなど、地域の特性

を生かした収益性の高い品目も定着してきまし

たし、日之影町では、農作業受託法人の設立

や、用水路を使った小水力発電所の整備など、

新たな取り組みも始まっております。

また、中山間地域は、本県の玄関口に位置す

るところも多く、農業や食などをテーマに、県

外からの観光客誘致や移住促進等に十分期待が

持てる地域でもあります。来年度は、農政水産

部に「中山間農業振興室」を設置する予定です

ので、こういった中山間地域の農業や地域の振

興に、一層積極的に取り組んでまいりたいと存
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じます。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お○県土整備部長（東 憲之介君）

答えします。

美しい宮崎づくりについてであります。昨

年11月に策定いたしました「美しい宮崎づくり

推進計画」では、国民体育大会などの本県開催

を見据え、「景観による地域のブランド力向

上」「景観を生かしたおもてなし」「宮崎を美

しくする人づくり」の３つの重点施策のもと、

市町村や県民、事業者の皆様と一体となって、

愛着と誇りを持てる美しい宮崎の創造と継承に

取り組むこととしております。このため、全庁

的な連携を図るとともに、官民連携で関連施策

を推進することを目的として、「美しい宮崎づ

くり推進室」を設置いたします。

また、今回お願いしております新年度予算で

は、各部局において重点施策に関連する事業を

展開することとしており、県土整備部において

も、これまで取り組んできた沿道修景美化など

の事業に加え、今回、アダプト制度を盛り込ん

だ「「美しい宮崎の道」愛護活動推進事業」

や、各種団体に対する活動費の支援を盛り込ん

だ「美しい宮崎づくり推進事業」などを進める

こととしております。県といたしましては、引

き続き、知事を先頭に、県民や事業者の皆様と

一体となって、世界に誇れる美しい宮崎づくり

にしっかりと取り組んでまいります。〔降壇〕

それぞれ答弁いただきまして○黒木正一議員

ありがとうございました。最初に知事に、重点

施策の決定過程について伺いました。平成30年

度はアクションプランの最終年度であり、目標

達成に向けて３点を重点施策としたということ

でありますが、当然と言えば当然のことかもし

れません。しかし、アクションプランの重点施

策とほぼ重なっており、３つの重点施策を合わ

せると130を超える事業があり、平成30年度、喫

緊の課題として、果たして何がしたいのかが

メッセージとして伝わってこないのでありま

す。平成20年度の重点施策は具体性がありまし

た。事業の検証の意味で、以下、伺っていきま

す。

平成20年度重点施策の１つ目は「中山間地域

・植栽未済地対策」で、当時、木材価格の低迷

などにより、多くの植栽未済地があることか

ら、植栽未済地を３年でゼロにすることを掲げ

ていました。それを受けて、既存の植栽未済地

の解消や新たな発生の抑制のため、新規事業を

設け、取り組んでいますが、その成果はどう

だったのか伺います。また、10年前と比べ、新

たな木材需要により山が大きく動き、皆伐が進

み、植栽未済地が発生しやすくなっていると思

われますが、その対策にどのように取り組んで

おられるのか、環境森林部長に伺います。

植栽未済地○環境森林部長（川野美奈子君）

につきましては、伐採後３年以上経過しても、

人工造林や天然更新がなされていない箇所とし

て、平成20年８月現在で、県内に約2,000ヘク

タールが確認されておりました。平成20年度重

点施策では、この時点での植栽未済地を、平

成20年度からの３カ年で解消することを目標と

し、植栽未済地解消対策事業などの取り組みを

進めた結果、平成22年度末で全て解消に至りま

した。

その後、木材需要の拡大に伴い伐採が増加し

た結果、平成28年度末では、728ヘクタールの植

栽未済地が確認されております。このことか

ら、県といたしましては、国の予算確保を図り

つつ、森林整備事業や森林環境税を活用し、山

会議による合意形成を図りながら、地域の実情

に応じた再造林対策を推進しているところであ
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ります。今後とも、植栽未済地の解消に向け

て、着実に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

平成20年度重点施策の２つ目○黒木正一議員

は「子育て・医療対策」で、医師の地域偏在や

小児科など特定診療科の医師不足が大きな課題

となっていることから、特に小児科医を初め、

さらなる医師確保に努めるというものでした。

それを受けて、平成20年度から、将来、県内の

小児科での勤務を希望する研修医に対し、研修

資金を貸与し、小児医療の現場を支える医師の

安定的な確保を図るため、その対策に取り組ん

でいます。10年経過し、取り組みの成果があら

われてきているのか、小児科医の確保状況につ

いて、福祉保健部長に伺います。

国の調査によ○福祉保健部長（畑山栄介君）

りますと、平成28年12月の小児科系の医師数

は、県全体で133人で、10年前の平成18年12月と

比較すると、10人、約8.1％の増となっておりま

す。

平成20年度から開始した小児科専門医育成確

保事業は、本県で専門研修を受ける若手医師に

対して貸与を行うもので、平成29年度までの10

年間に宮崎大学医学部等の計39人に貸与し、地

域における小児医療の確保に寄与するととも

に、貸与後も16人が小児科医として本県で勤務

をしており、一定の成果を得ていると考えてお

ります。

しかしながら、依然として地域偏在が見られ

ることから、その育成・確保は大変重要である

と認識をしております。宮崎大学医学部等との

連携もしっかりと図りながら、今後とも小児科

医の育成・確保に取り組んでまいります。

医師の確保につきましては、○黒木正一議員

特に確保が困難な僻地勤務医について、自治医

科大学卒業医師の計画的派遣などで大変配慮し

ていただいていることに感謝を申し上げます。

次に、平成20年度重点施策の３つ目は「建設

産業対策」で、建設投資の大幅な減少に加え、

入札制度改革により、建設業を取り巻く経営環

境が大変厳しい状況にあることから、新分野進

出に対する支援など、総合的な対策を講じると

いうものでありました。

平成19年度から建設業の新分野進出に対する

支援がスタートし、その後、建設産業育成総合

対策事業などで、経営相談窓口を県内各地に設

置したり、新分野進出に関するセミナーの開催

や新分野進出企業への指導・助言など、事業の

定着化を支援してきました。これまでの建設業

者の新分野進出に対する支援の件数と成果につ

いて、県土整備部長に伺います。

県では、質○県土整備部長（東 憲之介君）

問にありましたように平成19年度から、建設業

に軸足を置きながら、農業や製造業、サービス

業などの新分野への進出を図る建設業者に対

し、これまでに128の事業者に、延べ173件の経

費の一部補助を行っております。

支援を行った事業者に対しましては、毎年、

現況の調査を行っておりますが、回答いただい

た事業者の中には、食品の製造・販売や介護事

業の分野で利益を上げている事例もあり、ま

た、その約８割が、現状の維持、または事業拡

大を考えているという状況であります。

一方では、課題として、「人材育成」や「販

路開拓」「資金」なども挙げられております。

県としましては、こうした状況も踏まえなが

ら、今後とも、県産業振興機構などの支援機関

や関係部局・団体とも連携し、一層の支援に努

めてまいりたいと考えております。

公共事業の減少などにより、○黒木正一議員
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建設業者数は減少しており、人手不足も深刻さ

を増しております。そこで、建設業の経営基盤

対策について伺います。

現場技術者の高齢化や離職者の増加、若年入

職者の減少といった構造的な問題が生じてお

り、特に、後継者難などによる事業承継の問題

は顕在化し、廃業や解散における大きな要因と

なっております。先日の民間会社の調査による

と、県内建設業の休廃業・解散件数は、全体の

約４割を占めていますが、このままでは、事業

承継の断絶はもとより、遠くない将来、災害対

応の空白地帯が生まれるのではないかと懸念し

ているところであります。

こうした状況の中で、地域建設業が将来にわ

たりその役割を果たしていくためには、企業存

続とともに、社会資本の整備や災害対応を担う

人材の確保・育成を官民一体となって取り組ん

でいくことが必要であります。その前提とし

て、地域建設業の経営基盤の強化と安定を図る

ことが必要不可欠です。今後、県として、この

ような状況に対し、どのような対策を講じるの

か、その考えを知事に伺います。

建設業の経営基盤の強○知事（河野俊嗣君）

化と安定を図るためには、将来を見通すことが

できます経営環境の整備を図り、建設産業の担

い手を育成・確保していくことが重要であると

考えております。このため、まずは、安定的な

事業量を確保するため、先月も私は国土交通省

を訪れ、本県への予算の重点配分を強く要望し

てきたところであります。引き続き、公共事業

予算の確保に全力で取り組んでまいります。ま

た、適正な利潤が確保できます予定価格の設定

や発注の平準化など、改正品確法に基づく取り

組みを推進してまいります。

加えて、人材の確保は大変重要な課題であり

ます。産業開発青年隊によります若手技術者の

育成を初め、働き方改革の実現に向けた週休２

日の確保や、女性が働きやすい環境の整備、Ｉ

ＣＴの活用による生産性向上を進め、若者に

とって魅力ある建設産業を目指してまいりたい

と考えております。建設産業は、社会資本整備

の担い手として、また災害への対応など「地域

の守り手」として、大変重要であると考えてお

りますので、しっかりとこれらの取り組みを進

めてまいりたいと考えております。

県内においては、休廃業・解○黒木正一議員

散は建設業が最も多いようですが、事業承継対

策について伺います。

団塊の世代の大量リタイアが引き金となり、

日本の企業の３社に１社、127万社が2025年に廃

業危機を迎えると言われ、６割以上の経営者

が70歳を超え、半数の企業で後継者が不在とな

り、大廃業時代がやってくると予測されていま

す。廃業する企業の約半数が経常黒字で、事業

がじり貧になっているわけではなく、後を受け

継ぐ者がいないため、仕方なく廃業を選ぶ経営

者がふえている状況にあります。

事の深刻さから、中小企業の事業承継支援を

盛り込んだ条例をつくり、対策を充実させてい

る県もあるようですが、本県は休廃業・解散率

が九州で最も高く、その対策が求められていま

す。県内企業の休廃業・解散の状況と事業承継

対策について、商工観光労働部長に伺います。

平成29年○商工観光労働部長（中田哲朗君）

の県内企業の休廃業・解散は、民間の調査会社

によりますと、330件となっており、近年、年

間300件を上回る高い水準で推移しております。

企業の休廃業は、地域経済を支える中小企業の

雇用や技術の喪失につながることから、事業承

継対策は喫緊の課題であると認識いたしており
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ます。

このため、県におきましては、国や商工団

体、金融機関等から成る関係機関連絡会議の開

催や、商工会議所連合会への相談員の配置な

ど、宮崎県事業引継ぎ支援センターとも連携し

ながら、事業承継対策に取り組んでいるところ

であります。

また、国におきましても、事業承継を強力に

促進するため、相続税の猶予割合を８割から10

割とする税制面からの支援拡充などが検討され

ております。県としましては、今後とも、関係

機関と連携・協力し、円滑な事業承継の推進に

しっかりと取り組んでまいりたいと考えており

ます。

商工会などから要望のありま○黒木正一議員

す税制面からの支援拡充について、国も強力に

対策を進めるようで、期待したいと思います。

次に、話題を変えまして、観光振興に関し

て、まず、国際定期路線を充実させる取り組み

について伺います。１月27日、ちょうど１カ月

前になりますけれども、宮崎県農泊ビジネス推

進セミナーに参加しました。そこでは、民泊新

法、農泊ビジネスの推進に関する講演があり、

大変興味深いセミナーでありました。

その講演は、「昨年、2017年には訪日外国人

が2,869万人訪れ、有史以来の外国人が来日、ま

さに観光開国の年であった。日本全国で多様な

宿泊をしており、訪日客の約15％、350万人以上

が民泊である。しかし、闇民泊が多く、闇民泊

を排除する想定で、今回、民泊新法ができる。

民泊新法を初め、旅館業法、通訳案内士法な

ど、観光関係の法律が片っ端から変わる。ルー

ルが変わるとき、社会が大きく変わり、大きく

変わるときがチャンスであり、旅行業界の大転

換期である。ただ、観光で地域振興をしたいと

いう自治体は多いが宿がない。宿泊型でなけれ

ば地域にはお金が落ちない。そこで、民泊・農

泊の活用が期待される」という内容でありまし

た。

本県の外国人観光客も増加していますが、観

光客をふやすためには、航空国際定期路線の充

実が不可欠だと思います。国際定期路線は、外

交・治安・災害・為替レートなどの外的要因に

より需要が左右されやすいため、インバウンド

とアウトバウンドの両方向からの安定的な需要

が求められています。そこで、国際定期路線の

維持・発展のために、インバウンド・アウトバ

ウンド双方における利用促進が大事だと考えま

すが、それぞれどのような取り組みを行ってい

るのか、知事に伺います。

御指摘のように、国際○知事（河野俊嗣君）

定期路線は、観光や経済、文化、スポーツな

ど、さまざまな分野での国際交流を図る上で、

大変重要な交通基盤であると考えております。

その維持・発展のためには、インバウンド・ア

ウトバウンド双方において、利用者の増加を図

ることが重要であります。

このため、インバウンド対策としまして、最

近、個人旅行がふえているという状況がござい

ます。これを踏まえて、ＳＮＳを活用した情報

発信や、サイクリングやウエディングなど、新

たなニーズを取り込んだ旅行商品の造成等に取

り組んでいるところであります。

また、アウトバウンド対策としまして、パス

ポート補助を初めとします県民が渡航する際の

助成や、就航先の食や文化を紹介するイベン

ト、先日は台湾に関して行ったところでありま

すが、県民の渡航需要を喚起するための取り組

みも行っているところであります。

県としましては、本県初の海外ＬＣＣの就航
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でありますとか台北線の増便など、新たな需要

の掘り起こしが期待できる状況にあることか

ら、今後、観光目的の若者を対象としました情

報発信や、教育旅行を促進する取り組みの強化

などにより、利用者の増加を図り、路線の維持

・発展に努めてまいりたいと考えております。

若者を対象とした取り組みを○黒木正一議員

強化するということでありますけれども、例え

ば、日本人の出国者数ですが、この20年間、年

間約1,700万人ということで、ほぼ横ばいであり

ますけれども、20代が同じくこの20年間で、463

万人から282万人と４割近く減少しています。そ

の理由として、若者が近場で休日を過ごす傾向

があることとか、スマートフォンの影響などが

考えられるそうですけれども、若者が海外旅行

をしやすくする取り組みも必要だと思います

し、県庁の若い職員にも海外に出て行くような

雰囲気づくりをしていただきたいと思います。

次に、通訳案内士について伺います。リピー

ターを中心とする訪日外国人旅行者の増加、文

化体験や自然体験など、訪日外国人旅行者の

ニーズが多様化している中、今回の観光関係法

改正の一つに通訳案内士法があります。現在、

通訳案内士は全国に２万人余りいるものの、東

京や大阪など大都市に偏る上、大半は英語対応

のガイドで、英語を話さない国・地域の訪日客

に対応するのは困難な状況にあると聞きます。

この通訳案内士について、本県はどのような状

況なのか、また、今回の法改正で制度がどう変

わったのか、商工観光労働部長に伺います。

本県にお○商工観光労働部長（中田哲朗君）

いて登録されております通訳案内士は、昨年度

末現在で６カ国語、延べ57名であり、その内訳

は、英語が40名と最も多く、次いで中国語７

名、フランス語４名などとなっております。

ことし１月に施行されました改正後の通訳案

内士法では、通訳ガイドの数を確保する観点か

ら、無資格者でも有償で通訳ガイドができるよ

うになるとともに、新たに自治体が地域に特化

して資格を付与する地域通訳案内士制度が創設

され、大幅な規制緩和が図られたところであり

ます。一方で、質の確保を図るため、従来の通

訳案内士が全国通訳案内士とされ、資格取得試

験の科目の追加と定期研修の受講が義務づけら

れたところでございます。

次に、民泊新法について伺い○黒木正一議員

ます。住宅の空き部屋などに有料で人を泊める

民泊を全国で解禁する民泊新法が、６月に施行

されます。個人や企業は自治体に届け出れば営

業ができるようになるようですが、その概要に

ついて伺います。

また、民泊新法では、地域の実情に応じ、自

治体の条例で独自に上乗せした規制も導入でき

ることから、公衆衛生や火災、防犯上の問題、

責任の所在が曖昧なことや闇民泊が横行してい

ることなどから、ホテル・旅館業界から、民泊

施設許可の地域限定化や許可施設の情報開示な

ど、県独自の条例の制定を求める声があります

が、独自条例の制定に関する本県の見解もあわ

せて、商工観光労働部長に伺います。

住宅宿泊○商工観光労働部長（中田哲朗君）

事業法、いわゆる民泊新法は、急増するインバ

ウンドや多様化する宿泊ニーズに対応するた

め、民泊サービスの活用を図り、健全な民泊を

普及するためのルールを定めた法律でございま

す。具体的には、都道府県等への届け出を行う

ことで、年間180日以内であれば、住宅を民泊

サービスに提供することができるようになりま

すが、それに際しては、衛生確保措置や苦情へ

の対応、宿泊者名簿の作成・備えつけなどが義



- 50 -

平成30年２月28日(水)

務づけられたところであります。

また、民泊新法では、都道府県等の条例で、

区域を定めて、民泊サービスの実施期間を制限

することができるとされておりますが、制限条

例の制定につきましては、外国人観光客の受け

皿をふやすという国の方針や法の趣旨を踏まえ

つつ、市町村の意向等を伺いながら、適切に対

処してまいりたいと考えております。

最近、民泊については、いろ○黒木正一議員

んな事件が起きて、大きな課題になっておりま

すけれども、一方で、農泊というのに期待する

声が非常に大きいわけであります。

農泊について伺います。民泊新法の施行によ

り、一定の条件下で住宅による民泊業が可能に

なり、旅館業法の許可による従来の農家民宿と

あわせ、農泊などの取り組みに選択肢が広がる

ことで、ふえ続けるインバウンドの受け皿とし

て、また空き家の活用にもつながり、農山漁村

の地域活性化、所得向上に生かせるのではない

かという期待が寄せられています。

政府も、観光立国や地方創生など各分野の方

針で「滞在型の農山漁村の確立」を打ち出し、

強力な支援に乗り出しています。そこで、本県

における農泊の取り組み状況と今後の可能性に

ついて、農政水産部長に伺います。

農泊は、都市○農政水産部長（大坪篤史君）

と農村の交流促進や、農村地域の活性化等に大

きな効果が期待できるものであります。そこで

県では、これまで農作業等の体験メニューの開

発や衛生・安全管理に関する研修会等への支援

を行ってきたところでございます。そういう中

で、県内の農家民宿数は169軒と年々増加してい

る状況にあります。

さらに、今回の民泊新法により、農家民宿の

開業が容易になりますことから、農泊の流れは

さらに進展することが見込まれます。農泊は、

「農山漁村で年収100万円アッププロジェクト」

を推進する観点からも、有効な手段であります

ので、来年度は、県内における受け入れ体制の

整備やネットワークの構築など、さらに取り組

みを強化してまいりたいと考えております。

最近、よく関係人口というの○黒木正一議員

を聞くわけでありますけれども、農泊の取り組

みがその受け皿となり、また、先ほど部長は中

山間農業振興室を設置すると言われましたけれ

ども、これらの取り組みが中山間地域振興につ

ながることを期待したいと思います。

次に、環境森林行政について伺います。

昨年でありましたか、防衛議員連盟で対馬に

行きました。そのとき気になったことがあるの

で伺いたいと思いますが、宮崎県は水源地域保

全条例を策定しております。この状況について

伺いたいと思います。

対馬に視察に行きますと、韓国人観光客であ

ふれておりました。その数は急激に増加してお

り、人口の10倍以上になっているということで

ありました。気になりましたのは、海上自衛隊

対馬防備隊本部の隣接地が韓国資本に買収さ

れ、韓国人相手のリゾートホテルができ、民宿

や釣り宿など一部の不動産も韓国資本に買収さ

れていると聞いたことでありました。

数年前、北海道を中心とした相次ぐ外国資本

による水源地の買収問題が起きて、それに歯ど

めをかけるため、平成24年、北海道は全国に先

駆けて、北海道水資源の保全に関する条例を施

行しました。外国資本の買収があっても、助言

をすることはできても強制力がなく、従わない

事案を公表するだけにとどまり、また外国資本

と見分けがつかない事例があるなど、実態把握

が困難なのが実情のようでありますけれども、
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平成27年現在、条例ができて以降、水源地の森

林は約1,800ヘクタール余りが外国資本に渡って

いるとのことであります。

本県は、平成26年３月に宮崎県水源地域保全

条例を制定し、水源地域内において森林の土地

取引を行う場合、事前届け出が必要となりまし

たが、条例制定後、条例に基づく事前届け出の

件数及び面積はどうなっているのか。また、外

国資本による事例はあるのか、環境森林部長に

伺います。

宮崎県水源○環境森林部長（川野美奈子君）

地域保全条例に基づく届け出件数及び面積につ

きましては、条例が施行された平成26年度が191

件で382ヘクタール、平成27年度が345件で1,254

ヘクタール、平成28年度が375件で778ヘクター

ルとなっております。これまで提出された届け

出の中で、外国資本が関連する届け出は確認さ

れていないところでございます。

本県においては、外国資本が○黒木正一議員

かかわったものはないということであります

が、地籍調査で登記簿上から所有者が判明しな

かった林地の割合は25.6％、全国の４分の１も

の森林が持ち主不明の状況と言われておりま

す。全国で所有者不明土地が大きな問題とな

り、現在、国のほうでは、利用権の拡大、相続

登記の義務化や簡便化などが検討され、ルール

が変わろうとしています。このように制度が変

わり、訪日外国人が急増している節目には、外

国資本が全て悪というわけではありませんが、

取り返しがつかなくなることのないよう注視し

ていくことが必要ではないかと思います。

次に、森林環境税について伺います。戦後急

速に進められた植林が山林の多様性をなくし、

手入れが不十分なため、山林の荒廃に拍車をか

けている。このような背景のもと、全国の山村

の町村長らが、荒廃した日本の森林を早期に整

備し、森林の持つ大気の浄化機能、水源涵養機

能などを回復・強化する目的で「森林交付税」

構想をスタート、そして森林環境・水源税、さ

らに森林環境税と名称を変えながら、その実現

に長年努力をしてきました。そして、いよいよ

国は、平成31年度税制改正において、森林環境

税及び森林環境譲与税を創設することになりま

したが、この税の概要について、環境森林部長

に伺います。

国の森林環○環境森林部長（川野美奈子君）

境税は、国民皆で森林を支える仕組みとして、

平成36年度から個人住民税の均等割に合わせて

課税され、税率は１人年額1,000円、国全体で

約600億円ほどの税収が確保される見込みであり

ます。

一方、森林環境譲与税は、市町村みずからが

不採算森林の管理を行う新たな森林管理制度の

スタートに合わせ、平成31年度から、私有林の

人工林面積や林業就業者数、人口を基準とし

て、市町村及び都道府県に譲与されるものでご

ざいます。

本県への譲与額は、国の算定基準によれば、

初年度が約５億円、その後段階的にふえ、最終

的には約17億円と見込まれ、そのうち９割が市

町村へ譲与されることになります。その使途

は、市町村が行う間伐や担い手の確保・育成、

また、県が行う市町村への支援などに充てるこ

ととされ、その詳細は、今後、国がガイドライ

ンとして示す予定となっております。

譲与税につきましては、全国○黒木正一議員

に先駆けて山が動き出した本県にとっては、前

倒しでの対応はありがたいと思います。しか

し、新税の導入では、市町村の担う役割が大き

くなることで、その対応や県税版森林環境税と
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の関係など、整理しなければならない課題も多

くあります。

また、森林環境税の導入で、森林・林業の課

題がなくなるものではなく、さらに、安易に税

に頼る意識につながることになってはなりませ

ん。国勢調査においても、林業就業者は前回調

査に比べ17％の減少となっており、何よりも人

材・担い手の育成・確保を急がなければなりま

せん。

産業づくりは人づくりであります。そこで、

林業大学校について伺います。県は、昨年６月

に「みやざき林業大学校」を設置する考えを示

し、ことし２月に基本計画をまとめ、カリキュ

ラムを作成するなど、開校に向けた具体的な準

備を進めていますが、どのような人材を育成し

ていく考えなのか、環境森林部長に伺います。

林業大学校○環境森林部長（川野美奈子君）

では、本県の林業成長産業化に向け、知識や技

術力はもとより、宮崎に定着し、森林・林業・

木材産業に対する深い愛着と情熱を持った人材

を、関係者が一体となって育成してまいりたい

と考えております。このため、本県が取り組ん

でいる研修の質的・量的な充実強化を図り、１

年間の長期課程では、ＩＣＴなど最新技術の習

得に加え、将来のリーダーとしてのコミュニ

ケーション能力など、人間力の向上を目指した

内容も盛り込むことにしております。

また、林業技術者や林業経営者等のキャリア

アップにつながる短期課程や経営高度化課程を

設けるほか、林業振興、地域おこしのリーダー

を養成する課程や、青少年や一般県民を対象と

した公開講座など、幅広く総合的な人材育成に

取り組むこととしております。

ことし４月に本格開校する高○黒木正一議員

知県林業大学校は、四国森林管理局と人材育成

に関する連携・協力協定を結び、国有林の活用

や講師の派遣など、相互に協力していくと聞き

ます。本県では、林業大学校の運営を支援する

サポート体制を立ち上げるようですが、サポー

ト体制とはどのようなものか、環境森林部長に

伺います。

林業大学校○環境森林部長（川野美奈子君）

のサポート体制につきましては、本県林業の次

代を担う受講生が安心して充実した研修を受け

ることができるよう、官民が一体となり、就学

前、就学中、就学後のそれぞれの場面におい

て、オールみやざきで支援するものでありま

す。具体的には、就学前には、受講生の募集及

び確保を、また就学中には、講師派遣や機材・

実習フィールドの提供、インターンシップの受

け入れや住宅提供などを、さらに就学後には、

林業分野への就職支援を行うこととしておりま

す。

このサポート体制の構成メンバーとしまして

は、市町村や林業関係団体、民間企業、教育機

関等を想定しておりまして、来年度の秋ごろに

は、サポートチームの結成を目指しているとこ

ろでございます。

昨年、京都府林業大学校に○黒木正一議員

行ったとき、「自然を尊敬できる人を育てた

い」という話を聞きました。本県は、オールみ

やざきで人間力の向上も目指すということであ

ります。林業人材の育成なら宮崎を見習えと言

われるような、全国をリードする林業大学校に

なることを期待いたします。

次に、労働力確保についてでありますが、林

業における人材育成・確保について伺いました

けれども、労働力不足の中で大きく増加してい

る外国人技能実習制度について伺います。技能

実習生は前年より20％以上ふえており、農業・
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漁業や建設、繊維、機械、金属などの実習先

で、25万人を超す人が働いていることになりま

す。

さまざまな職種において深刻な人手不足が言

われ、制度の拡大が求められる中、「途上国へ

の国際貢献」を掲げながら、労働力の確保に利

用されている実態もあり、賃金不払いや違法残

業なども横行していることから、昨年11月、制

度の拡大と実習生の保護強化を目的とした新制

度がスタートしました。新制度の概要について

伺います。また、県内の外国人技能実習生の人

数についても、あわせて商工観光労働部長に伺

います。

外国人技○商工観光労働部長（中田哲朗君）

能実習制度は、開発途上地域等の経済発展を担

う人材の育成を目的としておりますが、制度の

適正な実施と技能実習生の保護を図るため、い

わゆる技能実習法が昨年11月に施行されたとこ

ろであります。

その主な内容としましては、実習生ごとに実

習計画を作成し、国の認定を受けることとされ

たほか、実習生の受け入れ窓口となる監理団体

についても、国の許可制となるなど、管理監督

体制が強化された一方で、優良な実習実施者、

監理団体につきましては、受け入れ人数枠が拡

大されるとともに、受け入れ期間も最長３年か

ら５年へ延長されるなど、制度の拡充が行われ

たところであります。

なお、県内の技能実習生は年々増加しており

まして、厚生労働省の統計によりますと、平

成29年10月末現在で2,342人となっております。

今回の制度改正に伴い、県内○黒木正一議員

の農業団体から、「事務処理や受け入れ対応な

どに手間がかかるようになった」などの声を聞

いております。制度の趣旨を踏まえ、適正かつ

円滑に取り組みが進むよう、関係機関・団体な

どへの情報提供や支援をお願いしたいと思いま

す。

次に、外国人の農業就労を認める国家戦略特

区について伺います。農業労働者の絶対数の不

足が深刻さを増している中、昨年、国家戦略特

別区域法改正により、外国人労働者の農業分野

での雇用を可能とする農業支援外国人受入事業

の実施が決定しました。本事業は、即戦力とし

て活躍できる外国人を雇用し、労働力不足の解

消を目指す内容であり、技能実習制度とは目的

と仕組みが大きく異なるものと聞きます。

当面は特区限定の事業であるものの、既に農

業現場からは早期の全国展開を求める声もある

ようです。本事業の概要について、また、本県

の農業団体からも特区申請の要望があります

が、県の考え方を農政水産部長に伺います。

農業支援外国○農政水産部長（大坪篤史君）

人受入事業は、特区に指定された地域内で、関

係自治体で構成する協議会の管理のもと、外国

人を農家や農業法人に派遣することができるよ

うにするものでございます。この特区指定に際

しましては、自治体等からの提案が、１、大き

な経済的・社会的効果を生じること、２、特区

の区域外も含めて広い波及効果を有すること、

３、その内容が先進性や革新性を有することな

どが要件とされているところであります。

現在のところ、全国で本事業を実施している

ところはまだなく、今後の追加指定のスケジ

ュールなども未定の状況であります。本県で

も、農業分野における多様な人材の確保や活用

は重要でございますので、この制度の導入を含

めて、県内の関係団体等への情報提供や意見交

換を行ってまいりたいと考えております。

国のほうでは、さらに新たな○黒木正一議員
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制度も検討しているようでありまして、ここに

注視していく必要があるのではないかと思いま

す。

次に、保育人材の確保について伺います。第

一生命保険はことしの１月、大人になったらな

りたい職業の調査結果を発表しました。女の子

のトップは21年連続で食べ物屋さんで、２位が

看護師さん、３位が保育園・幼稚園の先生で常

に上位を占めているものの、看護師、保育士の

人手不足が問題となっています。

まず保育士ですが、幼稚園・保育所の在籍者

は増加しており、昭和35年では143万人だったの

が、平成28年には367万人に膨れ上がっていま

す。ゼロ歳から５歳の人口に占める割合にする

と、15％から61％への増加となっており、共働

き世帯の増加により、早い年齢から長時間預

かってくれる保育園児のほうが、幼稚園児より

多くなって、昔と逆になっています。

このような背景もあり、保育士不足が言わ

れ、その要因の一つに、待遇面の悪さが指摘さ

れています。保育人材の確保のためには、処遇

の改善とキャリアアップが必要と考えますが、

どう取り組むのか、福祉保健部長に伺います。

保育人材の確○福祉保健部長（畑山栄介君）

保が全国的な課題となる中、本県においても認

定こども園への移行が進んでいることなどか

ら、その確保が困難な状況となっております。

このため県では、これまで平均勤続年数に応じ

た人件費の加算など、処遇改善に取り組んでま

いりましたが、今年度は、全ての職員を対象に

２％の給与改善を行うほか、長く働くことがで

きる職場を構築するため、一定の経験を持つ保

育士等を対象に、職位や職務内容に応じ、月額

最大４万円の加算を行っております。

また、保育人材の資質向上も重要であります

ので、従来の研修に加え、先ほど申し上げまし

た処遇改善の対象となる保育士等に対し、職務

内容に応じた専門性の向上を図るキャリアアッ

プ研修に取り組んでおり、来年度はその大幅な

拡充も予定しております。県としましては、子

供たちの健全な育成を図るため、今後とも、保

育人材の安定的な確保や資質の向上に積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。

将来の成長に大きく影響する○黒木正一議員

時期であります。保育士の資質向上について、

しっかりとした取り組みをお願いしたいと思い

ます。

次に、看護人材の確保についてであります。

本県の看護人材は、全国と同様、准看護師を除

き増加傾向にあるものの、有効求人倍率は高い

水準で推移しています。本県には、看護師・准

看護師養成所が23校あり、１学年定員は1,222人

ですが、卒業者の県内就職率は50％台半ばであ

ります。県内就職率向上対策など、看護師確保

策にどう取り組んでいるのか伺います。

また、県内に新たに就職する看護職員の約６

割が医師会立看護師・准看護師養成所の卒業生

ですが、医師会立養成所はいずれも経営が厳し

く、多いところでは、運営費の約４割を地元医

師会からの繰入金で賄っているところもありま

す。さらに、教員の確保など、運営費用が年々

増加し、授業料の値上げを余儀なくされている

状況から、経済的支援を求める要望がありま

す。医師会立養成所への支援の考え方について

も、あわせて福祉保健部長に伺います。

看護師確保策○福祉保健部長（畑山栄介君）

としましては、看護学生への修学資金の貸し付

けや、看護師等養成所に対する運営費補助、離

職防止としての新人看護師研修を行うほか、県

ナースセンターによる無料職業紹介や潜在看護
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師への講習会開催、離職時の届け出制度を活用

した看護師の復職支援などに取り組んでおり、

来年度からは求人情報等の情報発信強化にも取

り組む予定でございます。

また、看護師等養成所への運営費補助につき

ましては、県内就職率に応じた本県独自の調整

率を設定しておりまして、県内就職率の高い医

師会立養成所には、補助の割り増しを行ってお

ります。今後、高齢化の進展に伴い、看護師の

需要拡大も見込まれますことから、引き続き関

係団体と連携を図りながら、看護師確保に取り

組んでまいりたいと考えております。

次に、訪問看護体制づくりに○黒木正一議員

ついて伺います。政府は、医療費の抑制も狙

い、入院患者を在宅医療に移す流れを進

め、2025年に在宅医療を受ける人が現在の1.5倍

以上となる100万人を超えると推定しています。

このようなことから、４月からの診療報酬改定

により、介護と連携して、在宅医療や施設での

みとりを進めるとの報道がありました。

医療体制の「入院から在宅」へ向けて、在宅

医療体制が一層手厚くなるようですが、在宅医

療の需要が高まる今後を見据え、本県では、訪

問看護の体制づくりについてどのような取り組

みを行っているのか、福祉保健部長に伺いま

す。

訪問看護の体○福祉保健部長（畑山栄介君）

制づくりを進めるためには、訪問看護ステー

ションの整備促進や、訪問看護を担う人材の確

保を図っていく必要があると考えております。

このため県では、訪問看護ステーションの新規

参入を促進するため、開設時の初期費用を支援

しているところであります。

また、人材の確保につきましては、訪問看護

未経験の看護師に対する訪問看護への就業意欲

を高める研修を初め、今年度から、新卒の訪問

看護師を養成するため、育成プログラムによる

研修や経費の支援などを行っております。

さらに来年度は、訪問看護ステーションが設

置されていない地域を対象に、運営可能なモデ

ルを構築する新たな事業に取り組むとともに、

既存の小規模な事業所の基盤を強化するため、

訪問看護師の新たな雇用等に要する経費を支援

する予定としておりまして、訪問看護体制の一

層の充実に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

次に、キャリア教育について○黒木正一議員

伺います。

地域人材の確保の面から、キャリア教育の推

進について伺います。少子高齢化の到来、産業

経済の構造的変化、雇用の多様化・流動化など

が進む中、就職・進学を問わず、子供たちの進

路をめぐる状況が大きく変化しており、進路選

択に目的意識を持つことの大切さを教えるキャ

リア教育の充実がますます重要となっていま

す。

このような中、地域を担う人材育成のため、

小・中・高等学校を通じて、地元産業の理解を

深めるキャリア教育の推進や、地元に根づく人

材育成の促進が進められようとしています。子

供のころから切れ目のない取り組みが必要では

ないかと思います。本県の取り組みについて、

教育長に伺います。

キャリア教育は、一○教育長（四本 孝君）

人一人の社会的・職業的自立に向けまして、必

要な基盤となる能力や態度を育てる教育であり

まして、小学校から中学、高等学校に至る継続

的・発展的な取り組みが必要であると考えてお

ります。このため、県教育委員会では、キャリ

ア教育支援センターにおける「よのなか教室」
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の普及や中学生キャリアフォーラムの開催、高

校生を対象とするライフプランニングや労働法

の授業などに取り組んでおります。

また、県内７地域で開催しております「県民

総ぐるみ教育推進研修会」は、小・中・高等学

校の教職員と産業界・地域の関係者等が議論を

交わす場となっておりまして、全県を挙げて

キャリア教育に取り組む機運を醸成しておりま

す。県教育委員会では、今後とも、児童生徒の

発達段階に応じた小・中・高等学校間の「縦」

の連携と、学校と産業界・地域の「横」の連携

によるキャリア教育を充実してまいりたいと考

えております。

次に、金融教育について伺い○黒木正一議員

ます。先日、会派の研修会で、金融教育につい

て話を聞きました。金融知識・判断力を問う調

査の都道府県別のデータで、宮崎県については

３点気になるところがあり、それは、第１に、

働く世代の金融リテラシー（知識・判断力）が

全国で５番目に低く、月に一度も金融経済情報

を見ないという割合が全国で４番目に高いこ

と、第２に、個人でお金を借り過ぎと認識して

いる割合が全国で２番目に高いこと、第３に、

金融教育の必要性を感じている割合が全国で５

番目に高いにもかかわらず、実際に受けた人の

割合は低いという話でありました。

これらの結果を踏まえて、社会に出る前にお

金とのつき合い方を教える必要があることか

ら、今月、宮崎大学で金融リテラシー講座が開

設され、その折、総合政策部長と教育長が基調

講演をされたのではないかと思います。そこ

で、実践的金融教育の必要性について、教育長

に伺います。

お金の価値を実感○教育長（四本 孝君）

し、お金をしっかりと扱う態度を身につける金

融教育は、全ての子供たちにとりまして重要で

あると考えております。現在、小学校では、計

画的なお金の使い方を考えたり、中学校では、

市場経済の仕組みについて正しく理解したり、

高等学校では、生涯の生活設計（ライフプラ

ン）を考えるなどの学習を行っているところで

あります。

特に、クレジットカードや電子マネーを使っ

て買い物をする機会がふえておりますので、県

民に対し金融に関する教育活動を行う宮崎県金

融広報委員会の指定を受けた学校におきまし

て、生活環境の変化に対応した金融教育の効果

的な指導方法を研究しているところでありま

す。今後とも、子供たちが実生活に生かすこと

ができる実践的な金融教育に努めてまいりま

す。

次に、企業立地について伺い○黒木正一議員

ます。

日本立地センターによりますと、立地企業が

自治体に求める強化対策として、１番目が人材

確保・育成、２番目が税制・補助金等優遇策、

３番目が交通アクセスの向上ということであり

ます。

本県は、温暖な気候と大自然に囲まれた抜群

のロケーション、利便性の高いアクセス環境、

真面目で穏やかな県民気質のすぐれた人材の確

保、専門技術を育成できる教育機関の充実、人

材・資金などの強力なバックアップなどを掲

げ、企業誘致に取り組んでいます。県総合計画

アクションプランにおいては、企業立地件数の

目標を定めていますが、企業立地の状況につい

て、商工観光労働部長に伺います。特に、中山

間地域の状況についても答弁をお願いします。

県総合計○商工観光労働部長（中田哲朗君）

画アクションプランでは、平成27年度から30年
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度までの４年間で、新規企業立地件数150件を目

標に取り組んでおりますが、ことし１月末まで

の約３年間の企業立地件数は、全体で135件、進

捗率は90％と順調に推移しており、平成28年度

には日機装、29年度にはキヤノンといった大型

案件の立地も相次いで決定したところでありま

す。

また、中山間地域の立地につきましては、件

数が65件となっており、その内訳は、製造業

が39件、情報サービス産業が15件などとなって

おります。特に、これまで宮崎市を中心に立地

しておりました情報サービス産業では、日南市

や小林市、西都市などに立地が決まるなど、広

がりが出てきているところであります。

企業立地は順調に進んでいる○黒木正一議員

ということですが、県内に人材を確保するに

は、魅力のある企業の誘致と既存企業の育成強

化が重要であります。他県を見ましても、新規

学卒者の地域定着率の高いところには、世界的

な企業などが立地していることが多く、本県に

おいても、そのような企業の立地は、県内の産

業人材確保につながると期待されます。

本県においては、近年、大型の企業立地が決

まり、大変喜んでいるところですが、しっかり

としたサポート体制づくりが重要と考えます。

来年度予算において、宮崎日機装を貸付先とす

る先端産業高度化支援事業が上がっています

が、その内容について、商工観光労働部長に伺

います。

お尋ねの○商工観光労働部長（中田哲朗君）

先端産業高度化支援事業につきましては、本県

産業の高度化や高付加価値化を図るため、地域

総合整備財団の貸付事業、いわゆるふるさと融

資を活用いたしまして、先端産業分野でありま

す航空機部品の製造を行う宮崎日機装に30億円

を貸し付けるものであります。

なお、ふるさと融資の貸付原資は、自治体が

発行する地方債で賄うこととされており、この

制度を活用することで特別交付税が措置されま

すことから、県の実質的負担は地方債に係る金

利の25％程度となる見込みであります。

先ほどの答弁で、宮崎市を中○黒木正一議員

心に立地していた情報サービス産業は広がりが

出てきているということでありますが、情報

サービス産業の中山間地域への立地について伺

います。会社以外の場所で働けるテレワーク制

度の導入企業が増加しており、都会、地方に関

係なく、時間にも場所にもとらわれず働くこと

ができるメリットがあることから、人口減少に

悩む過疎地域においても、移住や定住促進につ

ながることが期待されています。

このような中、総務省の「ふるさとテレワー

ク推進事業」に椎葉村が採択され、テレワーク

に従事する人材育成セミナーを開催するなど、

中山間地域の雇用拡大を図ろうと取り組んでい

ますが、このような情報サービス産業の中山間

地域への立地に向けた取り組みについて、商工

観光労働部長に伺います。

情報サー○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ビス産業は、通信インフラが整っていれば都市

部に限らず立地が可能であり、中山間地域を含

めて本県への企業立地が期待される分野であり

ますことから、県といたしましては、企業立地

の重点産業分野の一つとして位置づけ、積極的

な立地に取り組んでおります。

このような中、さらなる中山間地域への立地

に向け、来年度からコールセンターに対する補

助要件を緩和しますとともに、過去10年以上立

地のない地域においては、情報サービス産業に

対する補助金を増額するなど、支援策を拡充す
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ることといたしております。今後とも、中山間

地域における働く場の確保につながるよう、地

元市町村ともしっかり連携しながら、企業立地

の推進に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

中山間地域への情報サービス○黒木正一議員

産業の立地への補助要件の緩和、10年以上立地

のない地域への補助金の増額など、支援策を充

実するとのことでありますが、過去10年以上立

地のないところは、人口減少率の大きい県北山

間部であります。高速道整備の効果もあり、平

場では企業立地が進むものの、交通アクセスが

悪く人口の少ない地域には、企業も来ないのが

現状であります。情報サービス産業の立地、さ

らに、豊富にある森林資源を活用した新しい木

質建材加工技術による企業立地の可能性など、

調査・研究を進めていただきたいと思います。

企業は来ませんけれども、最近ふえているの

が、地域おこし協力隊であります。総務省が昨

年発表した定住状況調査によりますと、隊員の

うち20代から30代が75％を占め、４割が女性、

任期終了後、６割以上が活動した市町村または

近隣市町村に移住しているとのことです。

同一市町村に定住した人のうち、起業した人

が約半数と増加しています。また、農林業や観

光のほか、継承が難しくなった伝統産業の職人

や訪問看護師として働く人もおり、人材難と話

題になっている地方議会選挙に立候補し、当選

する人も出てきています。もちろん成功ばかり

ではありませんが、急激な人口減少に悩む地域

においては、定住促進に期待する声は大きいも

のがあります。本県の地域おこし協力隊の人

数、仕事の内容、定着率について、総合政策部

長にお伺いします。

本県で活動す○総合政策部長（日隈俊郎君）

る地域おこし協力隊の人数は、平成30年１月末

現在で、19市町村で66人となっております。隊

員の仕事の内容としましては、観光や移住・定

住に関するＰＲ活動、また農林業への従事、買

い物代行等の住民の生活支援など、地域活性化

などにつながるさまざまな活動に従事していた

だいております。

また、定着率につきましては、これまで52名

が任期を終了しておりますが、お話にもありま

したけれども、そのうち、約６割に当たる29名

が本県に定住されております。県としまして

は、引き続き、都市部における隊員募集セミ

ナーの開催や、地域づくり団体とのネットワー

クの構築など、隊員の確保や任期終了後の定住

促進に向けて、市町村を支援してまいりたいと

考えております。

次に、消防常備化について伺○黒木正一議員

います。

移住希望者に限らず、都市部の人からよく聞

かれることは、山間地域における医療体制、特

に救急医療についてであります。本県には、消

防本部や消防署のない自治体が１町３村ありま

す。離島を除き、全国の非常備町村は８町村で

半分が本県にあり、救急業務にかかわり、命の

格差にもつながるもので、大きな問題でありま

す。この１町３村のうち、美郷町、椎葉村、諸

塚村については、新規の支援事業で協議会が発

足し、消防常備化に向けた検討が行われていま

すが、取り組み状況と今後の見込みについて、

危機管理統括監に伺います。

東臼杵の美○危機管理統括監（田中保通君）

郷町、諸塚村、椎葉村、３町村の消防常備化に

つきましては、一昨年12月に３町村による検討

協議会が設置されまして、課題の抽出や実現可

能な方策について検討が進められております。
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この中で当地域は、広大な面積に加え、今後さ

らなる人口減少が見込まれており、常備化に向

けましては、財政負担や人員配置をどうするか

などが大きな課題となっております。

このため協議会では、段階的に常備化を実現

する方法を協議中でありまして、まずは、119番

通報の受付等、通信指令業務の共同運用ができ

ないか、検討されているところであります。県

におきましては、協議会運営に対する財政支援

とともに、必要な情報提供や助言等を行ってき

ておりますが、将来にわたり持続可能な常備化

が実現できるよう、今後とも支援してまいりた

いと考えております。

このような事業を通じて、人○黒木正一議員

口減少が進む中、広域な面積を抱える地域に適

した救急システムの確立に期待したいと思いま

す。今後のさらなる御支援をお願いしたいと思

います。

次に、地域公共交通の維持・確保について伺

います。

ＪＲ九州の大幅な減便が問題になる中、鉄道

などのない地域では、赤字バス路線などの切り

捨てにつながるのではないかという不安を抱え

ています。人口が減少し、乗客数も減少してい

るものの、交通手段を持たない、特に高齢者に

とっては、地域公共交通は大きな役割を担って

います。路線バスを初め、将来にわたって持続

可能な地域公共交通網の維持・確保に向け、県

はどのように取り組むのか、総合政策部長に伺

います。

路線バスを初○総合政策部長（日隈俊郎君）

めとする地域公共交通につきましては、少子化

等の影響により、利用者数は大変厳しい状況に

ありますが、通勤・通学や買い物、通院など、

地域住民の移動手段として大きな役割を果たし

ていることを鑑みますと、路線の維持は非常に

重要な課題であると認識しております。

このため県では、広域行政の立場から、複数

市町村間をまたぐ広域的なバス路線について、

国や市町村と協調して支援を行うとともに、日

向・東臼杵地域では、県内で初めて地域公共交

通再編実施計画の国の認定を受け、路線の再編

にも取り組んでいるところであります。

また、地域公共交通を担う事業者の収支を改

善する取り組みとして、地域の実情に応じた路

線バス車両の小型化の支援や、タクシーやコミ

ュニティーバスとの連携による貨客混載の実証

実験などを、新規事業等として今議会にお願い

しているところであります。今後とも、国や市

町村、交通事業者と緊密に連携を図りながら、

持続可能な地域公共交通網の維持・確保に取り

組んでまいりたいと考えております。

ＪＲ九州の減便というのが大○黒木正一議員

きな話題になる中、地域公共交通に対して、い

ろんな可能性を探っていただいていることに本

当に感謝したいと思います。

次に、企業局における地域貢献の取り組みに

ついて伺います。

企業局では、健全経営のもとで県民福祉の増

進を図るという経営方針に基づき、電気事業、

工業用水道事業及び地域振興事業の３つの事業

に取り組まれておりますが、その中でも、主力

事業である電気事業については、宮崎県企業局

経営ビジョンにおいて、「本県の豊かな水資源

を生かした水力発電の取組を通して地域に貢献

する」という基本姿勢が掲げられております。

ちなみに、本県の電気事業は、大正７年12月

の県議会において、水力電気事業経営の建議が

なされて以来、全国有数の豊かな水資源の活用

を県政の重要課題として位置づけ、水力発電が



- 60 -

平成30年２月28日(水)

進められたことから始まるもので、現在の企業

局の取り組みにつながるものであります。

ことしは、県議会での建議がなされてちょう

ど100周年、また、昭和13年に企業局の前身であ

る県営電気建設部が発足して80周年となりま

す。そこで、企業局の電気事業の基本姿勢にあ

る水力発電を通しての地域貢献について、具体

的にどのように取り組まれるのか、企業局長に

伺います。

企業局の主力事業○企業局長（図師雄一君）

である電気事業は、県内の豊富な水資源を有効

に活用し、電力の安定供給を図るとともに、二

酸化炭素を排出しない水力発電を通じ、地球温

暖化の防止にも貢献しているものと考えており

ます。

具体的な地域貢献の取り組みといたしまして

は、収益の一部を地域に還元するため、これま

で一般会計への貸し付けを行ってきたほか、現

在、県営電気事業みやざき創生基金の原資とし

て、一般会計への繰り出しを行っているところ

であります。このほか、これまで培った技術や

ノウハウを活用して、小水力発電導入に取り組

む市町村等への技術支援なども行っておりま

す。

さらに、来年度からは、新たな地域貢献とし

て、発電所の所在する市や町へ防災用品を支給

する「企業局地域防災力向上支援事業」や、県

の試験研究機関と連携し、局に関連する課題に

ついての研究成果を県内産業の振興につなげる

ことなどを目指した、「企業局課題研究連携推

進事業」に取り組むこととしております。企業

局といたしましては、今後とも、健全経営を維

持し、地域貢献に努めてまいりたいと考えてお

ります。

県議会の先輩方が100年前に水○黒木正一議員

力電気事業経営の建議をされた。その果実を

今、本県の活性化に活用させていただいている

ことに感謝したいと思います。

次に、農政水産行政について伺います。

まず、全国和牛能力共進会についてでありま

す。全国和牛能力共進会、いわゆる全共は、和

牛の能力向上を目指す大会として、昭和41年か

ら５年ごとに開催されています。昨年９月、宮

城県で開催された11回目の全共に参加しまし

た。大勢の参加者で大変な熱気でありました。

出品牛のすばらしさに圧倒されましたが、会場

でいただいた大会資料の過去の大会テーマに興

味を持ちました。

今から52年前、昭和41年に行われた第１回岡

山大会のテーマは、「和牛は肉用牛たりうる

か」であります。私が子供のころ、農家のほと

んどが牛を役牛として飼っていました。この第

１回大会は、農業の機械化・近代化を強力に後

押しした農業基本法が施行された５年後であり

ます。耕運機、トラクターが急激に普及し、第

１回大会後の50年間で農家数は35％減少、農業

機械と離農が相乗効果となって農業構造が変わ

り、農村の労働力が大都市へと流出。選択的拡

大政策として畜産の振興が図られていた時代で

あります。

昭和52年の第３回宮崎大会のテーマは、「和

牛を農家経営に定着させよう」になり、そし

て、平成４年の第６回大会は、「めざそう国際

競争に打ち勝つ和牛生産」がテーマで、牛肉と

オレンジの輸入自由化に揺れたガット・ウルグ

アイ・ラウンドの時期に重なります。このよう

に、過去の大会テーマは和牛生産の方向性が

はっきりと示されていますが、今日の開催意義

についてどう考えているのか、また、鹿児島県

も大分県も次回大会での優勝を目指すと言って
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いるようですが、次回の全共に向けた本県の取

り組みについて、郡司副知事に伺います。

全共は、その時々の○副知事（郡司行敏君）

社会経済情勢や消費者ニーズなど、和牛が直面

する課題をテーマに掲げ、御指摘にございまし

たように、時代に応じた改良の方向性を示すな

ど、我が国の和牛生産に重要な役割を果たして

まいったと、そのように考えております。本県

はその中で、前々回鳥取大会では、種牛、肉牛

の両部門で、また前回長崎大会では、種牛部門

で内閣総理大臣賞を受賞するなど、すばらしい

実績を上げながら全国をリードしてまいりまし

た。

今回の宮城大会では、各県が打倒宮崎を掲げ

て、大変厳しい戦いを強いられた中、史上初と

なる３大会連続での内閣総理大臣賞を獲得し、

肉牛日本一を発信できますことは、チーム宮崎

が連携して取り組んできた成果であり、今後の

宮崎牛のＰＲにも大きく寄与するものと考えて

いるところであります。

次回の全共は４年後、鹿児島県で開催されま

すが、優秀な種雄牛の造成や高い能力を有する

雌牛の保留に取り組み、肉用牛生産基盤の安定

・強化を図りながら、再び日本一の栄光が勝ち

取れますように、最大限の努力と準備をしてま

いりたいと、そのように考えております。

次に、宮崎牛の販売戦略につ○黒木正一議員

いて伺います。地域独自の農林水産物・食品の

ブランドを守る地理的表示、いわゆるＧＩで宮

崎牛が登録されました。国からのお墨つきが得

られたということで、今後ますます販売力の強

化につながっていくことが期待されます。現

在、欧州に向けても食肉処理加工場が建設中で

あり、台湾にも輸出が可能となるなど、今後の

販路拡大が期待されます。

今回は、鹿児島黒牛と近江牛も新規登録さ

れ、この結果、但馬牛、神戸ビーフ、特産松阪

牛、米沢牛、前沢牛と合わせ、８産品が牛肉と

してのＧＩ登録となります。宮崎牛のＧＩ登録

の意義と販売戦略について、農政水産部長に伺

います。

宮崎牛につき○農政水産部長（大坪篤史君）

ましては、40年以上にわたる本県独自の種雄牛

造成や、全共での３大会連続内閣総理大臣賞受

賞など、長年の取り組みが評価され、本県産品

で初めてＧＩ登録がなされたところでありま

す。この登録によりまして、１、宮崎牛にはＧ

Ｉマークが付与され、他の産品との差別化が図

られること、２、海外、中でもＧＩに関心の高

いＥＵへの輸出拡大が期待できることなどの効

果を想定しているところであります。

県としましては、ＧＩのメリットを最大限に

活用し、国内外に向けて積極的なＰＲを展開し

ながら、宮崎牛のさらなるブランド力強化に取

り組んでまいります。

先ほど知事から、第90回アカ○黒木正一議員

デミー賞の授賞式後のパーティーで宮崎牛が使

われるということでありましたけれども、宮崎

牛がきちんと表記されて、新聞では136キログラ

ムがステーキなどに使われるということであり

ますけれども、これは生産者にとって大きな励

みになるのではないかと思います。

次に、アユの資源管理について伺います。

五ヶ瀬川のアユ漁獲量が大きく減少し、資源の

枯渇が危惧される中、県は28年11月、「五ヶ瀬

川水系のアユ資源回復に向けた取組方針」を策

定しました。

2021年までの５カ年計画で、アユ資源回復プ

ロジェクトに取り組んでいます。プロジェクト

では、１年目には延岡湾での稚アユ採捕許可を
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停止し、回復しない場合は２年目も停止し、３

年目からは、許可停止を門川湾、日向湾に広

げ、１年ごとに資源状況を検証して次の対策を

講じることとしています。このプロジェクトを

進め、資源を回復するには、海面漁協、内水面

漁協、養殖業者との協力体制が重要と思われま

すが、このプロジェクトの取り組み状況につい

て、農政水産部長に伺います。

五ヶ瀬川水系○農政水産部長（大坪篤史君）

のアユは、水郷延岡の風物詩であり、地域経済

を支える重要な資源であります。しかしなが

ら、昭和47年に約90トンあった採捕量は、平

成20年以降、10トン前後にまで減少し、資源の

早期回復が課題となっております。

このため県では、平成28年11月に「五ヶ瀬川

水系のアユ資源回復に向けた取組方針」を策定

しまして、海に下った稚魚の採捕停止と、成魚

を捕獲する河川での瀬がけ漁の期間短縮等を段

階的に進める取り組みを開始いたしました。

その結果、途中経過ではございますが、平

成29年５月の河川での資源量は、前年の２倍程

度に増加したところであります。こういったこ

とから、県としましては、関係者の皆様の御理

解をいただきながら、五ヶ瀬川水系のアユ資源

を回復させるための取り組みを進めていきたい

と考えております。

漁獲量規制を行っているの○黒木正一議員

は、全国で本県を含め５県ということですが、

関係者一丸となった対策で五ヶ瀬川アユの復活

につながるように、関係者としっかりと連携を

とって進めていただきたいと思います。

次に、燃油価格高騰対策について伺います。

この冬は何度も寒波がやってきて、とりわけ日

本海側を中心に記録的な大雪となり、農業用ハ

ウスの被害が拡大していると聞きます。さらに

ことしは、燃油価格の高騰が生産現場を襲い、

幅広い作物に影響が及んでいる上、厳しい冷え

込みが続いたことから燃油の使用量も多くな

り、農家の負担増に拍車をかけています。産地

は、ハウスの被覆をふやしたり、省エネ設備等

の導入に取り組んできていますが、本県の施設

園芸における燃油価格高騰の影響とその対策に

ついて、農政水産部長に伺います。

燃油価格につ○農政水産部長（大坪篤史君）

きましては、施設園芸の暖房が始まった昨年10

月以降も上昇を続けておりまして、農家経営に

影響が出てきております。例えば、ハウスピー

マンの場合ですと、標準的な35アール規模の農

家で、燃油価格が１リットル当たり10円増加し

ますと、年間に約40万円の経費増になると試算

されます。

このため県では、燃油価格が一定の基準を超

えた場合に農家に補塡金が交付されます、国の

セーフティーネット制度への加入を勧めている

ところであります。また、燃油使用量の削減を

図るため、保温効果を高める資材等を活用した

省エネ技術の普及を進めるとともに、ヒートポ

ンプなど省エネ暖房機の導入を促進していると

ころであります。

カツオ漁船などは、漁場が小○黒木正一議員

笠原諸島や沖縄周辺など遠く、値上がりが重く

のしかかっているようです。燃油価格の高騰に

よる漁業への影響とその対策についても、農政

水産部長に伺います。

漁業経営の中○農政水産部長（大坪篤史君）

で、燃油代は大きなウエートを占めておりまし

て、例えば、カツオ一本釣り漁業では、年間

約1,000キロリットルの燃油を消費しますので、

１リットル当たり10円の価格高騰により、

約1,000万円の支出増加につながります。
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このため県では、燃油価格が一定の基準を超

えた場合に燃油の使用量に応じて補塡金が支出

されます「漁業経営セーフティーネット構築事

業」への加入を勧めているところであります。

さらに、燃油価格の高騰下におきましても安定

した経営を築いていくことができるように、漁

船の小型化や省エネ型エンジンの導入を促進し

ているところであります。

話題を変えまして、国体への○黒木正一議員

取り組みについて伺います。

2026年、47年ぶりに本県で開催予定の国体に

向けて、昨年、県準備委員会が設立され、「県

民総参加型のおもてなしの心あふれる大会を目

指す」とする基本方針を確認するなど、大会成

功に向けて準備が本格スタートしました。

前回の宮崎国体は、台風の影響で悪天候とな

り、一部競技が中止となりましたが、天皇杯、

皇后杯とも本県が１位となりました。本県も開

催県にふさわしい成績を上げることが求められ

ると思いますが、競技力向上に向けた選手強化

策などをどのように行うのか、教育長に伺いま

す。

昭和54年の宮崎国体○教育長（四本 孝君）

は、本県選手団の活躍によりまして天皇杯を獲

得し、県民に大きな感動を与えますとともに、

スポーツランドみやざきの礎を築くなど、大変

意義のある大会でございました。２巡目国体に

おきましても、天皇杯獲得を目標に掲げ、計画

的に競技力の向上に努めてまいる所存でありま

す。

そのため現在、県教育委員会では、選手の育

成や強化はもとより、指導者の確保・養成など

を柱とした競技力向上基本計画策定の詰めの作

業を鋭意進めておりまして、来年度の早い時期

から、その実施に取り組んでまいりたいと考え

ております。今後とも、競技団体や関係機関等

と連携を図りながら、目標達成に向けて全力を

挙げて頑張ってまいります。

天皇杯を目指すということで○黒木正一議員

ありますけど、指導者の育成が非常に重要では

ないかと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。

近年、国体への国民の関心は低くなっている

と聞きます。２巡目国体に向けて県民意識の高

まりが必要ではないかと思います。

私は、宮崎国体の数年前に地元に帰ったんで

すけれども、そのとき、中学校の体育の先生で

ハンドボールをしている先生がおりまして、ハ

ンドボールチームをつくろうということになり

ました。そして、地域の青年に声をかけて、私

もそれに参加したんですけれども、練習を積ん

で試合にも行くようになりましたし、国体の前

でありましたから、国体の候補選手とかも練習

に来るようになりまして、交流ができました。

そして、宮崎国体のときは、いつの間にか当た

り前のようにハンドボール競技の補助員となっ

て参加をいたしました。

これから県民総参加型の宮崎国体を目指すと

いうことでありますけれども、県民が何らかの

形でかかわりを持つことが非常に重要ではない

かと思います。この取り組みについて、知事に

お伺いします。

前回の宮崎国体におき○知事（河野俊嗣君）

ましては、「日本のふるさと宮崎国体県民運

動」を展開いたしまして、運営ボランティアや

県外選手団等へのおもてなしなど、多くの県民

の皆様が大会を盛り上げてくださいました。近

年の国体開催県におきましても、国体実施競技

のスポーツ体験教室や各種スポーツイベントを

開催し、県民の国体への関心や参加意欲を高め



- 64 -

平成30年２月28日(水)

る取り組みが行われているところであります。

２巡目国体では、大会の開催を契機としまし

て、競技スポーツ、生涯スポーツも含めたス

ポーツの振興はもとより、県民一人一人の健康

増進や、スポーツランドみやざきのさらなる推

進など、県民総参加型の宮崎らしい「おもてな

しの心」あふれる大会にしたいと考えておりま

す。今後、県準備委員会におきまして、他県の

事例等も参考にしながら、機運の醸成や大会の

準備に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

国体の年には全国障害者ス○黒木正一議員

ポーツ大会も行われると思います。そこで、手

話言語条例について伺います。

近年の障害者の権利に関する条約の批准や障

害者基本法の改正により、手話は言語であるこ

とが位置づけられています。これを受け、県議

会におきましては、平成26年３月に、手話を言

語として普及することのできる環境整備を目的

とした「「手話言語法」制定を求める意見書」

を国に提出しました。

都道府県レベルでは、平成25年10月に、鳥取

県が手話を普及するための施策の総合的かつ計

画的な推進を目的とした「手話言語条例」を制

定し、その後、全国的に条例制定に向けた機運

が高まり、１月末現在、15府県で手話言語条

例、または手話だけでなく、ほかのコミュニ

ケーション手段の普及等も盛り込んだ条例が制

定されております。市町村レベルでも、全国

で111市町が制定しており、県内においても、日

向市と小林市が手話言語条例を制定しておりま

す。

また、我々自民党と障がい者団体との意見交

換会においても、毎年、手話言語条例の制定を

望む声を伺っているところです。私といたしま

しても、手話が言語であることを広く普及させ

るとともに、手話を日常的に使用できる環境の

整備を図るなど、手話に関する総合的な施策を

推進していく必要があると考えております。そ

こで、全国で手話言語条例の制定が進む中、本

県においても条例を制定すべきではないかと考

えますが、知事の考えを伺います。

手話言語条例につきま○知事（河野俊嗣君）

しては、私も「手話を広める知事の会」に設立

当初から参加をし、国や各都道府県の動向に係

る情報収集などに努めてまいりました。また、

昨年10月には、毎年、私がさまざまな学校を訪

れて授業を行う「知事の白熱教室」というもの

を、都城さくら聴覚支援学校で開催いたしまし

て、私自身、手話で自己紹介をしたり、手話通

訳を介した生徒との意見交換を行う中で、手話

の重要性について改めて認識をしたところであ

ります。

県では、これまで、手話を初め、障がいのあ

る方々の情報の確保等につきまして、障がい者

団体などで構成する施策推進協議会の委員の皆

様など、さまざまな方々の御意見を伺ってきた

ところであります。私としましては、障がいの

ある方もない方も意思疎通を円滑に行うことが

できる共生社会を目指し、手話や点字、要約筆

記など、障がいの特性に応じた幅広い情報伝達

手段の普及等を図るため、来年度の条例制定に

向けまして、具体的に準備を進めてまいりたい

と考えております。

来年度の制定に向けて取り組○黒木正一議員

むとのことで、大変ありがたいと思います。私

の知り合いの聴覚障がい者の方が突然宮崎に来

ることになりまして、宮崎空港に出迎えに行き

ました。総合カウンターがありますけれども、

そこの近くで、筆談でいろんなホテルの手配と
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か今後の行程のことをやりとりしておりました

ら、カウンターの中に手話ができる女性がおり

まして、助けられたことがあります。いつもあ

そこの総合カウンターに手話のできる人がいる

のかどうかわかりませんけれども、こういう条

例の制定を機に、手話を日常的に使用できるよ

うな障がい者との共生社会を目指していかなけ

ればならないというふうに思います。

次に、いじめ・不登校について伺います。

いじめに対する国の取り組みの変化などもあ

り、文科省の調査によりますと、いじめの認知

件数は、直近の平成28年度は約32万4,000件と、

大幅な増加となっています。いじめの撲滅は、

学力の向上や規範意識の醸成など、児童生徒の

健全育成に向けた基本となるものと思われま

す。本県のいじめの状況について伺います。

また、平成25年に「いじめ防止対策推進法」

が制定され、いじめられている児童生徒の生命

または身体の安全が脅かされているような場

合、直ちに警察に通報することといった学校の

対処方法、また、相当の期間、学校を欠席する

ことを余儀なくされている疑いがあるといった

いじめの重大事案についても規定されています

が、本県の不登校の状況、その対応について

も、あわせて教育長に伺います。

平成28年度の本県公○教育長（四本 孝君）

立学校のいじめの認知件数は１万867件でありま

して、児童生徒1,000人当たりでは、94.2件と

なっております。全国と比較しますと、高い割

合になっております。このことは、各学校が積

極的な認知に向けて取り組んでいることのあら

われであると考えております。

次に、不登校児童生徒数は1,351人であり、児

童生徒1,000人当たりでは、小中学校11.3人、高

等学校13.6人で、全国より低い割合になってお

ります。

なお、いじめや不登校への対応につきまして

は、何よりも未然防止が大切であり、また、発

生した場合には、早期対応が極めて重要であり

ます。現在、各学校では、日常の観察やアン

ケート調査等を行いまして、子供たちの小さな

変化を見逃さないよう努めているところでござ

います。県教育委員会におきましても、スクー

ルカウンセラーやスクールソーシャルワーカー

を配置・派遣するなど、学校の取り組みを支援

しているところでございます。

ＳＮＳでのいじめも急速にふ○黒木正一議員

えており、全国の調査で確認されたいじめの中

で、パソコンや携帯などで誹謗中傷された例は

５年で３倍を超え、教員や保護者らが把握しに

くく、深刻化しやすい特徴があると聞きます。

このような中、対策に乗り出す自治体もあ

り、熊本県は、ネット・ＳＮＳ上でのいじめ行

為を匿名で通報できるアプリを昨年９月から試

験導入し、来年度以降に全県立高校で導入、市

町村立学校へも普及を図る予定で、国もＳＮＳ

の仕組みを活用した相談事業の実証実験を行

い、平成31年度以降、全国展開を目指すようで

すが、ＳＮＳによるいじめへの対応について、

本県の取り組み状況を教育長に伺います。

現在、児童生徒の間○教育長（四本 孝君）

におきましては、インターネットを活用したコ

ミュニケーション手段の一つでありますＳＮＳ

の利用が広がってきておりまして、ＳＮＳによ

るいじめなどの問題も増加をしております。こ

うした問題に対応するため、各学校におきまし

ては、情報モラル教育を充実させるとともに、

ＳＮＳの適切な利用について指導を行っている

ところであります。

県教育委員会におきましても、教育ネットひ
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むかに「ネットいじめ目安箱」を設置し、ＳＮ

Ｓによるいじめについての相談をメールで受け

付けられるようにするとともに、「24時間子供

ＳＯＳダイヤル」を開設して、電話でも相談を

受け付けられるようにするなど、相談体制の充

実を図っているところであります。

なお、議員がおっしゃいますように、一部先

進県で取り組みが始まっておりますＳＮＳを活

用した相談体制につきましては、事業効果やコ

スト等を分析するとともに、関連業者から情報

を収集するなどして、研究をしてまいりたいと

考えております。

不登校の児童生徒を持つ親の○黒木正一議員

心労は非常に大きいものがあります。平成28年

に、不登校の子供に教育機会を確保することを

求める教育機会確保法が成立していますが、本

県の不登校児童生徒の学習機会の確保について

の取り組み状況を、教育長に伺います。

昨年２月に施行され○教育長（四本 孝君）

ました「義務教育の段階における普通教育に相

当する教育の機会の確保等に関する法律」で

は、不登校児童生徒の多様な状況に応じた、き

め細かい支援を行うことが求められているとこ

ろであります。各学校におきましては、不登校

児童生徒の状況に応じ、学級担任等が家庭訪問

を行い、教育相談や学習支援などの取り組みを

行っております。

また、県内には、市町村が運営する適応指導

教室等が、現在16市町村で21教室開設されてお

りまして、それぞれの児童生徒に応じた適切な

学習支援や学校復帰につなげる取り組みが行わ

れております。県教育委員会におきましても、

大学生をボランティアとして適応指導教室等に

派遣し、学習支援を行うなど、不登校児童生徒

の学習機会の確保に努めているところでありま

す。

平成25年に「いじめ防止対策○黒木正一議員

推進法」、平成28年には教育機会確保法と立て

続けに法律ができたのは、それだけ事態が深刻

化しているということではないかと思います。

不登校を防ぐには、何よりも早期発見・早期対

応が重要で、対応マニュアルに沿った解決方法

で実績を上げている学校もあるとお聞きしま

す。しっかりとした対応を強く要望いたしま

す。

次に、私立高校の振興について伺います。

まず、県立高校の生徒募集の考え方について

伺います。公立高校は都道府県立か市立かと

思っていましたが、常任委員会の調査で北海道

奥尻島に行きましたら、町主導で道立から町立

に移管し、全国から留学生を募集し、高校の存

続に取り組んでいる話を聞き、驚きました。全

国には10数校の町村立の高校があり、福岡県に

１校と、あとは全て北海道にあるということで

す。

さて、間もなく県立高校の一般入学試験があ

ります。少子化で生徒数は減少しており、これ

までも高校の再編が行われ、今年度は妻高校が

再編されて初めての入試が行われます。このよ

うな状況の中、私立高校の定員確保との関係か

ら、私立高校側からは、県立高校の２次募集の

あり方を見直してほしいという要望があります

が、このことについてどう考えているのか、教

育長に伺います。

県立高校の募集定員○教育長（四本 孝君）

につきましては、毎年、私立高校との連絡協議

会を実施しまして、県立・私立、双方の役割を

尊重しつつ、次年度の定員調整について協議す

るとともに、県全体の中学卒業予定者数の増減

や、これまでの志望の状況等も踏まえて定めて
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おります。

県立高校の入試制度につきましては、まず、

生徒・保護者の選択を第一に考えることが大切

だと考えております。お話にございました２次

募集につきましては、一般入試で不合格の生徒

を対象に、定員が未充足の学科・コースのみで

実施しておりまして、実際に受検をしておりま

すのは、県立高校への進学を強く希望する生徒

でありますことから、必要な制度であると考え

ているところであります。

私立高校は、建学精神に基づ○黒木正一議員

いた個性豊かな人材の育成に取り組み、学校教

育発展に大きく貢献していますが、近年におけ

る中学校卒業者の減少など、経営環境は大変厳

しいものがあり、各学校法人も危機感を持ち、

さまざまな努力を行っており、新しい時代の要

請に応えた学科の見直しや、特色ある教育活動

の展開、経費の削減、経営の効率化などで、教

育力の向上、生徒の確保に取り組んでいると聞

きます。このような情勢の中、私立高校が存続

し、公教育の水準を維持するため、本県の私立

学校振興費補助金の増額を求める声があります

が、本県の状況と考え方について、総合政策部

長に伺います。

県におきまし○総合政策部長（日隈俊郎君）

ては、私立学校の教育の振興と経営の安定化、

保護者の経済的負担の軽減を図るため、私立の

幼稚園、小・中・高等学校を設置する学校法人

に対して、私立学校振興費補助金を交付してお

ります。このうち、県内の私立高等学校14校に

対して、平成28年度は約31億9,000万円を交付し

ており、今年度につきましては、約31億6,000万

円の補助金交付を予定しております。

関係団体からの要望につきましては、少子化

が進み、生徒数が減少する中、また、大変厳し

い財政状況ではありますが、私立学校の重要性

を鑑み、来年度も例年並みの予算確保に努め、

今議会において32億700万円余の予算をお願いし

ているところであります。今後とも、関係団体

とも連携を密にし、予算確保に努めてまいりた

いと考えております。

私立高校の生徒数は、約３割○黒木正一議員

を占めています。中学校卒業者数が減少してい

く中で、県立・私立の共存共栄が図られ、学校

教育発展に努められるようお願いいたしまし

て、私の全ての質問を終わります。ありがとう

ございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○ 原正三議長

した。

あすの本会議は、午前10時から、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時54分散会
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代表質問◎

これより本日の会議を開きま○ 原正三議長

す。

本日の日程は、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、県

民連合宮崎、岩切達哉議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○岩切達哉議員

ざいます。県民連合宮崎、社会民主党の岩切で

あります。まずは、傍聴にお越しいただいた県

民の皆さん、忙しい中、ありがとうございま

す。我が県議会会派県民連合は、平和と民主主

義、人権と環境を大切にする政治、そのことを

柱にして、社会民主党、民進党並びに立憲民主

党所属の議員６名で構成する会派であります。

ただいまから会派を代表して､県政全般にわたっ

て、知事、関係部長、局長、教育長、県警本部

長に順次伺ってまいります。御答弁をよろしく

お願いいたします。

まず、知事の政治姿勢についてであります。

ことし１月に、宮崎市、延岡市の市長選挙が

ございました。いずれの市長選も複数の候補者

間で激しい選挙戦が戦われました。この両市長

選の結果に対する知事の所感をお聞かせいただ

きたいと思います。

次に、知事から御提案のありました新年度予

算についてお尋ねします。知事は、「みやざき

の更なる飛躍と新たな挑戦」を掲げられ、３つ

の重点施策を提起されました。私は、「新しい

ゆたかさ」を感じることができる県づくりと、

「美しい宮崎」をつくっていこうとする思いが

強くにじんでいる予算であると認識していると

ころです。そう感じるのは、「新しいゆたか

さ」と「美しい宮崎づくり」というフレーズ、

言葉に魅力を感じているせいかもしれません。

この際、知事自身から、新しいゆたかさ並びに

美しい宮崎づくりにかける思いをどう予算に反

映させたかを、お聞かせいただきたいと思いま

す。

次に、総合政策部長に伺います。

今年度、ひなた生活圏づくり調査事業に取り

組まれており、また来年度予算には、ひなた生

活圏形成促進事業が計上されています。これら

の事業における「ひなた生活圏」のイメージは

いかなるものを目指しておられるのか、お伺い

したいと思います。

平成24年９月定例会において、当時の鳥飼県

議から市町村合併後の検証について質問され、

知事が、「市町村合併後の新たな地域づくりに

ついて、市町村とも連携しながら対応していき

たいと考えている」とお答えになっておりま

す。私は、役場などがあった合併前の中心地が

寂れていっているのではないか、かつての自治

体では人口減少に拍車がかかっているのではな

いかという心配をしております。もしこの事業

がその心配の解消に向けた取り組みであれば幸

いなのですが、部長の答弁をお願いします。

次に、総務部長に質問します。

指定管理者制度において、期待される事業を

行うべく活動されている管理者がございます。

例えば、青少年自然の家では教育の、男女共同

参画センターでは男女共同参画社会に向けたさ

まざまな事業を行っていただいております。こ

のような事業主体で長年就労し、そこで懸命に

県民サービスに従事されている職員の皆さん

は、それぞれの事業に精通するとともに、その

スキルを磨き、さらによいサービスを実現しよ

うと働いておられます。ところが、指定管理者

制度は、行政サービスの低廉化のために制度化

平成30年３月１日(木)
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されたものであるため、従事者のスキル上昇に

応じた、社会一般に許容される範囲での賃金引

き上げを行うことについても、事業者において

困難であると伺っております。部長におかれま

しては、このような事情を踏まえまして、指定

管理者制度の中で公共サービスに従事する皆さ

んの雇用・労働条件への適切な配慮のあり方に

ついて検討いただきたいのですが、いかがで

しょうか。答弁をお願いします。

続いて、福祉保健部長にお尋ねします。

最初に、延岡市にあります母子生活支援施設

ファミリーハイツが３月に廃止になるとのこと

で、これによって県内の母子生活支援施設は全

廃になります。率直にお尋ねしますが、福祉保

健部長、県には、県内の母子生活支援施設が全

廃になることへの危機感、そのようなものはあ

るかお聞かせください。

重ねて福祉保健部長に伺います。子供の性的

問題についてであります。スマホ、タブレッ

ト、パソコンなどで、予期せず性的映像に触れ

たり、スポーツ紙や雑誌などで性的刺激の強い

写真や絵が掲載されているものが、家庭や日常

的に利用するコンビニなどにあったりすること

など、子供に対する配慮のない社会の現実がご

ざいます。それらの強い刺激から発生する子供

の性的問題行動には、善悪の判断のつかない時

期に性的な映像などを見ることで、そのままそ

の行為をまねしてしまうというものや、青年期

以降、偏った性行動、つまり暴力による性行動

やストーカーなど犯罪となってしまうことがあ

ることなど、問題は大きいと伺っております。

まずは子供に対する配慮、そういうものがこの

社会に必要であるということをしっかり普及啓

発していただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。

また、児童相談所においては、そのような性

にかかわる相談に対して、心理職の手厚い配置

を行うことにより、子供への治療的かかわりが

できる体制をつくることを求めたいと思うので

すが、それぞれについて部長の所見を伺いま

す。

次に、農政水産部長にお尋ねします。

県内の農畜水産物の海外輸出に向けた取り組

みが行われています。言うまでもなく日本は食

料の輸入国であります。食料自給率は、カロリ

ーベースにしろ、生産額ベースにしろ、日本の

食料は外国に頼っています。その中で、日本の

農畜水産物の海外輸出が伸長しています。農家

所得の向上、ひいては県内経済のためにも、さ

まざまな理由で輸出に力を入れておられると思

いますが、部長として、海外輸出への将来展望

についてお聞かせいただきたいと思います。

壇上から最後に、会計管理者にお尋ねしま

す。

収入証紙制度について伺います。運転免許更

新、県立高校受験、パスポート申請など、県が

手数料を徴収する際に、証紙添付によって行う

方法がありますが、これを時代の変化というこ

とか、廃止する自治体があると聞いておりま

す。民間取引は、電子マネーの登場でキャッシ

ュレス化が進行しています。行政の中でもいず

れ対応が求められるものと考えます。県民が必

要な手数料を現金で納めることと、証紙を購入

して納めることとの違いにどのような利点、欠

点があるのか。これについて、県民の利便性向

上の立場から検討が必要になっているのではな

いでしょうか。もちろん、証紙収納によること

がベストなものと、現金収納その他の方法に変

更してよいものがあると思いますが、会計管理

者の所見を伺います。
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以上を壇上からの質問とし、残余の質問は質

問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

まず、宮崎、延岡市長選挙の結果に対する所

感についてであります。宮崎、延岡市長選挙の

結果につきましては、市民の皆様が、候補とな

られた方々の人物や示された政策などをもと

に、それぞれの市政運営を託すべき市長として

選択されたものと考えております。

宮崎、延岡の両市は、県内で人口が第１、第

３の都市であり、今後、本県が少子高齢化、人

口減少問題を初めとするさまざまな課題に対応

していく中で、それぞれの圏域の中核都市とし

て中心的な役割を担っていただく自治体であり

ます。両市の市長には、市民の期待と負託に応

え、市政のリーダーとして両市の発展に全力を

挙げて取り組んでいただくとともに、これまで

同様、県との緊密な連携のもと、宮崎県全体の

発展に向けても御尽力いただけるものと期待し

ているところであります。

次に、平成30年度当初予算についてでありま

す。経済的な豊かさと、お金にかえられない価

値が調和した「新しいゆたかさ」を実現するた

めには、人口減少問題等、喫緊の課題に的確に

対応するとともに、将来を見据えた施策にも積

極的に取り組む必要があることから、平成30年

度は、重点施策として、「未来を支える人財の

育成・確保と中山間地域対策の強化」「世界ブ

ランドや文化・スポーツを生かした地域づく

り」「地域経済をけん引する産業づくり」の３

つを掲げて、予算編成に取り組んだところであ

ります。

その中で、自然や、地域の歴史・伝統文化が

織りなす本県ならではの景観を、県民共有の財

産として守り、魅力ある地域づくりを進める

「美しい宮崎づくり」の取り組みは、「新しい

ゆたかさ」の実現に欠くことができないもので

あるという思いのもとに、平成30年度当初予算

におきましては、これまで取り組んでまいりま

した沿道修景美化の取り組みに加えまして、道

路・河川の愛護活動や各種団体の活動に対する

支援など、官民協働により、これを推進するこ

ととしております。県民全体の取り組みとし

て、県民運動として進めてまいりたいと考えて

おります。「新しいゆたかさ」「美しい宮崎づ

くり」は、いずれも直ちにその成果が見えるも

のではなく、将来を見据えた息の長い取り組み

が必要であると考えておりますので、今後と

も、しっかりと取り組んでまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○総合政策部長（日隈俊郎君）

えいたします。

「宮崎ひなた生活圏」についてであります。

県では、合併した町村を初め、中山間地域の方

々が、今後も住みなれた地域で安心して暮らし

続けられるよう、新たな人の連携や交通・物流

の仕組みづくりによる集落のネットワーク化

と、地域の課題を共有・検討し、その解決に向

け、住民による自立的な活動が持続できる仕組

みづくりを目指す「宮崎ひなた生活圏」の形成

に、昨年度から取り組んでいるところでありま

す。

来年度につきましては、地域の方々が将来に

ついて話し合いを進めていくための手段とし

て、地域の将来人口の推計や人口の安定化に必

要な定住者数の試算などができる、わかりやす

く簡易なシステムを構築するとともに、地域課

題の解決に向けた戦略の策定やその体制づく

り、生活サービス維持のためのモデルとなる取
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り組みへの支援等を通じまして、地域の実情に

応じた「宮崎ひなた生活圏」の形成が促進され

るよう、市町村と連携しながら取り組んでまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えし○総務部長（桑山秀彦君）

ます。

指定管理者制度についてであります。指定管

理者が雇用する職員の労働条件の設定は、事業

者自身が取り組む部分になりますが、適正かつ

安定的な施設の管理・運営が確保されるために

は、指定管理者自体の経営が、雇用面も含めま

して健全であることが重要であると考えており

ます。このような点を踏まえまして、県では、

指定管理者の選定に当たりまして、賃金を含め

た指定管理料の適正な積算を行うとともに、応

募する事業者に対しましては、事業計画が、業

務執行体制や人件費を含め、無理のない適正な

ものとなっているかどうかの確認を行っており

ます。また、指定の後も、労働関係等関係法令

の遵守状況などについて、所管課の職員が実地

調査で確認しているところでございます。今後

とも、民間の力が健全に生かされるよう努めな

がら、指定管理者制度の適切な運用を行ってま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（畑山栄介君）

えします。

まず、母子生活支援施設についてでありま

す。母子生活支援施設につきましては、これま

で、経済的な困難等、生活上の課題を抱える母

子に対して必要な支援を行う施設として、その

役割を果たしてきたと認識しております。今

般、県内全ての施設が廃止されることになった

ところですが、これは近年、入所者数が大幅に

減少するとともに、建物の老朽化が進んだこと

などから、設置者である市において慎重に検討

された結果であると考えております。

次に、子供の性的問題についてであります。

青少年のスマートフォン等の利用が拡大する

中、性的感情を刺激するインターネット上の有

害情報への接触が、その健全育成上、大きな問

題となっております。このため県では、「メ

ディア安全指導員」を活用し、学校等で、児童

生徒はもとより、保護者や教員など大人も対象

に、インターネットの危険性や対処法等の講話

を実施するなど、その適正利用の啓発に努めて

いるところであります。また、書店、コンビニ

エンスストア等に立入調査を行い、有害図書類

が青少年に販売等されないよう、区分陳列の遵

守の徹底等を図っているところであります。今

後も、これらの取り組みを推進していくことに

より、性的有害環境から子供を守る機運を高め

ていきたいと考えております。

次に、児童相談所における体制づくりについ

てであります。児童相談所におきましては、問

題行動のある児童等に対し、児童福祉司や児童

心理司などの専門職による面接相談やカウンセ

リング等を実施しております。そのような中、

性的な問題を抱えた児童に対しましては、加

害、被害の状況を把握した上での心理的ケアを

初め、短期入所指導を目的とした一時保護の実

施など、より専門的な支援が必要であると考え

ております。このため県では、専門性向上に関

する研修に、職員を積極的に参加させていると

ころであります。また、性的な問題を抱える子

供の心や体についての相談体制等の充実を図る

ため、本年度から、保健師を専任で配置すると

ともに、児童心理司を増員したところでありま

す。以上でございます。〔降壇〕
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〔登壇〕 お答○農政水産部長（大坪篤史君）

えいたします。

本県の農畜水産物の輸出についてでありま

す。人口減少により国内市場が縮小する中、攻

めの対策として輸出に取り組むことは、大変重

要なことであると認識しております。本年度

は、私自身、経済成長を続ける香港や台湾を訪

問し、現地の輸入業者や販売業者等と意見交換

を行いましたが、大きな可能性のある市場だと

肌で感じたところであります。

これまで本県では、全国に先駆けて開始した

牛肉の対米輸出や、九州各県とも連携した香港

・台湾等でのフェア開催などによりまして、昨

年度は、過去最高となる34億5,000万円の輸出実

績となりました。21世紀に入り、一層の国際化

が進展する中、昨年度からは、牛肉や鶏肉、カ

ンショの輸出拠点の整備も進めているところで

あり、こういった対策にも積極的に取り組みな

がら、本県の農畜水産業の発展につなげていき

たいと考えております。以上であります。〔降

壇〕

〔登壇〕 お答え○会計管理者（福嶋幸徳君）

します。

収入証紙制度についてであります。証紙収納

につきましては、関係部局と協議の上、運転免

許更新手数料などの使用料及び手数料の一部や

狩猟税について、宮崎県収入証紙条例に基づき

実施しております。収入証紙は、御質問にあり

ますように、事前に購入する必要があります

が、現金収納に伴うリスクの軽減や申請時間の

短縮など、事務の効率化が図られるというメ

リットがありますことから、証紙収納として幅

広く定着しているところであります。私どもと

いたしましては、それぞれの事務の実態や利用

者の利便性などを考慮して、円滑・適正な収納

が図られるよう、引き続き、各部局に対し助言

・指導を行ってまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

それぞれ御答弁ありがとうご○岩切達哉議員

ざいました。今の壇上からの質問に関連して、

何点かお伺いしたいと思います。

まずは、宮崎市政との関係でございます。宮

崎市長選挙の中で、とりわけ政策の違いとして

明らかになったのが、アリーナ建設の問題だと

認識しております。賛成、反対、見直し、凍

結、いろんな表現があったかと思いますが、当

選された戸敷市長は、建設をしていくというお

気持ちでございました。それも宮崎駅周辺で

と、こういうようなお話でございました。先日

は、宮崎駅東側という具体的なエリアを表明さ

れているようでありますけれども、この施設

は、宮崎県にとっても本当に大きな影響を及ぼ

す施設だと認識しております。知事として、宮

崎市のアリーナ建設問題に対してどのような思

いを持っていらっしゃるか、お聞かせいただき

たいと思います。

宮崎市におけるアリー○知事（河野俊嗣君）

ナ構想であります。大規模なコンサートやスポ

ーツイベントなど、そういったものが開催可能

な拠点施設が整備されることになれば、スポー

ツや文化の振興、さらには、にぎわいの創出、

地域の活性化など、大きな効果があるものと考

えております。一方で、整備手法、整備主体、

財源の問題、その後の運営、ランニングコス

ト、さまざまな課題があろうかと考えておりま

す。今後、具体化に向けた検討がなされると

伺っておりますので、宮崎市から相談がありま

したら、県としてどのようにかかわっていける

のか、検討してまいりたいと考えております。

もう一つ、県とのかかわり○岩切達哉議員
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で、選挙中、宮崎北警察署の隣にある県有グラ

ウンドが候補地ではないかということも耳にす

ることがございました。このような県有地とい

うことになりますと、知事との協議というのは

当然必要になっていくと思います。県有地とい

う場合において、協力をしていく、そういう気

持ちについてはやぶさかでないか、お聞かせく

ださい。

） 場所も含めて、現在、○知事（河野俊嗣君

具体的な内容については宮崎市で検討中という

ことでありますので、御相談がありましたら、

県としてどのようにかかわっていけるか、検討

してまいりたいと考えております。

アリーナ問題に絞ってお伺い○岩切達哉議員

しましたけれども、何より、県都宮崎市という

ことで、宮崎県庁と宮崎市が協力し合って宮崎

県全体の勢いを上げていく取り組みが必要だ

と、このように考えます。宮崎市との共同作

業、協力というものを今後とも各方面で行うこ

とが大事だと私は思っているんですが、知事と

して、宮崎市とのそういう関係についてどのよ

うにお思いでいらっしゃるか、お聞かせくださ

い。

私は、就任以来、「対○知事（河野俊嗣君）

話と協働」を基本姿勢としまして、全ての市町

村とも緊密な連携を図りながら、県政運営に取

り組んできたところであります。中でも、宮崎

市は、本県の人口のほぼ３分の１を擁する県都

であります。これまでも、スポーツキャンプや

企業の誘致など、さまざまな分野で連携を図っ

て具体的な成果も上げてきたところでありま

す。また、一歩進んで、双方が折半する中で動

物愛護センターを共同で整備する、そのような

事業にも取り組んだところであります。宮崎県

勢の発展のためには、県都である宮崎市との連

携は極めて重要であると考えておりますので、

観光、経済の振興のみならず、子育て支援や医

療・福祉、危機管理対策など、幅広い分野でこ

れからも連携を深めてまいりたいと考えており

ます。

宮崎市も、中核市として年数○岩切達哉議員

がたってまいりました。県庁の職員、そしてま

た宮崎市の職員、それぞれに優秀だというふう

に思います。縄張り的な議論よりも、一緒にと

いう姿勢を知事みずからお示しいただいて、県

勢全体が発展することをお願いしておきたいと

思います。

次いで、今度は延岡市の問題であります。延

岡市長選においては、知事が支援した候補では

ない方が当選したという形になりまして、延岡

市民の中には、延岡市に対する県の対応を不安

に思う方、不安視する声をいただくことがござ

いました。私は、「これまでの河野知事の政治

姿勢として、その心配は全く当たらない。選挙

は選挙であって、行政上の県と市町村との協力

関係について問題を残すことはないですよ」

と、このように説明してきたところでありま

す。そのことについて、知事からも明言をいた

だければと思います。

「対話と協働」を基本○知事（河野俊嗣君）

姿勢とする私にとりまして、宮崎県の発展のた

めには、県、市町村、国、関係機関、しっかり

としたオール宮崎の体制を築いていく、これは

大変重要な課題であるということで取り組んで

まいりました。特に、地方創生や中山間地域対

策、医療・福祉対策など、地域を取り巻く課題

に的確に対応していくためには、県と市町村が

緊密な連携を図っていくことは非常に重要であ

ります。

お尋ねの延岡市との関係につきましても、先
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日、読谷山市長が就任挨拶のため県庁においで

になったところであります。もともと総務省

の、年次でいうと２年上の先輩であります。私

も以前よりよく存じ上げておりますし、県庁に

いらっしゃったときも、延岡市政をめぐるさま

ざまな政策課題について、率直に意見交換をし

たところでありますし、今後とも、延岡市と県

との間で緊密に連携を図っていくことについ

て、お互いに確認したところであります。ま

た、その翌日、延岡花物語「このはなウォー

ク」という観光イベントに、市長と一緒に私も

出席してお祝い申し上げたところであり、今後

とも、そういう協働の姿勢というところに変わ

りはございません。これまで同様に「対話と協

働」を基本姿勢としながら、延岡市の発展、ひ

いては宮崎県全体の発展に向けて、互いに力を

合わせて取り組んでまいりたい、そのように考

えております。

県知事と市長という立場で、○岩切達哉議員

そういう関係で行っていただくというのは本当

にありがたい。そしてまた、選挙戦で戦った候

補者も、それぞれに優秀な皆さんだと思います

ので、宮崎県発展のためにお力をかしていただ

ければなと思うところであります。選挙という

ものは、誰かが勝利をするわけなんですけれど

も、勝利をした方も、そのことで全権委任を受

けたという立場にならない、そういう謙虚さが

必要だと思っております。「対話と協働」を基

礎とする河野知事におかれましては、県内全て

の市町村、さらに各界各層の声に耳を傾ける姿

勢であるということに、私自身も敬意を表しつ

つ、さらなる飛躍と新たな挑戦に努められるよ

う期待しているところでございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

続いて質問をいたします。総合政策部長に、

「ひなた生活圏」のことを伺いました。平成の

合併前の町村の中心部の活力を維持していくこ

とは、本当に大事だと思っております。例え

ば、いきいき集落ということで、現在130近くあ

ると聞いておりますが、そういう中心部から離

れた集落から、日常生活上必要なこと、買い物

とかそのほかのサービスがおおよそ解決できる

拠点が、今以上に遠くなってはならない。その

ようにしていかなけりゃならないと思っていま

す。まだ「ひなた生活圏」というイメージは定

着していないようでありますけれども、これか

ら中山間地を維持していくためには重要な取り

組みだと思います。その一環だと思いますが、

今年度、ひなた集楽カレッジという事業にも取

り組まれたと伺っております。このようなモデ

ル的な取り組みなど、さまざまな政策を重層的

かつシンボル的に取り組まれることが必要と考

えますが、部長の所見をお聞かせください。

） 「宮崎ひなた○総合政策部長（日隈俊郎君

生活圏」づくりに当たりましては、御指摘のと

おり、その圏内における買物や交通、医療・福

祉など、さまざまな分野の関係機関等との連携

を図りながら、暮らしに欠かすことのできない

生活機能などを維持していくことが重要である

と考えております。

この取り組みを進める中で、今年度、県内の

全市町村と実施した意見交換や、地域住民、民

間事業者等への聞き取りを行いましたところ、

持続可能な取り組みとする上で必要な地域課題

の共有・検討について、地域によっては十分進

んでいないところもございました。このため、

県といたしましては、引き続き、先進事例の紹

介やモデルとなる取り組みへの支援等を行うと

ともに、新たに、市町村等と連携しながら、地

域における将来の課題解決に向けた話し合いが



- 79 -

平成30年３月１日(木)

促進されるよう環境整備を図ることにより、

「宮崎ひなた生活圏」づくりへの理解やその取

り組みの輪が着実に広がっていくよう、取り組

んでまいりたいと考えております。

よろしくお願いしたいと思い○岩切達哉議員

ます。

続いて、総務部長にお尋ねをいたします。指

定管理者制度で働く皆さんの労働条件のことを

伺いました。指定管理者制度は、単なる価格競

争による入札とは異なるものだと認識しており

ます。公共サービスの水準を確保するという要

請がございます。横浜市の事例ですけれども、

最低賃金がここ最近上昇しておりまして、雇用

条件の改善や事業者の健全経営と、公の施設の

適切な運営管理を両立させる目的で、指定管理

料を変更できるように見直すということでござ

います。一気には無理だとしても、公共サービ

スを非公務員が担うメリットを最大限活用しつ

つ、そこでのキャリアアップ、ノウハウの蓄積

を適正に反映していく、そして、いわゆる官製

ワーキングプアと言われる状況はなくしてい

く、そういうことが大事だと思っております。

部長のお考えをお聞かせいただきたいと思いま

す。

指定管理者となっ○総務部長（桑山秀彦君）

た事業者には、公の施設の管理・運営に民間の

ノウハウを生かしていただきますとともに、さ

まざまな工夫を凝らして、自主事業にも積極的

に取り組まれるなど、施設の公共サービス機能

の向上に貢献いただいているものと思っており

ます。県としましては、サービスの提供や雇用

の継続性・安定性に配慮しまして、経験やスキ

ルが重要視されるような施設につきましては、

指定管理期間を３年から５年に見直すなどの配

慮を行っているところであります。また、黒字

を出せば、一定割合を指定管理者の収入にでき

る利用料金制を導入しまして、指定管理者の自

立的な経営努力が発揮されやすくする工夫もあ

わせて行っているところでございます。こうし

た取り組みにより、雇用の安定性の確保や処遇

の向上にもつながるものと思っておりますが、

今後とも、制度の枠組みの中でどのような取り

組みができるか、他の自治体の状況等も参考に

してまいりたいと考えております。

ありがとうございます。期間○岩切達哉議員

の延長とか利用料金制、いろいろ工夫があると

いうことでございますけれども、利用料金制を

導入しがたいような場もございますので、ぜひ

研究・工夫というのは継続してやっていってい

ただいて、そこで働く皆さんが喜んで県民サー

ビスに従事できる姿を目指していただきたい

と、重ねてお願いを申し上げたいと思います。

続いて、福祉保健部長にお尋ねをいたしま

す。まず、母子生活支援施設のことですけれど

も、ＤＶ防止法の制定から17年、統計上でも増

加・深刻化の一途であります。現在、宮崎では

民間のシェルター、宮崎市では、民間アパート

などを借り上げて支援員が出向くというような

手法がとられるということであります。これが

母子生活支援施設の代替機能となり得るかとい

うような思いが少しあります。母子生活支援施

設は児童福祉法上の施設でありまして、他県の

状況など十分に調査・研究いただいて、本当に

県内に一つもないという宮崎県の姿、それで大

丈夫なのか、母子福祉行政に課題はないかとい

う視点で対応策を検討いただきたいと思います

が、重ねてお気持ちをお聞かせください。

母子生活支援○福祉保健部長（畑山栄介君）

施設を廃止された市におかれては、議員から御

指摘もありましたけれども、民間アパートの確
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保や公営住宅の活用などにより、支援を必要と

する母子の生活の場を確保しつつ、就労相談等

の自立に向けた援助を継続されると伺っており

ます。県としましては、今後とも、女性相談所

における一時保護機能の活用を図るとともに、

市町村と連携を図りながら、支援の必要な母子

に対して、各種福祉サービスの情報提供や、そ

れらの利用手続に係るサポートなど、必要な対

応を行ってまいりたいと考えております。

設置していた市だけの問題で○岩切達哉議員

はない。そしてまた、一時的に保護をするとい

う機能でもない母子生活支援施設だということ

で、ぜひ、宮崎県になくなってしまったという

ことから研究を深めていっていただきたい。よ

ろしくお願いしたいと思います。

次に、子供の性的問題行動についてでありま

すけれども、御承知のように、コンビニエンス

ストアの系列によっては、大人が読む本を売ら

ないという方針を決めたお店もある。そういう

ような働きかけまで頑張っていただければなと

思います。スマホやパソコンにはフィルターを

かけるということが言われます。そのフィルタ

ーのかけ方がわからない。なぜかけなければな

らないかをしっかりと親御さんなどが理解して

いない。そういうケースもあろうかと思いま

す。子供を守るということについて社会がしっ

かりと動くことが必要だと思っています。性的

な刺激にさらされる子供たちは被害者だという

認識で、ぜひ、これから十分な対策を進めて

いってほしいと思うんですけれども、改めて部

長の御所見をお聞かせください。

青少年が心身○福祉保健部長（畑山栄介君）

ともに健やかに成長することは、県民全ての願

いでありますとともに、大人においては、みず

から、家庭や学校、地域社会、その他社会のあ

らゆる場において、青少年を健全に育成するよ

う努める責務があると考えております。したが

いまして、性的有害環境から子供を守ることに

つきましても、私たち大人一人一人が、日々の

行動に際して認識しておくべき重要な課題であ

り、インターネットの適正利用の啓発などの取

り組みを通じ、県民全体の理解と関心を高めて

いきたいと考えております。

ぜひよろしくお願いします。○岩切達哉議員

児童相談所の心理職の体制強化についてもお

尋ねをいたしました。常々申していることでご

ざいまして、保健師の配置などにも取り組んで

いただいたということでございます。引き続

き、よろしくお願いしたいと思います。

次に、農政水産部長に再度質問いたしますけ

れども、農畜水産物の海外輸出について抱負を

伺いました。何でもかんでも輸出できるわけで

はないと伺っております。相手の国の市場調

査、また長距離移送のリスク、それらの費用が

価格に上乗せできるほどのものでないといけな

い、そういう商品の優位性。部長に対して釈迦

に説法になろうかと思いますが、丁寧に取り組

むべき課題というふうに思います。現在は、牛

肉や鶏肉、カンショの拠点整備中ということで

ありますけれども、それら以外にも、輸出に力

を入れていく、または期待される農畜水産物は

どんなものがあるか、お聞かせください。

輸出拡大が期○農政水産部長（大坪篤史君）

待される品目としましては、外観や品質で評価

の高いキンカンや日向夏、また、美しさや日も

ちのよさが人気のスイートピーやラナンキュラ

ス、さらに水産では養殖ブリやキャビア等がご

ざいます。こういった品目につきましても、現

地のニーズや検疫条件等を十分調査しながら、

輸出拡大に努めてまいりたいと存じます。
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スイートピーが県庁本館の玄○岩切達哉議員

関に飾られておりました。ぜひ、宮崎県の主力

生産物として海外にまで評価をいただければあ

りがたいと思っております。

続いて、会計管理者に再度質問をいたしま

す。御答弁をいただきましたが、狩猟税という

税も含めてということでございました。証紙に

よって納付するとされているものは全体でどれ

くらいのものがあるのか、どのような項目があ

るのか、お聞かせいただければと思います。

証紙で収納して○会計管理者（福嶋幸徳君）

いる主なものは、宮崎県税条例に基づくものが

狩猟税１項目、使用料及び手数料徴収条例に基

づくものが、パスポートに関する手数料など575

項目、教育関係使用料及び手数料徴収条例に基

づくものが、県立高校入学試験に関する手数料

など13項目、警察関係使用料及び手数料徴収条

例に基づくものが、運転免許に関する講習手数

料など115項目となっておりまして、全体で707

項目となっております。

証紙ということについて、よ○岩切達哉議員

く触れる方と、ふだん触れることのない方とい

らっしゃるかと思います。このことを伺う発端

は、買う場所がわかりませんとか、印紙と間

違ってしまいましたとか、証紙をめぐる県民の

声でありました。歳入予算説明資料を見せてい

ただいたんですが、27億円ほどが証紙で収納さ

れるということであります。その種類は、今聞

きました707種ということで、本当に多岐にわた

ると思います。これだけの使用料を納める場面

というのは、まさに県政と県民の接点だと思い

ます。何十年も行われている手法でありまし

て、証紙による納付方法はこれからもずっと変

わらないですよというふうにもいかないと思い

ます。キャッシュレス化の時代が来ているとも

言われます。証紙収納などの見直しについて

は、ぜひ会計管理者が音頭を取っていただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。

全国の都道府県○会計管理者（福嶋幸徳君）

の状況でありますが、現時点で、証紙制度を廃

止しているのは、東京都と広島県の２都県であ

ります。他の道府県では証紙収納が行われてお

り、制度の廃止を検討している自治体もありま

すが、中には、検討した結果、証紙収納が効率

的であるなどの観点から、継続することとした

ところもあります。議員御指摘のとおり、民間

取引における電子マネー等の普及が進む中、国

においても、地方公共団体の収入方法の多様化

などについて議論がなされております。このよ

うな動きや他県の状況なども注視しながら、今

後とも、県民の利便性等を図るという観点か

ら、収入方法の多様化に努めてまいりたいと考

えております。

県民の利便性というのがまず○岩切達哉議員

何よりだと思いますので、ぜひ検討を続けてい

ただければと思います。

演壇からの質問に対する再質問は以上であり

まして、ここから、改めてそれぞれの個別の事

案についてお伺いしたいと思います。

まず、総務部長にお尋ねします。

28年度からストレスチェックが行われるよう

になりました。実施前の27年11月議会で取り上

げておりますが、まずはこの受検状況について

お聞かせいただきたいと思います。

心理的な負担の程○総務部長（桑山秀彦君）

度を把握するための検査でありますストレス

チェックにつきましては、「こころの病」の未

然防止を目的に、知事部局では、平成28年度か

ら、各種委員会の職員を対象に含めまして実施

しているところでございます。受検率につきま
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しては、平成28年度は97.5％、平成29年度

は99.0％となっております。

その中で、ストレス状態が高○岩切達哉議員

いということであった方はどの程度いらっ

しゃって、どのような支援が行われたかをお聞

かせいただきたいと思います。

ストレスチェック○総務部長（桑山秀彦君）

の結果、高ストレスと判断された職員の割合

は、平成28年度は5.3％、平成29年度は6.2％と

なっておりまして、厚生労働省がこのストレス

チェック制度を設計した際に想定した値であり

ます10％を下回っております。これらの職員に

対する支援に際しましては、プライバシーに配

慮しながら、保健師等が面接・相談を呼びかけ

るメールを送信した上で、ストレスへの対処方

法などについて助言を行っております。また、

医師による面接を希望する職員に対しまして

は、健康管理医による面接指導も行っていると

ころでございます。

いわゆる労働安全衛生法に基○岩切達哉議員

づいて行われる職場の健康確保の取り組みだと

認識しております。この高ストレス状態という

職員の皆さんが、受検の結果、いろいろ御支援

をいただくわけなんですけれども、そのことで

不利益があるのではないかと思わせてはならな

いということを、前回も発言したかと思いま

す。とりわけ秘密の保持、不利益取り扱いの禁

止というのを徹底していくことが大事であっ

て、職場の人間関係に影響させない、ストレス

チェックが職場でのハラスメント事案につな

がってほしくないと思いますけれども、対応に

ついて部長の御見解をお聞かせください。

ストレスチェック○総務部長（桑山秀彦君）

の結果の取り扱いにつきましては、厚生労働省

が定めておりますストレスチェック指針におき

まして、個人情報保護の観点から、ストレス

チェックの結果は本人のみに通知し、本人の同

意なしに所属長等へ提供することは禁止されて

いるところであります。また、職員に対して、

ストレスチェックの結果やストレスチェックを

受けないことなどを理由とした配置転換などの

不利益な取り扱いについても禁止されていると

ころであります。本県においても、このような

ストレスチェック指針を厳格に適用しながら、

ストレスチェックを実施しておりまして、今後

とも適切に対応してまいりたいと考えておりま

す。

せっかく導入されたよいもの○岩切達哉議員

だというふうに思います。スクリーニングとし

てはよいものだと思いますので、ぜひ慎重に対

応していただきたいと思いますし、働きやすい

職場、風通しのよい職場というものを引き続き

求めてまいりたいと思います。

このことに直接関連はしないかもしれません

が、さまざま要因があると思うんですけれど

も、最近になって、20歳代や30歳代の職員の退

職というのがふえていると感じております。大

変心配しております。現状と部長の御所見をお

聞かせください。

知事部局におきま○総務部長（桑山秀彦君）

す20代、30代の職員の退職につきましては、こ

れまで、毎年度15名程度で推移しておりました

が、今年度は、現時点で23名の退職が見込まれ

ております。退職の理由といたしましては、健

康上の問題のほか、結婚・出産を契機にといっ

たものや、他の自治体への転職などさまざまで

ありまして、個々の事情があることは理解しつ

つも、私としては非常に残念に思っているとこ

ろでございます。

県ではこれまで、職員の適性、キャリア形成
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の観点を踏まえた人事異動でありますとか、さ

まざまな研修を通じまして人材の育成を図りま

すとともに、業務の効率化やワーク・ライフ・

バランスの推進による働きやすい職場環境づく

りに取り組んできたところであります。さらに

は、今年度、県庁内に「働き方改革」推進会議

を設置しまして、職員アンケートや意見交換な

ども行った上で、実効性のある具体的な取り組

みの検討も進めております。今後、そうした取

り組みを実行に移していくことで、お尋ねの若

手職員を初め、職員にとって、より一層、やり

がいや魅力を感じることのできる職場づくりに

つなげてまいりたいと考えております。

宮崎に人材を残していくとい○岩切達哉議員

うこと、これを県を挙げて今取り組んでいると

ころでありますので、23人という若い皆さんが

退職した 宮崎に残っていただく方もいるか―

もしれませんけれども、何がしかの対策を必要

とするということであれば、ぜひ取り組んで

いっていただきたいと思います。

次いで、会計年度任用職員制度導入に向けた

検討状況について伺いたいと思います。自治体

で働いていただく臨時・非常勤の方々の数が増

加の一途にあるということで、総務省の認識で

は、地方公務員法の適用に課題があったという

ことだったと思いますけれども、日ごろから申

し上げておりますように、官製ワーキングプア

という問題はもっと対策をとられるべきだと思

います。指定管理者制度のところでも申し上げ

ましたけれども、行政需要に対してより安く対

応したいという地方財政上の課題もあります

が、そのために臨時・非常勤の方々が増加して

きたということだと認識しております。さまざ

まな問題提起の中で、総務省が一つの解決策と

して、会計年度任用職員制度というものを示し

てきたと思います。この制度を利用して、公共

サービスに従事する皆さんの 公務員、非公―

務員を問わずですが まずは労働条件をよく―

していく必要があると思いますけれども、現在

の部長の立場での検討状況をお聞かせいただき

たいと思います。

会計年度任用職員○総務部長（桑山秀彦君）

制度につきましては、臨時・非常勤職員の任用

や勤務条件を明確化する観点から、地方公務員

法などに基づき、新たに創設されたものであり

まして、その採用や服務規律などについては、

基本的には一般の職員と同様の取り扱いとさ

れ、さらに、給与面では期末手当の支給も可能

となるものであります。平成32年度からの導入

に向けまして、今年度、臨時・非常勤職員の任

用状況について調査を行ったところでありまし

て、会計年度任用職員への円滑な移行を図るた

め、現在、その担うべき職務の内容等について

検討を進めているところでございます。今後、

人事委員会や関係部局などとも十分協議を重ね

ながら、採用の方法や、勤務時間、報酬といっ

た制度面について、具体的な検討、準備を進め

てまいりたいと考えております。

ぜひよろしくお願いしたいと○岩切達哉議員

思います。

次に、福祉保健部長に伺いたいと思います。

きょうも議場に、子供支援の実践者の方も傍

聴にお見えなんですけれども、子ども食堂とか

学習支援など、子供の貧困対策で活動する民間

団体の活動が広がっていることについて、福祉

保健部長としてどのように捉えていらっしゃる

か。これまでの評価や今後の支援などについて

所見がございましたら、お聞かせいただきたい

と思います。

子供の貧困対○福祉保健部長（畑山栄介君）
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策では、子供や家庭を地域全体で見守り、支援

することが大切であり、現在、県内において、

多くの方々が、子ども食堂や学習支援、奨学金

の支給など、地域や子供の実情に応じたさまざ

まな活動を行っておりますことは、対策を進め

る上で大変大きな意義があると考えておりま

す。こうした民間の取り組みを支援するため、

県におきましては、民間団体による「みやざき

子ども未来ネットワーク」の設立のサポート

や、支援を希望する企業等とのマッチングを行

うとともに、「みやざき子供の未来応援コー

ディネーター養成研修」によりまして、人材の

育成などにも取り組んでいるところでございま

す。また、来年度からは、県内に広がる民間団

体の活動が一層活発となるよう、子ども食堂の

先進事例等を紹介する研修会を新たに実施する

など、支援を充実してまいりたいと考えており

ます。

それぞれ活動団体にお会いす○岩切達哉議員

る機会がよくあるんですけれども、お困り事の

把握というのは本当に大事なことだと思いま

す。支援いただく企業があるということであれ

ば、ぜひおつなぎをいただきたい。ほんの小さ

な金額で維持できるというものが現場にはある

と伺っております。活動資金のみならず、活動

場所、すぐには支援できない内容であっても、

十分研究いただいて一緒に考えていただく。そ

ういう姿勢でいっていただきたい。

今、子供を支える、子供の貧困について真剣

に、一緒に考えようという動きが芽吹いている

ところでありますので、これが育っていくの

か、逆になえていくのか。行政の役割が本当に

大事だと私は認識しているところであります。

今、地域福祉の新しい形として、「我が事・丸

ごと」地域共生社会ということが言われますけ

れども、大切なヒントになっていると思います

ので、ぜひよろしくお願いします。

続いて、福祉保健部長にお尋ねします。母子

父子寡婦福祉資金貸付金制度というものについ

て伺います。ひとり親世帯の経済的な課題に対

応してきた歴史ある制度でございますけれど

も、この中で、子供が学校に行くための費用、

修学資金借り入れ手続に対して、親以外の保証

人を求める福祉事務所があるという状況であり

ます。しかし、これは子供の修学を目的にした

貸付制度なので、親子で連帯借受人になるか、

子が借受人となって親が連帯保証人になれば十

分というふうに認識しておるんですけれども、

いかがでしょうか。

母子父子寡婦○福祉保健部長（畑山栄介君）

福祉資金の修学資金でございますが、ひとり親

世帯等の子の高校や大学等での修学に要する費

用を無利子で貸し付けるものでございます。こ

の資金でございますが、償還金を次の貸し付け

の原資としておりますことから、償還金の回収

が滞りますと、その後の貸付原資が不足するこ

とになります。このため、連帯保証人を親子に

限定することは難しいものと考えております。

ひとり親への支援ということ○岩切達哉議員

で、厚生労働省のほうもいろいろ考えていらっ

しゃる、研究なさっている。その中には、この

修学資金についての考え方もあったように認識

しております。ぜひ研究をしていただきたい

し、ことしの県予算では、重点施策として、未

来を支える人財育成・確保ということで、若者

の県内定着とＵＩＪターンに取り組むという、

大きな取り組みの柱がございます。この貸し付

けについて、県内就労をすれば返済を免除しま

すよというようなものを設定する、規定をつけ

るということがあってもいいのではないかと思
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うんですが、いかがでしょうか。

この資金は、○福祉保健部長（畑山栄介君）

先ほど申し上げましたけれども、償還金を次の

借受者への原資としておりますことから、県内

への就労を条件に償還を免除するという制度の

導入は難しいと考えております。なお、奨学金

に関しましては、日本学生支援機構の給付型や

低所得者に配慮した制度などもございますの

で、県では、相談者の状況に応じた活用ができ

るよう、情報提供を行っているところでござい

ます。

予算上の問題ということかな○岩切達哉議員

と思っております。償還金だけが次の方へ貸す

原資なんだということであったかと思います。

そういった点を含めて難しいということであり

ました。そこで、総合政策部長にお尋ねしたい

と思います。

部長も御承知のように、母子世帯は、その半

数以上が貧困ライン以下にあると言われていま

す。そういった中で、子供の修学を支える修学

資金貸付制度であります。そういう側面と、そ

の子供たちに宮崎で働いてほしい、宮崎の人口

を減らさないようにしていこうという取り組み

がある。そういう両面から、免除が難しいなら

応援をしてほしいということなんですけれど

も、「ひなた創生のための奨学金返還支援事

業」ということで、きょう新聞に載っておりま

したけれども、宮崎県の企業との連携で奨学金

返済を支援するというものであります。既に県

内35社が名乗りを上げていただいている。きょ

うの新聞によると、来年は62社という報道でご

ざいました。本当にありがたいと思いますが、

この制度の対象とならないかなと思うんですけ

れども、いかがでしょうか。

今年度から取○総合政策部長（日隈俊郎君）

り組んでおります奨学金返還支援事業につきま

しては、あらかじめ認定した県内企業に就職し

た者に対し、当該企業とともに返還支援を行う

ものであり、お話にありましたように、認定企

業数は、今年度の35社から来年度は62社にふや

す予定であります。この事業につきましては、

国からの地方財政措置を受けることとしており

ますので、国が示したスキームに沿って制度設

計を行っております。このため、支援対象者に

は一定の成績要件を付することが求められてお

りまして、貸し付けに当たって特段の成績要件

を必要としていない母子父子寡婦福祉資金につ

いて、支援対象とすることは困難であると考え

ております。

一方で、国のスキームに沿った奨学金返還支

援制度としたことに伴いまして、母子父子寡婦

福祉資金と同じ無利子の奨学金の優先枠が今年

度から新たに本県に配分されましたので、今後

は、関係部局とも連携しながら、この優先枠の

活用と奨学金返還支援事業について周知してま

いりたいと考えております。

ありがとうございます。若者○岩切達哉議員

が宮崎に定着してほしい、戻ってきてほしいと

いう大きな要請があります。一方で、特にひと

り親世帯で子供を学校に送り出す。一生懸命頑

張っていらっしゃる。そういうものとの接点と

いうかマッチングが、どうにもそれぞれの制度

でうまくいっていないというような感想です。

財源の問題だということであるなら、御検討い

ただく部分もあるのではないかと思っておりま

す。ぜひ、そこを含めてよくよく御検討を続け

ていただくよう要請を申し上げたいと思いま

す。

次に、環境森林部長に伺いたいと思います。

みやざき林業大学校の準備がなされておりま
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す。山の荒廃や、山で働く人の減少が課題と

なっている中、林業大学校に対する期待は大き

い状況だと思います。宮崎県は、杉生産日本一

の継続を初めとする林業県であります。そのよ

うな県として、九州初の林業大学校として準備

をいただいておりますが、現在の準備状況と、

開設に向けた部長の思いをお聞かせいただきた

いと思います。

林業大学校○環境森林部長（川野美奈子君）

の開講に向けましては、今年度は、他県の事例

調査を初め、市町村や林業事業体、林業関係団

体、林家へのアンケート調査や意見聴取を行う

とともに、研修内容や拠点、運営方法等につい

てのパブリックコメントを実施したところでご

ざいまして、これらの結果を踏まえて、年度内

に基本計画を取りまとめることとしておりま

す。来年度は、具体的なカリキュラムの作成や

受講生募集、さらには、大学校を支援するサポ

ートチームの結成や、林業機械・機器の整備な

どに取り組むこととしておりまして、これらに

必要な予算について、今議会にお願いしている

ところでございます。

私は、この林業大学校を通じまして、林業の

トップランナーである本県にふさわしい確かな

技術と知識を備え、全国に誇れるような林業愛

と郷土愛にあふれる人材の育成に、関係者一丸

となって取り組んでまいる所存でございます。

ぜひ立派な林業大学校が宮崎○岩切達哉議員

県に設置されること、期待を強く持っておると

ころでございますので、よろしくお願いしま

す。

続いて、誤伐・盗伐問題についてでありま

す。このことは、メディアに取り上げていただ

いたこと、被害者が裁判に訴えられたことが、

その後の行政や警察の対応にも影響を及ぼして

いると認識しております。環境森林部長は、こ

の誤伐・盗伐問題についてこれからどう対応す

る方針か、お聞かせいただきたいと思います。

県では、誤○環境森林部長（川野美奈子君）

伐や盗伐の未然防止対策としまして、市町村に

対し、伐採届の審査の厳格化を指導するととも

に、昨年８月に締結した協定に基づきまして、

警察等と合同で伐採パトロールを実施するな

ど、監視の強化にも取り組んでいるところでご

ざいます。加えて、森林所有者に対しては、相

談窓口の設置や、各市町村の自治会を通じたチ

ラシの配布による注意喚起を、伐採事業者に対

しては、研修会等を通じ、境界確認の徹底につ

いて指導を行っているところでございます。ま

た、中長期的な対策としまして、境界の明確化

を図るため、市町村が行う林地台帳の整備とそ

の適正な運用、森林の境界測量を支援している

ところでございます。さらに、来年度は、伐採

事業者に対し、適正な伐採及び搬出のガイドラ

インを普及するための予算についてもお願いし

ているところでございます。今後とも、市町村

や関係団体、警察等と連携しながら、誤伐や盗

伐対策の一層の強化に努めてまいりたいと考え

ております。

ありがとうございました。○岩切達哉議員

続いて、商工観光労働部長に伺いたいと思い

ます。

県労働委員会や宮崎中小企業労働相談所、ま

た、国の労働基準監督署など公的機関や連合な

どの労働団体、そのほか民間組織が、労働者の

相談に応じておられます。先日、県労働委員会

の平成29年の相談件数が270件と、前年より40％

近く増加したという新聞記事を読みました。県

が実施する労働相談についていかがな状況なの

か、お聞かせいただきたいと思います。
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県におき○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ましては、県内４カ所に中小企業労働相談所を

設置して、労使双方からのさまざまな相談に対

応しているところでございますが、相談件数は

昨年度が638件と、前年度の約２倍となっており

まして、今年度も１月末現在で601件と、このと

ころ多くなっております。

相談内容としましては、時間外手当の未払い

や長時間労働などの労働条件に関することが約

７割を占めており、相談に対しましては、相談

者の立場に立って、丁寧かつ適切なアドバイス

を行っているところでございます。その中で、

例えば労働法令違反が疑われるような場合に

は、監督権限のある労働基準監督署を紹介し、

労使間の調整が必要な場合には県労働委員会等

を紹介するなど、関係機関と連携しながら、迅

速な問題解決に努めているところであります。

また、労働局、県、県労働委員会及び法テラス

を構成員とする連絡協議会におきまして、情報

共有などの連携を図っているところでございま

す。

とてもふえているということ○岩切達哉議員

でございますが、なぜ増加しているのかという

点についてであります。「ブラック企業」「ブ

ラックバイト」という言葉の流行も背景にある

と思いますけれども、この労働相談の件数が伸

びていることについて、どのようにその原因を

受けとめていらっしゃるのか、商工観光労働部

長にお聞かせいただきたいと思います。

労働相談○商工観光労働部長（中田哲朗君）

の件数がふえてきた背景としましては、近年、

長時間労働が社会的問題となり、政府による働

き方改革も打ち出される中、労働条件に対する

関心、問題意識が高まっていることが大きな要

因の一つであると考えております。また、県に

おける相談体制の充実や相談窓口の周知などに

よりまして、身近な相談機関として認知度が高

まっていることも、相談件数の増加につながっ

たものと考えております。

労働相談が増加する背景とい○岩切達哉議員

うものをしっかりと分析すること、これが今の

働く人たちの労働環境の現状把握のために重要

なことだと思っております。何より労働基本権

を初めとした労働関係法は、まず守られていく

ことが基本であって、そのことは、労使関係に

委ねられる部分と、行政が県民の生活を守る立

場で取り組まなければならない課題とがあると

思います。たびたび口にしておりますけれど

も、宮崎県に若者を定着させようという取り組

みが成功していくためにも、労働環境への目配

りは大事だと思います。部長として、具体的な

取り組みがあればお聞かせいただきたいと思い

ます。

若者の県○商工観光労働部長（中田哲朗君）

外流出や早期離職が課題となっている中、若者

の県内就職や定着を促進するためには、働きや

すい職場環境づくりが大変重要であると認識い

たしております。このため、事業所等のトップ

が職場環境の改善に向け自主的な宣言を行う、

「仕事と家庭の両立応援宣言登録事業所」の拡

大に努めますとともに、社会保険労務士を活用

して､その宣言内容を実現するためのアドバイス

などを行っているところであります。また、ワ

ーク・ライフ・バランスを推進するためのセミ

ナーの開催や、労働法令遵守のための周知・啓

発にも取り組んでいるところであります。今後

とも、宮崎労働局など関係機関と連携しなが

ら、働きやすい職場環境づくりの推進に、しっ

かりと取り組んでまいりたいと考えておりま

す。



- 88 -

平成30年３月１日(木)

雇用される経営者の皆さんへ○岩切達哉議員

の支援というのも当然に必要だと思います。

「よい労働条件を提供したいけれども経営が」

という御相談があろうかと思います。そういっ

た視点と、現実に働いている皆さんの悩みや苦

しみ、両方を受けとめられる立場だと思います

ので、その両面から御奮闘いただいて、それぞ

れの関係機関と力を合わせて解決を図っていた

だけたらと思っているところでございます。

次に、県土整備部長に伺いたいと思います。

「美しい宮崎づくり」、このフレーズが好きな

んですけれども、担当された東部長のレガシー

として、県政の柱になる政策であります。とて

も期待しておりますけれども、県民の関心と参

加を促すために、例えば、我が町、我が村の自

慢の風景の募集を、俳優の火野正平さんのＮＨ

Ｋ番組「こころ旅」の中で紹介される「こころ

の風景」のような、それぞれの景観と物語を募

集して発信していってはいかがかと思うんです

けれども、部長のお考えをお聞かせください。

御質問にあ○県土整備部長（東 憲之介君）

りました番組、自転車でめぐる「こころの風

景」、宮崎も取り上げていただいたことがあり

ますけれども、私も楽しみに見ているところで

ございまして、美しい宮崎づくりを進めるため

に、県内各地の美しい景観はもとより、その景

観を守り、育んできた人々の思いなども多くの

方々に知っていただくことは、大変大事なこと

と考えております。このため、昨年４月より、

フェイスブックを活用した情報発信に取り組む

とともに、11月の「美しい宮崎づくり推進強化

月間」には、講演会を開催し、活動団体の方々

に、すぐれた取り組み事例を発表いただいたと

ころであります。今後は、議員の御質問にあり

ましたように、さらに多くの皆様に美しい宮崎

への関心を持っていただけるよう、県内各地で

活動している団体などから、活動に込めた思い

やエピソード、あるいは風景にまつわる話など

を募集し、美しい景観とともに幅広く御紹介し

てまいりたいと考えております。今後も引き続

き、関係団体や地域の皆様とともに、美しい宮

崎づくりに取り組んでまいりたいと存じます。

ありがとうございます。最初○岩切達哉議員

にデートした土々呂の浜とか、いろいろ人には

風景と自分の物語があろうかと思いますので、

そういったもので人に関心を持っていただい

て、その景観を守ろうじゃないかという思いを

県民が持っていただくことは、大変大事だと思

います。

過去の取り組みで、立派な植え込みが育つ川

南町の国道10号沿いに、特に農業大学校前、さ

らには畜産試験場川南支場前など、そのほかに

も幾つもありますけれども、沿道修景事業とし

て立派な植え込みがございます。一方で、同じ

国道沿いに、枯れ果てたススキが寒風にたなび

いたままという場所もございます。10号線、県

観光のメーン道路としていかがかと思うこと

が、しばしばあるのですけれども、道路の沿道

修景の保全について、これからどのように取り

組んでいくのか、お聞かせいただきたいと思い

ます。

県では、昨○県土整備部長（東 憲之介君）

年３月に策定した「沿道修景美化基本計画」に

基づき、地域の個性を生かした沿道修景美化を

推進するために、６月から、県内11地区におい

てワーキンググループを設置しているところで

あります。このワーキンググループには、専門

家や地域の方々に加え、国道10号などを管理す

る国の方にも参加していただいており、めり張

りのある沿道修景美化の実現に向け、検討を
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行っております。県では、この検討結果を踏ま

え、植栽地区のリニューアルや、眺望を確保す

るための伐採などに着手するとともに、地域や

企業が新たな担い手となるアダプト制度の導入

にも取り組むこととしております。今後とも、

関係機関や地域の方々と連携を図りながら、美

しい宮崎づくりの重要な施策の一つとして、沿

道修景の保全にしっかり取り組んでまいりま

す。

道路は、国や県や市町村で、○岩切達哉議員

管理の所管がそれぞれあるということでござい

ますけれども、宮崎の美しい風景、美しい宮崎

づくりには、なお一層の協力関係が大事だと

思っております。２年後に無料開放されると

伺っております一ツ葉有料道路、大変きれいな

道でありますけれども、そこから国道10号佐土

原バイパスに入ると草が茂っている、そういう

状況を見てきております。道路維持費が少なく

なっているという悩みもあろうかと思いますけ

れども、ぜひ連携し、それを強化して、東部長

も、それぞれ新しい立場からも頑張っていただ

きたいと思っておりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

続いて、危機管理統括監に伺います。

消防・救助現場におけるドローンの活用が広

がっていると伺っておりますけれども、導入の

状況、活用の状況についてお聞かせください。

県内消防に○危機管理統括監（田中保通君）

おけるドローンの導入状況ですが、既に４消防

本部及び４市町村で導入済みでありまして、こ

のほか、１消防本部及び１村で、民間事業者と

利用協定を締結し、災害時等に活用可能と伺っ

ております。また、導入済みの市町村等におき

ましては、遭難者等の捜索や、火災現場におけ

る情報収集、火山観測など、幅広い分野で活用

されており、消防活動において極めて有効な資

機材と考えております。県におきましては、消

防活動に使用するドローンの購入について、市

町村等への財政支援を行っているほか、今年度

から、消防学校におきまして、消防職員や消防

団員に対するドローンの操作訓練を実施し、操

作技術の向上を図っているところであります。

今後とも、市町村等がドローンを有効に活用で

きるよう、必要な支援を行ってまいりたいと考

えております。

続いて、災害時の避難所につ○岩切達哉議員

いてでありますけれども、文部科学省の調査

で、避難所として指定された公立学校におい

て、断水時のトイレ機能は、その半数、49.5％

でしか満たされていないという調査結果を発表

されています。携帯トイレやマンホールトイ

レ、またはそれ以外にも、自家発電能力や物資

の備蓄、飲料水の確保、施設における障がい者

や高齢者への配慮としてのスロープの設置な

ど、公立学校等が避難所としての機能をしっか

りと維持し強化していく必要があると思います

けれども、危機管理統括監として、このような

避難所の状況についてどのように受けとめてい

らっしゃるか、お聞かせください。

文部科学省○危機管理統括監（田中保通君）

の調査でありますけれども、県内の状況は、断

水時でも使用できるトイレ機能を有する県内の

公立学校の割合は、平成29年４月１日現在

で21.3％となっておりまして、残念ながら全国

平均を下回っている状況にあります。避難所に

おけるトイレの確保は、避難者の健康管理や衛

生対策の観点から大変重要でありますので、県

では、公立学校を含む避難所におけるマンホー

ルトイレなどの仮設トイレの整備、さらに、施

設のバリアフリー化等に取り組む市町村に対し
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まして助成を行うとともに、市町村と連携し、

簡易トイレや食料・飲料水などの物資の備蓄に

も取り組んでおります。また、今年度は、市町

村職員を対象としまして、年齢や性別、障がい

の有無など、避難者の多様性に配慮した避難所

運営に関する研修等も実施したところでありま

す。今後とも、市町村や教育委員会等と連携し

ながら、ハード・ソフト両面から、避難所の機

能強化に努めてまいりたいと考えております。

ありがとうございます。避難○岩切達哉議員

所に逃げたけれども、そこで排せつができない

ということは非常にきつい問題かなと思ってお

りますので、ぜひ市町村と連携して、必要な予

算をかけて整備を図っていただきたい、そのよ

うに思います。

続いて、企業局長にお尋ねをしたいと思いま

す。

再生可能エネルギーについてでございますけ

れども、企業局のノウハウを生かして、県内自

治体や事業所、または水利組合などへ積極的な

働きかけをお願いしたいという趣旨での質問で

あります。

これまで企業局は、県内での小水力発電所の

普及ということで取り組んでおられると伺って

おります。さらに、エネルギーの地産地消県と

して、政策展開を期待したいと思っておりま

す。昨年９月議会でも満行議員から、再生可能

エネルギーの自給率のトップを狙おうではない

かという御提案があったんですけれども、これ

に対しては、新エネルギービジョンの関係で、

環境森林部長からの答弁をいただいたところで

すが、企業局長からは、29年２月議会におい

て、下小原発電所の発電設備を町へ譲与するに

当たって、「今後は、このノウハウを活用した

技術的な支援を行うとともに、地域貢献や再生

可能エネルギーの開発についても、引き続き取

り組んでまいりたい」というお話を伺っており

ます。導入を検討している自治体などからの申

し込みを待つのではなくて、企業局側から積極

的に売り込んでいく、そして何としても事業化

に結びつける、そういうような企業体としての

積極性が求められるのではないかと思うところ

でございます。今後の企業局としての具体的な

ところをお聞かせください。

小水力発電の導入○企業局長（図師雄一君）

を進めるためには、企業局みずからの取り組み

に加えまして、市町村や土地改良区などの取り

組みも重要であると考えております。このた

め、関係部局と連携し、各種会議等において、

補助金などの制度や、企業局が行う技術的支援

事業のＰＲを行い、小水力発電の導入促進に努

めているところであります。導入の検討に当

たっては、直接、現地調査を実施し、重要な判

断基準である技術的な条件や採算性についての

検討などの支援を行うとともに、諸手続に関す

る助言も行っております。

このような取り組みの結果、これまでに、諸

塚村や日之影町などの５カ所において発電所の

建設に至っており、今年度も２つの町の３地点

で調査を行っております。また、企業局みずか

らも、従来から小水力発電の開発に取り組んで

きておりますが、最近では、平成28年に酒谷発

電所を完成させ、現在、それに続く新たな地点

の調査も継続して行っているところです。企業

局といたしましては、引き続き、関係部局と連

携し、これまでに培った技術やノウハウを生か

した小水力発電の普及や開発に取り組んでまい

りたいと考えております。

宮崎県企業局、工業用水やゴ○岩切達哉議員

ルフ場もありますけれども、まさに電気の企業
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局だと思いますので、今、エネルギーの地産地

消、多くを語られておるところでありますか

ら、ぜひ、「宮崎県企業局ここにあり」という

ことで御奮闘いただければと、期待していると

ころでございます。

続いて、病院局長に伺いたいと思います。

県病院就職者に対する奨学金支援をというテ

ーマでございます。県内外の看護師養成施設か

ら宮崎県内の医療施設等に就労してもらうこと

で、県内若者確保という課題に対応すると同時

に、医療現場における人材確保を進めてほしい

のですけれども、例えば、県病院でも年間100人

ほどの新規採用を確保しているわけですが、満

たさない年度もありました。そこで、「ひなた

創生のための奨学金返還支援事業」のように、

奨学金返還を応援するから来てくださいという

ような取り組みがあっていいのではないかと思

うところなんですが、いかがでしょうか。

県立病院が高度な○病院局長（土持正弘君）

医療サービスを安定して提供するためには、看

護師を初めとする医療スタッフの確保は大変重

要な課題であります。このため病院局では、採

用試験の受験年齢上限の引き上げや、県外での

試験の実施、日南・延岡病院に勤務地を限定し

た地域枠採用のほか、年間延べ約1,200名の看護

学生の実習受け入れや、院内保育施設の開設に

よる働きやすい職場環境の整備など、人材確保

に向けたさまざまな取り組みを行っているとこ

ろであります。

このような取り組みによりまして、今年度の

看護師採用試験では、募集定員65名に対して152

名の応募があったところであり、昨今の民間雇

用情勢などから、一部の職種では採用予定数に

満たない場合が生じているものの、現在のとこ

ろ、県立病院の医療人材は、医師を除き、おお

むね計画的に確保できているものと考えており

ます。

御指摘のとおり、奨学金返還支援は、人材確

保はもとより、若者の地元定着の観点からも大

変有意義なものでありますが、申し上げました

ような現状や、県内の民間医療機関との均衡と

いう面も考え合わせますと、県立病院における

奨学金返還支援の実施については、慎重に検討

していくべきものと考えております。

言ったものの、厳しいだろう○岩切達哉議員

なという想定はしていたんですけれども、これ

から看護・介護の現場に入ってくる若者は縮小

していくだろうと。もともとの子供たちが減っ

ていますから。そういった中で必要な量を確保

していくには、いろんな手だてをそれぞれが

行っていく時代になったと思っております。す

ぐすぐにそうあってほしいということにはなり

ませんけれども、ぜひ研究は続けていっていた

だきたい。要請をさせていただきたいと思いま

す。

次に、教育長に３点伺いたいと思います。

「チーム学校」の中で事務職の果たすべき役

割についてであります。学校と言えば、何でも

教員が切り盛りしているように思われがちです

が、事務職員はもちろん、スクールカウンセラ

ー、スクールソーシャルワーカーなど専門的ス

タッフの配置、地域との連携により、世界中で

最も忙しいと言われる日本の教員の仕事を減ら

すことを目的に、「チーム学校」という考え方

が打ち出されてきている状況でございます。こ

の「チーム学校」という考え方の中で、学校事

務職の任務はこれからいかにあるべきか、人材

育成の面を含め、教育長の所見をお聞かせくだ

さい。

学校を取り巻く環境○教育長（四本 孝君）
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が多様化・複雑化する中で、学校事務職員に

は、学校教育における諸課題の解決や地域との

連携など、これまで以上に主体的、積極的に学

校経営に参画することが求められているところ

であります。県教育委員会におきましても、こ

れまで、学校事務職員の任用や人材育成のあり

方などについて、さまざまな検討を行ってきた

ところでありまして、平成29年４月からは、主

に学校や教育委員会事務局で勤務し、本県の教

育行政の核となる職員の採用を開始したところ

であります。今後とも、学校教育への深い理解

と高い専門性を備えた学校事務職員の確保・育

成を図ることによりまして、教職員が一丸と

なって課題解決に取り組む、チームとしての学

校づくりを進めてまいりたいと考えておりま

す。

事務職員と言えば、経理、会○岩切達哉議員

計を主に担うようなイメージはとても強いんで

すけれども、そういう予算の執行管理と、情報

管理という側面も担えるというふうに思いま

す。そういう力を生かして、学校長の学校マネ

ジメントを支援する。そういう「チーム学校」

という位置づけの中での学校事務職員の活用

を、ぜひ進めていっていただきたいと思いま

す。

続いて、いじめの相談者を守ることについて

伺いたいと思います。子供たちの間で、自分が

いじめられたという思いを教師に伝えること、

訴える行為、そういうものを「ちくる」と言う

そうであります。よい響きではありませんが、

ちくる、相談する、伝えるには、それなりの勇

気に加えて、子供自身に相談する力、技術とい

うものが必要であろうと思います。昨今は、学

校内においてスクールカースト、学級内での階

層、そんなことが言われますけれども、すさま

じいほどの同調圧力というのがあって、異なる

者への排除、無視など、いじめというものが存

在すると言われています。その圧力に潰され

て、いじめられても黙ってしまう、こんなこと

がないように、子供にはＳＯＳを出す力、ＳＯ

Ｓの出し方の教育が必要になっていると伺って

おります。現状の学校での対応はいかがなもの

か、教育長にお聞かせいただきたいと思いま

す。

子供が、いじめやそ○教育長（四本 孝君）

の他さまざまな困難に直面したときに、一人で

悩まず、勇気を持って相談することができるよ

うに、「ＳＯＳの出し方に関する教育」を行う

ことは、極めて重要であると考えております。

あわせて、周りの大人たちが、子供が出したＳ

ＯＳを見逃さず、適切に受けとめるためには、

ＳＯＳの受けとめ方についても啓発することが

重要であると考えております。そこで、県教育

委員会では、ＳＯＳの出し方や受けとめ方を含

め、「いのちを大切にする教育」についてリー

フレットを作成し、昨年12月に全教職員に配布

いたしました。また、本年２月には、ＳＯＳの

サインに気づき、寄り添うことの大切さなどに

ついて、全ての県立学校の人権教育担当者を対

象として研修を行ったところであります。今後

とも、知事部局等と連携を図りながら、ＳＯＳ

の出し方・受けとめ方に関する教育や啓発を初

め、子供同士で支え合うピアサポート活動の推

進や、子供の相談体制の充実など、自分や他者

のかけがえのない「いのち」を大切にする教育

の推進に努めてまいりたいと考えております。

子供が相談をするには勇気が○岩切達哉議員

必要なんだということを前提に、これからもそ

の支援・指導というもの、教育というものを

行っていただきたいと思います。
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続いて、児童生徒に対する朝食提供について

伺いたいと思います。朝食を欠くということに

ついて、学習への集中などに課題が起きるとい

うことで、「早寝早起き朝ごはん」というかけ

声も、ＰＴＡ活動の中で聞いたことがございま

す。まず、朝食を食べることの大事さ、これに

ついて教育長にお考えを伺いたいと思います。

「平成29年度宮崎県○教育長（四本 孝君）

児童生徒の体力・運動能力調査」における、県

内の公立小・中・高等学校の児童生徒の実態に

つきましては、88.4％が「朝食を毎日食べる」

と回答しております。全くあるいは時々食べな

いという児童生徒は１割程度見受けられるとこ

ろでございます。寝ている間にもエネルギーや

栄養素は消費されますので、朝食をきちんと食

べることは、これを補充し、午前中の活動で必

要な分を補給するためにも、とても重要である

と考えております。文部科学省の調査におきま

しても、朝食を毎日食べる児童生徒ほど、学力

や体力が高い傾向にあることが明らかになって

いることから、県教育委員会といたしまして

は、今後とも、朝食を含め、食育をしっかりと

推進してまいりたいと考えております。

１割程度のお子さん方が、朝○岩切達哉議員

食を「全く食べない」、または「時々食べな

い」という数字だったと思います。ここで、福

祉保健部長に伺いたいと思います。朝食を食べ

ない背景というのはさまざまかと思いますけれ

ども、例えば福岡市では、小中学校においてパ

ンやバナナを出している、そういうのが７つほ

どあるというお話だとか、沖縄では、朝御飯を

出す子ども食堂というのが生まれたと。いろん

な情報がございます。難しさもあるらしいんで

すけれども、そんな中、実は広島県が朝食を提

供するという新聞記事があったわけでありま

す。「広島県は平成30年度、子供の貧困対策と

して、朝食を無償提供する仕組みづくりの検討

などに乗り出す」ということで、4,000万円の予

算だという記事がありました。先ほど、子供の

貧困対策で活動する民間団体が広がっていると

いうことについて伺いました。ここでは、朝食

を欠く児童生徒をそのままにしておかないとい

う活動を、広島やその他の自治体ではやり始め

たという紹介なんですけれども、貧困はさまざ

まな課題をつくり出します。親を非難すること

で済む問題ではありません。朝食を欠く児童生

徒が１割程度見受けられるということです。福

祉保健部長、他県のことでありますけれども、

このような取り組みが行われ始めたことについ

ての御所見をお聞かせいただきたいと思いま

す。

朝食をとるこ○福祉保健部長（畑山栄介君）

とを含め、健康的な食生活は、子供の活動や心

身の健全な成長のために大変重要でありますこ

とから、「宮崎県子どもの貧困対策推進計画」

において、子供の食事・栄養状態の確保や食育

の推進に関する支援を、具体的な取り組みの柱

の一つとしているところでございます。子供が

朝食をとらない原因・理由には、子供の貧困の

問題と捉えるべきものもあり、朝食の無償提供

は、さまざまな子どもの貧困対策の一つともな

ると考えております。こうした観点から、県と

しましては、さまざまな取り組み事例の収集に

努めますとともに、子ども食堂の運営等に関す

る研修会なども活用しまして、市町村等の関係

機関や民間団体への情報提供等を行ってまいり

たいと考えております。

ありがとうございます。社会○岩切達哉議員

がお互いに助け合う、いろんな場面で必要なこ

とだと思っております。ぜひ、一つの形として
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子供への朝食支援を研究いただければありがた

いと思います。

最後に、警察本部長にお伺いしたいと思いま

す。

強制性交等罪について伺います。以前から女

性の権利保護に関する質問を行ってまいりまし

たけれども、今回は、強姦罪が強制性交等罪と

改正されたということで、そのことについて伺

います。まず、今回の改正はどのような特徴が

あるか、お聞かせいただきたいと思います。

近年の性犯罪の○警察本部長（郷治知道君）

実態に即した対処をするために、昨年７月13日

に刑法の一部を改正する法律が施行されまし

た。主な改正点につきましては、１点目は、強

姦罪の構成要件を、改正前は女子に対する姦淫

のみとしておりましたが、改正後は行為者及び

被害者の性別を問わないなどの見直しがありま

して、法定刑の引き上げも図られました。２点

目は、18歳未満の者に対して、現に監護する者

が、その影響力に乗じて、わいせつな行為をし

た場合は監護者わいせつ罪、性交等をした場合

には監護者性交等罪として処罰されることにな

りました。３点目は、性犯罪被害者の負担を軽

減するために、強制性交等罪を含む性犯罪の非

親告罪化が図られております。

強姦罪というのは認識として○岩切達哉議員

世の中にあったと思うんです。それが強制性交

等罪というふうに罪名が変わった。中身は、法

定刑の厳罰化が図られた。そして、被害者が女

性ということを強姦罪では想定していたんだけ

れども、そこは問わないようになった。訴えま

すかという形で親告罪となっていたのを非親告

罪にした。そういう特徴があったというふうに

今お聞かせいただいたと思います。私は、この

改正が、あくまで被害者保護、被害者支援の立

場で受けとめられることが大事だと思っており

ます。本部長は、この法律の適用や、さらに

は、犯罪を未然防止していくことについてどの

ように対応していくお気持ちでいるか、お聞か

せいただきたいと思います。

性犯罪は、被害○警察本部長（郷治知道君）

者の心身に長年にわたり多大な苦痛を与え続け

るばかりか､その人格や尊厳を著しく侵害する悪

質重大な犯罪でありまして、厳正な対処が必要

であります。警察ではこれまでも、性犯罪につ

きましては、認知の段階から本部と警察署が連

携して組織的に対処しているところでありまし

て、今後も引き続き、全警察官に対する指導教

養を徹底して、改正刑法の厳格な適用を図ると

ともに、被害者に寄り添った適切な対応に努め

てまいります。

今、本部長がおっしゃった、○岩切達哉議員

「性犯罪は、被害者の心身に長年にわたり多大

な苦痛を与え続ける」という理解が、とても大

事なことだと思っています。事件が起きたその

瞬間、その時期だけではなくて、５年、10

年、20年とたっていく中で、その被害者にさま

ざまな事象を起こしていく。そういうふうに学

んでおります。ぜひ、そういった意味で、これ

がなくなるように県警としても御尽力いただき

たい。そのような期待をしたいし、また、支え

ていくということで、被害者支援センターには

本当に頑張っていただいておりますけれども、

そういったところの充実を図っていただきた

い。お願いしたいと思います。

最後の質問とさせていただきますけれども、

児童が被害者となる性的虐待ということとの関

連でございます。保護者等が甘い言葉を駆使し

て、親子関係、また保護者とその配下にいると

いうことでの支配的関係において性的虐待を



- 95 -

平成30年３月１日(木)

行った際には、これまでは児童福祉法違反とい

うことで摘発しておったけれども、今回の改正

で、監護者性交等罪で処罰されることになっ

た、こういうお話がありました。このようなこ

とを発見しやすい児童相談所との連携だとか、

被害児童の年齢が低い場合は、初動の段階から

事情を聞くことについて、また、加害をした親

と加害側ではない非加害親との関係、さまざま

なことを考えて対応する必要がございます。法

律の改正前よりもなお一層の取り組みの強化が

必要と考えます。県警として今後どのような対

応をしていく方針か、お聞かせいただきたいと

思います。

児童が被害者と○警察本部長（郷治知道君）

なる性的虐待への対応につきましては、学校や

児童相談所等の関係機関と情報の共有を図りま

して、潜在化しやすい被害実態を早期に把握し

て被害児童を保護するとともに、事実が確認さ

れれば、改正刑法や児童福祉法等の法令に基づ

き厳正に対処してまいります。また、捜査に当

たりましては、被害児童の心情や特性に配意し

た事情聴取に努めるほか、事案に応じて検察庁

や児童相談所との間で必要な連携を図ってまい

ります。

以上で私の質問を終わらせて○岩切達哉議員

いただきます。ありがとうございました。（拍

手）

以上で午前の質問は終わりま○ 原正三議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時41分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○ 原正三議長

ます。

次は、公明党宮崎県議団、重松幸次郎議員。

〔登壇〕（拍手） 公明党宮○重松幸次郎議員

崎県議団、重松でございます。通告に従い、順

次質問いたします。知事を初め、関係部長、教

育長、警察本部長の皆様の明快な答弁をお願い

いたします。

初めに、平成30年度当初予算について、知事

に伺います。

人口が減少し、若者の県外流出が続く中、本

県産業を担う人材の確保と育成が課題となって

おります。県統計調査課の資料によると、本県

の人口は、2017年の10月１日時点で約109万人、

ピーク時、1996年の約118万人からすれば、21年

間で約９万人以上も減少し、単純計算でも１年

間で約4,300人ずつ減少しており、その大きな要

因の一つは、若者の進学、就職による県外転

出、つまり社会減にあります。また、国立社会

保障・人口問題研究所の推計では、2030年に

は100万人を割ると見られ、担い手不足により、

今後ますます、産業の衰退や地方自治の維持、

伝統文化の維持などが困難になり、本県の活気

や魅力が薄れていくことを危惧するものであり

ます。今こそ、高い合計特殊出生率や恵まれた

子育て環境など、本県の潜在力を軸に、産業の

活性化、雇用の創出などの効果的な社会減対策

と、若者世代の増加による自然減対策との相乗

効果で、人口増加に向けた好循環を生み出して

いかなくてはなりません。そこで、活力ある宮

崎の未来を開く積極的な予算編成と感じており

ますが、平成30年度の当初予算の概要を知事に

伺います。

以上を壇上の質問として、以下は質問者席か

ら行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。
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平成30年度の当初予算の編成につきまして

は、昨年10月に決定しました当初予算編成方針

に沿い、財政改革の取り組みを不断の取り組み

として着実に実行しながら、本県の抱えるさま

ざまな課題に的確に対応するとともに、将来を

見据えた施策について積極的な展開を図る予算

として編成しました。特に、重点施策としまし

て、「未来を支える人財育成・確保と中山間地

域対策の強化」「世界ブランドや文化・スポー

ツを生かした地域づくり」「地域経済をけん引

する産業づくり」の３つを掲げまして、「みや

ざきの更なる飛躍と新たな挑戦」をテーマに取

り組んだところであります。また、新たに「観

光みやざき未来創造基金」を設置するなど、特

別枠での予算措置も行った結果、平成30年度の

一般会計の当初予算額は、対前年度比39億5,500

万円、0.7％の増の5,817億9,000万円となったと

ころであります。以上であります。〔降壇〕

ありがとうございます。○重松幸次郎議員

「みやざきの更なる飛躍と新たな挑戦」をテー

マとして、知事２期目の総仕上げを力強く推進

していただきたいと思います。

それでは、３つの重点施策について伺いま

す。１番目は、「未来を支える人財育成・確保

と中山間地域対策の強化」でありますが、平

成28年度の新規高卒者の総数は１万329名、その

うち就職者数は3,031名で、県内就職率は55.8％

（ 1 , 6 9 1名）で、全国 4 6位と低迷してお

り、1,300名を超える若者が県外へ就職していま

す。また、進学者数は7,051名、そのうち大学に

進学する方は3,797名となっています。また、平

成29年度の大学入学者 これには新卒者だけ―

でなく既卒者も含みますが を見ますと、本―

県出身者のうち約74％（3,155名）が、県外の大

学に入学をしております。都会への憧れと同時

に、就職でも進学でも、自分の行きたい仕事ま

たは学部がないという思い、わからないでもな

いわけですけれども、本県の産業、職場の魅力

を中学、高校の段階で紹介することが、県内定

着とＵターン、Ｊターンにつながると考えま

す。改めて、人口減少問題に対応するために

は、若者の県内定着の促進が重要であります

が、今後どのように取り組んでいかれるのか、

総合政策部長、商工観光労働部長、教育長の順

に答弁をお願いいたします。

お話にありま○総合政策部長（日隈俊郎君）

したように、人口減少問題に対応するには、若

者の地元定着が重要でありまして、宮崎の将来

を担う産業人財の育成・確保が喫緊の課題であ

ると考えております。このため県では、必要な

取り組みを整理した産学金労官の共有の指針と

して、「産業人財育成・確保のための取組指

針」を昨年末に策定したところでありまして、

今後は、総合政策部として、関係部局と連携を

図りながら、本指針を踏まえた取り組みを積極

的に展開していくこととしております。具体的

には、先月13日に、教育関係者や産業界の実務

者が、必要な情報の共有や意見交換を行う取り

組みをスタートさせたところであります。来年

度はさらに、これまでの人材育成・確保の取り

組みに加えまして、女性にターゲットを絞った

県内定着対策の実施や、インターンシップに取

り組む企業への支援のほか、東京、福岡に県外

人材確保のためのコーディネーターを設置する

など、より一歩踏み込んだ緊急対策事業等を推

進してまいりたいと考えておりまして、今議会

に関係予算案をお願いしているところでありま

す。

若者の県○商工観光労働部長（中田哲朗君）

内就職定着を促進するためには、県内企業の魅
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力や宮崎の暮らしやすさをしっかり伝えていく

必要があると考えております。このため、企業

と私立高校をつなぐ県内就職支援員を配置いた

しまして、教育委員会の就職支援エリアコー

ディネーターとも連携し、企業情報の提供や情

報交換会の開催など、県内企業と高校の接点づ

くりに取り組んでおります。また、高校生に対

し、企業の魅力に直接触れる機会を提供するた

め、各学年ごとに企業ガイダンス等を開催して

いるほか、学校単位の企業見学会も実施いたし

ております。さらに、大学生等に対しまして

は、企業ガイドブック等により企業情報を提供

するとともに、インターンシップの実施や就職

説明会の開催に取り組んでおります。今後と

も、これらの取り組みを積極的に進めること

で、若者の県内定着につなげてまいりたいと考

えております。

教育委員会におきま○教育長（四本 孝君）

しては、昨年度より、県立高校生の県内企業の

理解促進を図るため、就職支援エリアコーディ

ネーターを６名配置して、エリアネットワーク

会議や県内企業の見学会を実施しているところ

でございます。次年度につきましては、就職支

援エリアコーディネーターを、県外就職希望者

が多い工業高校等に配置し、県内企業の情報収

集と発信に一層力を入れてまいります。また、

これまで就職希望の生徒や保護者を対象に行っ

ておりました企業見学会につきましても、職業

系高校の進学を希望する生徒も対象として実施

する予定であります。これらの取り組みにより

まして、就職希望者の県内企業への理解がより

一層図られますとともに、進学する生徒も、将

来、宮崎で働くイメージを持つことができ、若

者定着につながるものと考えております。

それぞれに御答弁いただき○重松幸次郎議員

ました。若者の定着のために、早い段階で宮崎

の魅力を伝えること、大変重要かと思います。

総合政策部におかれましては、産業人財育成・

確保のために、産学金労官連携の司令塔とし

て、若者定着とあわせて、女性の活躍、シルバ

ー世代の活躍にも積極的に展開をお願いいたし

ます。また、商工観光労働部においては、私立

高校生や大学生をターゲットに、また、教育委

員会は県立高校生をターゲットに、県内企業と

生徒・学生との接点づくりに取り組んでいかれ

ると伺いました。ともに、就職説明会の開催、

インターンシップの実施、そして就職支援エリ

アコーディネーターを配置して、県内企業の魅

力を存分にアピールしていただきたい。また、

大学、専門学校等に進学する生徒さんにも、将

来、宮崎で働くイメージを持ってもらうことも

重要だと考えます。

インターンシップとあわせて、グローバル人

材育成のために、ここでギャップイヤーの採用

はどうかというふうに考えております。ギャッ

プイヤーを御存じでしょうか。ギャップイヤー

は、イギリスの大学制度の習慣の一つで、入学

資格を取得した18歳から25歳の学生に、社会的

見聞を広めるため、入学までに１年の猶予

（ギャップ・すき間）の期間を与える制度であ

ります。学生は、外国に出かけたり、長期のア

ルバイトやボランティア活動に従事したりしま

す。この取り組みは世界中で広がり、日本国内

でも採用している大学がございますし、入学前

でなく、在学期間、または卒業後の就職前に取

り入れることもあるようです。就学後の意欲、

企画力、忍耐力、適応能力、時間管理能力な

ど、ギャップイヤー経験者のほうが高い教育効

果があらわれるという報告がなされているよう

です。日本の企業でも、例えばパナソニックや
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ソニーなども、ギャップイヤーを経験した若者

を採用する動きが始まっており、このような取

り組みを経団連も評価しております。また、韓

国のサムスン社は、企業版のギャップイヤーを

社内公募で取得でき、仕事へのアイデアが広が

り、実績につながっているようであります。企

業版ギャップイヤー、県内企業への広がりを期

待するものであります。

もう一つの取り組みである中山間地域対策に

ついては、農林水産業の振興のところで、後ほ

どお尋ねをいたします。

次に、「世界ブランドや文化・スポーツを生

かした地域づくり」についてお尋ねいたしま

す。

2020年の東京オリンピック・パラリンピック

に向けて、世界農業遺産やユネスコエコパーク

などの地域資源を活用した、世界ブランドのみ

やざきづくりを推進するとのことですが、中で

も、宮崎の美しい自然を守り、さらに磨き輝か

せていく、その財産を活用しながら後世につな

げることが重要だと考えます。美しい宮崎づく

りに向けて、どのように県民、事業者との協働

を進めていくのか、県土整備部長にお尋ねいた

します。

美しい宮崎○県土整備部長（東 憲之介君）

づくりを進めるに当たりましては、魅力ある景

観を守り、つくり出し、活用する取り組みを、

地域の住民や企業の方々と一緒になって展開し

ていくことが大変重要であると考えておりま

す。このため、今回お願いしております新年度

予算には、これまで取り組んできた県民との協

働による沿道修景美化や堤防の草刈り、森林

（もり）づくりなどの事業に加え、新たに、地

域の企業や団体が、道路の植栽帯をみずからデ

ザインし、植栽やその後の維持管理を行うアダ

プト制度の導入や、景観の整備に取り組む各種

団体に対する活動費の助成、さらには、自然公

園内で地域住民が行う清掃や草刈り活動に対す

る助成に必要な経費などを盛り込んだところで

す。県といたしましては、今後も引き続き、市

町村との連携のもと、県民や事業者の皆様との

協働による美しい宮崎づくりに取り組んでまい

ります。

県民の皆さん、事業者の皆○重松幸次郎議員

さんとともに、魅力ある景観を守り、またつく

り、活用していくことをお願いいたします。

続きまして、大切な水資源を守ることについ

てお尋ねいたします。来年度の改善事業で、

「美しい「みやざきの水辺」を未来につなぐ啓

発事業」がありますが、その事業概要を環境森

林部長にお尋ねいたします。

本県の美し○環境森林部長（川野美奈子君）

い川の環境を保全するため、次世代を担う子供

たちが、身近な川に親しみながら自然環境の大

切さを実感することが重要であります。そのた

め、子供たちの環境教育の一つとして、昭和60

年度から、川に生息している水生生物の調査を

行い、さらに、平成18年度からは、この取り組

みを進展させて、本県独自の五感を使った水辺

環境調査を実施しているところでございます。

また、県内各地で楽しみながら学べる体験教室

の開催や、県庁ホームページによる情報発信を

通じて、県民一人一人の水環境保全活動への意

識の醸成にも努めているところでございます。

御質問にございました、「美しい「みやざきの

水辺」を未来につなぐ啓発事業」では、これま

での取り組みを引き続き実施するとともに、新

たに、学校教諭を対象とした指導者育成のため

の研修や、わかりやすい教材用ＤＶＤの作成な

ど、内容の充実強化を図ることとしておりま
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す。

重要な取り組みだと思いま○重松幸次郎議員

す。

余談ですけれども、私も昨年の秋に、地元自

治会のイベントで、「江田川フィールド散策」

というイベントに参加し、小学生児童、また保

護者の皆さんと一緒に、市民の森からイオンモ

ール横の樋門まで約５キロを、江田川沿いに歩

き、水辺の生物・植物を学び、また水の透明度

も観察しながら、イベントに参加したところで

ございます。大変勉強になりました。また一方

で、外来種の水草オオフサモが繁殖し過ぎて、

駆除しても追いつかず、在来植物が淘汰される

ことを危惧する話を聞きました。これは大変気

になっているところであります。県からの御助

言もお願いしたいと思います。

本題に戻りますが、次世代を担う子供たち

が、水辺の動植物を観察し、自然環境の大切さ

を実感することはとても大切ですので、こう

いった啓発事業をよろしくお願いいたします。

次に、文化・スポーツを生かした地域づくり

についてお伺いします。

質問の前に、御報告と御礼を申し上げます。

昨年６月の一般質問の折、「文化芸術に関する

議員連盟をつくってはどうか」とつぶやいたの

がきっかけで、その後、 原議長から、「文化

振興議連、やってはどうか」と話が出ていると

いうお話を伺い、夏ごろから準備を始め、多く

の議員の皆様から賛同いただきまして、昨年

の11月27日に「宮崎県議会文化芸術振興会」を

発足することができました。御尽力いただいた

原議長、そして初代会長を引き受けてくだ

さった井本議員を初め振興会役員の皆様、会員

になっていただいた議員の皆様、議会事務局の

皆様、この場をおかりいたしまして厚く御礼申

し上げます。本当にありがとうございます。

私は、当振興会の事務局長を仰せつかりまし

たので、これからは関係団体とも連携して、文

化芸術に関する県内や先進地の調査、また文化

財の保護と活用、さらには国民文化祭や各種文

化関連事業の機運醸成に努めてまいりたいと考

えておりますので、皆様の御指導よろしくお願

いいたします。

さて、昨日は井本議員より、「みやざき文化

振興プラットフォーム機構推進事業」と「国民

文化祭、全国障害者芸術・文化祭開催準備事

業」等について御質問がございましたので、私

からは１点だけ。国民文化祭や障害者芸術・文

化祭は県内全域に係る事業であります。また、

その内容を高めるためには、各芸術・文化団体

との連携が重要であります。そこで、県内文化

団体の活性化や連携強化に県はどう取り組んで

いかれるのか、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

県では、県内○総合政策部長（日隈俊郎君）

文化団体の統括的な団体であります宮崎県芸術

文化協会と連携しまして、文化団体の発表機会

を提供する「県民芸術祭」を開催するなど、県

内文化団体の主体的な文化活動の促進と、団体

相互の連携の強化を図っております。また、今

年度から、東京オリパラ文化プログラムや国民

文化祭に向けて、創造性やチャレンジ性のある

公演、取り組みを支援します「チャレンジ文化

活動事業」を実施し、文化団体の活性化やレベ

ルアップに取り組んでいるところであります。

さらに、今議会において、お話にありました、

「みやざき文化振興プラットフォーム構築推進

事業」をお願いしておりますけれども、将来的

には、専門的人材を配置し、文化活動へのアド

バイスや情報発信、人材育成等を一元的に行う
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プラットフォームを構築してまいりたいと考え

ております。このような取り組みを通して、よ

り一層、文化団体の活性化や連携強化を図るこ

ととしております。

４月28日より第23回宮崎国○重松幸次郎議員

際音楽祭が始まります。概要には、「「アジア

の演奏家の育成による、宮崎でしか聴くことの

できない質の高い演奏会」。今回は、その理念

に立ち返り、アジアから巣立ち世界を舞台に活

躍する演奏家を中心に出演者を構成。」とあり

ました。音楽祭にはぜひ参加して、文化を生か

した地域づくりを皆で応援してまいりたいと考

えております。

次に、スポーツを生かした地域づくりです。

「スポーツランドみやざき」は本県観光の柱で

ありますが、沖縄県など他県でもキャンプ誘致

に余念がなく、また、インバウンド対策もこれ

からであります。知事が先ほど当初予算で言わ

れた特別枠「観光みやざき未来創造基金」20億

円の活用で、2019年のラグビーワールドカップ

や2020年の東京オリンピック・パラリンピッ

ク、そして2026年の国民体育大会の開催へとつ

ながっていくこと、そのための施設や運営がグ

レードアップされることを期待されておりま

す。そこで、スポーツランドみやざきの今後の

展開について、知事にお伺いをいたします。

スポーツランドみやざ○知事（河野俊嗣君）

きを掲げての取り組みでありますが、長年にわ

たる地道な誘致活動や施設整備、受け入れノウ

ハウの蓄積等、先人のたゆまぬ努力があったわ

けであります。多くのスポーツキャンプやスポ

ーツ大会の誘致が実現するなど、本県観光を考

える上でも大きな柱の一つに育ってきておりま

す。今回、このような実績の上に、さらに、国

際水準のスポーツの聖地みやざきへの進化を目

指しまして、予算面では、「観光みやざき未来

創造基金」の創設、さらには組織面では、これ

まで観光推進課の担当グループであったもの

を、スポーツランド推進室ということで格上げ

する、こうした推進体制の強化を図ることとし

たところであります。今後は、こうした体制の

もとに、国内外の代表チームの事前合宿や国際

大会などの誘致・受け入れを通じて、スポーツ

ランドみやざきのブランド力を一層向上させま

すとともに、スポーツキャンプ・大会の全県

化、通年化、多種目化によりまして、その経済

効果を県下全域に波及させる。さらには、サー

フィン、サイクリングなど、本県ならではの快

適な環境を生かして、スポーツツーリズムにも

これまで以上に力を入れてまいりたいと考えて

おります。

絶好のチャンス到来だと思○重松幸次郎議員

います。御答弁いただいたように、スポーツ

キャンプ・大会の全県化、また通年化、多種目

化をよろしくお願いいたします。満遍なく受け

入れることで、スポーツと観光を融合させた観

光スタイルの普及（スポーツツーリズム）で地

域産業の振興を図ることが期待されておりま

す。

次に、働き方改革と県庁職員の人材確保につ

いてお伺いをいたします。

国は昨年３月に、働き方改革実行計画を決定

し、今国会でも法案の審議が行われています。

それを受けて、民間や地方自治体でもさまざま

な取り組みがなされ、本県でも昨年、庁内働き

方改革推進会議を設置し、サテライトオフィス

の施行などが報道にも取り上げられておりま

す。初めに、本県のこれまでの働き方改革の取

り組みについて、知事にお伺いいたします。

知事部局におきまして○知事（河野俊嗣君）

平成30年３月１日(木)
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は、公務能率の向上による県民サービスの充実

と、職員のワーク・ライフ・バランスの確保等

の観点から、働き方改革を進めるよう、私みず

から指示をいたしまして、庁内推進会議を設置

し、幅広い職員との意見交換や職員アンケート

の実施によりまして、現状や課題などを把握し

た上で検討を重ねているところであります。こ

うした検討とあわせて、これまで取り組んでま

いりました幹部職員による定時退庁を促す放

送、これは５時に流れる。私もマイクを握りま

して、副知事以下幹部職員がそれを順々にやっ

ておるところであります。朝方勤務の拡大、さ

らには、年休取得の促進によりますワーク・ラ

イフ・バランスの推進に加えまして、新たに、

サテライトオフィスの設置や会議でのタブレッ

ト端末の活用など、公務能率の向上に向けた試

行的な取り組みも行っているところでありま

す。今後、これらの検証も踏まえ、具体的で実

効性のある取り組みを改革の指針として取りま

とめまして、単に呼びかけにとどまることな

く、私が先頭に立って、幹部職員による強いリ

ーダーシップのもと、また、全ての職員が強い

意識を持って実行してまいりたいと考えており

ます。

よろしくお願いいたしま○重松幸次郎議員

す。

新聞報道によると、「県庁の部署によっては

月平均残業時間に最大２倍近くの差が生じてい

る。過労死ラインとなる月平均80時間を超える

職員もおり、長時間労働が常態化している」と

ありました。働き方改革を進めるに当たり、職

員が働きやすい職場環境づくりが大切だと考え

ますが、総務部長に見解をお伺いいたします。

職員一人一人が、○総務部長（桑山秀彦君）

その能力を十分に発揮し、公務能率を向上させ

るためには、職員が心身ともに健康で、意欲的

に働くことができる職場環境の整備が大変重要

であると考えております。現在、県では、定期

健康診断あるいはストレスチェックなどを実施

しまして、職員の心身の健康の維持増進に努め

るとともに、人事評価制度などを通して上司と

部下とのコミュニケーションの確保を図るな

ど、風通しのよい職場環境づくりに努めている

ところであります。今年度、指針の策定に取り

組んでおります働き方改革においても、そうし

た観点から、事務手続の簡素化などによる公務

能率の向上に加えまして、長時間勤務が続く職

員への組織的なフォローや、勤務時間の弾力的

な運用等を推進して、ワーク・ライフ・バラン

スに対する全庁的な意識改革を図ってまいりた

いと考えております。

働き方改革の一つに同一労○重松幸次郎議員

働同一賃金がありますが、一般職の非常勤職員

に期末手当を支給できるようにする改正地方自

治法などが、昨年５月に成立し、2020年４月か

ら施行され、非常勤職員の処遇改善が図られつ

つあるところでありますけれども、一方で、短

時間の事務補助等を行う臨時職員の応募がな

い、人が来てくれない状況があると聞いており

ます。臨時職員の任用期間等の改善は難しい中

で 午前中、これは岩切議員からも御質問が―

ありましたが 臨時・非常勤職員から移行が―

検討されている会計年度任用職員について、そ

の概要を総務部長にお伺いいたします。

会計年度任用職員○総務部長（桑山秀彦君）

制度につきましては、国における働き方改革の

観点を踏まえまして、地方公務員の臨時・非常

勤職員について、その任用・勤務条件を明確化

する目的から、新しく創設される制度でござい

ます。その概要でありますが、採用について

平成30年３月１日(木)
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は、面接や書類選考による能力の実証が必要と

なりますほか、任期については、原則一会計年

度内でありますけれども、業務上の必要性や客

観的な能力の実証の結果によりましては、同じ

職員を再度任用ができることとなっておりま

す。また、職務専念義務や信用失墜行為の禁止

などの服務に関する規律が適用されますととも

に、給与面では期末手当の支給が可能となりま

す。現在、平成32年度からの導入に向けまし

て、今年度実施した臨時・非常勤職員の任用状

況の調査等を踏まえ、会計年度任用職員の担う

べき職務内容等について検討を進めているとこ

ろでありまして、今後、具体的な採用方法や勤

務時間、報酬といった制度面についてしっかり

と検討し、準備を進めてまいりたいと思ってお

ります。

よろしくお願いいたしま○重松幸次郎議員

す。北海道職員の内定辞退が６割を超えたと、

衝撃的な記事がありました。本県の職員採用に

も徐々に影響が出始めているのではないかと危

惧するところであります。さまざまな取り組み

を駆使して、職場環境の改善に努めていただき

たいと思います。

関連してですが、警察官の採用試験受験者数

も年々減少していると伺いました。インター

ネットの情報では、都道府県警における警察官

採用試験の総受験者数は、平成26年度に９

万6,802人となり、平成17年度14万2,103人から

の推移においては最も少ない受験者数でありま

した。それでも平成26年度の応募倍率は6.2倍の

人気の高さであります。知力、体力、精神力を

求められる警察官の採用、治安維持のためには

人材確保が重要でありますが、警察職員の人材

確保、採用の取り組みついてどうなのか、警察

本部長にお伺いいたします。

採用募集の取り○警察本部長（郷治知道君）

組みとして、県内の高校、大学、専門学校等で

の説明会、県外大学での説明会や、大手企業が

開催する就職ガイダンス等を活用しまして、受

験者層や保護者、学校の就職担当者等に対し

て、宮崎県警察の多様な魅力を丁寧に伝えてお

ります。採用試験では、試験を所管する人事委

員会と、優秀な人材を獲得するための試験のあ

り方などを適宜検討しております。また、本年

度から、採用内定者に対して内定書交付式や警

察学校の授業体験を行いまして、警察組織の一

員となるための自覚を促すとともに、不安や悩

みの解消に努めております。

よろしくお願いいたしま○重松幸次郎議員

す。行政ニーズが多様化、複雑化しているの

は、皆さん周知のとおりであります。行財政改

革で職員の増加が困難な中、ニーズの対応のた

め少数精鋭で頑張ってもらわなければなりませ

ん。職員の士気向上（モチベーションアップ）

が求められていますが、そのために働き方改

革、職場環境の改善をよろしくお願いいたしま

す。

ここで、質問にはいたしませんでしたけれど

も、県職員の方と懇談していて気づいた点が２

点ありました。１つは、シャワー室でありま

す。夏場に外の現場で仕事をされると汗だくに

なります。また、災害復旧作業が発生した場合

には、汗や泥まみれになることもあるでしょ

う。調べてみますと、本庁域、本館周辺では、

職員健康プラザなどもあり充実しているのです

けれども、出先機関は、シャワー室が１つか２

つのところが多いようです。出先機関のシャワ

ー室の完備も必要ではないでしょうか。２つ目

は、人事異動のときの辞令書であります。人事

異動の辞令書が、以前はＡ４サイズの厚紙で渡
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されていましたが、数年前から幅５センチほど

のコピー用紙になっているようです。全国的な

流れとはいえ、辞令を受ける際は、新たな職場

で頑張るぞというモチベーションを上げるため

にも、せめてＡ５サイズの辞令書を渡してはど

うかと思います。辞令書にふさわしい紙を渡さ

れたほうが、気持ちが伝わるように思います。

「職員を大事に思う気持ち」と、きのう知事も

おっしゃいました。御検討をよろしくお願いい

たします。

次は、南海トラフ地震対策についてお伺いし

ます。

新聞記事に、政府の地震調査委員会（平田委

員長・東京大学）は、静岡県から九州太平洋側

に延びる南海トラフで、今後30年以内にマグニ

チュード８～９級の巨大地震が発生する確率

を70％から80％に引き上げたとあり、さらに、

今後10年以内の発生確率も、これまでの20～30

％から30％程度に引き上げたと発表されまし

た。南海トラフ地震の発生確率が高まってお

り、津波避難対策をさらに推進すべきと思いま

すが、知事の考えをお伺いいたします。

南海トラフ地震が発生○知事（河野俊嗣君）

しました場合、津波による人的被害は大変甚大

なものと予想されているところでありまして、

津波避難対策を早急に進めることは、極めて重

要な課題であると認識をしております。このた

め県では、「宮崎県大規模災害対策基金」を活

用し、沿岸市町と連携しながら、平成31年度ま

でに津波避難タワーを26基整備することとして

おりまして、今年度末までに県、市町合わせ

て15基が完成または完成予定となっておりま

す。また、住民が迅速かつ安全に避難できるよ

う、避難場所や避難経路の整備、地域で取り組

む津波避難訓練に対しても支援を行っていると

ころであります。また、国と連携を行いなが

ら、津波避難合同訓練なども行っております。

また、ここで注意すべきは、津波から避難する

前に、揺れに対する建物の耐震性、大変重要で

あります。先日は、えびの地震から50周年とい

う節目を迎えました。内陸型地震の教訓として

は、建物の耐震性の確保、そうしなければ、避

難することもできないわけであります。そう

いったもろもろの観点を十分に考慮し、今後と

も沿岸市町と連携しながら、津波による被害の

軽減に向けた取り組みをさらに推進してまいり

たいと考えております。

地震調査委員会の平田委員○重松幸次郎議員

長は記者会見で、「30年以内というのは、30年

後という意味ではなく、あす起きるかもしれな

いという可能性があります。次の地震が迫って

いることを忘れないでほしい」というふうに述

べられています。早急な取り組みをお願いいた

します。

続けて、危機管理統括監に伺います。南海ト

ラフ地震による被害を最小限に抑えるために

は、県民による自助、共助の取り組みが重要に

なると思いますが、県は、県民意識の啓発にど

のように取り組んでいるのかをお伺いいたしま

す。

南海トラフ○危機管理統括監（田中保通君）

地震が発生した場合、まず、県民一人一人が建

物倒壊や津波から生き延びることが最も重要に

なります。このため県では、県民の防災意識の

向上を目指しまして、５月の「宮崎県防災の

日」、９月の「防災週間」、11月の「津波防災

の日」、そして東日本大震災が発生した３月を

中心に、テレビＣＭやイベント、セミナー等の

啓発事業を実施し、特に命を守るための耐震

化、早期避難、備蓄に取り組んでいただくよう
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呼びかけているところであります。また、地域

の防災力向上を図るため、県内各地で「防災士

出前講座」を実施するとともに、地域における

津波避難訓練を支援しております。災害による

被害を最小限に抑えるためには、県民みずから

の備えが何よりも大切でありますので、県民の

自助、共助による防災力向上に、より一層取り

組んでまいりたいと考えております。

また、先日、地元小学校４○重松幸次郎議員

年生の課外授業で、「フィールドワーク通学路

の安全」に、防災士数名と一緒に参加をさせて

いただきました。何班かに分かれて児童生徒と

一緒に歩きながら、海抜表示や避難ビルの確

認、道路や建物の危険箇所などを熱心に調べて

ノートに書き込んでおりましたが、児童生徒た

ちの防災意識の高さに感心した次第です。間も

なく３・11東日本大震災から７年がたちます。

震災の風化が進んでいるのも事実ではないで

しょうか。「忘れない」を合い言葉に、啓発活

動を続けていただきたいと思います。

次に、福祉行政について、２点お伺いいたし

ます。

今国会でバリアフリー法の改正が予定されて

います。同法案は、2020年の東京オリンピック

・パラリンピックを見据え、高齢者、障がい

者、子育て世代など、全ての人々が安心して生

活・移動できるまちづくりを全国で加速させる

のが狙いです。本県においても、オリンピック

・パラリンピックの合宿誘致、また、国民文化

祭、全国障害者芸術・文化祭やスポーツ大会な

ど多岐に開催され、その受け入れ準備を進めな

くてはなりません。そこでまず、宿泊施設につ

いて、ホテル・旅館のバリアフリー化が必要と

考えますが、来年度の新規事業である「宿泊施

設アクセシビリティ推進事業」の内容につい

て、福祉保健部長にお伺いいたします。

来年度の新規○福祉保健部長（畑山栄介君）

事業としてお願いをしております「宿泊施設ア

クセシビリティ推進事業」では、障がいのある

方はもとより、誰もが安心して過ごせる施設の

アクセシビリティーに対する理解の向上を図る

ため、宿泊施設を対象としたセミナーを開催す

るとともに、施設に対する専門家による診断を

実施し、助言を行うこととしております。ま

た、診断を踏まえ、客室の入り口幅の拡大や浴

室の段差解消などの改修を行う施設に対し、そ

の経費の一部を補助することを考えておりま

す。これにより、福祉のまちづくりやスポーツ

ランドみやざきが一層推進され、東京オリン

ピック・パラリンピックや、全国障害者芸術・

文化祭、全国障害者スポーツ大会に向けた受け

入れ体制の強化にもつながるものと考えており

ます。

アクセシビリティーとは、○重松幸次郎議員

近づきやすさやアクセスのしやすさのことであ

るようです。言いかえとしましては、「利用し

やすさ」を指しているようであります。誰もが

利用しやすいまちづくりを推進していただきた

いと思います。

次に、地域包括ケアシステムについてお伺い

します。超高齢化に伴い急増する医療費を抑え

つつ、医療や介護、住まい、生活支援を、住み

なれた地域で一体的に受けられる「地域包括ケ

アシステム」を進めるため、厚生労働省は、医

療サービスの公定価格である診療報酬の改定を

まとめ、４月から適用されると新聞記事にあり

ました。今後、地域包括ケアシステムを進めて

いくためには、在宅医療、在宅介護が重要と考

えますが、住民への普及啓発にどのように取り

組んでいかれるのかを、福祉保健部長にお伺い
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いたします。

地域包括ケア○福祉保健部長（畑山栄介君）

を推進していくためには、まずは、住民みずか

らが生活習慣病の予防や介護予防に取り組んで

いただくことが重要でありますが、高齢になる

に従い、医療と介護のニーズは高まってまいり

ます。そのような中、可能な限り住みなれた住

宅で暮らすためには、かかりつけ医やかかりつ

け薬局を持つこと、また、人生の最終段階に向

けてどのように過ごしたいか、本人と家族で話

し合うこと、認知症について正しく理解するこ

とといったことも重要となってまいります。こ

のため県では、市町村と連携しながら、医療・

介護の団体等が主催する研修会への参加を働き

かけるのはもちろんのこと、学校や企業でも開

催されている認知症サポーター養成講座、それ

から、「通いの場」での世代間交流といった機

会も活用しながら、在宅医療、在宅介護につい

て広く普及啓発をしてきたいと考えておりま

す。

医療や介護は、保険料、税○重松幸次郎議員

金、窓口負担を支払う住民がいるからこそ成り

立ちますし、医療や介護があるから、住民はそ

の地域で暮らせます。住民が地域の医療や介護

を支えていこうと思えるように、住民への啓発

をよろしくお願いいたします。

次は、森林環境保全対策について質問いたし

ます。

林野庁のホームページに、「森林は、国土の

保全、水源の涵養、地球温暖化の防止、木材を

はじめとする林産物の供給等の多面的機能を有

しており、国民生活及び国民経済に大きく貢献

している。こうした機能を持続的に発揮してい

くためには、我が国の森林面積の４割を占める

人工林を中心に、植栽、保育、間伐等の森林整

備を推進する必要がある」とあります。森林の

多面的機能を働かせ、その資源を有する中山間

地域の活性化のためにも、林業に従事する担い

手確保が重要であります。新規事業の「みやざ

き林業大学校開講準備事業」については、先ほ

ども質問がございましたが、そのほかにもどの

ような対策があるのか、林業の担い手確保に向

けた県の取り組みについて、環境森林部長にお

伺いいたします。

林業の担い○環境森林部長（川野美奈子君）

手確保対策につきましては、高校生やＵＩＪタ

ーン希望者などに対する就業相談会や体験研修

を実施するとともに、魅力ある職場環境となる

よう、林業事業体の福利厚生の充実を図るため

の支援を行っているところでございます。その

結果、平成28年度の新規就業者数は、過去10年

間で最高の203名となったところでございます。

さらに、来年度からは、今議会で予算をお願い

しておりますが、青少年などを対象とした公開

講座を開催するとともに、パンフレットの作成

などにより、森林・林業の魅力をより強く発信

していきたいと考えております。また、就業者

の定着を進めるため、夏場の下刈り作業の負担

軽減につながる装備等の導入や、省力化に向け

た実証試験などにも取り組んでまいりたいと考

えております。今後とも、市町村や林業労働力

の確保・支援等を行う県林業労働機械化センタ

ーなどの関係機関と連携を図りながら、林業担

い手の確保に積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。

平成28年度の新規就業者が○重松幸次郎議員

過去10年で最高の203名という、すばらしい成果

だと思います。林業への誇り、またやりがいの

ある職場環境づくりをさらに整えていっていた

だきたいと思います。
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前半でも、美しい「みやざきの水辺」の啓発

事業で川の環境保全を伺いましたが、生活排水

が河川汚濁の原因になっておりますので、本県

の地域特性に合った合併処理浄化槽の整備促進

が大切であります。環境森林部の資料では、本

県の浄化槽設置基数は、平成28年度末で13

万9,169基、そのうち単独処理浄化槽は48.7％、

合併処理浄化槽が51.3％です。単独処理浄化槽

では、生活雑排水は未処理のまま河川に流れて

いきますので、問題であります。本県の水環境

を守るためには、浄化槽整備を促進する必要が

ありますが、県としてどのように取り組んでい

くのか、環境森林部長にお伺いいたします。

水環境を守○環境森林部長（川野美奈子君）

るためには、生活排水対策が大変重要でありま

して、山間部の多い本県では、浄化槽が大きな

役割を担っているところでございます。このた

め、県におきましては、浄化槽の整備を促進す

ることを目的として、浄化槽整備事業補助金に

より市町村を支援しているところでございま

す。具体的には、住民が浄化槽を設置する「個

人設置型」、及び市町村が主体となって整備す

る「市町村設置型」の２つの事業がございま

す。このうち市町村設置型は、住民の費用負担

が少なく、市町村が計画的な整備や維持管理を

行うことから、生活排水対策を進める上で有効

と考えておりまして、来年度から補助要件を緩

和して、この事業の活用を市町村に積極的に働

きかけていくこととしております。このような

取り組みに加えて、国に対しては、予算の確保

及び制度の拡充が図られるよう要望するなど、

引き続き市町村と連携して、浄化槽整備を推進

してまいりたいと考えております。

国の補助率が高い、市町村○重松幸次郎議員

設置型の公設合併処理浄化槽の取り組みを加速

されますよう、お願いいたします。

また、この件にあわせまして、家畜排せつ物

の浄化処理はどのようになっているのかが気に

なります。本県の平成29年２月時点での肉用牛

飼育頭数は全国第３位で、年間約25万頭、豚の

飼育頭数は、鹿児島県に続いて全国第２位で、

年間80万頭以上飼育されておりますが、その畜

産環境対策の一つ、家畜排せつ物に係る浄化処

理対策について、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

畜産の振興を○農政水産部長（大坪篤史君）

図る上で、家畜排せつ物を適正に処理すること

は必要不可欠でございます。このため県では、

家畜排せつ物の管理の適正化と利用の促進にか

かわる計画を策定しまして、家畜排せつ物の堆

肥化や浄化など、適正な処理と利活用の促進に

努めているところであります。具体的には、市

町村や関係団体と連携し、浄化処理施設整備の

支援や、水質分析に基づく適正管理指導等に取

り組んでいるところであります。畜産環境対策

は、本県畜産の健全な発展や環境保全の観点か

ら、大変重要であると認識しておりますので、

今後とも畜産に係る環境改善を図ってまいりま

す。

河川の環境を守ることは、○重松幸次郎議員

ひいては、後ほどまたお話ししますけれども、

水産物資源の確保にもつながってくると思いま

す。いずれも貴重な水資源を守ることは重要な

ことだと思いますので、環境対策をよろしくお

願いいたします。

次は、インバウンド対策についてお尋ねいた

します。

昨年の訪日外国人旅行者が前年より19％ふえ

て2,869万人となり、５年連続で過去最高を更新

し、この間に３倍以上に急増したようです。政
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府も、東京五輪がある2020年には4,000万人にす

る目標を掲げています。外国人旅行者が昨年、

買い物や宿泊などに使った金額は4.4兆円に上

り、これは外国向け自動車輸出額に匹敵する規

模であります。人口減少社会にあって、消費を

下支えし、地域の活性化にも資するため、本県

も積極的に誘客を図っていかなくてはなりませ

ん。そうした中、ことしの６月には住宅宿泊事

業法が施行され、マンションなどの空き部屋に

有料で客を泊める民泊が解禁され、年間180日ま

で宿泊営業が可能になります。生活習慣、また

文化の違いがある訪日客といかに良好な関係を

築くのか、避けるべき迷惑行為や衛生管理につ

いて、民泊業者の自覚が問われます。そこで、

住宅宿泊事業法の施行に伴う民泊事業の適正な

遂行を担保するための取り組みについて、商工

観光労働部長にお伺いいたします。

近年、民○商工観光労働部長（中田哲朗君）

泊サービスが急速に普及する中、主に都市部に

おきまして、無許可で旅館業を営む違法民泊な

どによるトラブルが生じているところでありま

す。そのため国におきまして、住宅宿泊事業法

の制定と旅館業法の改正が行われ、虚偽の届け

出や無届け営業などに対する厳しい罰則規定が

設けられますとともに、苦情や問い合わせ等を

受け付けるコールセンターが開設されるなど、

健全な民泊の普及を図るための環境整備がなさ

れているところであります。県におきまして

も、関係部局連携のもと、民泊事業の適正化を

図るため、ホームページ等で制度の周知を行い

ますとともに、法に基づき事業者から提出され

ます定期報告による状況把握や、必要に応じ事

業者への立入検査、報告徴収を実施するなど、

適正な指導・監督等を行ってまいりたいと考え

ております。

しっかり監督をお願いした○重松幸次郎議員

いと思います。

外国人客の訪問先は、今も東京、京都、大阪

に偏っています。他の地域に誘客する取り組み

が大事であります。先日、九州観光振興議員連

盟の総会の折、欧米豪をターゲットにした九州

へのプロモーションビデオを見ました。さらに

九州と宮崎の魅力を発信していかなくてはなら

ないと感じた次第であります。増加する外国人

観光客を本県に呼び込むためには、インバウン

ド対策をもっと強化する必要があると思いま

す。県としてどのように取り組んでいくのか、

知事にお伺いいたします。

ラグビーのワールド○知事（河野俊嗣君）

カップや東京オリンピック・パラリンピックな

どの開催を機に、今後、訪日外国人の飛躍的な

増加が見込まれるところであります。また、今

御指摘がありましたような、東京、大阪、京都

といったゴールデンルートから、もっともっと

地方へという流れができているところでありま

して、こうした流れをしっかりと本県に呼び込

んでいく必要があると考えております。本県に

おきましても、外国人旅行客が増加傾向にあり

ますが、きょうの新聞各紙に報道されているよ

うな各県のインバウンドの伸びを見ますと、ま

だまだ伸び代があるということを改めて感じた

ところでありまして、今回新たに設置する基金

等を活用して、受け入れ環境の整備や海外に向

けた情報発信など、外国人観光客を誘致するた

めの対策をさらに強化してまいりたいと考えて

おります。

具体的には、市町村や民間等と連携しまし

て、情報通信環境の整備や、観光地、宿泊施設

等での多言語化のほか、外国人がストレスなく

移動できる環境づくりに取り組むこととしてお
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ります。また、多様なニーズを踏まえ、本県が

誇る食、歴史・文化などの魅力を効果的に発信

しますとともに、サーフィンやサイクリングな

どのスポーツツーリズムによる新たな誘客対策

にも取り組み、東アジアだけでなく、御指摘が

ありましたような欧米豪も視野に入れながら、

特にラグビーのワールドカップというのは大き

なチャンスだというふうに考えておりますし、

本県を訪れる外国人観光客のさらなる増加につ

なげてまいりたいと考えております。

福岡の博多港、熊本の八代○重松幸次郎議員

港、宮崎の油津港など、クルーズ船がますます

利用されていくというふうに考えておりますの

で、九州挙げてインバウンド対策をお願いした

いと思います。

その中で、ちょっと気になるんですが、クレ

ジットカード、電子マネー、スマートフォンの

アプリを活用して支払うスマホ決済が、各国で

は主流になっております。キャッシュレス化は

世界の潮流となっております。各国のキャッシ

ュレス決済の割合を見ますと、韓国では89％、

中国でも60％、スウェーデン49％などと、現金

を使わない決済が主流となりつつある中、日本

のキャッシュレス決済比率は18％程度であると

いうふうに言われており、大変普及がおくれて

います。具体的な議論は次の機会にいたします

けれども、キャッシュレス決済への対応、つま

りフィンテックですね。ファイナンシャルとテ

クノロジーをあわせた、このフィンテックに対

応するサービス環境づくりも、インバウンド対

策だと考えます。まずは、観光商業界への情報

啓発をお願いいたします。

続きまして、人権同和対策についてお伺いし

ます。

「すべての人間は、生まれながらにして自由

であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であ

る」。この有名な文言から始まる世界人権宣言

が国連で採択されたのは1948年12月10日、国連

はこの日を「人権デー」と定め、人権尊重を世

界に訴えてきました。ことしは世界人権宣言70

周年を迎えます。ですが、今なお人権問題が多

岐に存在し、さまざまな問題に直面していま

す。いただいた人権同和対策課のパンフレット

に、「私たちは、人権について学び、正しく理

解し、それを日常生活の中で行動の基準に取り

入れていく必要があるのです」とありました。

本県ではこれまでも、人権について啓発活動に

取り組んでおられましたが、世界人権宣言70周

年を迎え、人権に関する教育・啓発をどのよう

に行っていくのか、総合政策部長にお伺いいた

します。

世界人権宣言○総合政策部長（日隈俊郎君）

は、全ての国と人々が達成すべき、人権に関す

る世界共通の基準でありまして、基本的人権を

保障することが、世界における自由・正義、そ

して平和の基礎であるという理念のもと、我が

国はもとより、世界各国で人権を守るための取

り組みが行われております。本県といたしまし

ても、「一人ひとりが尊重され、誰もが持てる

力を発揮し、生き生きと活躍できる社会」を目

標に、「宮崎県人権教育・啓発推進方針」を策

定しまして、人権啓発センターを拠点として、

研修会や各種の催しの開催など、さまざまな教

育・啓発活動を実施してきたところでありま

す。社会の中で、人権に関する問題が次々と顕

在化する中、人権に関する教育・啓発について

は、さらに充実していくことが必要であると認

識しておりますので、市町村や関係機関はもと

より、大学やＮＰＯ等とも連携を図りながら、

啓発効果をより高めるなど、積極的に人権教育
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・啓発を進めてまいりたいと考えております。

あらゆる機会に、人権に関○重松幸次郎議員

する教育・啓発をお願いいたします。

さて、部落解放同盟宮崎県連合会さんから御

案内をいただき、１月の新春講演会・旗開きと

７月の定期大会に、ほぼ毎年参加させていただ

いております。会合では、主催者から御来賓の

方々までおよそ10名の方が登壇され、今なお、

被差別部落、つまり同和地区出身であることを

理由に、就職に不利益な扱いを受けたり、イン

ターネット上での差別情報の氾濫、戸籍等の不

正取得事件などが列挙され、こうした部落差別

問題解決と人権社会の確立に取り組むことを力

強く述べられております。私も登壇させていた

だき、公明党も、1999年より同和対策等人権問

題委員会を設置し、関係団体と協議して問題解

決に当たってきたこと、そして2016年12月に成

立・施行されました部落差別解消推進法に、我

が党の国会議員も提案者に加わり、解消法の成

立を推進してきたことを紹介させていただきま

した。県においては、部落差別解消推進法の制

定を受けて、同和問題に今後どのように取り組

んでいくのか、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

同和問題は、○総合政策部長（日隈俊郎君）

人権の侵害にかかわる重大な社会問題でありま

して、これまで解決に向けて、官民を挙げてさ

まざまな取り組みが行われてきましたが、いま

だに差別事象が発生するなど、差別意識の解消

という点で課題が残っております。さらに、近

年では、インターネット上における差別的な書

き込みが後を絶たないといった、新たな状況も

生じているところであります。本県におきまし

ても、平成25年に「人権に関する県民意識調

査」というのを実施しましたが、その中で、い

まだ結婚問題などについて差別意識が払拭され

ていないという結果が出ております。この差別

意識を解消するためには、同和問題や人権に関

する正しい理解が必要でありますので、お話に

ありました、今回の部落差別解消推進法の趣旨

も十分に踏まえ、市町村や関係機関とも連携を

強化し、粘り強く啓発の取り組みを推進してま

いりたいと考えております。

御答弁いただきましたよう○重松幸次郎議員

に、同和問題や人権に関する正しい理解が必要

であります。県からいただいた「人権・同和問

題の正しい理解のために」のパンフレットから

引用させていただきますが、「人権・同和問題

と日常生活とは非常に深い関係があると言えま

す。自分は差別しないから人権・同和問題とは

無縁だと思い込むのは間違いです。私たちの心

に潜む差別意識は、具体的には、日常の交際、

就職、教育、結婚等の場面で、嫌悪、非難、回

避などのさまざまな形をとって差別となってあ

らわれます。そのため、さまざまな前近代的な

社会意識や風習の中にある非科学的・非合理的

な部分について正しく理解し、予断と偏見が差

別を温存し助長することのないように努めると

ともに、身の回りの差別を見逃さない、許さな

い姿勢を持つことが強く望まれます」とありま

した。

先日、結婚差別や就職差別につながる個人調

査や土地調査の依頼があっても調査報告をしな

い条例を持つ大阪府庁に行ってきました。正式

には、「大阪府部落差別事象に係る調査等の規

制等に関する条例」といいまして、昭和60年に

施行されています。同じような条例は、福岡、

熊本、香川、徳島の５府県にあるとのことで

す。その内容は、営業届けのある興信所や探偵

社業へは、結婚、就職の際に依頼されても、特



- 110 -

平成30年３月１日(木)

定の個人またはその親族の現在または過去の居

住地が、同和地区にあるかないかについてを調

査し、または報告しない、２点目は、同和地区

の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所また

は地域が同和地区にあることの教示をしないこ

と。また、土地調査等を行う者へも、同じよう

な内容で、それをしない、させないということ

が規定されております。違反すれば、立入検査

や営業停止命令、そして罰則（懲役または罰

金）まで設けてありました。これにより、調査

依頼があっても、部落差別に関する事象はきっ

ぱり断ることができているというふうなお話で

ありました。同和問題や人権に関する正しい理

解を深め、身の回りの差別を見逃さない、許さ

ない。みんなの力を合わせて人権同和対策に取

り組んでまいりたいと思います。

最後の質問になりました。農林水産業の振興

についてお伺いいたします。

宮崎県水産試験場のホームページには、県内

水産業の特徴や漁業の歴史、現状や課題など、

とてもわかりやすく解説されています。その現

状と課題の中では、日本の水産業は、以前から

指摘されているように、とり過ぎや環境の悪化

などで資源の減少が進んでいることが挙げられ

ております。沿岸部の水産資源における資源回

復の取り組み状況について、農政水産部長にお

伺いいたします。

近年の本県沿○農政水産部長（大坪篤史君）

岸域の水産資源は減少傾向にありまして、沿岸

漁業は厳しい経営状況にありますことから、水

産資源の維持・回復を図ることが重要な課題と

なっております。このため本県では、魚種ごと

に資源状況の調査を実施しまして、それを公表

することで、漁業者に対して自主的な資源の維

持管理を行うよう求めているところでありま

す。さらに、著しく減少している魚種につきま

しては、県が計画を策定し、漁業者と連携しな

がら、積極的な資源回復の取り組みを進めてお

ります。例えば、アマダイという魚では、漁獲

量の制限、漁を禁止する期間の設定、さらには

稚魚の放流などを実施しました結果、徐々に資

源回復の兆しが見えてきているところでありま

す。県といたしましては、今後とも、資源回復

に向けた取り組みを積極的に推進し、将来に向

けて安定した水産業の振興に努めてまいりたい

と存じます。

ことしもシラスウナギの不○重松幸次郎議員

漁が報じられております。水産資源全般にわた

り、資源回復の取り組みをよろしくお願いいた

します。

さて、平成25年度から32年度にかけての「み

やざきフードビジネス振興構想」について、そ

の「主旨」には、「国内有数の食料供給基地と

いう強みを生かし、農林水産業、食品製造業、

流通・販売業、観光産業など裾野の広い産業で

ある「フードビジネス」を県の基幹産業として

再構築し、本県の地域経済や雇用を支える成長

産業とする。」とした上で、目指す姿として、

マーケットが求める安全・安心な農林水産物を

安定して生産・供給することとうたわれており

ます。今後、本県農畜水産物の輸出促進にどう

取り組んでいくのかを、農政水産部長にお伺い

いたします。

農畜水産物の○農政水産部長（大坪篤史君）

輸出につきましては、産地や企業、関係団体や

商社等と連携をしまして、海外見本市等への参

加や日本食レストラン等でのプロモーションな

どの取り組みを積み重ねてまいりました。その

結果、昨年度の輸出額は、過去最高の34億5,000

万円となったところであります。そのような
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中、今後のさらなる輸出拡大を図るためには、

輸出先ごとに異なるニーズや残留農薬基準、植

物検疫条件などに対応できる産地づくりが課題

となっております。このため今年度、県内に輸

出サポーター６名を配置しまして、輸出に対応

した産地づくりを支援しているところでありま

す。さらに来年度は、牛肉の輸出が解禁となっ

た台湾にコーディネーターを新たに配置します

とともに、世界的な日本食ブームに対応できる

よう、航空便による少量・多品目輸送の実証に

も取り組んでまいりたいと考えているところで

あります。

よろしくお願いいたしま○重松幸次郎議員

す。

みやざきブランド推進本部のパンフレットに

は、特徴ある商品づくり、信頼される産地づく

り、安定的な取引づくり、また健康に着目した

取り組み、環境に着目した取り組みというコン

セプトで、新たな魅力と価値を生み出すブラン

ド戦略としております。今後のみやざきブラン

ド確立に向けた取り組みについて、知事にお伺

いいたします。

みやざきブランド対策○知事（河野俊嗣君）

につきましては、厳しい地域間競争の中で、大

消費地から遠い本県の農畜水産物が国内外から

支持され、信頼されることを目指しまして、生

産者、関係機関・団体等と連携しながら、30年

の長きにわたって取り組んできたところであり

ます。その結果、完熟マンゴー「太陽のタマ

ゴ」や肉牛日本一の宮崎牛、さらには宮崎キャ

ビアといったトップブランドの商品を創出する

など、大きな手応えを感じているところであり

ます。昨日も、昨年の全国和牛能力共進会の現

場で御尽力をいただきました、県内各地の若手

の技術員を招いての慰労会が行われたところで

ありますが、24時間365日、こうした現場の努力

により、この宮崎牛ブランドが支えられている

のだということを改めて実感したとともに、生

産に割くそのエネルギーと同じように、それを

売っていく努力というものが必要であり、その

ことによりブランドが実を結ぶということを、

改めて実感したところであります。

このみやざきブランドの最近の動きとしまし

ては、昨年12月、ピーマンでは全国初となりま

す栄養機能食品として、「みやざきビタミンピ

ーマン」を販売したところでありまして、「日

本のひなた宮崎」の産品は、健康や美容にも役

立つということもあわせてＰＲできるように

なったところであります。今後は、安全・安心

を求める消費者ニーズも十分に踏まえながら、

良質な商品づくりや積極的なＰＲに努め、さら

なるみやざきブランドの確立に努めてまいりた

いと考えております。

よろしくお願いいたしま○重松幸次郎議員

す。本県産業を支える基幹産業でございます。

そしてまた、若者の仕事定着についても御尽力

賜りますようお願いいたします。

その上で、卒業のシーズンを迎えました。こ

としもまた多くの若者が県外へ出ていきます。

私もそうでしたように、一度は宮崎を離れて都

会生活を経験するのもいいのではないでしょう

か。

ここで、公明党の離島振興対策本部長である

遠山清彦衆議院議員の話を紹介いたします。島

根県に、本州から約60キロ離れた日本海に浮か

ぶ隠岐諸島、その中心に位置する小さな島に、

人口約2,400人の海士町があります。知事も昨

年、このお話をされました。コンビニもショッ

ピングセンターもない。「ないものはない」と

いうキャッチフレーズの町でありますが、今は
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県外から進学を目指して集まってくる島留学で

有名になった隠岐島前高等学校があります。こ

の島の山内町長と遠山さんとの会話の中で、

「私の町では、機会あるごとに、「ふるさと」

の歌を、大人たちが手をつないで歌います。

「うさぎ追いし かの山 こぶな釣りし かの

川」のあの「ふるさと」であります。この歌の

３番、「こころざしをはたして いつの日にか

帰らん」の「はたして」の「て」の文字を

「に」に変えて歌っているんです。「はたし

て」というと、どうも、成功して退職して、い

つの日か帰ってくるイメージでありますけれど

も、島を離れた若者が力を身につけて、島の発

展のために志を果たしに、果たしに帰ってきて

ほしいとの願いを込めて歌っている」というお

話でございました。宮崎県の若者にも、元気で

行ってらっしゃい、郷土の発展のために志を果

たしに帰ってきてほしいと願いながら、質問を

終わります。ありがとうございました。（拍

手）

以上で代表質問は終わりまし○ 原正三議長

た。

あすの本会議は、午前10時から、一般質問で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時７分散会



３月２日（金）
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午前 時０分開議10

出 席 議 員（ 名）37
（ ）1番 武 田 浩 一 自由 民 主 党 く し ま

（ ）2番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）3番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）4番 来 住 一 人 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）5番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）6番 岩 切 達 哉 同

（ ）7番 後 藤 哲 朗 宮崎県議会自由民主党

（ ）8番 右 松 隆 央 同

（ ）9番 二 見 康 之 同

（ ）10番 日 高 博 之 同

（ ）11番 野 﨑 幸 士 同

（ ）12番 日 髙 陽 一 同

（ ）13番 原 正 三 同

（ ）14番 西 村 賢 自由民主党 青の国

（ ）15番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）16番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）17番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）18番 髙 橋 透 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 徳 重 忠 夫 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 丸 山 裕次郎 同

（ ）21番 中 野 一 則 同

（ ）22番 中 野 明 同

（ ）23番 松 村 悟 郎 同

（ ）24番 外 山 衛 同

（ ）25番 濵 砂 守 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 宮崎県議会自由民主党
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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○ 原正三議長

す。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、図師博規議員。

〔登壇〕（拍手） 河野知事○図師博規議員

は、昨年12月10日に開催されました第31回青島

太平洋マラソンにおきまして、見事フルマラソ

ン42.195キロを完走されました。フルマラソン

を完走するというのは、並大抵のことではあり

ません。乗りや勢いで完走できるような距離で

はありません。トレーニングを継続し、何時間

も走り続ける体力と、苦しみや痛みに耐え得る

精神力、つまり心の持久力を養うことが必要で

す。知事は、公務、政務が激務な中、恐らく十

分なトレーニング時間が確保できないままスタ

ートラインに立たれ、その不安な気持ちを押し

殺しながらも、それでもみずからが走る姿で県

民を鼓舞されたタフな知事の姿、その覚悟には

敬意を表するものであります。その体を張って

宮崎を引っ張っていこうとする姿で、見事な精

神力と覚悟が答弁にも反映されますように願い

まして、質問に入らせていただきます。

通告しておりました質問項目に従って質問し

てまいりますが、順番のほうを若干入れかえて

おります。その内容を踏まえて御答弁いただけ

ればと思います。

まず、知事の政治姿勢に関して、人材育成・

確保策についてお伺いしてまいります。

平成30年度当初予算の３つの重点施策の１番

目に掲げられました「未来を支える人財育成・

確保と中山間地域対策の強化」についてであり

ますが、本県は、介護、看護、製造業、建設・

建築業、農業、運送業などなど、各分野での人

材の不足が顕著となっております。即効性のあ

る対策が喫緊の課題であるため、人材育成・確

保が知事の重点施策の筆頭に挙げられた理由だ

と思われます。では、どのような政策をもって

課題解決に取り組まれていくのかを伺います。

また、知事は、ことしの１月13日に開催され

た自衛隊宮崎地方協力本部63周年記念式典にお

きまして、「自衛隊の若年定年制や任期制で退

役された方が、地域における人材不足や危機対

応能力の強化、ひいては地域の活力に結びつく

可能性があることに着目し、その仕組みづくり

を強化する」と述べられております。知事は、

大海原に泳ぎ出したサケが大きく成長してふる

さとの川に戻ってくるイメージと、自衛官とし

て成長し、退職された後にふるさとに戻って地

域に貢献する姿を重ねて、「サケの川上り作

戦」とまでネーミングされて人材確保に取り組

まれる旨の発言をされております。では実際、

どのようなプランを知事はお考えなのか、あわ

せてお答えください。

以下の質問は質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

本格的な人口減少社会が到来する中で、地域

や本県産業の振興を図るためには、県内はもと

より県外からの人材の確保、これも重要である

と考えております。このため、産学金労官が連

携して進めていく取り組みを体系的に取りまと

めました「産業人財育成・確保のための取組指

平成30年３月２日(金)
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針」を策定し、県外人材の確保についても積極

的に展開していくこととしたところでありま

す。具体的には、引き続き、県外での企業説明

会の開催等を行うとともに、今議会に予算をお

願いしておりますが、新たな緊急対策等とし

て、県外人材の掘り起こしを行うコーディネー

ターの設置や、ＳＮＳ等の活用による効果的な

情報提供の仕組みづくりなどに取り組みたいと

考えております。

また、お話にありました「サケの川上り作

戦」でありますが、これは若年層の県外流出に

対する懸念というのが広がる中で、今御説明い

ただきました、本県の人材というものが外の環

境の中で武者修行し大きく育ってくる、そうい

う人材というものを積極活用するという発想が

あってもよいのではないか、特に自衛隊におい

ては、危機管理、防災対応ということでのさま

ざまな自治体、それから企業での採用というも

のが広がっております。そのようなことを捉え

て、そのような話をしたわけでございますが、

県外で活躍してきた方々のスキルを、改めて県

内さまざまな分野の振興に生かしていくこと

は、重要な視点であると考えております。宮崎

ひなた暮らしＵＩＪターンセンターや同窓会組

織等を活用しながら、県外人材のＵＩＪターン

の促進についてもしっかりと進めてまいりたい

と考えております。以上であります。〔降壇〕

続いて、同じく人材育成・確○図師博規議員

保策について、今度は福祉保健部長にお伺いい

たします。通告している質問の前に、基本的な

ところを押さえさせていただきたいんですが、

現在、県内の看護師は不足しており、確保策が

急務であるという認識をまずお持ちか否か、福

祉保健部長にお伺いします。

県内の医療機○福祉保健部長（畑山栄介君）

関等からは、夜勤可能な看護職員や育児休業等

の代替看護職員の確保が困難な状況もあると聞

いておりますので、看護職員の安定的な確保は

重要な課題であると認識しております。

部長と共通認識を持っておる○図師博規議員

という観点から、私も質問させていただきま

す。私は現在、公務の合間に児湯准看護学校で

精神保健学の非常勤講師をさせていただいてお

ります。その生徒たちから相談がありました。

内容は、現在、宮崎県には准看護学校を卒業後

に進学できる昼間の２年課程の看護学校がな

く、正看護師の資格を取得するには、夜間の３

年課程の看護学校に行くか、３年課程の全日制

の看護学校に再入学し一から学び直すか、県外

の昼間の看護学校に行くかの選択肢しかないそ

うです。

県内には６つの准看護学校があり、毎年250名

から300名の卒業生がいます。このうち、現在

は、社会人を経験し、転職のためやスキルアッ

プのために准看護学校に来たり、また来られる

際には、実は御家庭があったり、お子さんを育

てられている学生さんも多くいらっしゃいま

す。以前は、その方々が２年課程の昼間の看護

学校に行けていました。県立日南高等看護学校

や県立延岡高等看護学校には、全日制２年のコ

ースがあり、正看護師の資格が２年で取れたわ

けなんですが、現在は、その県立のコースがあ

りませんし、民間の看護学校にもそのコースは

ありません。

私は、児湯准看護学校だけではなく、ほかの

学校の教務主任の先生方からも意見を聞きまし

た。そうすると、昼間に通える２年の養成課程

があれば、現在の卒業生の半分くらいはその進

路を選択するだろう、また、特に延岡や日向の

看護学生は、２年、昼間学べるコースを求め
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て、福岡や熊本の県外の学校に行っているとい

う現実の声も寄せられました。

准看護学校の卒業生の多くは県内就職をして

くれていますが、やはり正看護師の資格を取り

収入をふやしたいし、１年でも早く正看が取れ

ることを望んでいます。看護師育成・確保のた

めにも、医師会等と連携し、全日制２年課程の

高等看護学校を県として再設置すべきだと考え

ますが、福祉保健部長、お考えをお聞かせくだ

さい。

県内の准看護○福祉保健部長（畑山栄介君）

師養成所を卒業し、准看護師免許を取得した方

々の多くは、県内の医療機関等に就職をしてい

ますことから、看護師免許の取得を希望する場

合は、昼間は働きながら、県内に３校ある医師

会立の夜間の養成所への進学や、あるいは通信

教育の受講により看護師を目指されているとい

うふうに伺っております。

県としましては、准看護師がより専門的な知

識・技術を持つ看護師を目指すことは望ましい

ことですが、お尋ねの昼間２年課程につきまし

ては、現状では、講師や実習施設の確保等の課

題もありますので、まずは、准看護師の進学ニ

ーズの現状等について、関係機関や養成所等と

の情報交換を行ってまいりたいと考えておりま

す。

ぜひその調査を行っていただ○図師博規議員

き、やはりお子さんを育てながら、家庭を守り

ながらの学生さんも多い、少しでも子供といる

時間、家庭で過ごす時間の確保のためにも、２

年課程の昼間のコースをぜひ再設置していただ

きたいと思います。

続きまして、障がい者の就労及び雇用実態に

ついて伺ってまいります。

全国的に、一般就労が難しい障がい者の方々

が働く就労継続支援Ａ型事業所で、突然の大量

解雇が相次いでいます。昨年、愛知県では、経

営に行き詰まった同系列２カ所の事業所が閉

鎖、69人の障がい者が解雇に、また岡山県で

は、Ａ型事業所７カ所が一斉に閉鎖、障がい

者283人と職員66人が解雇されるという事態が発

生しております。埼玉県でも53人、広島県で

も112人が解雇されるなど、本県でもこのような

経営困難に陥って突然解雇されるような事例が

出ないか気がかりであります。

そもそもＡ型事業所は、国の特定求職者雇用

開発助成金が１人当たり最大240万円支給され、

これをハード面の整備に充てたり、ほかにも国

から、また地方公共団体からも、１人当たり１

日につき5,840円が支給されることになっており

ます。そして、原則、それら給付金は事業所の

経費にしか充てられず、利用者の賃金には使え

ないのですが、経営困難などを理由に、給付金

の一部を賃金の支払いに回している事業所もあ

ります。

厚生労働省は省令を改正し、事業の収益か

ら、利用者、障がい者への賃金捻出の徹底を求

め、給付金からの賃金支払いを禁止しました。

この厳格化が事業所経営を圧迫していることも

事実でありますが、ゆえに行政指導のあり方が

問われているところでもあります。それではま

ず、県内の就労継続支援Ａ型事業所の数とその

主な業態、そして雇用者の推移が近年どうなっ

ておるのか、福祉保健部長にお伺いします。

利用者と雇用○福祉保健部長（畑山栄介君）

契約を結ぶことで、最低賃金以上が保障される

就労継続支援Ａ型事業所の数でございますが、

平成23年度末の11事業所から平成28年度末で52

事業所と、５年間で41事業所増加し、約4.7倍に

なっております。
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利用者数につきましても、平成23年度末の245

人から平成28年度末で802人と、５年間で557人

増加し、約3.3倍になっております。

また、Ａ型事業所が取り組んでいる主な業態

・業種でございますけれども、レストランやカ

フェの経営、弁当やケーキの販売などの飲食サ

ービスが最も多く、次いで、清掃、リネンの順

となっております。

事業所数や雇用者数がふえて○図師博規議員

いるのは喜ばしいことでありますが、それで

は、その経営実態であります。

次に、Ａ型事業所の経営がどうなっているの

か。先ほども申し述べましたが、国が厳格化を

求めた給付金を賃金に充当してはいけないの

に、している事業所がどれほどあるのか、また

相対的にＡ型事業所の経営状況がどうなってい

るのか把握されていますでしょうか、再度、福

祉保健部長にお伺いします。

利用者の賃金○福祉保健部長（畑山栄介君）

につきましては、原則として、各事業所での生

産活動等による収益によって支払われることに

なりますが、一部の事業所においては、この生

産活動等による収益では足りずに、事業所の運

営経費として支給される報酬の一部を賃金の原

資としているところが、議員からお話がありま

したとおり、全国的な課題となっているところ

であります。

このため、国からＡ型事業所の経営実態を把

握するよう指導がありまして、昨年、事業所を

所管する県及び宮崎市において調査を実施した

ところであります。調査の結果、報酬の一部を

賃金の原資としている事業所が、調査対象の49

事業所のうち、32事業所となっており、これら

の事業所には、経営改善計画の提出を求め、経

営の改善に向けた取り組みを指導しているとこ

ろであります。

調査対象49のうち、32が既に○図師博規議員

国からの厳格化の対象になってしまっておると

いう現状です。ただ、それが全てそのまま経営

困難であったり、事業所の閉鎖につながるとい

うことではないと思われますが、現場の声を聞

きながら適正な指導をお願いします。

それでは、続きまして、障がい者の雇用、特

にまた就労継続支援の事業に直結するであろう

障害者優先調達推進法、いわゆるハートフル法

についてお伺いいたします。このハートフル法

は、国及び地方公共団体が、障がい者がかかわ

る製品やサービスを優先的に購入するように義

務づけた法律で、毎年度、障がい者就労施設な

どからの物品購入などの調達方法を作成し、年

度ごとにその実績を公表することが義務づけら

れております。そこで、ハートフル法施行後、

県及び市町村の発注状況とその推移、そして主

な発注・調達内容をお答えください。福祉保健

部長。

県の障害者就○福祉保健部長（畑山栄介君）

労施設等への物品等の発注実績でございます

が、この障害者優先調達推進法が施行される前

年度の平成24年度では6,740万円となっており、

直近の平成28年度は１億191万円で51％の増額と

なっております。平成28年度実績の主なもので

ございますが、一般競争入札でのリネン関係の

業務発注が8,735万円、その他は随意契約による

もので、清掃関係の発注が524万円、印刷の発注

が470万円、その他物品購入が455万円などと

なっております。

市町村につきましては、平成28年度で5,036万

円となっており、主なものは、清掃関係の発注

が2,737万円、印刷の発注が553万円、その他物

品購入が936万円などとなっております。今後と
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も、障害者就労施設等に対する物品等の発注拡

大に向けて、県の関係機関並びに市町村に対し

て、協力を依頼してまいりたいと考えておりま

す。

確かに、ハートフル法施行○図師博規議員

後、県の発注額は伸びておりますが、答弁にも

ありましたとおり、一般入札での落札により受

注されているところもあります。これはハート

フル法にのっとっての受注なのかというのは、

非常に悩ましいところでもありますが、より積

極的に発注や購入を心がけていただきたいと思

います。各県の内容を見てみますと、大きな開

きがあります。宮崎はそれでも発注額としては

真ん中程度ではありますが、まだまだ工夫すれ

ば協働できるところがあろうかと思います。

次に、企業です。今度は企業側に一定の障が

い者雇用を義務づける障害者雇用促進法が改正

され、この４月から法定雇用率が２％から2.2％

に引き上げられます。そして、今までは、身体

障がい者、知的障がい者が法定雇用率の算定対

象であったんですが、これからは精神障がい者

がこれに加わります。

民間会社の調べによりますと、この法定雇用

率の引き上げを「知らない」と回答した企業は

約40％、さらに精神障がい者が追加されること

を「知らない」と回答した企業は約50％にも

上っています。そこで、本県では、障害者雇用

促進法の改正内容をどのように企業側に周知

し、その結果、精神障がい者の雇用がどのよう

な実態として推移しているのか、福祉保健部長

にお伺いします。

法定雇用率算○福祉保健部長（畑山栄介君）

定見直しの周知につきましては、国において

は、昨年５月の報道発表やホームページでの広

報に加え、今後、経済団体等を通じた企業等へ

の周知にも取り組むこととしております。県に

おきましては、昨年９月の障がい者雇用支援月

間を初め、障がい者雇用促進セミナーや障害者

就業・生活支援センターの活動等を通じて、そ

の周知に努めているところでございます。

また、精神障がい者の雇用につきましては、

平成28年度のハローワークを通じた就職件数

が508人、障がい種別の中で最も多くなってお

り、就業を継続している数も、平成23年度末

の478人が平成28年度末では1,276人となってお

り、５年間で約2.7倍になっております。主な就

職先としては、医療機関や介護施設などの福祉

関係施設への就職が半数を超え、次いで小売店

や飲食店が多くなっております。県では、今回

の法改正を好機と捉えて、関係機関とも連携を

図りながら、精神障がい者の雇用促進につなげ

ていきたいと考えております。

数字は伸びております。あと○図師博規議員

は、特に精神障がい者というのは、その障がい

者の特性を踏まえて、いかに継続していただく

かというところがポイントとなろうかと思いま

すので、ぜひ、きめ細やかな現場との連携をお

願いいたします。

続きまして、教育関係の質問に入らせていた

だきます。「地方教育行政の組織及び運営に関

する法律」の改正時に位置づけられました学校

運営協議会制度、いわゆるコミュニティ・スク

ール設置について伺います。

先日、高鍋町で開催されたコミュニティ・ス

クール合同研修会に、私の所属するライオンズ

クラブのメンバーと参加してまいりました。こ

のコミュニティ・スクールとは、学校と家庭・

地域との双方向の関係構築を目指すもので、学

校や地域が抱えるさまざまな課題に対して社会

総がかりで対応し、共有した目標に向かって、
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対等な立場でともに働く、そして汗を流すとい

うことを具体的にしていくものであります。言

葉での説明ではなかなかわかりにくい部分もあ

りますので、現在、県内で取り組まれているコ

ミュニティ・スクールの具体的な内容、そして

成果について、教育長に伺います。

コミュニティ・スク○教育長（四本 孝君）

ールは、保護者や地域住民等の意見を学校運営

に取り入れ、「地域とともにある学校づくり」

をより一層推進するための仕組みとして、制度

化されたものであります。本県の小中学校にお

きましては、92校でコミュニティ・スクールが

設置されております。これは県内全小中学校の

約25％に当たりまして、全国の小中学校等の設

置率約12％に比べ、高い状況にあります。一

方、高等学校や特別支援学校につきましては、

全国でも設置率は低く、本県においては、現

在、設置には至っておりません。

コミュニティ・スクール設置の成果としまし

ては、地域住民等が教育活動に積極的に参画し

たり、学校とともに課題の対応策を考えたりす

るなど、地域と一体となった学校運営を円滑に

行うことができるようになったとの声が寄せら

れているところでございます。

これまでは、今答弁にもあり○図師博規議員

ましたとおり、コミュニティ・スクールという

事業は、小学校、中学校が中心ではありまし

た。ただ、本年度から３カ年間は、高等学校や

特別支援学校への導入も進める計画が打ち出さ

れています。今後、このコミュニティ・スクー

ルをどう展開していくのか、また、特に高等学

校や特別支援学校とどのように連携を図ってい

くお考えであるのか、再度、教育長にお伺いし

ます。

コミュニティ・スク○教育長（四本 孝君）

ールの制度を定めております「地方教育行政の

組織及び運営に関する法律」の一部が昨年３月

に改正され、その設置が努力義務化されました

ことを受けて、現在、本県におきましても、小

中学校への設置を検討している市町村が広がり

つつあります。県としましては、全ての市町村

を対象に、コミュニティ・スクールの意義や仕

組み、運営の方法等についての研修会を開催し

たり、国からの情報を速やかに提供したりする

などの支援を行っているところであります。

一方、高等学校や特別支援学校につきまして

は、小中学校に比べて通学範囲が広域であるこ

となどから、コミュニティ・スクール設置につ

いては難しさがありますが、学校と地域とのつ

ながりの強化は重要でありますので、今後、地

域とのさらなる連携に努めてまいりたいと考え

ております。

このコミュニティ・スクール○図師博規議員

事業に取り組むことにより、授業数や部活動の

時間が減るのではないかという声も聞かれるこ

とがありますが、地域の中で子供たちが活動す

ることにより、地域の方々から褒められ、また

評価されることにより自信がつき、自己評価が

上がり、部活動でも地元代表であるという意識

が向上し、学力や部活動大会の成績もよくなっ

ているという先進地のデータが既にあります。

また、昨年、宮崎市と国富町、綾町の首長と

教育関係者でつくる本庄高校存続を求める「本

庄高校魅力化推進協議会」から出された要望書

の中には、学校の課題の解決や特色づくりを地

域一体で目指すコミュニティ・スクール事業に

取り組むということが織り込まれています。ぜ

ひ本庄高校と地元自治体を県が支援し、成果を

上げていただきたい。

そして、都農町では、既に平成21年から都農
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町ふるさと連携推進協議会が発足しており、小

・中・高校生が合同で行う町内クリーン大作戦

や、都農高校生を対象とした町内のインターン

シップ制度、また、ふるさとの花名所づくり植

樹活動など、町民と一体となった活動が起こっ

ております。これはまさにコミュニティ・スク

ール事業のモデルとなる活動でありますので、

本庄高校同様、都農高校への支援のほうも大い

に期待するところであります。

それでは、ここで再び知事の政治姿勢につい

て伺ってまいります。知事は、昨年12月２日午

後７時から開催された木城町比木神社の神事

に、御家族とともに参加していただきました。

プライベートの参拝にもかかわらず、祭典にも

参加していただき、せんぐまきまでも手伝って

いただいたことは、神社関係者だけではなく、

見学に来られていた方々も大変喜ばれていたと

ころです。そのとき奉納された勇壮な高鍋神楽

の舞を、知事は今も覚えていらっしゃると思い

ます。その途中で披露された木城魂龍太鼓や子

供神楽で、一生懸命にばちを振りおろし、また

緊張し震えながらも舞を踊り続ける子供たち、

小・中・高校生の姿を今も覚えていらっしゃる

と思います。

木城ではありませんが、今度は、新富町新田

神社でも２月17日に神事が行われ、ヤマタノオ

ロチ伝説に基づいた、太さ30センチのわら綱を

大蛇に見立てて真剣でばさっと切り落とす「蛇

切り」を含む新田神楽が奉納されました。ここ

でも新田神楽保存会の方々が中心となり、地元

の学校と連携し、学校の授業の中に神楽を取り

入れ、地域の歴史や伝統文化継承のとうとさを

子供たちに伝えています。

さらに、毎年８月１日に行われる都農の一の

宮神社夏祭りにおいては、都農高校が学校の行

事として取り組んでいるんですけれども、一の

宮神社から重い重いみこしや太鼓台を担いで街

を練り歩きます。高校生だけじゃないんです。

保護者の方も、学校の先生も一緒になって練り

歩くという大役を担っています。

このように、伝統文化を体当たりで学ぶこと

で、その地域に対する使命感や地域の中での存

在感が見出せるのです。もし地域に学校がなく

なれば、遠方まで通学を余儀なくされ、通学時

間が長くなればなるほど、地域で過ごす時間が

少なくなり、家族や文化と過ごす時間を奪うこ

とになります。特に高校は、人生の進路を決め

る大切な３年間です。その３年間の中で、勉学

はもちろんですが、地域の伝統や文化を体感

し、ふるさとへの愛着を持ってもらうことで、

卒業後、地元に残るか、また、たとえ県外での

生活を選んだとしても、いずれ地元に帰ってく

る揺るがない動機づけができると考えます。そ

こで、知事に伺います。地域における、小学

校、中学校、そして高校の役割をどのように認

識していらっしゃいますでしょうか。

学校は、子供たちの豊○知事（河野俊嗣君）

かな学びと成長を保障する場であります。ま

た、今お話にありました神楽や祭り、そういっ

たものを通じて、地域への愛着や誇りを育みな

がら、将来を担う子供たちを育成する、大変大

切な役割を果たしているものと考えておりま

す。また、学校は地域コミュニティーの拠点の

一つでもあります。地域振興を担う人材の育成

や、ふるさとの活性化等に貢献する、そういっ

た大変重要な役割を果たしているものと考えて

おります。

今の知事の御所見を踏まえた○図師博規議員

上で、次の質問に入ります。先日発表されまし

た、平成30年度県立高校の入試志願者数の状
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況、その内容について、主な傾向と全日制で倍

率が高かったところ、また低かったところ、そ

れらについて御説明を教育長に求めます。

平成30年度の県立高○教育長（四本 孝君）

等学校一般入学者選抜検査の志願状況につきま

しては、全日制の志願倍率が0.98倍、定時制の

志願倍率が0.31倍となっております。また、全

日制35校のうち、学校全体の志願倍率が１倍を

割り込んだ学校は18校、学科コースでは、全106

学科５コースのうち、45学科４コースでありま

す。

倍率が高かった学科は、順に、都城西高校フ

ロンティア科2.09倍、宮崎西高校理数科2.09

倍、宮崎大宮高校文科情報科1.98倍であり、低

かった学科は、福島高校普通科0.04倍、高千穂

高校生産流通科0.33倍、日南振徳高校商業

科0.49倍であります。なお、福島高校につきま

しては、先に連携型中高一貫校である串間中学

校を対象とした連携型入学者選抜を実施してい

るため、特に倍率が低くなっております。

それでは、一般入試後行われ○図師博規議員

る２次募集で、今言われた数字なり倍率は変動

することがもちろんあるわけですが、現時点で

県が示します１学年の学級数４～８学級、いわ

ゆる適正規模に満たない学校もしくは超えてし

まう学校がどれほどあるのか、教えてくださ

い。

現行の県立高等学校○教育長（四本 孝君）

教育整備計画では、国の基準であります１学

級40人を基本として、１学年の適正規模を４学

級から８学級としております。適正規模の下限

であります４学級において、１学年の適正規模

を満たすための人数だけを単純計算しますと、

数値上は、最終的には２次募集も含めまし

て、120人を超えることとなります。

現時点での県立高校入試の志願状況におい

て、推薦入試内定者と一般入試志願者の合計が

この120人を超えていない学校は、都農高校、宮

崎海洋高校、飯野高校、高城高校、福島高校、

高千穂高校、本庄高校、日南高校の８校となっ

ております。一方、適正規模の上限である８学

級を超える学校は、宮崎大宮高校、宮崎南高

校、宮崎西高校の３校となっております。

るる説明がございました。○図師博規議員

それでは、少し角度を変えます。次に、教育

長の諮問機関に宮崎県学校教育改革推進協議会

がありますが、まず、この協議会の役割や位置

づけ、そして本年度の協議内容において、少子

化等の対応について協議されたとも聞いており

ますが、その協議会の内容について御説明くだ

さい。

学校教育改革推進協○教育長（四本 孝君）

議会は、本県教育における中長期的な課題に対

して御意見をいただくために設置された、県教

育委員会の私的諮問機関であります。本協議会

は、学識経験者や行政関係者、教育関係者等か

ら構成されております。協議会本体のほか、地

区別協議会や専門部会を設置し、さまざまな分

野の皆様から幅広い御意見を聴取する体制を

とっております。

本年度は、「今後の高等学校教育改革」をテ

ーマに、「多様な生徒への対応」や「入学者選

抜制度の在り方」など、５つの柱について御協

議をいただきました。その柱の１つである「少

子化等に伴う生徒数減少への対応」につきまし

ては、「１学年の学級数の適正規模の在り

方」、それから「１学級の定員40人の在り方」

の２つの協議項目について御意見をいただいた

ところであります。

答弁にありましたが、協議さ○図師博規議員
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れた「少子化等に伴う生徒数減少への対応」に

ついての中の「１学年の学級数の適正規模（４

～８学級）の在り方について」の項目で出され

た主な意見を教えてください。教育長。

１学年の学級数の適○教育長（四本 孝君）

正規模につきましては、子供たちにとってより

よい教育環境を提供するために、現在の４学級

から８学級とする考え方は必要であるといった

御意見をいただいております。

また、適正規模未満の学校でも、ＩＣＴを

使った遠隔授業の研究を実施し、小規模化した

近隣の高校同士の連携などにより、教育の質を

確保することで、よい教育サービスが提供でき

れば、学校を維持できるのではないかといった

御意見や、地元の小規模な県立高校の存続のた

めに、地元市町村が財政的な支援を含めたバッ

クアップをすることなど、今後は県立高校も地

元市町村との連携や支援が欠かせないといった

御意見、学校間の格差が生じにくくなるような

施策とあわせて、適正規模のあり方を考える必

要があるといった御意見などをいただいており

ます。

私の手元にはそのときの報告○図師博規議員

書があります。それを全て読み上げるにはとて

も時間がありませんが、後ほどまたその答弁に

ついては言及したいと思います。

続きまして、同じく「１学級の定員40人の在

り方について」の項目ではどのような意見が出

されたのか、再度、教育長にお伺いします。

１学級の定員のあり○教育長（四本 孝君）

方につきましては、中学生の多様な進路の選択

肢を広く保つ意味で、１学級の定員を減らして

でも現在の学校・学科は維持してほしいといっ

た御意見をいただいております。これは主に、

１学科１学級が多い職業学科に対していただい

た御意見であります。また、県内の小中学校で

は、１学級40人未満で運営されているケースも

多いことから、高校の１学級40人という基準を

見直してはどうかといった御意見などをいただ

いております。

このような意見を踏まえ、１学級の定員のあ

り方につきましては、国の基準を踏まえなが

ら、地域における学びの保障に十分配慮し、可

能な限り柔軟な対応を検討することが求められ

るといった提言をいただいております。

これら協議会から出された答○図師博規議員

申を受けて これは教育長の私的な諮問機関―

であるとともに、教育委員会にも答申をする機

関であります。それでは、その報告書を受け、

今後、県教育委員会はどのように内容を生かし

ていくのか、再度、教育長にお伺いします。

今回、学校教育改革○教育長（四本 孝君）

推進協議会からいただきましたさまざまな御意

見を参考にしながら、現在、県立高等学校教育

整備計画の後期実施計画の策定を進めていると

ころであります。今後、県教育委員会といたし

ましては、後期実施計画の着実な推進に努めて

まいりたいと考えております。

協議会の意見を参考に、高等○図師博規議員

学校教育整備計画後期実施計画を進めていくと

いうことではありますが、学級数の適正規模に

関しましては、この報告書の中の８つの意見の

うち６つまでが、４クラスから８クラスの規模

を見直すべきという意見であります。また、１

学級40人のあり方についても、この報告書の６

つのうち５つの意見で、定員を見直すべきとの

意見が出されておりますので、これら多数意見

が反映される後期計画の推進となるか、しっか

りと注視していきたいと思います。

ここで、再確認をしておきたい内容がありま



- 125 -

平成30年３月２日(金)

す。私は今まで、入学者数が募集定員を大きく

下回ると教職員数が減らされることになり、そ

の減らされた分を県単独で予算化しないと小規

模校の存続ができなくなると考えていました。

教育長に伺いますが、入学者が募集定員を大き

く下回った場合、国から交付税措置される内容

にどれほどの影響があるのでしょうか、御説明

ください。

普通交付税の基礎と○教育長（四本 孝君）

なります基準財政需要額のうち、高等学校に係

るものは、教職員数及び生徒数をもとに算定さ

れます。このうち、人件費など教職員数をもと

とするものは、各学年の入学時の募集定員を合

計した収容定員に応じて算出される教職員数を

用いて算定されますことから、入学者の数が募

集定員を下回ったとしても、教職員数をもとに

した普通交付税の算定には影響ありません。

つまり、実際の入学者数では○図師博規議員

なく、募集定員数を減らさない限り、国からの

財政措置は減額されることなく、県の持ち出し

も必要ないということです。それであれば、改

革協議会の提言にもあるように、１学級が40人

未満であっても、少子化を逆手にとり、少人数

できめ細やかな指導をし、小規模校ならではの

よさを生かした学校づくりを目指すべきです。

今回、都農高校の一般入試志願者数と推薦入

試を合わせた数は81人でした。そして、昨年は

２次募集の志願者数が15人で、ことしも同数く

らいの志願者数が見込まれることから、来年度

も100人程度の入学者は期待できます。都農高校

は一時期、61人まで入学者数が落ち込んだこと

もありましたが、そこから今の校長先生が赴任

され、総合学科の魅力を最大限に生かしつつ、

都農町が通学費や検定試験料などを支援するこ

となどの努力が実を結び、入学者数が今、Ｖ字

回復をしております。

校長先生は言われました。「私は学校政策課

から赴任した校長だったので、来たときには、

行政側からも地域からも「都農高校を整理する

ため、なくすために来たんだろう」と言われ

た。冷たい言葉だった。それでも私は、生徒の

ために、生徒が地域で生き抜く力をつけてもら

うためだけに力を注いだ。すると、次第に学校

の先生方や地域の住民の方々が呼応してくれ、

今の都農高校を築き上げてきたのだ」と。

私の手元に保護者からの手紙があります。都

農高校にお子さんを通わせている保護者のお手

紙です。途中省略しながら読ませていただきま

す。「図師議員の県政便りを拝見し、どうして

も気持ちを伝えたく、文章にしたためました。

今の都農高校は５年ほど前からすると大きく変

わりました。私だけではなく、地元のみんなが

感じていることだと思います。生徒からの元気

のいい挨拶があり、そして帰宅途中でしょう

か、駅に向かう途中にごみを拾いながら帰る姿

など、とてもすがすがしい生徒がたくさんいま

す。（中略）都農町から通学費などの支援をい

ただくのはありがたいと思いますが、それだけ

では絶対に受験する生徒はふえません。受験す

る生徒がふえた理由の一番は、一生懸命に頑

張っている先生方がおられ、それに影響を受け

た生徒みんなが心温まる学校をつくり、それを

親が感じ取り、子供たちや親の間で口コミで、

いい高校、いい学校だと広がっているから受験

生が多くなっている、それが本当の理由です。

学校がなくなると地元の元気がなくなるからと

いう理由だけではなく、子供たちを見守って育

ててくれるすばらしい学校がなくなる、これが

悲しいのです。どうかぜひ都農高校が残るよ

う、何とか頑張ってください」。
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このように痛いほどの都農高校への思いと先

生方への感謝が込められた手紙であります。こ

のような思いを抱かれている保護者の方々は、

都農町だけではなく、串間市にも、えびの市に

も、都城市高城町にも、国富町にもいらっしゃ

るはずです。

この４月に、教育長が言われました、高等学

校教育整備計画の後期計画が発表されます。こ

のままでは、その計画の中には、適正規模に満

たない高校の統廃合の計画が織り込まれるはず

です。もし織り込まれないにしても、都農高校

よりも小規模な高校が存続するとするならば、

今まで統廃合を進められた地域や高校のＯＢ、

そして県民からも、納得できないという声が上

がることは間違いありません。

先ほど教育長の答弁にもありましたが、入学

者数が定員を下回った場合でも、募集定員を維

持していれば、国はそれに見合った財源措置を

し、県単独での教員確保の予算は必要ありませ

ん。また、国の教育再生実行会議において、

「教育がエンジンとなって「地方創生」を」と

の具体的な目標を挙げ、学校の力で地域を動か

すことを目指しています。学校というエンジン

なくして宮崎が前進することはないと考えま

す。地方創生のリーダーである知事に、都農高

校を含む県内の小規模高等学校の存続に関して

の思いを伺います。

少子化に伴う生徒数の○知事（河野俊嗣君）

減少等によりまして、高等学校の小規模化が進

みますと、いかにして教育の質を確保していく

かが大きな課題になると認識をしております。

このような中、都農高校につきましては、現行

の高等学校教育整備計画の中期実施計画に基づ

き、昨年度、再編統合の方針が示され、現在、

その準備が進められているところであります。

今後とも、小規模校の存続につきましては、地

域の実態等を踏まえながら、本県高校生にとっ

て、よりよい教育環境をしっかり提供していく

という視点に立って判断されるべきものと考え

ております。

知事の御答弁は、小規模校へ○図師博規議員

光を、そして小規模校存続のために尽力いただ

くという思いが込められておったと理解をした

いところでありますが、何よりも、地元、そし

て現場で頑張っていらっしゃる先生方が諦めな

い限り、私もその代弁者として質問を続けてい

きたいと思っております。

以上で質問を終わります。（拍手）

次は、来住一人議員。○ 原正三議長

〔登壇〕（拍手） 通告に基づ○来住一人議員

いて一般質問を行います。

憲法９条改憲をめぐる動きは緊迫の度を高め

ております。自民党は、３月25日の党大会まで

に９条改憲の条文案を提起する構えで、ことし

じゅうの国会発議に向けて動きを強めておりま

す。憲法９条が改憲されることは、国の形その

ものが変わることを意味し、私たちは今、重大

な岐路に立っていると思います。自民党がどの

ような９条改憲の条文案を決定するかは予断を

もって論ずることはできませんが、一つ明らか

なことは、安倍首相が、第１項、第２項は残し

つつ、自衛隊を明文で書き入れることを言明し

ていることであります。

憲法９条は、日本軍国主義が引き起こしたア

ジア侵略戦争によって、日本国民とアジアを初

めとする諸国の人々に筆舌に尽くしがたい苦難

を与え、その深い深い反省の上に確立したもの

であります。戦後間もなく自衛隊が創設されま

したが、１人の戦死者もなく、また１人の外国

人も殺していないのが自衛隊であり、これは世
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界に例を見ない、本当に世界に誇れるものだと

私は思います。ここには憲法９条が生きてお

り、このことは誰もが否定できないことである

と思います。

第１項、第２項を残したまま、自衛隊を明文

で書き入れるなら、後でつくられた法が前の法

に優先する、これが法律の一般原則と言われて

おりますので、第２項は空文化、死文化するこ

とになりますが、知事の認識を伺いたいと思い

ます。

後の質問は質問者席で行います。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

現在、憲法改正の議論におきまして、自衛隊

の存在を憲法に位置づけるのか否か、あるいは

位置づけるとすればどのように位置づけるかな

ど、さまざまな検討がなされているところであ

ります。今後、国会において議論が深められる

ものと考えておりますが、平和主義の根幹たる

９条の理念を踏まえつつ、我が国を取り巻く安

全保障環境の変化なども考慮に入れながら、慎

重かつ丁寧な国民的議論がなされるべきものと

考えております。以上であります。〔降壇〕

憲法９条を９条たらしめてい○来住一人議員

る、つまり９条の命と言うべきは、第２項にあ

ると思います。「陸海空軍その他の戦力は、こ

れを保持しない。国の交戦権は、これを認めな

い」。この第２項によって、歴代の政府は、集

団的自衛権は行使できないこととしてきまし

た。このことによって、先ほど申し上げました

ように、１人の外国人も殺さず、１人の戦死者

も出してこなかったと思います。第２項が集団

的自衛権を行使できない柱になっていると私は

思いますけれども、知事の所見を伺いたいと思

います。

憲法９条第２項は、戦○知事（河野俊嗣君）

力の不保持と交戦権の否認を定めておりまし

て、第１項の戦争の放棄とあわせて、憲法の基

本原理の一つであります平和主義を定めたもの

であります。憲法改正の議論におきましては、

この９条の根底にあります平和主義という理念

を大切にしながら、我が国を取り巻く安全保障

環境の変化も考慮し、国会や主権者たる国民の

間で、幅広い視点からの十分な議論がなされる

べきものと考えております。

高村副総裁は、「今度の憲法○来住一人議員

改正は、自衛隊は違憲ではない、合憲だという

ことに決着をつける」と、このように述べてい

るようでございますけれども、自衛隊が違憲か

合憲かが問われているのではないと思います。

自衛隊に海外で無制限の武力行使を許してよい

のかどうか、これが問われている。つまり、日

本の若者を海外で殺す・殺されるという関係に

追いやってよいのかというのが今問われている

と思います。

知事は一昨年９月議会で、「憲法９条は、戦

争の放棄、戦力の不保持と交戦権の否認を定

め、憲法の基本原理の一つである平和主義を定

めたものであります。憲法がまさに平和憲法と

呼ばれておりますように、（中略）９条の根底

にある平和主義という理念は、人類共通の財産

と言うべきものであり、今後とも守られるべき

ものと考えております」と語られました。憲法

９条に対する思いは現在も変わりないものと理

解をしてよろしいかと思いますけれども、知事

の所見を伺いたいと思います。

憲法９条であります。○知事（河野俊嗣君）

憲法の基本原理の一つである平和主義を定めた

ものであります。９条の根底にあります平和主
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義という理念につきましては、今後とも守られ

るべきものであるという私の思いは変わってお

りません。

さきの首相でありました福田○来住一人議員

康夫元首相や、古賀誠さん、亡くなっておられ

ますけれども、野中広務さん、加藤紘一さんな

ど、要職にあった多くの方々も９条は守るべき

と発言をされてまいりました。加藤紘一さんが

亡くなったときに、山崎拓さんだったと思いま

すけれども、テレビに出られて、加藤紘一さん

に「憲法９条を一切触ったらいけないのか」と

聞いたら「一切触ったらだめだ」と、こう言っ

たということがテレビで放映されていたのを記

憶しておりますけれども、私どもは、政治的立

場の違いを超えて、９条を守る一点で共同して

頑張っていきたいと、このように思います。

今、こうした団体・個人が９条を守る3,000万人

署名に取り組まれておりまして、私自身も全力

を尽くしてまいりたい、このように思います。

次に、平成27年４月に、日本学術会議が高レ

ベル放射性廃棄物の処分に関する政策提言を

行っております。提言は、将来世代への責任あ

る行動や最終処分へ向けた立地候補地とリスク

評価など、12項目から成っております。

要旨を述べますけれども、提言７では、「原

発の再稼働に対する判断は、安全性の確保と地

元の了解だけでなく、発生する高レベル放射性

廃棄物の保管に関する計画作成を条件とすべき

である。計画をあいまいにしたままの稼働は、

将来世代に対する無責任を意味する」と警告

し、提言９では、「高レベル放射性廃棄物を地

下300メートル以下 「以深」と書いているん―

です。活字で見るとわかると思うんですけれど

も、言葉でわからないので、「300メートル以

下」と言わせてもらいますけれども での地―

層処分は、安全性をどのように評価するかが重

要な課題となる。しかし、我が国は、海洋プレ

ートが大陸プレートの下に沈み込む位置にある

ため、安全性に対する懸念が払拭できない」、

このように指摘をいたしております。さら

に、300メートル以下では活断層の調査は困難

で、また地震動が地下水の流れに影響すること

も最も大きな不安材料として残る、このように

述べております。

日本学術会議は、御承知のように、任意団体

ではなくて、法律によって組織された団体であ

り、日本で最も権威ある団体と言われておりま

す。全ての原発が稼働するなら、わずか６年で

全ての使用済み核燃料貯蔵プールは満杯となり

ます。プルサーマルも破綻しており、核のごみ

問題は深刻な事態であります。現在稼働してい

る原発は、新たにつくり上げられた安全神話の

上で稼働しており、許せないのでありますけれ

ども、使用済み核燃料の処分の道筋が全くない

まま稼働させることは、無責任きわまりないと

思いますけれども、知事の所見を伺いたいと思

います。

国は、使用済み燃料に○知事（河野俊嗣君）

つきまして、「使用済燃料対策に関するアク

ションプラン」を定め、貯蔵能力の拡大や、最

終処分に向けた取り組みを着実に進めていくこ

ととしております。こうした方針のもと、原子

力発電所の再稼働も行われているものと認識を

しております。原子力政策につきましては、廃

炉の工程における技術開発や人材の確保など、

引き続き対応すべき課題もありますので、安全

性の確保を大前提に、国は責任を持ってしっか

りと取り組んでいただきたいと考えておりま

す。

これまでこの問題も何回か議○来住一人議員
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論をしてまいりました。私も前屋敷議員もして

まいりました。知事のお考えは、原発の稼働に

ついてはやむを得ないという態度をとってこら

れてきたというふうに思います。今、私が申し

上げましたように、日本学術会議も「将来世代

に対する無責任を意味する」と、このように警

告をいたしておりまして、知事を初め県の皆さ

ん自身が、原発やそういうものに対する大変な

知見はお持ちだと思いますけれども、日本学術

会議以上の知見を持っているとは私は思ってお

りません。そういう日本学術会議自身がこう

やって警告をしているという点から見ても、知

事の今の御意見には、私は全く同意できないも

のです。

地下300メートル以下の最終処分場について

も、学術会議は重大な疑義を発しております。

知事は昨年９月の議会において、最終処分場受

け入れの是非について判断すべき状況にない

と、このように答えられております。原発の稼

働を容認する一方で受け入れを拒否すること

は、論理上できないんじゃないか、また県民自

身もそのように思っていると私は思いますけれ

ども、この点についての知事のお考えをお聞か

せいただきたいと思います。

私は、将来的には、可○知事（河野俊嗣君）

能な限り原発に依存しない社会を実現していく

ことが重要であると考えておりますが、一方

で、安定的な電力供給や地球温暖化への対応等

を考慮しますと、今すぐ原発をゼロにすること

は、現実的には難しいと考えております。

また、高レベル放射性廃棄物の最終処分につ

きましては、国は、対話活動等により理解の深

まった地域において、約20年をかけて処分地選

定調査を行うこととしており、その過程で、段

階に応じて自治体の意向を確認し、反対がある

場合は、それ以上調査を進めない、そのような

方針であります。現段階で、本県への調査の申

し入れ等はありませんが、仮にそのような必要

が生じた場合は、市町村や議会、県民の意見を

お聞きした上で、慎重に対応することになるも

のと考えております。

慎重に対応するのは当然のこ○来住一人議員

とだと、このように思います。

宮崎県は現在、九州電力の株を380万5,980株

保有されております。昨年６月28日に九電の株

主総会が開催をされておりまして、この総会

で、「原発事業は行わない」とする定款の変更

を求める議案が提出されましたが、県を代表し

て出席した方は、この議案に反対をいたしてい

るようです。原発事業の容認は、県民の総意で

はないと思います。さらに、保有している九電

株は、知事個人のものでもなく、我々県民のも

のです。こうした事実からも、県民を代表して

参加しているのでありますから、少なくともこ

の議案には、反対すべきではなくて棄権すべき

ではなかったのかなと、このように思いますけ

れども、改めて知事の答弁を求めたいと思いま

す。

原子力発電につきまし○知事（河野俊嗣君）

ては、国のエネルギー基本計画におきまして、

エネルギー需給構造の安定性に寄与する重要な

電源としまして位置づけられております。この

ことを踏まえ、九州電力は、原子力規制委員会

が策定をしました新規制基準に基づく追加安全

対策はもとより、災害等に対応した特別点検な

ど、安全性の向上に努めていくこととしており

ます。

先ほども申し上げましたとおり、原子力の活

用は、安全性の確保を大前提に、国の責務とし

て取り組むべきものでありますし、電力の安定
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的な供給等を考慮しますと、直ちに九州電力が

原子力発電をやめるということは、現実的には

難しいものと考えております。このようなこと

から、この具体的な株主提案につきましては反

対をしたところでありますが、九州電力には、

引き続き徹底した安全性の確保に取り組んでい

ただきたいと考えております。

わかります。しかし、今、私○来住一人議員

が申し上げましたように、この議案に対して反

対をした、それ自身が法的にどうこうという問

題ではないと思います。ただ、道義上どうなの

か。つまり、県民の財産である株です。その県

民が持っている株の代表として参加された。そ

の県民は、原発稼働について賛成もいらっしゃ

る。いや困る、稼働させてはならないという人

もいらっしゃる。つまり、先ほど私が言いまし

たように、原発が稼働することについて、県民

の総意ではないと私は思います。

そういう点から見て、知事が原発の稼働につ

いてどのような御意見を持っていらっしゃって

も、私は、これについては、少なくとも態度を

保留する、つまり棄権する、それが賢明な立場

ではなかったかなと、改めてこのように思いま

す。ことしまた総会が行われると思いますけれ

ども、その点については、改めてしっかり議論

されて、対応していただきたいということをお

願いしておきたいと思います。

次に、森林の盗伐問題について質問をいたし

ます。この問題は、林野庁の政策とも深いかか

わりがあり、大変広く大きな問題であり、ま

た、被害に遭われた方々にとっては、本当に深

刻な問題であります。問題の大きさや重大さか

ら見るなら、私の調査や認識は、言うなら入り

口にも立っていないというものです。したがっ

て、物事の解決にはほど遠いものでありますけ

れども、解決の方向に少しでも近づけるなら

と、こういう思いを持って質問したいと思いま

す。

この問題は、既に新聞・テレビなどで報道さ

れておりますので、その概要については、知事

も御承知のことと思います。本県の林業の振興

や環境の保全、また治安を初め社会生活の安定

など、全般にかかわる問題であると思います。

まずは、この森林の盗伐問題に対する知事の姿

勢について伺っておきたいと思います。

森林の誤伐及び盗伐の○知事（河野俊嗣君）

被害に遭われた皆様に、まずは、心よりお見舞

いを申し上げます。誤伐・盗伐に対しまして

は、伐採届を偽造し、逮捕、起訴される悪質な

事案も発生しているところであり、まことに遺

憾であると考えております。

本県は、伐期を迎えた森林が多く、全国に先

駆けて伐採が進んでおります。森林・林業県と

して強い危機感を持って、これも全国に先駆け

まして、市町村や警察、関係団体と連携した体

制を構築し、伐採届の窓口での厳格なチェック

や、合同の伐採パトロールによる監視強化等の

対策に取り組んでいるところであります。

さらに、県内では、伐採事業者等で組織しま

すＮＰＯ法人が伐採及び搬出のガイドラインを

自主的に定め、適切な伐採への取り組みも進め

られております。これは林野庁も注目をしてい

る取り組みでありますが、県としても、これを

支援していきたいと考えております。今後と

も、被害者の皆様の声も真摯に受けとめ、森林

所有者への注意喚起や伐採事業者への指導強

化、森林境界の明確化など、的確な誤伐及び盗

伐対策に使命感を持って取り組んでまいりたい

と考えております。

それでは部長に、事務的にお○来住一人議員
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聞きいたします。盗伐が疑われる相談を受け付

けた年度ごとの件数、また受けた相談の処理、

措置はどのようにされているのか、部長の答弁

を求めます。

県及び市町○環境森林部長（川野美奈子君）

村が把握しております誤伐及び盗伐が疑われる

森林伐採についての相談件数でございますが、

平成26年度が２件、27年度が４件、28年度が19

件、29年度が１月末までに28件となるなど、急

増しているところでございまして、これまでに

計53件となっております。

県としましては、誤伐及び盗伐を重大な問題

と捉えまして、昨年８月から、県、市町村に相

談窓口を設置し、警察や森林組合等と連携強化

を図りながら、情報共有や現地確認を行うとと

もに、相談者に対して、被害届を提出する際に

必要となる書類等について助言するなど、きめ

細かな対応に努めているところでございます。

警察本部長に確認します。警○来住一人議員

察が受けた平成29年中、つまり平成29年１月１

日から12月31日までの森林窃盗、盗伐に関する

相談の内容、その内訳について、御報告をお願

いしたいと思います。

平成29年中49件○警察本部長（郷治知道君）

の森林窃盗に関する相談を受理しておりまし

て、その内訳は、２件が相談継続中です。それ

以外は、事件を受理して捜査中のものが６件、

民事上の示談が成立したものが15件、相談時に

既に時効が成立していたものが５件であり、さ

らに、匿名による相談、第三者からの森林窃盗

に関する情報提供、法的な手続に関する問い合

わせなどが計21件になります。

ありがとうございました。改○来住一人議員

めて確認しますと、相談件数49件、うち２件が

継続中、残り47件が警察の仕分けでは解決と

なった。その47件の内訳は、事件として受理し

たのが６件、示談成立が15件、時効成立が５

件、その他匿名による相談などが21件というこ

とであります。

被害者の方々の声で多いのが、「警察はすぐ

示談を勧める」、また「被害届を受理してくれ

ない」というものであります。被害者の実利を

考えて示談を勧めることもあるかもしれません

けれども、警察に対する信頼にかかわることで

あり、大変重要な問題であると私は思います。

受理してくれないとなると、被害者は行くとこ

ろがなくなり、不安は高まり、これに比例して

警察への信頼がなくなります。警察本部長にお

聞きしたいと思いますけれども、被害届を受理

する要件というのはどのようなものなのか、説

明をしていただきたいと思います。

森林窃盗罪につ○警察本部長（郷治知道君）

きましては、被害日時、境界線、被害樹木の大

まかな数量及び被害額の特定などを要件として

必要な捜査を行い、犯罪による被害であること

を明らかにした上で被害届を受理することとな

ります。

犯罪捜査規範というのをいた○来住一人議員

だきました。今、御答弁もありましたけれど

も、被害の年月日、金品及び時価などを聴取し

て、犯罪による被害であることを明らかにした

上で受理するということであります。

ただ、被害者には、犯罪による被害であるか

どうかを捜査する能力も権限も一般にはありま

せんので、警察で被害相談を受けて、これを捜

査して、明らかに犯罪であると確証したとき、

警察から被害者に連絡をとって、被害届を提出

してもらうという手順になるのではないかと、

このように思います。そうしますと、一定の時

間は要しますけれども、事件性がある・なしの
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連絡が被害の相談をされた方に行われるのだろ

うと思います。受け付けた相談を曖昧にすると

いうのが一番よくないことでありますから。

被害を受けた方にとっての最後の頼みは、行

政であり警察であります。被害者の皆さんに真

に寄り添っていただきたいと思います。盗伐・

窃盗が許され、曖昧にされたのでは、社会は腐

敗していきます。盗伐は絶対に許さないという

意志で業務に当たっておられると思いますけれ

ども、警察としての意志を改めてお聞きしてお

きたいと思います。

警察では、昨○警察本部長（郷治知道君）

年、２件３名の森林窃盗の被疑者を逮捕したと

ころでありますが、今後も犯罪があると思料す

るときは、法と証拠に基づいて、厳正に捜査し

てまいります。

部長にお尋ねします。伐採届○来住一人議員

の事務処理の段階で、盗伐・誤伐をチェックで

きる改善がどうしても必要であります。窓口は

市町村でありますが、このことについての県の

対応は、幾つか答弁されたんですけれども、改

めてお聞きしたいと思いますが、どのように対

応されているのでしょうか。御答弁よろしくお

願いします。

市町村によ○環境森林部長（川野美奈子君）

る伐採届け出の審査に当たりましては、これま

で、国が定めた事務処理マニュアルに基づき業

務を行ってきたところでございます。県では、

誤伐及び盗伐を防止するため、昨年８月に、国

のマニュアルを補完するものとして、登記簿謄

本や住民票による所有者の確認などを明記し

た、県独自の事務処理マニュアルを制定し、市

町村に対して周知・指導することによって、審

査業務の厳格化を図っているところでございま

す。各市町村においては、県のマニュアルを踏

まえ、より実態に即した審査となるよう改善を

図るために、事務処理要領の制定等に取り組ん

でいるところでございます。

被害を受けておられる方々に○来住一人議員

対する救済というのは、制度上は難しいと思う

んですけれども、その被害を受けておられる方

々に対する救済や対応はどのように考えておら

れるのでしょうか。部長、改めて答弁をお願い

します。

誤伐及び盗○環境森林部長（川野美奈子君）

伐の被害者に対しまして、救済として経済的な

補償を行うことは、困難であると考えておりま

すが、被害に遭った伐採跡地への植栽の要望が

あります場合には、現地の状況を十分に確認

し、植栽及び下刈り等の森林整備に対する補助

事業を活用してもらうなど、できる限りの支援

をしてまいりたいと考えております。

この問題の最後ですけれど○来住一人議員

も、被害者の皆さんは、被害者の会を結成され

て、知事に要望書を提出されております。要望

書に対する回答はされることになると思います

けれども、いかがされるでしょうか。部長の答

弁をよろしくお願いします。

県としまし○環境森林部長（川野美奈子君）

ては、宮崎県盗伐被害者の会からの要望につき

まして、その内容を真摯に受けとめ、適切な対

応に努めてまいりたいと考えております。現

在、提出された要望書にございます被害の実態

調査につきましては、各林業団体が実施してい

るところでございまして、県では、その調査の

進め方などについて、指導・助言を行っている

ところでございます。今後、その結果を踏ま

え、関係者との意見交換も行いながら対応を検

討し、３月中旬ごろをめどに文書で回答する予

定にしております。
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県のほうにも、また警察本部○来住一人議員

のほうにも改めてお願いしておきたいと思いま

すが、こうした問題に対して誠実に対応してい

ただきますように改めてお願いいたしまして、

この問題は終わりたいと思います。

次に、教育行政について質問をいたします。

まず、本県の公立小中学校、高等学校及び特

別支援学校のトイレの洋式化率の平成30年４月

１日の見込みについて報告を求めたいと思いま

す。

本県の公立学校のト○教育長（四本 孝君）

イレの洋式化率は、平成30年４月１日時点の見

込みで、小学校が37.4％、中学校が35.9％、高

等学校が28.4％、特別支援学校が83.1％であり

ます。

教育長、改めてまた、同じく○来住一人議員

今度は空調（冷房）の設置率の平成30年４月１

日の見込みについても報告をお願いします。

本県の公立学校の教○教育長（四本 孝君）

室における空調設置率は、平成30年４月１日時

点の見込みで、小学校が28.5％、中学校が34.2

％、高等学校が48.9％、特別支援学校が97.1％

であります。

トイレの洋式化と空調設置率○来住一人議員

が、全国的に見て宮崎県はどの位置にあるか、

これは教育長、知っていらっしゃるんですけれ

ども、改めて述べておきたいと思います。全国

で比較できるのは、平成28年４月１日現在であ

りますけれども、公立小中学校の洋式化は、全

国が43.3％、宮崎県は31.4％、全国42位であり

ます。ちなみに、１位は神奈川県で58.4％であ

ります。

空調のほうですけれども、平成29年４月１日

現在、普通教室、特別教室合計で、小中学校

は、全国が41.7％、宮崎県が30.3％、高等学校

は、全国は49.6％、宮崎県が48％、特別支援学

校は、全国が74.5％、宮崎県は92.1％でありま

して、高等学校と特別支援学校は、全国とほぼ

同じか、またそれ以上に進んでいる状況です。

北海道や北日本では冷房が必要でありません

ので、空調の設置率の順位を出すのは余り意味

はないというふうに思いますけれども、私が注

目したのは、小中学校の宮崎県の率が30.3％で

全国平均よりも11.4％も低い、さらに福島県

は54.4％であることです。近くの群馬県などで

最高気温を記録することはありますけれども、

福島県が宮崎県よりも平均気温が高いとは考え

られず、本県の設置率が余りにも低いと、この

ように言わなければならないと思います。

今回、２つの学校を見学させていただきまし

た。小学校と中学校です。２校とも普通教室の

空調はありませんでした。私の孫娘が通ってい

る中学校では、１年生の校舎、２年生の校舎の

トイレは、男女とも全て和式でした。３年生が

入っている校舎のトイレは、男女それぞれ１つ

ずつ洋式がありました。

学校の女性の先生からお話を聞きました。私

も初めて聞いたんですが、女の子は和式のトイ

レを利用するときに、スカートを汚す心配があ

るから、スカートを脱いでトイレに入るそうで

す。それは、小学校のときにスカートをはく機

会が少ないので、スカートを手繰り上げるとい

うことが余り上手にできないからだそうです。

そういう点からも、とにかく早く洋式化してほ

しいと、このようにお話をされました。

女の子ですから、私の孫娘に聞いてみた。

「脱いだスカートはどこに置くのか」と聞いた

んです。「置くところがあるのか」と聞いた

ら、トイレの入り口のドアをあけると、少し広

間、畳何畳かあって、その次に、今度はトイレ
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のほうに入っていくスリッパが置いてありま

す。そこに脱いで置くそうです。そういう点か

ら見れば、洋式に比べて和式は本当に不衛生で

ありますが、スカートを置くところもじかに置

くというのですから、大変驚いたというのが実

感でありました。

学校が災害時の避難所となることからも、ト

イレの洋式化が大きく進もうとしています。東

京都は、2020年までに、小中学校の８割のトイ

レを洋式化する目標を掲げております。奈良県

生駒市は、2018年度までに、小学校全12校、100

％洋式化するそうです。同じく奈良県橿原市で

は、2017年度以降、洋式化に加え、温水洗浄便

座（ウォシュレット）を150基以上設置するそう

でございます。

私の孫の学校の話に戻りますけれども、案内

していただいた先生によると、夏は、２階に教

室があるものですから、２階に上がる階段の途

中から、とにかく熱気でむっとしてくる、それ

で、風のないときには授業になりませんよとい

う訴えがありました。

学校保健安全法に基づく学校環境衛生基準が

あります。平成21年４月１日から施行されてお

ります。これによると、教室の換気、保温など

が細かく規定されております。教室内温度は10

度以上30度以下が望ましいとなっております。

文科省は、この「学校環境衛生基準の施行につ

いて」という通知を県教委などに発しておりま

す。公立小中学校、県立高校、特別支援学校の

トイレの洋式化、空調設置の促進に関しての県

教委の考え方について述べていただきたいと思

います。

トイレの洋式化や空○教育長（四本 孝君）

調の設置など、児童生徒が学びやすい環境等を

整えますことは重要であると考えております。

県立学校につきましては、建物の老朽化対策や

長寿命化対策を優先して進めております。トイ

レの洋式化や空調の設置につきましても、これ

まで緊急性等を考慮して整備を進めてきたとこ

ろであり、今後とも、継続的な整備に努めてま

いりたいと考えております。

また、市町村立小中学校につきましては、市

町村において検討がなされるものではあります

が、県教育委員会といたしましては、国の補助

制度の周知や参考となる事例の紹介などを、研

修会や担当者会議などさまざまな機会を通じ

て、積極的に情報提供してまいりたいと考えて

おります。

比較するのはどうかと思いま○来住一人議員

すけれども、私たちは、こうやって快適なとこ

ろで会議を開いております。こうした快適な環

境を子供たちにこそ保障しなければならないの

ではないかと、このように私は思います。県、

市町村挙げて、ぜひ努力をしていただきたいと

いうことを改めてお願いしておきたいと思いま

す。

都城きりしま支援学校、日向ひまわり支援学

校の教室不足を解消する事業の進捗状況につい

て、教育長の報告を求めたいと思います。

都城きりしま支援学○教育長（四本 孝君）

校と日向ひまわり支援学校の教室不足の解消に

つきましては、両校とも軽量鉄骨構造の校舎増

築で対応することとしており、本年度は、その

基本設計と実施設計を行っております。来年度

は、建築工事に着手するため、平成30年度当初

予算案に工事請負費を計上しているところであ

ります。予定では、平成31年４月からの供用開

始を見込んでおります。

教室不足は本当に深刻であり○来住一人議員

ますから、関係者の皆さん、大変期待をされて
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いると思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。

最後になりましたけれども、就学援助の新入

学児童生徒学用品費等の入学前支給を予定して

いる自治体が、宮崎県内、小学校で７自治体、

中学校で８自治体となっております。いよいよ

近く入学式があるわけですけれども、入学以前

に準備金が親御さんに渡って、ランドセルを

買ったり制服を買ったりすることになるわけで

す。まだ小学校で７自治体、中学校で８自治体

にとどまっているようですけれども、これを拡

大できないのか、教育長の所見を求めたいと思

います。

就学援助につきまし○教育長（四本 孝君）

ては、学校教育法に基づき、市町村教育委員会

が主体的に実施をしているところでございま

す。国が平成29年度から、小学校に入学する前

の就学予定者に対して、新入学児童生徒学用品

費等を速やかに支給できるよう交付要綱を改正

しましたことから、県教育委員会では、市町村

教育委員会に対して、制度の趣旨を踏まえた対

応をお願いしてきたところでございます。

平成30年４月の入学前に支給を検討している

市町村教育委員会も複数出てきておりますの

で、県教育委員会といたしましては、今後と

も、新入学児童生徒学用品費等の早期支給の取

り組みが進むよう、引き続き周知を行いますと

ともに、就学援助の充実に向け、必要な情報の

提供や助言等に努めてまいりたいと考えており

ます。

私の記憶では、一番進んでい○来住一人議員

るのが岩手県だったんじゃないかと思います。

実際の窓口は、各市町村であったり、また学校

現場だったりすると思いますけれども、ぜひと

も、全ての市町村が事前に届くように努力をし

ていただきますように、改めてお願いいたしま

して、私の一般質問を終わります。ありがとう

ございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○ 原正三議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時35分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開○横田照夫副議長

きます。

次は、松村悟郎議員。

〔登壇〕（拍手） 自由民主党○松村悟郎議員

の松村悟郎でございます。今回も遠いところ傍

聴ありがとうございます。

早速質問に入ります。

先月、平昌オリンピックが終了し、今月９日

からはパラリンピックが行われます。そして、

２年後の2020年には、いよいよ東京オリンピッ

ク・パラリンピックが日本で開催されます。世

界中の国や地域から、多くの選手やスタッフ、

メディア関係者、観客などが訪れ、大変な量の

食事が消費されることになり、日本の食文化

が、そして地域の魅力が世界中に発信されるこ

とになります。本県農産物も絶好のアピール

チャンスでありますが、ただ、東京オリパラで

の農産物の提供にはＧＡＰ認証が必要となりま

す。また、昨年12月に農林水産省が、ＧＡＰ認

証を取得した農産物の年間出荷量について初め

て調査結果をまとめたところ、既に穀類と青果

物の合計26品目で10万トンにも上り、全国でＧ

ＡＰ認証の農産物の生産も始まっていると改め

て感じたところであります。このように、全国

の産地が食材提供に向けた準備を進めているよ

うでありますが、東京オリパラヘの本県食材の
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提供についてどのように考えておられるのか、

知事にお伺いいたします。

以下の質問は、質問者席で行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

東京オリンピック・パラリンピック競技大会

への県産食材の提供は、国内外への魅力発信や

輸出の促進などにつなげる絶好の機会であると

考えております。また、大会の食材調達基準で

ありますＧＡＰ等の認証は、今後の国内外の取

引における標準になるものと見込まれておりま

す。県産食材の未来を見据えますと、この大会

を契機に、ＧＡＰ認証取得の取り組みを進めて

いく必要があると考えております。このため本

県では、昨年８月に「ひなたＧＡＰ」の認証制

度を創設し、先月、県内初の認証を行うなど、

生産者や品目の拡大に向けた取り組みを着実に

進めているところであります。また、大会で飲

食を提供する業者が来年度中に決定される見込

みでありますことから、本県とのつながりの強

い大手給食事業者や食品卸事業者との情報交換

や、本県食材のＰＲを行っているところであり

ます。今後とも、大会への食材提供の実現に向

け、県内関係者と一体となって取り組んでまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

ありがとうございます。本県○松村悟郎議員

も、他産地におくれをとることなく、このチャ

ンスを生かして、農水産物のＰＲに努めていた

だきたいと思います。

答弁にありました「ひなたＧＡＰ」について

は、県が、県内各産地において「ひなたＧＡＰ

認証」の取得を推進しているところであります

が、本年２月７日には、私の地元である高鍋町

のキャベツ農家が、県内第１号となる「ひなた

ＧＡＰ認証」を取得いたしました。現在、高鍋

町では、農畜産品のブランディングを推進する

ため、「安心・美味しい農産品プロジェクト」

に取り組んでおり、その中で、ＧＡＰによる農

産品の品質管理を指導し、農産品の評価や付加

価値を高める計画を進めているところでありま

す。このたびの第１号認証は、町の計画を具現

化するための第一歩であり、今後の地域での普

及・拡大を後押しするものとして、関係者は大

いに喜んでおります。認証農家の方から、「認

証を契機に取引先の信頼が得られ、販路拡大や

経営改善につながることを期待している。チャ

ンスがあれば、オリンピックに提供できる作物

の生産にもぜひチャレンジしたい」と、実に頼

もしい御意見がありました。県には、今後と

も、ひなたＧＡＰ認証取得農家の育成に向け

て、より一層の指導・支援に取り組んでいただ

き、認証取得農家に由来する本県産の食材が幅

広く供給されることを大いに期待しております｡

次に、ひなたＧＡＰ認証制度を活用した有利

販売についてであります。東京オリパラを契機

に、今後は、国内・海外流通においてもＧＡＰ

認証を求める動きが加速してまいります。特

に、世界市場を見据えた販売を展開するために

は、ＧＡＰ認証は必須アイテムであるととも

に、新たな付加価値として産地間競争を勝ち抜

く重要な要素の一つとなるのではないかと考え

ます。農家がＧＡＰ認証を取得するためには、

多くの手間と苦労を伴うわけでありますが、私

は、ＧＡＰ認証の取得が、取引面で販売単価に

反映されるなどのメリットにつながれば、農家

のモチベーションも高まり、より一層の取り組

みが促進されると思うのですが、県は、ひなた

ＧＡＰ認証制度を活用した有利販売につながる
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戦略をどう考えているのか、農政水産部長にお

伺いします。

ＧＡＰは、安○農政水産部長（大坪篤史君）

全・安心な農産物の生産によりまして、消費者

の信頼を得ていく取り組みでありまして、今

後、量販店等は、ＧＡＰを前提とした取引を進

めていくものと考えられます。このため、県と

しましては、ひなたＧＡＰ認証制度につきまし

て、消費者への制度の周知や、認証マークを利

用した市場等へのＰＲ、さらには、産地が一体

となった団体認証取得による量販店等との取引

の推進など、有利販売につながる取り組みに努

めてまいります。また、海外への輸出につきま

しても、国際水準ＧＡＰの取得が求められてお

りますため、今後、そのレベルまでステップ

アップできるように取り組んでまいりたいと存

じます。

農家の努力に対する対価は、○松村悟郎議員

生産物の販売単価に反映されることだと思って

おりますので、ＧＡＰの実践による農家や産地

の体質強化に加え、ぜひとも有利販売につなげ

る仕組みを構築していただきますよう、よろし

くお願いいたします。

次に、露地野菜を中心とした加工・業務用野

菜の振興についてであります。近年、生活スタ

イルの変化により、食の外部化が進展し、加工

・業務用野菜の需要は着実に伸びており、今後

もその傾向は続くと予測されます。私は、今後

の産地においては、このような趨勢を意識し、

しっかり対応できる体制づくりに取り組む必要

があると思っています。しかしながら、現在の

西都・児湯地域では、一ツ瀬や尾鈴地区など、

畑地かんがい施設の整備・利用が進められてい

る畑作地帯を中心に、キャベツや白菜、ホウレ

ンソウ、大根等の露地野菜の作付が推進されて

いますが、その作付面積がほぼ横ばいの状況と

なっており、十分に対応できていない状況にあ

ります。そこで、今後の加工・業務用野菜の作

付拡大について、県の考えを農政水産部長にお

伺いいたします。

加工・業務用○農政水産部長（大坪篤史君）

野菜につきましては、消費ニーズが高く、安定

した収益が見込まれるところであります。一

方、作付の拡大を図る上では、露地栽培は天候

の影響を受けて生産が不安定であることや、種

まき、植えつけ、収穫などの作業労力がかかっ

て人手不足になりやすいこと、さらには、加工

事業者に一定の品質の野菜を安定的に供給する

必要があることなどの課題がございます。この

ため、県といたしましては、畑かん施設を有効

活用した安定生産技術の普及や、収穫等の省力

化を図る機械導入への支援を行いますととも

に、地元加工業者との契約栽培を推進し、加工

・業務用野菜の作付拡大を図ってまいりたいと

考えております。

私も、作付拡大に向けては、○松村悟郎議員

加工業者などへの原料が安定的に供給されるこ

とが重要であり、そのためには、契約栽培への

取り組みは有効と考えられますが、これまでの

契約栽培は、数量と単価のみの契約が中心で、

種子の確保から施肥・防除の栽培管理や収穫時

期の決定などについては、個々の生産者の判断

により実施される傾向にあったと思っていま

す。特に、加工業者などが求める定時・定量・

定質の原料供給に対して、個々の生産者では生

産規模が小さいことや、収穫用の機械が調達で

きないことなどから、契約取引に至らない事例

もあると聞いています。

このような中、西都・児湯管内の露地野菜の

一部において、新たな生産方式の仕組みとし
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て、農業版インテグレーションの取り組みが始

まっています。その取り組みはまだ日が浅いこ

とから、今後はその効果検証を十分に行う必要

があると思っておりますが、県は、農業版イン

テグレーションについてどのように取り組んで

いくのか、農政水産部長にお伺いします。

農業版インテ○農政水産部長（大坪篤史君）

グレーションとは、中心経営体と呼ばれる農業

法人や集落営農組織等が、マーケットニーズに

基づき、生産から流通、そして加工までを一体

的に管理していく取り組みでございます。現

在、県内では、児湯地区や西諸県地区の中心経

営体がこの農業版インテグレーションを構築し

まして、農家と加工事業者を結びながら、農家

所得の安定確保に貢献しているところでござい

ます。こういった取り組みを推進するため、県

では本年度から、意欲ある農業法人等を中心経

営体として位置づけまして、産地と加工事業者

のマッチングを行う地域戦略会議の開催や、省

力化機械の実証支援などを実施しているところ

であります。今後も、関係機関と連携して、農

業版インテグレーションを県内各地に広めてま

いりたいと考えております。

私は、露地野菜の振興を図る○松村悟郎議員

ためには、生産基盤の整備はもとより、生産物

の安定販売につなげる販売力の強化も極めて重

要と考えています。ＧＡＰ認証取得の取り組み

や、農業版インテグレーションの取り組みの拡

大も、その一つと考えております。県におきま

しても、今後とも、これらの取り組みの拡大に

向けて、御指導、御支援をお願いしたいと思い

ます｡

次に、農業大学校についてであります。

多くの産業で人材の育成・確保が課題になる

中、林業の分野では、2019年の林業大学校開講

を目指して準備が進んでいます。農業の分野で

は、本県の農業人材育成の中核施設である農業

大学校において、昭和９年の農民道場としての

開設以来、教育内容や施設の再編を行いながら

多くの人材を輩出してきました。一方で、農業

従事者の高齢化が進み、農業人材の育成・確保

は待ったなしの状況にあります。近年では、農

業が将来性のある「稼げる産業」「もうかる職

業」として再認識され、農業に魅力を感じる若

者もふえてきているのではないかと感じてお

り、農業大学校の入学生も増加しているとお聞

きしております。そこで、近年の農業大学校入

学者数と増加の理由について、農政水産部長に

お伺いします。

農業大学校の○農政水産部長（大坪篤史君）

入学者数は、定員の65名に対しまして、平成27

年度は54名、28年度は63名、29年度は69名と、

年々増加している状況にございます。その理由

としましては、まずは、職業としての農業に魅

力を感じる若者の増加が背景にあると考えられ

ます。さらには、農業大学校の職員が県内の高

校を訪問しまして、特に農業系高校では教職員

との情報交換を行い、学校の取り組み内容の紹

介や周知を丁寧に行ってきたこと、また、農業

高校の生徒や教職員等へのアンケートや聞き取

りを行いまして、よりわかりやすい学科へと再

編を行ったことなどによりまして、農業大学校

への理解が深まり、近年の増加につながったも

のと考えております。

先月の新聞等の報道で、本県○松村悟郎議員

の農業大学校の学生が、プロジェクト発表・意

見発表の九州大会において、全国大会出場枠５

枠のうち３枠を獲得したとの話題が紹介されま

した。このように、最近、テレビのニュースや

新聞などで、農業大学校の学生たちが頑張って
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いる姿を目に、耳にするようになりました。こ

のことは、農業大学校が若者に魅力ある新しい

チャレンジを続けているあらわれではないかと

感じております。定員を上回る入学者が確保で

きているとの答弁でしたが、この入学者数の増

加は、農業大学校における指導内容等が大きく

変わったことも要因ではないかと考えます。そ

の取り組みについて、農政水産部長にお伺いし

ます。

農業大学校で○農政水産部長（大坪篤史君）

は、これまでも、時代のニーズに対応し、随時

指導内容の見直しを行ってまいりましたが、最

近の事例を４つほど御紹介させていただきます

と、まず１点目が、農業経験の有無にかかわら

ず、わかりやすく学習できるように、１年生の

前期に総合学習を行いまして、後期から専攻ご

との学習に移行する体制としたこと。２点目

が、先進的な企業や農業法人などの経営者によ

る講義や演習など、農業をビジネスの視点で捉

えた教育を取り入れたこと。３点目が、農業関

連事業者と連携し、ＩＣＴや最先端の農業機械

を活用した農業生産など、農業の将来を見据え

た取り組みを行ったこと。そして４点目が、学

生による模擬会社の設立や、常設の販売スペー

スを活用した経営体験等に取り組んだことなど

がございます。より実践的な学習内容になるよ

うに、現在も努めているところでございます。

農業従事者の高齢化がますま○松村悟郎議員

す進む中でございます。新たな農業の担い手を

将来にわたり安定して育成していくことが重要

であり、農業大学校は、引き続きその中心的な

役割を担っていただく必要があります。農業に

夢を抱いて入学した学生たちは、農業大学校で

学び、育ち、卒業後には農業を担い支える人材

として県内各地域で活躍されていることと思い

ますが、卒業生の進路について農政水産部長に

お伺いします。

農業大学校の○農政水産部長（大坪篤史君）

卒業生は、年によって多少の変動はございます

が、８割以上が県内に就職している状況にござ

います。その進路につきましては、近年、農業

に従事する方が約６割と最も多く、そのうち、

即戦力の人材として求人の増加している農業法

人等に就農する方が７割程度を占めておりま

す。また、そのほかの方も、農業大学校での学

びを生かしまして、そのほとんどがＪＡ等の農

業関係団体や食品・農業資材関連産業に就職し

ております。なお、明日、卒業式を迎えます本

年度の卒業生につきましては、自営や法人就農

など農業に従事する方が、全体の61％に当た

る35名、それから、農業関係団体等へ就職する

方が、35％に当たる20名、さらに、４年制大学

への編入による進学をされる方が、４％に当た

る２名となっているところであります。

答弁にありましたような取り○松村悟郎議員

組みにより、農業大学校の魅力が増し、入学を

目指す若者がふえていくこと、これは本当に喜

ばしいことだと思います。ただ、農業大学校で

受け入れられる学生数には限りがあります。そ

の結果として、残念ながら、農業大学校への入

学がかなわない方もいらっしゃいます。中に

は、実家が農業を営んでおり、その後継者とし

て農業高校に進み、高校卒業後も引き続き農業

を学びたいという若者もおられると思います。

入学希望者がふえる中において、より多くの優

秀な人材を確保し、育てるためには、さらなる

教育内容の改善に加えて、入学定員の見直しに

ついても、将来に向けては検討する必要がある

のではないかと思います。農業大学校では、農

業の将来を担う若者の確保に向けてどのように
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取り組むのか、農政水産部長にお伺いします。

平成30年度の○農政水産部長（大坪篤史君）

入学試験につきましては、定員65名に対して95

名の方が受験されまして、そのうち合格者が71

名、不合格者が24名となったところでありま

す。担い手対策を進めております中で、こう

いった入学できない若者がいるということは、

大変もったいないことでございまして、農業大

学校では、定員を若干オーバーしてでも対応で

きる範囲内で合格者を出しているところでござ

います。入学定員の見直しにつきましては、施

設や受け入れ体制の問題もありますので、今後

の志願者の動向を踏まえながら、慎重に検討し

てまいりたいと考えております。

これだけ若い方が農業を目指○松村悟郎議員

していただく。こんなチャンスはないと思いま

す。このチャンスを生かして、引き続き大学校

を前に進めていただきたいと思います。児湯地

域には、農業大学校と高鍋農業高校がありま

す。本県の中心的な農業人材育成の拠点でもあ

ります。引き続き、大学校と高等学校、高大連

携を密にして、優秀な人材を可能な限り多く育

成していただきたいと思います。期待しており

ます。

次に、地域の核となる図書館づくりについて

であります。

私は、９月定例会の自民党代表質問におい

て、全国的に書店の廃業が進み、県内８つの自

治体で書店が全くないこと、そして、県立・市

町村立図書館の図書購入の実績と購入先の状況

について質問し、ともに図書購入等の資料費が

減少していること、市町村立図書館の図書購入

が県外業者と県内業者が半々になっていること

などを執行部から回答いただきました。地元の

書店から図書を購入することは、地元でできる

ことは地元でやるという地方創生の基本中の基

本であり、地域内経済循環に貢献することであ

ります。公立図書館運営の県外業者への業務委

託や指定管理は、地域に合った独自の図書館運

営や図書の選択、図書館業務のノウハウなどを

地域からなくしてしまう一因となります。読書

日本一を目指す宮崎県としては、街の書店の存

在意義と図書館の運営のあり方等について、

しっかり考慮していただきたいとお願いしたと

ころでありました。

そこで、前回の答弁からもっと具体的に、平

成28年度の市町村立図書館の図書購入状況と県

内書店から購入できない理由を、教育長にお伺

いいたします。

今回、図書館を設置○教育長（四本 孝君）

しております市町村に調査をいたしましたとこ

ろ、平成28年度に、市町村立図書館が書店等か

ら購入している図書の金額の合計は、約１

億3,000万円、冊数の合計は、約８万冊となって

おります。そのうち、県外の書店等から購入し

ている金額は約5,000万円、冊数は約３万冊で、

ともに約40％となっております。また、購入金

額から見ますと、図書のほとんどを県内の書店

等から購入している市町村は５割弱、図書のほ

とんどを県外の書店等から購入している市町村

は４割弱となっております。県内書店から購入

できない主な理由としましては、県外書店等の

ほうが在庫が豊富であることや、県外書店等で

購入すると、ラベルやカバーをつけるサービス

が受けられるといったことがございます。

県外の業者は、本の装備、つ○松村悟郎議員

まり図書にラベルやカバーをつけるなど、県内

の書店には提供が難しいサービスを行っている

ようです。また、地元の書店組合等から図書購

入している形をとりながらも、実際は東京の業
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者から購入しているという実態も一部あると聞

いております。全国的にも同じような状況にあ

るとのことでもあります。

そんな中、北海道の幕別町では、その仕組み

を、地元の書店から図書を購入する方式に変え

たそうです。幕別町はどのようにこの装備の問

題を解決したかといえば、地元の就労継続支援

Ｂ型事業所に装備を委託して、全てを地元で行

えるような仕組みを新たにつくったそうです。

この幕別モデルが、他県の図書館にも広がりつ

つあるとも聞いています。このことは、地域内

経済循環にも貢献するだけでなく、障がい者の

方々の就労の機会をふやし、就労継続支援事業

所の受託拡大につながることでもあると考えま

す。県が策定した「宮崎県障がい者工賃向上計

画」は、平成27年度から29年度までを対象とし

ており、最終年度である平成29年度には、就労

継続支援Ｂ型事業所の工賃額を、１人当たり月

額１万9,300円以上とする目標を掲げておりま

す。そこで、現時点での本県の障がい者工賃向

上計画の達成状況と、就労継続支援Ｂ型事業所

の数及び利用者数について、福祉保健部長にお

伺いいたします。

県では、障が○福祉保健部長（畑山栄介君）

い者の自立を支援するため、雇用契約を結ばず

生産活動の対価として支払われるＢ型事業所の

工賃水準の向上を目指し、工賃向上計画を策定

しているところでございます。その達成状況に

つきましては、直近である平成28年度の平均工

賃額が１万7,960円で、同年度、28年度の目標工

賃額１万8,000円に対して99.8％の達成率となっ

ております。また、県内のＢ型事業所の数でご

ざいますが、平成29年３月末時点で118事業所

で、利用者数は2,361人となっております。

県の月額工賃は、ほぼ計画ど○松村悟郎議員

おりの進捗でありましたが、その額は県全体の

平均であります。私の選挙区内にある町の平均

工賃額は１万1,000円ちょっとであり、残念なが

ら、平成28年度の県の目標工賃額１万8,000円に

もまだまだ到達しないような状況にあります。

そこで、県が発注機会の増加や販路の拡大に向

けて、福祉事業所が共同あるいは連携できやす

くなるような取り組みや、事業の展開に必要な

ノウハウ等を共有・蓄積できるようにするため

の研修など、就労継続支援Ｂ型事業所の受託事

業の受注拡大に向けて、県はどのように取り組

んでいるのか、福祉保健部長にお伺いします。

Ｂ型事業所に○福祉保健部長（畑山栄介君）

おける受託事業等の受注拡大につきましては、

中小企業診断士などで構成される支援チームを

Ｂ型事業所に派遣し、売り上げ向上や販路拡大

等に関する指導・助言を行うとともに、地域の

イベントや大型ショッピングモール等におい

て、複数の事業所が参加して物品等の共同販売

を行っております。また、県の関係機関及び市

町村に対しても、障害者優先調達推進法による

官公需の発注促進への協力を働きかけるなど、

さまざまな取り組みを行っているところであり

ます。さらに、今年度新たに、農業に関する知

識の習得及び技術向上等を支援する事業によ

り、農業分野との連携強化にも取り組んでいる

ところであります。今後とも、事業所が継続し

て取り組める図書の装備のような分野も含めて

受注拡大を図り、障がい者の工賃向上に努めて

まいりたいと考えております。

ありがとうございます。県も○松村悟郎議員

目標達成のためにいろいろ取り組みをされてい

ることはよくわかりましたが、現実的には目標

が達成できていないことも事実であります。こ

れまで以上に大胆な発想での新たな取り組みも
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大事ではないかと考えます。この幕別モデルを

実施するためには、福祉事業所が図書の装備の

スキルを身につけることはもちろんのこと、複

数の福祉事業所の連携も必要になってくると思

います。県が、図書の装備についての知識・ス

キルの取得と維持向上のための研修や訓練の機

会を設けていただくよう、お願いしたいと思っ

ております。また、市町村とも連携して、それ

ができるよう指導力を発揮していただきたいと

思います。

他県では、県立特別支援学校のカリキュラム

の一つに、図書の装備を入れることを検討して

いる県もあると聞いています。これは、厚生労

働省より平成29年３月に出された、「指定障害

福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に

関する基準について」の一部改正に対応するも

のだと聞いております。この改正により、福祉

事業者には、きちんとしたスキルを有する人員

を有して、収益事業を計画的に行うことが求め

られており、具体的なスキルを身につけた障が

い者の人材育成と、継続性が担保された安定し

た収益事業の創出が必須となってまいります。

現に、宮崎市内にある就労継続支援事業所で

は、図書の装備の仕事があれば受けたいと希望

している事業所もあると聞いております。そこ

で、特別支援学校の高等部において、図書の装

備作業を職業訓練の一環として現場実習等に取

り入れることができないのか、教育長にお伺い

します。

特別支援学校の高等○教育長（四本 孝君）

部におきましては、職業訓練の一環としまし

て、働く意欲を培ったり、卒業後の自立に必要

な内容を学んだりする作業学習に加え、企業や

福祉事業所等での現場実習などを実施し、学校

や地域の特色、生徒が希望する就職先や企業の

ニーズ等を踏まえながら、将来の自立に向けた

取り組みを行っているところでございます。図

書の装備作業につきましては、障がい福祉サー

ビス事業における就労継続支援事業所の受託希

望や、装備に係る作業環境の条件が整えば、現

場実習等で取り組むことは可能ではないかと考

えます。

ありがとうございます。今、○松村悟郎議員

例に挙げました幕別町は、人口２万7,000人の町

で、パークゴルフの発祥の地としても有名であ

り、平昌オリンピック金メダルの高木姉妹の出

身地でもあります。その幕別町図書館の取り組

みは、地方創生時代のソーシャルイノベーショ

ンが、町や図書館でのこれまでにない大胆な発

想と、それにかかわる全ての人たちの努力と情

熱により実現できたという、全国で初めての大

変参考になるモデルではないかと考えます。知

事は「日本一の読書県」を提唱しておられます

が、図書館と福祉施設が連携した幕別町のよう

な取り組みについてどのように思われるか、お

伺いしたいと思います。

私は、読書というもの○知事（河野俊嗣君）

が、豊かな人生を生きていく上で欠くことので

きない大変重要なものであると考えまして、｢日

本一の読書県｣を提唱し、こうした高い目標を掲

げることで、さまざまな取り組みを進めている

ところであります。

これまで、県民の方が希望する図書を最寄り

の図書館に素早く配送するシステムを構築した

り、また、読書への機運を高めようということ

で、私も含む県庁幹部が「私のおすすめ本」を

紹介するという企画を行ったり、読書や図書館

に関する県民向けフォーラムを開催したりして

まいりました。また、昨年７月に東京で開催さ

れた全国的な図書館のシンポジウムに私もパネ
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リストとして登壇して、本県の取り組みなどに

ついてＰＲを行ったところであります。

議員からお伺いしました幕別町の取り組みに

つきましては、図書館を巻き込んで地域づくり

が行われているということ、また、図書館と福

祉施設が連携するという新しい視点の取り組み

であると、大変感心をしたところであります。

経費や環境整備等、さまざまな課題を乗り越え

てつくられた仕組みであろうと察したところで

ありますが、地域の福祉の充実、経済の好循環

にもつながるような、よい取り組みであると考

えております。今後ともアンテナを高くし、こ

うした先進的取り組みの情報収集にも努めなが

ら、「日本一の読書県」を掲げる本県としてで

きることは何かということをしっかりと考えな

がら、取り組みを進めてまいりたいと考えてお

ります。

ありがとうございます。幕別○松村悟郎議員

町においては、福祉部門と教育委員会の連携・

協力が大変うまくなされたということでありま

す。つまり、この事業の意義や効果など、双方

の考えや価値観を一致させたこと。それで当初

は、就労継続支援事業所への図書の装備委託費

は福祉部門で予算化され、その後、図書館の予

算として組み替えられたと聞いています。この

ように、行政が縦割りではなく部・担当を超え

て、同じ価値観のもと一緒に取り組むことに

よって、実現できることがあると考えられま

す。

また、市町村立図書館では、「県立図書館が

まずはモデルを示してほしい」という声も聞き

ます。県立図書館に比べて、市町村立図書館

は、その体制や予算において整っていないこと

もあり、まずは、県立図書館がリーダーシップ

を発揮して、市町村のモデルとしてこの方式を

採用して、それを市町村に示すことによって県

内の図書館を変えていく、地方創生のソーシャ

ルイノベーションを図書館から始めるというこ

とです。そこで、本県でもこのような取り組み

を県立図書館でモデル的にできないか、教育長

にお伺いします。

県では、県立図書館○教育長（四本 孝君）

職員が市町村立図書館を巡回して、情報の共有

や運営の助言を行うなど、「図書館の図書館」

として何ができるかを考えながら、市町村立図

書館の牽引役として努力をしているところであ

ります。これからも、公立図書館は地域の情報

拠点として、住民の方々に愛され、活用される

ことが大切であると思っております。今回、幕

別町の取り組みについて御紹介いただいたとこ

ろでありますが、図書館を巻き込んだ地域づく

りや福祉との連携など、これからの地方創生を

進める上で大切なことであると考えておりま

す。県立図書館において幕別町のような取り組

みをモデル的に導入しようとした場合、新たな

経費の発生や、福祉施設、地元書店等との協議

・調整など、克服すべき課題があると考えます

ので、総合的な観点から検討してまいりたいと

存じます。

よろしくお願いします。昨年○松村悟郎議員

９月の代表質問で、激減する街の書店と図書館

の運営のあり方について質問したことは、先ほ

ど述べたとおりであります。10月、長崎県での

議員交流会で長崎の県議から、「インターネッ

トで松村さんの質問を見ました。長崎でも図書

館のイノベーションを進めたい」との意見をい

ただき、驚いたところでありました。また、12

月には、東京にある公益財団法人文字・活字文

化推進機構の肥田美代子理事長から手紙をいた

だきました。この方は、もともと童話作家であ
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り、国会議員を15年務められ、読書推進の活動

を熱心に取り組まれた方でもあります。手紙の

内容をかいつまんで言いますと、「県議会議事

録を拝見して、とてもうれしくなりました。知

事さんも御熱心だと聞いています。読書日本一

の県になればどんなにいいでしょう。期待して

います」という内容でした。私もこれまでたく

さんの質問をしてきましたが、このような反応

があったのは初めてで驚いています。本県の図

書館のイノベーションは、全国から注目される

のではないでしょうか。

文部科学省では、現在、図書館や博物館など

の公立社会教育施設について、従来の社会教育

機能だけではなく、地域振興やまちづくりの拠

点として活用していくことを検討しているとこ

ろだと聞いています。人口減少、地方創生の時

代において、図書館の役割も変わってきている

と思います。福祉との融合など、図書館を核に

した新たな地域づくりの取り組みが始まりま

す。県におきましても、幕別町図書館のモデル

を含め、図書館のイノベーションをどうしたら

実現できるかを積極的に検討していただき、新

たな宮崎モデルと言われるような取り組みをお

願いしたいと思います。

次に、安全・安心なまちづくりについてであ

ります。

先月、尊敬する先輩保護司さんの藍綬褒章の

お祝いの会に出席しました。その先輩は、特に

暴力団関係者や薬物常習者など、難しい対象者

の更生保護に進んで取り組まれており、犯罪者

の社会復帰にたくさんの実績を上げるなど、長

年御苦労されており、身を削ってのボランティ

ア精神には頭の下がる思いでした。犯罪のない

安全で安心に暮らせる社会を実現するために、

私も保護司の一人として改めて身の引き締まる

思いを感じたところであります。

近年の犯罪被害の状況を全国的に見ると、刑

法犯の認知件数は、ピーク時に比べ約３分の１

に減少していますが、一方で、特異で凶悪な事

件は後を絶たず、特に、犯罪の約半数は再犯者

によって行われており、その再犯率も年々上昇

していることが大きな問題として指摘されてお

ります。現在、主に保護観察所と地域の保護司

などが協力して、犯罪者の更生保護、再犯防止

の取り組みがなされておりますが、それに加え

て、新たな効果的な取り組みが必要な時期に来

ていると思われます。そこでまず、昨年、宮崎

県警が検挙した刑法犯の検挙人数のうち、再犯

者が占める割合と近年の傾向について、警察本

部長にお伺いします。

○警察本部長（郷治知道君） 平成29年に県警

察が検挙した刑法犯被疑者は、少年も含めまし

て1,672人でありました。このうち、再犯者の数
※

は777人であり、全検挙者のうちに占める割合、

つまり再犯率は46.5％でありました。近年の再

犯率は、年によって増減はありますが、ここ５

年では、45％前後でおおむね横ばいで推移して

おります。

○松村悟郎議員 より安全・安心なまちづくり

のためには、犯罪や非行をした人たちが社会に

戻った後、再び罪を犯さないよう、指導・支援

する取り組みであります再犯防止対策が大変重

要と考えます。そこで、警察が実施している再

犯防止に向けた取り組みについて、警察本部長

にお伺いします。

○警察本部長（郷治知道君） 警察におきまし

ても、犯罪抑止のために再犯を防ぐことが重要

との認識のもとで、例えば、執拗なつきまとい

等を繰り返したストーカー行為者に対しまし

て、さらなる加害行為等を自制できるように、

※ 146ページに訂正発言あり

平成30年３月２日(金)
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医療機関での診察やカウンセリングを勧めた

り、希望者に対しては医療機関との橋渡しをし

たり、また、過去に非行を犯した少年に対しま

して、その居場所づくりや社会に溶け込もうと

する意欲の醸成を図るために、農業体験やスポ

ーツ活動等への参加を促す「少年に手を差し伸

べる立ち直り支援事業」を行うなど、多様な観

点から、再犯防止に向けた各種施策に取り組ん

でおります。

犯罪を犯した者の多くが、仕○松村悟郎議員

事や住居を確保できないため、社会復帰が困難

となって、また罪を犯してしまうという悪循環

が見られます。そこで、犯罪を犯した者の中に

は、高齢や障がいなどにより、出所後直ちに福

祉的支援が必要な方も多いと聞いております

が、こうした方に対する現在の取り組み状況に

ついて、福祉保健部長にお伺いします。

高齢や障がい○福祉保健部長（畑山栄介君）

により福祉的な支援が必要な方が、刑務所など

の矯正施設から退所した後、地域の中で安定し

た社会生活を営むために、必要な福祉サービス

を円滑に利用できるよう支援することが大変重

要であると認識しております。このため県で

は、地域生活定着支援センターを設置しまし

て、保護観察所等と協働しながら、福祉的支援

を必要とする方に対して、矯正施設の入所中か

ら面談によるニーズの確認等を行うとともに、

福祉施設のあっせんや福祉サービスに係る利用

手続の支援を行うほか、退所後の家庭訪問など

のフォローアップにも取り組んでいるところで

ございます。

高齢者や障がい者などへは福○松村悟郎議員

祉サービスの支援があります。また、非行少年

であった者には、親や親戚の支援が受けられる

場合もあります。これら以外の者たちにも、本

来、円滑に社会復帰していただき、再び罪を犯

すことなく、しっかり働いて納税するなどして

社会に貢献してもらいたいところですが、実態

としては、支援の網から漏れており、高い再犯

率に反映されているのではないかと考えます。

このような中、国においては、犯罪を犯した

者たちに対する総合的な支援を推進するため、

平成28年12月に再犯防止推進法が制定されまし

た。再犯防止推進法では、地方公共団体におい

ても、新たに、国との役割分担を踏まえて、再

犯防止に向けた施策を推進する責務が規定され

ておりますが、今後どのように取り組んでいく

のか、福祉保健部長にお伺いします。

） 今般、成立・○福祉保健部長（畑山栄介君

施行された「再犯防止推進法」におきまして

は、再犯の防止に関する国と地方公共団体の責

務や基本的施策が新たに示され、地方公共団体

には、国や民間団体等との緊密な連携を図るこ

とや、住居や就業機会の確保、福祉サービスの

提供といった施策を地域の実情に応じて実施す

ることなど、その果たすべき役割として位置づ

けられたところでございます。このため、県と

しましては、法律の施行後、既に開始しており

ます矯正施設や保護観察所等との意見交換を今

後さらに重ねていくとともに、地域で更生保護

活動に取り組む民間団体等との関係づくりに努

めまして、国や民間団体等としっかり連携を図

りながら、再犯の防止に向けた体制整備や具体

的な施策展開について検討を進めてまいりたい

と考えております。

ありがとうございました。○松村悟郎議員

「反省は一人でもできるが、更生は一人ではで

きない」と言われております。犯罪を犯した者

たちが、実刑となることで社会とのつながりを

失い、出所後、社会に戻っても居場所がない、
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さらに罪を重ねるという負の連鎖を断ち切るた

め、対象者に関する情報の取り扱いなど課題は

ありますが、司法と福祉がより連携できるよ

う、国と地方公共団体で十分意見交換していた

だくようお願いいたします。

次に、国道10号の整備についてであります。

国において整備が進められております国道10

号新富バイパスでは、12月27日に日向大橋の区

間１キロメートル、２月19日には田中地区0.8キ

ロメートルが４車線化され、供用開始となりま

した。整備の完了した区間を実際に走ってみる

と、交通の流れが非常にスムーズになったと感

じ、利便性や安全性の向上、地域間の交流促進

を図る上で、道路というインフラが重要であ

り、今後も整備を推進していく必要があると改

めて感じたところであります。そこで、国道10

号の新富バイパスの整備状況について、県土整

備部長にお伺いします。

国道10号の○県土整備部長（東 憲之介君）

新富バイパスにつきましては、交通混雑の緩和

や交通安全の確保を目的として、新富町日置か

ら宮崎市佐土原町下田島間の全体延長約4.8キロ

メートルを国により整備が進められておりま

す。このうち、今年度、日向大橋を含む約1.8キ

ロメートルが完成したことにより、新富町の三

納代交差点から宮崎市佐土原町の徳ヶ渕交差点

間の約4.1キロメートルが４車線で供用されてお

ります。残る三納代交差点から北側の約0.7キロ

メートルにつきましては、国において、交通の

状況等を見ながら、整備のあり方について検討

していくと伺っております。

新富バイパス、残り区間はも○松村悟郎議員

う少しでございますので、また引き続き、県の

ほうでも要望をよろしくお願いしたいと思いま

す。新富バイパスも大きく整備が進展したとこ

ろであります。新富バイパス以北の国道10号高

鍋大橋間の道路整備状況について、県土整備部

長にお伺いします。

） 新富バイパ○県土整備部長（東 憲之介君

スから高鍋大橋間の約７キロメートルにつきま

しては、２車線での整備が済んでいる状況であ

りますが、さらなる交通安全対策を進めるた

め、平成19年度から25年度にかけて、小丸川に

かかる高鍋大橋において、下流側の既設歩道に

加え、上流側に側道橋が新設されたところであ

ります。また、平成25年度から28年度にかけ

て、高鍋町の樋渡交差点から古港橋交差点まで

の約900メートル区間において、沿道の店舗など

に乗り入れる際の右折待ちをしている車に後続

車が追突する事故を防ぐため、車道の拡幅も行

われたところであります。なお、今後の道路整

備につきましては、国において、交通の状況等

を見ながら、必要に応じて検討すると伺ってお

ります。

先ほど私の答弁○警察本部長（郷治知道君）

の中で、平成29年中の県警の刑法犯被疑者の検

挙数を、少年も含め1,672人と誤って申し上げて

おりまして、正確には1,670人でございました。

失礼いたしました。

国道10号については、これま○松村悟郎議員

でも交通安全対策を図るため、国において整備

を進めていただいておりますことには感謝して

おります。一方で、高鍋町の南九州大学跡地に

はキヤノンの進出が決まっております。1,500名

の雇用が見込まれております。今後、国道10号

の交通量が増加することにより、混雑が予想さ

れます。今後もこの区間において、交通の状況

も踏まえ、４車線化も含め、渋滞対策や安全対

策に必要な整備が行われますよう国のほうにも

要望していただくよう、よろしくお願いいたし
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ます。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

次は、中野 明議員。○横田照夫副議長

〔登壇〕（拍手） オリンピッ○中野 明議員

クも終了いたしました。いろいろ感動する場面

もありました。あの感動場面を見ながら、私も

勇気をもらいました。今回の一般質問頑張ろう

という気持ちになりました。そして今となった

ら、「そだねー」のカーリング女性チームの拠

点地、北見市の常呂町の経済効果はどんなもの

かな。ＮＨＫのゴールデンタイム、それから11

時の報道番組、出っ放しです。あの効果は大き

いだろうなと思っております。それからもう一

つ、もぐもぐタイムで食べていたイチゴ、あれ

は、私は思うんですけど、多分、日本のイチゴ

農家が品種改良したイチゴの苗がひそかに持ち

去られて、韓国でかなりの生産量を上げてい

る。ああ、あのイチゴはひょっとしたら、もと

もとは日本のイチゴかな、そんな思いで見てい

たところであります。

観光みやざき未来創造基金についての質問に

移ります。

私は、新聞で「観光みやざき未来創造基

金」20億円の見出しを見て、一瞬はっと感動し

たんです。ところが、じっくり見ればがっかり

感です。恐らく観光業界の皆さんも同じ印象

じゃなかったかなということです。よくあの中

を見ますと、「未来」という言葉が使ってあ

る。「未来創造」とか。これは、企業にとっ

て、観光業界にとっても、今のこの競争社会で

「未来」という言葉はないんです。私にもあり

ません。最近感じることは、そういうタイト

ル。美しく、そして抽象的で、中身が直接一致

しない、そういう感じがするんです。その中

で、「何度行っても飽きないオンリーワンのお

もてなし」、これは何を考えればいいのか。こ

れは本当に難しい。その中で「美しい宮崎づく

り推進事業」というのが入っている。掘り下げ

て掘り下げないと、この基金と関連不明であり

ます。ましてやおもてなし。「おもてなし」と

いうのはいい言葉です。だけど、行政と民間の

役割を考えんといかん。おもてなしというの

は、観光業界が自分のところの営業を考えて取

り組むおもてなしなんです。じゃ、行政でおも

てなしというのは何か よくわかりません。―

私はやっぱり、全体を見て期待感を持てるよう

な表記、中身にすべきと思います。簡単に言え

ば、仕掛け花火を期待しておって、中身は線香

花火だったということです。

ということで、今、観光と言えば、私が一番

興味があるのは、政府の規制緩和の最たる結果

であります、訪日外国人数であります。これは

ビザ解禁です。訪日外国人数の経緯を見ます

と、平成23年が600万人、28年が2,400万人なん

です。そして、昨年の数字が概略出ました。29

年が2,900万人、約3,000万人と覚えている。６

年間で５倍の伸びになっているというのが現状

であります。そこで、知事に質問であります。

本県の観光振興において、訪日外国人をどのよ

うに認識しているのか。また、訪日外国人の現

状について、知事はどのように受けとめている

のかお伺いいたします。

以下、質問者席からやります。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

訪日外国人についてであります。滞在期間が

長く、消費単価が高い外国人旅行者を呼び込む

ことは、本県経済の活性化にとりまして非常に
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重要であると考えております。このような中、

本県の外国人延べ宿泊者数は年々増加してお

り、国の宿泊旅行統計調査の速報値では、平

成29年は31万人と、前年の24万5,000人と比

べ26.5％増となり、全国では26番目となってお

ります。しかしながら、九州の中では最下位と

いう状況にありますので、本県の魅力というも

のを考えますと、大きな伸び代がここにあると

考えております。さらに外国人観光客の誘致に

力を入れていく必要があるものと考えていると

ころであります。〔降壇〕

数字等は知事の答弁どおり○中野 明議員

だ。ただ私は、知事がいつごろから、今の答弁

のような興味を持たれたのかなと思うと、

ちょっと疑問がある。去年から持っておれば、

まだことしの予算はふえたはずです。そういう

ことで、平成30年度のインバウンド対策予算

は、対前年度比でどのようになっているか、商

工観光労働部長お願いします。

平成30年○商工観光労働部長（中田哲朗君）

度のインバウンド対策予算案としましては、新

たに、観光みやざき未来創造基金を活用する海

外市場誘客促進ＰＲ事業や、従来からの東アジ

ア等インバウンド推進事業など、合計で5,200万

円余を計上しておりまして、前年度と比較して

約1,000万円の増となっております。

よくわかりました。1,000万円○中野 明議員

は、この基金にのっている800万円を四捨五入す

れば大体1,000万円になる。新規事業でも、最近

「オリパラ」という文字が目立つ。それはそれ

でいいことです。ただ、訪日外国人数の約７割

を中国、香港、韓国、台湾が占めているんで

す。企業で言えば、今後どの分野を攻めればい

いのか。これは企業だと、間違えますと倒産し

ます。やっぱり、観光で今攻めるところはどこ

かということをしっかり考えてもらいたいと思

うんです。

さきのサッカーワールド大会の合宿誘致も、

キーパーソンを探して、シーガイアで隠密裏に

何回か食事したりとかね。そしてあのサミット

が決まりました。これなんかも、松形知事が、

いわゆる竹下総理の公邸、自宅まで押しかけて

いって陳情した結果が、ああいうことになっ

た。これを見てみますと、これだけ予算をとっ

てオープンにして やっぱり競争ですから―

ね。これはこれでいいとして、目の向け方とし

ては、もうちょっと訪日外国人に向けるべき

じゃないかな、私はそう思っています。

29年の速報値ですが、南九州で言いますと、

宮崎県が31万泊、対前年７万人ふえています。

確かにふえている。だけど、鹿児島県が72万

泊、対前年23万泊ふえているんです。それで熊

本県が79万泊、対前年27万泊ふえている、そう

いうことです。それと、消費額も１桁宮崎は違

うんです。ただ、鹿児島、熊本と比較します

と、新幹線とかそういう地理的条件はありま

す。それは私もわかっています。だからといっ

て、じゃ諦めるか、そういう話じゃなかろうと

思っているんです。しっかり頑張った結果がこ

れだったと言ってくれれば、みんな納得する話

だと思います。それで、訪日外国人の現状を考

えると、宮崎はこのまま行ったら取り残され

る。知事が先頭に立って、もっと重点的にイン

バウンド対策に取り組むべきと思うが、知事の

考え方をお願いします。

昨年は、県議会の御支○知事（河野俊嗣君）

援もいただきながら、台湾の新竹県、桃園市と

の交流協定を結んだところであります。そう

いったものもインバウンドに結びつけていく、

そういう取り組みの布石も打っておるところで
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ありますし、特に、滞在期間が長く、消費金額

が多い欧米豪というところにもさらに視野を広

げて、誘客に努めていく必要があります。その

観点から、ラグビーのワールドカップでありま

すとか東京オリンピック・パラリンピックなど

の一大イベントが開催されるこの数年間、欧米

豪も含めた多くの外国人観光客を呼び込むまた

とないチャンスであると。これを機に本県観光

を大きく飛躍させたいとの思いから、今回、新

たな基金を設置することとしたところでありま

す。今後５年間、この基金を活用し、市町村や

観光関係団体等ともしっかり連携をしながら、

また、ラグビーのワールドカップに関して申し

上げますと、九州３県で試合が開催されますの

で、お客様に九州全体を周遊していただこうと

いう九州全体での取り組みも進めております。

こういう各県との連携もさらに図りながら、効

果的な情報発信やプロモーション、さらには県

内の受け入れ環境の整備など、訪日外国人の誘

致に戦略的かつ集中的に取り組んでまいりたい

と考えております。

それも私はいいことだと思う○中野 明議員

んです。ただ、今のインバウンドの伸び代を見

ながら、じゃ、どこを一番狙ったほうがふえる

かという話にもなると思うんです。だから、観

光政策の最終結果は、外国人、日本人を含めて

観光客の宿泊数が何ぼ伸びたか、これが大事な

んです。欧州と東アジアと金額は変わらんわけ

です。やっぱり伸びるところをいかに伸ばすか

ということも大事だと思っています。それが究

極の結果。

私は大事なことをいつも思っておった。この

間、観議連で指宿に行った。その講義の中で、

５年先には延べ宿泊数が訪日外国人と日本人と

ほぼ同数になるということなんです。今までの

倍積み上がる。これで、地の利も含めて不利な

条件ですけれども、かなりの差がつく。今頑張

らないと、この差は埋め切れないと思っており

ます。ぜひ、知事先頭に頑張ってください。こ

の基金の中身については、また９月議会で頑張

りたいと思っています。

次に、都市計画に移りますけど、ことし防議

連で霧島市に行きました。以前、ここには京セ

ラを中心に団地ができていた。それを楽しみに

行ったんです。ところが、行ったら、団地じゃ

ない。京セラのホテルを中心に、田園の中に住

居もあれば、ソニーとかそういう会社が存在し

ておる。だから団地じゃない。そこを見れば、

霧島市は市街化調整区域じゃないよな、そんな

思いもしながらね。そして、霧島市はこれで大

分税収がふえたな、そんな思いです。今いろい

ろ質問があります。これはみんな金が要る話

じゃないですか。総務部長になると、いかに宮

崎県の県税を伸ばすかということが頭にない

と、下に金がないとできないんです。そういう

ことを見ながら霧島市を見て帰りました。

都市計画については、市街化調整区域を中心

に質問いたしますが、都市計画法の質問は地域

限定版。というのは、市街化調整区域があるの

は、宮崎市（佐土原町、高岡町、清武町）、国

富町、延岡市、日向市、門川町、ここに限定で

あります。以前、都城広域都市計画区域があり

ましたが、昭和63年に市街化調整区域をみんな

外した。これまで私は、調整区域については、

県議１年目からライフワークとして取り組んで

きました。平成23年に法34条11号条例が定めら

れ、それなりに前進しました。しかし、私の考

えている内容と随分乖離があるということで、

再度ライフワークを再開することになったわけ

です。



- 150 -

平成30年３月２日(金)

そこで知事に、都市計画法調整区域の目的は

どのようなことかお尋ねします。

都市計画法におきまし○知事（河野俊嗣君）

ては、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健

康的で文化的な都市生活及び機能的な都市活動

を確保すべきこと並びに、このためには適正な

制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべ

きことを、基本理念として定めているものであ

ります。この基本理念のもと、限られた土地を

有効に配分し、住宅や産業用地、緑地などを適

正に配置することによりまして、都市の健全な

発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡

ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを

目的としております。都市計画区域につきまし

ては、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街

化を図るため、必要があるときは、市街化区域

と市街化調整区域との区分、いわゆる線引きを

定めることができるとされているところであり

ます。このうち、市街化調整区域につきまして

は、無秩序な市街化の抑制を目的としているも

のであります。

これは法の理念であります。○中野 明議員

その中に言っていることが、48年たった現在と

は全く違うということを、個々に質問したいと

思っております。まず、本県の都市計画区域に

おける調整区域の割合は、昭和62年が60％、全

国８番目に高かった。昭和63年に都城広域都市

計画区域の市街化調整区域を廃止した結果、そ

の割合は40％になり、全国16番目になったとい

うことであります。都城広域都市計画区域の線

引きを廃止した理由はどのようなことか、県土

整備部長お願いします。

都城広域都○県土整備部長（東 憲之介君）

市計画区域につきましては、昭和45年11月に線

引きを行いまして、昭和63年４月に線引きの廃

止を行っており、その当時、都市計画区域内の

人口に対します人口集中地区の人口割合が、全

国平均67％に対しまして37％となっておりまし

た。同時期の宮崎広域都市計画区域では60％、

日向延岡新産業都市計画区域では70％であり、

これらに比べても大変低いものでありました。

このようなことから、周辺部に対する開発圧力

も余り大きくない状況にございました。また、

農振農用地、いわゆる青地農地が市街地周辺の

相当部分を取り巻くように分布していることか

ら、無秩序な開発行為等が大規模に発生する状

況には至らないものと判断し、地元の市町の意

向も踏まえ、線引きを廃止したものです。

これは済んだことをとやかく○中野 明議員

言っても……。これは私は、言うならば最後は

政治力だと思います。今の用途区分があって、

そんな理屈は成り立たない、そう思っていま

す。これは部長と議論してもしようがない。ち

なみに鹿児島県、比率が11％です。それで全国

最下位。それだけ市街化区域、割合として入っ

ていないということ。これなんかもかなり影響

しておるんじゃないかなと思います。

それで、製造品出荷額、例えば都城市と延岡

市を比較してみました。昭和46年に、都城市

が311億の製造品出荷額、そして延岡市、同じ46

年に929億、延岡が３倍差をつけておるわけで

す。それを平成26年と比較しますと、都城市が

逆転しています、3,900億。延岡が3,100億ぐら

い。逆転している。全て調整区域とは言いませ

ん。えびの市―宮崎市、高速道路が開通したの

が昭和56年ですから、そういう関係もあるかと

思います。それから、議長のお膝元、三股町、

これは県内唯一の人口増加町です。三股町から

町外に出る通勤者は7,000人。要は、市街化調整

区域がなくなってベッドタウンになったのかな
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という感じがする。国富町の市街化調整区域が

なくなればベッドタウンになっているかな、そ

う思うんです。

次に、宮崎県に市街化調整区域が導入された

昭和45年と最近の産業構造はどのようなこと

か。まず商工観光労働部長、そして農政水産部

長お願いします。

本県の製○商工観光労働部長（中田哲朗君）

造業の事業所数、従業者数及び製造品出荷額等

について、国の調査が、昭和56年以降は全事業

所から従業者４人以上の事業所に変更されたと

いうこともあって、単純に比較はできませんけ

れども、まず、事業所数につきましては、昭

和45年が3,2 4 1事業所で、直近の平成28年

が1,532事業所となっております。また、従業者

数につきましては、昭和45年が５万8,229人と

なっており、その後増加しておりましたが、平

成３年の７万9,276人をピークに減少に転じ、直

近の状況としましては、平成28年が５万2,951人

となっております。また、製造品出荷額につき

ましては、昭和45年が2,104億円で、直近の平

成27年が１兆5,657億円となっております。

農政水産部関○農政水産部長（大坪篤史君）

係では、農業就業人口と農業産出額についてお

答えをさせていただきます。まず、農業就業人

口ですが、国の「農林業センサス」によります

と、昭和45年が約19万7,000人、平成27年が約４

万5,000人となっております。ただ、この数字

は、平成２年から調査対象が変更となりまし

て、従前は全ての農家が対象でしたが、それ以

降は、経営耕地面積が30アール以上、または農

産物販売金額が50万円以上の販売農家が対象と

なっておりますので、単純に比較することはで

きないかと考えております。

次に、農業産出額につきましては、「生産農

業所得統計」によりますと、昭和45年が809億

円、平成28年が3,562億円となっているところで

あります。

私、ここでおもしろいことに○中野 明議員

一つ気づきました。製造品出荷額を鹿児島と比

較しますと、昭和45年、ちょうど2,100億円、鹿

児島と宮崎同じなんです。ここから用意ドンが

始まった。その後かなり差がついている。それ

から製造業事業所数、3,200が、今1,500です。

これだけ減った中で製造品出荷額は上がってい

る。いかに地域の小さい事業所がなくなったか

ということなんです。それから農業も、昭和45

年ごろ20万人です。国富町はほとんど農家で

す。市街化区域、中にも含めてね。そういうこ

とで、平成27年が4.5万人、このうち２万人が70

歳以上なんです。この４万5,000人、20年前と比

べると、宮崎県の農家は年間2,000人ぐらい減っ

てきておる。どんどん高齢化率が上がっていま

す。今後は年間2,000人よりまだ多く減る。こう

いうことを考えると、国富町の10年先がどうな

るのか、よくわかりません。

それから、昭和45年ごろといいますと、「金

の卵」と言われた中学生の就職列車、私も１回

行きました。15歳で県外に行く、働く場所がな

いからです。また一方では新婚ブーム。新婚ブ

ームで、市内のタクシーがみんな日南海岸に

行って、宮崎にタクシーがないとクレームがき

よった時代です。それとまた、農業と言えば、

至るところ迫田、空き地があれば農産物を植え

て……。自給自足じゃありませんけど。そうし

たころが昭和45年ぐらいなんです。昭和45年と

いうと、まだ生まれていない人もいますけど、

それを比べてみたら、本当に大変だなと思いま

す。

次に、今、両部長の答弁があったように、本
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県の産業構造に大きな差が見られるが、都市計

画を所管する県土整備部長としては、このよう

な変化をどう捉えているか、お願いします。

先ほどの答○県土整備部長（東 憲之介君）

弁にございましたように、例えば農業就業人口

につきましては、昭和45年当時と比べて大幅に

減少しておりますが、このような就業人口や産

業構造の変化は、土地利用に密接に関連します

ことから、今後の都市計画を考えるに当たり、

大変重要な要素であると認識しております。し

たがいまして、このような状況の変化の把握に

努め、これを都市計画に反映していくことが大

事であると考えております。

まさしく「そだねー」という○中野 明議員

話。しっかり、現在どう生かされているかとい

うことを考えていただきたい。

次に、今、移住者の話が盛んに出ている。県

外からの移住者等が、市街化調整区域内で住宅

や土地を取得して住むことができるのか、県土

整備部長お願いします。

市街化調整○県土整備部長（東 憲之介君）

区域内においては、無秩序な市街化を抑制する

ため、土地利用に制限が設けられております。

ただし、昭和45年の線引き前に建てられた住宅

については、移住者等の一般の方が住宅を取得

して住むことができ、その後は建てかえること

もできます。また、線引き後に建てられた住宅

でも、建築後10年以上適正に使用されたこと等

の要件を満たす場合には、同様に住むことがで

きます。一方、土地を取得して住宅を建てるこ

とができますのは、昭和45年の線引きの前に既

に宅地であった土地が、市街化区域に隣接また

は近接し、敷地と敷地の距離がおおむね50メー

トル以内で、おおむね50以上の建築物が連なっ

ている集落の中にあることの要件を満たす場合

などであります。

なお、都市計画法第34条第11号に基づく条例

で指定した区域におきましては、移住者等の一

般の方でも、みずから居住するための一戸建て

住宅の建築が可能であります。

聞いているほうはなかなかわ○中野 明議員

からんと思いますので、通訳します。要は、昭

和45年より前に建てられた住宅は取得すること

ができるとなっていますけど、取得する前に建

て直したりとかは……。一回、とにかくその家

に住んでからでないと建てかえもできないとい

う条件があります。だから、長くたって雨が

漏っているようなところでも、一回住まないと

建てかえはできん。そんなところは家の中でテ

ント張って生活していたという話になるのか、

そんな議論もしました。要は、ぼろぼろになっ

た家でも、すぐに建てかえができないのは変え

られないということなんですよね。間違いない

ですね。

次に、昭和45年以降に建築された住宅が、

築10年以上適正に使用されたものであれば、一

般の人が取得できるという話であります。いろ

いろな事情があって５～６年で空き家になった

家、このような住宅はどうなるのか、お願いし

ます。

建築後５年○県土整備部長（東 憲之介君）

とか６年で空き家になったものにつきまして

は、原則として建築後３年間、許可の目的に

沿った利用がなされ、その後10年以上経過した

ものについては、同様に取り扱うこととしてお

ります。また、建築主の死亡や破産など、建築

時点では想定できなかったと認められる、真に

やむを得ない事情により継続して使用すること

が困難となった場合は、一般の方でも、許可を

得てその住宅を取得して住むことができます。
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これもなかなか理解……。要○中野 明議員

は、建てて５～６年でいろいろ事情があって空

き家になったという家は、３年から10年たたな

いと買えないということです。死亡とか破産以

外は。だから、中には、急に悪くなって息子の

ところに行く、空き家になる。これも結局は13

年ぐらいたたないと他人に譲ることができな

い。そして、まだ20年たたんとだめだという条

項もあるんです。これは時間をかけて議論した

い。そういうことで、11号条例で建った家も、

なかなか簡単には空き家は買えませんよという

ことです。

昭和45年以前の、敷地と敷地の距離が50メー

トル、おおむね50戸の集落であれば、その住宅

取得ができるとのことですが、例えば、集落

が20戸、30戸だった場合どうなるのか、お願い

します。

集落内の建○県土整備部長（東 憲之介君）

築物の数につきましては、平成12年以前の都市

計画法で、「おおむね50以上の建築物が連たん

している地域」と定められていましたが、平

成12年の改正によりこの規定が廃止され、都道

府県の許可制に移行しました。現在の県の許可

基準においても、この当時のおおむね50以上と

して取り扱っているところであり、お尋ねの20

～30の場合は基準を大きく下回っておりますこ

とから、線引き前からの宅地であっても、住宅

は建てられないことになります。

ですから、市街化調整区○中野 明議員

域、200戸の集落になれば何とかなる。それ以外

のところは、50メートル間隔でまとめて50戸あ

るところは何とかなりますよという話。50戸以

外のところ、集落というのは大体農家と山の間

にずっと並んでいる。そういうところは全然対

応できない。そのままほったらかしておくより

仕方がないということなんです。私はこんなの

を見て、何の意味でこんな規制が必要なのかな

と不思議でたまらん。

それで、距離がおおむね50メートルとか、お

おむね50戸以上とかいう基準の設定権限はどこ

にあるのか、県土整備部長。

お尋ねの基○県土整備部長（東 憲之介君）

準の設定につきましては、県が定めております

が、中核市である宮崎市においては、宮崎市が

定めております。

それで、私が不思議に思うの○中野 明議員

は、今、コンビニ、ファミレス等がはやってい

ますよね。コンビニ、ファミレスは線引きされ

た都市計画区域内、市街化調整区域内ですね。

では、どのような取り扱いになっているのか、

質問いたします。

線引きされ○県土整備部長（東 憲之介君）

た都市計画区域のうち市街化区域においては、

それぞれの用途地域の規制に応じて、コンビニ

エンスストアやレストランなどの店舗を建築す

ることができます。市街化調整区域において

は、これらの店舗の建築を許可できる場合は２

通りあります。１つは、小売店舗などの既存の

集落内の居住者の日常生活に必要な施設で、既

存の集落内またはこれに隣接する場所等にあ

り、店舗部分の床面積が200平方メートル以内、

敷地面積が原則として500平方メートル以内であ

ることが要件となります。もう１つは、長距離

の道路を運転するドライバー等の食事や休憩の

ための沿道サービス施設で、国道や主要地方道

に面し、相当の駐車場を有しており、店舗の部

分の面積が建物全体の50％以上を占めているこ

となどが要件となります。なお、その市街化調

整区域に居住する方が営む、延べ面積が50平方

メートル以内の店舗については、許可を得るこ
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となく建築できます。

私が言いたいのは、許可をと○中野 明議員

ればどこでもできるということ。最後の市街化

調整区域内に集落という区域がある。その中に

は、例えば200平米ならいいですよということ。

問題は、区域外の主要道、県道に面してつくる

場合、この要件は店舗面積が50％以上ですよと

いうことですね。ただ、私が言いたいのは、こ

れはあくまでも長距離ドライバー等の食事、休

憩所としての沿道サービス施設の範疇なんで

す。だから、ある程度大きいところはコンビ

ニ。コンビニは食事をとるところ、休憩所がな

いとおかしいんです。今、そういうところはは

やってきていますよね。そんなところはそのま

ま、法的に離れているんじゃないかなと思う。

それからファミマ、ファミリーで行くからファ

ミマと言うんです。これも本当は、長距離ドラ

イバーが食べるための施設なんです。長距離ド

ライバーなんか来ていません。みんな家族で行

く。駐車場を広くとりなさい、これも私は本当

におかしいなと思っています。そういうこと

で、今のコンビニも、多分違反コンビニがある

んじゃないかな、そう思っています。

次に、平成12年地方分権一括法が施行、それ

以降に、農地法、都市計画法において国から県

へ移譲された権限はどうなっているのか。農政

水産部長と県土整備部長にお願いします。

地方分権一括○農政水産部長（大坪篤史君）

法施行後に農地法について変更になったのは、

２点ございます。まず１点目ですが、２ヘクタ

ールを超えて４ヘクタール以下の農地転用許可

について、それ以前の平成10年の農地法改正で

は、許可権限が国から県に移管はされました

が、まだ国との協議が必要でございました。そ

れが、平成28年の改正で県の自治事務となり、

協議は不要となったところであります。それか

ら２点目ですが、４ヘクタールを超える大規模

な農地転用許可につきましては、従来は国が直

接判断していたものを、平成28年の改正で都道

府県の権限で許可できることとなりました。た

だし、これにつきましては法定受託事務とな

り、農地法の附則によりまして、国との協議が

必要とされているところであります。

平成12年４○県土整備部長（東 憲之介君）

月の地方分権一括法の施行による都市計画法の

改正においては、県の都市計画決定に必要であ

りました国の認可が、同意を要する協議で足り

ることとなるなど、国の関与についての見直し

はなされておりますが、国から県へ移譲された

権限はございません。

国から県に権限移譲した。中○中野 明議員

身を見ると協議と。これを言っておる限りは権

限移譲にはならんのです。そういうまやかしの

ところがあるんです、国の言い方もね。

次に、都市計画の決定において、県及び市町

の役割分担はどのようになっているか、県土整

備部長お願いします。

都市計画の○県土整備部長（東 憲之介君）

決定においては、市町が中心的な主体でありま

すが、市町の区域を超える広域的、根幹的な都

市計画についてのみ、県が決定することとされ

ております。具体的に申しますと、県は、都市

計画区域の指定や、市街化区域と市街化調整区

域を区分する、いわゆる線引きの指定、また、

自動車専用道路や重要港湾等の広域的・根幹的

都市施設について決定し、市町は、用途地域や

地区計画等の土地利用に関する計画、都市計画

道路や都市公園等の都市施設について決定する

こととされております。

なお、県が都市計画を決定する場合において
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は、地域の実情等を十分に踏まえ、市町と連携

・調整を図った上で決定していくこととしてお

ります。

市と連携して調整とか出てく○中野 明議員

る。町に言わせれば、いや、県がうんと言わ

ん。県は、町の意向だ。国も同じです。調整と

いうのも、実態は、町は県の言うことを聞かん

としようがない、そういうことです。

それから、都市計画法に基づく開発許可の権

限はどうなっているのか、県土整備部長。

開発許可に○県土整備部長（東 憲之介君）

つきましては、都市計画法に基づき、中核市で

ある宮崎市と県が許可権限を有しております。

ただし、都城市、延岡市及び日向市の３市につ

きましては、「宮崎県における事務処理の特例

に関する条例」に基づき、それぞれの市が許可

権限を有しております。

宮崎市、宮崎県は独自に設定○中野 明議員

しているということですね。宮崎県、宮崎市は

権限を持っているけど、延岡市、日向市は権限

移譲をしている、そういうことです。

１問飛ばしますけれども、14問目、市街化調

整区域を廃止した他県の事例及び廃止手続はど

のようなことか、県土整備部長。

市街化調整○県土整備部長（東 憲之介君）

区域を廃止した他県の事例につきましては、14

道府県で16件の事例がございます。線引きを廃

止する際の手続としましては、まず、まちづく

りの主体となる市町が、地域の現状把握や廃止

後の影響等について検討した上で、県が、関係

市町や関係機関、関係部局との調整を行いなが

ら、都市計画の変更案を作成します。その後、

関係市町への意見照会や公告縦覧等を踏まえた

上で、最終案を県の都市計画審議会に諮り、国

土交通大臣の同意を得た上で、線引きの廃止を

決定することとなります。

可能だということです。かな○中野 明議員

りこれには政治力が必要だろうなと思います。

次、市街化調整区域の趣旨、目的は、昭和45

年の霞が関の机上論と、今議論している地方と

は大分変わっている。人口減少とか農業就業人

口減少、耕作放棄地の拡大、空き家の増大等を

考えると、相反する状況になっているというこ

とで、鎌原副知事のお考えをお聞きしますけ

ど、鎌原副知事は昭和45年というと１歳です

ね。一生懸命母乳をすわぶっていたころかなと

思います。そこの範囲をどうかというのは、私

もわからんのに、ちょっと矛盾がありますけ

ど、法律を理解してお願いします。

都市計画法が制定さ○副知事（鎌原宜文君）

れ、宮崎県において線引きがなされた昭和40年

代と現在とでは、社会経済情勢等が大きく変

わってきております。今後、人口減少がより本

格化する中、将来にわたり持続可能な都市を実

現するためには、都市機能を市街化区域内の中

心市街地等に集約するだけではなく、市街化調

整区域の既存集落におきましても、生活環境の

維持を図り、都市と田園地域等が共存・共生す

る、宮崎らしいまちづくりを目指していく必要

があると考えております。このようなことか

ら、市街化調整区域内の耕作放棄地や空き家、

空き地等の未利用地につきましては、大変大き

な課題であると認識をしておりまして、これま

でにも、農林漁業との調和を図りながら、土地

利用規制の緩和や見直しを行ってきたところで

あります。しかしながら、議員御指摘のとお

り、未利用地の活用が十分に進んでいない地域

も見られますことから、都市計画関係事務を

行っております市町や関係部局と連携をいたし

まして、未利用地の活用に関してさらにとり得

平成30年３月２日(金)
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る方策がないか、引き続き検討を進めることが

必要だというふうに考えております。

宮崎県に在任中に、ぜひ現場○中野 明議員

を副知事も見ていただきたい。私は東国原知事

に一つだけ感心したことがある。東国原知事の

ころ、こういう議論をした。そうしたら、国富

町の調整区域を見に来てくれたんです。そこで

知事が、「中野県議は何で来てないの」、都市

計画課を通じて言った。その後何もないんです

けど。私が見せたいところじゃなくて、都市計

画課は恐らく、何でもないようなところを知事

に見せたのかなと思っているんです。今度は私

が一緒に案内しますから。都市計画課が見せる

ところはだめだ。私は、違法建築物を建てて告

発、告訴されたらおもしろいだろうなと思うん

です。残念ながら、私、調整区域に土地がな

い。そんなことも考えています。今の手法は社

会主義よりか悪いです。社会主義はまだつくる

ところに建物をつくるから。この計画法でいく

と、何もせんところを縛って塩漬けにする話で

すから。

そういうことで、次に行きます。私は法律が

優先することは理解しているんです。48年前の

法規と現実の乖離を理解して、県の裁量で規制

している部分がある。さっき議論した中でも

ね。だから、そういう規制している部分をしっ

かり見直して、県と地域の活性化を念頭に置い

て業務を推進すべきと思うが、部長の前向きな

最後の答弁をお願いします。

県はこれま○県土整備部長（東 憲之介君）

でも、都市計画法施行条例の一部を改正し、市

街化調整区域において11号条例で指定された区

域においては、自己居住用の戸建て住宅の建築

を可能とするなど、規制の一部緩和を行ってき

たところであります。しかしながら、地域の活

性化を念頭に置きますと、人口減少の問題、産

業構造の変化、移住者等のニーズ、また高速道

路等のインフラ整備の進展など、社会経済状況

の変化を踏まえた対策を検討する必要があると

考えております。したがいまして、市街化調整

区域の土地利用につきましては、法の趣旨は踏

まえながら、未利用地の活用が図られるよう、

例えば、11号条例の適用区域における、いわゆ

る旗ざお敷地の敷地形状に関する規定など、県

の定めている基準の緩和について、各県の事例

の調査を進め、市町の意見を聞くなど、地域の

実情を十分踏まえた上で検討してまいります。

各県の事例を聞くのもいいで○中野 明議員

すけど、住んでいるところを聞いてください。

私は、県庁職員は大変優秀だと思うんです。

じゃ何をもって優秀かということです。私は、

行政の最終目標は、県とか地域がまずは元気に

なることだと思う。元気にするためには、法律

の範囲内で何とか現場主義に立ってできない

か、そういうスタンスに変わらない限り、なか

なか……。部長も今回、初めてこんな数値を

知ったでしょう、恐らく。そういう状況ですか

ら、現場主義に立って、今後頑張っていただき

たいと思います。

それから、大坪部長、東部長、いろいろ前向

きに、ありがとうございました。今回卒業です

よね。また頑張ってください。

次に、国民健康保険制度改革についてお伺い

します。

新年度から国民健康保険が県に移管されるそ

の目的、意義及び財政負担のあり方はどうなっ

ているのか、福祉保健部長お願いします。

国民健康保険○福祉保健部長（畑山栄介君）

は、他の医療保険と比べて年齢構成が高く、医

療費水準が高いとか、所得水準が低く、保険税
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の負担が重いといった構造的な課題を抱えてお

ります。そのため、今回の制度改革におきまし

ては、都道府県が財政運営の責任主体となると

ともに、公費を拡充して財政基盤の強化を図る

ことを目的としております。この公費拡充につ

きましては、平成30年度から、全額国費により

全国で1,700億円規模で実施されますが、本県へ

の配分額は約19億円と見込んでおります。

なお、県費につきましては、今年度まで市町

村に対して交付していた負担金等を引き続き負

担することになりますが、制度上新たな負担が

発生するというものではございません。

次に、これまで市町村単位○中野 明議員

だった国保財政が県単位化されることにより、

市町村の財政運営がどのように変わるのか、再

度お願いします。

今回の制度改○福祉保健部長（畑山栄介君）

革によりまして、県は、県全体の保険給付の財

源となる国保事業費納付金を市町村ごとに決定

して徴収するとともに、これまで各市町村が医

療機関等に支払っていた保険給付に要する費用

の全額を、市町村に交付金として交付するとい

うことになります。したがいまして、保険給付

費が見込みよりふえた場合でも、県が全額を市

町村に交付し、また、県が市町村から徴収する

納付金については、当初決定した額から増額す

るということはありませんので、市町村には年

度途中で新たな負担は発生せず、市町村の財政

運営は収支が均衡し、より安定するということ

になってまいります。

今回の算定の結果では、市町○中野 明議員

村ごとの納付金額に差が生じているが、その理

由はどういうことか。

納付金額の算○福祉保健部長（畑山栄介君）

定につきましては、市町村と協議を行い、県全

体の必要額を、医療費水準、所得水準、被保険

者数、世帯数に基づき県内統一のルールで案分

し、市町村ごとに納付金額を決定することとし

ております。その結果、医療費水準や所得水準

が高い市町村におきましては、１人当たりの納

付金額が高くなる傾向にあります。これによ

り、納付金をもとに算定される平成30年度の１

人当たりの年間保険税必要額ですが、最も高い

市町村では12万182円、最も低い市町村では７

万5,718円となっております。

私も今回これを勉強して、以○中野 明議員

前から国富町は保険税が高い高いと言われて

おったんですが、やっと理由がわかりました。

皆さん、今の回答を聞いてもなかなかわからん

と思います。私が要約します。「これまで国民

健康保険制度は、市町村がそれぞれ住民から徴

収した保険税と、国と県の公費等で医療費の支

払いをするのが原則であった。保険税が低い市

町村では、医療費の支払いにマイナスが発生す

るので、その不足した分は一般会計などから補

塡し、医療費の支払いをしている。今回は運営

主体が県になるが、県としては、一定のルール

で決定した納付金を市町村から新たに徴収し

て、その納付金と国、県の公費等で、全市町村

の医療費は県が直接支払うということになる。

そしてまた、医療費が納付金を上回った場合の

不足分は、３年間の状況を勘案しながら、次年

度以降の納付金を見直す」ということで理解し

てよろしいか。これで間違いないですね。

済みません。最後に、市町村ごとに異なる保

険税率を、将来、県内で統一することについて

はどのように考えているか、お願いします。

保険税率の統○福祉保健部長（畑山栄介君）

一化につきましては、平成30年度以降の県単位

化の状況や国の見解等も踏まえながら、引き続
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き検討を行うこととしておりまして、その検討

内容を、平成33年度からの次期の国保運営方針

に反映することとしております。

なお、全国では、将来的に保険税率の統一を

目指すとしている都道府県もありますが、平

成30年度から保険税率の統一を行うというとこ

ろはないと聞いております。

どうもありがとうございまし○中野 明議員

た。終わります。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○横田照夫副議長

ました。

次の本会議は、５日午前10時から、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時44分散会
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◎ 一般質問

○ 原正三議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、渡

辺創議員。

○渡辺 創議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。県民連合宮崎・立憲民主党の渡辺創

です。昨年10月３日に結党し、２月５日に宮崎

県連を立ち上げ、初めての議会質問となりま

す。県議会では１議席でのスタートですが、県

勢向上に資する政党として奮闘してまいります

ので、以後お見知りおきいただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。

それではまず、知事の政治姿勢に関してお伺

いいたします。

我が立憲民主党は、その政党名からもわかる

ように、権力保持者の恣意によってではなく、

法に従って権力が行使されるべきという立憲主

義の重要性を大きな柱に掲げています。この政

治原則は、近代民主主義成立以降の極めて重要

な考え方ですが、昨今、その重要性の認識が十

分でない政治リーダーも見受けられ、この国の

先行きが危ぶまれるところです。立憲主義に関

する知事の基本認識をお伺いいたします。

知事にもう一問お伺いします。知事は、昨

年11月議会で３期目への挑戦を宣言されまし

た。その出馬表明は、星原議員の質問に対する

答弁の形でしたが、関連する３度の答弁の中

で、計９回「発展」という言葉を織り込む力強

いものでした。「人口減少対策」「経済振興と

産業人財の育成・確保」「観光戦略」「危機事

象への対応」を４つの課題と捉えて、全力を注

ぐとの趣旨だったと思います。宮崎県では、戦

後の公選制となり、８人が知事職を務めていま

す。その中で複数期にわたって知事の座にあっ

たのは、河野知事と黒木知事、松形知事の３名

です。河野知事の３期目が実現すれば、計12年

の知事任期が担保されるわけですので、いよい

よ知事の存在は県政史に大きな足跡を残すこと

になるでしょう。また一方で、３期目の知事と

いうのは当然、これまでの２期果たしてきた役

割に加えて、新しい役割を担ってこそ、県民の

本質的負託に応えられるものではないかと思う

ところです。明確な課題認識と将来イメージを

持ち、県政運営は手がたく、弁舌爽やかに県政

に当たるという河野知事のイメージに加え、３

期目を目指すに当たって、知事はどのような知

事像、トップリーダー像を掲げようとしている

のか、お伺いいたします。

壇上での質問はここまでとし、残余の質問は

自席から行いますので、答弁のほどよろしくお

願いいたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

まず、立憲主義についてであります。立憲主

義とは、主権者たる国民がその意思に基づき、

憲法に国家権力の行使のあり方について定め、

これにより国民の基本的人権を保障するとい

う、近代憲法の基本的な考え方である。大変重

要な考え方であると認識しております。

次に、トップリーダー像についてでありま

す。私が思い描いているリーダー像は、いかな

る厳しい状況下にありましても、夢や未来を語

り、そこへ県民を導いていくために明確なビ

ジョンと戦略を示し、それを断固実行するこ

と、事に当たっては迅速かつ的確に判断し、み

ずから先頭に立って力強く推進すること、そし

て、結果に対してはしっかりと責任を持つこ

平成30年３月５日(月)
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と。これが大事であると考えております。常に

県民に寄り添い、県民目線に立って事をなすこ

と、それがリーダーの姿であると考えておりま

す。これまでも、このような思いで県政を進め

てまいりましたが、３期目を目指すに当たりま

しては、リーダーとしてさらに精進を重ね、

「対話と協働」の基本姿勢のもと、県民の方

々、また、さまざまな立場の方々の声や思いを

しっかり受けとめながら、県民の皆様全てが豊

かな暮らしを実感できるよう、全力で取り組ん

でまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○渡辺 創議員 ありがとうございました。今

の御答弁の中でも、県民の立場、県民の目線、

それから、さまざまな立場にという単語もあり

ましたけれども、一言だけ私見を述べさせてい

ただければと思いますが、私は、３期目を目指

される知事にぜひ望むことが一つあります。そ

れは、少数者や生きづらさを抱える人たち、ま

た、そういう存在への温かいまなざしを持って

いただきたいということです。先ほど壇上の発

言でも申しましたが、知事の３選出馬に関する

議会答弁では、「発展」という言葉が９回出て

まいりました。これは象徴的に申すんですが、

当然、宮崎県の発展というのは総体としての県

民生活の向上につながるわけですから、重要で

す。しかし、当然、発展には、取り残される人

も、そこに乗れない人たちも出てくる。そうい

う県の施策の方向性や社会のありようからこぼ

れ落ちているところにも目を向けて、大事にす

ることができる知事、トップリーダーであって

ほしいと願うところであります。

３期目を迎えられれば、知事は恐らく、知事

御自身が思っていらっしゃるよりもずっと大き

な政治的な存在になられるだろうと思います。

影響力も大きいはずです。先ほど例示で言いま

したが、黒木知事や松形知事の時代は、今のよ

うにＳＮＳがあったりするわけではありません

から、知事のメッセージが今ほど県民に簡単に

届くという状況ではありませんでした。今はこ

ういう時代ですので、知事も既にＳＮＳ等を活

用されておりますが、知事が、生きづらさを抱

えている皆様方に寄り添って、大切にするとい

うメッセージを発すれば、当事者の皆さんに

とっても大きな力になると思いますし、見落と

されがちな課題に目を向ければ、その重要性も

当然受け入れやすくなると思います。ぜひ、そ

んなトップリーダーであってほしいとお願いい

たしまして、次の質問に移ります。

昨年の９月議会でも取り上げましたが、ＬＧ

ＢＴなど性的マイノリティーに関する質問を行

います。

まず、県は、性的マイノリティーに関する相

談体制を持っているのか否か。また、ある場合

にはその現状はどうなっているのか。関係する

と思われます総合政策部、福祉保健部、教育委

員会、それぞれにお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 総合政策部関

係で申しますと、宮崎県人権啓発センターと宮

崎県男女共同参画センターに、県民の皆様から

の相談窓口を設けておりまして、その中で、性

的マイノリティーの方々からの相談についても

対応しているところであります。

まず、宮崎県人権啓発センターの関係です

が、さまざまな人権問題に関して相談を受けて

おりまして、平成28年度については全体で62件

の相談がありましたが、性的マイノリティー関

係の相談はございませんでした。

また、宮崎県男女共同参画センターでは、夫

婦・家族関係や心身面の不安などのさまざまな
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悩みに対する相談を受けておりまして、平成28

年度については、全相談件数1,677件のうち、性

的マイノリティー関係の相談は２件でありまし

た。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 福祉保健部で

は、現在、保健所等の出先機関を初め、各種の

相談窓口において、県民の身体や心の健康に関

するさまざまな悩みや心配事に対応していると

ころであり、性的マイノリティーの方からの相

談につきましても、この中で対応しておりま

す。しかしながら、性的な悩みの場合でも、そ

れが性的マイノリティーの方からのものである

か、判断が困難であることから、当事者からの

相談がどの程度あったかは、把握できておりま

せん

○教育長（四本 孝君） 県教育委員会では、

教育研修センター内に「ふれあいコール」を設

置いたしまして、ＬＧＢＴ等に係る内容も含

め、さまざまな悩みを抱える児童生徒や保護者

からの相談を受け付けております。平成29年度

におきましては、１月末現在で565件の電話相談

及び来訪相談を受け付けております。なお、特

に電話だけでのやりとり等では、相談者が性的

マイノリティーの方なのか判断が難しい状況に

ありますため、ＬＧＢＴ等に関する相談につい

ては、明確な件数としては把握しておりません

が、根底にＬＧＢＴ等に係る悩みを抱えている

と思われる場合は、相談者に寄り添った丁寧な

対応に努めているところであります。また、内

容によっては、県の男女共同参画センターや精

神保健福祉センター等を紹介することとしてお

ります。

○渡辺 創議員 続けて教育長にお伺いしま

す。平成26年に文部科学省が「学校における性

同一性障害に係る対策に関する状況調査」とい

うのを公表しています。全国で606件の報告が

あっているはずですが、この調査に関して、宮

崎県内での状況をどのように把握しているか、

お伺いします。

○教育長（四本 孝君） 平成26年度に文部科

学省が実施しました本調査につきましては、国

は、全国の状況のみを公表しており、県ごとの

公表は行っておりませんので、本県の具体的な

状況については把握していないところでありま

す。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。こ

こまで４つの答弁をいただいて、よくわかって

きたのは、制度であったり統計の整理の区分と

いう課題等々あるのは事実ですけれども、現時

点として、性的マイノリティーの方々が抱える

生きづらさのようなものを、県としては的確に

把握するすべを持っていないということだと思

います。もちろん、内面に抱えていることです

ので、それをすべて外に表明できるということ

でもないかとは思いますけれども、この辺を考

えても、実態の把握というのがとても難しいこ

とがわかるかと思います。そういう特徴を持っ

ている課題だからこそ、共生社会を目指すため

にも、その声に耳を傾ける積極的な努力が行政

にも必要ではないかと思うところです。

続けて教育長にお伺いしますけれども、性的

マイノリティーの方々のお話や著作を読んだり

聞いたりしていると、共通するのは、学校の中

での生きづらさということを、皆さんそれぞれ

感じてきていたということです。先ほどは性同

一性障害の実態を聞きましたけれども、性同一

性障害に限らず、性的指向や性自認にかかわる

児童生徒の生きづらさを、学校現場ではどう把

握し、対処しているでしょうか。

○教育長（四本 孝君） 性同一性障害等に係
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る児童生徒の生きづらさにつきましては、自尊

感情が低下したり、いじめの被害者になったり

するなど、さまざまな問題に派生する場合があ

るものと認識をしております。そこで、学校で

は、一人一人の教職員が、日ごろから児童生徒

をきめ細かく観察しながら、このような悩みや

不安を抱える児童生徒のよき理解者となるよう

に努めるとともに、児童生徒が相談しやすい環

境づくりを進めております。また、このような

児童生徒に対して、みずからが認識している性

別の服装を認めたり、職員トイレを利用させた

りするなどの、生きづらさを解消するための支

援を行っております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。こ

としの１月から、地元紙・宮崎日日新聞で、

「自分らしく、生きる 宮崎から考えるＬＧＢ

Ｔ」という年間企画が始まっています。非常に

意欲的な企画だと高く評価するところですが、

このような動きや当事者の皆さんの取り組みも

あり、少しずつ性的マイノリティーの皆さんへ

の理解が―十分に広がったとはとても言えな

いかと思いますが―宮崎県においても広がり

始める一歩目を踏み出すことができたのではな

いかなと思っておるところです。正確に理解を

広げていくため、そしてまた、生きづらさを感

じている子供たちの課題を少しでも解決してい

くためには、学校での理解醸成は極めて重要で

はないかと考えていますが、性的マイノリティ

ーに関する研修や指導はどのように行われてい

るのか。教育委員会の把握する実施状況とその

傾向を、教育長にお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） ＬＧＢＴ等の性的マ

イノリティーに関する教職員に対する研修の実

施状況でございますが、平成28年度は、422校

中102校で、率にしますと24.2％、平成29年度

は、415校中127校で、率にしますと30.6％でご

ざいます。前年度と比べ6.4ポイント上昇してお

ります。また、児童生徒への指導内容として取

り扱った学校は、平成28年度は、422校中33校、

率にしますと7.8％、平成29年度は、415校中45

校で、率にしますと10.8％でございます。こち

らも前年度と比べ３ポイント上昇しておりま

す。

これらの内容といたしましては、従来は視聴

覚教材の利用を中心としたものでありました

が、近年は、新聞等の最新の情報を活用した

り、外部講師のお話をお聞きしたりするものが

ふえております。また、保護者を対象とした家

庭教育学級の研修テーマとなるなど、ＬＧＢＴ

等の性的マイノリティーの方に対する人権意識

は着実に高まってきていると考えております。

○渡辺 創議員 性的マイノリティーの方々の

生きづらさの解消のためには、当然、知事部局

の取り組みも大切になると思います。県はどの

ような取り組みをされているのか、また、市町

村における取り組みをどのように把握している

のか、総合政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 性的マイノリ

ティーの方々におかれては、性の区分や異性愛

を前提とした社会の中で、誤解や偏見によりい

じめや差別の対象とされたり、悩みや苦しみを

打ち明けられないなど、生きづらさを抱えて生

活されている方が多いものと理解しておりま

す。このような状況をなくすためには、周囲の

方々が性の多様性について理解を深めていくこ

とが何よりも重要であると考えております。県

といたしましては、このような認識のもと、宮

崎県人権教育・啓発推進方針の課題の一つに位

置づけ、各種の講演会や研修を実施するととも

に、人権情報誌への記事の掲載、啓発パンフ
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レットの配布など、さまざまな啓発活動を展開

しているところであります。また、市町村にお

いても、各種の研修や講演会を開催されている

ほか、例えば宮崎市では、関係課がレインボー

フラッグを掲示するとともに、職員がバッジを

身につけ、性的マイノリティーの支援者である

ことを表明するなど、さまざまな取り組みが行

われていると伺っております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。宮

崎市の職員さんがしているバッジというのは、

私もきょうつけていますが、これはレインボー

ですけれども、もう一つ、緑のバッジを持って

います。それには「ＡＬＬＹ(アライ)」という

ふうに書いてあります。「ＡＬＬＹ（アラ

イ）」というのは、同盟であったり支援という

ことを意味するところから来ていますが、当事

者ではないけれども、性的マイノリティーを理

解し、支援するということを表現しているわけ

です。

また、きょうの新聞にも載っておりました

が、例えば、私の地元ですけれども、宮崎市の

東大宮の地域事務所では、市民の皆さんが来ら

れるカウンターにレインボーフラッグを立て

て、「これは何ですか」という話から含めて理

解を醸成していく取り組みも、自発的なものと

して出てきている。非常に大事な動きではない

かなと思っているところです。

このテーマ、最後の質問にしたいと思います

が、先ほど御紹介した宮崎日日新聞の年間企画

の第１回目は、こう始まります。少し長いです

が、引用したいと思います。「高校時代に同性

を好きになったが誰にも相談できなかった男

性、心と体の性が一致せず男性と女性のどちら

で生きるべきか悩んだ人。そういった性的少数

者の県内当事者たちが表舞台で声を上げ始め

た。電通が約７万人を対象にした2015年の調査

では、ＬＧＢＴなどに該当する人は13人に１人

という結果もある。一方で教育や就労、医療、

社会保障など当事者が抱える問題は暮らしの隅

々に横たわっている。さらに自らの性に悩み、

偏見の中で生きる子どもは少なくない。彼らが

直面する現状や課題を宮崎から見つめ、これか

ら生まれる子どもも含め、すべての人が暮らし

やすい宮崎の現実を考える」、こういうふうに

始まっています。

ここで書かれていることに、私は全く同感だ

と思っています。大事なのは、性的マイノリ

ティーも生きやすい社会を目指すというのは、

決して彼らだけのことではなくて、誰もが生き

やすい多様性を認め合う社会につながっていく

ということだと思っています。ここが一番重要

なところだと思います。

昨年９月の一般質問でＬＧＢＴを取り上げた

際に、知事は、当事者の方と接したり、お話を

したのは、アメリカに留学している際に接点が

あったのが最後だという御答弁をされました。

今、宮崎県内では、知事がみずから先頭に立っ

て、当事者と言葉を交わし、理解をし、誰もが

生きやすい社会をつくっていくために協働す

る。これが大事なことではないかと思います。

知事として、積極的に対話の機会をつくってみ

てはいかがかと思いますけれども、知事のお考

えをお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今るるお話がございま

した性的指向の問題であれ、例えば国籍であ

れ、障がいのあるなしであれ、さまざまなそう

いう異なることであったり知らないことに伴う

誤解や偏見、差別というものがあってはならな

い。これは基本的人権、大変重要な課題であろ

うと思っております。いわゆるＬＧＢＴ、性的
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少数者とされる皆さんの問題、この議場でも太

田議員のお話がございました。宮崎日日新聞で

も今取り上げられている中で、改めて、さまざ

まな生きづらさを感じている方々がおられると

いう実態を目の当たりにしておるところでござ

います。県政を進めていく上で、さまざまな立

場の方々のお声をお聞きすることは大変重要で

あると。私も「対話と協働」を掲げておるとこ

ろでありまして、こうした性的少数者とされる

方々とお会いすることは、やぶさかではないと

ころであります。

一方で、注意すべきは、知事に対していろい

ろ物を言いたいという方はたくさんいらっしゃ

るわけであります。その中で、公平性も考えな

がら、また、単にお会いすることが目的とな

る、ポーズのため、例えばそれがアリバイづく

りのためというようなことになってはならない

と思っております。そういう真摯な思いで、こ

の問題に向き合う中でどのような対応をしたら

いいのか、しっかりと考えてまいりたいと考え

ております。

○渡辺 創議員 知事の今、御答弁であった中

で、本質的に大事なのは前段の部分だというふ

うに思います。そのアクションがあった上で、

今、御答弁の後段にあった、それが例えばポー

ズづくりではないかとか否かという御心配は、

まず知事が行動を起こされて、みずからお話を

聞かれて、そういう形で生きづらさを抱えてい

る方たちのことを認識しようとされることが、

まず最初の行動アクションであるべきだろうと

思っております。後段の部分が先に頭に立つか

ら、行動をする上でそれが足かせになるかもし

れないというのは、県の知事としてのお立場と

しては、私はいささかそこはちょっと残念な気

がしますので、そこについては、ぜひ前段のほ

うを大切にして取り組んでいただきたいと思う

ところです。御答弁あるようですので、どうぞ

お願いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 私は、前段のところを

答えとして申し上げたところでありますが、そ

こに注意すべきことはということで、後段につ

いてつけ加えさせていただきました。それを

もって全体が否定的なトーンに聞こえたのであ

れば、そこは御理解をいただきたいと考えてお

ります。

○渡辺 創議員 物の発信というのはとても難

しい面があるかと思いまして、今あえて余計な

ことを申しましたのも、知事の本意は恐らく前

段にきちんと込められているのだろうと思いま

したので、重ねて確認をさせていただきまし

た。恐らく、当事者や深いかかわりを持ってい

る人たちが聞かれたら、知事の一言一言にとて

も大切な意味を持たれると思います。先ほど３

期目のお話もしましたが、政治的リーダーとし

て宮崎県を担うことの意義は、そこのところま

で背負うということだと思います。ぜひともそ

このところは改めて、きょうの御答弁を整理い

ただいて、本質的な思いのところを果たしてい

ただきたいと思います。

次に、テーマを変えまして、国体に向けた県

有体育施設整備と宮崎市のアリーナ構想につい

てお伺いいたします。

まず、宮崎市のアリーナ構想は、背景にはさ

まざまな経緯があるかもしれませんが、表層的

な見方をすれば、昨年９月議会で県が表明した

県有体育施設の分散整備方針を受けて、かなり

唐突な形でアリーナ整備という方針だけが示さ

れたという印象があります。しかも、構想の内

容が全く明確な状態ではないにもかかわらず、

１月に行われた宮崎市長選では、そのアリーナ
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の是非が争点化されるという少々不思議な状況

にあったような気もしています。岩切議員の代

表質問と多少重なるかもしれませんが、少し状

況を整理したいと思います。まず、市のアリー

ナ構想について県はどう把握しているのか、総

合政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 県といたしま

しては、宮崎市においてどのような構想が検討

されているのか、お尋ねしているところであり

ますが、具体的な内容については、今後、検討

されると伺っているところであります。

○渡辺 創議員 同じく総合政策部長にお伺い

しますが、宮崎市から具体的な協力要請はござ

いましたでしょうか。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 具体的な内容

については、先ほど申し上げましたが、今後、

検討がなされると伺っておりますので、具体的

な協力要請は、これからになるのではないかと

考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございます。ここ

までの答弁を総括すると、現時点では、市のア

リーナ構想について、県には具体的な情報提供

や協力要請はないと理解しました。

それでは、基本的なことを確認したいと思い

ますが、県はこれから２巡目国体に向けて、市

町村とも協力して、国体の成功、円滑な運営に

向けて取り組まなければならないわけです。そ

の立場で考えたときに、県都宮崎市に一定規模

以上の競技施設があることはプラスだと思いま

すが、そもそも県は、宮崎市のアリーナ構想を

２巡目国体に資する施設整備と受けとめている

のでしょうか。これは教育長にお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 宮崎市のアリーナ構

想の具体化が､２巡目国体の開催５年前に間に合

えば、検討対象になるものと考えております。

○渡辺 創議員 ５年前ということは、平成38

年から７、６、５、４、３ですから、平成32年

から33年には施設概要が明確でないとというこ

とかと理解しました。宮崎市議会での戸敷市長

の答弁によると、これから２年の間には具体的

な構想をということのようでありますので、非

常に絶妙というか、微妙というか、資する可能

性も、間に合わない可能性もあるということか

と理解をいたしました。

ここで、知事にお伺いしたいと思いますが、

厳然とした事実として、県央部は室内体育施設

について、県体育館の延岡移転、そして、既に

完成から35年がたっている宮崎市総合体育館の

老朽化という、この２つの事実を抱えていま

す。これは、将来的には県央部の室内体育施設

の脆弱化につながることは間違いないと思って

いますが、その点を県はどう考えているのか。

また、その状況を考慮した際に、県として宮崎

市のアリーナ整備に期待感を持っているのか、

お伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 新たに整備する県立体

育館につきましては、全県的なスポーツの振

興、地域の振興を図るという観点から、延岡市

への整備を判断したものでありますが、利用者

等に配慮するため、現在の県体育館につきまし

ても、当面、存続させることとしているところ

であります。県といたしましては、宮崎市のア

リーナ構想が具体化していくこととなれば、県

央部における体育施設の充実にもつながるもの

と考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

同じく、県央部の施設の脆弱化という観点か

ら、現有の県体育館についてお伺いします。

今、知事の答弁にもありましたけれども、利用

者に配慮するため、現在の県体育館は当面存続
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というふうに県は姿勢を示しています。この

「当面」というのがなかなかくせ者かなと思う

んです。そもそも、県議会でもいろんな議論が

ありましたけれども、構想の段階では、県体育

館は、決まればといいますか、新しいのができ

上がればということだろうと思いますが、今の

用地を売却して建設費用に充てるというような

考え方もあったわけです。県体育館は昭和43年

の建設ですので、既に50年がたとうしていま

す。そういう面でもいろいろ限界はあるかと思

いますが、まず、この「当面」というのを、我

々県議会も、また県民も、特に県央部に暮らし

ていらっしゃる方はどのように受けとめればい

いのか、知事にお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 現在の県体育館は、建

設から50年が経過しております。施設の存続、

活用には維持管理などの検討課題もありますた

め、現時点ではまだ整理ができていない状況で

あります。今後、２巡目国体に向けました競技

会場の選定作業を行ってまいりますが、例え

ば、国体に向けた当面の練習会場として使用す

るなど、さまざまな選択肢を含めて、このあり

方については考えているところでありまして、

市の体育館をどう考えられるか、また、アリー

ナ構想がどのようなスケジュール感で具体化す

るか、そのような状況も踏まえる必要があろう

かと考えております。県の財政状況等も踏まえ

ながら、できるだけ早くその方向性について整

理をしたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。知

事の答弁にありましたように、まず、宮崎市の

アリーナがどうなるかという問題も大きく影響

すると思います。今、御答弁の中では、国体に

向けた当面の練習会場という考え方もできるか

なという話がありました。いずれにしても、国

体まで県体育館を残すのか、何らかの活用の方

法があって残すのか、その前に何らか次に向

かっていくことがあるのか、もしくはその後も

どうなるのかという問題、いろいろあります。

ここは、特に県央部の住民にとっては重要な課

題だと思っていますので、また機会を改めてい

ろいろと議論させていただければと思います。

次のテーマに移りたいと思います。若い世代

の皆さんの県内定着が県政の重要な課題となっ

ていますので、県内就職推進の基本的な考え方

について、少し状況の整理をさせていただきた

いと思います。

まず、県内高校生、さらに県内大学生、そし

て県外大学生の県内就職の状況について、商工

観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 県内就職

の状況でございますが、まず、県内高校生につ

きましては、学校基本調査によりますと、昨年

３月卒業者の県内就職率は55.8％となっており

ます。次に、県内大学生等につきましては、県

が大学、短期大学及び高等専門学校を対象に実

施した調査によりますと、昨年３月卒業者の県

内就職率は44.3％となっております。なお、県

外大学生等につきましては、調査が非常に困難

ということもありまして、把握はできておりま

せん。

○渡辺 創議員 わかりました。高校生の県内

就職率の低さが指摘されて１年以上の時間がた

ちました。そもそも県内の企業の高校生向け、

または大学生等向けの求人がどの程度あるの

か、確認したいと思います。商工観光労働部

長、お願いします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 新卒予定

者に対する県内企業の求人状況につきまして

は、宮崎労働局の本年１月末時点の調査により

平成30年３月５日(月)
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ますと、高校が、就職希望者2,520人に対し、求

人数は4,126人であり、求人倍率は1.64倍となっ

ております。また、大学等につきましては、就

職希望者2,083人に対し、求人数は5,168人であ

り、求人倍率は2.48倍となっております。

○渡辺 創議員 今、答弁で伺った話をもと

に、高校生の就職に限定して話を進めたいと思

います。県が策定した「まち・ひと・しごと創

生総合戦略」の中では、高校生の県内就職率の

目標を平成31年度65％と設定していますが、こ

の根拠は何でしょうか。商工観光労働部長にお

伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 高校生の

県内就職率の目標値設定の考え方であります。

人口減少が大きな課題となる中、若者の県外流

出や企業の人手不足の問題が顕在化している状

況を踏まえまして、官民一体となって、高校生

の県内就職の促進にしっかりと取り組んでいく

必要があるとの考えから、県内就職率が最も高

かった平成15年度の63.9％を上回る65％を目標

としたところでございます。

○渡辺 創議員 全国最低だった平成26年度

（27年３月）の調査が、高校生54％ほど、昨年

が55.8％。もちろん景気の状況等に大きく影響

を受けると思いますので、先々のことは何とも

分析しづらいというのが本当のところかと思い

ますが、今掲げている目標が、容易に達成でき

る数値ではないというのは、この議場にいる皆

さん、同じ認識かと思うんですけれども。そも

そも県としては、高校生の県内就職率が低い要

因をどう捉えているのか。また、今年度、就職

内定者のアンケートを商工のほうで実施したと

伺っておりますが、県外就職が選ばれた主な理

由はその調査の中でどうなっているのか、調査

結果をお伺いしたいと思います。商工観光労働

部長にお願いします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 本県の高

校生の県内就職率が低い要因といたしまして

は、希望する職種の有無や、県外企業との給与

の差などのほか、生徒や保護者、教職員等の県

内企業に対する認知度が低いことや、企業側の

アピール不足もあったのではないかと考えてい

るところでございます。

このような中、御質問にありましたように、

県では、先般、就職内定者を対象に、進路選択

に関するアンケート調査を行いましたが、回答

のあった県外内定者1,101名の県外を選んだ理由

を見てみますと、最大３つまでの複数回答での

結果でありますが、「希望する職種・業種であ

る」が421名で最も多く、次いで「親元を離れて

自立したい」が389名、「一度は都会で生活した

い」が284名、「給料が高い」が281名などと

なっております。

○渡辺 創議員 今のアンケートを伺っている

と、１番目の「希望する職種・業種である」と

いうのは、宮崎県内の産業の幅が広がればいろ

いろ手の打ちようもあるのかなという感じはし

ますが、２番目の「親元を離れて自立した

い」、３番目の「一度は都会で暮らしたい」、

これはなかなか県としても対処のしようがな

い、若者の思いというところかと思いますの

で、非常に難しい現実を突きつけられている気

分にもなるところであります。

このテーマでは、知事に最後にお伺いしたい

と思いますが、ここまで伺ってきた高校生の県

内就職率の向上にしても、さらに、ＵＩＪター

ンや産業人材の育成なども、いずれも将来的な

県内人口の減少に歯どめをかけるという目標に

向かっての取り組みだと思います。人口減を緩

やかにするためには、次の世代につながる可能
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性の高い若年層の社会減をどれだけ抑えるかと

いうのが最も有効というのも、よくわかるとこ

ろです。

ただ、2060年に80万県民のラインを維持する

という県の将来的な狙いのところについては、

現状の目標値の延長線をたどっていくだけでは

恐らく届かない数値になっているかと思うんで

す。もちろん長期的な人口推計の話ですので、

変動要因が多過ぎるのはよくわかりますけれど

も、2060年に人口80万人という宮崎県の姿を描

いていくためには、その姿が描けるときには宮

崎県の産業構造はどうなっていて、宮崎で生ま

れ育った高校生のどのくらいの子供たちが県内

に残る、または県外から宮崎という地を選んで

来る新たな方々もいる。そういう全体像をでき

るだけ具現化していって、少しずつでもそれを

県民に示していくことが重要ではないかと思っ

ております。その点について、知事のお考えを

お伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今お話がありましたよ

うに、本県の地方創生総合戦略におきまして

は、2060年に約80万人を維持することを目指し

ております。最大の課題は、これから親となり

ます若者世代の県内定着であります。この目標

を達成するためには、2030年度までに若年層に

おける社会減を30％、１年当たりでは900人程度

抑制する必要があります。これに合わせる形

で、計画期間の５年間の目標としまして、県内

の高校・大学における新規学卒者等の県内就職

率を設定しているところであります。これ

が2060年の目標に対して十分なものとなってい

るかどうかについては、随時検証を行い、ま

た、しっかりと情報をお示しすることが必要で

あろうかと考えております。昨年末には、若者

の県内就職やＵＩＪターンの促進に産学金労官

が一体となって取り組むための「産業人財育成

・確保のための取組指針｣を策定したところであ

ります。「働きたい場所として選ばれるみやざ

き」の実現を目指して、人材確保の取り組みを

積極的に展開してまいりたいと考えておりま

す。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。知

事のおっしゃるとおりだと思いますので、県議

会の立場からも、今後のそのお示しを期待して

いきたいと思います。

次に、首都圏での情報発信のあり方について

お伺いいたします。

県の物産館であります新宿みやざき館ＫＯＮ

ＮＥがリニューアルのために休館中でございま

す。その進捗状況と、リニューアルを機にどの

ような施設を目指していくのか、商工観光労働

部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 新宿みや

ざき館ＫＯＮＮＥにつきましては、４月28日の

リニューアルオープンに向けまして、現在、改

修工事や備品等の整備に加え、運営事業者と連

携し、展示商品や飲食メニュー食材の検討など

を行っているところであります。リニューアル

により、内装には県産材をふんだんに活用し、

温かみのある施設にすることとしております。

また、２階にはレストランを設け、本県の農産

物を使用した本格和食料理を提供するととも

に、デジタルサイネージや催事コーナーを設置

し、市町村や企業等とともに観光や物産等のＰ

Ｒに取り組みますとともに、食を初めとする本

県の総合的な魅力を発信することといたしてお

ります。これらの取り組みによりまして、宮崎

の認知度向上や県産品の販路拡大、観光誘客な

どにつながる、発信力や集客力のある拠点を目

指してまいりたいと考えております。
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○渡辺 創議員 ＫＯＮＮＥと同じく、首都圏

での宮崎県の情報発信に資するのが、神奈川県

川崎市との連携協定だと思います。協定締結

後、一定の時間がたちましたが、取り組みの状

況を総合政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 川崎市との協

定につきましては、相互の持つ資源や特色を生

かしながら、産業や人づくりなど、さまざまな

分野において連携を深めていこうとするもので

ありまして、民間企業や住民間での交流・連携

を促進していくことが重要であると考えており

ます。

このような考え方のもと、毎年、川崎市にお

いては、50万人以上の来場者があります「かわ

さき市民祭り」を初め、サッカーＪリーグの川

崎フロンターレのホームゲームや商業施設等で

宮崎フェアを開催し、本県の観光や物産のＰＲ

を行うとともに、県内企業にも出店していただ

き、多くの方々に来場いただいているところで

あります。また、本県においては、今年度、農

家民泊を取り入れた川崎市の定時制高校の修学

旅行を受け入れましたほか、双方の文化ホール

連携による交流コンサートを実施するなど、川

崎市民の皆さんが本県のよさを体感し、幅広い

層の交流の契機となるよう取り組んでいるとこ

ろであります。

○渡辺 創議員 県の情報発信が功を奏して県

外での宮崎県の認知度が高まることは、県民の

県政満足度も高まることだと私は考えていま

す。「日本のひなた宮崎県」キャンペーンも、

県内では一定の定着を見たと思いますので、今

後は、その認識がどれだけ県外に定着していく

かということだろうと思います。この機会に、

首都圏を初め、県外での宮崎情報の発信にいか

に取り組んでいくか、知事のお考えをお伺いし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 県外に向けまして宮崎

の魅力をアピールして認知度を高めることは、

物産振興や観光誘客など、本県経済の活性化の

ためにも、また、県民みずからがその魅力に対

して改めて気づくという点においても、極めて

重要な取り組みであると認識しております。特

にまた、この首都圏というものが、２年後の東

京オリンピック・パラリンピックに向けて、国

内外の大きな注目、さらににぎわいを増してい

るということ。さらには、今、全国的なメディ

アの状況からすると、首都圏発の情報が全国に

伝わっていく。全国にメッセージを届けようと

すれば、首都圏で認知をされることが非常に重

要であろうかと考えております。これまで、ひ

なたプロモーションを中心に、本県ゆかりの著

名人の方々の協力も得ながら、官民一体となっ

た宮崎のＰＲに取り組んでまいりましたが、今

後は、これまでの取り組みに加えまして、新宿

ＫＯＮＮＥのリニューアル、これで大きな拠点

ができるわけであります。そこを有効活用しな

がら、影響力のあるメディア等を活用した情報

発信の強化とあわせて、また、全国規模の企業

や川崎市、神戸市との連携した取り組みの活発

化もあろうかと思います。また、あとしばらく

して行われるアカデミー賞授賞式での宮崎牛や

焼酎のプロモーション、国外で認知されること

が、また国内でのプロモーションにもつながっ

ていく。そのようなさまざまなアイデアを凝ら

しながら、首都圏を初めとする県外に向けて、

「日本のひなた宮崎県」の魅力を発信してまい

りたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。県

の広報戦略、情報発信のあり方については、今

までも何度か質問させていただいております。
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きょうは一歩目として、今後の方向性は改めて

議論する機会をつくりたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

次に、警察本部長にお伺いしてまいります。

まず、警察署協議会についてお伺いします。

県内の各警察署には、管内の住民によって構

成される警察署協議会が設置されています。御

存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、

制度開始から17年目を迎えようとしているとこ

ろかと思います。この警察署協議会の概要につ

いて、警察本部長にお伺いいたします。

○警察本部長（郷治知道君） 警察署協議会

は、平成12年12月の警察法改正によりまして、

警察の職務の適正を確保し、警察署における事

務の処理に民意を反映させるため、警察署長の

諮問に応じ、警察署長に対して意見を述べる諮

問機関として設置されたものであります。現在

の警察署協議会委員数は、県内13警察署の規模

に応じまして、５名から12名の合計103名であり

ます。性別や所属組織、年齢等に偏りが生じな

いように配慮しつつ、各警察署から推薦を受け

た県公安委員会が委嘱しております。

○渡辺 創議員 御答弁にもありましたよう

に、平成12年の警察法改正で制度化されて、翌

平成13年６月１日に一斉にスタートした制度だ

と思います。郷治本部長は当時、兵庫県警刑事

部捜査二課長であられたかと思います。この設

置の時期を見て、ぴんと来られる方もあるかも

しれませんけれども、この制度は、一連の全国

的な警察不祥事が相次ぐ中で、国民からの信頼

を警察がどうやって回復するかということで、

警察刷新会議の提言を受けて、警察法改正に盛

り込まれたものだと認識しています。当時の田

中節夫警察庁長官は、「警察改革の柱」とまで

記者会見でおっしゃっていました。実は、私は

当時、一連の不祥事の大激震地の一つでありま

した神奈川県で、警察担当の新聞記者をしてお

りまして、この協議会もスタート時に期待を込

めて取材いたしました。この警察署協議会とい

うのは、例えば防犯協会とか交通安全協会のよ

うに、警察と一体になって施策の推進を図ると

いう住民組織とはちょっと趣が違って、警察側

は、住民にみずからのやっている取り組みをよ

く理解いただくために丁寧な説明をしている

し、委員の側は、あくまでも住民の目線で警察

行政のあり方に意見具申ができるという、非常

に貴重な制度だと思っています。宮崎県内で

は、それぞれの署にこの警察署協議会があるわ

けですが、協議会の意見が具体的に警察署の取

り組みにいい影響を与えたというケースがあり

ましたら、お示しいただきたいと思います。本

部長にお願いいたします。

○警察本部長（郷治知道君） 例えば、平成27

年の高鍋警察署協議会において、交通事故防止

のための効果的な施策について諮問したとこ

ろ、「バック不要の高齢運転者専用駐車枠の確

保を事業所等に働きかけてはどうか」との御意

見をいただきました。その後、同署では、前進

で駐車し、前進で発車できる高齢運転者専用の

駐車枠を来客駐車場に設置して、管内の事業所

にも働きかけて、同様の駐車枠を設置していた

だいた事例があります。また、平成29年の宮崎

南警察署協議会では、「うそ電話詐欺防止対策

として若者にも啓発活動をしてもらいたい」と

の御意見をいただき、管内の中学校、大学等で

講話などの特殊詐欺被害防止のための啓発活動

を強化した事例もございます。

○渡辺 創議員 ありがとうございます。警察

署協議会の仕組みも、あと２～３年たつと20年

という節目を迎えるかと思います。どうか改め
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てその有用性を検証いただいて、今後の宮崎県

警察の取り組みにさらに生かしていただきたい

と考えておりますので、その辺の期待も込め

て、今後について警察本部長のお考えをお伺い

したいと思います。

○警察本部長（郷治知道君） 地域の安全・安

心を維持していくためには、住民の方々などの

御理解と御協力をいただくことが大変重要であ

り、地域を代表される警察署協議会委員の貴重

な御意見を警察署の事務に反映させていくこと

が、地域の安全・安心につながるものと考えて

おります。今後も、警察署長の諮問に対して、

各地域の実情に即した活発な御意見、御要望を

寄せていただくことを期待しております。

○渡辺 創議員 話題を変えたいと思います。

ここから、「みどりの少年団」についてお伺い

します。

まず、「みどりの少年団」とはいかなるもの

か、環境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（川野美奈子君） 「みどりの

少年団」でございますが、次代を担う子供たち

が、緑を守り育てる活動を通じて、ふるさとを

愛する心豊かな人間に育っていくことを目的と

した自主的な団体でございます。本県では、昭

和48年の全国植樹祭の本県開催を契機に、少年

団設立の機運が盛り上がりまして、昭和50年に

９つの少年団が結成されたところであります。

平成20年度から29年度の10年間の推移を見ます

と、学校の統廃合により、団数は63から44に減

少しておりますが、団員数につきましては、小

中学校の児童生徒数が約１万人減少しているに

もかかわらず、1,392人から1,506人に増加して

いるところでございます。主な活動としまして

は、「緑の募金」活動のほか、森林学習会や清

掃などの奉仕活動、林業体験等を行っていると

ころでございます。

○渡辺 創議員 少子化の中ですけれども、参

加する児童生徒の数は減っていないという御答

弁だったかと思います。この「みどりの少年

団」に対して、県はどのような支援をしている

のか。また、未来を見詰めたときに、今後、ど

のような期待をしているのかということを、環

境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（川野美奈子君） 県では、全

ての「みどりの少年団」に対し、緑化活動や森

林学習、奉仕作業などの活動費の助成を行って

いるところでございます。あわせて、公共施設

などの緑化を行う少年団には、必要な苗木代等

の助成も行っているところでございます。ま

た、宮崎県緑化推進機構と協働して、県内の各

少年団が一堂に集う活動発表や、キャンプなど

の野外活動により交流を深める「みどりの少年

団総合研修大会」を行っているところでござい

ます。今後とも、「みどりの少年団」には、緑

を愛し育てる活動を通じて、心豊かな人間へと

成長していただくことや、その活動を、学校か

ら地域、そして県全体に広げる牽引役となって

いただき、県民協働での緑化活動や森林（も

り）づくりが一層推進されることを期待してい

るところでございます。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。実

は、私の地元の宮崎市立東大宮小学校でも昭

和52年に結成されて、私が在学中にも「みどり

の少年団」はありましたし、今も活動が続いて

います。その活動は、特に緑化維持というだけ

ではなくて、街の美化や景観の保全にもかか

わっているという印象を持っているところで

す。県では今、「美しい宮崎づくり」に向けて

条例や基本計画を策定して、県民運動として取

り組もうとしているわけですが、その観点から
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も、「みどりの少年団」は重要な役割を担うの

ではないかなという気がしておりますけれど

も、県土整備部長にその辺のところのお考えを

お伺いします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 美しい宮崎

づくりを進めるには、県民の皆様が力を合わせ

てつくり上げた美しい景観を、将来に引き継い

でいくための人材育成が大変重要であります。

御質問の「みどりの少年団」は、次世代を担う

子供たちが、緑を愛し、守り育てる活動を行っ

ていただいております。また、美しい宮崎づく

り活動団体として登録いただいております「山

崎川を清流にもどす有志の会」では、子供たち

とともに河川の美化活動にも取り組まれており

ます。このような活動は、まさしく将来の美し

い宮崎づくりにつながるものであります。県と

いたしましては、地域の皆様や企業、各種団

体、さらには、子供たちと一緒になって活動の

輪を広げ、大人から子供まで、多様な世代のつ

ながりによる美しい宮崎づくりに取り組んでま

いります。

○渡辺 創議員 両部長、ありがとうございま

した。

次に、投票率向上対策についてお伺いしま

す。

18歳選挙権の導入から２年となろうとしてお

ります。この間、２度の国政選挙を初め、各種

選挙が行われてまいりましたが、どのような取

り組みを行い、また、その結果をどう総括して

いるのか、選挙管理委員長にお伺いします。

○選挙管理委員長（吉瀬和明君） 選挙管理委

員会といたしましては、教育委員会や各学校、

市町村選挙管理委員会などと連携・協力いたし

まして、各種啓発事業や学校の出前授業、模擬

選挙実施の呼びかけなどに取り組んでまいった

ところでございます。18歳選挙権導入後に行わ

れました２つの国政選挙におきましては、18

歳、19歳の投票率が全体を下回ったことは非常

に残念ですが、18歳のうち高校３年生に相当す

る有権者の投票率は、全体を上回る高い水準で

あったなど、取り組みの一定の手応えが得られ

たものと考えておるところでございます。一方

で、高校既卒者に相当する有権者の投票率の低

さなどの課題も浮き彫りになっております。そ

の原因把握に努めながら、今後も教育委員会等

と連携・協力し、投票率の向上に取り組んでま

いりたいと考えております。

○渡辺 創議員 同趣旨の質問ですが、教育委

員会のほうではどう総括されているでしょう

か。

○教育長（四本 孝君） 今回の18歳選挙権導

入に伴いまして、県教育委員会では、全ての県

立学校において、主権者教育の企画・立案を行

う職員を「主権者教育推進リーダー」に任命

し、年間指導計画の作成や指導の充実に向けた

研修会を行ってまいりました。また、各学校に

おいては、生徒による実際の選挙公報を用いた

討論会や県選挙管理委員会と連携した模擬選挙

など、具体的・実践的な取り組みも進められて

おります。これらの取り組みの結果、各学校で

は、主権者教育の位置づけや、そのあり方、進

め方が明確になるとともに、少しずつではあり

ますが、生徒みずからが主権者として社会に参

画しようとする意欲や態度の醸成がなされつつ

あると考えております。

○渡辺 創議員 少し幅を広げて、若年層全体

の投票率の低迷が社会問題化していることにつ

いてお伺いしたいんですが、その点について県

選管としてはどのように取り組んでいるのか。

投票率の低迷というのは、選挙管理委員会の責
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任ばかりとは思いませんけれども、なかなか御

苦労も多いことではないかと存じますが、委員

長の率直な御感想をお伺いしたいと思います。

○選挙管理委員長（吉瀬和明君） 選挙管理委

員会といたしましては、若年層の投票率向上に

向けまして、政治と生活のかかわりを考えるワ

ークショップの開催や、政治や選挙についての

意見を発表する「わけもんの主張」の開催など

に取り組んでおりまして、これらに参加してい

ただいた方々の政治や選挙に対する関心は確実

に高まっていると考えているところでございま

す。一方で、取り組みの中には、参加対象を少

人数とせざるを得ないものも多いことから、事

業効果を多くの方々に波及させることができ

ず、若年層の投票率が目に見えて向上している

状況には至っていないことなど、もどかしさも

感じておるところでございます。今後は、事業

効果をより多くの方に広げるような方策を工夫

するとともに、教育委員会等と連携・協力し、

主権者教育の拡充にも努めてまいりたいと考え

ているところでございます。

○渡辺 創議員 今、御答弁にありました、も

どかしさというところに、非常に心情がこもっ

ていらっしゃるような気がいたします。

そこで、若年層の投票率向上のためには、高

校だけではなく、小中学校も含めた学校教育の

中での主権者教育をどう推進していくのかとい

うことが、極めて重要な鍵になると思います。

教育長はどのようにお考えでしょうか。

○教育長（四本 孝君） 小・中・高等学校等

におきましては、発達段階に応じて取り組んで

いる憲法や選挙、政治参加に関するこれまでの

学習等に加えまして、国や社会の課題をみずか

らの問題として捉え、その解決に向けて主体的

に行動できる能力や積極的に参画する態度の育

成を図ることが、今後さらに必要になると考え

ております。そのため、これからの教育活動に

おきましては、例えば小中学校では、地域の課

題や身近な社会の問題をどのように解決すべき

か話し合いや討論をさせたり、高等学校等で

は、国や社会のあり方などについて多角的に考

え、そのためにみずから何をすべきかを発表さ

せたりするなど、日ごろから主権者としての資

質や態度を育むことを意識した学習を、小・中

・高等学校を通して継続的に進めてまいりたい

と考えております。

○渡辺 創議員 18歳選挙権の導入時にもう一

つ緩和されたのが、期日前投票の商業施設等で

の実施であったかと思います。本県内での実施

状況の推移について、選挙管理委員長にお伺い

いたします。

○選挙管理委員長（吉瀬和明君） 期日前投票

所につきましては、市町村選挙管理委員会が設

置主体であります。本県では、平成28年の参議

院議員通常選挙におきまして、初めて、宮崎

市、都城市、延岡市の商業施設にそれぞれ１カ

所ずつ、計３カ所設置され、合わせて１万6,639

人の有権者が投票されたところでございます。

昨年の衆議院議員総選挙におきましては、設

置された市町村と施設は同じでしたが、２つの

市で参院選より設置日数を長くしたほか、都城

市では、商業施設の営業時間に合わせまして、

期日前投票所の閉鎖時刻を１時間延長し、午後

９時とする対応もとられたところでございま

す。このときの投票者数は２万4,242人と、参議

院選の実績を大きく上回りました。このように

多くの利用実績があり、有権者にとって利便性

が高いことから、ほかの市町村選挙管理委員会

にも情報提供や助言等を行ってまいりたいと考

えております。
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○渡辺 創議員 ありがとうございました。

ちょっと時間がありますので、最後に一言だ

け話をさせていただきたいと思いますが、先

日、県立宮崎東高校の卒業式に、定時制昼間部

・夜間部、通信制とＮＨＫ、それぞれ出席をさ

せていただきました。「卒業式のしおり」とい

うのが配付されておりました。その中には、県

議会の 原議長や県定時制通信制教育振興会の

坂口博美会長の祝辞とともに、河野知事の祝辞

も掲載されておりました。聞くところでは、知

事の御挨拶は各高校ほぼ同じ内容であるという

ことのようですので、ほかの高校でも同趣旨の

祝辞があったのかと思いますが、その中に、平

安時代の僧侶・最澄の「一隅を照らす」という

言葉が紹介されておりました。あの有名な「一

隅を照らす、これすなわち国宝なり」と続く一

説の話でございます。皆さん御承知おきのこと

と思いますが、この一隅というのは、決して

「隅っこ」という意味ではありません。この言

葉は、「自分の居場所や立場で精一杯努力し、

光り輝くことが社会全体を照らすことなんだ」

という意味ですけれども、若人に向けて大変す

ばらしいはなむけのお話であったと思います。

この祝辞を読みながら、私は、11月議会で知

事がお示しになった３期目への出馬表明の言葉

に詰まっている思いは、まさにこの「一隅を照

らす」ということなのかなと、思いをめぐらせ

たところでありました。いずれにしても、知事

の一隅というのは大変広く、重要なものだと思

います。先ほど、ＬＧＢＴに関する質問の中で

幾つかのやりとりがありましたけれども、３期

目への出馬表明を11月議会でされている中で、

聞いていて、知事は、トップに立つ者としてそ

の責任から逃れることはない、批判を恐れずに

リーダーとしての役割を果たすというお話をさ

れたかと思います。先ほどのＬＧＢＴに関して

のところは、知事がおっしゃったことは、きち

んと本質を突いていらっしゃったんだと思いま

すけれども、まさに３期目を目指す政治リーダ

ーとして、その役割の広がりをぜひ明確に覚悟

して取り組んでいただきたいと思います。知事

の頑張りが社会全体を明るく照らすわけであり

ますので、どうか御奮闘いただきますように期

待を申し上げて、一般質問を終わります。あり

がとうございました。（拍手）

○ 原正三議長 次は、外山衛議員。

○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。プロ野球の春季キャンプ、県内の各

キャンプ地には全国から大勢のファンが駆けつ

け、大変なにぎわいとなったようであります。

日南におきましても、広島カープと西武ライオ

ンズの２球団がキャンプを行い、大きな経済効

果をもたらしました。また、平昌オリンピック

でのアスリートたちの活躍など、スポーツがも

たらす感動を改めて実感いたしました。富島高

校と延岡学園の春の選抜での健闘を心よりお祈

り申し上げます。

それでは、質問に移ります。まず、知事の政

治姿勢について伺います。

河野知事は、今の任期が始まった最初の議会

であります平成27年２月定例県議会の冒頭で、

「これまでの４年間で育ててきた新たな成長へ

の芽をさらに大きな成長へと結実させ、国内外

に開かれ、諸産業に活力があり、安定した雇用

が確保され、暮らしの質が豊かで、人々が生き

生きと躍動する、そのような宮崎を築き上げて

まいります。そして、その先に「くらしの豊か

さ日本一の宮崎」の実現を目指し、これまで以

上に全身全霊を傾けながら取り組んでまいる所

存であります」と所信を表明されました。来年
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度予算につきましては、知事にとりまして２期

目最後の予算であります。注目をされる予算と

なるわけでありますが、予算編成に当たり、重

点施策として、「未来を支える人財育成・確保

と中山間地域対策の強化」、２つ目に「世界ブ

ランドや文化・スポーツを生かした地域づくり

－2020年に向けて－」、そして、「地域経済を

けん引する産業づくり」の３つを掲げておられ

ます。そこで、平成30年度の予算編成に当たり

まして、重点施策に込めた知事の思いをお伺い

いたします。

次に、ＪＲ九州のダイヤ改正について伺いま

す。ＪＲ九州は、今月、会社発足以来最大規模

の減便等から成るダイヤ改正をついに実施いた

します。完全民営化を果たした直後の特急のワ

ンマン化に続き、合理化策を打ち出してきた形

であります。ＪＲ側は、各便の利用状況を調査

し、利用者の少ない列車を減便などの対象とし

たとのことでありますけれども、まさに交通弱

者の切り捨てとなるものであります。また、今

回の改正は、減便等の対象となる便の選定につ

いて、事前の沿線各自治体との調整もない一方

的なものであり、利用者の声を反映したもので

もございません。特に、日南線や吉都線は学生

などの利用も多い上、もともとの便数も少な

く、利用者などに大きな負担を強いるものであ

ります。一方で、人口減少に伴い、日南線や吉

都線の利用者数の減少は今後も続くと考えられ

ます。路線の維持のためには、さらなる取り組

みも必要と思われます。そこで、県は今後、日

南線や吉都線の維持のためにどのように取り組

んでいかれるのかを、知事にお伺いいたしま

す。

以下の質問は、質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、平成30年度重点施策についてでありま

す。平成30年度は、２期目の仕上げの年であ

り、また、アクションプランの最終年度となり

ますので、まずは目標達成に全力を尽くします

とともに、将来のさらなる飛躍につながる年に

したいと考えております。近年、人口減少のス

ピードが加速しており、産業や地域を担う人材

の確保が急務となっております。また、国民文

化祭等への準備を本格化させなければなりませ

ん。さらに、本県が手にすることができました

地域資源の世界ブランド化や全国和牛能力共進

会の結果等につきまして、次のステップとし

て、地域づくりや観光交流、輸出拡大などの具

体的な成果に結びつけていく攻めの姿勢が求め

られていると考えております。このような思い

から、今回の重点施策を打ち出したところであ

ります。本格的な少子高齢化・人口減少社会を

迎える中、中山間地域対策や医療・福祉など、

山積する困難な課題に腰を据えて対応しなが

ら、将来を見据えた新たな施策も積極的に展開

してまいりたいと考えております。

次に、日南線や吉都線を維持する県の取り組

みについてであります。日南線や吉都線は、通

勤・通学や通院など、地域住民の生活交通手段

として重要な役割を果たしておりますが、輸送

密度がＪＲ九州管内でワースト２位、３位にな

るなど、利用者が少なく、大変厳しい状況にあ

ります。このため、これまで沿線自治体ととも

に、地域内での利用をふやす取り組みを支援し

てまいりましたが、人口が減少している県内の

状況を踏まえますと、より一層強い危機感のも

とに、今後は、定住人口のみならず、交流人口

という観点から、地域外からの利用もふやして
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いく必要があると考えております。そこで、即

効性のある取り組みとしまして、レストラン列

車やクルーズ船の乗客向けのツアーの企画など

により、地域外からの需要喚起を図る取り組み

を新規事業として今議会にお願いしているとこ

ろであります。また、有識者や企業などから意

見を伺うなど、将来にわたってより効果的な利

用促進策や、その費用負担のあり方についても

検討を進めてまいります。今後とも、沿線自治

体やＪＲ九州と緊密に連携し、可能な限り輸送

密度の維持・増加を図ることによりまして、日

南線や吉都線の維持に努めてまいりたいと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

○外山 衛議員 沿線自治体並びにＪＲ九州と

の連携が非常に重要と考えますので、よろしく

お願いします。

次に、地域交通対策について伺います。

路線バスやコミュニティバス等によります中

山間地域の移動手段の確保については、高齢化

の進展に伴い、ますます重要となってきておる

と考えます。しかしながら、一方で、人口減少

により利用者の減少が続くと考えられます。路

線を運営する事業者の負担も増加し、特に、集

落から先の地域での路線の維持が困難となる懸

念がございます。このような路線を持続可能な

ものとしていくためにも、貨客混載を初めとし

て、事業者の収入の確保など、生産性向上の取

り組みは大変重要と考えております。そこで、

中山間地域の公共交通機関の維持・確保のた

め、貨客混載についてこれまでどう取り組んで

こられたのか、また、今後どのように進めてい

かれるのかを、総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 路線バスの空

きスペースを利用して宅配便を輸送する貨客混

載につきましては、西日本で初めて、西都市と

西米良村を結ぶ路線バスで開始され、県や沿線

自治体との連携協定のもと、現在、県内３つの

路線で運用されております。このうち、西都市

と西米良村を結ぶ路線では、昨年１月に保冷専

用ボックスが搭載されまして、これを活用し

て、昨年９月からは、特産品であります西米良

サーモンの香港向け定期輸送が開始されました

ほか、ことし２月からは、全国で初めて、複数

の物流業者の荷物を路線バスで共同輸送する取

り組みも始まったところであります。

さらに、昨年９月の国の規制緩和を踏まえま

して、タクシーやコミュニティバスを活用した

貨客混載の実証実験などを来年度の新規事業と

して今議会にお願いしておりまして、幹線以外

の末端輸送を担う事業者の収益確保にも努めて

まいりたいと考えております。

県といたしましては、これまでの広域的なバ

ス路線への運行費の支援等に加え、こうした貨

客混載の取り組みを通じまして、中山間地域に

おける地域公共交通の維持・確保を図ってまい

りたいと考えております。

○外山 衛議員 現在、既に、宮交並びに運送

業と組んで一定の路線は始まっているんですけ

れども、地域をくまなくやるためにはいろんな

課題があると思いますので、実証実験を兼ねて

課題を解決してもらいたいと思います。

次の質問に移ります。

長期にわたる木材価格の低迷や生産者の高齢

化、担い手不足などから、伐採後に造林をしな

い、いわゆる植栽未栽地が増加しており、森林

資源の枯渇や森林の持つ公益的機能の低下が懸

念されるなど、再造林対策が喫緊の課題となっ

ております。昨年の２月議会におきまして、再

造林対策の質問をいたしましたが、その際、環

境森林部長から、「山村地域の持続的発展推進
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会議（通称「山会議」）を設置して、県と市町

村、林業関係者が一体となって協議し、再造林

対策にしっかりと取り組んでいく」との答弁が

ございました。そこで、昨年設置されました

「山村地域の持続的発展推進会議（通称「山会

議」）」のその後の取り組み状況について、環

境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（川野美奈子君） 県では、県

内の森林・林業が抱えるさまざまな問題に的確

に対応するため、国や林業関係団体の長、本庁

の各課長などで構成する推進本部と、西臼杵支

庁、農林振興局を単位とする７つの地区協議会

から成る山会議を設置し、今年度から取り組み

を本格的にスタートさせたところでございま

す。推進本部では、「循環型林業の推進」「山

村地域の活性化」「山村地域の所得向上」の３

つの推進目標を設定し、これを受け、地区協議

会では、地域の実情に応じた対策について協議

しながら取り組みを進めるとともに、新たに必

要な施策についても検討を行ったところでござ

います。県といたしましては、山会議の検討状

況を踏まえ、平成30年度当初予算にその内容を

反映させたところでございます。

○外山 衛議員 また、本県は全国有数の森林

県でございますけれども、県北と県南ではその

森林・林業の事情は大きく異なっております。

例えば県南地域は、県北地域と比べますと、地

形は全体的に緩やかなところが多いのですが、

国有林の割合が高く、民有林における林家の森

林所有規模が大変小さい状況にございます。そ

のため、林家の林業に対する経営意欲が低く、

また集約化が難しいことから、再造林が進みに

くいといった問題があります。先ほどの答弁の

中で、山会議の中の県内７つの地区協議会で

は、地域の実情に応じた対策について協議し、

取り組んでいるとのことでありましたが、具体

的に地区協議会ではどのようなことに取り組ん

でおられるのかを、環境森林部長にお伺いしま

す。

○環境森林部長（川野美奈子君） まず、循環

型林業の推進対策としまして、県北地域におい

ては、切ったらすぐ植える一貫作業システムに

ついて検討がなされ、その結果、来年度から実

施されることになっております。再造林率の低

い県南地域では、森林所有者への再造林の働き

かけを強化するとともに、伐採と造林双方の事

業体が協議会を設立し、一貫作業システムの導

入に向けて、現地研修会を実施しているところ

であります。また、山村地域の活性化・所得向

上対策としまして、県北地域では、道の駅を核

とした加工品の販売等の検討、県南地域では、

シイタケの有機ＪＡＳやひなたＧＡＰの取得に

向けた研修などに取り組んでおります。これら

に加えまして、全ての地区で、誤伐・盗伐対策

の強化として、警察との合同での一斉伐採パト

ロールを新たにスタートさせるとともに、地域

の実情に即した伐採届け出の運用方法などにつ

いて検討を進めているところでございます。

○外山 衛議員 木材価格も一時に比べると比

較的高値で推移している状況にはあるんです

が、森林の所有規模が小さく、経営意欲が低い

山主にとりましては、杉を切った後に投資して

再造林し、長年山を管理していこうと考えるに

は、まだまだ十分な状況にはないと考えていま

す。そこで、再造林を推進するためには、木材

価格の上昇に加えて、やはり、再造林にかかる

コストをいかに抑えていくかということもあわ

せて進めることが大変重要であると考えます。

そこで、再造林対策について、環境森林部長に

お伺いします。
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○環境森林部長（川野美奈子君） 県では、再

造林におけるコスト削減の対策としまして、一

貫作業システムの導入や、成長の早い苗木を活

用し、植えつけ本数を減らした低密度植栽など

の取り組みを推進しているところでございま

す。また、森林所有者の負担軽減を図るため、

森林整備事業による植栽を初め、森林環境税な

どを活用した再造林へのかさ上げ補助を実施し

ているところでございます。さらに、来年度に

おきましては、労働力確保への取り組みとし

て、造林後の下刈り作業の負担軽減や、無人ヘ

リコプターを活用した薬剤散布による下草の抑

制など、省力化につながる実証試験のための予

算もお願いしているところでございます。今後

とも、山会議等において、関係者が一体となっ

た再造林対策の強化に努めてまいりたいと考え

ております。

○外山 衛議員 次に移ります。次に、地域振

興の取り組みについて伺います。

日南市南郷町におきましては、マアジのブラ

ンド化を掲げ、昨年３月に「めいつ美々鯵」と

いうネーミングでブランドデビューを果たして

おります。この「めいつ美々鯵」のブランド化

に限らず、地域が一丸となって南郷の魚をＰＲ

し、地域を活性化していこうと、「魚の町なん

ごう活性化プロジェクト」として、県の支援も

いただきながら、さまざまな取り組み、活動を

行っていると伺っております。そこで、「魚の

町なんごう活性化プロジェクト」の取り組み状

況と県の支援内容について、農政水産部長に伺

います。

○農政水産部長（大坪篤史君） お尋ねのプロ

ジェクトは、「魚の町なんごう」を県内外に広

く発信し、地域経済の活性化を図るすばらしい

取り組みであります。そこで、県といたしまし

ても、地元の農林振興局を中心に、当初から企

画・運営に参画し、支援をしてまいりました。

具体的には、地元の定置網でとれるマアジを

「めいつ美々鯵」としてブランド化するための

サポートや、新たな料理フェア開催の提案など

を行ってきたところでございます。私自身も、

昨年５月に南郷に参りまして、「めいつ美々

鯵」のランチを食べてみましたけれども、港町

ならではの雰囲気の中、大変おいしくいただく

ことができました。食をきっかけに人を呼び込

み、観光や地域振興にも波及するというプロ

ジェクトでありますので、今後とも、地域に寄

り添ったきめ細やかな支援を行ってまいりたい

と考えております。

○外山 衛議員 引き続き、御支援等をよろし

くお願いしたいと思います。

この「魚の町なんごう活性化プロジェクト」

は、魚をメーンとしたものでありますが、本県

の各地域には、すばらしい農林水産物のほか、

自然や文化財など、多種多様な地域資源が多く

存在しております。しかし、これら地域資源の

多くが十分に活用されていないのが地域の現状

ではと考えております。地域に存在する資源を

いかに活用するのか。その資源を磨き上げ、そ

れを地域の１次産業だけではなくて、製造業や

飲食業、観光業や運送業などの関連産業間で連

携し合い、付加価値を高めることで地域にお金

が落ち、経済が循環する仕組みをつくり上げ、

最終的には地域内のＧＤＰを高めていくことが

重要ではないかと考えております。そこで、地

域資源を活用した地域活性化を推進すべきと考

えますが、県の考え方を総合政策部長にお伺い

いたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 人口減少社会

の到来、高齢化の進行など、地方を取り巻く環
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境が急速に変化する中で、持続可能な地域づく

りを推進していくためには、本県の特色であり

ます自然、歴史、文化、食などの地域資源を最

大限に生かして地域の活性化を図ることが大変

重要であると考えております。こうした中、県

ではこれまでに、地域特有の資源を生かしまし

て、先ほどお話のありました美々鯵など地元農

水産物の消費拡大や、ジビエを活用した新商品

の開発・普及活動など、市町村と地域が一体と

なった地域づくりの取り組みに対して支援を

行ってきたところであります。今後も、その地

域ならではの資源を生かした活性化策を支援す

ることにより、地域が自立した持続可能な仕組

みを構築しまして、全国に誇れる地域づくりに

寄与してまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 次に、農業遺産について伺い

ます。昨年９月に、「日南市かつお一本釣り漁

業遺産認定推進協議会」が設立され、「一本釣

り漁法」を次世代に引き継ぎ、漁師町ならでは

の食文化など、一連の産業・文化システムにつ

いて日本農業遺産に認定されるよう、さまざま

な取り組みが進められております。昨年の12

月14日には、日南市内の漁業関係者が農林水産

省を訪問し、齋藤大臣に要望されております。

また、ことし１月に、国際交流センター小村記

念館で開催されました「知事とのふれあいフォ

ーラム」に私も参加いたしましたが、その場で

地元商工会青年部から、日本農業遺産登録の申

請・認定に向けた県の協力や支援についての要

望等が出されるなど、地元では関係者の機運が

徐々に盛り上がってきておりまして、一般市民

を巻き込んだシンポジウムなども開催されてお

ります。日本農業遺産の公募が１月に始まった

ということでありますが、これまでの認定状況

及び県内の申請に向けた取り組みはどうなって

いるのかを、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（大坪篤史君） 日本農業遺産

につきましては、現在、県内では日南市と宮崎

市で、協議会の設立や機運醸成のためのシンポ

ジウムが開催されますなど、申請に向けた準備

が進んでいるところであります。前回の平成28

年度の公募では、全国で19件の応募の中から８

つの地域が認定されております。そして、現在

実施されている２回目の公募は、６月20日が締

め切りで、来年２月ごろに認定箇所が決定され

ると聞いております。認定に際しましては、地

域の伝統文化や生物多様性に関する学術的な根

拠などが必要とされておりますので、現在、日

南市と宮崎市では、地元大学等の協力を得なが

ら、こういった点についても説明できるよう努

力をされているところであります。県といたし

ましては、世界農業遺産の認定で得た知見も生

かしながら、申請に向けて両市を積極的に支援

してまいります。

○外山 衛議員 今回の公募につきましては、

６月20日が締め切りということでありますけれ

ども、今、答弁にありましたように、昨年の第

１回目の認定では、19件の応募に対し８件しか

登録されないなど、審査・認定もかなり厳しい

状況であると考えます。また、今回は、落選し

た地域を含め、昨年以上の申請がなされると、

さらに狭き門となるのではと危惧しておりま

す。また、日本農業遺産も、認定が目的ではな

くて、認定登録後の取り組みが大事で重要と思

いますが、世界農業遺産の認定を受けている高

千穂郷・椎葉山地域では認定がどのように生か

されているのかを、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（大坪篤史君） 高千穂郷・椎

葉山地域では、世界農業遺産の認定を踏まえま
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して、ロゴマークを活用した商品開発や首都圏

でのフェアの開催など、認知度向上に向けたＰ

Ｒ活動に取り組んでいるところであります。さ

らに、宮崎大学等と連携し、中学生や高校生が

地元の魅力を学ぶ教育プログラムを実施するな

ど、郷土への誇りや愛着を醸成する取り組みも

進められているところであります。特に本年度

は、九州内で世界農業遺産に認定された３県、

熊本、大分、宮崎の中学生の代表が一堂に会す

る「中学生サミット」が、高千穂町で開催され

ました。私も参加しましたけれども、地元の魅

力や将来像について熱心に調査・発表する姿

は、実に頼もしく感じられたところでありま

す。世界農業遺産は、単に過去を評価するとい

うことだけではなく、未来に向かってどうつな

いでいくかということが大きなテーマですの

で、県としましては、今後とも、このような取

り組みを積極的に支援してまいりたいと存じま

す。

○外山 衛議員 ハードルは高いと思いますけ

れども、県の支援・協力が、地元にとりまして

は大きな願いでございますから、今後ともよろ

しくお願いいたしたいと思います。

次に、県外大学とのＵＩＪターン就職支援協

定の締結について伺います。近年、本県では、

高校を卒業後、就職する生徒は、その半数近く

が県外の企業に就職しております。また、大学

に進学する生徒も、同じくその多くが県外の大

学に進学している状況にあります。このような

若者の県外流出もあり、県内企業では人手不足

が深刻となっており、人材の確保が大きな課題

となっております。高校生の県内就職率向上の

ため、県ではさまざまな取り組みを進めている

ことは承知しておりますが、一方で、県外に出

ていった若者を宮崎へ呼び戻す対策も大変重要

であると考えます。現在、県が進めている県外

大学とのＵＩＪターン就職支援協定の締結につ

いて、これまでの取り組み状況を商工観光労働

部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 県内企業

にとりまして、人材確保が大変重要な課題と

なっている中で、本県出身の学生などのＵＩＪ

ターン就職をさらに促進するため、県におきま

しては、今年度から、県外大学と相互に連携・

協力する協定の締結に取り組んでおりまして、

これまでに専修大学、福岡大学、西南学院大

学、そして久留米大学との間で協定を締結した

ところであります。この協定に基づきまして、

大学におきましては、県の就職説明会や県内企

業などの情報を学生に対して周知していただ

き、県におきましては、大学内で行われる就職

相談会や企業説明会に参加し、県内企業のＰＲ

を行うなど、ＵＩＪターンにつながるような就

職支援に取り組むことといたしております。

○外山 衛議員 この協定も、大学の全てと結

ぶことは現実的に不可能でもあると考えます。

今後、ＵＩＪターン就職支援協定を締結するに

当たりましては、より効率的・効果的に行って

いく必要があると考えますが、今後の進め方に

ついて、商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 協定の締

結につきましては、ＵＩＪターン就職支援の取

り組みをより効果的に進めるため、本県出身の

学生が多く在籍している大学を中心に行ってい

くこととしておりますが、今後、東京や福岡に

加え、関西地方の大学などにも順次広げていき

たいと考えております。また、協定を締結した

大学とは連携・協力を十分に図りながら、本県

出身の学生はもとより、他県出身の学生も含め

た多くの方々に県内企業へ就職していただける
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よう、県内企業の魅力や宮崎の暮らしやすさを

しっかり発信し、本県へのＵＩＪターンにつな

げてまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 これからますます少子化も進

むわけでありますから、人口減少の中、今おっ

しゃったように、宮崎の魅力、県内企業の魅

力、宮崎の暮らしやすさをしっかり発信するこ

とが重要と考えますので、効果が出ることを期

待しております。

次に、何度も伺っておりますけれども、クル

ーズ船について伺います。県におかれまして

は、クルーズ船の誘致に積極的に取り組んでい

ただいており、また、旺盛なインバウンド需要

も後押しして、徐々にその成果があらわれつつ

あったところでありますが、残念ながら、こと

しは油津港への寄港回数が減りそうだと伺って

おります。そこで、クルーズ船の油津港への近

年の寄港実績とことしの寄港見通しについて、

商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 油津港へ

の近年のクルーズ船の寄港実績は、平成27年が

９回、平成28年が22回、平成29年が26回となっ

ており、このうち海外からのクルーズ船が、そ

れぞれ５回、17回、23回と大きく増加している

状況にあります。一方、ことしの寄港見通しで

ありますが、クルーズ船社から断続的に予約と

キャンセルが入っている状況にございまして、

今後、変動する可能性はございますが、現時点

の予約状況としては、国内、海外合わせて20回

となっており、昨年の26回よりも減少する見込

みと考えております。

○外山 衛議員 今回の寄港回数の減少につき

ましては、他県の港で施設整備が進んだことな

どの影響があると考えます。ことし、油津港へ

のクルーズ船の寄港が減少する見込みであると

いうことでありますが、今の時点で考えられる

その理由を、商工観光労働部長にお伺いいたし

ます。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 寄港回数

が減少する理由といたしましては、まず、佐世

保港や鹿児島港などにおいて、本年から16万ト

ン級の大型クルーズ船の受け入れが開始される

予定となるなど、九州を初めとした国内の寄港

地間の競争がさらに激化していることが挙げら

れます。また、訪日クルーズの最大の市場であ

ります中国におきまして、４～５泊程度の短期

のクルーズ商品の需要が高まってきており、日

本への寄港が１カ所または２カ所の港に限られ

ることから、ファーストポートの要件を満たし

ていない油津港は、クルーズ船社から選択され

にくい状況もあるのではないかと考えていると

ころでございます。

○外山 衛議員 今お答えいただきましたよう

に、日南市の大きな要望でございますが、他県

の港との誘致競争が激化する中、油津港にクル

ーズ船を呼び戻すためには、やはりファースト

ポート化が大きな鍵を握ると思います。油津港

のファーストポート化に向けた取り組み状況に

ついて、総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） ファーストポ

ート化についてでありますが、油津港がファー

ストポートとなるためには、検疫港として指定

される必要がありますが、厚生労働省が定める

基準を満たさないことから、これまで指定が困

難な状況にありました。その後、外航クルーズ

船に限った特例的な取り扱いとして、国にか

わって地域が検疫業務の一定の役割を担い、そ

の体制を整えることをファーストポート化の条

件とする方針が、国から示されたところであり

ます。この条件を満たすためには、感染症の疑
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いのある患者の搬送方法や、蚊やネズミの病原

体検査等を行う港湾衛生業務など、さまざまな

技術的課題がありますことから、現在、どのよ

うな解決方法が考えられるのか、検疫所や関係

機関と協議を重ね、将来的なファーストポート

の実現の可能性について検討しているところで

あります。

○外山 衛議員 このファーストポート化は、

いろんな条件があって大変難しいと聞いており

ましたが、今、答弁にありました、外航クルー

ズ船に限った特例的な取り扱い、この部分に期

待いたしたいと思います。なお、関係機関と連

携して、できるだけ早くファーストポート化の

実現が可能となるように御尽力をお願いしたい

と思います。

一度に多くの観光客を運んでくるクルーズ船

でありますが、一方で、陸上での宿泊を伴いま

せん。滞在時間も比較的短いため、観光消費額

にはおのずと限界があるのも事実であります。

このため、クルーズ船誘致のこれからの課題

は、観光消費額をいかに伸ばすか、リピーター

の獲得にいかにつなげるかだと思います。そこ

で、クルーズ船による経済効果をより大きなも

のにするため、今後どのように取り組んでいか

れるのかを、商工観光労働部長にお伺いいたし

ます。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 議員御指

摘のとおり、クルーズ船による経済効果をいか

に高めるかは大きな課題でございます。こうし

た中、台湾からのクルーズ客を対象にしたサイ

クリングツアーが、ことし４月に日南市で初め

て実施される予定となっており、クルーズ観光

においても旅行者のニーズが変わりつつあると

感じているところでございます。このような体

験型の観光は、新たな消費を喚起するととも

に、本県の魅力をより深く知るきっかけにもな

り、リピーターの確保にもつながるものと考え

ております。このため、今後とも、地元市町や

民間事業者とも連携しながら、本県の強みを生

かした体験型メニューなどを組み込んだ企画の

実施について、旅行会社等に働きかけるととも

に、快適な受け入れ環境づくりにも努めなが

ら、経済効果がより大きくなるよう取り組んで

まいりたいと考えております。

○外山 衛議員 よろしくお願いします。た

だ、一つ、最近問題となっております、スマホ

等のアプリを使った配車送迎サービス、いわゆ

る白タク行為、あるいは、乗船客を中国企業の

経営する量販店へ誘導するなど、ある意味、露

骨で、戦略的かつしたたかでございますので、

そのような現状も踏まえた取り組みをお願いし

たいと思います。

次に、中小企業融資制度について伺います。

首都圏などの景気回復ぶりは顕著であり、ま

た、先日発表されました日銀宮崎事務所の県内

金融経済概況でも、全体景気判断を「緩やかに

回復している」とされております。ただ、県内

の中小企業は、人手不足の深刻化、人件費の上

昇、後継者問題など、多くの課題を抱え、依然

として厳しい経営環境が続いているのが現状で

はないかと考えます。そこで、中小企業融資制

度の活用状況はどうなのか、過去と現在の活用

状況を踏まえ、商工観光労働部長にお伺いいた

します。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 県融資制

度の活用状況としましては、平成28年度の新規

融資が1,086件の約122億円と、年々減少してい

る状況にございます。このため、平成28年度末

の融資残高は約375億円となっておりまして、ピ

ーク時であります平成21年度と比較し、ほぼ半
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減している状況にございます。

○外山 衛議員 新規融資につきましては、マ

イナス金利、異次元の金融緩和などによりまし

て、金融機関の間で低金利競争が進む中、保証

料が金利に上乗せされ、結果として割高になる

保証つきの融資ということも減少の一つの理由

かと思います。しかしながら、公的融資制度

は、市中銀行で厳しい査定等の中で、経営状況

の厳しい企業にとりましては、セーフティー

ネットの役割もあると考えます。世界的な株価

急落など予測不能であり、いつ何どき、経済状

況が大きく変化しないとも限りません。中小企

業者が必要なときに比較的借りやすくするのが

公的融資制度の務めだと考えますが、今後どの

ような取り組みを行っていかれるのかを、商工

観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 県融資制

度は、中小企業者の経営安定や成長を促すた

め、金融機関に対する原資の預託や、保証料補

助などによりまして、長期、固定、低利の融資

を提供しているものでございます。これまで

も、経済情勢の変化や中小企業者が抱える課題

に対応するため、随時、見直しを行っておりま

すが、平成30年度に向けましては、事業承継対

策のための資金や、小規模企業者向けの資金に

ついて、限度額の引き上げや保証料率の優遇を

行うこととしております。県としましては、引

き続き、融資制度がセーフティーネットとして

機能するよう、十分な融資枠を確保するととも

に、中小企業者のニーズに対応した制度設計を

行い、資金繰りの円滑化に努めてまいりたいと

考えております。

○外山 衛議員 ありがとうございます。今の

経済状況も、２年後、３年後、５年後は全く予

想がつかない。非常に見通しをつけづらい環境

下にあると思います。こういったものの充実は

大変重要かと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。

先日、沖縄県のスポーツ関連産業振興戦略の

取り組みを調査してまいりました。沖縄県にお

きましては、スポーツ用品やスポーツ施設と

いった、スポーツに直接的にかかわる産業だけ

ではなくて、観光、健康づくり、リハビリテー

ション、物づくりなど、既存産業とスポーツの

連携のあり方を模索し、幅広い業種の事業者に

対して、スポーツを活用したビジネスへの促進

を図り、新規ビジネスの企画・開発やさまざま

な主体との連携について積極的に支援していく

としており、ひいては「スポーツアイランド沖

縄」の実現を目指し、スポーツの産業化を戦略

的に構築しようと取り組んでおられるようであ

ります。本県にとりましても、「スポーツラン

ドみやざき」の取り組みについては、これまで

の野球等のキャンプ・合宿誘致にとどまること

なく、今後はさらに一歩進めて、本県の経済・

雇用にプラス効果をもたらすよう、食品製造業

や物づくり産業などを、スポーツ関連産業とい

う視点も加えながら振興を図っていくべきと考

えますが、商工観光労働部長に考えをお伺いい

たします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） スポーツ

関連産業の育成は、「スポーツランドみやざ

き」のさらなる推進を図る上で、重要な取り組

みであると考えております。このため県では、

みやざき産業振興戦略におきまして、今後成長

が期待される産業の一つとして、スポーツ・ヘ

ルスケア産業を位置づけ、現在、産学金官の関

係者によるワークショップを開催するととも

に、県内外の関連企業やスポーツチームなどの

調査を行っているところでございます。来年度
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は、今議会にお願いしております、「スポーツ

・ヘルスケア産業モデルビジネス支援事業」に

よりまして、まずは、本県の強みである食分野

を中心に、スポーツチームが求める商品づくり

のための勉強会やマッチング会などを開催し、

新商品の開発や販路開拓を支援してまいりたい

と考えております。

○外山 衛議員 よろしくお願いします。宮崎

は、スポーツ関連が観光分野にも寄与する部分

が大きいと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。

続きまして、これは毎回でございますが、あ

えて伺います。東九州自動車道の日南北郷イン

ターチェンジと日南東郷インターチェンジ間、

９キロメートルの区間が、来る３月11日に開通

の運びとなりました。これは大きな前進であり

ます。が、今回開通する区間は一部でございま

して、北郷以北、つまり清武南―日南北郷間の

供用に至らなければ、ストック効果はさほど期

待できないのが実情であります。この区間で

は、工事が難航していた芳ノ元トンネルが昨

年11月に貫通し、整備が進んでいるようであり

ますが、まだ地すべり対策など、幾つかの課題

があると伺っております。そこで、国の事業で

ありますので、明確な答弁は難しいところもあ

ると思いますが、それを承知した上で、今回も

改めて、清武南―日南北郷間の進捗状況につい

て、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 東九州自動

車道清武南―日南北郷間は、現在、国が事業を

進めており、事業費ベースで、平成28年度末の

進捗率は約76％であります。トンネル12カ所の

うち９カ所、橋梁14橋のうち12橋が完成してお

ります。その中で、地すべりが課題の芳ノ元ト

ンネルにつきましては、トンネル上部の土砂除

去などの地すべり対策工事を進めており、その

工事の一定の効果により、昨年11月に貫通した

ところでありますが、現在も残る大量の土砂除

去を行っているところであると、国から伺って

おります。また、九平トンネルにつきまして

も、脆弱な地質などの厳しい現場条件のもと

で、鋭意施工中であると伺っております。県と

しましても、国の事業が円滑に進み、一日も早

く開通するよう、地すべり対策工事などで発生

する土砂の受け入れ地の調整など、引き続き、

できる限りの協力をしてまいります。

○外山 衛議員 他県と比べましても、ややお

くれをとっている交通インフラ整備でございま

すから、力強く推進されますよう要望いたしま

す。

次に、県立日南病院について伺います。

まず、地域医療連携への取り組みについてで

あります。地域医療の中心となる全国約350の病

院のうち、少なくとも99の病院が、医師の残業

などについて労働基準監督署から是正勧告を受

けているとのことでありました。病院側は長時

間労働の理由を、医師不足や正当な理由がなく

診療を拒めない、いわゆる応招義務があるため

などと説明しているようでありますが、地方に

おける医師の確保が困難となる中で、医師の働

き方改革が喫緊の課題となってきており、中核

病院における医師の負担軽減が求められており

ます。また一方で、地域の医療機関では、開業

医の高齢化、後継者不足が進んできておりま

す。地域医療、特に地域包括ケアシステムにお

きましては、さまざまなサービス、多職種が関

係する中で、かかりつけ医となる開業医のリー

ダーシップは極めて重要となりますが、このま

まの状態が続きますと、今後、かかりつけ医の

不足も進んでいくのではと危惧しております。
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地方の医療を取り巻く環境が厳しさを増す中

で、地域医療の崩壊を招かぬよう、今後も地域

医療を維持していくためには、地域の中核病院

と各開業医との医療機能の分担と連携が重要に

なってくると思われます。

南那珂地域においても、同様に医師の問題が

進んできておるようであります。このような

中、地域の中核病院である県立日南病院が、

「地域医療支援病院」の承認に向けた取り組み

を進めていると伺っておりますが、どのような

ことを行っていくのか、病院局長にお伺いいた

します。

○病院局長（土持正弘君） 「地域医療支援病

院」は、患者に身近な地域で医療が提供される

ことが望ましいという観点から、かかりつけ医

等の地域の医療機関を支援する能力や構造設備

を有する施設について、都道府県知事が承認を

行うものであります。承認の要件につきまして

は、医療機関からの紹介率や病院からの逆紹介

率などについて一定の基準が求められておりま

すが、今般、県立日南病院において、その要件

を達成できる見込みとなりましたことから、近

く県への申請を行う予定としております。

現在、日南串間医療圏におきましては、「地

域医療支援病院」の承認を受けた病院がなく、

県立日南病院が承認を受けることで、これまで

以上に医療機関の機能分担と役割の明確化が図

られ、医療機関相互の連携体制の構築が進むも

のと考えております。また、受診される方にと

りましても、かかりつけ医を持つことで、より

スムーズに県立日南病院を受診することができ

ますことから、安心して近くの医療機関で受診

でき、受診者の負担軽減やコンビニ受診の抑制

による医師の負担軽減にもつながるものと考え

ております。

○外山 衛議員 よろしくお願いします。

次に、院内保育施設についてお尋ねします。

現在、病院局では、育児短時間制度の導入であ

りますとか、院内保育施設の整備など、さまざ

まな取り組みを行い、育児と仕事の両立ができ

る働きやすい職場環境づくりに努めておられる

ようであります。その取り組みの一環として、

育児休業中の看護師等が復職しやすい環境整備

として、職員が乳児や児童を預けることができ

る院内保育施設を、宮崎病院、延岡病院に続

き、日南病院では昨年４月に開設されたところ

であります。そこで、県立日南病院の院内保育

施設の特徴、利用実績及び効果等について、病

院局長にお伺いいたします。

○病院局長（土持正弘君） 県立病院は、看護

師を初め、子育て世代の職員が多いことから、

育児と仕事の両立ができる就業環境を整えるこ

とは、人材の確保・定着はもとより、職員がそ

の能力を十分に発揮するためにも大変重要と考

えております。このため、日南病院におきまし

ては、ゼロ歳児から小学校３年生までの乳幼児

・児童を対象に、毎日子供を預かる通常保育及

び一時保育を行う院内保育施設を昨年４月に開

設したところであります。本年１月末現在、医

師や看護師など28名が登録しており、開設以

来10カ月間の利用実績は、通常保育４名、一時

保育延べ171名、病児保育延べ38名となっており

ます。また、施設開設後、育児休業からの復帰

者が以前より増加するなど、育児休業者の早期

復帰を促す効果も見られるところであり、今後

とも、質の高い医療サービスの提供ができるよ

う、医療スタッフが働きやすい魅力ある職場づ

くりに努め、若者の就労の場としての役割も果

たしてまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 ますます充実をお願いしてお
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きます。

私は、平成29年２月の定例県議会の代表質問

におきまして、その年の３月に新たに策定され

ました「第３次みやざき男女共同参画プラン」

の特徴について質問いたしました。総合政策部

長は、「最も大きな特徴は、「あらゆる分野に

おける女性の活躍の推進」を基本目標のトップ

に掲げ、女性活躍推進法に基づく推進計画とし

て位置づけたところ」と答弁されました。この

参画プランの具体的施策の中には､「女性警察官

の職域拡大や中核ポスト等への登用を推進する

など、女性警察官の採用・登用拡大に努めま

す」とありますが、ことし１月23日付の西日本

新聞の記事によりますと、都道府県警察におけ

る女性警察官の割合について、本県は平成29年

４月現在で6.9％であり、福岡県と並んで全国最

下位にあるとされております。また、平成29年

版警察白書によりますと、平成29年４月１日現

在の都道府県警察の女性警察官数の割合は、8.9

％となっているようです。そこでまず、本県の

現状はどのようになっているのかを、警察本部

長にお伺いいたします。

○警察本部長（郷治知道君） 県警察では、平

成２年から女性警察官の採用を行っており、現

在、その数は141人で、全警察官に占める割合

は6.9％であります。本年４月には、新規採用を

含めまして総数は152人となり、その割合が7.5

％になる見込みです。女性警察官の登用状況に

つきましては、警察本部各部及び全ての警察署

に配属されており、捜査部門や被害者支援等の

女性の被害者と接する業務等、多くの部門で活

躍しております。

○外山 衛議員 また、警察庁は、女性の採用

拡大、幹部登用に力を入れており、各都道府県

警も女性の活躍を後押ししているようですが、

本県では採用拡大に向けてどのような取り組み

を行っているのか、警察本部長にお伺いしま

す。

○警察本部長（郷治知道君） これまで、女性

警察官は年間10人程度を採用しておりました

が、今年度の採用から、警察庁の方針等を踏ま

えて、全警察官に占める女性警察官の割合が平

成34年までに10％以上となるように、より多く

の採用を進めております。また、女性用仮眠室

の整備や、仕事と育児等の両立を支援するため

の制度の整備を図るなどしておりまして、今後

も女性が活躍できる職場環境づくりに努めてま

いります。

○外山 衛議員 これで質問を終わるんです

が、一点だけ。この前、鹿児島中央駅で友人と

待ち合わせをしました。急用だから今から会お

うというわけで、私は日南から車を飛ばして向

かいまして、約３時間かかりました。行ってみ

ると、その友人は、私を待つ間に博多を往復し

ておりました。新幹線でもって博多へ行って、

しばらく過ごして用事を済ませて、鹿児島中央

駅に帰ってきて私と会うという、この状況の明

らかな違いを宮崎県は認識して、そういったハ

ンディキャップをどう補うか。残念ながらそう

いう差があるところをどう補うかというのも、

これから、県政あるいは施策の中で十分に認識

した上での取り組みが必要と考えられますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

以上で質問を終わります。（拍手）

○ 原正三議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時59分休憩

午後１時０分開議
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○横田照夫副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、河野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） 公明党の河

野哲也です。通告に従い質問を進めます。

まずは、選挙啓発についてです。１月28日、

宮崎市、延岡市２つの市で首長選が行われまし

た。それぞれに特徴のある選挙戦でした。報道

機関も、宮崎市は「組織力」対「新手法」での

選挙、延岡市は「組織」対「草の根」選挙とし

て、動向を見守っているという状況でした。そ

れぞれに注目された選挙ですので、私は、もっ

と投票率は伸びるだろうと思っていましたが、

宮崎市長選は42.21％、延岡市長選は49.68％

で、２市とも、前回過去最低だった投票率をか

ろうじて上回りましたが、首長選にもかかわら

ず投票率は50％に満たないものでした。知事、

今後、御自分の選挙もございますが、宮崎市と

延岡市の市長選挙の投票率について、所感をお

伺いします。

壇上は以上で、以下、質問者席から行いま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

今回の両市長選挙、御指摘がありましたよう

に、大変高い注目、関心を集めた選挙だったと

いうふうに思っておりますが、結果的に、前回

の投票率は上回ったものの、半数以上の有権者

が投票しなかったことについては、大変残念に

思っております。よく「政治離れ」とか「政治

に対する無関心」ということが言われるわけで

ありますが、選挙というものが、国民が政治に

参加をし、その意思を反映させることのできる

最も重要で基本的な機会でありますことから、

有権者の皆様には、貴重な一票に自分の思いを

託し、地域の振興や、よりよい暮らしにつなげ

ていただきたいと切に願っております。今後と

も、選挙管理委員会や教育委員会には、選挙啓

発や主権者教育にしっかり取り組んでいただく

とともに、私自身も、一政治家といたしまし

て、あらゆる機会を通じて、県民の方々の政治

への参加意識の向上に努めてまいりたいと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

○河野哲也議員 知事も、政治への関心の向上

に努めていくと答弁されました。２月17日に、

「第12回わけもんの主張」が県議会本会議場で

行われ、各地域で代表になった方々の意見発表

を聞きました。「私の生まれた町が好きだ」と

結んだ五ヶ瀬町の渡邊さんの主張が、すっと胸

に入りました。自分の生まれた町を少しでも誇

りに思えるようにまちづくりをする等々、自分

たちの感性で政治に関心を持ってくれていま

す。この若者たちが核になって啓発に動いてく

れれば、投票率も大きく変わると思いますが、

選挙管理委員長に、選挙啓発のこれまでの取り

組みと今後の展開についてお伺いしたいと思い

ます。お願いします。

○選挙管理委員長（吉瀬和明君） 選挙管理委

員会におきましては、若者の政治や選挙に対す

る関心を高めるために、今、議員がおっしゃい

ました、意見発表会「わけもんの主張」やワー

クショップの開催、学校での選挙出前授業など

に取り組んでまいったところでございます。さ

らに、来年度から取り組む「わけもんが考える

未来」選挙啓発事業におきましては、年間を通

してワークショップを開催することとしており

ます。参加メンバーを固定し、毎回テーマや講

師を変えることで、政治と生活との結びつきを

より深く理解し、未来を考えることのできる

「わけもん」を育てていくもので、効果をより
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多くの人々に波及させるために、メディアを活

用した広報も行う予定としております。これら

の取り組みによって、若い世代を中心とした有

権者に、政治や選挙に関心を持ち、投票を通じ

て積極的に社会参加していただけるよう、つな

げてまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 広報にはＳＮＳとかいろいろ

工夫をしていただいて、せっかくやったことを

発信するというのは大事だと思います。お願い

します。

続いて、ＵＩＪターン促進についてでござい

ます。東京有楽町のふるさと回帰支援センター

を訪問いたしました。道府県ごとにブースが設

けてあり、それぞれ移住相談スタッフが対応さ

れていました。各地方自治体の移住・交流に関

するパンフレット等の閲覧コーナーが設置さ

れ、また、週末を中心に地方自治体などによる

相談会やセミナーなどが開催されています。宮

崎は１月14日に、センターにおいて「ふるさと

宮崎ワーキングホリデー参加説明会＆体験談セ

ミナー」が開催されました。県では、「宮崎ひ

なた暮らしＵＩＪターンセンター」を東京と宮

崎に設置していますが、平成27、28年度の相談

件数と移住実績を、総合政策部長にお伺いしま

す。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 県では、平

成27年度に、東京と宮崎に「宮崎ひなた暮らし

ＵＩＪターンセンター」を開設し、住まいや仕

事等の一元的な情報発信や移住希望者への相談

対応などを行っているところであります。相談

件数につきましては、東京と宮崎のセンターの

合計で、平成27年度が837件、平成28年度

が1,180件となっております。また、移住実績に

つきましては、県が移住施策等を通じて把握し

ている移住世帯数となりますけれども、平成27

年度が202世帯、28年度が388世帯となっており

ます。

○河野哲也議員 センター長にお聞きしても、

「流れが出てきました。継続は力です。センタ

ーは本年で15年の節目を迎えます。宮崎県は、

移住先希望ランキング、平成27年に10位に返り

咲いていますよ」ということで、結果が出てい

ると。おかげさまで、先日、最新の情報とし

て、宮崎県は全国第９位に選ばれたということ

で報告をいただいています。２月14日に行われ

た政府移住会議「わくわく地方生活実現会議」

で、宮崎市在住の歌人・俵万智さんは、「地方

の豊かさは住んでみないと味わえない」と指

摘、「生きる力をつけさせるためには、自然の

中で過ごすことが大事なのではないか」と語ら

れていました。宮崎にとって、ＵＩＪターン促

進が若者定住の施策の中で重要であると考えま

す。ＵＩＪターン促進は重点施策の中に位置づ

けられていますが、知事の所見をお伺いしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 本格的な人口減少社会

が到来する中で、都市部から地方へと人の流れ

をつくっていくということは、地域の活力の維

持・増進を図る上で大変重要なことであると考

えております。来年度の重点施策の取り組みの

一つとしても、このＵＩＪターンを掲げている

ところでありますが、これまで東京と宮崎に

「宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンター」を

開設し、相談体制の充実を図り、また市町村と

一体となって、都市部でのＰＲや受け入れ環境

の整備に取り組んできたところであります。御

指摘がありました俵万智さんのことをお話しす

ることも、移住のＰＲにも結びつけております

し、さまざまな移住のフェアでは、私自身も移

住者であるというようなこともしっかりアピー
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ルをしているところであります。おかげさま

で、今、部長が答弁しましたようなさまざまな

実績、手応えが感じられているところでありま

す。移住ランキングの全国トップクラスという

ところでの御指摘もいただいたところでありま

して、今後さらに、県人会や同窓会などの本県

出身者とのネットワークを生かし、Ｕターンの

働きかけを強化しますとともに、県外大学との

ＵＩＪターン就職支援協定を活用するなど、効

果的な情報発信に努めることとしております。

今後とも、市町村や関係機関等と十分に連携を

図りながら、人口減少対策の大きな柱として、

ＵＩＪターンの促進に努めてまいりたいと考え

ております。

○河野哲也議員 県外大学とのＵＩＪターン就

職支援協定など効果的だと考えます。ぜひよろ

しくお願いします。

食品ロス削減についてでございます。延岡市

図書館で開催された食品ロスパネル展に参加い

たしました。ゆっくり動き始めたなという感想

を持ちました。先週、党員さんたちとの会合

で、パネル展でも触れていた食品ロスの量は、

１人年間お茶わん何杯分に当たるか質問しまし

た。365杯分に当たるということです。残念なが

ら正解者はいませんでしたが、問題意識は持っ

ていらっしゃいました。これからです。そこ

で、本県における食品ロス削減の取り組みにつ

いて、環境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（川野美奈子君） 食品ロスで

ございますが、今、議員のお話にございました

ように、国民１人当たり毎日、御飯１杯分に相

当する量が廃棄されていると言われておりまし

て、ごみの減量化や食育等の観点から、その削

減については、大変重要な課題であると認識し

ております。このため県としましては、先進事

例の発表や著名人による講演会を行った「食べ

きり宣言フォーラム」や、テレビＣＭの放送な

ど、さまざまな情報発信を行い、食品ロス削減

に向けた啓発事業に取り組んでいるところでご

ざいます。また、食料生産者や食品を扱う事業

者、消費者団体、福祉団体等で構成される「宮

崎県食品ロス削減対策協議会」を立ち上げ、現

状の情報共有や取り組みについて意見交換を

行ったところでございます。今後は、本協議会

を活用しまして、食品ロスの削減や、ロスにな

る前の食品の活用について、より具体的な取り

組みを進めてまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 ２つの事例を紹介いたしま

す。兵庫県西宮市です。市から委嘱を受けた556

人の「ごみ減量等推進委員」が、ごみ減量の活

動に加え、食品ロス削減について、自治会での

活発な啓発活動を行っています。市は、推進委

員に定期的に研修を行い、リーダー的な役割を

促しています。また、東京都は実証実験に入り

ました。24時間営業の小型スーパーで、スマー

トフォンの専用アプリを活用して、期限が近く

なった商品の購入を促す試みです。牛乳や食パ

ン、サラダなどが陳列されている食品棚に、商

品名や価格と一緒に、日付とポイント数が書き

込まれた棚札を掲示、その日付までに賞味期限

・消費期限切れを迎える商品を購入し、スマホ

に入れた専用アプリで申請すると、ポイントと

してためることができるというものです。ぜひ

できるものから始めたいと考えます。

子ども・子育て支援について、知事にお伺い

します。宮崎県は、「「子どもの育ち」と「子

育て」をみんなで支え、「子どもの最善の利

益」が実現できるみやざきづくり」を基本理念

として、平成27年度からスタートした新制度を

もとに支援を進めてきました。地域子ども・子
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育て支援事業として、放課後児童クラブ、乳児

家庭全戸訪問事業、地域子育て支援拠点事業、

妊婦健康診査、病児保育事業、養育支援訪問事

業、子育て短期支援事業、ファミリー・サポー

ト・センター事業等の13事業が法定事業として

位置づけられて、安定した子育て支援が行える

環境が整いました。地域子ども・子育て支援事

業は、市町村が実施主体となり、国及び県から

の交付金を受けて実施していますが、県は市町

村の事業費を十分確保しているのか、お伺いい

たします。

○知事（河野俊嗣君） 地域子ども・子育て支

援事業は、子供の健やかな成長や子育て家庭へ

の支援を行うことを目的としまして、市町村が

地域の実情に応じて、今御指摘がありました放

課後児童クラブや一時預かりなど、幅広い事業

を計画的に実施していくものであります。国及

び県は、市町村に対して予算の範囲内で支援を

行うこととなっております。県といたしまして

は、市町村の事業が円滑に実施されますよう、

国の交付基準に則した予算確保を図っていると

ころであります。

○河野哲也議員 これまで国の交付基準に則し

た予算の確保が図られているとのことですが、

子育て支援に関する地域のニーズが高まってい

る中、県として、より積極的な取り組みを求め

られているところでございます。平成30年度に

おける地域子ども・子育て支援事業について、

県の取り組む姿勢をお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 平成30年度の予算編成

に当たりましては、「未来を支える人財育成・

確保」を重点施策として位置づけまして、本県

の喫緊の課題であります人口減少対策の充実強

化に、積極的に取り組むこととしたところであ

ります。中でも子供たちへの支援というもの

は、大切な未来への投資となる重要な取り組み

でありますので、御質問にありました地域子ど

も・子育て支援事業につきましては、市町村の

ニーズを踏まえ、今年度よりも約7,000万円多い

約13億円の予算をお願いしているところであり

ます。県としましては、今後とも、市町村や関

係団体等と十分連携を図りながら、安心して子

供を生み育てられる環境づくりを、さらに積極

的に進めてまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 ありがとうございます。

予算の確保もさることながら、教育・保育施

設等に従事する者についての量と質の確保方策

が大変重要で、特に次のものに取り組むべきだ

と考えます。保育士資格を有しながら、現在就

業していない保育士のうち、就業意欲のある者

を対象に、現在の教育・保育の現状や各種制度

に対する研修を実施するなど、職場復帰支援を

行うこと。児童館、放課後児童クラブ及び放課

後子供教室で児童を指導する者に対する研修の

実施により、資質向上等を図っていくことなど

です。より細やかな支援をお願いします。

次に、介護人材の確保についてでございま

す。景気回復、人口減少などを背景に、雇用情

勢の改善が着実に進んでいますが、それに伴い

人手不足も深刻化している状況にあります。厚

生労働省が発表した平成29年平均の有効求人倍

率は、前年比0.14ポイント上昇して1.50倍。過

去最高だった昭和48年の1.76倍に次ぐ、44年ぶ

りの高い水準になっています。仕事を探す求職

者１人に対し1.5件の有効求人がある計算で、職

種によって人手不足となっています。特に顕著

なのが警備員などの保安や建設業界ですが、高

齢化の進展で需要が拡大している介護サービス

も、有効求人倍率は増加の一途をたどり、平

成29年は3.57倍と高水準となっています。介護
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現場では、人手不足解消のため、外国人に活路

を見出そうとしています。本県においてはまだ

実績はありませんが、全国の介護現場では現

在、経済連携協定（ＥＰＡ）に基づき、多くの

外国人が働いています。さらに、昨年11月に技

能実習適正化法が施行され、外国人が日本で働

きながら技術を学ぶ、いわゆる外国人技能実習

制度の対象職種に介護が加わりました。新制度

で実際に働き出すのはこの春以降となる見通し

ですが、団塊の世代が全て75歳以上になる2025

年には、介護職が全国で38万人不足する見込み

と言われている中、介護分野の人手不足の解消

は喫緊の課題であります。以上を踏まえ、福祉

保健部長に３点お伺いします。

初めに、金額的には少ないものの、その名称

から、介護人材を確保するために大事な取り組

みを行っていることがうかがわれる事業に、長

寿介護課の介護人材確保連携強化事業というの

がありますが、この事業ではどのようなことを

行っており、その成果をどのように認識してい

るかお伺いします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） この事業では

平成27年度から、事業者団体や専門職団体、教

育機関など22の関係団体で構成する「介護人材

確保推進協議会」を設置し、介護従事者の確保

・定着へ向けた施策を協議しております。協議

会ではこれまで、人材確保・育成に向けた取り

組み事例の情報共有を行うとともに、さまざま

な御意見や御提案をいただいており、この中

で、例えば、介護を職業として選択してもらう

には、小・中・高校生や保護者の介護への理解

促進が必要であるとの出席者の共通認識を受け

まして、今年度から県において、マスメディア

を活用して介護に対する理解促進とイメージ

アップを図る取り組みを行うなど、具体的な事

業化につながっているところであります。県と

しましては、引き続き、関係機関と連携を図り

ながら、介護分野への就業や定着促進を図る取

り組みを充実強化することにより、人材の確保

・育成に努めてまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 平成27年度に協議会を設置し

たとのことです。来年度もこの事業は継続され

るようでありますが、関係団体からもさまざま

な提案がなされると思います。県としてもしっ

かり連携をとっていただきながら、介護人材の

確保に向けた取り組みを進めていただきたいと

思います。

２点目に、本県におけるＥＰＡに基づいた外

国人の受け入れ実績がない理由として、ＥＰＡ

では、日本語能力検定Ｎ５（基本的な日本語を

ある程度理解することができる）以上で入国

し、訪日後、研修を半年、就労を半年行ってか

ら配置基準に算定されることとなっており、指

導する職員の確保や研修に割く負担が大きいこ

ともあるのではないかと思います。一方、技能

実習制度における外国人の受け入れでは、介護

が日本語でのコミュニケーション能力が求めら

れる対人サービスであり、入国時に日本語能力

検定Ｎ４（基本的な日本語を理解することがで

きる）を備えていることが必要ですが、訪日

後、研修は２カ月、就労半年で、８カ月後から

は配置基準に算定されます。このことからも、

ＥＰＡと比べ、技能実習制度に基づく実習生の

受け入れが進んでくるのではないかと考えると

ころでございますが、県内の介護現場における

受け入れの動きはどのような状況か、お伺いし

ます。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 昨年11月から

外国人技能実習制度に介護が新たに加わりまし

たが、受け入れを検討している県内の事業所に
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おいては、言葉の問題を初め生活環境や文化が

異なる中、実習生が実際に介護の現場で順応で

きるかどうかなど、不安と感じられる点も多

く、手探りの状態にあります。このため県介護

福祉士会では、県内の事業所に対し、技能実習

制度の概要を初め、外国人に対する指導の方法

やコミュニケーションのとり方などを内容とす

る講習会を開催しております。また、県内の事

業所等によっては、ベトナムやインドネシアな

どの送り出す国を訪問しまして、現地教育機関

の現状を視察したり、関係者や技能実習生とし

て介護を希望する方に直接会って話を聞くな

ど、受け入れに向けた課題の把握などに努めて

いるところであります。

○河野哲也議員 送り出す国における教育現場

の状況を直接知ること、極めて重要です。県と

しては、現地視察を終えた方々としっかり意見

交換などやっていただければと思います。

３点目、最後になりますが、外国人技能実習

制度による実習生の受け入れの動きに関し、県

はどのように認識し、どうかかわっていくかお

伺いします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 少子高齢化に

伴いまして生産年齢人口が減少する中、団塊の

世代が75歳以上となる2025年には、介護職員が

不足することが見込まれております。一方で、

外国人技能実習制度は、技能や技術等の移転に

よる国際協力の推進を目的としており、技能実

習生においては、日本の労働者と同様に、労働

関係法令等が適用されますので、法令を遵守

し、単なる労働力の需給の調整の手段とならな

いよう留意する必要があります。また、言葉の

問題や文化・習慣等が異なる技能実習生との接

し方など、解決しなければならない課題もある

と考えております。県としましては、このよう

なことを踏まえまして、関係団体等との情報共

有や意見交換などを通じ、本県における制度活

用の必要性について研究・検討に努めてまいり

たいと考えております。

○河野哲也議員 今の答弁にあったとおり、外

国人技能実習制度は、開発途上国における経済

発展、産業振興の担い手となる人材の育成を目

的に、一定期間国内に受け入れ、技能等を習得

してもらう制度。すなわち、人材育成を通して

国際貢献をすることであり、今回の介護職の追

加は、介護現場での人手不足を補うことが目的

ではありませんが、実習生に寄り添う形でしっ

かり取り組むことによって、開発途上国におけ

る本県の評価アップ、実習生受け入れの継続、

それがひいては介護人材の持続的な確保にもつ

ながっていくのではないかと考えます。県も積

極的にかかわっていかれるよう、要望いたしま

す。

中小企業対策について、商工観光労働部長に

お伺いします。全国で、昭和61年の87万をピー

クに、製造業事業所数は、当時と比べ、今や半

減しております。宮崎県でも例外ではありませ

ん。直近で平成28年の事業所数を産業別に平

成26年と比較すると、セメント業が12事業所

減、繊維業が11事業所減、食品が10事業所減な

ど、７産業が減少となっています。「日本の中

小企業」という本の著者である一橋大学名誉教

授・関満博氏は、「中小企業・地域産業には

「外から所得をもたらす機能」「人々に就労の

場を提供する機能」「人々の暮らしを支える機

能」の３つが求められる。成熟し、人口減少、

高齢化に向かう日本社会だが、中小企業・地域

産業の担うべき役割はいまだ大きい」と述べら

れています。事業所訪問をして感じることは、

事業承継に不安を感じている経営者が少なから
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ずいらっしゃるということです。今後10年間

に70歳を迎える中小企業、小規模事業の経営者

は全国約245万人、うち127万人が、「後継者が

決まっていない」「黒字なのに後継者がいな

い。廃業してしまう」と言われています。これ

らの企業は、地域経済の活性化や雇用の確保な

どに大きく貢献してこられました。それが、相

続税の負担により事業が承継できないとなれ

ば、日本経済が揺らぐことになります。事業承

継税制は、中小企業の後継者が先代経営者から

相続または贈与により取得した、非上場株式に

かかる相続・贈与税の一部を納税猶予する制度

です。今回の事業承継税制拡充は、全ての株式

を対象に、相続税の納税を100％猶予する思い

切った決断です。ところが、事業承継税制自体

を知らない経営者もいらっしゃいます。そこ

で、事業承継税制の拡充が図られる中、県にお

いても周知を行っていくべきだと考えますが、

県はどのように取り組んでいくのかお伺いしま

す。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 事業承継

が全国的に大きな課題となる中、国におきまし

ては、事業承継を強力に促進するため、お話が

ありましたように、相続税の猶予割合を８割か

ら10割とするなど、税制面からの大幅な拡充が

検討されているところでございます。県といた

しましても、円滑な事業承継の推進は、本県経

済の振興を図る上で非常に重要であると考えて

おりますので、「宮崎県事業引継ぎ支援センタ

ー」を初め、商工団体等の関係機関とも連携し

ながら、ホームページや広報紙、セミナーなど

あらゆる機会を通じて、事業承継税制の周知な

どに努めてまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 県も積極的なかかわりを、ど

うかよろしくお願いします。

教育長に、学校における医療的ケアについて

伺います。先日、「医療的ケア児の小学校入学

に、看護師配置の支援は県でできないのか」と

の相談を受けました。厚生労働省の推計による

と、平成27年度で、19歳以下の医療的ケア児は

全国に約１万7,000人。この10年間で約1.8倍に

なっています。医療的ケア児は、24時間、目が

離せない場合が多く、家族に対するきめ細やか

な行政支援は急務の課題です。平成28年５月に

成立した改正児童福祉法で初めて法律上で規定

され、適切な支援を行うよう努力義務を自治体

に求めました。確かに、小中学校の医療的ケア

として、看護師配置は市町村が事業主体となり

ますが、宮崎県は看護師の配置されている特別

支援学校のほうへ誘導をしているのでしょう

か。宮崎県の小中学校での配置はゼロです。小

中学校における医療的ケアに対し、県としてど

のように支援を行っていくかお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 現在、本県におきま

しては、特別支援学校８校に49名の医療的ケア

の必要な児童生徒が在籍をしておりますことか

ら、これらの特別支援学校に計25名の看護師を

配置し、安全で安心な学校生活を送れるよう支

援するとともに、保護者の負担軽減を図ってい

るところであります。小中学校における医療的

ケアにつきましては、医療的ケアが必要な子供

の把握や看護師の配置等、早期からの体制整備

が重要でありますことから、所管する市町村教

育委員会に対し、医療的ケアの説明を行い、周

知を図ったところであります。県教育委員会と

いたしましては、今後とも児童生徒の状態に応

じた適切な対応が図られるよう、引き続き周知

を行い、情報提供や担当者等への説明会を開催

するなど、市町村教育委員会と連携を図りなが

ら支援に努めてまいりたいと考えております。
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○河野哲也議員 看護師配置については、人材

不足なのか財源不足なのか理解ができません

が。政府は現在、支援制度の充実を急ぐた

め、18年度障害福祉サービス等報酬改定では、

放課後等デイサービスなどの施設がケア児を受

け入れるために看護職員を配置した場合に、報

酬を加算する制度の創設を予定しています。学

校への配置に県が支援に入れないのか、一度要

望として考えていただきたいと思います。ケア

児が安心して学び、生活できる学校での支援体

制の早期の充実を求めます。

警察本部長に、ストーカー規制についてお伺

いします。ストーカー規制が始まって間もな

く18年になります。ストーカー規制法は、いわ

ゆるつきまとい等のストーカー行為について、

必要な規制を行うとともに、その相手方に対す

る援助の措置等を定めることにより、個人の身

体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止

し、あわせて我々の生活の安全と平穏に資する

ことを目的としています。全国の警察が平成28

年に把握したストーカー事案の相談件数は２

万2,737件でした。４年連続で２万件を超え、高

どまりしているのが現状です。摘発は2,605件に

上りました。本県のストーカーの相談件数は増

加していると聞きます。昨年のストーカーの相

談件数についてお伺いします。

また、ストーカー行為者に対する各種措置件

数についてお伺いいたします。

○警察本部長（郷治知道君） 平成29年中、ス

トーカー事案の相談件数は380件で、ストーカー

規制法が施行された平成12年以降最多となりま

した。これらの相談を受け、事実関係を適切に

踏まえて、ストーカー行為者に対する行政措置

として、口頭や文書による警告を276件、禁止命

令を14件実施しました。また、ストーカー規制

法・刑法等を適用した事件検挙が41件ございま

した。

○河野哲也議員 改正ストーカー規制法が始

まって間もなく１年たちます。凶悪な事件を受

け、公明党が推進したストーカー規制法は、平

成12年の施行後、平成25年と平成28年に改正さ

れました。28年の変更点は、一つは、ツイッタ

ーやＬＩＮＥなどのＳＮＳ上の嫌がらせを、つ

きまとい行為として規制の対象に加えたことで

す。また、迅速で効果的に対応するため、加害

者への警告なしで接近の禁止命令を出せるよう

にしました。罰則も強化しました。ストーカー

行為罪の罰則の上限が、懲役６カ月または罰

金50万円から、懲役１年または罰金100万円まで

に強化されました。さらに、ストーカー行為罪

は、被害者が告訴の意思を固めていない段階で

も起訴できる非親告罪になりました。平成28

年12月に改正されたストーカー規制法を受けて

の警察の対応について、お伺いします。

○警察本部長（郷治知道君） ただいま御指摘

のとおり、平成28年12月のストーカー規制法の

改正点は、反復すれば罰則対象となる行為とし

て、ＳＮＳで連続してメッセージを送信する行

為を追加、危険急迫の場合の緊急禁止命令の新

設、禁止命令違反等の罰則引き上げなどであ

り、いずれも現在までに施行されております。

ストーカー事案の中には、事態が急展開して重

大事件に発展するおそれが極めて大きいものが

あります。警察におきましては、今後も引き続

き、改正ストーカー規制法を適切に運用しなが

ら、被害者等の安全確保を最優先に、迅速かつ

的確な対応をとってまいります。

○河野哲也議員 非常に厳しい規制法に改正さ

れました。そこで要望なんですが、ストーカー

規制法の目的が、加害者のストーカー行為を未
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然に防止し、被害者を保護するためであると考

えます。被害者の心情にも配慮しながら、行為

者の対応はどうあるべきかについて、ストーカ

ー規制法違反事件に精通している専門的なチー

ムで連携をとれるようにしてください。ストー

カー事案は、その特異性から、事実関係をよく

究明していただき、両者に適正な法の運用をお

願いしたいと思います。

別件で、代表質問関連の質問に移ります。先

日、重松議員より我が会派の代表質問がありま

したが、関連の質問をいたします。

若者の県内定着の促進について質問がありま

した。先日、延岡市民体育館で、答弁にありま

した「高校生等企業ガイダンス」が開催されま

した。このように、確実に県内高校生の県内就

職活動を支援していますが、平成30年度は特に

どのような点に力を入れるのでしょうか、商工

観光労働部長、教育長にお伺いします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 高校生の

県内就職を促進するため、来年度は特に、県内

企業の魅力を高校生や保護者、教員等に伝える

取り組みを強化してまいりたいと考えておりま

す。具体的には、まず、今お話がありましたけ

れども、高校２年生を対象とした「企業ガイダ

ンス」におきまして、生徒に対し、わかりやす

く、そして効果的に自社の魅力をＰＲできるよ

う、参加企業を対象に事前セミナーを実施する

こととしております。また、高校生の進路決定

に影響力のある保護者を対象とした就職セミナ

ーや企業見学会につきましては、実施回数をふ

やすことで、県内企業への理解をより深めてま

いりたいと考えております。さらには、今年度

新たに作成いたしました「県内企業ＰＲ動画」

を、学校における進路指導等で有効活用してい

ただくなど、県内企業の魅力をしっかりと伝え

てまいりたいと考えております。

○教育長（四本 孝君） 教育委員会の事業で

あります「県立高校と県内企業のネットワーク

強化事業」におきましては、高校と県内企業の

パイプ役である就職支援エリアコーディネータ

ーを、来年度から県内就職率の低い工業高校等

に配置し、工業高校と県内企業とのつながりを

強めてまいります。また、高校の進路指導担当

者や地元企業、行政等が県内就職に関する情報

交換を行うエリアネットワーク会議に、新たに

高校のＰＴＡ役員や３年生の保護者にも参加を

呼びかけ、保護者の県内企業の理解促進を図っ

てまいります。さらに、今年度2,000名以上の生

徒が参加しました県内企業の見学会につきまし

ては、来年度からは進学する生徒も参加できる

よう、クラス全員あるいは学年全体などで実施

してまいります。今後とも関係部局等との連携

を図りながら、生徒、保護者に県内企業の魅力

を伝える取り組みを積極的に推進してまいりた

いと考えております。

○河野哲也議員 よろしくお願いいたします。

２点目です。「美しい宮崎づくり」に向けて

県民、事業者との協働についての質問に、大変

重要だと答弁されました。私は、美しい宮崎の

道づくりを進めるためにも、企業や団体との連

携が大事だと考えます。モデル的なものとし

て、今、延岡は「花祭り」が始まっています。
※

五ヶ瀬川堤防沿いに、カワヅザクラ、菜の花が

咲き広がっています。「美しい宮崎の道」愛護

活動推進事業ではどのように取り組むのか、県

土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 「美しい宮

崎の道」愛護活動推進事業では、地域の方々が

行う美化活動に対するこれまでの支援に加え、

企業や団体の皆様に、新たな担い手として道路

平成30年３月５日(月)
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愛護活動に参加していただく「アダプト制度」

を導入することとしております。これは、県と

企業や団体が連携し、皆様に道路を気持ちよく

使っていただける環境づくりに取り組むもので

あります。具体的には、県と協定を締結し、例

えば、自分の会社の前などの道路の植栽帯につ

いて、みずからの手で花や木の種類やレイアウ

トをデザインし、植えつけやその管理を行って

いただきます。県は、その支援として、植栽帯

の整地を行うとともに、団体名やその活動を記

した看板、サインボードを設置いたします。今

後とも、地域の方々や企業、団体の皆様と連携

を図りながら、美しい宮崎の道づくりを推進し

てまいります。

○河野哲也議員 済みません。さっき「花祭

り」と言いましたけれども、「花物語」の間違

いです。

以上で質問を終わらせてもらいます。（拍

手）

○横田照夫副議長 次は、山下博三議員。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い、順次お伺いしてまいります。

本年１月、議会新図書案内の中で、１冊の本

が目にとまりました。それは、昨年７月に出版

された、吉原祥子さんが書かれた「人口減少時

代の土地問題」であります。２回ほど読み返し

ましたが、今後のことを大変危惧する内容であ

ります。まず、この本で学んだことを中心に、

土地所有者不明問題や課題等についてお伺いを

してまいります。

国土交通省が平成28年度に、地籍調査を行っ

た地域、全国で558市区町村の約62万筆を対象に

調査した結果によりますと、不動産登記簿に

よって所有者の所在が確認できない土地がその

約20％を占め、最終的に2,000筆を超える土地の

所有者が不明になっているということでありま

す。

また、元総務大臣で、野村総合研究所顧問の

増田寛也氏が座長を務める民間の有識者研究会

「所有者不明土地問題研究会」は、平成28年度

時点の所有者不明の土地の総面積は、九州（368

万ヘクタール）を上回る410万ヘクタールに達す

るとの推計を公表し、2040年には、北海道の面

積に迫る720万ヘクタールにも増加し、経済的損

失は６兆円にも及ぶとの推計をいたしておりま

す。

もともとは平成20年、北海道を中心に、外国

資本が日本の森林や土地を買い占めているとい

う問題が発端であると言われております。北海

道庁などが実態解明を行う中で、いずれの行政

機関においても、土地の所有、利用が正確に把

握されていないことが判明したことから、道庁

は、森林を土地売買する際の事前の届け出を義

務づける条例を制定しております。しかし、そ

の周知を図るために土地所有者に通知したとこ

ろ、45％に当たる1,881名が宛先不明、いわゆる

所有者が不明の状態で返送されてきたというこ

とであります。

また、平成23年３月に発生した東日本大震災

の復興が進む中で、被災地からの集団移転や被

災住宅、施設の再整備を行う際に、登記簿上の

名義が明治時代から変更されていない事例や、

集落全体の共有名義になっており、その後の相

続登記がされていないなど、国においても、所

有者の所在把握が難しい土地への対応は喫緊の

課題となっております。

一方、農林水産省によると、相続未登記の農

地は約48万ヘクタール、未登記のおそれのある

農地が46万ヘクタールの合わせて94万ヘクター

ルと、全農地の約２割に及んでいると推計され

平成30年３月５日(月)
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ております。さらに、これらの農地は、今後、

農地の賃借や売買をする際に、法定相続人を探

して同意を取りつけなければならず、将来的に

農地の集積や集約の妨げとなってくると懸念を

されております。そこでまず、本県の所有者不

明の土地の状況はどのようになっているのか、

また、本県における相続未登記の農地及び未登

記のおそれのある農地の状況について、農政水

産部長にお伺いします。

この後は質問者席にて行ってまいります。

（拍手）〔降壇〕

○農政水産部長（大坪篤史君）〔登壇〕 お答

えいたします。

本県の所有者不明の土地の状況についてであ

ります。平成28年度に、全国で地籍調査が実施

された土地を対象に、国が行った状況把握調査

によりますと、本県では、登記簿上の所有者の

所在が当初確認できなかった土地は、全体の

約13％に当たる2,838筆となっております。さら

に、それらの土地について追跡調査が行われた

結果、最終的に、所有者が所在不明とされた土

地は、全体の約1.5％に当たる329筆となってお

ります。

このように、所有者が判明しない土地が多く

存在すること、また、判明しても連絡がつかな

かったり、登記名義人が死亡しているなどによ

り、公共事業や民間開発等、さまざまな場面で

円滑で有効な土地利用が妨げられている実態が

ありまして、これは全国的にも深刻な問題だと

受けとめているところでございます。

次に、相続未登記農地等の状況についてであ

ります。平成28年度の農業委員会の調査により

ますと、本県の農地台帳上の農地面積８万2,233

ヘクタールのうち、登記名義人の死亡が確認さ

れた相続未登記農地が１万695ヘクタール、ま

た、登記名義人が市町村外に転出し、既に死亡

している可能性があるなど、相続未登記のおそ

れがある農地が9,638ヘクタール、合計します

と、２万334ヘクタールとなっておりまして、こ

れは全体の約４分の１を占める状況となってお

ります。以上でございます。〔降壇〕

○山下博三議員 具体的な数値を示していただ

きましたが、所有者不明土地や正常な登記がな

されない可能性がある状況、極めて深刻であり

ます。

あわせて、森林についてもお伺いいたしま

す。近年、宮崎市周辺を中心に、森林の誤伐・

盗伐が大きな問題となっております。大きく取

り上げられ始めたのは、平成28年９月に、宮崎

市で森林所有者に無断で伐採届が提出され、所

有者の知らないうちに2,000平方メートルもの杉

林が伐採されていたという事件が発端だと記憶

いたしております。

伐採届は平成27年に提出されておりました

が、所有者の氏名押印はあったものの、そもそ

も本人は既に死亡しているため、伐採届を受理

した旨の通知書が所有者側に届かず、誤伐・盗

伐を許してしまったということでありました。

まさに土地や農地などと同様、森林において

も、相続未登記の問題は、今後、大きな問題と

なってくることは明らかであります。そこで、

森林における所有者や境界を明確化する取り組

みについて、環境森林部長にお伺いいたしま

す。

○環境森林部長（川野美奈子君） 県では、境

界の不明瞭な森林において、市町村や森林組合

が間伐等の施業を実施する場合、森林経営計画

の作成や境界測量等に係る経費の助成などによ

り、支援を行っているところでございます。ま

た、平成28年度の森林法改正によりまして、市

平成30年３月５日(月)
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町村が地番ごとに所有者や森林境界の情報を記

載した林地台帳の整備を行うことになっており

ますが、県においてその原案を作成し、来年度

までに市町村へ提供することとしております。

さらに、国におきましては、所有者の確認が

困難な森林について、市町村による経営・管理

を可能とする新たな法律の検討がなされており

ます。このため、市町村が実施する、対象とな

る森林につきましての事前調査に対して助成を

行うこととしております。今後とも、森林の所

有者や境界の明確化に取り組む市町村を、積極

的に支援してまいりたいと考えております。

○山下博三議員 大変な作業になると思うんで

すが、よろしくお願いいたします。

国土交通省においては、平成27年度から、法

務省や農林水産省などとともに、所有者不明の

土地を有効、円滑に利用するための方策につい

て検討会を開催してまいりました。昨年９月に

国土審議会土地政策分科会に特別部会を設置

し、所有者不明土地問題に関する制度の方向性

と人口減少社会における土地制度のあり方につ

いて検討を始め、12月には中間取りまとめが行

われ、一定の方向が示されたということであり

ます。国土審議会土地政策分科会特別部会の中

間取りまとめでは、どのような方向性が示され

たのか、総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 御質問の特別

部会の中間取りまとめでは、所有者不明土地問

題は、人口減少等に伴う土地利用ニーズの低下

や土地所有意識の希薄化といった社会状況の変

化に起因する複合的な問題であると捉え、提言

が行われております。

その中では、「所有者不明土地を円滑に利用

する仕組み」として、公共事業における収用手

続の合理化・円滑化や、収用制度の対象となら

ない公共的事業への利用権の設定が提言されて

おります。また、「所有者の探索を合理化する

仕組み」として、固定資産課税台帳や地籍調査

票等の公的情報を行政機関が調査に利用できる

制度などについても、提言されているところで

あります。

当部会では、このほか、不動産登記制度や土

地所有権のあり方等についても、さらなる検討

課題とされたところでありますので、県としま

しては、引き続き、国の動きを注視してまいり

たいと考えております。

○山下博三議員 私自身、吉原祥子さんの「人

口減少時代の土地問題」を読み、住宅地だけの

話ではなくて、農地や森林など国土の大半に影

響を与えかねない問題の大きさに愕然としたと

ころであります。本県においても、早急な対応

をとらなければ、県土そのものが荒廃するので

はないかと、大変危惧をいたしております。対

策をよろしくお願いいたします。

これより農政水産部長に、18問になります

が、お伺いしてまいります。所有者不明農地の

実態を把握するためにも、地籍調査の促進が重

要でありますが、本県における地籍調査の進捗

状況はどうなっているのか、また、現在のペー

スで進捗した場合、地籍調査が完了するまでど

れほどかかるのか、お伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 地籍調査は、

市町村等が土地の権利関係や境界を明確にする

調査ですが、現在までに三股町ほか８町村が完

了しまして、宮崎市ほか16市町村等で実施中で

あります。県全体の進捗率は、平成28年度末

で67％となっている状況であります。これまで

の進捗からしますと、今後、完了までに約30年

を要するものと試算されますが、市町村によっ

ては、進捗がおくれているところがありまし
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て、さらに長い期間を要するのではないかと懸

念しているところであります。

○山下博三議員 私の地元、北諸県農林振興局

には、用地調査員、登記事務嘱託員という非常

勤職員が配置されておりますが、どのような業

務をしているのか、また、県内各振興局等その

ような職員がどれほどおられるのか、お伺いい

たします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 用地調査員

は、農林振興局が実施する公共事業等に伴う用

地買収に関連する土地、建物、権利等の基礎調

査や補償額算定事務等に従事します。そして、

登記事務嘱託員は、取得した用地の登記事務に

従事しております。県全体の農政水産部所管の

職員としましては、用地調査員が15名、登記事

務嘱託員が16名の合計31名となっております。

○山下博三議員 これまで各振興局において、

土地改良事業などに関係して登記した農地など

の中で、未相続などの問題で相続権利者を探し

た事例はあったのか、また、最近５年の中で最

後に行われた登記が最も古かったのはいつだっ

たのか、お伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 事業用地とし

て買収する必要がある未相続の土地につきまし

ては、必ず相続権利者を探す調査を実施してい

るところであります。県が買収する土地は、調

査の上、移転登記をしなければなりませんが、

その調査の中で、最近５年間で所有者の変更手

続がされずに残っていたものは、明治30年のも

のが最も古いものでございます。

○山下博三議員 私の地域、都城市の状況を農

業委員会を通じて調べてみましたが、農地１

万3,931ヘクタールのうち、適切に相続されてい

ない農地が2,591ヘクタール、18.6％となってお

ります。また、農地の所有者が他市町村外に居

住している割合が12.3％の1,718ヘクタールと

なっております。

このような中で、本年１月25日付日本農業新

聞に、農林水産省が所有者不明農地に係る相続

人探索の簡素化を検討しており、関連法案の改

正を通常国会に提出するという記事が載ってお

りました。先ほど来、問題であると指摘してき

た所有者不明農地を解消するために、重要な改

正であると思います。そこで、農林水産省の検

討状況はどうなっているのか、お伺いいたしま

す。

○農政水産部長（大坪篤史君） 現在、農林水

産省におきましては、担い手への農地の集積・

集約化の加速化に向けまして、所有者不明農地

の利活用を促進するために、農地の貸し付け手

続に必要となる相続権利者の調査を簡素化し、

公示の手続を経て農地中間管理機構への貸し付

けを可能にすること、さらには、貸し付けられ

る農地の利用権に係る上限期間を５年から20年

に長期化することなどを検討していると聞いて

おります。

なお、その実施に伴い必要となります農業経

営基盤強化促進法や農地法の改正法案を、今国

会に提出予定であると伺っております。

○山下博三議員 この取り組みが施行されます

と、実際に管理している相続人の要請を受け

て、戸籍などが公簿上で未登記のまま死亡した

もとの所有者の配偶者や子供を探し、当該地に

ついて貸し出し公示を行うことで農地バンクに

預けられるということであります。県でも基盤

整備を行う際に、非常勤職員を配置して、用地

の適切な管理を進めているということでありま

すが、今後ますます顕在化することが見込まれ

ておる未相続農地の問題について、県はどのよ

うに認識し、どのように進めていこうと考えて
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おられるのか、お伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 未相続農地に

つきましては、農地の集積・集約化や基盤整備

の推進に大きな妨げとなっておりまして、その

影響は、今後ますます大きくなるものと危惧し

ているところでございます。このようなことか

ら、県では、相続により農地の権利を取得した

場合の農業委員会への届け出義務について、周

知に努めてきたところでございます。今後と

も、県農業会議や農業委員会と連携をしまし

て、農地の適切な相続手続のさらなる周知を図

りますとともに、現在検討されている新たな制

度に基づいた未相続農地の利活用の促進に努め

てまいりたいと考えております。

○山下博三議員 ありがとうございます。吉原

祥子さんの本の中で、群馬県前橋市の共有地に

関して、明治19年にさかのぼって共有名義者54

戸の相続権者を探し出したところ、380人以上に

及んでおり、さらに所在地も県外、国外など多

岐に及び、権利を整理するために、17年の歳月

と600万円の経費を要したということでありま

す。今後、基盤整備を推進する中で、大きな課

題となってくるものと思います。この件につき

ましては、この後の土地改良事業の中で改めて

お伺いしてまいります。

次に、本県の農業産出額についてお伺いして

まいります。

去る１月25日に行われた閉会中の環境農林水

産常任委員会において、執行部から平成28年の

農業産出額の報告がありました。説明による

と、本県の農業産出額は、昨年よりも138億円増

加し、第七次農業・農村振興長期計画の目標で

ある平成32年3,550億円を４年早く達成すること

ができたとのことでありました。

本県の農業産出額は、平成22年に発生した口

蹄疫の影響により、それまでの3,000億円台か

ら2,874億円まで落ち込み、回復するまでに多く

の時間を要すると懸念されておりました。しか

しながら、県ではこれまで、口蹄疫からの再生

・復興方針、畜産新生プラン、さらには人・牛

プランを策定し、オール宮崎県として復興・再

生に向けた取り組みを進め、現在は、畜産新生

推進プランに基づき、取り組みを進めてこられ

ました。

この取り組みの成果として真っ先に取り上げ

られるのは、昨年９月の第11回全国和牛能力共

進会、宮城全共での史上初の３大会連続内閣総

理大臣賞受賞の栄誉であり、高校生など次の世

代を担う若い後継者の躍進でありました。これ

までの取り組みが実を結び、長期計画の数値目

標の前倒し、達成が可能となったものであり、

関係者の努力に敬意を表するところでありま

す。そこで、本県農業産出額が増加し、長期計

画目標である3,550億円を達成した状況をどのよ

うに総括されておるのか、お伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 議員おっしゃ

いましたように、平成28年の農業産出額は3,562

億円となり、平成32年の長期計画目標でありま

す3,550億円を早くも達成できましたことは、農

家を初め、関係機関や団体等の御尽力によるも

のと考えております。

しかしながら、部門別に見てみますと、畜産

部門では、肉用牛価格の上昇などにより、前年

に比べて大きく伸びておりますが、耕種部門で

は、大きなウエートを占める野菜が減少したこ

とから、わずかな伸びにとどまり、ここ数年を

見ましても、ほぼ横ばいで推移している状況に

ございます。耕種部門が伸びない要因としまし

ては、高齢化や担い手不足に伴う作付面積の減

少、生産基盤の整備のおくれなどが考えられま
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すので、今後、そのような点も踏まえ、生産力

の強化や人材の育成に取り組んでまいりたいと

考えております。

○山下博三議員 常任委員会の中でも私もお伺

いをしましたが、本県よりも産出額が多い道県

の前年からの伸び率は、北海道を除き、いずれ

も本県よりも大きく伸ばしております。例え

ば、産出額第５位の本県は、前年に比べ138億円

増の3,562億円で104％の増となっております

が、１位の北海道は１兆2,000億円ですので、こ

れは別といたしまして、第２位の茨城県は4,903

億円で107.8％、第３位の鹿児島県は4,736億円

で106.8％、第４位の千葉県は4,711億円で106.9

％となっております。

鹿児島県は本県と同様に大畜産県であります

から、近年の畜産物価格の上昇の恩恵を受けて

いるものと思いますが、茨城、千葉の伸び率の

高い理由が思い浮かびません。委員会では、本

県の状況について、野菜部門の伸び悩みやピー

マンの単価安、さらには、担い手や耕地面積の

減少などの課題が明らかにされましたが、ピー

マンの単価安や担い手などは全国的な課題であ

ります。

私も疑問が募り、調べてみますと、驚くよう

な生産構造が見えてまいりました。茨城県の農

業産出額は、先ほど述べたように107.8％、額に

して354億円増の4,903億円であります。内訳

は、畜産部門は33億円減少しているものの、野

菜、果実、花卉などの耕種部門は、111.8％

の378億円増加となっております。

また、千葉県も、産出額全体では、前年

比106.9％の306億円増加でありますが、畜産部

門は４億円増の100.3％の増となっており、耕種

部門は109.9％の302億円増となっております。

これまで本県と同様の畜産県と考えていた鹿

児島県に至っては、産出額全体は前年比106.8％

の301億円増でありますが、畜産部門は104.3％

で121億円の増、耕種部門は111.6％の174億円の

増加となっております。

本県は御存じのように、産出額の62％を占め

る畜産部門は、前年比105.3％で112億円の増で

ありますが、耕種部門は101.4％の18億円の微増

であります。この状況を見たとき、本県の農業

産出額はいかに畜産に依存しているか、肉用牛

を初めとする畜産物価格の高騰に支えられてい

た農業産出額の増加であることを痛感したとこ

ろであります。もし畜産物価格が一転下落に

陥ったときの本県農業への影響の大きさを考え

ると、産出額が3,500億を超えたと、もろ手を挙

げて歓迎という状況ではないのではないかと

思っております。

農業産出額上位県は、畜産部門の伸びより耕

種部門が大きく伸びております。そこで、耕種

部門が大きく伸びている３県、茨城、鹿児島、

千葉の状況をどのように分析されておるのか、

お伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 各県の農業産

出額につきましては、現在のところ、上位10品

目しか公表されておりませんので、その中で伸

びているものを申し上げますと、まず茨城県で

は、米やカンショ、白菜などの野菜、それから

千葉県では、同じく米や大根、ニンジンなどの

野菜、鹿児島県では、カンショ、茶、サトウキ

ビが、それぞれ前年よりも大きく増加しており

ます。

これらの３県につきましては、露地品目のウ

エートの高い地域でありまして、推進品目の規

模拡大が進められていること、さらに、平成28

年は、全国的な天候不順により、露地野菜の市

場価格が高騰したことが、その要因であると考
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えております。

○山下博三議員 ただいま御答弁いただきまし

たが、高齢化、担い手不足、天候の問題という

のは、全国共通の課題であります。それより、

耕種農業の伸びない理由が別にあるような気が

してなりません。私の考える伸びない大きな理

由は、基盤整備の大きなおくれが一番大きな原

因であるように思えてなりません。

農林水産省農村振興局が１月にまとめた基盤

整備に関する資料の中で、先ほども述べました

が、本県よりも農業産出額の高い３つの県の水

田の30アール以上の平成28年３月時点での区画

整備率は、茨城県が78.8％、鹿児島県が55％、

千葉県が63.3％となっております。本県は全国

第37位の39.8％。50アール以上になると、茨城

５％、鹿児島7.6％、千葉7.9％であり、高い県

では、宮城県が27.4％、秋田県が22.6％となっ

ております。我が宮崎県においては、わずか１

％で、全国43位であります。いかに本県の基盤

整備がおくれている現状かを、御理解いただけ

たものと思います。この現状についてどのよう

に理解をされておるのか、お伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 議員御指摘の

とおり、本県の基盤整備は、全国に比べて非常

におくれている状況にございます。その要因と

いたしましては、本県の農業が、畜産と施設園

芸を中心とした形態であること、また、中山間

地域が多く、事業要件に合う、まとまった団地

が少ないことなどが挙げられます。しかしなが

ら、今後、農家の生産性や収益の向上を図るた

めには、基盤整備を進め、耕種部門の生産力を

底上げする必要があると考えております。

○山下博三議員 先日、都城市の横市土地改良

区の理事長さんと意見交換をしておりました

ら、農地の有する多面的機能を維持発揮させる

ための共同活動を支援する「多面的機能支払交

付金」に取り組んでいる中で、農地が小面積で

権利が明確でないため、貸し借りがうまく進ま

ず、担い手への集約や集団化の弊害となってい

るという実情を伺いました。

また、米や露地野菜などを中心に法人経営を

展開されている、同じく都城市の「ベジエイ

ト」の重冨社長とも意見交換をいたしました。

先日、宮崎日日新聞の農業賞を受賞された方で

あります。その中で、「最近、国や県は、農業

生産の担い手として、自分たち法人を何かにつ

けもてはやし、規模拡大を促しているが、現状

はどの法人も、今以上の規模拡大は、人手不足

の中、困難である」と明言されました。

農業の高齢化が進む中で、農地中間管理事業

が推進され、意欲ある農業者は、規模拡大した

いと思えば必要なだけ農地が集約できると考え

ていた私は、なかなか理解できず、発言の趣旨

を再度確認いたしました。すると、重冨社長の

口からは、思いも寄らない実態が出てまいりま

した。具体的には、現在、ベジエイトでは、90

ヘクタールの農地で、水稲や露地野菜を中心に

経営をされておりますが、その筆数は400カ所に

及ぶということであります。農地１カ所当たり

の平均面積は、約20アールにしかならないのが

現状ということであります。

耕作範囲は、山田町、志和池地区が中心であ

り、農場間の移動に15分から20分程度かかると

いうことで、大規模経営を進める中で、多くの

人手の移動が経営を圧迫しているということで

あります。農地をいかに集約して効率的な営農

を展開するかが、今後の耕種部門の生産振興を

図る上で最も重要な課題であると言えます。関

係者が一丸となって振興を図るべきであり、特

に、加工・業務用野菜を初め、土地利用型農業
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の振興に傾注すべきと思いますが、どのように

進めていかれるのかお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 土地利用型農

業の振興に向けましては、畑地かんがい用水の

積極的な利用と、経営規模の拡大や効率的な営

農を実現するための農地の集積を進めてまいり

たいと考えています。特に、需要が増加してお

ります加工・業務用野菜につきましては、意欲

ある農業法人や集落営農組織等を中心経営体と

して育成し、生産から加工までを一貫して行う

体制づくりに取り組んでまいります。

さらに、水田では、生産基盤の整備ととも

に、米政策の見直しに対応し、今議会に「水田

高度利用産地育成支援事業」の予算を御提案し

ているところであります。具体的には、地域に

適した露地野菜を含め、水田における作物のベ

ストミックスを検討しながら、それぞれの産地

に応じた農業生産の高収益化を進めてまいりた

いと考えております。

○山下博三議員 今までの議論を前提に、今度

は、土地改良事業の課題についてお伺いしてま

いります。

去る２月16日、農林水産省農村振興局農地資

源課、川島課長補佐を講師にお招きして、私の

主宰します「第17回都城盆地農業を語る会」を

開催し、川島補佐からは、「水田整備の現状と

今後の展開方向について」と題して御講演をい

ただきました。農地中間管理機構関連農地整備

事業は、昨年９月議会代表質問の中で、都城市

祝吉地区の基盤整備の取り組みを例に、お伺い

いたしました。具体的には、進藤金日子参議院

議員や農林水産省農地整備課の担当官との意見

交換の中で判明した、農地中間管理機構に関連

した農地整備事業の概要と県の取り組みについ

ての質問でありました。本日の質問において

も、極めて重要なポイントでありますので、再

度、確認をさせていただきます。

まず、農地中間管理機構関連農地整備事業

は、中間管理機構の関連事業として中間管理権

が設定されていることなど、一定の要件のも

と、集落単位で１ヘクタール以上の一固まりの

農地が、大字単位に10ヘクタール以上、すなわ

ち10の集落がまとまれば基盤整備に取り組め、

農業者の負担分を国が上乗せして負担するもの

と理解してよいか、お伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） この事業につ

きましては、担い手への農地の集積・集約化を

加速化することを目的に創設されたものでござ

いまして、次の要件を全て満たすことで、農業

者の負担なしで事業を実施することが可能でご

ざいます。

１点目、事業対象農地は農地中間管理権が設

定されていること、２点目、おおむね１ヘクタ

ール（中山間地域は0.5ヘクタール）以上のまと

まった団地であること、３点目、各団地の大字

単位程度での合計面積がおおむね10ヘクタール

（中山間地域は５ヘクタール）以上であるこ

と、４点目、担い手への集団化率が80％以上と

なること、そして５点目、収益性が20％以上向

上すること、以上５つの要件を満たせば、事業

費の12.5％に相当する農業者の負担分につい

て、国が負担する制度となっております。

○山下博三議員 12.5％の受益者負担分を国が

負担するということでありますので、基盤整備

が、大体10アール、今200万ぐらいかかるそうな

んです。そのうちの約25万を国が上乗せ負担す

るということでありますから、非常に期待する

事業であります。この事業を進める中で、農地

中間管理事業が大きなポイントということであ

りますので、何点かお伺いしてまいります。
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一般的には、遊休農地などの農地で所有者が

わからない場合は、農地の利用権を設定するこ

とはできません。しかしながら、中間管理事業

においては、遊休農地は公示を行った後に、知

事の裁定で中間管理機構が利用権を取得できる

こととなっているということでありますが、間

違いないかお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） そのとおりで

間違いございません。具体的には、まず農業委

員会が、遊休農地の権利者を確認できない旨の

公示を６カ月間行った後に、農地中間管理機構

にその旨を通知いたします。そして、通知を受

けた機構は、知事に対し、遊休農地の利用権取

得を内容とした裁定を申請します。そして、申

請を受けた知事は、県農業会議の意見を聞いた

上で、最低２週間の公告の後、この遊休農地を

農業で利用することが必要かつ適当と認められ

るときに裁定を行いまして、その内容を機構等

に通知し、公告いたします。この公告により、

機構は、担い手に貸し付けることができるよう

になるものでございます。

○山下博三議員 遊休農地であっても、手続を

踏めば、中間管理機構が利用権を取得でき、一

定の要件を満たせば、昨年９月に施行された改

正土地改良法により、県は農業者の同意や負担

を求めずに基盤整備を実施できるとなったと理

解してよいのか、お伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） そのような理

解で結構でございます。遊休農地でありまして

も、農地中間管理機構が利用権を取得し、先ほ

ど申しました５つの要件を全て満たせば、農業

者の同意や負担を求めずに、基盤整備を実施で

きることになります。

○山下博三議員 引き続き、お伺いします。昨

年の土地改良法改正以降、県は、基盤整備と中

間管理事業の連携について、どのような取り組

みを進めてきたのかお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 本県では、昨

年９月の改正土地改良法施行後、全国に先駆け

まして、県や関係機関・団体から成る協議会を

設立し、事業を推進する体制を整えたところで

ございます。さらに、県内各地域でも、市町村

やＪＡなどから成る事業推進チームを編成しま

して、機構関連農地整備事業内容の周知や、要

望地区の掘り起こし、地元での合意形成などに

取り組んでいるところであります。

○山下博三議員 都城市において、平成28年７

月の調査でありますが、市内の農地12万4,609筆

のうち、相続等の手続が行われ、権利が明確に

なっている筆は、10万1,016筆であります。それ

以外の農地については、農地の売買や機構を利

用して農地を集約しようとすると、相続人を探

し出し、権利を明らかにするために多くの手間

と経費がかかるため、中間管理事業等の活用も

滞っていると言われております。

当初お伺いした所有者不明農地の問題と関連

しますが、所有者不明農地については、国の制

度改正で相続人の探索が簡素化され、農地の貸

し出し公告を行うことで、不明な相続人の同意

を得たものとみなして、機構に預けることがで

きるということでありました。今回の国の所有

者不明農地に係る制度改正の内容をしっかりと

理解していただき、農業県として生産基盤の整

備に生かしていくのか、早急に方向性を出すこ

とが必要であります。そこで、中間管理機構が

所有者不明農地に関する新たな制度を活用して

預かった農地については、改正土地改良法に基

づき、農業者の同意や負担を求めずに基盤整備

ができると考えてよいのか、お伺いいたしま

す。
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○農政水産部長（大坪篤史君） 国におきまし

ては、所有者不明農地に関しましても、農業者

の負担や同意を求めずに基盤整備ができるよ

う、農業経営基盤強化促進法と農地法の改正が

今国会で審議される予定と聞いております。具

体的な制度設計等を含め、今後どのようになる

のか、注視しているところでございます。

○山下博三議員 先ほど、農業産出額のところ

でも触れましたが、耕種部門の産出額の伸びが

他の上位県に比べて低いのは、基盤整備率が低

いことに起因しているのではないかと推察され

ます。そこで、基盤整備がおくれている本県に

おいて、耕種部門の生産力向上を進めるために

も、中間管理機構関連農地整備事業に積極的に

取り組むことが重要と考えますが、県の考え方

をお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 先ほども申し

上げましたとおり、本県の農業産出額のさらな

る向上を図るためには、耕種部門の生産力向上

が重要であると考えております。そのために

は、経営規模の拡大や高収益作物への転換が可

能となるよう、区画の整理、拡大などを行う基

盤整備を進めていく必要がございます。中で

も、今回創設された事業は、小さな団地であっ

ても、一定の要件を満たせば、農業者の負担は

ゼロで実施できるなど、中山間地域の多い本県

にとって非常に有効な事業でありますことか

ら、積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○山下博三議員 次に、基盤整備を進めるに当

たっての取り組み目標であります。本県の水田

の整備率は、平均で40.9％であります。これ

は、県内の水田面積３万6,883ヘクタールのう

ち、20アール程度以上の区画整備が済んでいる

面積の割合でありますが、今後、基盤整備を進

めるに当たって、どれぐらいの区画を目標に基

盤整備を進めようとしていくのか、また、基盤

整備や再整備が必要な面積はどれくらいと把握

されているのか、お伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 整備区画につ

きましては、標準区画の30アールを目標に整備

を進めているところであります。しかしなが

ら、将来の大型機械化や自動化を考えますと、

大規模な土地利用型農業に対応するために

は、50アールや１ヘクタールといった大区画の

整備も必要になると考えております。

次に、整備が必要な面積ですが、農振農用地

内にある未整備の水田が約１万7,600ヘクタール

残されております。現在、その中で真に整備す

べき面積を把握するための調査を、地元の意向

も確認しながら進めているところであります。

できるだけ早く作業を進め、整備すべき地域を

定めた上で、計画的に整備を進めてまいりたい

と考えております。

○山下博三議員 よろしくお願いいたします。

東北地方の水田地帯においては、基盤整備

率64.6％となっております。１筆当たりの平均

面積は50アールであります。ちなみに、１ヘク

タール以上の基盤整備率は12.4％となってお

り、今後、１筆５ヘクタール以上の大区画化を

進めようとしております。

県は、第七次農業・農村振興長期計画におい

ても、儲かる農業を実現するために、担い手へ

の農地の集積・集約化や農地の区画拡大を進め

ていくこととされております。また、常任委員

会においても、野菜等を効率的に生産するため

の基盤を広げるために、土地改良法の改正を踏

まえ、積極的に基盤整備を進めると言われてお

りました。積極的に基盤整備を進めると言われ

る以上、将来、限られた土地利用型農業者で、
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どの程度農地を活用して、どのような高収益作

物をつくりたいのか、担い手の意向も把握しな

がら整備計画を進めるべきと思いますが、見解

をお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 基盤整備につ

きましては、農地を利用する担い手を中心に、

関係する機関が連携することが重要でありま

す。そこで、例えば、確実な収益が期待できる

ホウレンソウなどの加工・業務用野菜に水稲を

組み合わせた輪作体系の確立を目指すなど、

しっかりとした営農計画を作成した上で、整備

を進めることとしております。そのため、先ほ

ど申し上げました事業推進チームが一体となっ

て、担い手の意向を踏まえた整備が図られ、収

益の向上が実現できるように進めてまいりたい

と考えております。

○山下博三議員 基盤整備事業を実施するに

は、もう一つの大きな課題があります。基盤整

備を推進する意欲を持つ担い手の問題でありま

す。御存じのように、基盤整備事業を実施しよ

うとする地域では、地域内農地の所有者などの

意見を取りまとめ、整備及び換地を行うことへ

の同意を集めながら、事業に取り組む計画を策

定することから始まります。

前回の質問で紹介した祝吉地区の整備事業に

関しては、全体で約14ヘクタールの農地で表土

の改良や畦畔の除去など、農地区画の拡大を図

ろうと地域の有志が中心となって、さまざまな

課題に取り組み、整備前は130筆あった10アール

の区画の水田が、30アール区画を中心に61筆に

拡大され、２メートルの農道も５メートルに拡

幅されるなど、効率的で集約的な農業経営が行

える地域となりました。

このように、所有者が分散している農地を整

備して大区画や集積を図るためには、農地所有

者の理解をいただくために、意欲を持つ担い手

の大変な苦労が要ります。今後、５年、10年先

になると、ますます土地持ち非農家がふえ、地

域をまとめるということがかなり厳しくなると

心配をいたしております。今後、基盤整備を担

う意欲ある担い手の確保も待ったなしの状況で

ありますが、どのように理解し、進めていかれ

るのかお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 基盤整備を計

画的にしっかり進めていくには、事業計画や営

農、換地などを担当する人材のほか、事業全体

を理解し、地域をまとめられる人材が不可欠で

あります。このため、現在、土地改良区役職員

を対象に、さまざまな研修を実施し、スキル

アップを図っているところです。さらに、今後

は、機構関連事業を推進する中で、事業構想段

階から事業完了後のフォローに至るまで、事業

推進チームによる支援を通じまして、地域の核

となる人材の育成を図ってまいります。

○山下博三議員 最後の質問になりますが、知

事にお伺いいたします。農業生産を拡大するた

めには、効率的に農業経営を営まなければなり

ません。その課題として、私なりに３点につい

てまとめてみました。まず、担い手となる

「人」をいかに確保していくかという課題、生

産を行う「基盤」、すなわち農地や畜舎、園芸

ハウスなどの施設整備をいかに図るかという課

題、３点目に、限られた担い手の中で、本県農

業を支えてもらうための農地の基盤整備、集積

を早期に図らなければならないという３点の課

題であります。本県の農地中間管理事業の農地

の集積の実績については、目標8,400ヘクタール

に対して3,334ヘクタールで、40％しか達成して

おりません。本日の議論をしっかりと捉まえて

進めていただくことを希望しておきます。
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ここ数年で日本農業も大きくさま変わりして

まいります。５年後には、ＡＩ（人工知能）、

ＩＴ技術を駆使した無人化トラクターやドロー

ン等が飛躍的に伸び、いよいよ実用化の時代、

まさしく「生産革命」が起きてくると思いま

す。私は今回、特に基盤整備についてお伺いし

てまいりました。それは、本県農業がこの生産

革命に対応していくためには、大きくおくれて

いる基盤整備に特に力を入れるべきだと考えた

からであります。ただ、大区画化に向けた基盤

整備を全国平均に近づけようとすると、莫大な

予算獲得が必要となってまいります。最後にな

りましたが、決意のほどをお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 農業の国際化や産地間

競争が激化する中で、意欲ある農業者が積極的

に経営に取り組むことができますよう、今御指

摘がありましたような本県の農業の発展に向け

た施策を、今後とも展開する必要があると認識

しております。

本県は、基盤整備率が全国に比べて低い状況

にありますが、逆に捉えると、まだまだ高い潜

在能力を有しているというふうに考えることも

できようかと思います。農業経営の効率化や生

産性の向上などを可能とする農地の基盤整備の

推進は、大変重要であると考えております。こ

のため、基盤整備予算の獲得につきましては、

私みずから国に対して必要性や効果等を説明

し、予算の拡充や本県への配分について強く要

望してきたところであります。

県議会を初め、各方面の御尽力によりまし

て、国の農業農村整備事業関係予算は順調に回

復をしているところであります。引き続き、予

算の確保と整備の推進に努めながら、本県農業

の振興にしっかりと取り組んでまいりたいと考

えております。

○山下博三議員 かたい決意を語っていただき

ました。よろしくお願いしておきたいと思いま

す。

今回、農政水産部長は、最後の議会になるだ

ろうと思うんですが、最後に20問質問させてい

ただきました。また温かく見守ってください。

農業の生産を振興するに当たって、基盤整備

と人づくりは、深くかかわりのある課題であり

ます。本県農業を支えていただいている家族経

営体、法人経営体の皆さんが、力強く営農展開

できる施策の推進をお願い申し上げ、質問を終

了いたします。ありがとうございました。（拍

手）

○横田照夫副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時から、一般質問、

人事案件の採決及び議案・請願の委員会付託で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時34分散会
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◎ 一般質問

○ 原正三議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は、一般質問、人事案件の採決及

び議案・請願の委員会付託であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、右

松隆央議員。

○右松隆央議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党の右松隆央でございま

す。

きょうは、県立高校の入学試験日でありま

す。この日のために勉強を積み重ねてきた多く

の受験生にエールを送るとともに、今まさに試

験中であります我が娘にも、親として頑張って

もらいたいと、心から願っているところであり

ます。

全国学力・学習状況調査の結果表をもとに、

学校と家庭が一体となって、子供の確かな学力

の定着を目指し、本県においてつくられた指標

が、「宮崎の子どもの学力を伸ばす“ひむか３

か条”」であります。ひむかの「ひ」は、人と

つながるコミュニケーション、自分の考えをよ

く話す子供ほど学力が高い。「む」は、夢中に

なる読書、読書好きの子供ほど学力が高い。そ

して「か」は、確実な振り返り、授業の復習を

する子供ほど学力が高い。この３か条を掲げ、

本県は、学力を伸ばす取り組みを、家庭と学校

現場において進めております。その中で、語彙

力や読解力、想像力を育む読書について、本県

はまさに、知事みずから「日本一の読書県」を

提唱しておられます。ある人は、読書につい

て、海面に浮かぶ氷に例え、表にあらわれる４

分の１ほどの姿が学力で、海中に見えない４分

の３の学力のベースになっているのが読書だと

言われる方もおられます。「日本一の読書県」

を目指して、本県は目標値も掲げております。

県内の児童生徒で「読書が好き」と答える子供

が、現況の小学校で74.6％、中学校で66.7％

を、平成32年度に80％に高めるとあります。各

学校において具体的な取り組みとして、例え

ば、読み聞かせや朝の読書に毎日取り組む学校

や、小中学校で連携して、読書通帳というもの

をつくり取り組む学校もあります。このよう

に、本県において積極的に読書活動を推進して

いることは、大変評価をさせていただいており

ます。そこで知事に、「日本一の読書県」を提

唱される中、その手応えをどのように捉えてお

られるのか、あわせて、県の果たすべき役割も

含めて、今後どのように推進していかれるのか

伺いたいと思います。

後は質問者席にて質問を行わせていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

「日本一の読書県」についてであります。読

書は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高

め、人生を豊かに生きていく上で欠くことので

きないものであります。とりわけ子供にとりま

して、読書は知的探求心を育むなど、学力の向

上にもつながるものと考えております。そこで

本県では、「子どもから大人まで、生涯にわ

たって読書に親しむみやざき県民」を目指し、

「日本一の読書県」づくりに向けたさまざまな

取り組みを進めているところであります。特に

子供たちには、学ぶ意欲を持たせ、読書の楽し

さを感じさせることが大切でありますので、小

中学校においては、一斉読書のほか、ＰＴＡや

地域と連携した読み聞かせや家庭読書の取り組

みなどが行われており、子供たちの読書に親し

平成30年３月６日(火）
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む環境づくりが、県下全域で徐々に進んできて

いると感じております。また、県立図書館で

は、配送システムを向上させたことにより貸し

出し冊数がふえるなど、県民の読書に対する機

運の醸成が図られつつあると認識しているとこ

ろであります。今後も、学校を初め、家庭や地

域での読書活動推進のために、県の役割や方向

性を明確にし、市町村、関係機関等と連携し

て、「日本一の読書県」を目指した取り組み

―これは息の長い取り組みとなってまいりま

す―をしっかりと進めてまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

○右松隆央議員 子供から大人まで、生涯にわ

たって読書に親しむ環境づくりに、今後とも尽

力していただければと思います。

おおむね５年に一度策定される「第三次子ど

もの読書活動の推進に関する基本的な計画」の

中で、課題に挙げられる３点として、１つは、

学校段階が進むにつれて読書離れが進む傾向で

あること。２つ目に、地域における取り組みの

差が顕著になってきていること。そして３つ目

に、学校図書館資料の整備が不十分であること

が挙げられております。また、学校図書館を活

用した学習活動や、日々の読書指導の充実を

図っていくためには、司書教諭や学校図書館担

当職員、いわゆる学校司書のみならず、全ての

教職員が連携し、学校全体で児童生徒の学習・

読書活動を推進していく体制を整備することが

重要であります。そこで教育長に、学校図書館

の機能強化において、県内の公立小中学校にお

ける学校図書館図書標準の達成状況はどうなっ

ているのか、そして、司書教諭並びに学校司書

の配置状況はどうなっているかお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 国が行いました、平

成28年度「学校図書館の現状に関する調査」に

よりますと、本県の公立小中学校における学校

図書館図書標準の達成率は、小学校66.5％、中

学校50.4％となっておりまして、８年前の調査

結果と比べると、小学校36.5％、中学校17.4％

の伸びが見られるところであります。また、司

書教諭の配置率は、学校図書館法に定められま

した12学級以上の学校におきましては、100％で

あります。さらに、市町村が配置する学校司書

の配置率は、小学校55.9％、中学校45％となっ

ております。議員御指摘のとおり、学校の日々

の読書活動の充実を図っていくためには、司書

教諭や学校司書等の専門的な知識を持つ人材の

配置や、学校図書館の整備充実を図るととも

に、学校全体で読書活動を推進していく体制づ

くりを進めていくことが大切であると考えてお

ります。今後も引き続き、市町村教育委員会と

連携しながら、学校における積極的な読書の推

進に努めてまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 本県も学校図書館の充実に鋭

意取り組んでおられますけれども、中学校にお

いては、図書標準達成率、学校司書の配置率と

もに全国平均より少し低目になっておりますの

で、今後も引き続き取り組みを進めていただき

ますよう、よろしくお願いいたします。

続いて、児童生徒の体力向上への取り組みに

ついて伺ってまいります。スポーツ庁から、今

年度の「全国体力・運動能力、運動習慣等調査

結果」が公表されました。小学５年生、中学２

年生の男女とも全国平均を上回っており、九州

管内では、中学女子が１位、小学男女は２位、

中学男子が３位となっております。福井県を初

め、全国のトップクラスと比較をすれば、さら

なる努力が必要になってまいりますが、結果は

おおむね良好ではないかと感じております。そ

の上で、さらなる体力向上を図っていくため
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に、他県の取り組み事例も参照すべきものがあ

ろうかと思います。例えば広島県では、６つの

取り組みが功を奏して、全国でもトップクラス

の結果を出すまでになりました。本県の取り組

みとの違いだけを抽出しますと、公立学校の全

児童生徒への県独自の体力調査を実施する際

に、体力づくり改善計画作成のための集計ソフ

ト及び計画様式を各学校に配付しており、その

集計ソフトに児童生徒の調査結果を入力する

と、前年度の県平均値や全国平均値との比較な

ど、改善計画の作成に必要なデータが算出され

る仕組みになっていること。そして、教職員の

指導力を高めるために、大学教授やスポーツト

レーナーなどによる講義や実技の研修会を年

間15講座開設していることなどが、参考点とし

て挙げられるところであります。そこで教育長

に、「全国体力・運動能力、運動習慣等調査結

果」で成果を上げてきている本県の現状と、ス

ポーツ推進県として今後さらに成果を上げてい

くために、どのような取り組みを進めていかれ

るかお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 本県では、平成20年

度から国が実施しております「全国体力・運動

能力、運動習慣等調査」に先駆け、平成16年度

から、公立の全児童生徒を対象に独自の体力・

運動能力調査を実施しております。各学校で

は、その結果の分析をもとに、具体的な数値目

標や目標達成のための取り組みを盛り込んだ体

力向上プランを作成し、体育活動に加え、姿勢

を正す立腰指導や食育指導など、さまざまな取

り組みを実践しております。また、県教育委員

会では、保健体育教諭や養護教諭などで構成す

る体力向上推進委員会を設置し、全国平均を下

回る項目への対応策や、生活習慣に係る情報な

どを取りまとめ、各学校へ提供しております。

あわせて、中学・高校の保健体育教諭等の小学

校派遣を通じ、小学生の体力の向上を図ってい

るところであり、これらの取り組みが成果につ

ながっているものと考えております。県教育委

員会といたしましては、小学校における体育活

動の充実のため、昨年度から３校に配置をして

いる小学校体育専科教員の活用方法の拡充や、

学校体育に係る講習会などにおける研修講師の

選定を工夫するなど、体力向上に向けたさらな

る取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。

○右松隆央議員 今、本県が進めております３

校、小学校体育専科教員の派遣の取り組みに

は、期待をしてまいりたいと思っております。

引き続き、学校教育の根幹となる学習指導要

領について伺っていきます。各学校は、学校の

教育目標を決めるに当たって、国の定める教育

基本法や学校教育法、学習指導要領、そして各

教育委員会が定める規則などに従って掲げてま

いります。そして教師は、その教育目標を達成

するために、児童生徒に日々教育活動を展開し

ていくことになります。どのような教育内容を

与えていくか、これを教育課程の編成といい、

各教科全ての領域にわたって、例えば、第１学

年、何月何日、国語はこんな学習をする等々、

きめ細かく編成されるわけでありますが、その

指針となるのが学習指導要領になります。この

学習指導要領は、おおむね10年に一度のサイク

ルで改訂になり、このたび新学習指導要領が、

中央教育審議会の検討を経て、28年度に答申、

改訂となり、今年度の周知徹底期間を経て、こ

としの４月から、幼稚園を皮切りに全面実施と

なります。小学校は、来年度の教科書検定とと

もに先行実施され、32年度より全面実施。そし

て中学校は、31年度に教科書検定があり、33年
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度から全面実施となります。この学習指導要領

の改訂の趣旨、方向性やポイントを学校現場が

しっかりと押さえ、教育課程の編成がなされる

ことが、宮崎の教育力の向上、そして人づくり

につながっていくものと認識しております。そ

こで、今回の学習指導要領改訂の基本的な方向

性でありますが、2030年、12年後の変化の激し

い社会のあり方を見据えながら、学校教育を通

じて育てたい子供の姿として、「生きる力」の

理念をより具体化し、確実に育むことが求めら

れております。そこで、本県はこれまでも生き

る力の育成に取り組んできたわけであります

が、これまでの取り組みを踏まえて、あすを担

う本県の子供たちに、学校教育を通じて育てた

い姿をどのように描いておられるか、教育長に

お伺いします。

○教育長（四本 孝君） 今お話のありました

ように、今回の学習指導要領の改訂におきまし

ては、従来から取り組んでおります子供たちの

「生きる力」の理念をより具体化し、生きる力

というものをしっかり育むことが重要視されて

おります。このような状況を踏まえまして、学

校教育を通じて子供たちにこのように育っても

らいたい姿として、次の３つを考えておりま

す。まず、社会的、職業的に自立した人間とし

て、高い志や意欲を持って主体的に学びに向か

い、個性や能力を伸ばし、人生を切り開いてい

こうとする姿。次に、対話や議論を通じて他者

の考えを理解し、自分の考えを広げ深めたり、

多様な人々と協働したりしていこうとする姿。

最後に、変化の激しい社会の中でも、よりよい

人生や社会のあり方を考え、試行錯誤しながら

も問題を発見・解決し、新たな価値を創造して

いこうとする姿であります。これらの３つの姿

を目指した取り組みは、新しい時代に必要とな

る資質・能力の育成につながるものと考えてお

ります。今後も、新しい学習指導要領を踏まえ

つつ、子供たちの生きる力を育むことができる

よう、学校の支援に努めてまいりたいと考えて

おります。

○右松隆央議員 四本教育長が答弁された、ま

さに生きる力、３つの子供の姿が、県内各学校

の教育目標と連動していくことを願っておりま

す。

学校教育を通じて、「生きる力」の理念をよ

り具体化し、確実に育むことが学校現場に求め

られる中で、教員がどのように子供たちを指導

していくかが大変重要になってまいります。そ

こで教育長に、本県の子供たちの現状や課題を

踏まえつつ、新しい学習指導要領に則して、学

校現場でこれまで以上にどのような指導を求め

ていかれるか、お伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 今回の改訂におきま

しては、「生きる力」を具体化するために、

「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力」

「学びに向かう力、人間性」等という資質・能

力を総合的に育んでいくことが求められており

ます。これらの資質・能力を育むために、各学

校におきましては、まずは子供たちの実態を適

切に把握するとともに、教育活動を通して子供

たちが身につけなければならない力を明確に

し、教科横断的な視点に立った教育課程を編成

する必要があります。また、日々の授業におき

ましては、単元などの内容のまとまりごとに、

子供たちに、何のために学ぶのか、何ができる

ようになるかという学習の本質的な意義を押さ

えた授業づくりを進めるとともに、これまでの

教育実践の蓄積を生かして、主体的、対話的で

深い学びの視点から、授業改善に取り組む必要

があると考えております。今後も、県教育委員
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会といたしましては、教師一人一人が、今回の

改訂の趣旨等を十分に理解し、日々の教育活動

を展開できるよう、研修の充実に努めてまいり

ます。

○右松隆央議員 ぜひ、県内の先生方に、今回

の改訂の基本的な考え方、特筆事項を吟味して

いただいて、これからも絶え間ない授業改善が

なされ、本県からすばらしい教員が数多く輩出

されますことを、心から願っております。

今回の学習指導要領の主な改訂事項に、外国

語教育の充実が挙げられております。グローバ

ル化に対応した英語教育改革実施計画で

は、2020年の東京オリンピック・パラリンピッ

クを見据え、小・中・高等学校を通じた英語教

育全体で抜本的充実を図るとされ、新たな英語

教育のあり方と、その実現のための体制整備が

細かく項目立てられております。その中で、小

学校中学年では、活動型で、週１～２こま程度

で学級担任を中心に指導するとされ、小学校高

学年では、教科型で、週３こま程度、英語指導

力を備えた学級担任に加え、専科教員を積極的

に活用するとされております。そこで、新学習

指導要領で小学校における外国語教育が充実さ

れる中、中学年、高学年ともに年間35時間も授

業時数がふえることになるわけでありますが、

授業時数の確保をどのように図っていかれる

か、教育長にお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 国は、グローバル化

に対応した教育環境づくりを進めるため、小学

校における英語教育を拡充し強化することな

ど、小・中・高等学校を通じた英語教育全体の

抜本的充実を目指しております。このことに伴

い、平成32年度から、小学校中学年における外

国語活動の実施や、高学年での外国語教育の教

科化が打ち出されており、小学校においては、

中・高学年で年間35時間の授業時数増への対応

が求められているところであります。この年間

の授業時数の増加に対応するためには、週当た

りの授業時数の増加や、通常45分の授業を、15

分の３回に分けて、朝自習の時間などで実施す

る短時間学習の活用等が考えられるところであ

ります。県教育委員会といたしましては、これ

らの幾つかのモデルを市町村教育委員会に具体

的に示しながら、各地域の実態に応じて適切な

対応が図られるよう、支援を行っているところ

であります。

○右松隆央議員 ぜひ、短時間学習や各地域の

実態に応じて、しっかりと進めていただきます

ことをお願いいたします。

引き続き、小学校の英語教育における指導体

制の強化について伺ってまいります。さきの英

語教育改革実施計画においては、小学校英語教

育推進リーダーの加配配置や、外国語指導助

手、いわゆるＡＬＴに過度に依存することな

く、学級担任、そして専科教員の指導力向上も

強力に推進していくこととなっております。そ

こで、２年後の32年度から全面実施される小学

校の次期学習指導要領で英語が教科化されるに

当たり、指導体制の強化にどのように取り組ん

でいかれるか、教育長にお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 小学校における外国

語教育を充実させるためには、学級担任の指導

力の向上が不可欠であります。また、英語指導

力を備えた人材の活用等に取り組むことも必要

だと考えております。県教育委員会といたしま

しては、学級担任の指導力を高めるために、今

年度より、研究校として宮崎市３校、延岡市１

校、日向市１校、三股町１校の計６校を指定

し、指導方法等の研究を先行的に実施いたして

おります。この研究校の成果をもとに、平成30
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年度からの３年間で、全ての学校の教員に対し

て研修を行い、自信を持って外国語教育に取り

組んでいけるように努めてまいります。

また、専門的な指導力を有した人材を活用す

るという観点から、小学校英語枠採用教員の計

画的な採用、配置を行いますとともに、宮崎大

学と連携し、小学校の教員に中学校英語の二種

免許を取得させるための認定講習を実施し、専

門的な知識及び技能を持った人材の育成を図る

などしながら、指導体制の強化に取り組んでま

いりたいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ、今年度からの研究校６

校の成果をもとに、指導体制の強化をよろしく

お願いいたします。

この項目最後に、スクールソーシャルワー

カーの処遇や人員について伺ってまいります。

スクールソーシャルワーカーについては、今か

ら２年半前の一般質問で、子供の貧困対策の中

で問わせていただきました。その際に、特別委

員会で宮崎市内の小学校を訪問し、スクール

ソーシャルワーカーの方との意見交換を通し

て、改めて、その重要性と、一人一人の職務の

負担が大きくなっている実態も述べさせていた

だいたところであります。また、教育と福祉の

パイプ役として、貧困はもちろんのこと、不登

校やいじめ、虐待などの問題に、家庭や学校と

連携して対処する、極めて重要な役割を担うこ

とから、その増員も強く要望させていただきま

した。その後、人員が、当時の８名から現在

は12名にふえていることは、とても評価をさせ

ていただいております。しかし、九州各県との

比較をしても、県内の相談件数の推移からも、

まだまだ足りない状況であることは、教育長と

も共有している認識であると考えております。

そこで教育長に、スクールソーシャルワーカー

の待遇改善とともに、さらなる増員ができない

ものか、お伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） スクールソーシャル

ワーカーへの期待は年々高まっておりまして、

各学校からの派遣要請も増加する中、本県にお

きましては、昨年度、配置人数を４名増員した

ところでございます。しかしながら、議員が

おっしゃいますように、現在のスクールソー

シャルワーカーの待遇あるいは適正配置数は、

検討していくべき課題であると認識をしており

ます。今後は、社会福祉士会、精神保健福祉士

会等と連絡を密にとり合い、スクールソーシャ

ルワーカーの人材発掘につながるような情報を

収集したり、各関係機関の研修会に出向いて、

本県の現状等を伝えていく取り組みを行ったり

するなど、これまで以上に連携を強化すること

で、人材確保につなげてまいりたいと考えてお

ります。

また、スクールソーシャルワーカーの活用

は、教職員の負担軽減、働き方改革にもつなが

りますことから、国庫負担の割合を引き上げる

よう、国への要望を継続していくとともに、ス

クールソーシャルワーカーの待遇改善や配置数

増加に向けて、引き続き、さまざまな工夫や努

力を重ねてまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ関係機関との連携を強化

していただき、また、今年度から時給も少し上

げておられるようですので、処遇改善と、さら

なる増員に向けて力を尽くしていただきますこ

とをお願いいたします。

２つ目の項目、本県の医療・福祉政策につい

て伺ってまいります。

まずは、医師の地域偏在を是正する取り組み

についてであります。厚生労働省は、昨年10月

に開かれた医師需給分科会におきまして、都道
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府県における医師確保対策の方針などを定める

医師確保計画を、今後、医療計画に記載するよ

う義務づける方向性を示したところでありま

す。現行の医療計画にある「医療従事者の確

保」に関する事項では、都道府県の策定内容に

量、質ともばらつきがあり、不十分な県も多

く、医師偏在の解消には結びついていないとの

指摘から、医師の地域偏在の状況を可視化し、

医師不足地域への医師の派遣や、地域定着策な

どの施策の実効性を高める狙いがあるとされて

おります。国の医師偏在対策のポイントとして

は、都市部などに集中する偏在を解消するため

に、地域ごとの医師の過不足を指標化したり、

医師不足地域で勤務した経験を重視し、一部の

病院で、院長ら管理職になる際の評価項目に加

えたり、そうした地域で勤務した医師を認定す

る制度も設け、認定医師であることを広告でき

るようにしたり、またさらには、医師不足の地

域で勤務した医師や、派遣した医療機関への優

遇措置も盛り込んでいると伺っております。そ

こで、国が昨年12月に取りまとめた医師偏在対

策において、都道府県が策定することとされた

医師確保計画の内容と、本県としてはぜひ、本

省出身であります部長のもとで、厚労省の方向

性を先取りして取り組んでいただきたいと考え

るわけでありますが、どのように進めていかれ

るか、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 今回の中間取

りまとめでは、具体的な医師偏在対策の一つと

して、都道府県が医師確保計画を策定すること

が示されております。その内容としては、医師

数や医療施設の現状、人口や医療ニーズの変化

等の分析を踏まえ、医師の確保方針を定めるこ

と。そして、その方針に基づき、国が定める医

師偏在の度合いを示す指標を踏まえ、確保すべ

き医師数の目標を設定すること。目標を達成す

るため、医師養成過程を通じた医師の地域定着

策等の対策を定めることとされております。ま

た、医師確保計画には、医師が少ない地域での

勤務を促す優遇措置等を盛り込むことになると

も考えております。今後、関係法令の改正とと

もに、医師の偏在の度合いを示す指標等が国か

ら示される予定となっておりますが、県としま

しては、大学、医師会、臨床研修病院等の実務

者レベルのワーキンググループをできるだけ早

期に立ち上げ、国が今年度作成する予定の、医

師の勤務先、専門医資格、出身大学等の情報を

取りまとめたデータベースを活用し、医師配置

の現状を分析するなど、医師確保計画の策定に

向けた準備を進めてまいりたいと考えておりま

す。

○右松隆央議員 ぜひとも、早期の対応をよろ

しくお願いいたします。

医師の地域偏在対策においては、キャリア形

成プログラムの策定も極めて重要になります。

今後、宮崎県医師修学資金の貸与を受ける地域

特別枠での、宮崎大学医学部の入学者が順次卒

業し、初期臨床研修期間を終え地域医療に従事

する医師の増加に伴い、派遣調整の対象となる

医師のキャリア形成上の不安解消に努めること

が、地域偏在を是正していく有効な手だてに

なってまいります。貸与期間が６年の場合は、

初期研修の２年を経た後、12年間のうちに義務

履行をしていく必要があります。義務履行の指

定医療機関は、県立の３病院や市立田野病院等

も含まれる中で、西臼杵や美郷、高原などの国

保病院や串間市民病院、えびの市立病院などの

僻地での義務履行がどれほど進むかは、宮崎大

学と連携し、派遣医師の就業モデルを示した

キャリア形成プログラムの今後の策定内容に大
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きくかかってまいります。そこで、本県におけ

る地域特別枠医師数の今後の推移と、キャリア

形成プログラムをどのように策定していくの

か、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 宮崎大学医学

部では、医師修学資金の貸与を受ける推薦入試

枠として、地域特別枠定員10名が設置され、平

成21年度の制度開始から29年度までの間に77名

が入学をしております。このうち、既に卒業し

臨床研修や後期研修中の医師が18名、在学中の

学生が58名となっており、今後、地域特別枠医

師が毎年10名程度ずつふえることとなってまい

ります。これらの地域特別枠医師が、専門医等

のキャリアアップや出産・育児等のライフイベ

ントについて不安を感じることなく、医師が少

ない地域や診療科において勤務できるようにす

るには、キャリア形成プログラムの策定が大変

重要でございます。このため県では、現在、宮

崎大学と地域特別枠医師の派遣方針について調

整を進めておりまして、今後、大学、医師会、

医療機関等で構成する県地域医療対策協議会に

おいて、派遣方針を決定し、これに基づいて診

療科ごとのキャリア形成プログラムを策定して

まいりたいと考えております。

○右松隆央議員 県の修学資金貸与者が義務履

行の間に、医師として力をつけてくる10年目

や13年目において、１年でも２年でも僻地医療

に携わり、しかもキャリアアップにつながるよ

うなプログラムの策定を、ぜひ要望させていた

だきます。

続いて、在宅医療の体制整備について伺って

まいります。まずは、在宅医療を推進するに当

たっての実施体制の課題と強化についてであり

ます。地域医療構想で病床数の削減が進められ

る中、病院中心のみとり傾向が続けば、いずれ

は医療機関で対応ができなくなることは自明で

あります。また、多くの人は、自分に死期が

迫っても、できるだけ長く自宅で暮らしたいと

考えるわけでありますが、症状急変時の不安

や、家族への負担を考えて、自宅で最期を迎え

ることは困難と考えるわけであります。自宅で

の死亡率は、都道府県でも大きな開きがあるの

が実態で、本県は下位に位置しております。在

宅医療体制の充実においては、24時間体制で在

宅医療を実施する在宅療養支援診療所が、利用

者にとっては心強いわけでありますが、医師

や、特に看護職員の配置が難しく、届け出がで

きない医療機関が多いのも実態であります。し

かし、在宅療養支援診療所が少ないにもかかわ

らず在宅死亡率が高い、例えば岐阜県の調査に

よれば、24時間対応をうたわないものの、実は

在宅医療に取り組んでいる身近な医療機関の存

在が大きいということがわかっております。そ

こで、本県で在宅医療を進めるにおいて、まず

は県内の実態として、二次医療圏ごとの在宅死

亡率、また、在宅死亡率と在宅療養支援療養所

数との相関関係、さらには、自力で24時間対応

が困難なため、あえて届け出はしないものの、

みとりを行う在宅医療機関の施設などの把握を

しておられるのか、福祉保健部長にお伺いしま

す。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 平成28年の人

口動態調査によりますと、自宅での死亡率でご

ざいますが、全国平均の13.0％に対して本県

は8.6％と下回っており、医療圏別では、宮崎・

東諸県圏域の9.8％が最も高く、日南・串間圏域

の7.2％が最も低くなっております。また、昨

年12月時点の本県の在宅療養支援診療所数は111

であり、二次医療圏ごとに比較をしたところ、

在宅療養支援診療所の数が在宅死亡率に影響し
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ている状況は見られませんでした。しかしなが

ら、在宅療養支援診療所を含め、身近な医療機

関によって、在宅でのみとりが支えられている

と考えておりますので、今後、情報収集をして

いく中で、みとりを行う医療機関の実態の把握

に努めてまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 24時間対応にこだわらず、み

とりを行う在宅医療機関をふやすこと、そし

て、本県が今、鋭意取り組みを進めている入退

院時の情報を共有するルールづくりで、患者の

支援が充実している病院をふやすことが、みと

り普及の鍵とも言われております。そこで、今

後、24時間にこだわらず、みとり対応ができる

身近な在宅医療機関をふやしていくために、ど

のような取り組みを進めていかれるか、福祉保

健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 今後、在宅医

療に積極的に取り組み、みとりの対応まででき

る医療機関をふやすためには、在宅での緩和ケ

アに取り組む医師による研修等により、在宅医

療を担う医師の確保・育成を図るとともに、24

時間対応といった医師への過重な負担を軽減し

ていくことが重要であると考えております。こ

のため県では、医師を中心に、訪問看護や訪問

介護など多職種連携により、在宅での療養生活

を支援する体制づくりを推進するため、県医師

会や郡市医師会等と協力し、人材育成や参加促

進のための研修会や情報交換会に取り組んでい

るところでございます。また、一部の郡市医師

会においては、在宅医療に取り組む医師をネッ

トワーク化し、相互に補完し合う仕組みも生ま

れてきておりますので、これらの取り組みを参

考としながら、市町村とも緊密に連携して、み

とりも含め、実効性のある在宅医療体制の推進

に努めてまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ医師会とも連携し、みと

り対応ができる身近な在宅医療機関をふやす取

り組みを進めていただければと思います。

在宅医療の推進には、訪問看護体制の確保も

極めて重要であります。日本医師会総合政策研

究機構によれば、診療所の在宅患者数と、それ

に対する医療スタッフの必要数は、例えば、診

療所の在宅患者数が10人の場合は、医師、看護

師とも１人で診られるところが、患者数が140人

になった場合は、医師３名に対して、看護師は

５倍近い14名の確保が必要になってまいりま

す。さきの在宅療養支援診療所の届け出をしな

い理由は、24時間訪問看護の体制を確保できな

いのが一番の理由になっております。また、訪

問看護を利用する高齢者が多い都道府県では、

自宅で死亡する割合が高いという傾向も出てお

り、利用者数の一番多い長野県に対して、本県

は、在宅死亡率と同様に訪問看護の利用者数は

３分の１ほどで、全国でも下位に位置しており

ます。そこで、本県における訪問看護ステー

ションの事業所数と高齢者の訪問看護利用者

数、並びに在宅死亡率との関係をどのように分

析しておられるか、福祉保健部長にお伺いしま

す。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 本県の訪問看

護ステーション数でございますが、平成28年度

末が108事業所で、26年度末より28事業所ふえて

おり、介護保険における訪問看護利用者数は、

平成28年度の月平均の実績が2,413人で、26年度

より357人ふえているところであります。また、

みとりの対応が可能なターミナル体制加算の届

け出事業所数は、平成28年度末が89事業所

で、26年度末より35事業所ふえているところで

あります。そのような中で、本県の訪問看護ス

テーションの約65％が、看護職員が５人以下の
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小規模な事業所であり、また、全国の訪問看護

の利用率が約10％であるのに対して、本県では

約４％となっており、全国よりも利用割合が低

い状況にあります。国の統計によりますと、高

齢者の訪問看護利用者数が多い都道府県では、

在宅死亡率が高い傾向があるということが示さ

れておりますことから、今後も引き続き訪問看

護の体制づくりを進め、訪問看護を利用しやす

い環境の整備を図っていくことが必要であると

考えております。

○右松隆央議員 日本看護協会が作成した「訪

問看護アクションプラン2025」では、2025年に

向けて、在宅死亡率を、宮崎県は8.6％でありま

すが、全国平均の13％を、さらに、長野県の23

％やフランス、オランダ並みの30％に引き上げ

るには、訪問看護に携わる人が今の３倍の15万

人が必要とも明記されております。そこで、県

として今後、訪問看護師を養成していく取り組

みをどう進めていくのか、そして、在宅医療を

支える訪問看護ステーションの経営基盤の強

化、訪問看護師が在宅医療に専念できる経営環

境の整備をどのように進めていかれるか、福祉

保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 訪問看護師の

養成・確保につきましては、活躍する訪問看護

師を対象としたスキルアップ研修や管理者向け

研修を行うとともに、訪問看護師を目指す看護

学生への修学資金貸与や、新卒の訪問看護師の

養成支援、潜在看護師などの訪問看護未経験者

に対する体験研修などに取り組んでおり、平

成28年末現在、訪問看護師の数は549名となって

おりますが、在宅医療の推進を見据え、引き続

き確保・充実を図ってまいりたいと考えており

ます。

次に、訪問看護ステーションにつきまして

は、今後、24時間対応やターミナルケア等の体

制を強化するため、来年度から、訪問看護ス

テーション基盤強化事業に取り組む予定として

おり、既存の事業所を対象に、職員の新規雇用

や育成等に要する経費を初め、記録作成等の事

務負担軽減や情報共有を図るため、タブレット

等のＩＣＴ機器の整備への支援を行うこととし

ております。事業費は総額1,800万円、１事業所

に対して最大150万円から200万円を予定してお

り、訪問看護師が業務に専念できる環境の整備

を進めてまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 県におかれましては、ぜひ、

在宅医療に不可欠となる訪問看護の体制整備

に、より一層力を尽くしていただきますよう、

強く要望させていただきます。

在宅医療の最後に、知事にお伺いしますが、

自宅でみとりを希望しながら、医療機関で最期

を迎える人が多いというギャップ、そして、地

域医療構想で病床数の削減が進められる中、県

としても在宅医療を推進していく必要がありま

すが、今後、県民に対して在宅医療の普及啓発

をどのように図っていく考えか、お伺いしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 国民の多くが、人生の

最終段階においても、可能な限り自宅での療養

を望んでいるという調査結果がある中で、本県

の在宅死亡率は全国平均を下回っている状況に

ありまして、今後、在宅で人生の最終段階を迎

えることを可能とする医療体制の整備が、大変

重要であると考えております。一方で、在宅で

のみとりは、人の尊厳にかかわり、繊細な配慮

や慎重な対応が求められますことから、県民一

人一人が在宅でのみとりに関する理解を深める

とともに、家族や医師との話し合いなど、事前

の準備を整えることも必要となってまいりま
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す。昨今、人生の終わりのための活動というこ

とで、終活ということが大変注目されるように

なっておりますが、在宅でのみとり、医療分野

における終活という見方もできようかと思いま

す。県といたしましては、在宅でのみとりを体

験された家族や、医療・介護従事者の体験を広

く知っていただくための取り組みを進めますほ

か、日ごろから県民の相談に応じ、人生の最終

段階に寄り添う「かかりつけ医」や「訪問看

護」の重要性につきまして、県医師会や県看護

協会等関係団体と連携をしながら、普及啓発に

努めてまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 在宅でのみとりは、決して簡

単なことではないのですが、実際にかかわった

人の満足度や看護エピソードなどの体験談集を

作成するなどして、県民への普及啓発に努めて

いただきたく思います。

次に、農福連携について伺ってまいります。

農業分野に障がい者が就労する農福連携が、本

県でも広がりつつあります。働く場所の拡大と

収入の向上を求める障がい者側と、高齢者や担

い手不足に悩む農業側の双方のニーズが合わさ

る形となり、今後もさらに期待できる取り組み

だと考えております。自治体が積極的に後押し

を始めるところも出てきておりまして、昨年７

月には都道府県によるネットワークが発足し、

地域の課題が解決する新たな政策の柱にも位置

づけされたところであります。農福連携が政策

の柱として今後確立していくには、障がい者が

加わることで、分業や生産性が上がり、今より

強い農業をつくり出すことができるか。そし

て、農業者、企業、福祉関係者が、それぞれの

強みを生かして密に連携をとることができるか

が重要になってまいります。そのための自治体

による支援スキームとして、先進県が取り組ん

でいる例としては、農家が直接障がい者を雇う

ことはハードルが高いため、福祉部門が就労支

援センター等と連携し、また、農政部門がＪＡ

等と連携することで、情報を共有し、農家の作

業依頼をＪＡや農業法人等が取りまとめ、福祉

部門の窓口となっている障がい者就労支援セン

ターに依頼し、就労支援センターが福祉事業所

とのマッチングや契約を振り分けていくとい

う、県レベル、現場レベル双方で、農業と福祉

サイドが連携する形をつくっている県もありま

す。そこで、本県における農業活動に取り組む

就労継続支援事業所の割合はどれぐらいあるの

か。そして、農福連携の推進には、それぞれ窓

口を設置してマッチング機能を充実させること

が必要と考えるわけでありますが、今後、県と

して農福連携の支援スキームにどのように取り

組んでいかれるか、農政水産部長と福祉保健部

長に、それぞれお伺いします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 農業分野で

は、担い手の減少や高齢化が急速に進行してお

りますことから、今後の強い農業づくりに向け

ましては、障がいのある方など多様な人材の確

保や活用を図る、農福連携の取り組みを進めて

いくことが急務であると考えております。この

ため、来年度の新規事業としまして、「農福連

携発！農林水産業ユニバーサル化促進事業」を

本議会に御提案しているところでございます。

この事業では、地域ごとに、農業や福祉に関係

する皆様方で構成する「農福連携推進会議」を

設置し、農作業の細分化や効率化に向けた具体

的な検討を行いますとともに、作業の見学会や

体験会なども実施することとしております。今

後、生産現場の課題やニーズ等を取りまとめ、

福祉サイドへの橋渡しを行う窓口として、ＪＡ

や農業法人等にも御協力をいただいて組織づく
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りを進めるなど、農福連携のマッチング機能の

充実に積極的に取り組んでまいりたいと存じま

す。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 農業に取り組

む就労継続支援事業所につきましては、平成24

年６月時点で40事業所、平成29年４月時点で

は74事業所と増加しており、全体の約４割と

なっております。農福連携は、障がい者が農業

に取り組むことで、就業機会の拡大が図られる

とともに、社会参加と工賃等の向上につながる

取り組みでありますので、この拡大に向けて、

農業者と福祉事業所のマッチングの充実が重要

であると考えております。このため現在、就労

継続支援Ｂ型事業所の生産活動を紹介するウエ

ブサイトを構築し、企業等の発注者と福祉事業

所の受注者を結びつける取り組みを行っている

ところであります。今後は、この取り組みによ

る成果も見ながら、福祉サイドの受注窓口の設

置も含め、マッチング機能の充実について検討

するなど、障がい者の就業機会のさらなる拡大

に努めてまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 非常に可能性が広がる答弁だ

と思います。ぜひ、強い農業と障がい者の充実

感、農福双方にメリットが出てくるすばらしい

農福連携のモデルを、本県から構築していただ

ければと願っております。

この項目最後に、子ども食堂のネットワーク

化の推進について問わせていただきます。本県

では、子供の貧困対策に尽力される方々が各界

各層におられ、その取り組みに心から敬意を表

する次第であります。県議会としてできるこ

と、県行政としてできること、そして実際に現

場で取り組まれている民間団体と、それぞれが

連携し合う形で取り組みを進めていくことが、

対策への大きな推進力になります。県議会とし

ては、一昨年に、「宮崎県家庭教育支援条例」

を制定させていただきました。第13条に「多様

な家庭環境に配慮した支援及び関係者間の連携

強化」とあります。障がいのある子供を抱える

家庭や、経済的な不安を抱える家庭など、配慮

を必要とする家庭に対し、ＮＰＯ法人や社会教

育関係団体など、県民みんなで支え合う環境づ

くりを促進する旨について規定しており、その

運用が図られるよう要望し、県行政におかれま

しては、取り組みをしっかりと進めていただい

ております。

委員会では、県内外の子ども食堂を視察する

機会もあり、子供たちの居場所として機能して

いる現場をかいま見て、その意義と必要性を強

く感じたところであります。また、子ども食堂

を開設して長続きさせるためには、人、物、情

報等をマネジメントする力も必要でしょうし、

経営という観点に立てば、運営上の御苦労もあ

ろうかと感じております。そのような中、行政

支援として、子ども食堂のネットワーク化を推

進し、食材の供給や寄附などにおいてスケール

メリットを生かしたり、さまざまな情報提供を

行政が担うケースも出てきております。そこ

で、県内の子ども食堂における現状と、ネット

ワーク化の一層の支援にどのように取り組んで

いかれるか、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 県内では現

在、子ども食堂の取り組みが広がってきており

ますが、食材や資金、人材の確保といった運営

面での課題や、子供への支援のあり方に悩みを

抱える団体もあると認識しております。こうし

た中、昨年11月には、県内の運営団体が「みや

ざき子ども未来ネットワーク」を設立し、広く

つながることにより課題を解決していこうとい

う動きが出てきております。県としましては、
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このような取り組みを支援するため、食材など

の提供を希望する企業や、食品ロス削減に取り

組む企業等とのマッチング、さらには、子供へ

の支援を行う担い手の育成などに取り組んでい

るところであります。また、中高生向けに進学

や就職などのさまざまな支援制度をまとめた

「桜さく成長応援ガイド」に、今年度、新たに

県内の子ども食堂の取り組みを掲載し、周知を

図っております。今後は、これらの取り組みを

強化するとともに、県内の子ども食堂の活動に

関する積極的な情報発信、民生委員を初めとす

る地域福祉の関係者や学校等との連携強化、さ

らには、スケールメリットを生かした食材の供

給体制の充実などに取り組み、ネットワーク化

の一層の促進に努めてまいりたいと考えており

ます。

○右松隆央議員 今週には、みやざき子ども未

来ネットワークにおいて、「子ども食堂部会」

が立ち上がると伺っております。ぜひ県とし

て、子ども食堂のネットワークの推進に大きな

力をかしていただきますよう、よろしくお願い

いたします。

それでは、最後の項目、本県の産業振興・経

済政策について伺ってまいります。

県として経済の発展を図っていくためには、

戦略や計画を策定していくことになります。策

定する際に、その土台となるのが県民経済計算

や、産業活動にあるような経済指標になってま

いります。人口減少、少子高齢化、地方創生時

代において、いやが上にもまだまだ地域間競争

を展開していかなければなりません。都道府県

の経済力、産業力が顕著にあらわれる、さまざ

まな経済統計や産業統計の数値をいかに引き上

げていくか。県として、戦略や計画を策定する

意義は、自治体間の競争に勝ち抜いて、宮崎県

の価値を高めていくことに尽きると、私は認識

いたしております。また、県内の各地域におい

て、民間企業を初め、経済活動を行っている県

民の誰が見ても、本県経済の将来像と目標値を

共有し、自分たちの経済活動そのものが各種経

済指標を動かしているという自覚と意欲の持て

る計画を策定していくことが、重要な視点だと

考えております。そこで、本県の産業、経済の

底上げを図るために、経済に関連する重要な指

標の引き上げにつながるような、産業ごとに見

える化した振興計画、そして県内地域ごとに振

興ビジョンを策定していくことが必要だと考え

るわけでありますが、総合政策部長の御見解を

お伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 本県では、総

合計画アクションプランの重点施策として、

フードビジネスの振興、農林水産業の成長産業

化、企業のグローバル展開支援などを盛り込ん

だ「産業成長プログラム」などを掲げ、地域経

済を牽引する産業づくりに取り組んでいるとこ

ろであります。しかしながら、本県産業・経済

の振興を図るためには、議員からお話がありま

したが、県民経済計算にあるような重要な経済

指標の引き上げを数値目標とするなど、見える

化を図るとともに、県内各地の資源や特性を生

かした地域ごとの振興の方向性を明らかにし、

具体的な施策を官民一体となって展開していく

方策も、大変よい取り組みであると考えており

ます。来年度は総合計画アクションプランの見

直しの年に当たりますので、議員御指摘の視点

も認識しながら、地域の資源と特性を生かし、

これまでのよい流れを軌道に乗せられるよう取

り組んでまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひよろしくお願いします。

引き続き、産業競争力の強化に向けた高度専
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門人材の確保について伺ってまいります。地方

創生時代において、移住政策と同様に、強固な

産業基盤の構築に不可欠となる高度専門人材の

確保においても、地域間競争が一層激しくなっ

ております。本県も、高度専門人材の確保に向

けて、例えば宮崎県プロフェッショナル人材戦

略拠点など、取り組みを進めていることは評価

をさせていただきます。一方で、他県の取り組

み事例も当然参照していかなければなりませ

ん。石川県では、県外の大企業で専門的なキャ

リアを積んだ高度専門人材を採用し移住につな

げた企業に対し、県が国の制度を活用し、人件

費に係る経費の80％、上限で300万円を助成する

新制度の活用が功を奏し、今年度４月からの運

用で、既に40名を超える高度専門人材の確保と

移住につなげております。そこで本県も、移住

者獲得とともに、企業の競争力向上に直結する

高度専門人材の県外からの獲得につなげた企業

に対し、国の制度も活用した助成支援制度な

ど、さまざまな施策を検討すべきだと考えてお

りますが、商工観光労働部長に御見解を伺いま

す。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 競争力の

ある企業を育成するために、販路開拓や生産性

向上など豊富な経験を有する高度専門人材の活

用は、大変重要であると考えております。この

ため県におきましては、平成28年１月にプロ

フェッショナル人材戦略拠点を設置し、県内企

業の人材ニーズの把握に努めながら、都市部の

高度専門人材とのマッチングを支援していると

ころでございます。この取り組みによりまし

て、２年間で11名の採用につながり、そのうち

９名が県外から本県に移住し、現在県内企業で

活躍されております。県といたしましては、今

後、ＵＩＪターンによる高度専門人材の活用を

さらに推進していく必要があると考えておりま

すので、国の制度の活用などを含め、企業支援

の方策について、さまざまな観点から検討して

まいりたいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ今後とも、国の制度も大

いに活用していただいて、産業人材の確保に力

を尽くしていただきますよう、お願いいたしま

す。

最後の質問になります。今年度の地方創生、

地域経済活性化において、キーワードの一つが

「地域商社」になります。地域商社のビジョン

として最も重視するのは、生産者、事業者を支

援すること、すなわち所得の向上につなげてい

くことにあります。特産品など商材はもとよ

り、観光資源なども含めて、域外や海外市場と

いう国内外への地産外商によって、域内に利益

をもたらしていくという役割を地域商社が担う

ことになります。運営は、山口県など県レベル

の地方自治体から民間事業者まで、さまざまな

形態がとられております。地域産業の再生・発

展には、首都圏や海外などの大市場への進出が

不可欠となってくるわけでありますが、中小零

細、ましてや個人事業主や生産者個々では、と

ても対応できるものではありません。例えば、

販路を開拓する営業機能、最新の市場動向の調

査、集荷在庫や物流機能、金融決済機能など、

これらを担っていくことが地域商社に求められ

ております。地域商社を長期的な成功へと結び

つけるためには、まずは第１段階で、官民の資

金で設立し、経営責任者には経験豊富な民間人

を登用し、第２段階で、民間資本に切りかえ、

純民間企業として確立していく手法もあろうか

と考えております。加えて、成果をしっかりと

生み出すためには、スケールメリットを出して

いくことが極めて重要であります。そこで、宮
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崎県と銀行や経済連、さらには県内各分野の有

力企業などオールみやざきの体制で、外貨のさ

らなる獲得に向けて、「地域商社みやざき」の

ような生産者や事業者を県レベルで支援する体

制が必要だと考えるわけでありますが、商工観

光労働部長に見解をお伺いします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 生産者や

事業者が外貨を獲得し発展していくためには、

商品開発力や営業力を初め、さまざまな能力が

求められますが、個別の取り組みでは限界があ

るため、県レベルでの地域商社的な機能を有す

る体制を構築していくことは、重要であると認

識しております。このため県では、県内全域の

物産振興を担う宮崎県物産貿易振興センターに

経験豊富な専門人材を配置し、バイヤー等への

営業代行や商品改良の助言などのほか、セン

ターの口座を使った代金決済など、事業者等へ

の支援に取り組んでおります。しかしながら、

スケールメリットを生かした、より効果的な支

援を行うためには、幅広い連携体制が必要と考

えておりますので、まずはセンターを中心に、

各種関係団体や金融機関等との連携を広げ、そ

れぞれが持つ機能やノウハウ、ネットワークを

活用したオールみやざきでの支援体制の構築に

努めてまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ取り組みを進めていただ

きますようお願い申し上げまして、私の一般質

問の全てを終わります。

ありがとうございました。（拍手）

○ 原正三議長 次は、満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） こんにち

は。 原議長の後輩、県民連合宮崎、満行潤一

です。

平昌オリンピックパシュートで、宮崎で合宿

をしていた日本女子チームが、金メダルを獲得

しました。翌日の、開会初日の議会運営委員会

で 原議長が、「パシュートとは追撃という意

味であるが、我々議会もパシュートで頑張ろ

う」と挨拶をされたとのことです。確かに、決

勝相手のオランダはメンバー全員がメダリスト

であり、個人個人のタイム合計では絶対勝てな

いはずの日本が、お家芸のチームワークで勝て

たのです。チームワークがいかに大事かを物

語っています。頑張ろう日本、頑張ろう宮崎、

頑張ろう県議会という思いです。

若者の地元定着、ＵＩＪターンの取り組みに

ついてお尋ねいたします。

私は、生まれてこの方60年、一回も都城を転

出、離れたことがありません。当時、40年前、

私が在籍した都城高専では、その卒業生のほと

んどが都会の大企業に就職する時代でした。し

かし、私は地元に残りました。なぜかという

と、18歳のときに、母が妙に改まって「おまえ

には地元に残ってほしい」と懇願したからであ

ります。長男の私が地元を離れることが、母に

とってはとても寂しかったのでしょうか。ま

た、こんな私でも、母は私のことを信頼してく

れるのだと、子供ながらに感じ入りました。こ

の言葉がなければ、私は、二十で都城高専を卒

業して、今ごろ都会の電気会社で働き、来年は

定年を迎えていたはずであります。都城を離れ

なかったことに後悔はしていません。都城に住

んでよかったと感謝しています。昨日の部長答

弁で、若者が県外に流出する理由として、「親

元を離れたい」「都会に住んでみたい」とのア

ンケート結果報告もありましたが、私は、都城

に残り、母に親孝行ができたことにも感謝して

います。だから、私は、若者が地元に定着で

き、そして親孝行できる環境づくりをしていき

たいと切に思っています。また、 原先輩も、
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都城高専を卒業後、県外の大企業に就職し、そ

の将来を嘱望されながらも、そのキャリアを捨

て、地元発展に尽力するために地元にＵターン

をされた方であります。

さて、２月24日土曜日に、有楽町にある、ふ

るさと回帰支援センターを訪問し、運営するＮ

ＰＯ法人の担当者と、現状について意見交換を

してまいりました。ふるさと回帰支援センター

への問い合わせ、来訪者は年々急増しておりま

す。センター利用者の年代推移を見ると、20

代、30代が年々増加、直近の数字では46％にな

ります。また、相談者のＵＩＪターン別の分類

では、Ｕターン希望が大きく増加している。要

するに、20代、30代のＵターン希望が大きく伸

びているということであります。県内ではいま

だに、周りがみんな都会に出るので自分もと、

安易に流されている若者が多いのではないかと

思われます。昨年卒業した本県高校生の県内就

職率は55.8％。企業説明会など実施されていま

すが、県内就職・地元定着を進めるためには、

高校では遅過ぎると思います。小学校、中学校

から、教育委員会と協力をして、保護者参加型

の地元企業訪問、企業体験などを通して、宮崎

の魅力をアピールすることが、より重要ではな

いかと思います。知事に伺います。

防災対策についてです。

日本は地震から逃れられません。「地震が来

るかもしれない」ではなく、「地震は必ず来

る」。南海トラフを境に、北にユーラシアプ

レート、南にはフィリピン海プレートが、その

横には太平洋プレートがあり、太平洋プレート

は年８センチ、フィリピン海プレートは年３セ

ンチから５センチ、日本列島の下に潜ってきて

います。南海トラフ巨大地震の発生確率が年々

上がるのは理の当然です。先人は、「災害は忘

れたころにやってくる」と教えています。「備

えあれば憂いなし」、災害対策における基本姿

勢を示す名言です。必ずやってくる災害の減災

対策、防災対策を急ぎ、１人でも多くの命を守

る。待ったなしの状況にある災害対策について

伺います。

災害時の通信網の確保にアマチュア無線Ｄ－

ＳＴＡＲを活用いただきたい。防災拠点庁舎に

Ｄ－ＳＴＡＲ中継器設置スペースを確保いただ

きたいとの提案です。無線通信の特徴は、電話

と違い一斉連絡が可能という点でありま

す。1995年の阪神・淡路大震災のとき、ほとん

どの通信手段が途絶えた中、アマチュア無線家

たちの連絡網が、情報伝達や人命の救助に貢献

しました。過去にも多くの災害時に、アマチュ

ア無線は活躍し、ボランティア活動としての存

在意義も大きく、注目を集めています。また、

東日本大震災では、有線電話、携帯電話各社の

設備が被災し、復旧までは通信が途絶える地域

がありました。携帯電話は、被害がなくても通

信がふくそうして、数日は一般の利用が困難と

なり、各地のアマチュア無線家が情報の孤立地

域の支援を実施、無線機メーカーは支援物資と

してアマチュア無線機を提供、総務省は特別措

置として、緊急にアマチュア無線局の免許を発

行、そういう動きがありました。内閣官房・政

策課題・国土強靱化のホームページに、山口県

のアマチュア無線ボランティアネットワークの

活動事例が紹介されています。国の中央防災会

議の防災基本計画が昨年４月に修正され、「携

帯電話・衛星携帯電話等の電気通信事業用移動

通信、業務用移動通信、アマチュア無線等によ

る移動通信系の活用体制について整備しておく

こと。なお、アマチュア無線の活用は、ボラン

ティアという性格に配慮すること。被災現場の
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状況を（中略）収集し、迅速かつ的確に災害対

策本部等に伝送する画像伝送無線システムの構

築に努めること」と明記されました。

さて、Ｄ－ＳＴＡＲは、ＪＡＲＬ（日本アマ

チュア無線連盟）が当時の郵政省の委託によっ

て開発した、アマチュア無線のデジタル機器で

す。阪神・淡路大震災での非常通信の経験と知

恵を絞り込んで開発したアマチュア無線のデジ

タル方式なので、通常の交信を楽しめるだけで

はなく、非常通信に適した仕様になっていま

す。日本赤十字社や自治体などを中心に、防災

バックアップインフラとして導入が進んでいま

す。Ｄ－ＳＴＡＲは、東日本大震災を契機に、

さらに画像伝送アプリが開発されました。現

在、Ａｎｄｒｏｉｄスマートフォンと連携し、

撮った画像や位置情報を送受信できるアプリは

１万人以上に愛用され、アマチュア無線が参加

する各地の防災訓練などでも、被災地の状況を

手早く伝送する情報ツールとして使われていま

す。宮崎県防災士ネットワークにもアマチュア

無線部会が発足いたしました。危機管理統括監

の見解をお尋ねします。

以下、質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

若者の県内定着についてであります。高校生

の県内就職を促進するためには、高校生はもと

より、保護者や教員等に対し、県内企業の魅力

や宮崎の暮らしやすさをしっかり伝えていくこ

とが、大変重要であると考えております。この

ため現在、県内企業と高校の接点づくりに努め

るとともに、企業ガイダンスや企業見学会など

を開催し、県内企業の魅力に直接触れる機会の

拡大を図っており、このような取り組みによっ

て一定の成果が出てきているものと考えており

ます。また、「ゆたかさ指標」を策定しまし

て、経済的側面だけで捉えることのできない、

宮崎の暮らしの豊かさを伝える、そのような取

り組みも進めているところであります。現在、

依然として多くの若者が県外に就職している状

況にありますので、今後とも、これらの取り組

みをさらに強化しつつ継続していくとともに、

小中学校の早いうちから、地域に視点を置いた

キャリア教育の充実にも努めながら、若者の県

内定着につなげてまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○危機管理統括監（田中保通君）〔登壇〕 お

答えします。

アマチュア無線を活用した情報伝達体制につ

いてであります。救命・救助を初め被災者支援

など、防災対応を適切に実施するためには、防

災関係機関の間だけでなく、市町村と住民・避

難所等との情報伝達手段の確保が大変重要とな

ります。このため市町村では、防災行政無線の

整備や戸別受信機、衛星携帯電話の配備などに

取り組んでいるところであります。しかしなが

ら、議員からもありましたように、過去の大規

模災害においては、防災行政無線や携帯電話等

が使用不能となり、被災者支援に支障を来した

事例があります。また、東日本大震災において

は、市町村と避難所等との情報伝達に、タク

シー会社やアマチュア無線団体の協力を得て、

無線を活用した事例もあると伺っております。

県としましては、非常時の情報伝達手段の確保

について、今後、市町村やアマチュア無線団体

等と意見交換してまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○満行潤一議員 ありがとうございます。

ふるさと回帰支援センター移住希望地域ラン
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キングでは、相変わらず山梨県、長野県、静岡

県が上位ですが、宮崎県もここ近年、10位、10

位、９位と健闘しています。アバウトに九州を

移住希望地としている来場者も多く、福岡県や

大分県とのセットでのアピールが有効ではない

かと思います。今後の取り組みに期待をしてお

ります。要望としておきます。

次に、宮崎空港にＵＩＪターン関連の情報発

信コーナーの設置はできないか、お尋ねいたし

ます。宮崎空港の年間搭乗者数は300万人、全国

で堂々の11番目に位置します。本県での県内就

職はもとより、Ｕターンにしろ移住にしろ、い

ずれにしても若者に焦点を当てた取り組みが重

要になりますが、そのためには若者に魅力ある

職場がないといけないと思います。昨日の高校

生へのアンケートでは、県外を希望する２番目

の理由には「親元を離れたい」、３番目は「一

度は都会に出たい」、４番目は「賃金が高い」

でありました。しかし、北陸の石川、福井、富

山は県内就職率は90％以上です。同じ若者でな

ぜこう違うのか、入念な分析が必要です。さき

の11月議会の部長答弁で、宮崎日機装の新卒者

採用29名中、本県出身者28名、中途採用者の３

割はＵターン者との報告もありました。県内企

業に頑張ってもらって、他県の企業と遜色のな

い賃金・労働条件の職場をふやす、何よりもそ

のことが急がれると思いますが、知事の見解を

お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本格的な人口減少社会

が到来する中、地域や本県産業の振興を図るた

めには、若者の県内定着を促進し、産業人材の

育成・確保を図ることが重要であります。この

ため、産学金労官が連携して進めていく取り組

みを体系的に取りまとめました、「産業人財育

成・確保のための取組指針」を昨年末に策定

し、給与水準の改善を含む「働く場所の魅力向

上」を、取り組みの大きな柱の一つに位置づけ

たところであります。先月には、産業人材の育

成・確保について話し合う会議を開催し、その

中で私から、経済団体や業界団体のトップの

方々に対し、指針を踏まえた取り組みへの御協

力をお願いし、とりわけ、初任給を含む処遇面

の改善についても要請を行ったところでありま

す。県内企業が厳しい経営環境にあることは十

分に認識をしておりますが、引き続き県内産業

の活性化を図りながら、関係機関との連携のも

と、若者にとって魅力ある労働環境の整備促進

に取り組んでまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 私の言い方がおかしかったん

ですけれども、部長に、宮崎空港にＵＩＪター

ン関連の情報発信コーナーの設置はできない

か、お尋ねします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 宮崎空港は、

多くの観光客などが訪れる本県の空の玄関口で

ありますので、移住・ＵＩＪターンのＰＲを行

う場所としては、非常に有効であると認識して

おります。県では現在、宮崎空港ビルの御協力

を得て、総合案内所横の観光情報コーナーに、

移住に関するリーフレットやチラシ等を置いて

いるところでありますが、多くの方の関心を引

きつける方法等についてさらに工夫するなど、

より効果的な情報発信に努めてまいりたいと考

えております。

○満行潤一議員 次に、防災対策に移ります。

県内の避難タワーの設置状況はどうなのか、危

機管理統括監にお尋ねいたします。

○危機管理統括監（田中保通君） 津波避難タ

ワー等につきましては、県、市町合わせて、平

成31年度末までに26基を設置することとしてお

りまして、今年度末までに15基が完成または完
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成予定となっております。

○満行潤一議員 その避難タワーの名称はどの

ようになっているのか、お尋ねします。

○危機管理統括監（田中保通君） 津波避難タ

ワー等の名称は、建設した自治体において定め

ておりますが、例えば、延岡市の長浜地区避難

タワーのように、設置場所の地区名をつけた名

称となっております。

○満行潤一議員 そこで、共通の通し番号を付

与してはどうかという提案です。日本語の通じ

ない外国人、地域名称の読めない日本人にも大

変有効だろうと思います。これは避難所にも同

様な通し番号が有効ではないかと思います。発

想は、2016年４月にＪＲ東日本・東京モノレー

ルが始めた駅ナンバリング、共通の通し番号で

す。「ＪＹ01」は「ＪＲ山手線東京駅」という

意味です。ぜひこういった番号の付与は検討で

きないか、お尋ねします。

○危機管理統括監（田中保通君） 津波避難タ

ワー等の表示につきましては、地域住民にわか

りやすいように、地区名をつけた名称をタワー

の見やすい位置に掲示しているほか、全国的に

統一運用されています、避難場所等をあらわす

ピクトグラム、マークを活用して、地域外から

の来訪者でも迷わずに避難タワーにたどり着け

るように誘導を行っております。津波避難タ

ワーへ通し番号をつける御提案につきまして

は、迅速な災害対応に有用な面もあると思いま

すので、わかりやすい表示のあり方について、

関係市町と意見交換を行ってまいりたいと考え

ております。

○満行潤一議員 ぜひお願いいたします。

避難所の問題ですが、これは今も出ています

けれども、避難所の整備が大変おくれている。

私は、間借りの状態から、避難所が主で、ふだ

んは多目的に使う、そういう整備が急がれるの

ではないかと思っています。学校、社会教育施

設の多くが避難所として市町村から指定をされ

ています。しかし、学校のトイレや冷暖房設備

の整備はおくれています。避難所では、特に高

齢者に配慮したトイレの確保が重要です。太陽

光発電と蓄電池整備による非常電源の確保など

も喫緊の課題です。知事部局、市町村危機管理

部局の主体的な避難所設置が必要と考えます

が、いかがでしょうか。

○危機管理統括監（田中保通君） 避難所は、

国の基準に適合します公共及び民間の施設を市

町村が指定することとなっておりまして、学校

施設のほか、コミュニティセンター、福祉セン

ター、営農研修センターなど多様な施設が指定

をされております。県では、熊本地震の教訓を

踏まえまして、公立学校を含む全ての避難所を

対象として、マンホールトイレや施設のバリア

フリー化などに取り組む市町村に対して支援を

行い、避難所機能の強化に努めているところで

あります。学校以外の避難所を新たに整備する

ことにつきましては、費用などの面で課題があ

りますことから、既存の避難所の機能強化がよ

り早く進むよう取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○満行潤一議員 いずれにしろ、知事部局の主

体的な整備を、ぜひお願いしたいと思います。

次に、災害時の医薬品の備蓄状況について、

担当部長にお聞きします。宮崎県災害医療活動

マニュアルでは、「県災害対策本部（医療薬務

班）は、市町村災害対策本部、薬剤師会、医薬

品卸業協会等からの医薬品等の需給状況を把握

する」となっていますが、現状はどうなってい

るのかお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 大規模災害時
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の医薬品等については、九州・山口９県災害時

応援協定に基づく広域応援体制を整備しており

まして、医療救護所で使用される医薬品等を、

平成９年度から九州各県及び山口県で備蓄して

おります。備蓄量については、阪神・淡路大震

災の負傷者の割合である人口の0.95％をもと

に、人口の最も多い福岡県が被災した際の想定

負傷者数の５万7,000人分としております。本県

では、九州及び山口県の人口に占める本県の人

口割合に基づき、3,000人分を備蓄しているとこ

ろでございます。備蓄場所については、宮崎、

都城、延岡の薬剤師会に1,000人分ずつ配置し、

県薬剤師会に委託を行い、管理を行っていると

ころでございます。

○満行潤一議員 ぜひ、関連団体と十分協議の

上、頑張っていただきたいと思います。

次に、ワイドＦＭの利用の周知についてお尋

ねします。中波ＡＭ放送のＦＭ補完中継局、通

称「ワイドＦＭ」でありますが、超短波のＦＭ

放送でＡＭ放送を聞くことができる。まだ御存

じない方も多いのが実態です。災害や電波障害

に強い超短波の特性を生かしたワイドＦＭな

ら、ＡＭ放送が聞き取りにくい山間部、聞こえ

づらかったビルやマンションでも、ＡＭ放送と

同じラジオの番組内容を聞くことがきます。災

害時には有力な情報源になると思います。ワイ

ドＦＭの周知が必要と考えますが、いかがで

しょうか。

○危機管理統括監（田中保通君） ＡＭやＦＭ

のラジオ放送は、災害時における情報収集手段

として大変有効であると考えており、県民に対

し、非常持ち出し品の一つとして、携帯ラジオ

の備えをお願いしているところであります。議

員からお話のありましたワイドＦＭは、ＡＭ放

送をＦＭラジオで聞くことができる放送サービ

スであり、平成27年以降に国内出荷されたラジ

オ機器のほとんどで受信でき、また、スマート

フォンでも聞ける機種やアプリがあります。Ｆ

Ｍ放送は、電波が届きやすく、また送信アンテ

ナが高い場所にあり、災害に強いという特徴が

ありますので、今後、ワイドＦＭとその受信が

可能なラジオ機器等の備えについて、周知・啓

発を行ってまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 ぜひよろしくお願いいたしま

す。

次に、健康長寿日本一の取り組みについてで

す。「〔大分県ＶＳ宮崎県〕先に、健康寿命日

本一になるのは、どっち⁉」、こういうタイトル

を大分県のホームページで見つけました。両県

が切磋琢磨して健康づくりを進められるよう、

宮崎県がコラボレーション・ポスターを作成、

宮崎県では、野菜摂取量の増加に向けて、野菜

を積極的に食べる活動「ベジ活」を推進、大分

県では、減塩マイナス３グラムを達成するため

に、「美味しい」塩分控え目の食事「うま塩レ

シピ」を家庭及び外食・中食へ普及していきま

す。シリーズで続いていまして、「『歩数』が

多いのは、どっち？」「『食塩摂取量』が少な

いのは、どっち？」「『野菜摂取量』が多いの

は、どっち？」、ずっと続いているユニークな

取り組みです。隣県とのコラボで、大変おもし

ろい、県民の関心を引く取り組みではないかと

思いますが、この取り組み状況とその効果につ

いて、部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 県ではこれま

でも、県民の健康寿命の延伸を図るために、さ

まざまな啓発を行ってまいりましたが、健康を

損なって初めて、その大切さに気づく方もおら

れるなど、啓発の難しさを感じていたところで

ございます。そこで、より多くの方に関心を
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持っていただくため、本県同様、健康寿命日本

一を目指す大分県とどちらが先に日本一になれ

るか競い合う演出を提案し、ポスターを作成す

るなど、両県が連携したＰＲ活動に取り組んで

いるところでございます。この取り組みについ

ては、地元の新聞やテレビに取り上げていただ

くなどの反響もあり、健康づくりの機運の醸成

に一定の効果を上げているものと考えておりま

す。今後とも、工夫を凝らした啓発に努めるな

ど、本県の目指す健康寿命日本一の実現を図っ

てまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 次に、ＪＲ九州のダイヤ改

正、ワンマン化についてです。吉都線の減便は

３往復６便、最終列車は復活をしましたが、土

日はありません。しかし、土日も部活帰りな

ど、利用者が多いと思います。車を持てない生

活保護世帯や、低所得世帯の負担増になるのは

確実です。この対応についてお尋ねいたしま

す。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 今回のダイヤ

改正については、沿線自治体や九州各県とも連

携し、ＪＲ九州に強く見直しを要請してまいり

ましたが、あわせて県独自で減便の影響を調査

し、定時制高校の通学、高校生の部活動などの

実情についても、ＪＲ九州に訴えてまいりまし

た。その結果、九州で唯一、都城発の吉都線最

終便について、平日のみの臨時便として運行さ

れることとなったところでありますが、その他

の減便の見直しは行われなかったところであり

ます。このため県としましては、３月のダイヤ

改正以降も、沿線自治体等の協力を得ながら利

用者への影響を調査しつつ、今後のダイヤ改正

も見据えて、引き続き、ＪＲ九州にしっかりと

地元の声を届けてまいりたいと考えておりま

す。

○満行潤一議員 さらなる利用促進が不可欠だ

なと思います。乗って残すローカル線。「環霧

島周遊観光列車」、これもぜひやっていただき

たい。提案ですけれども、「本格焼酎合戦、宮

崎ＶＳ鹿児島」、こういうのはどうかな、福祉

保健部から怒られそうですけれども。滋賀県の

彦根市では、地酒電車が期間限定で走っていま

す。純米酒電車3,900円、大吟醸電車5,500円。

全国に誇る地域資源を活用して、隣県鹿児島県

とのコラボなど、多彩な取り組みによる利用促

進が必要だと思いますが、いかがでしょうか。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 吉都線の利用

促進につきましては、これまで、小中学校の遠

足や課外授業での団体利用補助など、地域内の

利用をふやす取り組みを支援してまいりました

が、人口が減少している沿線の状況を踏まえる

と、今後は地域外からの利用もふやしていく必

要があるものと考えております。そこで、お話

にもありましたが、肉や焼酎といった地元なら

ではの食の魅力を生かしたレストラン列車や、

縁起のよい路線名を生かしたラッピング列車を

官民一体となって企画するほか、吉都線を利用

して霧島山麓にある神社などの観光スポットを

めぐるツアーの企画など、地域の資源を活用し

た取り組みについて、新規事業として今議会に

お願いしているところであります。これらの取

り組みを通じて、地域外にも広く吉都線の魅力

を伝え、利用促進を図ってまいりたいと考えて

おります。

○満行潤一議員 沿線自治体とＪＲとの協議の

場の確保も必要だろうと思います。県当局も定

期的にＪＲ九州との協議の場、意見交換の場を

持っていたと思いますが、突然の今回の動きで

す。沿線自治体からすれば、寝耳に水の状態だ

ろうと思います。ふだんからの沿線自治体とＪ
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Ｒとの協議の場の確保は重要だと思いますが、

部長いかがでしょうか。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 昨年７月の輸

送密度の公表や、今回のダイヤ改正による減便

等を受け、吉都線の維持に向けて、沿線自治体

とＪＲ九州とが日ごろから協議することは極め

て重要であると、改めて認識したところであり

ます。そこで、ＪＲ九州に対して協議の場を要

請するとともに、沿線自治体とＪＲ九州のほか

有識者などを交えて、より効果的な利用促進策

等を検討する場について、先ほど答弁しました

が、利用促進に関する新規事業の中に盛り込ん

で、今議会にお願いしているところでありま

す。県としましては、利用促進の取り組み強化

に加え、このような将来を見据えた取り組みに

より、ＪＲ九州や沿線自治体とも一体となっ

て、吉都線の維持に努めてまいりたいと考えて

おります。

○満行潤一議員 次に、貨客混載の今後の取り

組みについてお伺いいたします。まず、年々増

加しています運転免許自主返納の現状と、返納

者に対する取り組みについて、警察本部長にお

伺いいたします。

○警察本部長（郷治知道君） 昨年の運転免許

の自主返納者数は、過去最高の3,958人に上り、

そのうち65歳以上の方が3,870人で、全体の98％

を占めております。これは５年前の約３倍と

なっており、本年は昨年をさらに上回るペース

で返納がなされております。その要因は、高齢

運転者の重大事故の多発や、昨年の道路交通法

の改正による認知機能検査の強化などにより、

返納に対する意識が高まったものと考えており

ます。警察では、自治体や事業者と連携して、

バスやタクシー料金の割引など、免許を返納さ

れた方のメリットの拡充を図ってまいりまし

た。また、本年２月１日から、免許返納者や家

族の同意のもとで、返納者の情報を希望する市

町村に提供する情報連絡同意書制度を開始して

おります。今後とも、免許を返納された方々に

対する支援の充実に向けて、関係機関・団体と

の連携を進めてまいります。

○満行潤一議員 規制緩和による新たな貨客混

載への期待は大きいと思います。中山間地の移

動手段の確保につながればいいなと思っていま

す。今ありましたように、高齢になって運転が

不安だし、自家用車の維持管理費も大変だが、

運転免許がないと、日々の買い物、通院などに

も支障を来し、死活問題だという人たちの返納

促進にもつながると思います。地域交通網維持

のためにも、今後どう展開していくのか、県民

の関心も高い貨客混載ですが、県の今後の取り

組みについてお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 路線バスを初

めとする地域公共交通は、通勤や通学、通院な

ど、地域住民の日常の移動手段としての役割を

果たしておりますが、急速な人口減少や少子化

等によりまして輸送人員が減少しており、交通

事業者の努力だけでは、その維持・確保が困難

となってきております。このような中で昨年９

月に、過疎地域において旅客運送と貨物運送の

事業をかけ持ちできる貨客混載の規制緩和が行

われ、タクシー等での貨物輸送が可能となった

ところであります。県では、こうした国の規制

緩和を活用して、交通事業者等が取り組む貨客

混載の実証実験などを内容とする新規事業を、

今議会にお願いしているところであります。こ

のような取り組みを通じて、幹線以外の末端輸

送を担う事業者の収益確保に努め、地域公共交

通の維持・確保を図ってまいりたいと考えてお

ります。
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○満行潤一議員 次に、民間施設へのＷｉ－Ｆ

ｉ設置助成についてであります。観光みやざき

未来創造基金「外国人にもやさしい快適な国際

観光」とあります。日本人も外国人も、鮮度の

高いインスタ映えする情報発信をしているとこ

ろに行きたがる。万国共通だと思います。さら

なる外国人受け入れ環境をつくるためにも、民

間施設がフリーＷｉ－Ｆｉを設置する際の助成

はできないものかと考えます。部長お願いいた

します。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 県におき

ましては、平成27年度に、市町村や民間等も利

用できるＭＩＹＡＺＡＫＩ ＦＲＥＥ Ｗｉ－

Ｆｉの基盤を構築し、その普及に努めていると

ころであります。その結果、今年度末までに

は、導入市町村が15市町村に拡大する予定であ

り、宮崎駅や宮崎空港、飲食店等の民間施設も

合わせますと、県全体で約500のアクセスポイン

トでの利用が可能となる見込みであります。県

では現在、フリーＷｉ－Ｆｉの設置に対する助

成は行っておりませんが、外国人観光客にとっ

て快適な通信環境の整備は重要であると考えて

おりますので、今後、市町村や関係団体等と協

議しながら、役割分担を含め、どのような対応

ができるか検討してまいりたいと考えておりま

す。

○満行潤一議員 ぜひ、関係団体と協議の上、

推進していただきたいなと思っています。

次に、働き方改革に移ります。東京では混迷

をしておるようですが、ぜひ、働き方改革、時

間外労働の短縮につながる取り組みになってほ

しいなと、切に願うところであります。

それにしても、行政の長時間労働、時間外労

働の多さには、これを早く対策せないかんなと

思います。本当に労働基準法を遵守する意思が

あるのか、土曜日も日曜日もなく、自主的に長

時間になっている一人一人に問いかけたいと思

います。人事院の勧告、県人事委員会の中に

も、リーダーが先頭に立ち、この縮減に取り組

む、そのようにうたってはあります。都城市役

所では、毎週水曜日、ノー残業デーに庁舎内を

見回りし、真に必要な残業だけを認める、そう

いう体制が労使で確立しているとお伺いしまし

た。法律違反だということを、当事者がまずは

認識することだろうと思います。知事部局の時

間外労働の削減に向けた取り組み状況につい

て、お伺いいたします。

○総務部長（桑山秀彦君） 時間外勤務の縮減

は、職員の健康の確保はもとより、ワーク・ラ

イフ・バランスの推進、あるいは公務能率の向

上などの行財政改革の観点からも、大変重要な

課題であると認識しております。このため知事

部局におきましては、従来から、定時退庁日の

設定、朝型勤務の拡大や、時間外勤務の事前命

令の徹底などに取り組んできているところであ

ります。また、今年度設置しました「働き方改

革」推進会議におきましても、「公務能率の向

上・長時間勤務の是正」を、改革の大きな柱の

一つとして位置づけております。今後、そうし

た働き方改革に取り組む中で、職員の勤務時間

の適正な把握のための具体的な手法等について

も検討してまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 教育委員会にもお尋ねしたい

と思います。教育委員会と意見交換すると、

「教職員には時間外という概念がない」、その

ようにおっしゃる担当なんですけれども、それ

じゃいかんのじゃないかなと。当然、手当は出

ないのかもしれませんけれども、労働基準法が

適用されている職種だということは認識をする

べきだと思います。教育委員会として、教職員
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の長時間勤務の改善についてどう取り組んでお

られるのか、お尋ねします。

○教育長（四本 孝君） 県教育委員会では、

「教職員の働きやすい環境づくりプログラム」

に基づきまして、調査・提出書類の削減やス

クールソーシャルワーカーの増員などにより、

教職員の負担軽減を図っているところでありま

す。一方で、学校現場における負担軽減を図る

ためには、管理職の強いリーダーシップが不可

欠でありますことから、先月、公立学校の全て

の副校長、教頭を対象に開催いたしました「み

やざき学校マネジメントフォーラム」におきま

して、職場環境改善のための研究発表や専門家

の講演により、意識啓発を図ったところであり

ます。今後とも、昨年12月に文部科学省が取り

まとめた「学校における働き方改革に関する緊

急対策」も踏まえながら、教職員が児童生徒に

向き合い、本来の教育活動に専念できる環境づ

くりに、引き続き全力を挙げて取り組んでまい

りたいと考えております。

○満行潤一議員 教育委員会、一生懸命頑張っ

ていただいていると思うんですが、実態はなか

なか改善をされていないだろうと思います。

現在の学校の部活動のあり方が問題視されて

いる。名古屋市は、小学校の全部、261校あるそ

うですが、部活動を廃止する方針を決定したと

報道もされています。学校の部活動にしっかり

休養日を設けようと、改善案を文科省が2016年

６月に発表しています。既に20年前の1997年

に、同じ問題で、当時の文部省の有識者会議

で、中学校の運動部活動では週に２日以上の休

養日、平日の練習は２～３時間という答申が出

されています。しかし、その後も全く改善され

ていない状況で、今回も、スポーツ庁の「運動

部活動の在り方に関する総合的なガイドライン

作成検討会議」が発足とかならざるを得ない状

況だと思います。どう実態把握されているの

か。教職員一人一人の部活動を含めた勤務時間

の把握はどうなっているのか。教育長、再度お

尋ねいたします。

○教育長（四本 孝君） 御指摘のとおり、部

活動を含めた教職員の長時間勤務の是正に取り

組むためには、まずは出退勤時刻を正確に把握

することが必要であります。このため昨年の９

月から、全ての県立学校において、職員が部活

動の時間も含めた毎日の出退勤時刻をパソコン

に入力し、管理職がそれを把握する取り組みを

開始したところであり、市町村教育委員会にお

いても、同様の取り組みが広がってきていると

ころであります。

○満行潤一議員 広がっていると。もっと急い

でいただきたいと切に願うわけです。多くの教

職員がおられる。一人一人の勤務時間の把握

は、当然、管理職がその責務を負うんでしょう

けれども、厳しいとは思いますが、ぜひ実効あ

る時間外の勤務時間の削減をしていただきたい

と思っています。

会計年度任用職員制度が発足します。地方公

務員法の一部改正により、一般職非常勤職員制

度の新たな仕組みが整備をされ、民間の労働者

や国家公務員との制度的な均衡を図る観点か

ら、一般職非常勤職員の給与水準を継続的に改

善しようとするものです。時間外勤務手当、通

勤手当、退職手当、さらに期末手当について

は、相当期間にわたって勤務する者に対して支

給する、そういう内容になっています。ブラッ

ク企業の本丸、官製ワーキングプアとまでやゆ

される自治体でも、多くの臨時・非常勤職員が

低賃金労働条件で働いています。その改善は長

年の課題であり、早急に改善すべきものであり
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ます。しかし、国主導の行財政改革により、正

規職員は減少の一途をたどり、自治体によって

は、職員の３分の１が非正規職員となっていま

す。ここまでふえた非常勤職員の責任の一端は

―いや、大半は国の責任と言っても過言では

ありません。会計年度任用職員制度導入に伴う

新たな財源の確保が必要になります。その財源

を今の人件費枠内で手当てするとなれば、さら

に職員の削減につながります。本末転倒であり

ます。その財源は国に強く要望すべきと思いま

すが、部長いかがでしょうか。

○総務部長（桑山秀彦君） 知事部局におきま

す臨時・非常勤職員につきましては、年度に

よって人数の増減は見られますが、緊急時にお

ける対応や、専門性のある特定の業務の遂行な

どを目的として、職務内容あるいは任用期間等

を総合的に勘案しながら配置を行っているとこ

ろであります。こうした中で、平成32年度から

導入される会計年度任用職員制度につきまして

は、臨時・非常勤職員の任用・勤務条件を明確

化する観点から、新たに創設されたものであり

まして、御質問にありましたように、期末手当

の支給なども可能となります。国においては、

今後、制度導入による影響額調査を行い、地方

財政措置について適切に検討を進めていく予定

としております。県といたしましても、そうし

たことから、国に対して十分な財源の確保がな

されるよう要望してまいりたいと考えておりま

す。

○満行潤一議員 ぜひ要望いただきたいと思い

ます。

次に、再生可能エネルギー推進という立場

で、小水力発電、農業用水を活用した取り組み

についてお尋ねしたいと思います。

９月議会でも質問しましたが、本県の再生可

能エネルギーは、全国と遜色ないレベルにあり

ます。ただ、なぜか小水力発電だけが少ない。

全国一になれないのは、小水力発電を伸ばせば

見えてくる、そのように考えております。今

回、農業用水を活用した小水力発電普及の提案

であります。日之影町の小水力発電所が国、県

の支援によって完成したと報道もされていま

す。その利益は、用水路の維持経費や公民館活

動に活用されるとのことであります。農業用水

の副次的利活用によって、売電収入という副収

入がある。本県の取り組み状況について、農政

水産部長、よろしくお願いします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 農業用水を活

用した小水力発電は、安定した売電収入が得ら

れ、土地改良区の運営基盤の強化や地域の活性

化等に貢献するものであります。このため農政

水産部では、企業局とも連携をしまして、小水

力発電施設の整備を推進してきているところで

あります。昨年11月に完成しました日之影町の

大日止昴（おおひとすばる）小水力発電施設を

含め、これまでに９カ所の施設整備を支援して

まいりました。また、土地改良区や市町村に対

し、研修会等を通じて施設整備に係る助成制度

や先進事例の情報共有を図るなど、小水力発電

の推進に向けた関係者の意識啓発に取り組んで

いるところであります。今後とも、土地改良区

や市町村等と連携をしまして、導入促進に努め

てまいります。

○満行潤一議員 たくさん適地はあると思うん

です。ただ、水利組合、土地改良区とかはノウ

ハウを持たない。新たな事業展開ということ

で、尻込みをしているんだろうと思います。県

企業局も一生懸命支援をいただいて、今日があ

ると思うんですけれども、これは農業用水に限

らず、県内の小水力発電の普及を、ぜひ関係部
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局協力いただいて、実績を伸ばしていただきた

い。お願いしておきたいと思います。

警察庁舎の改築計画であります。毎年１回は

質問させていただいておりますが、今回、えび

の署の新庁舎が完成いたしました。歴史的建造

物である都城警察署の具体的な改築計画を、再

度お尋ねいたします。

○警察本部長（郷治知道君） 都城警察署の建

てかえにつきましては、現在のところ具体的な

計画はございません。警察署の建てかえにつき

ましては、厳しい財政状況でございますが、治

安基盤及び防災活動の拠点としての機能を十分

発揮できる施設整備をするという観点から、機

能に支障のある警察署を最優先として、順次整

備をしていきたいという方針であります。私

も、昨年９月議会で御質問いただいた後、都城

警察署を訪ねて現状を把握したところでありま

す。御指摘のとおり、築後60年が経過しており

ます同署は、老朽化が進んでいる状況にはあり

ますが、ふぐあいに関しては都度修繕等を行

い、警察署としての機能に支障がないよう必要

な措置をとらせていただいておりますので、ど

うぞ御理解をお願いいたします。

○満行潤一議員 本部長の話を聞くと、改築し

たいのはやまやまだと、でも、お金がないから

という答えですよね。本当に申しわけないんで

すけど、警察には金がないんですよね。知事が

ゴーと言ってもらえば、来年の庁舎建設の計画

に都城署はしっかりのると思うんです。本部長

も都城署に行っていただいたみたいですけど、

ぜひ知事も大局的な視点で、都城署の一日も早

い改築に向けて努力いただきたい。知事が「予

算つけろ」と言ったら、すぐ「はい」となりま

すので、よろしくお願い申し上げたいと思いま

す。

次に、警察音楽隊についてお尋ねいたしま

す。全国で２番目に結成されました警察音楽隊

は、ことしで創立70周年になります。ことしの

定期演奏会には、残念ながら行けませんでした

が、これまでの活動の歩みについてお伺いいた

します。

○警察本部長（郷治知道君） 宮崎県警察音楽

隊は、御指摘のとおり昭和22年８月に発足し、

本年度創設70年を迎え、大阪府に次いで全国で

２番目に古い警察音楽隊です。同隊は、演奏を

通じて、県民の皆様に警察の活動について効果

的に御理解いただくという役割を担っておりま

す。隊員は、兼務する他の業務の合間に時間を

確保して訓練を行うとともに、県内各地におけ

る公的行事、小中学校等の音楽鑑賞教室、福祉

施設の慰問などで、年間約40回、交通事故防止

や地域安全などの啓発を織りまぜた演奏活動を

行っております。

○満行潤一議員 本当にすばらしい実績を残し

ている本県の音楽隊だと思います。仕事をしな

がら兼務隊として頑張っていただいている。ぜ

ひ、みんなで応援しないといけないんだろうと

思うんです。創立70周年という節目なんですけ

ど、70周年記念事業はさきの定期演奏会だった

という話も聞いたんですが、それ以外に70周年

というイベントをできないものか。本部長、も

う一回お願いいたします。

○警察本部長（郷治知道君） 本年度は、創

設70周年という節目でありますので、大分県警

察音楽隊に賛助出演を依頼して、定期演奏会を

本年１月20日、メディキット県民文化センター

において、これまでより大きな編成で開催いた

しました。演奏の合間に、高齢者の交通事故防

止及びうそ電話詐欺の被害防止に関する講話を

実施し、また、今回は特に、会場に制服の試着
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等の警察官採用募集コーナーを設けたり、白バ

イ、災害警備装備品等の展示を行いました。

約1,700名の来場がありまして、会場で記入いた

だいたアンケートで、「演奏がすばらしかっ

た」「交通事故、うそ電話詐欺について、身近

な問題として勉強になった」などの感想をいた

だいております。

○満行潤一議員 参加できなかったのは非常に

残念なんですけど、今後とも、みんなで警察音

楽隊を応援していきたいと思っていますので、

ぜひよろしくお願い申し上げたいと思います。

最後になりますが、株主の配当、優待の状況

についてお伺いいたします。お聞きするとこ

ろ、知事部局の所有する株券は13種類あるよう

です。そのうち総合政策部が所管する放送局等

のメディア、航空関連７社について、配当及び

株主優待の現状、活用状況をお伺いいたしま

す。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 御質問にあり

ましたが、総合政策部で所管しております株式

は８社でございます。その平成29年度の配当額

は、民放テレビ局２社から400万5,000円、ケー

ブルテレビ３社から235万円、航空関連２社か

ら219万3,000円となっております。このうち航

空関連のＡＮＡホールディングスからは、国内

線が片道普通運賃の50％割引で利用できる株主

優待券が配付されておりまして、これは職員の

県外出張の際に旅費の一部に充てるなど、有効

利用しているところであります。

○満行潤一議員 総合政策部、主管しか聞きま

せんでしたけれども、ぜひ有効な利活用をいた

だきたいなと思っております。

大分早口で質問させていただいて、時間が少

し残りましたけれども、全ての質問を終わらせ

ていただきます。

ありがとうございました。（拍手）

○ 原正三議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時50分休憩

午後１時０分開議

○ 原正三議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、徳重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕（拍手） それでは、

午後の１番バッターとして登壇させていただき

ます。県議会自由民主党の徳重でございます。

通告に従いまして、順次質問を行ってまいりま

す。

まず初めに、知事の政治姿勢について伺いま

す。

知事は、ことしが自身にとって２期目の仕上

げの年であるとして、本会議冒頭、今後の県政

運営に向けた所信を述べられました。任期中の

さまざまな成果を取り上げるとともに、県政に

明るい話題が相次ぐ中、このようなよい流れに

さらに弾みをつけ、築いてきた成果を今後の発

展に生かすため、平成30年度重点施策を掲げら

れたとのことであります。一定の成果が上がっ

ていることは事実でありますし、考え方も理解

できるものであります。

しかしながら、今議会の冒頭で挙げられまし

た、口蹄疫など未曾有の災害からの復興・再生

や、先人の努力の上に立った交通インフラの充

実などについては、もちろん知事の御尽力も

あっての成果ではありますが、県民誰もが、

真っ先に取り組むべきだと考える課題ではない

でしょうか。河野知事が特に注力した政策は何

かといった声も聞かれるところでもあります。
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そこで知事に、これまでの２期の実績について

改めてお伺いしておきたいと思います。

以上、壇上からの質問は終わりまして、後の

質問は質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

私はこれまで、口蹄疫などさまざまな災害か

らの再生・復興を図るとともに、交通インフラ

の整備の進展も追い風としながら、フードビジ

ネスなどの成長産業や県内企業の育成など、本

県発展の礎づくりに邁進をしてまいりました。

その結果、食品製造業出荷額や農業産出額、食

料品等の輸出額は、順調に伸びてきているとこ

ろであります。

また、今後のさらなる飛躍に向けましては、

本県が全国に誇る自然や文化、スポーツ環境と

いった資源を最大限に生かしていくことが重要

であると考え、ユネスコエコパークなどの世界

ブランドへの登録や、ナショナルチームの合宿

受け入れなど、スポーツランドみやざきのブラ

ンド向上にも努めてきたところであります。

このような一定の手応えを踏まえながら、今

後も、産業成長を揺るぎないものにしていくと

ともに、ラグビーのワールドカップであります

とか、2020年東京オリンピック・パラリンピッ

クなどのゴールデン・スポーツイヤーズを生か

す取り組みなどにも注力をしてまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○徳重忠夫議員 おっしゃるような成果の一方

で、本県は本格的な人口減少社会を迎え、取り

組むべき課題は山積しております。知事が就任

された年の10月１日時点での県の推計人口は113

万人余りでありましたが、昨年10月には109万人

足らずと、６年間で４万人以上も減少しており

ます。これは九州各県を見ても、離島の多い長

崎県、鹿児島県に次ぐ減少率であります。私

は、この人口減少問題は、本県の社会経済の活

力を低下させる非常に大きな問題であると考え

ております。知事は、本県の人口減少問題をど

のように捉え、今後、どのように取り組んでい

こうと考えておられるのか、お伺いしておきた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 本県の人口減少は、死

亡数が出生数を上回る「自然減」と、転出者が

転入者を上回る「社会減」が同時進行しており

ます。今後の人口減少対策を考える上では、こ

れから親となる若者世代の県内定着を図ること

が最大の課題であると認識をしております。こ

のような中、「産業人財育成・確保のための取

組指針」を定め、高校生などの県内就職やＵＩ

Ｊターンの促進、成長産業の育成加速化などに

よる良質な雇用の場の確保、さらには、働き方

改革や子育て環境の整備などに積極的に取り組

んでいくこととしております。

企業や若者の意識を変え、若者が地元に定着

できる仕組みを構築していくことは、なかなか

一朝一夕にできることではない、簡単ではない

というふうに考えておりますが、引き続きこの

ような取り組みを、市町村を初め産学金労官で

十分に連携を図りながら粘り強く進め、人口減

少のスピードにブレーキをかけつつ、県民一人

一人が将来に明るい希望が持てる社会を築いて

まいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 宮崎県の人口は、平成27年に

は１万706人、28年には8,206人、29年は7,819人

減少しております。過去６年間で４万2,868人減

少となっております。県内市町村の人口の推移

を見てみますと、人口減少が少ない市町村は、

木城町が、平成23年と29年の比較ということで
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しょうか、７年間でわずか５人しか人口が減少

しておりません。都農町では、23年から26年ま

で、毎年、平均で173人減少していましたが、27

年から29年までの３年間では、64人しか減少し

ておりません。100人以上も減少が減っておりま

す。このことを考えますときに、行政のきめ細

かな政策が、人口減少を最小限に食いとめる方

策ではないかと、私は考えております。ぜひと

も人口減少対策は、知事を先頭に一丸となって

取り組んでいただきますように、強く要望をし

ておきたいと存じます。

続いて、県民一人一人の経済的な豊かさも大

変重要であると考えておりまして、知事が就任

されました平成22年度の１人当たりの県民所得

は、222万6,000円で全国順位46位でありました

が、最近のデータである26年度では、23 8

万1,000円、全国順位44位となっております。わ

ずかながら上昇はしております。知事は県民所

得の向上にこれまでどのように取り組んでこら

れたのか、考え方を伺っておきたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 県民所得の問題であり

ますが、本県の企業というものが、全国と比べ

て中小企業、とりわけ零細企業の割合が高いこ

とから、県民所得の構成要素である企業所得が

低くなっております。近年改善傾向にあるもの

の、今御指摘がありましたとおり、１人当たり

県民所得、全国順位44位となっております。

本県の課題は、企業の稼ぐ力を高めて、労働

者への配分をふやしていくことでありますの

で、これまで、本県の強みを生かしたフードビ

ジネスなどの成長産業や中核企業の育成などに

よります地域経済の推進力強化、また、企業の

成長を支える産業人材の育成などに官民一体と

なって取り組んできたところであります。今後

とも、こうした取り組みを積み重ねながら、農

林水産物を中心とした輸出の拡大や、増加する

インバウンド需要の積極的な取り込みにも努め

ることによりまして、さらに県民所得の向上を

図ってまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ぜひ努力いただきますように

お願い申し上げておきたいと思います。

次に、健康寿命日本一の取り組みについて

伺ってみたいと思います。

我が国は急速に高齢化が進行しております。

平成37年、2025年には、総人口に占める65歳以

上の高齢者の割合が30％に達し、国民の３人に

１人が65歳以上の高齢者となることが見込まれ

ております。これに伴い、医療・介護・福祉

サービスの整備や、増大する社会保障費への対

応など、さまざまな問題が指摘されておりま

す。これがいわゆる2025年問題であります。こ

のような課題に対応するため、現在、高齢者が

自立して生き生きと生活できるための健康寿命

の延伸に向けた取り組みが、全国的に進められ

ております。特に宮崎県では、全国平均より約

５年早く高齢化が進展していることから、課題

への対応が急がれるところでもあります。

私は、2025年問題対策特別委員会の委員とし

て、昨年10月に長野県を視察いたしましたが、

長野県は、世界一の健康長寿を目指すプロジェ

クトを県民運動として展開しております。市町

村や地域と連携する体制を構築しながら、熱心

に取り組んでいるという印象を特に受けたとこ

ろでもあります。このような中、本県において

も、未来みやざき創造プランにおいて、「健康

寿命男女とも日本一」との目標を立てておられ

ますが、まずは、本県の健康寿命日本一に向け

た取り組みの状況について、福祉保健部長にお

尋ねしておきたいと思います。
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○福祉保健部長（畑山栄介君） 県では、「健

康寿命男女とも日本一」の目標を掲げ、市町村

や団体、企業等から成る「宮崎県健康長寿社会

づくり推進会議」を設置し、庁内各部局で連携

を図りながら、健康長寿社会づくりを全県的に

推進しているところでございます。

具体的な取り組みといたしましては、野菜摂

取量の増加や運動習慣の定着等について、テレ

ビＣＭやポスターの掲示等により啓発を図り、

県民一人一人の生活習慣の改善を促す取り組み

を行っております。また、健康によい生活習慣

を選択できる社会環境を実現する観点から、経

営戦略として従業員の健康の保持増進に取り組

む、いわゆる健康経営を実践する企業や、地域

の健康づくりに貢献する団体を表彰するなど、

職場や地域において、健康に配慮した環境づく

りを促す取り組みを行っているところでありま

す。

○徳重忠夫議員 次にお尋ねしてみたいと思い

ますこと、特定健診について伺っておきます。

県民が、自覚症状が出てから病院に行き、治療

を受けるということは、病気が既に重症化して

しまっている例も多く、健康寿命は短くなると

思いますし、また、そのことが、医療費の増加

にもつながるのではないかと考えております。

このため、健康状態を客観的に指標で確認で

き、病気の早期発見につながる特定健診の受

診、そして、その後の特定保健指導の実施が重

要となります。そこで、特定健診と特定保健指

導の実施率の現状と課題について、福祉保健部

長にお尋ねしてみたいと思います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 本県の平成27

年度の特定健診実施率は44.6％で、全国では41

番目、特定保健指導の実施率は24.5％で、全国

で10番目となっておりまして、特定健診の実施

率向上が課題となっております。

保険者ごとに特定健診の実施率を見ますと、

市町村国保が34.3％、中小企業の従業員が加入

する協会けんぽが46.9％、大企業の従業員が加

入する健康保険組合と公務員が加入する共済組

合を合わせて65.5％となっており、特に、対象

者を最も多く抱える市町村国保の実施率が低く

なっております。市町村国保においては、40

代、50代の働く世代の実施率が低いこと、また

通院中であることを理由に健診を受けない方が

多いことなどが課題であると考えております。

○徳重忠夫議員 特定健診等の実施率は余り高

くないということでありますが、私は、県民が

特定健診の大切さを認識し、もっと多くの方が

定期的に受診していくための取り組みが必要で

はないかと考えておるところであります。健康

寿命の延伸を図るためには、特定健診等の実施

率の向上が重要であると考えますが、今後どの

ように取り組んでいくのか、福祉保健部長にお

尋ねしておきたいと思います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 市町村におき

ましては、休日や夜間の集団健診の実施や、が

ん検診との同時実施などの取り組みにより、受

診機会の拡大に努めております。また、医療機

関と連携し、かかりつけ医からも特定健診の受

診を勧めてもらうとともに、診療に係る検査

データを特定健診のデータとして活用するなど

の新しい取り組みも行っております。県としま

しても、こうした市町村の取り組みを支援する

とともに、市町村や協会けんぽ等、県内全ての

医療保険者で構成する保険者協議会を通じて、

生活習慣病のリスクや特定健診の重要性を県民

に広く啓発しております。

平成30年度からの第３期医療費適正化計画に

おきましては、平成35年度の特定健診実施率目
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標を70％、特定保健指導実施率目標を45％と定

めることとしておりますので、今後とも、受診

機会のさらなる拡大や、県医師会を初め医療機

関等との連携強化を図ることにより、目標値を

達成できるよう努めてまいりたいと考えており

ます。

○徳重忠夫議員 いろいろと努力いただいてい

ること、大変ありがたく思っています。健康寿

命日本一に向けて、県ではさまざまな事業を実

施しておりますが、私は、その中で、柱となる

ような取り組みを明確に県民に示すことが重要

であると、このように考えています。そのよう

な意味で、特定健診等の実施率の向上は非常に

効果的な取り組みであると思いますので、今

後、市町村とも十分に連携しながら、しっかり

と取り組んでいただきたいということをお願い

しておきたいと思います。

続きまして、林業大学校に関連して伺ってま

いります。

まず、林業就業者の推移についてであります

が、現在、本県では、全国に先駆けて森林資源

の充実が進み、大型製材工場や木質バイオマス

発電施設の稼働等に伴い、伐採や再造林の生産

活動が拡大をしております。また、南九州地域

は、全国的に見ても林業が盛んな地域でありま

すが、伐採後の再造林など適切な森林整備を

行っていくためには、林業担い手の確保・育成

がとても重要であります。そこで、本県及び隣

接県の鹿児島県、大分県、熊本県における林業

就業者の推移について、環境森林部長にお尋ね

してみたいと思います。

○環境森林部長（川野美奈子君） 本県の林業

就業者数は、国勢調査の結果によりますと、北

海道に次いで全国２位でございますが、平成22

年2,690人から平成27年2,222人と、前回調査に

比べ17％減少しているところでございます。ま

た、隣接県における林業就業者数は、熊本県

が1,927人から1,690人と12％の減少、大分県

が1,381人から1,208人と13％の減少、鹿児島県

が1,458人から1,307人と10％の減少をしてお

り、いずれも減少傾向となっているところでご

ざいます。

○徳重忠夫議員 ところで、平成31年度に開講

します林業大学校には、大いに期待をいたして

いるところでございます。先ほど、環境森林部

長から、林業就業者の推移について御答弁をい

ただきました。林業就業者が減少している状況

下にあって、適切な森林管理を行うためには、

林業の生産性を上げていく必要があると考えま

す。そのために、機械化や新たな技術の導入等

によって、林業の生産性を向上させていく人材

が求められていると、このように思っていま

す。そこで、林業大学校における林業の生産性

を向上させるための人材育成にどのように取り

組まれるのか、お伺いしてみたいと思います。

○環境森林部長（川野美奈子君） 議員御指摘

のとおり、資源循環型林業を確立するために

は、林業関係者が総力を挙げて生産性を高める

必要がございまして、そのためには、意欲と能

力のある人材を育成していくことが極めて重要

でございます。このため、林業大学校では、高

性能林業機械の操作や、森林作業道の開設技術

に加えまして、新たに、伐採から植栽まで一体

的に行う一貫作業システムやＩＣＴ等最新技術

の研修などにも取り組むこととしております。

また、森林施業の集約化や経営改善など、経

営管理能力の向上を図るための研修も実施し、

技術力と経営力の両面から受講生のキャリア

アップに取り組むこととしております。これら

の研修を通じまして、高度な知識や技術を有

平成30年３月６日(火）



- 245 -

し、全国屈指の生産性の高い林業を実践する人

材の育成に鋭意努めてまいりたいと考えており

ます。

○徳重忠夫議員 ありがとうございました。た

だいま御答弁いただきましたＩＣＴ等最新技術

の研修など、生産性を向上させるために積極的

に取り組んでいこうとされている姿、本当にあ

りがたいことだと思っています。高度な知識や

技術力を有する人材育成にしっかりと取り組ん

でいただきたいとお願いしておきたいと思いま

す。

続きまして、観光行政についてお尋ねいたし

ます。観光みやざき未来創造基金について伺い

ます。

昨年の訪日外国人の旅行者数は、2,870万人と

過去最多となり、一昨年比で約２割増という高

い伸びを見せております。今後、ラグビーワー

ルドカップや東京オリンピック・パラリンピッ

クなどの開催が予定されており、国におきまし

ては、2020年に4,000万人とする数値目標を掲

げ、さまざまな施策を展開しております。

こういった中、本県におきましても、この好

機を捉え、本県の強みを生かした誘客等によ

り、世界から選ばれる「観光みやざき」を実現

するため、今回、平成30年度当初予算案におき

まして、「観光みやざき未来創造基金」の設置

が提案されております。私としましても、ぜひ

ともこのチャンスを逃すことなく、これまで以

上に外国人観光客の誘致に取り組んでいただき

たいと思っております。

一方で、私は、外国人観光客の受け入れ対策

も同様に重要だと考えております。今後、外国

人観光客がふえていく中、この流れを一過性の

ものにしないためにも、例えば、施設や標識等

の多言語化や、インターネット環境の整備と

いった利便性の向上にも取り組むことで、お客

様に「また宮崎に来たい」と思っていただくこ

とも大事だと思います。今回設置される基金で

も、受け入れ対策に取り組む予定であると伺っ

ておりますが、今後、外国人観光客に対し、ど

のような受け入れ対策を行っていくのか、商工

観光労働部長にお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 県ではこ

れまで、観光案内板の多言語化や、市町村等と

連携したフリーＷｉ―Ｆｉ環境の整備などに取

り組みますとともに、バス事業者による路線バ

スの乗り放題パスや車内の多言語放送の導入を

支援するなど、外国人観光客の利便性向上に努

めてきたところであります。今後さらに外国人

観光客の満足度を高め、リピーターをふやして

いくためにも、今回新たに設置する基金などを

有効に活用し、観光地や宿泊施設等における多

言語対応やガイド等人材の育成、情報通信環境

の充実など、さらなる受け入れ対策にしっかり

と取り組んでまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ぜひとも今後、インバウンド

の受け入れ対策を推し進めていただきたいと思

いますが、１点だけ気になることがございま

す。実は、先月行われました読売巨人軍の宮崎

キャンプ60周年を記念したジャイアンツ対ホー

クスのＯＢ戦の際には、都城市のビジネスホテ

ルまで満室であったとお聞きし、大変驚いたと

ころであります。ＯＢ戦が開催されるだけでも

ホテルがいっぱいになるわけですから、今回新

たに基金を設置し、これまで以上のインバウン

ド対策に取り組んだ結果、本県にも外国人観光

客が大勢訪れるようになったとしても、肝心の

宿泊施設が受け入れられるのかと心配になった

ところであります。そこで、県内の宿泊施設の

稼働率について、商工観光労働部長にお尋ねし
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ておきたいと思います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 国の宿泊

旅行統計調査によりますと、平成29年の平均客

室稼働率は、全国が60.8％に対し、本県は53.0

％となっております。その中で、本県では、多

くのスポーツキャンプが実施される２月の客室

稼働率が最も高く、65.2％となっており、ゴル

フトーナメントなどが開催される11月とともに

全国平均を上回っておりますが、そういう中で

も、週末以外はまだまだ十分受け入れ可能な状

況にあると伺っております。

○徳重忠夫議員 現時点においては、宿泊施設

のキャパシティーとしては、まだ余裕があるよ

うでありますが、今後、大勢の外国人の観光客

が訪れると、もしかしたら不足する事態も生ず

るかもしれません。ただ、普通に考えれば、宿

泊施設が不足するほどの需要が生じれば、恐ら

く民間企業が投資し、宿泊施設も整備されてく

ると思われます。そのような民間が投資する状

況に持っていかせるためにも、この基金を活用

した取り組みやその効果が一過性のものになら

ないよう、基金の設置期間である５年後のこと

も見据えて、インバウンド対策にしっかりと取

り組んでいただくようにお願いしておきたいと

思います。

次に、宮崎牛の海外輸出の取り組みについて

お伺いいたします。

まず、宮崎牛の海外輸出と農家所得について

でありますが、今年２月に農林水産省が発表し

た2017年の農林水産物・食品の輸出額を見てみ

ますと、速報値ではありますが、前年比7.6％増

の8,073億円となっております。この中で、牛肉

の輸出量については、世界的な和牛ブームに

乗って、前年比で41.8％増加し、2,707トンとの

ことでした。宮崎牛においても、知事みずから

海外でのトップセールス等を実施するなど、米

国や東アジアに向けた海外輸出に積極的に取り

組まれ、海外での宮崎牛のブランド力も高ま

り、販路を拡大していると聞いております。

一方、国内では、子牛価格の高騰や飼料価格

の高どまりにより、宮崎牛を生産する和牛肥育

経営にとっては、大変厳しい経営環境が続いて

おります。そこで、宮崎牛の海外輸出への取り

組みは、和牛肥育農家の所得確保にどのように

つながっているのか、農政水産部長に伺ってお

きたいと思います。

○農政水産部長（大坪篤史君） 県産牛肉の海

外輸出量は、昨年度、過去最高となる280トンを

記録したところですが、本年度は１月末時点で

既に317トンとなるなど、順調に推移していると

ころであります。輸出に取り組むことには、人

口減少により、将来的に国内市場が縮小すると

予想される中、マーケットを海外に求めること

で、販売価格の安定や向上が図られるという効

果が期待されます。

さらに、米国向けの日本産牛肉輸出量のう

ち、本県産が約４割を占めるようになったこと

や、台湾への日本産牛肉輸出の第１号となって

大きな反響を呼んだことなど、海外での高い評

価が宮崎牛の国内外のブランド力向上に貢献

し、その結果、さらなる需要増になることも期

待されます。今後とも、輸出拡大に向けた取り

組みを推進することによりまして、宮崎牛の安

定的な購買や取引量の増加を図り、農家所得の

確保につなげてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 次に、宮崎牛の国内販売対策

について伺っておきます。昨年９月に開催され

ました第11回全国和牛能力共進会において、３

大会連続の内閣総理大臣賞を受賞し、宮崎牛は

国内で確固たる地位を築いたものと考えており
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ます。宮崎牛は、生産基盤や飼養管理技術は全

国トップクラスだと思いますが、一方で、国内

の消費者に対して認知度が低いのではないかと

考えております。国内消費者への認知度もさら

に高めていく必要があると私は思っています。

より良き宮崎牛づくり対策協議会が、宮崎牛

を取り扱うレストランや販売店を宮崎牛指定店

として指定しておりますが、平成29年12月時点

で国内に477店舗が指定されております。私は、

この店舗数はまだまだふやしていく余地がある

のではないかと感じておるところであります。

そのために、全共で３大会連続内閣総理大臣賞

を獲得した今こそ絶好のチャンスであり、自信

と誇りを持って宮崎牛の国内販売を強力に進め

ていくべきだと考えております。そこで、宮崎

牛は国内での販売も重要だと考えますが、国内

販売戦略について、農政水産部長にお尋ねして

おきたいと思います。

○農政水産部長（大坪篤史君） 宮崎牛につき

ましては、昨年の全共で獲得した「肉牛日本

一」というアピールポイントを前面に打ち出し

ながら、認知度の向上や販路拡大などに取り組

んでおります。具体的には、関東、関西、福岡

などの大都市圏での宮崎牛指定店を核とした販

売力の強化や、有名百貨店、レストラン、ホテ

ル等での宮崎牛フェアなど、ＰＲイベントの開

催、さらには、食肉取扱業者への営業活動を通

じた新規顧客の開拓などを進めているところで

あります。県としましては、全共の成果をフル

に活用しまして、今後とも、関係機関と連携を

しながら、宮崎牛のさらなるブランド力向上と

販路拡大に取り組んでまいります。

○徳重忠夫議員 次に、宮崎牛の海外輸出の取

り組みについてお伺いしておきます。先月参加

しました九州各県議会議員交流セミナーにおき

まして、九州の農林水産物の海外輸出に関し

て、講師である日本貿易振興機構（ジェトロ）

の理事さんから、「海外輸出において、特に和

牛肉は伸びている品目であるが、和牛は九州が

産地であり、和牛肉の輸出を伸ばすことは九州

の地方再生につながる。そのためには、九州一

円の農畜産物の安全性を各県が連携して確保

し、九州各県が統一的な取り組みを行う必要が

ある」という提言がありました。

現在、九州各県が取り組む和牛肉の海外輸出

においては、各県における輸出認定工場での食

肉処理がなされ、産地維持と商品の安定供給の

ための生産基盤対策が取り組まれております。

また、輸出に向けたＰＲやフェア等の販売促進

においても、各県それぞれのブランド牛が競い

合うように活動しております。今後は、和牛肉

輸出への取り組みを各県ごとに進められるので

はなく、九州各県が連携した取り組みを行うこ

とで、効率的な輸出を進めることも必要ではな

いかと考えております。そこで、宮崎牛の海外

輸出における九州各県との連携について、どう

考えられるのか、知事にお尋ねしておきたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 本県ではこれまで、生

産者や関係団体、県が連携をしまして、30年以

上の長い年月をかけて宮崎牛ブランドを確立し

てまいりました。そのような中、全国第２位の

飼養頭数を誇る和牛の一大産地となり、全共に

おいては、史上初の３大会連続で内閣総理大臣

賞を受賞し、さらに、全国に先駆けて平成２年

から対米輸出に取り組み、現在では、14の国と

地域に対し、過去最高の300トンを超える輸出を

行うまでとなりました。

また、全国和牛能力共進会がここまで注目を

高め、非常に熱い戦いが展開しますのも、本県
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が鳥取大会、長崎大会で大きく飛躍をした、そ

のことが全体のレベルアップにも貢献している

のではないかと自負をしておるところでありま

す。私はこれらの成果を踏まえ、今後も全国の

和牛生産をリードするという気概を持って、国

内外へ向けた宮崎牛のさらなるブランド力強化

に取り組んでいくことが重要であると考えてお

ります。

また一方で、議員の御指摘がありますよう

に、海外における和牛の状況というのは、オー

ストラリア産和牛などが市場を席巻している状

況もございます。日本産和牛を売っていくため

には、和牛そのものの認知度向上や販路拡大に

オールジャパンで取り組んでいくことも極めて

重要であろうかと考えております。農水省にお

きましても、日本産和牛の統一ブランドマーク

を定め、連携をして取り組んでいく、そのよう

な体制が今築かれているところでありまして、

和牛のすばらしさを海外でＰＲする活動など、

全国や九州で共同で取り組む機会があれば、本

県としても積極的に対応してまいりたいと考え

ております。

○徳重忠夫議員 前向きな御答弁、ありがとう

ございます。私は、今後の本県農業の状況に鑑

み、肉用牛農家戸数の減少による和牛肉生産量

の低下も危惧され、安定的な海外輸出取引が継

続していけるのか、大変不安を感じているとこ

ろでもあります。そのため、今後の和牛肉の輸

出については、各県ごとの取り組みだけではな

く、「和牛産地の九州」として九州各県が連携

することで、和牛肉の輸出量を確保し、統一し

たブランドによる輸出展開にも取り組む必要が

あると、このように思っておるところでござい

まして、前向きな取り組みをよろしくお願い申

し上げます。

それでは、次は、教育長にお尋ねしてまいり

ます。教員の採用試験について伺います。

教員採用選考試験において、現役の教育学部

の学生はなかなか合格できず、卒業後に臨時講

師を続けながら何回も受験しないと採用になら

ないとの声を聞いております。そこで、過去３

年間の教員採用選考試験の採用者の平均年齢と

新卒者の割合について、教育長にお尋ねしてお

きます。

○教育長（四本 孝君） 本県の過去３年間の

教員採用者の平均年齢は、平成28年度採用者

が28.1歳、平成29年度が28.2歳、平成30年度

が27.3歳であります。また、採用者に占める新

卒者の割合は、平成28年度採用が13.1％、平

成29年度が16.2％、平成30年度が23.4％となっ

ておりまして、年々その割合が高くなってきて

いるところであります。

○徳重忠夫議員 平均年齢が28歳ということ

は、単純計算で大学卒業後６年経過しているわ

けでありまして、採用されるまでに５～６回の

受験をしているということになります。また、

採用者に占める新卒者の割合は、２割前後とい

うことでありますが、これは民間企業と比べる

と、かなり低い割合ではないでしょうか。

今回、県教育委員会では、来年度の教員採用

試験から、受験年齢をこれまでの41歳未満か

ら60歳未満に引き上げ、事実上、年齢制限を撤

廃することとされました。そこで、教員採用選

考試験の受験年齢の見直しについて、その狙い

を教育長にお伺いしておきたいと思います。

○教育長（四本 孝君） 今後、教員の定年退

職者の増加に伴いまして、採用者数の増加が見

込まれます中、教員採用選考試験の競争倍率も

低下傾向にあり、優秀な人材の確保が課題と

なっているところであります。このため、県教

平成30年３月６日(火）



- 249 -

育委員会では、来年度実施の試験から、受験年

齢をこれまでの満41歳未満から満60歳未満に変

更し、現在、学校現場で活躍している臨時講師

を初め、幅広い年齢層からの応募を可能とした

ところでございます。

○徳重忠夫議員 このことによりまして、ます

ます新卒者が採用されにくくなるのではないか

と危惧をいたしております。学校には、中堅や

ベテランの先生も必要だと考えますが、私は、

若い先生をもっと採用すべきだと考えておりま

す。そこで、若い人材の確保のために、どのよ

うな取り組みを行っていこうとされているの

か、教育長にお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 県教育委員会では、

採用後に即戦力となる人材を育成するため、本

県の教員を志望する学生に対して、教員の職務

を体験する「スクールトライアル事業」や、教

員としての実践力を高める「宮崎教師道場」を

開催しております。また、県内及び九州各県の

大学を直接訪問して、教員採用選考試験の案内

を行い、受験者の確保にも努めているところで

あります。

さらに、来年度からの教員採用選考試験の見

直しの中で、若く優秀な人材を確保するため

に、他県の現職教員及び本県の元教員等を対象

とした特別選考試験の出願資格となる勤務年数

を５年以上から３年以上に短縮するとともに、

宮崎大学教職大学院修了予定者を対象とした新

たな特別選考試験を実施することといたしまし

た。これらの取り組みにより、新卒者を初め幅

広い年齢層から、人間性にあふれ、専門性にす

ぐれた人材の確保に努めてまいりたいと考えて

おります。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。今

後、教員の定年退職者が一層増加することに伴

いまして、全国で自治体間の教員の獲得競争が

激化してくるとの報道もよく耳にするところで

もあります。県教育委員会におかれましては、

引き続き優秀な教員の確保に全力で取り組んで

いただくように、強くお願い申し上げておきた

いと思います。

次に、警察本部長にお尋ねいたします。シー

トベルトの着用について伺います。

全席シートベルトの着用が義務化されて10年

近く経過しておりますが、いまだ守られておら

ず、特に一般道路では、後部座席のシートベル

ト未着用の車をよく見かけます。そこでまず、

本県の一般道路におけるシートベルト着用率に

ついて、県警本部長にお尋ねいたします。

○警察本部長（郷治知道君） 本県の一般道路

におけるシートベルトの着用率につきまして

は、昨年10月の調査結果によりますと、運転席

が99.4％、助手席が93.7％、後部座席が35.8％

で、特に後部座席は、全国平均36.4％を0.6ポイ

ント下回る、全国26位となっております。

なお、過去２年の本県の後部座席での着用率

を見ますと、平成27年が20.3％で全国46位、平

成28年が32.7％で全国30位と、年々上昇しては

おります。

○徳重忠夫議員 後部座席の着用率は、まだま

だ30％前後ということで、大変低調であること

がわかりました。このような中、大型クルーズ

船の寄港による外国人観光客の来県など、本県

を訪れる観光客のさらなる増加が見込まれ、そ

れに伴って、レンタカーや大型観光バスの利用

者がふえていくものと考えますが、一昨年、長

野県において多数の死傷者が出たツアーバス転

落事故のような大きな事故がいつ本県で起きな

いとも限りません。私は、事故の被害を最小限

に抑えるのはシートベルトだと考えておりま
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す。そこで、後部座席や観光バスの乗客のシー

トベルト着用徹底のための取り組みについて、

警察本部長にお伺いしておきたいと思います。

○警察本部長（郷治知道君） 議員御指摘のと

おり、シートベルトの着用は、交通事故が発生

した場合における、乗員の保護と負傷程度の軽

減等に大変効果的であります。警察の取り組み

としましては、高速道路に限らず、一般道路に

おきましても、全ての座席での着用が義務化さ

れていること、交通事故発生時において、被害

軽減につながることを中心に、メディアへの発

信、ポスター、チラシ等を活用した広報啓発

や、各種講習の場におきまして着用指導等を

行っております。

また、毎月10日と30日を全席シートベルト・

チャイルドシート着用推進の日に指定し、その

周知を図るとともに、街頭指導を強化しており

ます。さらに、これまで、バス協会等を通じ、

県下のバス事業者に対しまして、観光バス乗客

のシートベルト着用徹底についてお願いをして

おりますが、今後も所管の九州運輸局宮崎運輸

支局等の関係機関・団体と連携して、着用徹底

に努めてまいります。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。大変

努力いただいていることはよくわかりました。

シートベルトの全席着用は、法律で定められた

決まりでもあります。命を守る大切なものでも

あります。警察として取り組む姿勢は評価しま

すが、シートベルト着用率日本一を目指して、

バスの運転手が出発前にシートベルト着用を

しっかりと確認するなど、警察からも徹底した

指導がされるよう強くお願いしておきたいと、

このように思っております。

それでは次に、選挙管理委員長にお尋ねして

まいります。選挙の投票率について伺ってまい

ります。

私の住んでいる都城市では、１月に市議会議

員選挙が行われ、その投票率は43.46％と過去最

も低い結果でした。住民に最も身近な市議会議

員を選ぶ選挙であったにもかかわらず、投票率

が50％を下回っており、半数以上の有権者が投

票に行っていないということになります。この

都城市議会議員選挙に限らず、最近、選挙の投

票率が全般的に低迷しております。民主主義の

根幹を揺るがしかねない事態ではないかと危惧

しておるところであります。

選挙の時期になりますと、選挙を執行する選

挙管理委員会では、多くの方々に投票に行って

もらうように、いろんな啓発活動に取り組んで

おられますが、なかなか投票率の向上にはつな

がっていないように見受けられます。そこで、

選挙啓発に取り組んでいるにもかかわらず、投

票率が低迷している原因をどう捉えているの

か、選挙管理委員長に伺っておきたいと思いま

す。

○選挙管理委員長（吉瀬和明君） 選挙の投票

率につきましては、天候やその時々の政治情勢

など、さまざまな要因に左右されます。しか

し、「選挙に余り関心がない」あるいは「選挙

によって政治はよくならないと思う」といった

選挙への関心低下や政治離れによる投票棄権も

多いのではないかと思われます。

選挙の際におきましては、選挙管理委員会で

は、さまざまな媒体を活用した広報や街頭啓発

などを通じて、投票日の周知や投票の呼びかけ

を行っていますが、選挙や政治に関心のない有

権者に対しましては、なかなか投票行動に結び

つけることができず、投票率が低迷しているの

ではないかと考えております。そのため、従来

の啓発活動に加え、政治と生活の結びつきにつ
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いての理解を深め、選挙や政治への関心を高め

ることが重要だと考えております。

○徳重忠夫議員 なかなか投票率が上がらない

中、公職選挙法改正によりまして、平成28年か

ら選挙権年齢が18歳以上へと引き下げられ、高

校生を含む18歳、19歳の若い方々が、新しく有

権者となったところであります。この法改正が

行われた後、既に参議院議員通常選挙や衆議院

議員総選挙が行われたところでありますが、選

挙権年齢引き下げにより有権者となった18

歳、19歳の投票率はどうなっているのか、選挙

管理委員長にお伺いしておきたいと思います。

○選挙管理委員長（吉瀬和明君） 18歳選挙権

が初めて国政選挙で導入されました一昨年の参

議院議員通常選挙における本県の投票率は、18

歳が38.54％、19歳が28.07％となりまして、18

歳、19歳を合わせて33.61％と、いずれも県全体

の49.76％を下回りました。昨年の衆議院議員総

選挙におきましても、18歳が45.27％、19歳

が22.49％となりまして、18歳、19歳を合わせ

て34.33％と、いずれも県全体の50.48％を下回

りました。

なお、18歳のうち、高校３年生に相当する有

権者の投票率は、衆議院選挙で53.67％と、県全

体投票率を３ポイント以上、上回っているとこ

ろでございます。

○徳重忠夫議員 大変低い状態になっておるよ

うでございます。

ところで、若い世代の投票率は、他の世代と

比べ低い傾向にあることから、18歳選挙権の導

入に際しては、選挙管理委員会では、危機感を

持って、これまで以上に啓発に取り組んでおら

れると思いますが、18歳、19歳の有権者に投票

してもらうために、どのような取り組みをされ

てきたのかお伺いしておきたいと思います。

○選挙管理委員長（吉瀬和明君） 選挙管理委

員会といたしましては、選挙権年齢引き下げを

受けまして、平成27年度に、県教育委員会や私

学振興会などと、主権者教育や啓発を連携・協

力して推進するための協定などを取り交わしま

した。これを機に、当委員会の啓発事業の対象

者を、従来の大学生や社会人だけでなく、高校

生以上が参加できる形に見直して実施してまい

りましたことに加え、学校や市町村選挙管理委

員会等と連携しまして、選挙出前授業などに積

極的に取り組んだところでございます。

また、平成28年度からは、実際の選挙を題材

とした模擬選挙を学校で実施するためのマニュ

アルを作成しまして、各高校等で実施を直接呼

びかけているところでございます。今後も、18

歳、19歳を初めとします若者の選挙や政治に対

する関心を高めるための取り組みに努めてまい

りたいと考えております。

○徳重忠夫議員 選挙管理委員会の取り組みを

受けて、高等学校でも主権者教育が進められて

おりますが、小中学校においても、この主権者

教育に取り組んでいることと思います。

先日、２月17日にこの議場におきまして、若

者が政治や選挙について意見を発表する「わけ

もんの主張」の新聞記事を目にいたしました。

その記事には、最優秀賞に選ばれた専門学校生

のコメントが載っていましたが、「「小中学校

でもっと選挙について学ぶ必要がある。政治が

自分自身の生活にいかに影響しているかという

ことを学校生活などを通じて教えていくべき

だ」と強調した」という受賞者のコメントを見

て、私も、主権者教育というものは、高校生に

なって行うものではなく、義務教育の段階から

充実させる必要があるのではないかと思ったと

ころであります。主権者教育に関して、小中学
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校ではどのような取り組みがなされているの

か、教育長にお伺いしておきたいと思います。

○教育長（四本 孝君） 小中学校での主権者

教育は、小学校６年の社会科におきまして、

「政治は国民生活の安定と向上を図るために大

きな働きをしていること」を考えさせたり、中

学校３年の社会科におきましては、「選挙は、

議会制民主主義を支えるものであること」を理

解させたりするなど、学習指導要領に基づき、

政治や選挙等に関する学習を行っているところ

であります。

また、県内各地の小中学校では、例えば、地

域の課題について実際の議場で話し合う「子ど

も議会」や、生徒会選挙の際に、本物の投票箱

や仕切りのある記載台を使った「模擬投票」を

行うなど、将来、選挙権を持つことになる子供

たちに対して、さまざまな体験を通しながら選

挙に対する関心を高める取り組みを行っている

ところでございます。

○徳重忠夫議員 それぞれに努力いただいてお

るところでございますが、私の考えを述べさせ

ていただきます。小中学校の段階においても主

権者教育を行っていることは理解できました

が、先ほど述べましたとおり、現在の投票率が

低いという現状について、我々を含め、みんな

で真剣に考えていかなければいけないと思って

おります。現在の２人に１人が選挙を棄権して

いるような状況が続けば、選挙結果を本当の意

味での民意と呼べなくなる日が来てしまうかも

しれません。これは民主主義の危機と言っても

よいでしょう。

現在の投票率を上昇させるために、選挙管理

委員会でもさまざまな取り組みを行っているよ

うでありますが、私は、投票率を上げるために

は、子供たちにも一役買ってもらうことが大変

有効な手段ではないかと考えておるところであ

ります。例えば、学校で学んだ選挙の大切さや

重要さを家庭で話題にしたり、子供たちの口か

ら両親に対して、「選挙には行かないかんとや

ろ」「お父さん、お母さん、選挙に行ってくだ

さい」と呼びかけたりするなど、家庭でも親子

で語り合えるようになれば投票率は上がってく

ると、このように思っております。

学校や家庭、地域で、大人と子供が一緒に、

日本の将来、宮崎の将来を語り合うようになれ

ば、投票率の上昇にもつながっていくのではな

いかと考えております。県教育委員会で進めら

れている取り組みを今後とも積極的に進めてい

ただき、主権者教育がより充実したものになる

ようにお願いして、私の質問の全てを終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。

（拍手）

○ 原正三議長 次は、坂口博美議員。

○坂口博美議員〔登壇〕（拍手） 初めてしん

がりを務めます。一般質問を行います。

｢命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ

人は仕末に困るもの也｣、これは、私淑する庄内

藩の人たちに西郷隆盛が言った有名な言葉であ

ります。そして、この後、こう続きます。「此

の仕末に困る人ならでは、艱難を共にして国家

の大業は成し得られぬなり」。つまり、命も名

誉も投げ捨てなければ、リーダーとして国家の

大業を成し遂げられるところには至らないと、

西郷は言っております。明治維新から150年の節

目となる本年、ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」

がスタートしましたが、西郷隆盛の人気は、鹿

児島にとどまらず、全国に大きく高まるものと

思います。

さて、その西郷隆盛は、「江戸の功臣、明治

の賊臣」と言われておりますが、西郷自決の報
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を受けた明治天皇は、西郷の死を知って以降、

「西郷を殺せとは言わなかった」と言って、幾

度も無念の涙を流したとの話もまた伝わってお

ります。西南戦争から12年後となる明治22年の

「大日本帝国憲法」発布の際に、西郷を西南戦

争以前の「正三位」に復位させ、賊臣の汚名を

解き放っている歴史からも、それを察するのは

容易であります。

西郷に会った人は、敵も味方も皆、その人と

しての器量の大きさに引かれ、たちどころに西

郷ファンになったと言われ、かの坂本龍馬は、

勝海舟の紹介で初めて西郷に会ったときの感想

を、「西郷というやつはわからぬやつだ。少し

くたたけば少しく響き、大きくたたけば大きく

響く。もしばかであるなら大きなばかで、利口

であるなら大きな利口だろう」と言ったそうで

あります。「おてんとうさまに見られても、決

して恥じることのない生き方をしなさい。どん

な人間にも愛を持ち徳を持って接しなさい」、

まさしく「敬天愛人」であります。政治家とし

て心がけるべき、そして、あるべき姿と深く感

じ入っております。

さて、知事は、さきの11月定例県議会におき

まして、次期知事選への出馬意向を示されまし

た。地方の中でも特に所得の低さや高齢化、さ

らには人口減少の急激な進行などと、幾つもの

深刻な課題を抱える本県の知事として、２期８

年の県政運営に、さらに１期を重ねたいという

意欲を示されたのであります。そして、その

際、宮崎県を愛する気持ちは、本県出身の誰よ

りも強いのだとの頼もしい表明もなされまし

た。極めて厳しい状況下の本県において、知事

としての責務を３期務めんとされるのでありま

すから、まさしく西郷の遺訓のごとく、県民の

ためなら命を賭すくらいの決意で、ある意味、

蛮勇とも言われるがまでもの積極的な姿勢を、

私は、あなたに期すのであります。

出馬意向表明の後、いよいよ２期目最後の本

格予算を組み終えられた知事に、次の期に向

け、何をなそうと考えておられるのか、そのた

めに何をどうしようと考えておられるのかお尋

ねし、後は自席より伺ってまいります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

私は、これまでの２期７年、宮崎の発展のた

め、まずは口蹄疫等の災害からの復興、そし

て、「復興から新たな成長へ」を最大の使命と

考え、フードビジネスやグローバルな市場開

拓、地域経済を牽引する中核的企業の育成、農

林水産業の成長産業化などに全力で取り組んで

まいりました。その結果、農業産出額や食料品

出荷額、輸出額なども順調に伸びてきており、

今後は、この成長の流れをしっかりと軌道に乗

せていく必要があると考えております。また、

陸海空の交通インフラの維持・充実、中山間地

域対策、医療・福祉の充実、さまざまな危機事

象への対応など、引き続きしっかりと腰を据え

て取り組んでいかなければならない課題も山積

をしております。さらに、今後のラグビーワー

ルドカップやオリンピック・パラリンピック、

国民文化祭などの開催を好機と捉え、地域づく

りや文化の振興、観光・交流の拡大に着実につ

なげていかなければならないと考えておりま

す。

そのような中で、平成27年の国勢調査結果で

は、人口が10％以上も減少した市町村も出てき

ており、この深刻な人口減少問題への対応が喫

緊の課題になっております。若者を中心とする

社会減の解消、合計特殊出生率2.07の実現に道
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筋をつけることは容易ではありませんが、早急

にこの問題に対応しなければ、ますます人口の

減少が進み、本県の活力は失われてしまう。今

まさに、本県の将来にとって極めて重要な局面

を迎えていると考えております。

私は、県民の皆様に次期県政を負託していた

だけるのであれば、宮崎県知事としてこうした

さまざまな課題に果敢に挑み、しっかりと結果

を出していく。そして、県民の皆様が真の豊か

さを実感できる「くらしの豊かさ日本一の宮

崎」の実現を目指して、全身全霊を傾けて取り

組んでまいりたい、そのように強く決意してい

るところであります。以上であります。〔降

壇〕

○坂口博美議員 今お答えいただきましたよう

に、大変厳しい数字とか示されたわけでありま

すが、そんな中で、豊かさ日本一を目指してお

られるわけですから、ぜひとも全力で頑張って

いただきたいと思います。

そしてまた、災害への対応についてでありま

すが、引き続いて伺ってまいります。

今回、約110億円の巨費を投じて整備される県

防災拠点庁舎につきましては、既に工事が始ま

りまして、平成31年度末には供用がなされるこ

とになっております。そして、本庁舎につきま

しては、免震構造はもとより、大規模地震時に

おきましても、防災拠点としての機能を十分に

確保できる構造とされており、県民の生命、財

産の守護役として大きく貢献をなすものと信じ

ております。しかしながら、いかに立派な拠点

施設が整いましても、これが自然災害の発生あ

るいは威力そのものを制御できるはずはなく、

また発生そのもの、つまり、発生したその時点

での県民の生命を守れるという機能を有するわ

けでもありません。当然ながら、発生の瞬間に

おいては、自分の命は自分で守るしかなく、そ

の機能は、あくまでも発生後における人的・経

済的被害をより小さく抑えるがための役割に限

られるのであります。それがために県では、平

常時における避難訓練が肝要であるとして、そ

の推進に取り組まれておりますが、具体的に

は、どのような災害を想定し、どのような訓練

がなされているのか、また、県が行う訓練のほ

かにはどのような訓練がなされているのか、参

加者の状況及び評価などについて、知事に伺い

ます。

○知事（河野俊嗣君） 県では、毎年、総合防

災訓練を実施しておりまして、開催地域におけ

る災害の特性に応じて、地震や津波、風水害、

火山噴火などを想定しながら、地元自治体と連

携した住民参加型の避難訓練にも取り組んでい

るところであります。また、２年続けて国との

合同での津波避難訓練も行っております。より

多くの県民が防災訓練に参加できますよう、都

合のよい場所・日時に自主的に取り組むことの

できる訓練として、毎年11月には、県民一斉防

災行動訓練「みやざきシェイクアウト」を実施

しておりますが、平成27年度の開始以来、県

民、事業者などの参加者が増加し、今年度は７

万人を超える参加がありました。このほか、市

町村や自主防災組織、学校などにおいても、地

域の特性に応じた自然災害を想定し、避難所ま

での安全な移動や避難所運営などの訓練等を

行っているところであります。しかしながら、

訓練内容がマンネリ化したり、住民参加が少数

になっている状況もありますので、今後、市町

村と連携しながら、防災意識の啓発に取り組み

ますとともに、より多くの方に参加していただ

けるよう、訓練内容の充実、参加機会の拡大に

努めてまいりたいと考えております。
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○坂口博美議員 シェイクアウト、７万人の参

加ということであったわけでありますが、具体

的には、県民はどういった形でそこに参加し

て、そして、その数についてはどういったカウ

ントをされているのか。また、想定されている

自然災害をいろいろ今並べられたわけでありま

すが、それらを対象とする自分の身の守り方に

つきましても、例えば津波や集中豪雨による土

砂崩れなどのように、あらかじめ勧告や指示な

どを受けて、心して身を守る行動がとれる場合

もあれば、地震や噴火、あるいは山津波などの

ように、予想しない中での危機事象発生の瞬間

をどうやって生き延びて、その後始まる指示な

り救助なりをどう待つか。しかもその対象者

は、いつも定点に生活しているという状況には

ないわけでありますが、それらを織り込んでの

訓練なのか、再度、知事にお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） このシェイクアウト訓

練は、地震が発生した際に身を守る行動をとる

ための訓練であります。まずは身を低くして頭

をカバーし、じっとしているということであり

まして、一定の時刻を定めて一斉に行うもので

ありますが、参加者の都合に応じて、別の日時

に取り組んでもらうこともできるようにしてお

ります。この訓練には、県民に自主的な参加を

呼びかけておりまして、自治会や学校・福祉施

設、企業・団体などが、自発的に参加を決め、

あらかじめ参加人数や訓練内容等について登録

し、実施していただいております。今後、さら

に多くの県民に参加いただき、実践をしていた

だきたいと考えております。

また、各地域で実施している避難訓練は日中

に行うことが多く、訓練内容が毎回類似してい

るなどの課題も見受けられるところであります

が、地域によっては、夜間に津波避難訓練を実

施するなど、工夫した取り組みを行っている地

域もあります。

災害がいつ、どこで、どのような規模で起き

るのか、予測することは困難でありますので、

災害が発生した場合、県民が適切な避難行動を

とることができるよう、市町村と連携しなが

ら、訓練の改善・充実を図ってまいりたいと考

えております。

○坂口博美議員 そしてもう一つ、訓練につい

てでありますけれども、国や県などでは、異常

気象や地震などに関し、予報や予測を公表して

おりますが、そういった中で、例えば台風につ

きましては、到達時間、気圧などについて大変

高い精度で予報がなされるだけではなく、その

到達に続いて起きる風の強さ、雨の量、高潮の

高さなどについてまで詳しく予測し、周知がな

されます。しかしながら、例えば草津市の本白

根山での噴火のように、発生の後、初めてその

事実が発表されるような大災害もあるわけであ

ります。その発表予測がなされるか否かという

のは、当然でありますが、自分で自分の命を守

り抜くことの確実性、これを大きく左右するも

のであります。今、県民が予測し覚悟しておく

べき深刻な自然災害についてはどういったもの

があるのか。また、訓練のあり方についてはど

うあるべきだと考えておられるのか。再度、知

事の考え方をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県に深刻な影響を与

える自然災害としましては、地震や火山の噴

火、台風や集中豪雨等による風水害などがあり

ます。最近では、霧島山の火山活動が活発化し

ており、新燃岳が再び噴火するとともに、御

鉢、硫黄山でも小規模な噴火のおそれがあるな

ど、霧島山全体で警戒が必要な状況となってお

るところであります。今この瞬間も、非常に活
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発な活動が展開されておりまして、現地の状況

を注視しますとともに、地元自治体との連携を

深めているところであります。

近年、自然災害は激甚化しており、東日本大

震災や草津白根山の噴火、九州北部豪雨など、

想定を超える規模や想定していなかった場所で

発生しており、正確な予測は困難であると受け

とめる必要があろうかと思います。災害による

被害を最小限に抑えるためには、予想を超える

災害の発生があるんだ、あり得るんだというこ

とを県民一人一人が認識し、災害が発生した場

合、直ちに、自分自身の命を守る行動がとれる

よう、さまざまな災害、時間、場所を想定した

避難訓練に積極的に取り組んでいただき、まず

は自助の力を高めることが大変重要であると考

えております。

県としましては、県民が「常在危機」の意識

を持ち、ふだんから命を守る行動について考え

ていただけるよう、啓発に一層取り組むととも

に、市町村と連携して、さまざまな場面を想定

した実効性のある避難訓練に取り組んでまいり

たいと考えております。

○坂口博美議員 今、災害に係る質問をしてい

るのは、あと５日で東日本大震災から丸７年

目、そういうタイミングがあって、それを思い

浮かべましてやっているわけなんですけれど

も。先ほど、災害の発生に関しては、正確な予

測は困難なんだというのが知事の答弁にありま

したが、南海トラフを震源域とするマグニチ

ュード８～９の地震、これについて、今後30年

以内に発生する確率を70％ないし80％と見直さ

れたのは、実際は予測困難なのに、あえてその

ような数字を公表したということになるのであ

りましょうか。この地震については、つい先日

までは発生確率70％とされていたわけでありま

す。つまり、今回、上方への幅を10％持たせた

わけでありますが、この見直しについては、こ

の変化は看過できないと専門家が判断して公表

した。すなわち、専門家が、これは公表するに

値するだけの精度があると判断した数字だと私

は受けとめておるんですが、80％という確率に

ついてはどのようにして決めているのか、危機

管理統括監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（田中保通君） 南海トラフ

地震の発生確率は、国の地震調査研究推進本部

において、毎年１月１日を基準日として公表さ

れております。その計算方法ですが、南海トラ

フ沿いでは、過去の地震の発生状況を踏まえま

して、「同じ場所で同じような地震がほぼ周期

的に繰り返す」という仮定のもと、次の地震ま

での発生間隔は、前回の地震の規模に応じて変

化するという時間予測モデルにより求められて

います。このモデルによりまして、前回の昭和

東南海・南海地震から次に起きる地震までの平

均発生間隔は、88.2年と推計されておりまし

て、本年１月１日時点では72年が経過している

ため、今後30年以内の発生確率は、70％から80

％程度となっているところであります。

○坂口博美議員 この地球が誕生してからの歴

史の長さ、そのスパンに比べると、ほんの

ちょっとしたそのリズムでというのもいかがか

なとも思うんですけれども、東日本大震災の発

生、先ほど申し上げましたように、2011年の３

月11日でありました。では、その発生の前日、

つまり同年の３月10日、この日に、今、統括監

が答弁された手法で、翌日、３月11日の巨大地

震発生確率を予測したとしたら何％という数字

が出るのでありましょうか。

○危機管理統括監（田中保通君） 東日本大震

災発生前日における翌日の地震発生確率につき
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ましては、推計は行われておりませんでしたけ

れども、地震発生後に国の地震調査研究推進本

部で発生直前の確率を推計しましたところ、10

年以内の地震発生確率は４％から６％程度と算

出されたところであります。

○坂口博美議員 10年で４～６％というと、数

字の上では、１日以内ということになると千分

の何％という確率しかありません。しかし、答

えは100％だったわけであります。今申し上げま

したように、地震あるいは噴火などに係る発生

予測については、その正解確率というのは極め

て低くて、受けとめようでは、行政の言うこと

はあんまり当てにならんということにつなが

り、危機意識が低下するなどして、住民に対し

ての避難への呼びかけや住民の避難の実行など

についても、期待する効果が逆になるのではな

いかとも思っております。

さて、本県は、地理的・自然的条件から、さ

まざまな自然災害をこうむりやすく、特に台風

や豪雨などについてはその最たるものであり、

過去に幾度もその猛威に苦しめられてきており

ます。例えば、平成17年の14号台風では、13名

ものとうとい命が奪われ、五ヶ瀬川にかかる２

つの鉄橋の崩落は、高千穂鉄道を廃線にまで追

い込みました。実はこのときは、いわゆる郵政

解散による総選挙のさなかでありましたが、県

内で4,363戸もの建物が浸水するなどしまして、

大混乱を招いたときでありました。今思います

に、災害に係る現在の知見などをもってすれ

ば、これらの被害の中には、対応のいかんでは

軽減できたものもあるのではないかと思うとこ

ろであります。このときの台風情報に係る気象

庁や県の対応などについてはどのような評価を

なされているのか、そのときの検証などについ

て、危機管理統括監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（田中保通君） 当時の災害

対応につきましては、気象情報や防災情報が広

域的なものだったため、市町村が十分活用でき

なかったことや避難勧告等の発令が遅かったこ

と、また、屋外スピーカー等からの避難の呼び

かけが、激しい風雨により、屋内の住民へ伝わ

りにくかったことなどの指摘がありました。こ

のようなことから、気象台や県では、土砂災害

警戒情報の運用を始めるなど、降雨、水位状況

の把握・伝達体制の強化や、避難勧告等の防災

情報を県民に発信するメールサービスを始めた

ところであります。また、記録的な豪雨により

河川水位が上昇し、山地の崩壊等で発生した流

木などが相まって、高千穂鉄道の鉄橋流失と

いった施設被害が生じましたが、この被災状況

を踏まえ、森林保全や河川改修等に取り組んで

いるところであります。さらに、議員発議によ

る「宮崎県防災対策推進条例」が制定されまし

て、県民、事業者、行政など、県民総力戦で本

県の防災力強化に取り組む契機になったものと

考えております。

○坂口博美議員 そういうこともありまして、

山の大切さというのをとみに訴えているわけな

んです。対応もやっているんですが、昨年の18

号台風―これは環境森林部長もですけれども

―たくさんの流木が大変な被害をもたらした

わけです。依然、なかなか難しく、積み残した

課題として残っているわけですが、昨年の九州

北部豪雨では41名の方が犠牲となっておられま

す。そして、その中の32名、約８割の方は家の

中で被災されております。そしてまた、先ほど

申し上げました平成17年の14号台風、このとき

の13名の犠牲の中の11名、これがやはり家の中

でありまして、８割になります。

ところで、静岡大学の防災総合センターが公
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表している「近年の土砂災害による犠牲者の特

徴」によりますと、2004年から2009年までの土

砂災害や洪水災害、あるいは河川災害など、豪

雨を原因とする災害での犠牲者368名を対象とし

た集計では、避難場所については、犠牲者数の

うち、屋外が64.4％、屋内が35.6％であるのに

対し、土砂災害では、屋外24.2％、屋内75.8％

となっております。このように、土砂災害では

屋内での犠牲者が際立っていることに対して、

危機管理統括監は何を思われるか、お伺いいた

します。

○危機管理統括監（田中保通君） 平成17年の

台風14号、犠牲になられた13名のうち11名が、

崖崩れ等の土砂災害により屋内で亡くなられま

した。11名の方が屋内にとどまった明確な理由

は不明でありますけれども、当時の激しい風雨

により、避難の呼びかけが住民に届きにくかっ

たことや、市町村が発令する避難勧告・避難指

示のおくれ、雨量予測などの防災関係情報の活

用不足などにより、住民の早期避難が十分に図

れなかったのではないかと、大変残念に思って

いるところであります。このため、市町村長と

のホットラインの開設など、避難勧告等の発令

についてちゅうちょなく適切に判断できるよう

支援したり、インターネット・携帯端末を活用

して防災関係情報を配信するなど、住民が早目

に避難することができるよう取り組んでいると

ころであります。今後とも、市町村との連携体

制を強化するとともに、県民の防災意識の向上

に取り組み、住民の早期避難を図ってまいりた

いと考えております。

○坂口博美議員 過ぎた時間に、もしというの

はないんですけれども、屋内で亡くなった人た

ちが、もし早く家の外へ避難していたらどう

だったかなという複雑な気持ちが湧くわけであ

ります。

さて、気象庁は、全国51カ所の観測地点にお

ける１日降雨量100ミリメートル以上の年間日数

について、20世紀初頭の30年間平均値と最近30

年間の平均値が、１地点当たり0.84から1.00へ

の約1.2倍に増加したとしております。そしてま

た、１日の降雨量だけでなく、ゲリラ豪雨のよ

うな短時間強雨の発生回数も、同様に増加傾向

にあるとしております。

ところで、九州北部豪雨についてであります

が、そのとき、福岡県朝倉市では、短時間雨量

や日雨量などの全てが、それまでの観測記録を

更新し、例えば１時間雨量が129.5ミリ、24時間

雨量は545.5ミリなどに及んだとの報道がなされ

ました。ところで、この時間に朝倉市では、観

測地点以外での解析雨量、つまり、雨量計と

レーダーの観測の長所を組み合わせ補正した雨

量でありますけれども、これが1,000ミリメート

ルにも達した場所もありました。このような現

象は、地球温暖化も大きく影響していると言わ

れており、今後さらにその傾向は続くものと思

われます。

また、近年は、マグマ活動の活発化への懸念

も言われるなど、自然災害に係る周辺環境は大

きく変わり、その危機が私どもに迫りきている

ことに県民がさらに敏感になり、災害発生時に

おける身の処し方に、危機に対する緊迫感を強

く実感させ、訓練への参加、避難呼びかけへの

反応、これらを促すような情報の伝え方ができ

ないものなのか、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 風水害等によります人

的被害を最小限に抑えるためには、住民みずか

らが早期に避難することが重要でありますが、

避難勧告等が発令されても避難しない住民も多

く、指揮をとる市町村長も苦慮されていると
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伺っております。住民が避難しない理由の一つ

に、過去の経験をもとに現状を過小評価した

り、自分は大丈夫であると思い込んでしまう

「正常性バイアス」が働くことで、避難行動が

おくれてしまうことがあると言われておりま

す。このようなことから、被害に遭う前に、住

民みずから迅速に避難していただくためには、

正確な情報とともに、危機が身近に迫っている

ことを実感できるように伝えることが大変重要

だと認識しております。

東日本大震災の３月11日を前にしてのこの御

質問でございますが、この２月に鹿児島で開催

されました防災シンポジウムの様子をツイッ

ターで拝見しましたが、東日本大震災で親族を

亡くされたある女性が、できることであれば地

震発生の３日前に戻りたいというようなことを

言っておられました。そして、今、全国各地で

被害が発生していない地域は、自分が帰りたい

と思っている３日前の状況にあるんだというよ

うな形で警鐘を鳴らしておられました。そうい

う過去の教訓をしっかりと私どもも受けとめる

必要があろうかと考えております。

近年、雨量や河川水位等の観測網の整備や気

象予測技術の発達により、いつ、どこで、どの

ような風水害が起きる危険性が高まっているの

かがわかる仕組みが整えられてきておりますの

で、これらの情報をもとに、いかに効果的に避

難を促すことができるか、関係機関等と問題意

識を共有して努力を重ねてまいりたいと考えて

おります。

○坂口博美議員 今、正常性バイアスがかかる

んじゃないかと言われましたけれども、避難を

して、何でもなかったというときに、また空振

りだったという感覚で受けとめるのではなく

て、自分自身のためにこれだけ大がかりな避難

訓練をやってくれたんだ、実態に物すごく近い

訓練を自分が主人公としてやってもらったんだ

というような感覚で受けとめるように、それは

私も含めてなんですけれども、そういう機運を

醸成していただきたいということをぜひ期待し

ております。

いずれにしましても、自然災害の発生を抑制

するということは、今日の科学や技術をもって

してもかなわぬことであります。そういった

中、我が国ではこれまで、土砂崩れや火山の噴

火、あるいは水害や地震等々、数々の被害を受

けてきました。そして、多くのとうとい命が犠

牲となるなどの結果、例えばハード面では、一

定の構造基準を限度としての防災・減災対策が

行われ、そしてまた、それが被災し、壊れたら

また長い時間と巨費を費やして復旧・復興を図

るということがなされてきたわけであります。

つまり、大規模な被害や犠牲に甘んじた後に防

災基準などをまた見直し、そして事後対策をや

るという繰り返しの歴史でありました。これら

の反省から、とにかく守れる命は一つでも守

り、経済社会への被害が致命的になることは断

じて回避し、被災時には迅速なる回復が確保で

きる国をつくる。つまり、大規模災害等に備え

た国全体にわたっての強靱な国づくりとして、

国土強靱化政策の推進を決めたわけでありま

す。

ところで、この政策では、国の示す基本方針

に基づいて地域計画をつくるようにということ

を国は地方に求めておりましたが、本計画策定

に際しての基本的考え方はどういうものであっ

たのか、計画の概要とあわせ、危機管理統括監

にお伺いいたします。

○危機管理統括監（田中保通君） 本県の国土

強靱化地域計画は、いかなる災害等が発生しよ
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うとも、人命の保護、県及び社会の重要な機能

の維持、県民の財産及び公共施設等の被害の最

小化、迅速な復旧・復興が図られることを基本

目標としまして、「強さ」と「しなやかさ」を

持った安全・安心な県土・地域・経済社会の構

築に向けた地域強靱化を推進することを基本的

な考え方としております。

また、計画は、南海トラフ地震等の大規模自

然災害に対する脆弱性を評価し、その結果を踏

まえまして、起きてはならない最悪の事態を回

避するために必要な施策を、産業、交通・物

流、国土保全など、13の分野ごとにまとめたも

のとなっており、また、この地域計画に基づい

て実施されます取り組みについては、国が交付

金や補助金を一定程度配慮し、地方自治体の取

り組みを支援することとされております。

○坂口博美議員 その財源、国が一定程度配慮

するとしているハード事業に要する経費につい

てでありますが、これにつきましても、通常の

公共事業同様に、一般会計の中での予算づけと

なるわけであります。そういった中での予算獲

得のあり方でありますが、これまでに進められ

てきた社会資本整備に対する投資効果などの事

業評価、そして、国土強靱化のための施設とし

て整備することとなる社会資本に対しての予算

配分の考え方、これの間にはおのずと異なるも

のがあろうかと存じます。そうなりますと、社

会資本整備のための一般会計予算の枠の中で、

それぞれ異なった角度からの評価結果をもって

国への予算要求をすることになるわけでありま

すが、本県分のこれまでのような、生活の利便

性の向上等に資するため等の視点から整備する

社会資本、そして、国土強靱化のための施設と

して整備することとなる資本整備、それぞれの

予算の確保についてどう考えておられるのか、

知事に御所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 道路や河川等の社会資

本整備の推進は、地方創生や生活の利便性向

上、さらには国土強靱化など、あらゆる施策の

基盤となるものであり、極めて重要であると認

識しております。このため、私自身が、あらゆ

る機会を捉えて、国に対しまして、地域経済の

発展につながります高速道路などの交通ネット

ワークの整備、また、防災・減災対策としての

河川などの整備につきまして、国の公共事業予

算の確保や、本県への重点配分などを要望して

きたところであります。さらに、切迫する南海

トラフ地震や激甚化する豪雨など、大規模自然

災害から県民の生命を最大限守るため、国土強

靱化を加速して進めることができるよう、全国

知事会等とも連携を図りながら、新たな予算枠

の創設についても繰り返し要望しているところ

であります。今後とも、県議会や市町村、経済

団体等と一緒になりまして、必要な公共事業予

算の確保に全力で取り組んでまいりたいと考え

ております。

○坂口博美議員 今、新たな予算枠の創設につ

いて国に求めていると言われましたけれども、

具体的にはどのようなことを求めておられるの

か、再度お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 国土強靱化に資する社

会資本整備には、多額な予算が必要となってま

いります。既存の予算の枠内での配分となりま

すと、生活の利便性向上等の事業進捗にも大き

く影響することが懸念されるわけであります。

このため、国土強靱化に資する緊急性の高い対

策を加速して進めることができるよう、例え

ば、東日本大震災を教訓に、緊急性が高く、即

効性が高い防災・減災対策を全国的に実施する

ために創設され、平成27年度に廃止されたわけ
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でありますが、全国防災対策費のような、新た

な財政支援制度の創設を要望しているところで

あります。

○坂口博美議員 どういった費目であるにせ

よ、今の日本の財政状況のもとでは、一般会計

からの歳出というのは、どこかをふやせばどこ

かを減らさなければならないという限界が、ま

ずあると思います。私は、国土強靱化のための

財源は、この際、会計的に独立させた形、今お

答えがありましたように、全国防災対策費のよ

うに別会計というものを考えるべきではない

か、そして歳入についても、その目的税という

ものを創設して確保がなされるべきで、森林税

というのが今度始まりますけれども、それも国

土保全、国土強靱化の中の一つの項目だと思う

んです。ですから、それらをくるめた中から森

林税にかわるものを森林行政に出していくとい

うような、もっと壮大な国土強靱化、その財

源、これらのあり方について、国に検討させる

べき、そして実現を求めるべきではないかと

思っております。

それから、そういったことで国土強靱化、公

共事業を進めるには、その担い手である建設業

の存在というのは不可欠であるわけであります

が、その建設業においては、我が党の黒木議員

の代表質問にもありましたように、周辺の環境

は大変厳しく、県としても同じ認識を持ってお

り、建設業の経営基盤の強化を図っていくとい

う考え方を示されたわけであります。そして、

そのために、まず、安定的事業量を確保すべく

全力で努力するとのことでありましたが、安定

的な事業量とは具体的にはどのようなことなの

か。また、国に対し、本県への予算の重点配分

を求めていくとも答えられたわけであります

が、その際、何をもって本県への予算配分の重

点化を達成しようとされているのか、知事にお

伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 安定的な事業量の確保

とは、建設投資がピーク時から大きく減少する

中で、高速道路を初めとする交通ネットワーク

の整備や、防災・減災対策などの社会資本整備

を計画的に進めるために必要な予算を持続的に

確保することでありまして、このことが、円滑

な社会資本整備を担う建設産業の経営基盤の安

定につながるものと考えております。

予算の重点配分につきましては、これまで

も、私が先頭に立って要望してきたところであ

りまして、今年度は、国土交通省から県及び市

町村事業に対して、全国の伸び率を上回る当初

予算の配分がなされたところであります。さら

に、今回の補正予算におきましても、全国で12

番目に多い予算額の内示をいただいたところで

あります。今後とも、国に対しまして―現

在、本県におきましては、新たな企業の立地な

ど、社会資本整備のストック効果が目に見えて

あらわれてきております。こういう今だからこ

そ、社会資本整備がおくれた本県にも重点投資

すべきであると強くアピールしますとともに、

切迫する南海トラフ地震や激甚化する豪雨対策

など、国土強靱化に向けた取り組みの必要性を

強く訴えて、必要な予算の確保に努めてまいり

たいと考えております。

○坂口博美議員 重点配分への理屈づけ、これ

はどこも同じだと思うんです。ですから、いか

に足しげく、そして、県の置かれている状況あ

るいは考え方を理解していただけるか。それは

やはり頻繁に出向くことかなと思っております

ので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。

そしてまた、同様に若手技術者の育成につい

ても、黒木議員の質問に述べられたわけであり
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ますが、若手技術者、新規就業者、そして中途

離職者等の近年の動きはどうなっているのか、

それについての御所見とあわせ、県土整備部長

にお伺いいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 平成27年の

国勢調査によりますと、県内の建設業就業者の

うち、29歳以下の若年者は全体の１割程度と

なっており、平成12年以降、年々減少している

状況にあります。この中で、昨年３月に県内の

高校を卒業し、県内の建設業に就職した人数

は136人でありますが、近年、この数も減少傾向

にあります。また、宮崎労働局によりますと、

平成26年３月に県内の高校を卒業し、県内の建

設業に就職した者の３年以内の離職率は、５割

を超えており、その前年、前々年の就職者も同

様であります。このような中でも、先月、産業

開発青年隊の修了式が行われ、35名が県内の建

設業関係に就職いたしましたが、将来の担い手

として、その成長を期待しているところであり

ます。しかしながら、建設産業の担い手を確保

し、その定着を図ることは極めて厳しいものが

あると認識しており、今後とも、危機感を持っ

て取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。

○坂口博美議員 そしてまた、働き方改革の実

現のために、週休２日の確立を進めるとも言わ

れました。建設業においては、現場で直接工事

に携わる人、本社や支店において社業にかかわ

る人など、さまざまでありますが、どういった

人たちを対象として週休２日制を図られるの

か、お伺いいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 建設業は、

他産業と比較して労働時間が長く、休日が少な

いことが課題となっており、労働者の健康確保

やワーク・ライフ・バランスの改善等、より働

きやすい職場環境づくりが必要となっておりま

す。このような中、昨年３月に国が策定した

「働き方改革実行計画」に基づき、国土交通省

においては、週休２日の推進などの各種の取り

組みが行われているところであります。このた

め、県においても、昨年度から、建設工事にお

ける週休２日の確保や、女性を含め、誰もが働

きやすい現場環境の整備に取り組んでいるとこ

ろであります。議員御質問の、県が試行してお

ります週休２日工事につきましては、国の取り

組みを踏まえ、建設現場で実際の施工に携わる

労働者を対象に実施するものでありますが、今

後は、建設業に従事する全ての方々に週休２日

を初めとする働き方改革が広がることを期待し

ているところであります。

○坂口博美議員 週休２日となると、当然、工

事に要する期間というのは長くなるわけであり

ます。そうなると、それに伴って、会社として

は負担がふえることになりますが、これを改善

しなければ、その実現には無理が伴うわけであ

ります。それに係る考え方を県土整備部長にお

伺いいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 県では、現

在、週休２日工事の試行を行っているところで

ありますが、実施に伴う建設業者の負担を軽減

することが大変重要であると考えております。

このため、週休２日の実施による安全施設や現

場事務所等の経費の増加対策として、本年２月

から、国の取り組みを踏まえ、週休２日を達成

した場合には、共通仮設費と現場管理費の割り

増しを行うこととしたところです。さらに、週

休２日工事の試行の拡大を図るため、受注者が

希望すれば対象工事とする方式を、新たに追加

したところであります。なお、週休２日の実施

においては、工程調整の難しさや日給制の労働
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者等の処遇などの課題もあることから、引き続

き、建設業団体等とも連携を図りながら、週休

２日工事の促進にしっかりと取り組んでまいり

たいと考えております。

○坂口博美議員 日給制労働者の処遇が課題と

して残るということでありました。共通仮設費

と現場管理費の割り増しだけでは、この方たち

の経費は直接工事費に計上されるわけでありま

すから、割り増しの影響はここには及ばないわ

けであります。それどころか、この人たちは現

場に出て初めて所得できるわけですから、例え

ば週休１日が週休２日になると、仮にそれまで

１カ月に25日働いていたとすると、今度は１カ

月に４日休みがふえて21日分の賃金しか収入で

きなくなる。仮に１日１万円なら、月25万円か

ら21万円への減収であります。ただでさえ人手

不足の建設業の中でも、特に不足が著しい現場

でありますから、これを引き金にさらに離職者

がふえてしまう。この方たちが自分の意に添わ

ず休まざるを得なくなる１カ月の中の４日は、

積算の中に労務費の割り増しなど計上する必要

があると考えますが、再度伺います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 週休２日を

初めとする働き方改革の推進につきましては、

国が開催するさまざまな会議において、議論が

行われているところであります。私自身も昨

年、九州ブロック部長会議に出席し、その際、

日給制労働者などの賃金確保について課題提起

したところであり、他県からも同様の意見が出

されるなど、重要な課題として認識されている

と考えております。このような中、国におい

て、週休２日工事における労務費の積算のあり

方について、さらなる検討が進められていると

伺っております。今後とも、国の動向を注視す

るとともに、建設業団体等の意見も伺いなが

ら、職場環境の改善に取り組んでまいりたいと

考えております。

○坂口博美議員 よろしくお願いします。

この際、もう一点伺います。例えば４週８休

を目指すも、結果として７休あるいは５休など

となってしまったような場合、さらには、外的

な要因によって、施工計画上４週８休に限界が

あったなどの場合、その対価となる割り増し補

正はどうなるのか、お伺いいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 現在、県が

実施している週休２日工事については、国の取

り組みを参考に、４週８休の実現を目指し、試

行しているものであります。今回の現場管理費

等の割り増し補正の取り扱いについては、国に

準じて、実際に４週８休を達成したことを実施

工程表等で確認した場合に適用することとして

おります。なお、試行における休日について

は、例えば、当日が休日予定の日に、発注者が

災害等の緊急時に作業を要請した場合、休日と

して取り扱うほか、受注者・発注者間の協議に

より、受注者の責によらないと判断できる場合

についても、休日として取り扱うこととしてお

ります。県としましては、試行を始めたところ

であり、御質問にありますようなさまざまな課

題があると十分認識しており、引き続き、週休

２日工事の適切な運用に努めてまいりたいと考

えております。

○坂口博美議員 ぜひよろしくお願いをしてお

きます。

次に、ＪＲ九州の問題について伺います。

旧国鉄が分割民営化された折に、ＪＲ九州に

は、輸送部門における将来の経営赤字分を補塡

し、路線を維持させるためとして、経営安定基

金3,877億円が渡されております。平成27年５月

の衆議院国土交通委員会において太田大臣は、
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この基金はＪＲ固有の資金である旨説明してい

ますが、知事はこの基金の帰属をどこだと考え

ておられるか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） ＪＲ九州など３社に設

置されました経営安定基金につきましては、昭

和61年の日本国有鉄道改革に関する特別委員会

において、当時の運輸大臣が、「新会社の発足

に当たって、三島会社に対して固有の資産とし

て一定の基金を設定する特別の措置」と述べて

おりまして、固有の資産であったと認識してお

ります。

○坂口博美議員 当時は、後に総理大臣になる

橋本運輸大臣だったわけでありますが、ＪＲ九

州は、債務については、これを承継せずに国鉄

に残したまま、基金だけを受け取って会社をス

タートさせたわけであります。ですから、当

時、この基金のことを手切れ金とやゆする人た

ちもありました。当時の国鉄により、これだけ

の大きな基金がどのように設置されたのか、知

事にお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 経営安定基金は、ＪＲ

九州など営業赤字が見込まれる３社が、国鉄か

ら引き継ぐ鉄道事業を経営するのに必要な資産

であることから、日本国有鉄道改革法第12条に

基づき、国鉄が必要な資金を債務として負担す

ることにより、設置されたものであります。具

体的には、国鉄から長期債務等を引き継いだ国

鉄清算事業団が、土地やＪＲ株式の売却収入を

財源として造成されたものであります。

○坂口博美議員 その基金が設置された折、国

鉄は巨額な債務を抱え、既に破綻状態にありま

した。そのような状況下で、今の答弁のよう

に、その国鉄が、全く別の法人であるＪＲ九州

の固有の資産となる基金に対し、債務の責を負

う。すなわち、その原資は国鉄が支払うなどと

いうことがなぜ可能であったのか、全く理解に

苦しみます。ある意味、これは詐害行為にも当

たるのではないかとすら思いますが、このよう

なことがなぜ認められたのか、知事にお伺いい

たします。

○知事（河野俊嗣君） ＪＲ九州、ＪＲ北海道

及びＪＲ四国が国鉄から引き継ぐ鉄道事業等に

つきましては、国鉄から長期債務を承継せず金

利負担を負わないこととしても、なお損失が生

じることが予想されたところであります。この

ため、これらの３社に基金を置き、その運用収

益を事業の運営に必要な費用に充てることがで

きるように措置することにより、健全な事業運

営を確保し、公共交通ネットワークの維持を図

るために認められた特別の措置であると考えて

おります。

○坂口博美議員 このときの３社分の基金を合

わせると、１兆3,000億円にもなるわけでありま

すが、解体が目前に決まっている破綻状態にあ

る法人に、重ねて債務を負わすべく国鉄法の一

部改正をやり、これを実行したわけでありま

す。ところで、その後に公布されるＪＲ会社法

では、この基金について幾つかの制約を課して

おりますが、その一つに、今、答弁のありまし

た公共交通ネットワークの維持があります。果

たしてその認識をＪＲ九州は持っているのか、

疑問に感ずるのでありますが、知事はどう思っ

ておられるか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） ＪＲ九州の完全民営化

に当たりましては、経営安定基金の公的な機能

・目的を実質的に確保する観点から、将来の鉄

道ネットワークの維持・向上に必要な鉄道資産

への投資などに充当することとされたところで

あります。完全民営化に向けた法改正の国会審

議の場におきまして、国土交通大臣は、「国鉄
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改革において、ＪＲ九州は、経営安定基金に

よって不採算路線を含めた鉄道ネットワークを

維持していくよう制度設計がなされている。そ

れは民営化後も変わらない」と述べておりま

す。また、同じ場でＪＲ九州の青柳社長は、

「九州のネットワークの維持は、鉄道事業を中

核とする当社にとって重要な役割である。今後

とも、ネットワークの維持、活性化に努める」

と答弁されておりますので、ＪＲ九州もそのよ

うに認識されているものと考えております。

○坂口博美議員 確かに青柳社長は、そのよう

な発言を国会の場において幾度も繰り返してお

るわけであります。加えて、その際に、「通勤

・通学については、利便性の向上に努める」と

まで明言しておるわけであります。大変立派な

心がけと敬意を表するわけであります。しか

し、その後がよろしくありません。今度はいき

なり、減便やワンマン運転の拡大を行うとの考

えを一方的に示したわけであります。これに対

する知事の考え方についてお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今回の減便等の発表や

特急ワンマン運転の拡大につきましては、県議

会を初め、沿線自治体や九州各県とも連携し、

直ちにＪＲ九州に強く見直しを要請しますとと

もに、県独自でも減便等の影響を調査しまし

て、県民の生活の実態、また県民の声というも

のを伝えてまいりました。その結果、吉都線の

最終便への対応はなされた。これは九州で唯

一、このような対応がなされたところでありま

すが、減便など全体の見直しは実施されなかっ

たところであります。県としましては、今後の

ダイヤ改正も見据えながら、引き続き、ＪＲ九

州に地元の声を届けるとともに、特急のワンマ

ン運転についても問題が生じないかを注視し、

検証についても求めていきたいと考えておりま

す。

○坂口博美議員 九州で宮崎だけが１便もとに

戻せたというのは、これは評価したいと思いま

す。今回のＪＲ九州の行為というのは、乗客数

の減等による輸送部門の経営に係る判断からの

ものであると伺っております。果たして、今回

の減便や特急のワンマン化などでいかほどの経

営への貢献があるのでありましょうか。ＪＲ九

州では、鉄道事業部分でどの程度の赤字を生

じ、今回行おうとしている減便等により、その

改善にいかほどの貢献をなすとしているのか。

会社側の説明について、知事にお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） ＪＲ九州からは、2017

年３月期の鉄道事業の収支は、実質的に87億円

の赤字と伺っております。また、今回の減便な

どによります路線別の経営改善効果についてＪ

Ｒ九州に改めて確認したところ、「調べていな

い」との回答でありました。

○坂口博美議員 減便あるいはワンマン化で節

減できる金額では、今言われた87億円もの赤字

には、いささかの効果もないことは明白であり

ます。恐らく会社側は、さらなる減便はもちろ

ん、今後、地方路線の廃止まで考えているので

はないかとも思いますが、これについては、会

社には公共交通機関としての重い使命があるの

だということをしっかりと自覚、認識すべく、

今回の問題を白紙へ戻すこととあわせ、強く訴

えていくべきと思いますが、知事の考えをお伺

いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 私は、ＪＲ九州は、完

全民営化後も、公共交通機関として路線の維持

に重大な使命を負っているものと考えておりま

す。今回、一方的な減便などの通告を受け、九

州各県、沿線自治体とも改めて強い危機感を共

平成30年３月６日(火）



- 266 -

有したところであります。このため、九州各県

などとも今後一層力を合わせて、ＪＲ九州に私

が直接、地域の実情を訴え、地域住民の立場に

立って路線の維持や利便性の確保を図っていた

だく。そのような努力を重ねてまいりたいと考

えておりますし、地域の公共交通機関としての

責務を今後とも果たしていくよう、強く求めて

まいりたいと考えております。

○坂口博美議員 ぜひ、主張すべきはしっかり

主張していく必要があると思います。

今回の問題には、民営化に際し、まるでウル

トラＣとも言えそうな手法で造成された基金、

これによって地方路線を維持させるという、極

めて政治的な判断があったと考えるべきで、実

質上の破綻法人の債務による基金設置がありま

した。そうであれば、これを認めた国にも、Ｊ

Ｒ九州と同様に、その責任を果たさせることを

求める必要があると考えます。あの基金を含

め、清算事業団が負うこととした長期債務37

兆1,000億円、この中の24兆2,000億円分は、そ

の後、平成10年には国へと承継されているので

あります。つまり、国民の負担へと迂回してき

たのであります。なぜこのようなことが認めら

れるのか。それは、鉄道事業の極めて高い公益

性によるのだと思います。

知事は、当初この問題が浮上した折、マスコ

ミ取材に対して、まだ正式発表ではないのでコ

メントはない旨の発言をされております。本当

なら、そのとき知事は、そのような事態に至れ

ば、いかに宮崎へのダメージが大きいかを感じ

て、顔色を変え、この勝負は正式発表前につけ

なくては、決定してからでは遅い、今、唯一の

機会くらいの危機感と憤りとを持つようでなけ

れば、11月議会での発言、「宮崎県出身のどな

たよりも宮崎を思う気持ちは強い」の言葉も、

ただ私には空しく聞こえるわけであります。そ

してまた、青柳社長にも、公益性の何たるかを

よく理解させ、そして、ＪＲ九州を支える株主

に対しても、極めて重大な公益性を有する企業

の株主であることへの理解を得る努力を、社長

の責任においてしっかりと果たしていただくべ

く申し入れるべきであると思います。

私どもが決して忘れることのできない口蹄疫

での悲しい思い。あのときには、いかなる法律

をもってしても殺すことはできなかったはずの

おびただしい数の健康な家畜までをも犠牲とし

ました。法律ではできなかったわけです、殺す

ことは。あのときに、法律を超えての殺処分と

いう行為が許されたのは、それに優先すべく公

共の利益があったからであります。日本の家畜

が全滅することを防ぐという極めて大きな公益

性、日本から畜産という産業が消えていく、こ

れを防ぐという極めて大きな公益性があったか

らであります。あのときの畜産農家の気持ち、

県民の気持ち、国に、青柳氏に、そして株主に

は、ここに学んでいただく必要があると思いま

す。

壇上から申し上げましたように、「宮崎を思

う心は、宮崎県出身の人以上のものを持ってい

る」旨の発言を知事はなされております。しか

しながら、再度申し上げますが、今回のＪＲ問

題に係る知事のコメントなどを聞くとき、果た

してそうかな、あなた以上の宮崎思いは県民の

中に少なくはないやも知れぬとも思いました。

耳痛く、また、心外な思いもあるやもしれませ

んが、「西郷どん」が始まったこの時期に、宮

崎の大業を命にかえてでもなし得るリーダーで

あってほしいと願い、そしてまた、次期も間近

に迫っておるということをあわせ考えながら、

あえてこのことを知事にくどくどと申し上げま
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した。ぜひとも県民の代表として命をかけてい

ただきたい、筋を通していただきたいというこ

とを申し上げまして、質問を終わります。あり

がとうございました。（拍手）

○ 原正三議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案第54号及び第84号採決

○ 原正三議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第84号までの各号議案を、一括議

題といたします。

質疑の通告はありません。

まず、教育委員会委員及び公害審査会委員の

任命の同意についての議案第54号及び第84号に

ついて、お諮りいたします。

両案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○ 原正三議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第54号及び第84号について一括お諮りい

たします。

両案については、同意することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○ 原正三議長 御異議なしと認めます。よっ

て、両案は同意することに決定いたしました。

◎ 議案第１号から第53号まで及び第55号

から第83号まで並びに請願委員会付託

○ 原正三議長 次に、議案第１号から第53号

まで及び第55号から第83号までの各号議案並び

に新規請願は、お手元に配付の付託表のとお

り、それぞれ関係の委員会に付託いたします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす７日及び８日は、常任委員会のため、本

会議を休会いたします。

次の本会議は、９日午前10時から、平成29年

度補正予算関係議案についての常任委員長の審

査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時52分散会
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平 成 3 0 年 ３ 月 ９ 日 （ 金 曜 日 ）

午前 時０分開議10

出 席 議 員（ 名）36
（ ）1番 武 田 浩 一 自由 民 主 党 く し ま
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常任委員長審査結果報告（議案第55号◎

から第83号まで）

これより本日の会議を開きま○ 原正三議長

す。

本日の日程は、平成29年度補正予算関係議案

についての常任委員長の審査結果報告から採決

までであります。

議案第55号から第83号までの各号議案を一括

議題といたします。

ここで、常任委員長の審査結果報告を求めま

す。まず、総務政策常任委員会、二見康之委員

長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○二見康之議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました補正予算

関係議案は、議案第55号外６件であります。慎

重に審査をいたしました結果、議案第83号につ

いては、原案主文のとおり棄却すべきものと決

定し、その他の案件については、お手元に配付

の議案委員会審査結果表のとおり決定いたしま

した。

なお、議案第70号及び第72号については賛成

多数により、その他の議案については全会一致

により決定しております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、平成29年度宮崎県一般会計補正予算

（第６号）についてであります。

今回の補正は、国の平成29年度補正予算の成

立及び公共事業費等の国庫補助の決定に伴うも

の、その他必要とする経費について措置するも

のであります。補正額全体としては、10 4

億8,800万円余の減額となっておりますが、国の

補正予算に伴う経費として233億5,900万円余が

増額計上されております。

歳入財源の主なものとしては、県税が24

億8,000万円、地方交付税が24億5,100万円余、

県債が22億3,500万円余の増額となる一方で、諸

収入が90億5,900万円余、繰入金が80億6,400万

円余の減額となっております。この結果、補正

後の一般会計の予算規模は5,774億3,400万円余

となります。

このうち、総合政策部の補正予算は、一般会

計で６億100万円余の減額、特別会計で1,000万

円余の増額であり、この結果、一般会計と特別

会計を合わせた補正後の予算額は126億円余とな

ります。

また、総務部の補正予算は、一般会計で66

億2,300万円余の増額、特別会計で21億7,100万

円余の減額であり、この結果、一般会計と特別

会計を合わせた補正後の予算額は2,767億3,900

万円余となります。

次に、日豊本線高速化調査の結果についてで

あります。

このことについて当局より、「大分―宮崎間

及び宮崎―鹿児島間の日豊本線の高速化を検討

するために必要な手法や費用についての調査を

実施した結果、カーブを緩やかにする曲線改良

や新型車両の導入、一部新線建設などの最大限

の整備を実施した場合は、2,762億円程度の整備

費用で、大分―鹿児島間において約１時間の時

間短縮が見込まれる」との報告がありました。

これに対して委員より、「高速道路も含めた

社会資本整備のおくれが、本県の経済発展を阻

害していることは間違いなく、その解消に向け

た県民の期侍は大きいと思われるが、今後、こ

の基礎データをどのように活用していくのか」

との質疑があり、当局より、「平成27年度に実

施した東九州新幹線の調査結果も含めて、今

平成30年３月９日(金）



- 273 -

平成30年３月９日(金）

後、国やＪＲ等と議論していくための基礎資料

として活用し、将来の高速鉄道網のあり方を検

討してまいりたい」との答弁がありました。

次に、新燃岳を初めとする霧島山における火

山防災対策についてであります。

このことについて委員より、今後の人的被害

への懸念や、新燃岳の噴火に伴って降灰が確認

されている露地野菜などの農家経営に対する影

響を心配する声があったほか、火口からの警戒

範囲や火山ガスの観測に関する質疑などがあり

ました。

当委員会といたしましては、本県における霧

島山の火山防災対策は喫緊の課題であることか

ら、関係市町はもとより、関係機関や県関係部

局と連携しながら、引き続き、被災状況の情報

共有を図るとともに、県民の安全確保及び降灰

対策などのさまざまな対策を迅速かつ的確に講

じていただくよう要望いたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、厚生常任委員会、右松○ 原正三議長

隆央委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○右松隆央議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました補正予算

関係議案は、議案第55号外２件であります。慎

重に審査をいたしました結果、お手元に配付の

議案委員会審査結果表のとおり、いずれも全会

一致で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、福祉保健部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で71億4,000万円余の

減額、特別会計で5,900万円余の増額であり、こ

の結果、一般会計と特別会計を合わせた補正後

の予算額は1,032億4,500万円余となります。

このうち、動物愛護センター運営についてで

あります。

このことについて委員より、「昨年４月に同

センターが開所したが、どのように機能してい

るのか」との質疑があり、当局より、「県と宮

崎市、そして動物愛護団体等とも連携を図りな

がら、毎週譲渡会を実施し、平均で86名もの参

加をいただいている。ことし１月末の犬及び猫

の殺処分数は446頭であり、昨年の同時期と比較

して犬は77頭、猫は202頭減少していることか

ら、その成果が上がっていると考えている。ま

た、動物愛護の精神を育むための「いのちの教

育」にも多くの小学校に参加いただいている」

との説明がありました。

これに関連して委員より、「先般、県内で何

十頭も犬を飼っていて、狂犬病予防法違反で逮

捕された事例もあるので、そのような不適切な

扱いについての苦情相談があった場合には、地

域や警察とも連携しながら、適切な指導に努め

ていただきたい」との要望がありました。

次に、児童相談所費についてであります。

このことについて委員より、「増額補正を行

うとのことであるが、どのような実態があるの

か」との質疑があり、当局より、「昨年度の一

時保護の延べ児童数が6,211名であったものが、

今年度は12月の段階で既に6,800名を超えてい

る。これは、乳幼児に関する虐待の相談がふえ

ており、安全確保のために一時保護となったケ

ースが多かったことによるものと考えられる」

との答弁がありました。

また、委員より、「家庭における虐待を防ぐ

ために、これからどのような対策が必要と考え

るか」との質疑があり、当局より、「面前ＤＶ
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等による心理的虐待が増加している傾向にある

が、保護者が虐待と認識せずに行っている事例

もあることから、子供にとって何が虐待に当た

るかということの理解を深めるための啓発に力

を入れたい」との答弁がありました。

次に、県立病院経営改善事業についてであり

ます。

このことについて当局より、「今年度委託し

た医療専門のコンサルタント会社が、各病院を

定期的に回り、病院における課題とその解決策

を、医師を含めた現場スタッフに提案し、各病

院が医療提供体制や看護業務の効率化などに主

体的に取り組んだ結果、今年度は、約２億5,000

万円程度の収支改善が見込まれる」との報告が

ありました。

当委員会としましては、当事業の収支改善効

果が確実にあらわれていることを評価するとこ

ろでありますが、新病院建設に向けて、さらに

地域連携を進め、病床稼働率を上げるなどの課

題に積極的に取り組んでいただくよう要望しま

す。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、商工建設常任委員会、○ 原正三議長

渡辺創委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○渡辺 創議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました補正予算

関係議案は、議案第55号外13件であります。慎

重に審査をいたしました結果、お手元に配付の

議案委員会審査結果表のとおり、いずれも全会

一致で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で93億2,400万円余の

減額、特別会計で2,200万円余の増額であり、こ

の結果、一般会計と特別会計を合わせた補正後

の予算額は335億3,200万円余となります。

このうち、企業立地促進補助金についてであ

ります。

このことについて当局より、「今年度交付申

請を予定していた一部の企業において、補助金

算定のベースとなる雇用者数が計画数に達しな

かったこと等により、約１億9,800万円余の減額

となる」との説明がありました。

このことについて委員より、「雇用者数が計

画数に達しなかった背景は、人手不足なのか、

企業が計画を変更したからなのか。また、人手

不足の場合、既存の中小企業等の人材確保に影

響を与えてはいないのか」との質疑があり、当

局より、「計画どおりに雇用が進んでいない背

景として、全体的な人手不足を受け、地場企業

を含めて人材確保に苦労しているという話も聞

いている。県内で人材を確保するためには、今

後とも、ＵＩＪターンや早い段階でのキャリア

教育なども含め、いろいろな方策を考える必要

がある」との答弁がありました。

これに関連して委員より、「今後、人口減少

時代における人材確保対策として、例えば女性

の社会進出や定年の延長などの多様な働き方に

目を向けるべきである。人材確保を目的に本県

へ立地する企業もあると思うが、人手不足の影

響が地場企業に出ているのであれば、大所高所

の視点で現状を捉え、時代に合った対策を検証

することも必要ではないか」との意見がありま

した。

次に、県土整備部の補正予算についてであり

ます。

平成30年３月９日(金）
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今回の補正は、一般会計で36億9,600万円余の

増額、特別会計で6,100万円余の減額であり、こ

の結果、一般会計と特別会計を合わせた補正後

の予算額は749億600万円余となります。

次に、総合評価落札方式における低入札価格

調査制度の取り扱いについてであります。

これは、国から、総合評価落札方式には最低

制限価格制度ではなく、低入札価格調査制度の

活用等により、ダンピング受注の防止を徹底す

るよう要請があったことから、本年６月から当

該制度を「土木一式・建築一式の特Ａ級」で試

行し、段階的に適用を拡大していくものであり

ます。

このことについて委員より、「この制度がど

のようにダンピング受注の防止につながるの

か」との質疑があり、当局より、「新たに失格

基準価格を設けるとともに、低入札調査基準価

格を下回った場合、12の調査項目を設けて、か

なり厳しく低入札価格調査を実施することで、

ダンピング受注の防止になる。また、低入札調

査基準価格以上の業者には10点という非常に大

きい施工体制評価点を加点すること等が、ダン

ピング防止への相当なインセンティブになると

考えている」との答弁がありました。

これに関連して別の委員より、「発注者とし

て、受注者の健全経営と工事の品質確保が大事

であり、低入札価格調査においてダンピングが

疑われる者は排除すべきである」との意見があ

りました。

当委員会といたしましては、低入札価格調査

制度への移行に当たっては、品確法の趣旨に鑑

み、ダンピング受注につながらないよう取り組

みを徹底していただくことを要望いたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、環境農林水産常任委員○ 原正三議長

会、後藤哲朗委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○後藤哲朗議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました補正予算

関係議案は、議案第55号外５件であります。慎

重に審査をいたしました結果、お手元に配付の

議案委員会審査結果表のとおり、いずれも全会

一致で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、環境森林部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で24億6,800万円余の

減額、特別会計で4,200万円余の増額であり、こ

の結果、一般会計及び特別会計を合わせた補正

後の予算額は195億8,800万円余となります。

次に、みやざき林業大学校（仮称）について

であります。

このことについて当局より、基本計画案等の

説明があり、委員より、「林業の成長産業化の

ためには、山に一生をささげるほどの気概を

持った方に応募してもらい、林業の担い手とし

て育成することが必要であるが、そういった機

運をどのように醸成するのか」との質疑があ

り、当局より、「若い世代に林業への理解を深

めていただくことが重要となるが、これまで林

業に関する情報が十分に行き届いていない実態

もあった。このため、高校等のニーズを踏まえ

ながら、生徒や保護者へきめ細かな情報が行き

渡る仕組みづくりなどに取り組んでまいりた

い」との答弁がありました。

また別の委員より、「応募者をふやすために

は、若者が憧れる学校にする必要もあることか

ら、魅力ある大学校となるよう、校風や施設等
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についても検討を重ねていただきたい」との要

望がありました。

次に、耳川広域森林組合における不適正事案

についてであります。

このことについて当局より、「当組合の元職

員が出資金を着服していた事態を受け、今後

は、県森林組合連合会と連携し、他の森林組合

も含め、内部牽制機能の強化やコンプライアン

ス意識の啓発等の指導を強化するとともに、県

が定期的に行っている常例検査については、検

査項目を見直すなど、検査技術の向上に努め

る」との報告がありました。

当委員会といたしましては、森林の保全等に

おいて重要な役割を担う森林組合の健全な運営

が確保されるよう、検査や指導等をより一層強

化していただくことを要望いたします。

次に、農政水産部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で16億7,700万円余の

増額、特別会計で100万円余の減額であり、この

結果、一般会計と特別会計を合わせた補正後の

予算額は428億6,000万円余となります。

最後に、宮崎牛の国内外へのＰＲ等について

であります。

このことについて当局より、「ロサンゼルス

で開催されたアカデミー賞授賞式後のパーティ

ーの食材として宮崎牛が採用され、ノミネート

俳優や招待客等約1,500人に対し提供されるとと

もに、授賞式に先立って行われた披露イベント

においては、世界各国のメディア約550社に対

し、アカデミー賞公式シェフから、「やっと最

高の牛肉に出会えた。オスカー像を贈りたい」

と紹介されたことなどから、知名度アップに大

きく貢献するものと期待している」との報告が

ありました。

当委員会といたしましては、世界から注目を

浴びる場において、宮崎牛が披露され、好評を

得たことは、非常に喜ばしいことであり、また

とない好機であることから、関係団体と連携

し、国内外へのＰＲやブランド力強化に存分に

生かしていただくよう要望いたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、文教警察企業常任委員○ 原正三議長

会、新見昌安委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○新見昌安議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました補正予算

関係議案は、議案第55号外２件であります。慎

重に審査をいたしました結果、お手元に配付の

議案委員会審査結果表のとおり、いずれも全会

一致で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、教育委員会の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で25億3,000万円余の

減額、特別会計で４億8,100万円余の増額であ

り、この結果、一般会計と特別会計を合わせた

補正後の予算額は1,078億7,000万円余となりま

す。

このうち、人件費等の減額についてでありま

す。

このことについて委員より、「教職員の人件

費や退職手当等の執行残を減らすため、翌年度

の見通しを可能な限り精査した上で予算計上を

行っていただきたい」との要望がありました。

次に、宮崎県立高等学校教育整備計画（後期

実施計画）についてであります。

このことについて当局より、「当計画におい
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ては、１学年４学級以下の高等学校を対象とし

た新たな統廃合の予定はないが、大幅に定員を

満たさない状況が続くなど、さらに１学級を削

減せざるを得ないことが予測される場合には、

統廃合等の検討に入ることがある」との説明が

ありました。

これに関して委員より、「中学校卒業者数が

平成元年度と比較して約50％にまで減少するな

ど、厳しい状況ではあるが、学校の存在は地域

に大きな活力をもたらすため、高等学校の統廃

合については慎重に検討していただきたい」と

の意見がありました。

当委員会としましては、今後も、子供たちに

とってよりよい教育環境を提供していくため、

各学校の特色づくりや魅力向上に努めるととも

に、仮に高等学校の統廃合等を検討することと

なった場合には、生徒や保護者、地域のニーズ

に適切に配慮しながら、適正規模に達しない学

校を存続させるための地元市町村との連携や支

援についても、十分に議論を深めていただくよ

う要望します。

次に、公安委員会の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で３億5,500万円余の

減額であり、この結果、補正後の予算額は279

億1,400万円余となります。

次に、交通事故の発生状況についてでありま

す。

このことについて当局より、「交通事故発生

件数は７年連続で減少しているものの、高齢運

転者による事故割合は年々増加していることか

ら、高齢者の交通事故防止に向け、自身の運転

能力や認知機能低下の自覚を促す講習等に取り

組んでいる」との報告がありました。

これに対して委員より、「交通事故の減少等

については、これまでの取り組みの成果に加

え、どのような要因があると考えているか」と

の質疑があり、当局より、「交通事故発生件数

については、少子化に伴う新規免許取得者の減

少等により、県内の免許保有者数そのものが減

少傾向にあること、また、高齢運転者の事故割

合については、免許保有者に占める高齢者の割

合が増加傾向にあることも要因として考えられ

る」との答弁がありました。

これに対して委員より、「今後、交通事故の

発生状況等を報告する際は、少子高齢化の影響

など、現在の社会情勢を踏まえた分析もしっか

りと行っていただきたい」との要望がありまし

た。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

以上で常任委員長の審査結果○ 原正三議長

報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。

討 論◎

これより討論に入りますが、○ 原正三議長

討論についての発言時間は１人10分以内といた

します。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

〔登壇〕 おはようございま○前屋敷恵美議員

す。日本共産党の前屋敷恵美でございます。今

議会に提出されました補正予算関連議案のう

ち、第70号及び第72号について、反対の立場か

ら討論いたします。

まず、第70号の「県税の課税免除等の特例に

関する条例の一部を改正する条例」についてで

す。
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企業立地促進法が地域経済牽引事業促進法に

改正されたことに伴い、一定の要件を満たした

者に対して県税の課税免除を行うとするもので

す。しかし、地域経済牽引事業促進法そのもの

に大きな問題点があることを指摘しなければな

りません。

この促進法でうたう一定の要件を満たした者

・企業は約2,000社と言われていますが、この企

業を「地域経済牽引企業」として、税制優遇や

補助金、規制の特例などの支援を集中させるも

のとなっていることです。また、この牽引企業

が、自治体に条例の改廃や公共データの提供を

提案できる地域版特区制度の導入や、これまで

原則禁止としてきた１種農地、優良農地の転用

を進出企業に認めるものとなっています。

この公共データの中には、都道府県の農業試

験場が保有する種苗データや、学力テストの結

果も、企業の求めに応じて提供されるとしてい

ます。また、民泊に関しても、自治体が条例で

民泊の年間提供日数を定めても、牽引企業が法

律上の上限まで引き上げるよう提案できること

も認められるものとなっています。

幾つかの問題点を挙げましたが、このよう

に、この地方版特区制度を含む地域経済牽引事

業促進法は、さまざまな面で住民の命や暮ら

し、環境保全より、特定企業の利益を優先する

ものであり、本県での影響も危惧されるもので

す。ゆえに、本条例改正を認めることはできま

せん。

次に、議案第72号「職員の退職手当に関する

条例等の一部を改正する条例」についてです。

国家公務員の退職手当の支給水準を、民間と

均衡させるとして引き下げられたことに伴い、

本県職員の退職手当も国に準じて引き下げると

するものです。

今回の措置により、退職手当の平均削減額

は、約70万円の減額が見込まれ、2013年の退職

手当引き下げに続く引き下げです。

これまで、職員給与についても、民間に合わ

せるとして引き下げが行われてきましたが、ま

すます国民所得は低く抑えられることになり、

暮らしにも地域経済にも影響を及ぼすことは必

至です。

しかも、官民均衡の確保を退職手当の支給基

準とすることは、公務運営の公正・中立性の確

保や、厳しい再就職規制と退職後も課せられる

守秘義務、雇用保険の適用がないなどの公務の

特殊性をないがしろにするものです。何より、

公務員労働者とその家族の生活設計に大きな影

響を及ぼすこととなる退職手当の引き下げは認

められないことを述べ、以上、討論といたしま

す。（拍手）〔降壇〕

ほかに討論の通告はありませ○ 原正三議長

ん。

以上で討論は終わりました。

議案第70号及び第72号採決◎

これより採決に入ります。○ 原正三議長

まず、議案第70号及び第72号について、一括

お諮りいたします。

両案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、両案は委○ 原正三議長

員長の報告のとおり可決されました。

議案第83号採決◎

次に、議案第83号についてお○ 原正三議長

諮りいたします。
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本案に対する委員長の報告は、原案主文のと

おり棄却すべきものであります。委員長の報告

のとおり答申することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○ 原正三議長

て、本案は委員長の報告のとおり答申すること

に決しました。

議案第55号から第69号まで、第71号及び◎

第73号から第82号まで採決

次に、議案第55号から第69号○ 原正三議長

まで、第71号及び第73号から第82号までの各号

議案について、一括お諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○ 原正三議長

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決され

ました。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす10日から19日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、20日午前10時から、平成30年

度当初予算関係議案等についての常任委員長の

審査結果報告から採決まで、及び特別委員長の

調査結果報告であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時32分散会



３月20日（火）
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常任委員長審査結果報告（議案第１号◎

から第53号まで及び請願）

これより本日の会議を開きま○ 原正三議長

す。

本日の日程は、平成30年度当初予算関係議案

等についての常任委員長の審査結果報告から採

決まで、及び特別委員長の調査結果報告であり

ます。

まず、議案第１号から第53号までの各号議

案、請願第24号及び継続審査中の請願第22号を

一括議題といたします。

ここで、常任委員長に審査結果報告を求めま

す。まず、総務政策常任委員会、二見康之委員

長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○二見康之議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました当初予算

関係議案は、議案第１号外６件であります。慎

重に審査をいたしました結果、お手元に配付の

議案・請願委員会審査結果表のとおり決定いた

しました。

なお、議案第１号及び第32号については賛成

多数により、その他の議案については全会一致

により決定しております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、平成30年度当初予算の概要についてで

あります。

今回提案されました平成30年度一般会計の予

算規模は5,817億9,000万円で、前年度当初予算

と比較して39億5,500万円、0.7％の増となって

おります。また、特別会計については、新たに

国民健康保険特別会計を設置したことなど

で76.2％の大幅増となり、公営企業会計につい

ては10％の増となっております。

当初予算の特徴としましては、財政改革の取

り組みを不断の取り組みとして着実に実行しな

がら、本県の抱えるさまざまな課題に的確に対

応するとともに、将来を見据えた施策について

積極的な展開を図るため、「みやざきの更なる

飛躍と新たな挑戦」をテーマに取り組む予算と

して編成されたとのことであります。

歳入では、まず自主財源については、県税収

入が、個人県民税の増等により、前年度と比較

して3.3％の増、地方消費税清算金は、清算基準

の見直し等により4.2％の増、繰入金は、財源調

整のための財政関係２基金からの繰り入れの減

等により3.4％の減となっております。また、依

存財源については、地方交付税が2.8％の減、臨

時財政対策債も3.2％の減となっており、それら

を合計した実質的な地方交付税額は2.9％の減と

なっております。

なお、県債残高については、平成30年度末

で8,500億円程度となり、今年度末と比較し

て120億円程度の減、臨時財政対策債を除く実質

的な県債残高についても4,746億円程度とな

り、95億円程度の減となる見込みであります。

一方、歳出では、「観光みやざき未来創造基

金」を新たに設置することに加え、引き続き、

地方創生に向けた取り組み、防災・減災対策の

強化及び地域経済の活性化を積極的に推進する

観点から、30年度においても特別枠を設け、総

額63.8億円が措置されております。

収支不足額については、前年度より縮小した

ものの、201億円程度となっており、基金の取り

崩しにより対応した結果、財政関係２基金の平

成30年度末残高は245億円程度となる見込みであ

ります。

次に、総合政策部の平成30年度予算について

平成30年３月20日(火)
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であります。

今回提案されました当初予算額は、一般会計

と特別会計を合わせて131億900万円余で、前年

度と比較して0.4％の増となっております。

このうち、新規事業「産業人財育成・確保緊

急対策事業」についてであります。

これは、昨年12月に策定された「産業人財育

成・確保のための取組指針」に基づき、若者の

人口流出が著しい中で、女子大学生等を対象と

した就職応援セミナーを開催するなど、さまざ

まな対策を講じるものであります。

このことについて委員より、「女子大学生等

の人口流出が顕著のようであるが、どういった

状況にあるのか」との質疑があり、当局より、

「短大や大学を卒業するころの20歳と22歳の人

口転出超過数は、女性が男性に比べて２倍程度

になっている」との答弁がありました。

これに対して委員より、「女性の県内定着

は、産業人財の確保という観点だけでなく、男

性の地元定着や、ひいてはその後の婚活といっ

た広がりも期待できるので、積極的に展開して

いただきたい」との要望がありました。

次に、総務部の平成30年度予算についてであ

ります。

今回提案されました当初予算額は、一般会計

と特別会計を合わせて2,430億7,400万円余で、

前年度と比較して８％の減となっております。

次に、対話と協働による県政の推進について

であります。

このことについて委員より、総合政策部の予

算審査の中で、「知事とのふれあいフォーラ

ム」のこれまでの成果について質疑があり、当

局より、「フォーラムでの意見交換の中で、例

えば、高齢化が進行し、有害鳥獣の駆除を行う

狩猟者の人材確保が困難との声があったことか

ら、市町村と連携し、狩猟免許の取得経費の一

部を来年度から助成することとしている」との

答弁がありました。

また、総務部の予算審査の中では、「円卓ト

ーク」について同様の質疑がなされ、当局よ

り、「西都・児湯ブロックにおいて、固定資産

評価審査委員会の共同設置などがこれまでに実

現した」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、引き続き、広聴

活動等を通じて地域の課題を的確に把握し、県

政に可能な限り反映するという姿勢で取り組む

とともに、その対応状況を地域にフィードバッ

クするなどして、対話と協働による県政を積極

的に進めていただくよう要望します。

次に、「ＪＲ九州の鉄道路線の維持及び利便

性の確保を求める意見書」についてでありま

す。

委員協議において委員より、「国鉄の分割民

営化の際、ＪＲ九州には3,877億円の経営安定基

金が設置され、その運用収益で不採算路線等の

損失を補い、引き続き鉄道ネットワークを維持

することとされていた。しかしながら、ＪＲ九

州は完全民営化に当たって、その基金の大半を

九州新幹線の関係経費などに充当した一方で、

今回、地域路線の大幅な減便等を行った。この

問題は国の関与もあることから、委員会発議

で、国に対し意見書を提出すべきではないか」

との提案がありました。

このことについて別の委員より、「今回の問

題は、関係自治体との協議がないままに進めら

れた一方的な行為で、県民の暮らしを守る上で

重要なことなので、その提案に賛同する」との

意見や、「ＪＲ九州からは、公共交通機関とし

ての使命・役割や、基金の原資が税金であった

との認識が余り感じられず、将来的には廃線の
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懸念もあるので、県議会としての意思をここで

表明しておくべき」との意見もありました。

その後、これらを踏まえて当局とも議論がな

され、県民生活に直接かかわる重大な問題であ

ることから、「県勢の発展を担う行政と、住民

を代表する議会が同じ方向を向き、将来の地域

路線の維持及び利便性の確保に向けて、力を合

わせて取り組んでいくことが重要である」との

認識が確認されたところであります。

このようなことから、今回の意見書の提出に

至ったところであり、意見書の内容は、委員協

議や審査でのやりとりを踏まえた上で、ＪＲ九

州が不採算路線を含めた鉄道ネットワークを維

持する責務と、鉄道輸送を行う公共交通機関と

しての使命・役割を果たされるよう、国の立場

から、同社に対し指導することを強く要望する

ものであります。

当委員会といたしましては、この意見書の提

出を全会一致で決定したところでありますの

で、議長においてよろしくお取り計らいいただ

きますようお願いいたします。

最後に、「総合政策及び行財政対策に関する

調査」につきましては、地方自治法第109条第８

項の規定により、閉会中の継続審査といたした

いので、議長においてその取り扱いをよろしく

お願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、厚生常任委員会、右松○ 原正三議長

隆央委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○右松隆央議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました当初予算

関係議案は、議案第１号外23件であります。継

続審査中の請願１件を含め、慎重に審査をいた

しました結果、お手元に配付の議案・請願委員

会審査結果表のとおり決定いたしました。

なお、議案については全会一致により、請願

第22号については賛成多数により決定しており

ます。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、福祉保健部の平成30年度予算について

であります。

今回提案されました当初予算額は、一般会計

と、新しく創設された国民健康保険特別会計予

算1,157億6,100万円余を含む特別会計を合わせ

まして2,231億1,900万円余であり、前年度の当

初予算と比較して103.3％の増となっておりま

す。

このうち、「福祉で働こう！ひなたの人材確

保推進事業」等の人材確保対策についてであり

ます。

このことについて委員より、「福祉の人材不

足は、仕事がきつい、給料が安い等の現状がそ

の原因ではないかと考えるが、提案されている

事業は、この原因に対応したものになっている

のか」との質疑がありました。

これに対して当局より、「今後、後期高齢者

が増加していく中、特に介護の職場を選択する

人をふやすことが必要である。このため、介護

の仕事の魅力を伝えることや、介護の職場の労

働環境を改善することで、ＵＩＪターンを含む

新規就労者をふやすとともに、離職者を減らす

ことが重要である。また、県内外で人材を取り

合う状況が見られる中、県内の福祉系高校の卒

業生は県内就職率が高く、効果的な実習システ

ムなどにより定着率も高いことから、このよう

な進路選択を促進する取り組みも必要である。

今回提案した事業を含め、関係課で連携しなが
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ら、さまざまなアプローチによって人材を確保

してまいりたい。なお、給与については、来年

の消費税増税が前提であるが、キャリアを積ん

だ介護福祉士に対して給与加算制度が手当てさ

れると聞いている」との答弁がありました。

次に、新規事業「依存症対策総合支援事業」

についてであります。

このことについて当局より、「依存症に係る

相談窓口の設置や、各支援機関で構成する検討

会の開催など、総合的な支援体制を構築する」

との説明がありました。

これに対して委員より、「県内の依存症患者

はどのくらいいるのか」との質疑があり、当局

より、「国の平成25年の推計データから本県分

を計算した場合、アルコール依存症9,000人、薬

物依存症1,000人、ギャンブル依存症２万5,000

人程度と推計されるところである」との答弁が

ありました。

これに関連して複数の委員より、「本県は１

人当たりのアルコール消費量やパチンコ台数が

全国でも上位であるので、予備群を合わせると

もっと多いのではないかと思われる。依存症が

自殺率の高さに関係している可能性も考えら

れ、また、スマホゲーム依存などの新たな社会

問題も出てきている。依存症については、断酒

会などグループでの支え合いも有効と聞いてい

るので、実態把握を進めながら支援体制を整え

ていただきたい」との要望がありました。

次に、議案及びその他で報告された宮崎県医

療計画など８本の計画の策定、変更についてで

あります。

このことについて委員より、「計画を実効性

のあるものにするためにどのように取り組んで

いくのか、意気込みを伺いたい」との質疑があ

り、当局より、「今年度は、さまざまな計画を

見直し、また計画期間をそろえていくといった

大きな改革の年であった。2025年に向けて、計

画を実行するために、きちんとＰＤＣＡを回し

ながら進捗管理を行い、医療と介護の連携をど

う具体化していくかという観点を踏まえなが

ら、３年後の中間見直しに向けてしっかり取り

組んでまいりたい」との答弁がありました。

また、複数の委員より、「特に医療計画に関

しては、医師の地域偏在に強い危機感を持って

いることから、宮崎大学や医師会とも連携しな

がら真摯に取り組んでいただきたい」との要望

がありました。

次に、健康寿命についてであります。

「健康みやざき行動計画21（第２次）」見直

し計画に関連して、当局より、「国が公表した

都道府県別のデータによると、本県の健康寿命

は、男性72.05歳、女性74.93歳で、前回調査か

らの全国順位比較は、男性が８位から23位、女

性が４位から25位になった」との説明がありま

した。

このことについて委員より、「今回、本県は

大きく順位を下げる結果となり、残念である。

計画をつくっても、健康寿命の全国順位が下が

るようでは意味がないので、この原因分析が重

要である」との意見があり、当局より、「年齢

区分ごとの結果を確認したところ、75歳以上の

高齢者において、健康上の問題で日常生活に支

障がある割合が特に高い傾向が見られた。この

ため、ロコモ対策を推進することが有効と考え

られるほか、若いころからの生活習慣が大事で

あることから、今後、健康経営の推進などの対

策に取り組んでまいりたい」との答弁がありま

した。

次に、病院局の平成30年度予算についてであ

ります。
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今回提案されました県立病院事業会計当初予

算の収益的収支は、収益324億3,000万円余、費

用323億5,300万円余であります。収益から費用

を差し引いた収支は7,600万円余の黒字であり、

前年度の当初予算と比較して6,500万円余の増と

なっております。

このうち、新規事業「県立延岡病院心臓脳血

管センター（仮称）整備事業」についてであり

ます。

これは、県北地域の循環器疾患及び脳血管障

害への迅速、的確な医療を行うため、延岡病院

に心臓カテーテル室２室、血管造影室１室を備

えたセンターを新たに整備するものでありま

す。

これに関連して委員より、「医師の確保はど

のような状況か。また、今回の施設の充実で研

修医の受け入れ増につながるのか」との質疑が

あり、当局より、「延岡病院の心臓カテーテル

手術は循環器内科で行っているが、同診療科の

医師は、昨年度から１名ふえ、現在６名の体制

となっている。また、施設整備については、医

師の派遣元の大学病院からの要請に基づくもの

であり、今後の研修医の増加が期待される。な

お、延岡病院での研修医の実績はゼロが続いて

いたが、来年度は３名の初期臨床研修が決定し

ている」との答弁がありました。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件のほか、「福祉保健行政の推進

及び県立病院事業に関する調査」につきまして

は、地方自治法第109条第８項の規定により、閉

会中の継続審査といたしたいので、議長におい

てその取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、商工建設常任委員会、○ 原正三議長

渡辺創委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○渡辺 創議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました当初予算

関係議案等は、議案第１号外11件及び新規請願

１件の計13件であります。慎重に審査をいたし

ました結果、請願については引き続き審査すべ

きとの意見もありましたが、お手元に配付の議

案・請願委員会審査結果表のとおり、いずれも

全会一致で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部の平成30年度予算につ

いてであります。

今回提案されました当初予算額は、一般会計

と特別会計を合わせて491億6,800万円余で、先

端産業高度化支援事業による立地企業への貸付

金や「観光みやざき未来創造基金」の計上等に

より、前年度と比較して15％の増となっており

ます。

このうち、若年者の県内就職促進に関する事

業についてであります。

このことについて複数の委員より、「「知ろ

う 伝えよう 宮崎で働く魅力！高校生県内就

職促進事業」は、高校生の県内就職促進を図る

観点から重要な事業と考えているが、小中学生

を対象にした取り組みはないのか」との質疑が

あり、当局より、「早い段階から、ふるさとで

ある本県で働くことの意義を伝えることは非常

に重要だと考えている。当部では来年度、もの

づくり技能士育成事業において、小中学校に技

能士を派遣する取り組みの中で、新たに延岡・

日向管内で教育委員会のキャリア教育支援セン

ターと連携して、ものづくり講話と体験教室を

実施する取り組みも行うこととしている」との
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答弁がありました。

これに関して委員より、「人口減少が進む中

で、若年者を県内に残すためには、教育委員会

と連携して子供目線での調査を実施し、施策に

反映していくことも必要である。また、将来を

見据えて、県内就職への流れを定着するための

施策も講じておくべきである」との意見があり

ました。

次に、本県における観光施策の展開について

であります。

このことについて当局より、「今回創設予定

の「観光みやざき未来創造基金」を活用して、

食やスポーツ・文化等の強みを生かした誘客に

取り組み、国内はもとより海外からも選ばれる

観光地みやざきとしてのブランド力を高め、交

流人口の一層の拡大と、それに伴う本県経済の

活性化を図っていきたい」との説明がありまし

た。

これに関連して委員より、「これまでの事業

効果をきちんと検証し、課題を明確にした上

で、戦略的に事業を組み立てる必要がある」と

の意見や、別の委員より、「まずは景気の動向

に左右されない、宮崎にしかない柱となる観光

をつくり上げることが必要ではないか」との意

見がありました。

また、別の委員より、「スポーツランドみや

ざきの成果は認めるところだが、スポーツが絡

まない時期の宿泊客誘致に課題があるので、滞

在型観光の実現に向けた施策も充実していただ

きたい」との要望がありました。

当委員会といたしましては、既存事業の効果

や課題をしっかりと検証し、ターゲットを定め

た事業等を戦略的に展開するとともに、宮崎に

しかないオンリーワンの観光をつくり上げた上

で、県、市町村及び関係団体等が一体となっ

て、さらなる誘客促進施策を展開していただく

よう要望します。

次に、「ラグビーワールドカップ2019」を活

用した本県への誘客対策についてであります。

このことについて委員より、「大会期間中

に、これまでの東アジアとは異なる欧米豪から

の観客等の来県が想定されるが、具体的にはど

のような誘客対策を考えているのか」との質疑

があり、当局より、「海外から全国で約40万人

の来訪が見込まれるので、本県の知名度向上の

ため、海外市場誘客促進ＰＲ事業等により、世

界で認知度の高いガイドブックに記事を掲載す

るなどの情報発信を行うとともに、欧米豪の観

光ニーズを把握しながら、具体的な対策を講じ

てまいりたい」との答弁がありました。

また､別の委員より、「ラグビーワールドカッ

プ2019は、東京オリンピック・パラリンピック

まで１年を切った中での開催となり、機運が高

まっていくのか懸念がある。九州では、福岡、

大分、熊本県で試合が開催されるが、数値目標

を立てて本県に誘客することは考えているの

か」との質疑があり、当局より、「今のところ

数値目標までは立てていないが、今後、何らか

の目標を立て、しっかりと対策を講じてまいり

たい。また、イングランド代表チームに本県へ

の合宿誘致を働きかけているので、この機会に

本県の良好なスポーツ環境をしっかりとＰＲし

てまいりたい」との答弁がありました。

次に、県土整備部の平成30年度予算について

であります。

今回提案されました当初予算額は、一般会計

と特別会計を合わせて720億7,500万円余で、前

年度と比較して1.3％の増となっております。

このうち、美しい宮崎づくりの推進に関する

事業についてであります。
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これは、昨年11月に策定した「美しい宮崎づ

くり推進計画」に掲げる３つの重点施策に関す

る事業を全庁的に展開し、官民協働による美し

い宮崎づくりを推進するものであります。

このことについて委員より、美しい宮崎づく

りの全体予算の今年度との比較について質疑が

あり、当局より、「主な事業の積み上げでは大

幅に金額が増加している。何よりも全庁的に連

携して取り組むことが重要だと考えている」と

の答弁がありました。

これに関連して委員より、「推進計画の中で

は、宮崎を美しくする人づくりも定められてい

るので、景観だけではなく、子供から大人まで

がボランティアとして活動できるような人づく

りも行い、宮崎国体などでの来県者からすばら

しい県だと言われるような取り組みをしっかり

行っていただきたい」との要望がありました。

当委員会といたしましては、推進計画の重点

施策関連事業について全庁を挙げてしっかりと

実施し、アダプトロード普及啓発事業等の県民

協働の美化活動に関しては、コンテストの実施

など、県民のやりがいを引き出しつつ、機運醸

成にもつながるような取り組みを行うことも検

討していただくよう要望します。

最後に、「商工観光振興対策及び土木行政の

推進に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第８項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取り扱

いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、環境農林水産常任委員○ 原正三議長

会、後藤哲朗委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○後藤哲朗議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました当初予算

関係議案は、議案第１号外10件であります。慎

重に審査をいたしました結果、お手元に配付の

議案・請願委員会審査結果表のとおり決定いた

しました。

なお、議案第１号、第22号、第46号、第47号

及び第48号については賛成多数により、その他

の議案については全会一致により決定しており

ます。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、環境森林部の平成30年度予算について

であります。

今回提案されました当初予算額は、一般会計

と特別会計を合わせて224億3,400万円余で、前

年度と比較して2.0％の増となっております。

このうち、「みやざき再生可能エネルギーづ

くり推進事業」についてであります。

このことについて委員より、再生可能エネル

ギーの導入状況に関する質疑があり、当局よ

り、「宮崎県新エネルギービジョンにおいて、

太陽光、バイオマス、小水力の３つを重点的に

取り組むものと位置づけており、太陽光とバイ

オマスについては、現時点において平成34年度

の目標値を大きく上回っている。一方、小水力

については約７割にとどまっていることから、

関係部局と連携し、さらに力を入れて取り組む

必要がある」との答弁がありました。

これに対して委員より、「群馬県では小水力

発電の適地を公表することにより、民間企業等

による事業化が促され、地域振興にもつながっ

ている。そういった事例を参考にしながら、小

水力の導入目標が達成できるよう取り組みを進

めていただきたい」との要望がありました。

次に、荒廃渓流等流木流出防止対策事業につ
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いてであります。

このことについて委員より、「近年は局地的

な豪雨が多発しており、流木災害の危険性が高

まっている。大量の流木が発生すれば、河川氾

濫や家屋の損壊等の甚大な被害をもたらすこと

から、今まで以上に対策を強化していただきた

い」との要望がありました。

次に、農政水産部の平成30年度予算について

であります。

今回提案されました当初予算額は、一般会計

と特別会計を合わせて400億3,700万円余で、前

年度と同程度となっております。

このうち、新規事業「農福連携発！農林水産

業ユニバーサル化促進事業」についてでありま

す。

これは、農山漁村における多様な人材確保の

ため、農林水産業、福祉関係者の相互理解や障

がい者の参画に向けたマッチング体制などを整

備し、農林水産業のユニバーサル化を促進する

ものであります。

このことについて委員より、農福連携の現状

について質疑があり、当局より、「農業者から

のヒアリング等によると、特別な技術を要しな

い選別や収穫などの作業を障がい者の方に丁寧

に行ってもらっており、さらに雇用をふやして

いきたいとの声もある。ただ、人材の確保につ

いては、信頼できる知り合いからの紹介が多

く、マッチングが円滑に行われていない現状が

あることから、その仕組みづくりに取り組んで

まいりたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、農福連携は障が

い者の経済的自立や農林水産業の人材確保な

ど、さまざまな課題解決に資することが期待さ

れることから、それぞれの障がい特性に応じた

職場環境の改善等に取り組んでいただくよう要

望いたします。

次に､新規事業「水田高度利用産地育成支援事

業」についてであります。

これは、米政策の見直しに対応し、水田農業

の持続的発展を図るため、需要に応じた米の生

産や土地利用型高収益作物の導入により、水田

の高度利用と高収益化を進めるとともに、水田

農業を支える担い手の育成を加速化し、本県の

水田農業経営モデルを確立するものでありま

す。

このことについて委員より、「どのように水

田の高度利用等を推進するのか」との質疑があ

り、当局より、「水田においては、これまで飼

料用稲等を作付して生産調整を行ってきた経緯

があり、野菜等を組み合わせた輪作は定着して

いないことから、この事業において輪作作物の

導入実証等を支援し、農業者の見本となる経営

モデルを確立してまいりたい」との答弁があり

ました。

当委員会といたしましては、米政策の見直し

により、農業者は栽培作物や生産量、販売先等

を主体的に考え、判断することが必要となるた

め、農業者の経営力向上を図る対策を進めるな

ど、水田農業の構造改革を着実に実行していた

だくよう要望いたします。

次に、公共工事品質確保強化事業についてで

あります。

これは、公共工事の品質確保を図るため、公

益財団法人宮崎県建設技術推進機構に委託し

て、施行体制の点検を実施するものでありま

す。

このことについて委員より、「この事業は、

平成19年度に入札が一般競争入札へ移行したこ

とで落札率が低下し、手抜き工事等による品質

低下が懸念されたことから、その対策として始



- 292 -

平成30年３月20日(火)

まったものであるが、当時と状況が違う今でも

必要なのか」との質疑があり、当局より、「品

確法等の改正により、適正な額の請負代金での

下請契約の締結などについて、今まで以上に点

検の充実が求められるようになったこと、ま

た、点検の現場における指導が担い手への技術

継承にも資することなどから、現在においても

この事業は必要と考えている」との答弁があり

ました。

これに対し委員より、「当初とは目的が変

わってきていることから、事業のあり方を改め

て検証する必要がある」との意見がありまし

た。

最後に、「環境対策及び農林水産業振興対策

に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第８項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取り扱い

をよろしくお願いいたします。

以上をもちまして、当委員会の報告を終わり

ます。（拍手）〔降壇〕

次は、文教警察企業常任委員○ 原正三議長

会、新見昌安委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○新見昌安議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました当初予算

関係議案は、議案第１号外７件であります。慎

重に審査をいたしました結果、お手元に配付の

議案・請願委員会審査結果表のとおり、いずれ

も全会一致で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

初めに、企業局の平成30年度公営企業会計予

算についてであります。

まず、電気事業会計予算についてであります

が、収益的収支は、事業収益51億5,000万円余、

事業費50億6,300万円余で、事業収益から事業費

を差し引いた収支残は8,600万円余であります。

また、工業用水道事業会計予算については、

同じく事業収益３億7,400万円余、事業費３

億5,600万円余で、収支残は1,800万円余であ

り、地域振興事業会計予算は、同じく事業収

益2,400万円余、事業費2,300万円余で、収支残

は100万円余であります。

このうち、企業局課題研究連携推進事業につ

いてであります。

これは、県の試験研究機関と連携し、企業局

に関連する課題の研究・調査を実施するもので

す。

このことについて委員より、研究テーマの内

容について質疑があり、当局より、「具体例と

して、小水力発電機器の効率化や太陽光発電機

器におけるメンテナンスの合理化などを考えて

いる」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、研究成果の実用

化により、より効率的な経営の実現を期待する

とともに、さらなる地域貢献へとつなげていた

だくよう要望します。

次に、教育委員会の平成30年度予算について

であります。

今回提案されました当初予算額は、一般会計

と特別会計を合わせて1,110億8,300万円余であ

り、前年度予算と比較して1.1％の増となってお

ります。

このうち、「子どもの学びを支える学力向上

推進事業」についてであります。

このことについて当局より、「これまでの学

力向上に関する取り組みの中で、学校間の差、

基礎・基本の確実な定着、活用する力の育成の

３つの課題が明らかとなっており、今回の改善

事業では、活用する力を高めるための対策につ
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いて、大学等と連携し、指導主事や現場の教員

等によるチームを編成して検討を進めていく」

との説明がありました。

これに関連して委員より、「校長を中心とし

て学校全体で学力向上に取り組むことが重要で

ある。市町村と連携して、県全体で学力向上に

関する機運の醸成を図っていただきたい」との

要望がありました。

当委員会といたしましては、事業の成果が学

力向上につながるように、しっかりとした実態

把握と分析を行い、その結果に基づいた各学校

への適切な支援を行っていただくよう要望しま

す。

次に、県立高校と県内企業のネットワーク強

化事業についてであります。

このことについて委員より、「県外就職率が

特に高いところは調査しているのか」との質疑

があり、当局より、「工業系及び水産系におい

て、県内就職率が５割を下回っている」との答

弁がありました。

これに対し委員より、「商業系の高校や総合

学科などにおいては県内就職率が高く、中には

８割を超えている学校もある。県内一律の取り

組みを実施するのではなく、県外就職者の傾向

などをしっかりと分析した上で、課題に対する

効果的な取り組みを進めていただきたい」との

要望がありました。

次に、教育委員会事務局等の組織改正につい

てであります。

このことについて当局より、「施策の一層の

推進を図るとともに、行政需要に対応した簡素

で効率的な組織体制の見直しの観点から、４月

１日付で組織改正を行う」との報告がありまし

た。

今回の改正は、事務局を総括し、部局横断的

な施策を実施するための総合調整機能の役割を

担う「副教育長」の設置や、学校種に応じて速

やかに専門的かつ適切な指導及び助言を行う体

制を構築するため、学校政策課を分離再編し、

「高校教育課」と「義務教育課」を設置するな

どの内容となっております。

このことに関連して委員より、「今回の改正

とあわせて、学力向上の取り組みなど、それぞ

れの事業の位置づけを見直し、子供の発達段階

や事業手法に応じた施策展開ができるよう、改

めて整理していただきたい」との要望がありま

した。

当委員会といたしましては、改正の趣旨に

のっとった組織運営となるように、今後の事業

立案や取り組みを推進していただくよう要望し

ます。

次に、公安委員会の平成30年度予算について

であります。

今回提案されました当初予算額は、一般会

計267億1,300万円余であり、前年度予算と比較

して5.5％の減となっております。

このうち、新規事業「科学捜査力維持のため

の鑑定機器整備事業」についてであります。

このことについて当局より、「現在使用して

いる鑑定・分析機器は、導入から相当期間が経

過し、メーカーサポートが終了することなどか

ら、機器を更新整備して鑑定・分析体制を維持

する」との説明がありました。

これに対して委員より、「犯罪が複雑多様化

する中で、こうした高度な科学技術や高性能鑑

定機器の必要性は高まっている。迅速かつ的確

な捜査が行えるように、社会の動きや犯罪情勢

を見きわめながら､必要な機器等については整備

を進めていただきたい」との要望がありまし

た。
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次に､津波等の災害時における避難誘導対策に

ついてであります。

このことについて委員より、警察の基本的な

考え方を問う質疑があり、当局より、「徒歩避

難を原則としており、誘導に当たっては、各所

管において最寄りの重要交差点に立ち、住民を

誘導することとしている。また、警察官自身の

命も守るため、一定時間が経過したら、住民と

ともに避難するように指導を徹底している」と

の答弁がありました。

これに対し委員より、「災害対策においては､

警察官も含め、１人でも多くの死傷者を減らす

ことが非常に重要である。警察官一人一人が避

難場所をしっかりと把握し、迅速に誘導できる

よう引き続き努力していただきたい」との要望

がありました。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第８項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

以上で常任委員長の審査結果○ 原正三議長

報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。

討 論◎

これより討論に入りますが、○ 原正三議長

討論についての発言時間は１人10分以内といた

します。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。まず、前屋敷恵美議員。

〔登壇〕 おはようございま○前屋敷恵美議員

す。日本共産党の前屋敷恵美でございます。私

は、日本共産党を代表して、今議会上程議案の

うち、議案第１号、第４号、第22号、第29号、

第32号、第38号、第40号について、反対の立場

からその理由を述べて討論いたします。

まず、議案第１号「平成30年度宮崎県一般会

計予算」についてです。

政府の新年度予算案は、大企業や富裕層優先

で国民には冷たいアベノミクスの本質は変わら

ず、義務教育費国庫負担金の減額を初め、社会

保障の自然増削減や大企業への減税など、格差

と貧困を一層拡大する一方、憲法９条改憲策動

に合わせて大軍拡への道を踏み出す重大な予算

となっています。また、今年度も地方交付税は

前年度を下回り、臨時財政対策債も減額です。

こうした国民犠牲が続く中で、県民の暮らし

や地域経済、基幹産業である農業や中山間地域

をどう守っていくのか、地方自治体の役割、本

旨が問われています。本年度予算は、一般会計

で5,817億9,000万円、基本方針は「みやざきの

更なる飛躍と新たな挑戦」が位置づけられ、重

点施策も掲げられていますが、福祉の充実で安

心できる暮らしの位置づけが見当たらないこと

は残念です。予算の全体では、県民の暮らしや

福祉、教育や文化、農業、地場産業の振興、県

土の保全など欠かせない予算でありますが、問

題も含んでおり、同意できないものです。

第１に、国主導の福祉・社会保障の施策で果

たして県民の命と暮らしが守れるのかという問

題です。

今年度も進められる地域医療介護総合確保基

金事業は、これからの高齢化に対応するとする

地域医療構想のもとに、病床の削減が行われ、

病院から施設へ、施設から在宅への流れがつく

られますが、本来、必要な医療や介護がしっか
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りと保障され、人としての尊厳が守られるもの

でなくてはなりません。今改めて、公的介護保

険制度の創設は何だったのかが問われる事態で

す。また、ことしから始まる国保の都道府県化

で、国保の抱える構造的問題は何ら解決されな

いことです。

貧困対策や子育て支援において、県民の暮ら

しの実情や県民要求が真剣に受けとめられてい

るのか。中でも、放課後児童クラブの受け入れ

の不十分さや、子供医療費助成事業について

は、毎年、予算は減額され、就学前までの乳幼

児医療費助成事業にとどまっていますが、事業

拡大の予算の位置づけが問われていると思いま

す。

第２に、農業予算では、農産物対策費や畜産

振興費等が大幅に増額されています。攻めの農

業も必要な部分はあるでしょうが、後継者不足

が叫ばれる中、今、必要なのは、家族農業を支

え、持続可能な農業にするための価格保障や所

得補償の予算、後継者対策の予算など、農家を

直接支援することではないでしょうか。また、

中山間地対策も同様です。

第３に、雇用対策や地域経済のかなめである

中小企業への支援対策です。企業誘致対策と比

べると差のある中小企業金融対策や小規模事業

所対策をしっかり進めて、県内企業を元気にす

ることが大事であり、そのことが高校生の県内

就職の促進にもつながるものです。また、誘致

企業による雇用の促進は、正規雇用や労働条件

の整備など、県民が安心して働ける場をふやす

ことです。

ほかにも県民の願いが届かない部分が随所に

見受けられますが、自治体本来の役割である住

民の健康と福祉の増進に寄与するために、県民

の苦難に心を寄せた行財政運営を求めたいと思

います。

次に、議案第４号「平成30年度宮崎県国民健

康保険特別会計予算」、議案第29号及び第38号

については関連しますので、あわせて討論いた

します。

今回提案されました各号議案は、いずれも新

たな国民健康保険法による国保の都道府県化

の2018年４月１日施行予定に伴う特別会計予算

と関係規定の改定です。

我が党は、国保の都道府県化そのものに反対

してきました。それは、これまでも申し述べて

きましたが、国保を都道府県化すれば、現在、

国保の抱える問題、高過ぎる国保税が国民の貧

困世帯をより貧困にしているという現状の解消

ができるのかにあります。

今後は、県が市町村ごとの納付金や標準保険

料率を提示し、市町村へ100％の納付を義務づけ

ることになります。しかし、全国的に見て、保

険税の平均収納率は90％です。市町村は、90％

の収納率でも納付金が100％になるように保険税

を設定することになります。当然高い保険税に

なるということです。

ところが、新年度の保険税を見ると、総じて

前年度を下回っているようですが、新制度のス

タートに当たって、特例として激変緩和措置が

設けられることによるものです。しかし、平

成35年度までの６年間の措置にすぎません。

全国を見ると、保険税の増加幅が大きい市町

村には、さらに10年まで延長するとした県、８

年に延ばした県、福島県などは期間は設けない

とするなど、他県は、住民の負担につながる保

険税の高騰を何とか抑えたいとする意向がうか

がえます。

皆医療保険として始まった国民健康保険制度

は、当初、国保財政の70％あった国庫負担
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が1984年には約50％に低下し、現在では23％程

度でしかなく、減らされた国庫負担の穴埋め

を、市町村が一般会計や基金を取り崩して繰り

入れを行い、高過ぎる国保税の軽減に充て運営

してきました。

しかし、今後は、都道府県化により、保険税

の高騰を抑えるための給付の抑制、受診抑制が

迫られることは必至であり、国民の命や健康よ

り医療費の削減ありきが国保の都道府県化の主

要な目的であることは明らかです。

国民に必要な医療を保障する国民皆保険を持

続させるためには、国庫負担の抜本的引き上げ

による保険税の引き下げこそ必要です。国保加

入者の願いは、暮らしを成り立たせ、払うこと

のできる妥当な保険料で安心して受診できる公

的保険制度です。このことを改めて強く申し上

げておきたいと思います。

次に、議案第22号「使用料及び手数料徴収条

例の一部を改正する条例」についてです。

本議案には数件の改定が提案されております

が、その中の「土壌汚染対策法の一部改正によ

る県条例の改定」については賛成できません。

そもそも2002年制定の本法律は、国民の健康

保護を目的として、土壌汚染のおそれがあると

判断される土地に対する調査等を定めたもので

す。不十分さもあり、2009年改正で規制強化が

なされてきました。しかし、今回の法改正で事

前届けにかえて事後の届けを認めることや、土

壌汚染処理の委託義務に例外を設けるなど、規

制緩和が行われ、その中で、汚染土壌処理業に

譲渡及び譲受等の規定が新たに設けられたこと

による本県条例の改定です。本来の法の目的を

後退させるものであり、賛成できません。

次に、議案第32号「宮崎県住民基本台帳法施

行条例の一部を改正する条例」についてです。

本議案は、住基ネットを通じて都道府県知事

保存本人確認情報の利用及び提供ができる事務

に、宮崎県育英資金貸与条例による債権の回収

に関する事務及び道路交通法による放置違反金

の納付命令または徴収に関する事務を追加する

とするものです。

住基ネットを利用して事務の簡素化を図ろう

とするものですが、この都道府県知事保存本人

確認情報は、氏名、生年月日、性別、個人番

号、住民票コード、そして、これらの変更履歴

を含むものとされており、個人番号等が含まれ

ることからしても、個人情報を守る上での懸念

は大きく、賛成できません。

最後に、議案第40号「宮崎県指定障害福祉サ

ービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等

に関する条例の一部を改正する条例」について

です。

障害者総合支援法の改定に伴い、新たに自立

生活援助サービス等を新設するものです。自立

生活援助では、グループホームなどの施設入所

者の地域生活への定着に向け、定期的な巡回訪

問により相談助言を行うとしていますが、グル

ープホームを利用する軽度障がい者からは、グ

ループホームから追い出されるのではないかと

の懸念が広がっています。

前屋敷議員に申し上げます。○ 原正三議長

時間が参っております。

（続） 厚労省は、約5,000人○前屋敷恵美議員

の削減目標を掲げていますが、まさに軽度障が

い者にひとり暮らしを求め、施設外しにつなが

りかねない本条例改定には賛成できません。

以上、各号議案に対して意見を述べ、討論と

いたします。（拍手）〔降壇〕

次に、来住一人議員。○ 原正三議長

〔登壇〕 私は、日本共産党を○来住一人議員

平成30年３月20日(火)
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代表いたしまして、ただいま前屋敷議員が述べ

ました議案以外の同意できないものについて討

論をしたいと思います。

まず、議案第46号から第49号については、林

道事業、国営西諸土地改良事業、農政水産関係

建設事業及び土木事業の執行に伴う市町村の負

担金徴収を行うものであります。

本来、国・県の直轄事業は、それぞれが責任

を持って執行すべきことであります。全国知事

会は、直轄事業負担金制度改革が地域主権確立

に向けた重要な課題であるとして、負担金制度

の廃止を求める提言を行っております。市町村

に負担を求めることは、こうした提言に全く逆

行するものであります。

次に、議案第50号「宮崎県医療計画の変更に

ついて」及び第51号「宮崎県高齢者保健福祉計

画の変更について」は、あわせて討論いたしま

す。

2014年に制定された医療介護総合確保推進法

は、2025年の高齢者人口のピークに備えて、地

域における医療・介護の一体化、費用の適正化

の名のもとに、その抑制を図ろうとするもの

で、地域医療構想では、病床の機能区分ごとの

病床数の必要量、居宅等における医療の必要量

などの具体化とともに、入院病床の削減や介護

抑制を本格化させ、病院から施設へ、施設から

在宅への流れをつくり、高齢者に在宅での暮ら

しを押しつけるもので、高齢者のみならず、県

民の安心できる医療や介護の体制を根底から覆

すことにつながるものであります。

今回のいずれの計画の変更も、こうした国の

方針のもと、国が介護療養型医療施設を2023年

に廃止するとして、新たに創設する介護医療院

への転換が見込まれるもののみを反映したとさ

れています。しかし、この介護医療院が真に療

養病床転換の受け皿になり得るのかが問われる

ものであります。

各医療機関が報告した2025年の病床機能報告

は１万5,775床であるのに、県の地域医療構想は

１万1,037床と、実に約4,600床も少なくなって

おり、真に必要な医療が提供されないと思われ

ます。政府は、地域医療介護総合確保基金を

使って病床削減を加速させようとしています

が、医療の総合確保を掲げながら、サービスの

縮小を促すものとなっています。

また、特別養護老人ホーム等の入所基準を介

護度３以上に制限するもとで、養護老人ホーム

の定員1,803人、軽費老人ホームの定員700人は

現状維持とし、一方、有料老人ホームのニーズ

は高まっているなどとしていますが、改めて、

公的介護保険制度とは何かが厳しく問われてい

るものであります。一人一人が尊厳を持って生

きられるような計画こそ必要であると考えま

す。

次に、議案第52号「宮崎県歯科保健推進計画

の変更について」は、歯や口腔の健康が、子供

たちの成長にとっても、県民一人一人の生涯に

おいても、健康を保つ上で重要なことであり、

評価するものであります。私どもが問題として

いるのは、虫歯予防策としてフッ化物の塗布や

洗口が位置づけられ、推進目標値を引き上げ、

推進しようとしていることであります。

フッ素やフッ化物の使用については、その安

全性や効果について、医療の専門家の中でも意

見が二分しております。ＷＨＯは、６歳未満の

子供へのフッ化物洗口を推進しない見解を出し

ております。フッ化物は希釈して使用するとは

いえ、自己判断のできない子供への使用を心配

する保護者は決して少なくありません。フッ化

物洗口を希望するか否かの選択肢は、当然設け
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るべきであります。フッ化物洗口の対応を、保

育所や幼稚園、学校などで目標値を定めて推進

することは、中止すべきであると思います。

次に、議案第53号「みやざき子ども・子育て

応援プランの変更について」述べます。

本計画は、子ども・子育て支援法に基づく、

子ども・子育て支援新制度のもとに作成され、

平成31年度が最終年度であります。今回の変更

は、市町村における教育・保育に係る量の変更

や、認定こども園を200園にするなどの目標の修

正などであります。

しかし、子ども・子育て支援新制度により、

保育制度改革のもとに保育の市場化を目指しス

タートした認定こども園は、さまざまな規制緩

和のもとで多くの問題を抱えております。ま

た、子育て支援の充実をうたうプランでありま

すが、病児保育事業や放課後児童クラブなどに

おいては、実態を踏まえたものになっておら

ず、さらに、子育て支援のかなめとも言える子

供医療費助成制度の拡充が位置づけられていな

いことを指摘しておきたいと思います。

最後に、請願第22号「子どもの医療費助成制

度の拡充を求める請願」について述べます。

本請願について、委員長報告は継続審査とい

うことでありますが、採択を求めるものであり

ます。

本請願は、一昨年９月に提出された「子ども

の医療費無料化を中学校卒業まで引き上げるこ

とを求める請願」を取り下げ、無料化の上限を

限定せず、短期間に１万人を超える賛同署名を

添えて昨年９月に改めて提出されたものであり

ます。このような経過から、本請願は、本定例

会を含め、実に７回の定例会において審議され

てまいりました。

我が党は、定例会ごとに、採択を求める立場

から討論を行い、県民生活と子供をめぐる現状

からも、少子化対策の重要な柱としても、子供

の医療費助成制度の拡大が県民的課題であるこ

と、この制度の全国的及び県内での広がりを明

らかにするとともに、この制度と財政について

も、県全体の予算規模から実現可能な制度であ

ることを申し上げてまいりました。また、県民

の県政への参加と請願権、請願権と県議会のあ

り方についても率直に述べてまいりました。し

たがって、本日は述べることはいたしません。

議員各位の賢明な判断をお願いしたいと思いま

す。

以上で討論を終わります。（拍手）〔降壇〕

ほかに討論の通告はありませ○ 原正三議長

ん。

以上で討論は終わりました。

議案第１号、第４号、第22号、第29号、◎

第32号、第38号、第40号及び第46号から

第53号まで採決

これより採決に入ります。○ 原正三議長

まず、議案第１号、第４号、第22号、第29

号、第32号、第38号、第40号及び第46号から

第53号までの各号議案について、一括お諮りい

たします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、各号議案○ 原正三議長

は委員長の報告のとおり可決されました。

議案第２号、第３号、第５号から第21号◎

まで、第23号から第28号まで、第30号、

第31号、第33号から第37号まで、第39号
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及び第41号から第45号まで採決

次に、議案第２号、第３号、○ 原正三議長

第５号から第21号まで、第23号から第28号ま

で、第30号、第31号、第33号から第37号まで、

第39号及び第41号から第45号までの各号議案に

ついて、一括お諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○ 原正三議長

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決され

ました。

請願第24号採決◎

次に、請願第24号についてお○ 原正三議長

諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○ 原正三議長

て、本請願は委員長の報告のとおり採択とする

ことに決定いたしました。

閉会中の継続審査及び継続調査案件採決◎

次に、お手元に配付のとお○ 原正三議長

り、各常任委員長及び議会運営委員長から閉会

中の継続審査及び調査の申し出がありますの

で、これを議題といたします。〔巻末参照〕

まず、請願第22号についてお諮りいたしま

す。

本請願を委員長の申し出のとおり閉会中の継

続審査とすることに賛成の議員の起立を求めま

す。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本請願は○ 原正三議長

委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査とす

ることに決定いたしました。

次に、ただいまお諮りしました請願を除く閉

会中の継続調査については、各委員長の申し出

のとおり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○ 原正三議長

て、各委員長の申し出のとおり閉会中の継続調

査とすることに決定いたしました。

特別委員長調査結果報告◎

次に、特別委員長の調査結果○ 原正三議長

報告を議題といたします。

ここで、特別委員長に調査結果報告を求めま

す。まず、みやざき経済振興対策特別委員会、

黒木正一委員長。

〔登壇〕（拍手） 当委員会で○黒木正一議員

は、本県の経済振興、雇用対策に関する所要の

調査活動を行ってまいりました。その結果につ

きましては、お手元に配付の報告書のとおりで

ありますが、ここで、その概要について御報告

申し上げます。

本県の経済は、九州財務局宮崎財務事務所が

まとめた昨年４月の宮崎県内経済情勢報告によ

ると、「緩やかに持ち直している」とされてお

り、個人消費も緩やかな持ち直しの動きが続い

ています。また、雇用情勢については、人手不

足がバブル期並みに深刻な状況となっていま

す。

平成27年国勢調査によると、本県の労働力人

口は54万4,236人で、平成７年以降、減少傾向と

なっています。少子高齢化などのほか、若者の

県外流出もその要因の一つと考えられます。昨
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年３月に卒業した高校生の県内就職率は55.8％

で、12年連続で50％台と低迷し、若者の県外流

出が長期的な課題となっております。一

方、2020年東京オリンピック・パラリンピック

の開催などにより、労働力も東京一極集中がさ

らに加速することが危惧され、危機感を持って

取り組む必要があります。

今後、本格的な人口減少社会が想定される

中、喫緊の課題である人口減少対策、その中で

も若者の県外流出に歯どめをかけるためには、

良質な雇用の場の確保は極めて重要です。その

ため、農林水産業を初めとする本県産業の振

興、企業誘致の推進に取り組む必要がありま

す。しかしながら、緩やかな国内景気の回復を

背景に、全国と同様に本県も人手不足は逼迫し

ており、本県の産業振興、企業誘致を図る上

で、人材の確保は重要な課題の一つと考えま

す。

このような認識のもと、当委員会では、「産

業振興に関すること」「企業立地に関するこ

と」「雇用の維持・人材確保に関すること」を

調査事項と決定しました。

以上の内容について積極的な調査活動を行

い、県当局への提言を取りまとめましたが、時

間の都合上、ここでは主なものに絞って御紹介

いたします。

まず、産業振興についてであります。

県では、みやざき産業振興戦略を策定し、雇

用の受け皿となる中小企業の振興、本県の特性

や強みを生かした成長産業の育成に、戦略的に

取り組むこととしています。本県産業の振興を

図る上で、県内企業の99.9％を占める中小企業

や小規模事業者が、外貨を稼ぐ力をいかに高め

るかが重要であります。そのため、産学金労官

による各プラットフォームや各相談機関は、重

要な役割を担っています。

意見交換を行った関係機関からは、「本県の

平成26年工業出荷額は約１兆5,000億円程度で、

平成22年の出荷額と比べると、伸び率は16.4％

で全国トップであるが、本県の持つ可能性をよ

り一層ＰＲしながら、商工業者のやる気を高め

ていきたい」との話がありました。

工業出荷額は伸びておりますが、県内企業の

稼ぐ力の伸び代は、まだ十分にあるものと考え

ます。今後とも、本県の可能性をしっかりと県

内企業にＰＲすることで、県内企業が稼ぐ力を

高める原動力になるものと考えます。

県当局には、産学金労官によるプラットフォ

ームの支援などにより、みやざき産業振興戦略

の各プロジェクトに掲げる平成30年度目標を達

成し、みやざきモデルの構築、さらには本県な

らではの稼ぎ方の確立につなげるよう要望しま

す。

次に、企業立地についてであります。

本県における企業立地は堅調な推移を示して

おり、平成28年度の企業立地件数は、大型案件

を含む49件で過去最高となっています。

当委員会では、県内外の自治体の特色ある企

業誘致の取り組みを初め、全国的な企業立地の

動向を調査しました。企業立地の動向につい

て、近年は、海外での知的財産権の侵害や、国

内での産業集積によるコスト低減など、国内で

の事業活動を重視する企業がふえており、海外

ではなく国内を強化する動きが高まっていま

す。また、都市部は人手不足で、企業の地方進

出が加速しており、企業が自治体に求める強化

対策は、人材の確保となっています。

訪問した日南市では、最初に進出したＩＴ企

業の説明会で、採用予定10名に対し約360人もの

人が集まり、日南市に進出すればいい人材が確
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保できるという話が広まって、現在のＩＴ企業

の進出につながっているとのことです。

県当局には、企業誘致の推進に当たり、優遇

制度による支援に加え、採用などの人材確保に

おいても積極的に取り組み、市町村と連携を図

りながら、自治体間競争において他県との差別

化を図ることを要望します。

一方、平成24年度から28年度までの立地企業

における最終雇用実績を見ると、正規職員の割

合は約61.5％、非正規職員の割合は約38.5％と

なっており、業種により差が見られるものの、

非正規職員による雇用の割合は約４割と高く

なっています。

県当局には、本県が目指す良質な雇用の場の

確保の観点から、立地企業に対し、正規職員で

の採用を積極的に働きかけるよう要望します。

最後に、雇用の維持・人材確保についてであ

ります。

当委員会では、各産業における担い手確保の

取り組みを初め、若者の県内就職促進及び早期

離職防止の取り組み、女性や高齢者などの潜在

的な労働力確保の取り組みなど、広範囲にわた

り調査を実施しました。

県が実施した、人材不足に関するアンケート

調査結果によると、県内企業の約７割が人手不

足と感じています。調査先からは、「平成27年

卒の高校生の県内就職率が全国最下位となり、

経営者も危機感を持っている」との話がありま

した。

本県の産業振興を図るためには、人材不足は

大きな課題であり、県や教育委員会、産業界な

どが一体となり、特に、若者の県内就職促進に

向けた取り組みを加速させることが肝要である

と考えます。

県当局には、関係団体と意見交換を重ねるな

ど、連携を図りながら、キャリア教育の充実や

職場環境の改善など、若者の県内就職促進の取

り組みを推進するよう要望します。

また、当委員会で、外国人技能実習生の受け

入れ状況を調査したところ、本県においては、

実習生が、企業や農家で技術や技能をしっかり

学び、母国で活躍していただくという国際貢献

の役割を果たしている一方で、実習生という名

の労働力となっている側面も見られたところで

す。実習生を受け入れる企業や農家は、実習生

に対する賃金に加え、送り出し機関への入会金

や管理費まで費用を負担し、実習生を確保して

いる状況であり、本県産業における人手不足を

痛感したところです。

県当局には、本県の産業を支える外国人技能

実習生の受け入れ状況の把握に努め、実習生の

受け入れ体制に対する支援などを検討するよう

要望します。

以上を委員会報告書の概要として御報告いた

しますが、当委員会の調査活動を通じて、例え

ば、企業立地における交通インフラの課題や、

また、建設業における働き方改革の課題など、

本県が取り組むべきさまざまな課題に直面した

ところです。

平成30年度は、宮崎県総合計画アクションプ

ランの最終年度で、新規企業立地件数など各施

策における目標達成に向け、より一層加速した

取り組みが求められます。

また、人口減少対策については、特に若者の

県外流出抑制の取り組みなどを喫緊の課題とし

て捉え、本県が目指す人口減少に対応した社会

づくりと「新しいゆたかさ」への挑戦に向け、

オールみやざきで取り組んでいただくことを強

く要望して、当委員会の報告といたします。

（拍手）〔降壇〕
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次は、海外経済戦略対策特別○ 原正三議長

委員会、中野一則委員長。

〔登壇〕（拍手） 当委員会で○中野一則議員

は、海外経済戦略対策に関する所要の調査活動

を行ってまいりました。その結果につきまして

は、お手元に配付の報告書のとおりであります

が、ここで、その概要について御報告申し上げ

ます。

昨年度、海外経済戦略対策特別委員会を設置

し、「みやざきグローバル戦略」に沿って所要

の調査活動を行ってまいりましたが、本県が取

り組むべき課題や委員会において調査すべき事

項は数多くあり、「今回の調査が一過性のもの

で終わらないよう、引き続き取り組んでいく必

要がある」との委員会報告を踏まえ、本年度も

同委員会を設置いたしました。

当委員会では、昨年度の同委員会の調査活動

も踏まえ、本県が抱える課題を絞り込み、「海

外展開に向けた取組に関すること」「インバウ

ンド及びアウトバウンド対策に関すること」

「海外との交流促進に関すること」を調査事項

として決定し、積極的に所要の調査活動を行っ

てまいりました。

時間の都合上、ここでは主なものに絞って御

紹介いたします。

まず、海外展開に向けた取り組みについてで

あります。

本県の農畜水産物の輸出実績は年々伸びてお

り、昨年度の輸出額は過去最高の約34億円とな

りました。主な輸出先は東アジアが大半を占め

ており、中でも台湾への輸出額が前年と比べて

大きく伸びています。

台湾においては、日本産牛肉が昨年９月に輸

入解禁となり、その直後に輸出した宮崎牛は、

最初に到着した日本産牛肉として大きな反響を

呼びました。宮崎牛は、昨年、全国和牛能力共

進会で３大会連続の内閣総理大臣賞を受賞した

ほか、地理的表示保護制度に登録されるなど、

さらなる輸出の拡大が期待されます。

当委員会では、農業関連団体、企業との意見

交換を行い、輸出における今後のあるべき方向

や、国内最大級の輸出拠点としての強化に向け

た取り組み状況等についてお話を伺いました

が、今後ともさまざまな流通経路を使いなが

ら、本県の農畜産物が海外に展開されることを

期待いたします。

また、自社製品の海外展開に取り組む県内企

業との意見交換も行い、海外展開の取り組み状

況についてお話を伺いました。企業からは、

「現地にいきなり行っても、自分たちだけでは

全くわからず、時間もかかり苦労する。行政な

どからの紹介がないと難しい」などの意見を伺

いました。海外での取引においては、行政等が

後押しをすることは相手の信頼度につながると

ともに、相手国の政府関係機関との関係も大事

だと考えます。

また、農業や水産業を営み、自社製品の海外

展開に取り組まれている企業を訪問し、その取

り組み状況について意見交換を行いました。

水産業を営む企業からは、「中国はさまざま

な書類を要し、ヨーロッパは放射能検査証明も

求められる」といった状況や、「養殖業は外国

人技能実習生の受け入れができないので、何と

かしていただきたい」などの意見を伺いまし

た。今後、このような課題解決に取り組むこと

で、より円滑な海外展開につながるものと感じ

ました。

また、農業を営む企業からは、「海外での営

業は、現地小売店との信頼関係の構築が大事」

という意見や、「九州の野菜・果樹の味がわか
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る人たちが営業をすれば、もっと販売は広が

る」などの意見を伺いました。販路の開拓・拡

大につながる大切な意見だと感じました。

海外展開に取り組む県内企業の課題を聞き、

期待に応えるよう、行政ができる部分と企業自

身に行動してもらうべき部分の役割分担を明確

にし、その連携を図りながら、輸出拡大につな

がる施策に取り組んでいくよう要望いたしま

す。

次に、インバウンド及びアウトバウンド対策

についてであります。

まず、国際航空ネットワークに関して、宮崎

空港に発着する３つの国際定期航空路線は、み

やざきグローバル戦略を推進する上でも欠かせ

ない重要な交通基盤です。今年度、ソウル線で

は、アシアナ航空が冬期増便した上に、イース

ター航空も新規就航し、台北線では、今月から

１便増便し、再び週３便体制となっており、各

種取り組みの成果があらわれています。

当委員会では、台湾で調査した際に、チャイ

ナエアラインから、今回の台北線１便増を決断

したということに加え、「今後、４便、５便と

ふやし、最終的には毎日運航を目指していけれ

ばと思う」、また、「将来に向けては、宮崎か

ら台湾第二の都市の高雄に飛ばせる機会がない

か常に研究している」とのお話もお伺いいたし

ました。これらが実現されるよう、本県として

もさらなる取り組みに努めなければならないと

考えます。

次に、新規路線に関して、本県では、中国や

タイなどをターゲットに情報収集やセールスを

実施しているとのことですが、誘致先のニーズ

を把握しながら、他県の就航状況も踏まえつ

つ、新規路線の開拓に向けて取り組むよう要望

いたします。

次に､国際海上ネットワークに関してでありま

す。

本県では、県内港湾の利用促進や航路の維持

・充実を図るために、港湾機能の向上やファー

ストポートの実現に向けて取り組んでいるとこ

ろであります。

コンテナ航路については、世界的なコンテナ

船社の経営状況の悪化と貨物量の減少の中、油

津港でもコンテナの取扱貨物量が減少したた

め、寄港していた韓国航路は昨年10月から休止

となりました。同港に寄港している他の航路の

取扱貨物量も減ってきています。今後、ポート

セールス等の積極的な展開により利用をお願い

するなど、現行航路の存続には十分努め、航路

の維持・充実を図っていくよう要望いたしま

す。

次に､海外との交流促進の取り組みについてで

あります。

海外への展開促進や海外からの誘致推進を

図っていくためには、幅広い分野において、海

外の自治体や民間企業等との交流を促進し、こ

れまで培ってきた海外の人的ネットワークをさ

らに強化・拡大することで、経済やグローバル

人材の交流につなげていく必要があります。今

後は、これまでの経験を生かし、県と市町村、

民間等の役割分担を明確にするとともに、それ

ぞれの対象国に対する戦略を十分に検討し、取

り組んでいくよう要望いたします。

また、本県でも企業のグローバル化や労働力

不足に対応していくために､海外から多くの有能

な人材を受け入れていく時代がやってきてお

り、企業からのニーズに行政の対応を求められ

ることも想定しておかなければなりません。そ

のため、予想される対象国とどのように連携を

とるか、今のうちから検討していくよう要望い
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たします。

以上を委員会報告書の概要として報告いたし

ましたが、海外調査で訪れたベトナムや台湾は

日本に対して友好的で、意見交換等を行った限

りでは、本県が活躍のできる場は多くあると感

じました。また、この海外調査で訪問した調査

先における人材養成の取り組みは、技能者や働

き手が不足していく中で、参考とすべき事例だ

と考えます。

みやざきグローバル戦略は、来年度、集大成

の年となります。戦略で定める成果指標の最終

目標値が達成されるよう、また、戦略の目的で

ある「外貨の獲得、ビジネスチャンスの創出」

が図られ、５年後、10年後に本当の意味での成

果が出るよう、しっかりと取り組んでいただき

たく思います。

最後に、みやざきグローバル戦略を通して、

世界に向けたさまざまな取り組みが、本県及び

県民にとってより実り多きものとなるよう、そ

して、引き続き本県が世界とともに成長してい

くことを期待しまして、当委員会の報告といた

します。（拍手）〔降壇〕

次は、2025年問題対策特別委○ 原正三議長

員会、満行潤一委員長。

〔登壇〕（拍手） 当委員会で○満行潤一議員

は、2025年問題等に関する所要の調査活動を

行ってまいりました。その結果につきまして

は、お手元に配付の報告書のとおりであります

が、ここで、その概要について御報告申し上げ

ます。

我が国においては、人口減少や高齢化が進む

中、いわゆる団塊の世代が全て75歳以上とな

る2025年に向けて、急増する社会保障費への対

応や医療・介護サービスの維持向上が喫緊の課

題となっております。

こうした課題に対応するため、効率的かつ質

の高い医療提供体制の確保や、地域包括ケアシ

ステムの構築等により、地域における医療及び

介護の総合的な確保の推進を図るための取り組

みが進められています。

また、少子高齢化に伴う人口減少という大き

な課題を抱える中で、既存の縦割りの制度では

効果的で適切な解決策を講じることが難しい課

題や、既存の制度のはざまにあって、制度によ

る解決が困難な課題があります。このような課

題を解決するためには、地域の力を強化すると

ともに、公的な機関がさまざまな分野で縦割り

に対応するのではなく、連携・協働しながら包

括的に支援を行っていくことが必要となってい

ます。

国においては、地域住民や多様な主体が、さ

まざまな課題に対して「我が事」として参画

し、世代や分野を超えて「丸ごと」つながるこ

とで、住民一人一人の暮らしや生きがい、地域

をともにつくっていく社会、いわゆる地域共生

社会の実現を目指していくこととしています。

こうした状況を踏まえ、当委員会では、2025

年問題等に対する本県の課題の解決に向けて調

査を行う観点から、「2025年問題に関するこ

と」「高齢者等対策に関すること」「子どもや

高齢者等に係る新たな地域共生社会に関するこ

と」を調査事項と決定いたしました。

以上の内容について、積極的な調査活動を行

い、当局への提言を取りまとめましたが、時間

の都合上、ここでは主なものに絞って御紹介い

たします。

まず、2025年問題についてであります。

当委員会では、医療・介護分野の課題を初

め、生産年齢人口の減少に対応した労働力の確

保や、後継者不足により廃業が進む中小企業等
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の事業承継などの地域経済の課題に対しても調

査を行いました。

今後、地域包括ケアシステムの構築に向けた

市町村の取り組みや、地域医療構想の実現に向

けた地域医療構想調整会議での議論が本格化す

る中で､県の果たす役割はますます重要になって

くるものと考えます。

まず、地域包括ケアシステムについてであり

ます。県内全域で効果的な介護予防に取り組ん

でいくためには、先進的に取り組んでいる市町

村の事例を展開することが有効であります。当

委員会では、地域における住民主体の通いの場

を充実させ、人と人とのつながりを通じて継続

性の高い介護予防に積極的に取り組んでいる都

城市を調査いたしました。

県当局には、こうした都城市を初めとする先

進自治体の取り組みを県内全市町村に波及させ

るよう要望します。

また、地域で活用できる資源には自治体間で

大きな差があることから、特に医療・介護資源

が不足している中山間地域等においては、高齢

者が住みなれた地域で安心して住み続けられる

よう、広域連携の推進や民間サービスの参入を

促進する支援策の充実を図るよう要望します。

また、地域医療構想については､委員会におい

て複数の委員から、「病床の再編は、病院の経

営にかかわる問題であるので、県は病院と危機

感を共有しながら議論を進めてほしい」との意

見がありました。

県当局には、医療機関における経営の視点も

十分踏まえた上で､地域医療構想調整会議におい

て、危機感を共有しながら、地域医療介護総合

確保基金を十分活用し、病床の機能分化、連携

を進めるよう要望します。

また、健康長寿社会づくりについては、本県

はメタボ該当者及びメタボ予備群の割合が全国

平均より高い状況ですが、特定健康診査の実施

率は全国平均より低く、下位に位置していま

す。糖尿病などの生活習慣病の有病率は認知症

の有病率にも影響していると考えられているた

め、県当局には、健康寿命の延伸に向け、特定

健康診査の実施率を向上させる取り組みを一層

推進するよう要望します。

また、介護人材の確保については、厚生労働

省が2015年６月に発表した需給推計による

と、2025年には、本県において約4,300人の介護

職員の不足が見込まれています。本県にとって

も、介護人材の確保は喫緊の課題であります。

県当局には、国の方針に沿って、他県の活用

事例も参考にしながら､地域医療介護総合確保基

金を十分活用し、積極的に対策を進めるととも

に、介護専門職が専門の業務に集中できるよ

う、介護助手等の人材の育成も検討するよう要

望します。

また、地域経済の課題に関しては、今後、少

子高齢化で労働力人口のさらなる減少が見込ま

れることから、高校生の県内就職率の向上を図

ることは喫緊の課題であります。

県当局には、県内高校生に対して宮崎のよさ

をアピールし、全庁挙げて郷土愛の醸成に取り

組むよう要望します。

あわせて、高齢者の就業促進の観点から、生

涯現役社会の実現に向けて、高齢者が年齢に関

係なく働き続けられる環境整備を一層推進する

よう要望します。

また、県内企業等の事業承継については、本

県の休廃業・解散率は全国で２番目に高く､今後

も団塊世代の経営者の引退が想定されるなど、

本県経済、ひいては地域の維持・活性化に影響

を及ぼす大きな問題であり、その対策は喫緊の
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課題であります。県当局には、休廃業・解散に

伴って喪失される雇用を初めとする影響を把握

するとともに、必要な事業承継の対策を充実す

るよう要望します。

次に、高齢者等対策についてであります。

まず、高齢者の権利擁護についてです。県で

は、県内どこでも成年後見制度が利用できるよ

う、市町村社会福祉協議会が法人として後見受

任できる体制づくりに必要な人材の養成研修

を、昨年度から実施しています。

今後、認知症高齢者やひとり暮らし高齢者の

増加に伴い、成年後見制度の需要が一層高ま

り、ますます後見を担う弁護士、社会福祉士等

の専門職が不足することが見込まれていること

から、県当局には、市民後見人等の養成を一層

進めるよう要望します。

また、地域における高齢者の見守り・支援体

制については、全県下において構築していく必

要があることから、県当局には､各市町村の見守

り・支援体制の状況を把握するとともに、十分

な体制整備が進むよう、支援等を行うよう要望

します。

また、生きがいづくりの受け皿となっている

老人クラブについては、クラブ数及び会員数と

もに年々減少傾向にあることから、県当局に

は、自治会などから老人クラブへの加入につな

がるような連携のあり方を検討するとともに、

役員確保への行政支援について研究を行うよう

要望します。

最後に､子どもや高齢者等に係る新たな地域共

生社会についてであります。

調査先においては、地域住民が誰でもいつで

も集える居場所をつくり、そこを拠点として、

子供や高齢者、障がい者を含む全ての人がお互

い支え合い､助け合いながら生活していける社会

を目指したさまざまな活動が行われていまし

た。こうした取り組みが、国が目指す「我が事

・丸ごと」の地域づくりにつながるものと考え

ます。

近年、核家族化、ひとり親世帯の増加、地域

のつながりの希薄化等により家族または地域内

の支援力が低下しているという状況の中で、地

域全体で支える力を再構築することが求められ

ており、地域から孤立しない取り組みを進めて

いくことが重要であります。そのためには、か

なめとなる人材とその人を支える人材の育成・

確保を図ることが、地域共生社会の実現に向け

た取り組みを大きく後押しするものと考えま

す。県当局には、地域共生社会のトップランナ

ーを目指して、人材の育成・確保を初めとする

取り組みを積極的に進めるよう要望します。

以上を委員会報告書の概要として御報告いた

しますが、これらの提言をまとめるに当たり、

１年間にわたって調査活動を進めてまいりまし

た。

2025年問題を含め、人口の高齢化は決して恐

れるものではありません。団塊の世代を含め、

元気で意欲のある高齢者が活躍でき、地域で皆

が支え合える社会づくりを通じて、地域社会の

活力を維持・発展させることは十分可能である

と考えます。

当委員会の提言を踏まえ、市町村、関係機関

・団体等と連携し、県民一人一人がいつまでも

住みなれた地域で安心して暮らせる社会の実現

に向けて取り組んでいただくことを要望いたし

まして、当委員会の報告といたします。（拍

手）〔降壇〕

以上で特別委員長の調査結果○ 原正三議長

報告は終わりました。

特別委員長の報告に対する質疑の通告はあり
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ません。

議員発議案送付の通知◎

次に、お手元に配付のとお○ 原正三議長

り、委員会及び議員から議案の送付を受けまし

たので、事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成30年３月20日

宮崎県議会議長 原 正三 殿

提出者 議会運営委員長 松村 悟郎

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

宮崎県政務活動費の交付に関する条例の一

部を改正する条例

議員発議案第２号

宮崎県議会会議規則の一部を改正する規則

議員発議案第３号

洪水回避等を目的とした流量確保のための

中小河川の河道掘削の予算の確保を求める

意見書

議員発議案第４号

2025年国際博覧会の誘致に関する決議

平成30年３月20日

宮崎県議会議長 原 正三 殿

提出者 総務政策常任委員長 二見 康之

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第５号

ＪＲ九州の鉄道路線の維持及び利便性の確

保を求める意見書

平成30年３月20日

宮崎県議会議長 原 正三 殿

提出者 宮崎県議会議員 丸山裕次郎

井本 英雄

田口 雄二

新見 昌安

松村 悟郎

後藤 哲朗

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第６号

北朝鮮による日本人拉致問題の早急な全面

解決を求める意見書

議員発議案第１号から第６号まで◎

追加上程

ただいま朗読いたしました議○ 原正三議長

員発議案第１号から第６号までの各号議案を日

程に追加し、議題とすることに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○ 原正三議長

ように決定いたしました。

議員発議案第１号から第６号までの各号議案

を一括議題といたします。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、説明及び委員会の付託を省略し

て直ちに審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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御異議ありませんので、その○ 原正三議長

ように決定いたしました。

質疑の通告はありません。

討 論◎

これより討論に入ります。○ 原正三議長

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。来住一人議員。

〔登壇〕 ただいま議題となっ○来住一人議員

ております、議員発議案第４号「2025年国際博

覧会の誘致に関する決議」について、日本共産

党を代表して、反対の立場から討論いたしま

す。

本決議は、大阪府・大阪市が誘致、開催を目

指している2025年国際博覧会を支持するととも

に、誘致実現に向けた取り組みを支援、協力し

ていこうというものであります。

日本共産党は、国際博覧会が持つ産業や技術

の進歩、展望を示し、広く教育的に広げようと

いう理念そのものに反対するものではありませ

ん。しかし、大阪府・大阪市が国際博覧会を誘

致しようとしている会場との関係で、問題を指

摘しなければなりません。本決議は、誘致しよ

うとする博覧会の会場については明記しており

ませんが、大阪府・大阪市が一体となって目指

している誘致先が、埋立地である夢洲（ゆめし

ま）であります。

第１に、大阪府が国際博覧会の誘致を表明し

ている夢洲では、カジノを含む統合型リゾート

ＩＲの事業が計画されていますが、この計画を

促進する切り札として、国際博覧会の誘致に力

を入れていることを指摘しなければなりませ

ん。

夢洲でのＩＲ整備に向け、埋立工事が前倒し

され、また、地下鉄・ＪＲの延長、道路の拡幅

など、関連事業費だけでも1,000億円を超えると

され、ＩＲ構想だけで巨大開発を進めれば大阪

府民の批判をまともに受けることになるため、

国際博覧会の誘致を表明することで批判をかわ

そうとする狙いがあると言われます。

第２に、国際博覧会の会場が、カジノに隣接

して建設されるという問題であります。読売新

聞が昨年11月に行った世論調査では、「大阪府

と大阪市が、国際博覧会会場の予定地の近くに

カジノを含む統合型リゾートを誘致することを

検討しています。こうした施設を誘致すること

に賛成ですか、反対ですか」の問いに、52％が

反対を表明しております。

カジノなどのギャンブルは、刑法第185条及

び186条で禁じている賭博であります。カジノの

問題は、本議場で議論されてきたところであり

ます。カジノは、成長戦略どころか何の価値も

生み出さず、社会的荒廃を招くことは明白で、

国際博覧会の理念とは相入れないものでありま

す。

第３に、夢洲は、産業廃棄物を受け入れなが

ら埋め立てを進めてきていることから、土壌汚

染が懸念されており、国際博覧会のテーマとさ

れている「健康・長寿への挑戦」とは大きく矛

盾するものと言わざるを得ないということであ

ります。

ましてや、近い将来、南海トラフ大地震が起

きる可能性が大きいと指摘されているもとで、

大地震、大津波により大きな被害を受けるおそ

れがある夢洲に、半年間にわたって大勢の人々

を集中させようとする計画は、余りにも無謀と

言わなければならないと思います。

国際博覧会の夢洲への誘致について問題点を

述べましたが、本決議に同意することは、以上

のような問題点を無条件に是とすることを意味
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しますので、本決議に同意できないものであり

ます。

以上で討論を終わります。（拍手）〔降壇〕

ほかに討論の通告はありませ○ 原正三議長

ん。

以上で討論は終わりました。

議員発議案第４号採決◎

これより採決に入ります。○ 原正三議長

まず、議員発議案第４号についてお諮りいた

します。

本案を原案のとおり可決することに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本案は原○ 原正三議長

案のとおり可決されました。

議員発議案第１号から第３号まで、◎

第５号及び第６号採決

次に、議員発議案第１号から○ 原正三議長

第３号まで、第５号及び第６号の各号議案につ

いて、一括お諮りいたします。

各号議案を原案のとおり可決することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○ 原正三議長

て、各号議案は原案のとおり可決されました。

以上で、今期定例会の議事は全て終了いたし

ました。

暫時休憩いたします。

午前11時50分休憩

午前11時53分開議

閉 会◎

休憩前に引き続き会議を開き○ 原正三議長

ます。

これをもちまして、平成30年２月定例県議会

を閉会いたします。

午前11時54分閉会
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平成３０年２月定例県議会日程
２７日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

議会運営委員会 9:30開会
会議録署名議員指名
議会運営委員長審査結果報告

２．２２ 木 本会議 会期決定
議案上程
知事提案理由説明

２３ 金 （ 議 案 調 査 ）

２４ 土
（ 閉 庁 日 ）

２５ 日 休 会

代表質問通告締切 12:00２６ 月
（ 議 案 調 査 ）

一般質問通告締切 12:00２７ 火

２８ 水 議会運営委員会 9:30
代 表 質 問

３． １ 木 本会議

請願締切 16:00２ 金 一 般 質 問

３ 土
休 会 （ 閉 庁 日 ）

４ 日

議員発議案締切 17:00
５ 月 一 般 質 問 （会派提出）

本会議 議会運営委員会 9:30一 般 質 問
質疑、討論、採決（人事案件）６ 火
議案・請願委員会付託

７ 水
常任委員会 （補正）休 会

８ 木

議会運営委員会 9:30
９ 金 本会議

常任委員長審査結果報告（補正）
質疑、討論、採決

１０ 土
（ 閉 庁 日 ）

１１ 日

１２ 月

１３ 火

常 任 委 員 会 （ 当 初 ）１４ 水

議員発議案締切 17:00
１５ 木 休 会 （会派提出を除く）

１６ 金 特 別 委 員 会 議会運営委員会

１７ 土
（ 閉 庁 日 ）

１８ 日

１９ 月 （ 議 事 整 理 ）

議会運営委員会 9:30常任委員長審査結果報告（当初）
質疑、討論、採決２０ 火 本会議 特別委員長調査結果報告
閉会
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代 表 質 問 時 間 割

２月２８日（水）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 １０：００～１２：００ 休憩井本 英雄

２ 自 由 民 主 党 １３：００～１５：００黒木 正一

３月１日（木）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

３ 県 民 連 合 宮 崎 １０：００～１１：４０ 休憩岩切 達哉

４ 公 明 党 １３：００～１４：１０重松幸次郎



- 318 -

平成３０年２月定例県議会

一 般 質 問 時 間 割

３月２日（金）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 愛 み や ざ き １０：００～１１：００図師 博規

２ 日 本 共 産 党 １１：００～１２：００ 休憩来住 一人

３ 自 由 民 主 党 １３：００～１４：００松村 悟郎

４ 自 由 民 主 党 １４：００～１５：００中野 明

３月５日（月）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

５ 県 民 連 合 宮 崎 １０：００～１１：００渡辺 創

６ 自 由 民 主 党 １１：００～１２：００ 休憩外山 衛

７ 公 明 党 １３：００～１４：００河野 哲也

８ 自 由 民 主 党 １４：００～１５：００山下 博三

３月６日（火）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

９ 自 由 民 主 党 １０：００～１１：００右松 隆央

１０ 県 民 連 合 宮 崎 １１：００～１２：００ 休憩満行 潤一

１１ 自 由 民 主 党 １３：００～１４：００徳重 忠夫

１２ 自 由 民 主 党 １４：００～１５：００坂口 博美
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［議　案］（平成２９年度補正予算関係）

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第５５号 平成29年度宮崎県一般会計補正予算（第６号） 可決 可決 可決 可決 可決

第５６号
平成29年度宮崎県開発事業特別資金特別会計補正
予算（第１号）

可決

第５７号
平成29年度宮崎県公債管理特別会計補正予算（第１
号）

可決

第５８号
平成29年度宮崎県母子父子寡婦福祉資金特別会計
補正予算（第１号）

可決

第５９号
平成29年度宮崎県山林基本財産特別会計補正予算
（第１号）

可決

第６０号
平成29年度宮崎県拡大造林事業特別会計補正予算
（第１号）

可決

第６１号
平成29年度宮崎県林業改善資金特別会計補正予算
（第１号）

可決

第６２号
平成29年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特
別会計補正予算（第１号）

可決

第６３号
平成29年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエーショ
ン施設特別会計補正予算（第１号）

可決

第６４号
平成29年度宮崎県営国民宿舎特別会計補正予算（第
１号）

可決

第６５号
平成29年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計補正
予算（第１号）

可決

第６６号
平成29年度宮崎県公共用地取得事業特別会計補正
予算（第１号）

可決

第６７号
平成29年度宮崎県港湾整備事業特別会計補正予算
（第１号）

可決

第６８号
平成29年度宮崎県立学校実習事業特別会計補正予
算（第１号）

可決

第６９号
平成29年度宮崎県育英資金特別会計補正予算（第１
号）

可決

第７０号
県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正
する条例

可決

第７１号
宮崎県税条例及び宮崎県産業廃棄物税条例の一部
を改正する条例

可決

第７２号
職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条
例

可決

第７３号 宮崎県安心こども基金条例の一部を改正する条例 可決

第７４号
県道の道路標識の寸法を定める条例の一部を改正す
る条例

可決

議案　委員会審査結果表

番　号 件　名

常 任 委 員 会
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総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第７５号
都市公園、公園施設及び特定公園施設等の設置の基
準を定める条例の一部を改正する条例

可決

第７６号 建築基準法施行条例の一部を改正する条例 可決

第７７号 工事請負契約の締結について 可決

第７８号 工事請負契約の締結について 可決

第７９号 工事請負契約の締結について 可決

第８０号 工事請負契約の変更について 可決

第８１号 財産の処分について 可決

第８２号 民事訴訟事件の和解について 可決

第８３号
退職手当支給制限処分に係る審査請求に対する裁決
について

主文の
とおり
棄却す
べき

番　号 件　名

常 任 委 員 会
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平成３０年２月定例県議会

［議　案］（平成３０年度当初予算関係）

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第１号 平成30年度宮崎県一般会計予算 可決 可決 可決 可決 可決

第２号 平成30年度宮崎県開発事業特別資金特別会計予算 可決

第３号 平成30年度宮崎県公債管理特別会計予算 可決

第４号 平成30年度宮崎県国民健康保険特別会計予算 可決

第５号
平成30年度宮崎県母子父子寡婦福祉資金特別会計
予算

可決

第６号 平成30年度宮崎県山林基本財産特別会計予算 可決

第７号 平成30年度宮崎県拡大造林事業特別会計予算 可決

第８号 平成30年度宮崎県林業改善資金特別会計予算 可決

第９号
平成30年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特
別会計予算

可決

第１０号
平成30年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエーショ
ン施設特別会計予算

可決

第１１号 平成30年度宮崎県営国民宿舎特別会計予算 可決

第１２号 平成30年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計予算 可決

第１３号 平成30年度宮崎県公共用地取得事業特別会計予算 可決

第１４号 平成30年度宮崎県港湾整備事業特別会計予算 可決

第１５号 平成30年度宮崎県立学校実習事業特別会計予算 可決

第１６号 平成30年度宮崎県育英資金特別会計予算 可決

第１７号 平成30年度宮崎県公営企業会計（電気事業）予算 可決

第１８号
平成30年度宮崎県公営企業会計（工業用水道事業）
予算

可決

第１９号
平成30年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）予
算

可決

第２０号 平成30年度宮崎県立病院事業会計予算 可決

第２１号
県営土地改良事業特別徴収金徴収条例の一部を改正
する条例

可決

第２２号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 可決 可決 可決 可決

第２３号 道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 可決

第２４号 都市公園条例の一部を改正する条例 可決

第２５号
宮崎県立病院事業の設置等に関する条例の一部を改
正する条例

可決

議案・請願　委員会審査結果表

番　号 件　名

常 任 委 員 会
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総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第２６号
警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す
る条例

可決

第２７号
市町村立学校職員の給与等に関する条例及び県立学
校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正す
る条例

可決

第２８号 観光みやざき未来創造基金条例 可決

第２９号
宮崎県国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改
正する条例

可決

第３０号
宮崎県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を
改正する条例

可決

第３１号
宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部
を改正する条例

可決 可決 可決

第３２号
宮崎県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条
例

可決

第３３号 宮崎県産科専門医研修資金貸与条例 可決

第３４号
宮崎県小児科専門医師研修資金貸与条例の一部を改
正する条例

可決

第３５号 宮崎県医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例 可決

第３６号
宮崎県看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する
条例

可決

第３７号 宮崎県国民健康保険調整交付金条例を廃止する条例 可決

第３８号
宮崎県国民健康保険運営協議会条例の一部を改正す
る条例

可決

第３９号
宮崎県介護保険サービスの人員、設備及び運営等の
基準に関する条例の一部を改正する条例

可決

第４０号
宮崎県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備
及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条
例

可決

第４１号
宮崎県指定通所支援の事業及び指定障害児入所施設
等並びに基準該当通所支援の事業の人員、設備及び
運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例

可決

第４２号 旅館業法施行条例の一部を改正する条例 可決

第４３号 後期研修医研修資金貸与条例の一部を改正する条例 可決

第４４号 宮崎県監査委員条例の一部を改正する条例 可決

第４５号 包括外部監査契約の締結について 可決

第４６号 林道事業執行に伴う市町村負担金徴収について 可決

第４７号
国営西諸土地改良事業（一期）執行に伴う市町村負担
金徴収について

可決

第４８号
農政水産関係建設事業執行に伴う市町村負担金徴収
について

可決

第４９号 土木事業執行に伴う市町村負担金徴収について 可決

第５０号 宮崎県医療計画の変更について 可決

番　号 件　名

常 任 委 員 会

2 
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総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第５１号 宮崎県高齢者保健福祉計画の変更について 可決

第５２号 宮崎県歯科保健推進計画の変更について 可決

第５３号 みやざき子ども・子育て応援プランの変更について 可決

［請　願］

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第２２号 子どもの医療費助成制度の拡充を求める請願 継続

第２４号
建設業の健全な経営に関する諸施策の対策強化につ
いての請願

採択

件　名

常 任 委 員 会

番　号 件　名

常 任 委 員 会

番　号

3-　23　-
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閉 会 中 の 継 続 審 査 ・ 調 査 申 出 一 覧

平成３０年２月定例県議会

委 員 会 名 事 件 理 由

調査を要す

るため
総務政策常任委員会 総合政策及び行財政対策に関する調査

慎重な審査
請願第22号 子どもの医療費助成制度の拡充を求め

・調査を要厚 生 常 任 委 員 会
る請願

するため
福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関する調査

調査を要す

るため
商工建設常任委員会 商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査

調査を要す環 境 農 林 水 産
環境対策及び農林水産業振興対策に関する調査

るため常 任 委 員 会

教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に 調査を要す文 教 警 察 企 業

関する調査 るため常 任 委 員 会

円滑な議会

次期県議会の会期日程及び議会運営に関する調査 運営を図る議 会 運 営 委 員 会

ため



議 案 議 決 件 名 一 覧 表
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第１号 平成30年度宮崎県一般会計予算 ３月20日・ 可 決

〃 第２号 平成30年度宮崎県開発事業特別資金特別会計予算 〃

〃 第３号 平成30年度宮崎県公債管理特別会計予算 〃

〃 第４号 平成30年度宮崎県国民健康保険特別会計予算 〃

〃 第５号 平成30年度宮崎県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 〃

〃 第６号 平成30年度宮崎県山林基本財産特別会計予算 〃

〃 第７号 平成30年度宮崎県拡大造林事業特別会計予算 〃

〃 第８号 平成30年度宮崎県林業改善資金特別会計予算 〃

〃 第９号 平成30年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別 〃

会計予算

〃 第10号 平成30年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエーシ 〃

ョン施設特別会計予算

〃 第11号 平成30年度宮崎県営国民宿舎特別会計予算 〃

〃 第12号 平成30年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計予算 〃

〃 第13号 平成30年度宮崎県公共用地取得事業特別会計予算 〃

〃 第14号 平成30年度宮崎県港湾整備事業特別会計予算 〃

〃 第15号 平成30年度宮崎県立学校実習事業特別会計予算 〃

〃 第16号 平成30年度宮崎県育英資金特別会計予算 〃

〃 第17号 平成30年度宮崎県公営企業会計（電気事業）予算 〃

〃 第18号 平成30年度宮崎県公営企業会計（工業用水道事業） 〃

予算

〃 第19号 平成30年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）予算 〃

〃 第20号 平成30年度宮崎県立病院事業会計予算 〃

〃 第21号 県営土地改良事業特別徴収金徴収条例の一部を改正 〃

する条例

〃 第22号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 〃

〃 第23号 道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 〃

〃 第24号 都市公園条例の一部を改正する条例 〃

〃 第25号 宮崎県立病院事業の設置等に関する条例の一部を改 〃

正する条例

〃 第26号 警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す 〃

る条例
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第27号 市町村立学校職員の給与等に関する条例及び県立学 ３月20日・ 可 決

校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正す

る条例

〃 第28号 観光みやざき未来創造基金条例 〃

〃 第29号 宮崎県国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改 〃

正する条例

〃 第30号 宮崎県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を 〃

改正する条例

〃 第31号 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部 〃

を改正する条例

〃 第32号 宮崎県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例 〃

〃 第33号 宮崎県産科専門医研修資金貸与条例 〃

〃 第34号 宮崎県小児科専門医師研修資金貸与条例の一部を改 〃

正する条例

〃 第35号 宮崎県医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例 〃

〃 第36号 宮崎県看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する 〃

条例

〃 第37号 宮崎県国民健康保険調整交付金条例を廃止する条例 〃

〃 第38号 宮崎県国民健康保険運営協議会条例の一部を改正す 〃

る条例

〃 第39号 宮崎県介護保険サービスの人員、設備及び運営等の 〃

基準に関する条例の一部を改正する条例

〃 第40号 宮崎県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備 〃

及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例

〃 第41号 宮崎県指定通所支援の事業及び指定障害児入所施設 〃

等並びに基準該当通所支援の事業の人員、設備及び

運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例

〃 第42号 旅館業法施行条例の一部を改正する条例 〃

〃 第43号 後期研修医研修資金貸与条例の一部を改正する条例 〃

〃 第44号 宮崎県監査委員条例の一部を改正する条例 〃

〃 第45号 包括外部監査契約の締結について 〃

〃 第46号 林道事業執行に伴う市町村負担金徴収について 〃
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第47号 国営西諸土地改良事業（一期）執行に伴う市町村負 ３月20日・ 可 決

担金徴収について

〃 第48号 農政水産関係建設事業執行に伴う市町村負担金徴収 〃

について

〃 第49号 土木事業執行に伴う市町村負担金徴収について 〃

〃 第50号 宮崎県医療計画の変更について 〃

〃 第51号 宮崎県高齢者保健福祉計画の変更について 〃

〃 第52号 宮崎県歯科保健推進計画の変更について 〃

〃 第53号 みやざき子ども・子育て応援プランの変更について 〃

〃 第54号 教育委員会委員の任命の同意について ３月６日・ 同 意

〃 第55号 平成29年度宮崎県一般会計補正予算（第６号） ３月９日・ 可 決

〃 第56号 平成29年度宮崎県開発事業特別資金特別会計補正予 〃

算（第１号）

〃 第57号 平成29年度宮崎県公債管理特別会計補正予算（第１号） 〃

〃 第58号 平成29年度宮崎県母子父子寡婦福祉資金特別会計補 〃

正予算（第１号）

〃 第59号 平成29年度宮崎県山林基本財産特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第60号 平成29年度宮崎県拡大造林事業特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第61号 平成29年度宮崎県林業改善資金特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第62号 平成29年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別 〃

会計補正予算（第１号）

〃 第63号 平成29年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエーシ 〃

ョン施設特別会計補正予算（第１号）

〃 第64号 平成29年度宮崎県営国民宿舎特別会計補正予算（第 〃

１号）

〃 第65号 平成29年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計補正予 〃

算（第１号）

〃 第66号 平成29年度宮崎県公共用地取得事業特別会計補正予 〃

算（第１号）
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第67号 平成29年度宮崎県港湾整備事業特別会計補正予算 ３月９日・ 可 決

（第１号）

〃 第68号 平成29年度宮崎県立学校実習事業特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第69号 平成29年度宮崎県育英資金特別会計補正予算（第１号） 〃

〃 第70号 県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正 〃

する条例

〃 第71号 宮崎県税条例及び宮崎県産業廃棄物税条例の一部を 〃

改正する条例

〃 第72号 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例 〃

〃 第73号 宮崎県安心こども基金条例の一部を改正する条例 〃

〃 第74号 県道の道路標識の寸法を定める条例の一部を改正す 〃

る条例

〃 第75号 都市公園、公園施設及び特定公園施設等の設置の基 〃

準を定める条例の一部を改正する条例

〃 第76号 建築基準法施行条例の一部を改正する条例 〃

〃 第77号 工事請負契約の締結について 〃

〃 第78号 工事請負契約の締結について 〃

〃 第79号 工事請負契約の締結について 〃

〃 第80号 工事請負契約の変更について 〃

〃 第81号 財産の処分について 〃

〃 第82号 民事訴訟事件の和解について 〃

〃 第83号 退職手当支給制限処分に係る審査請求に対する裁決 ３月９日・諮問答申

について

〃 第84号 公害審査会委員の任命の同意について ３月６日・ 同 意

議員発議案 第１号 宮崎県政務活動費の交付に関する条例の一部を改正 ３月20日・ 可 決

する条例

〃 第２号 宮崎県議会会議規則の一部を改正する規則 〃

〃 第３号 洪水回避等を目的とした流量確保のための中小河川 〃

の河道掘削の予算の確保を求める意見書

〃 第４号 2025年国際博覧会の誘致に関する決議 〃
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

議員発議案 第５号 ＪＲ九州の鉄道路線の維持及び利便性の確保を求め ３月20日・ 可 決

る意見書

〃 第６号 北朝鮮による日本人拉致問題の早急な全面解決を求 〃

める意見書



議 員 発 議 案 等



議
員
発
議
案
第
１
号

宮
崎
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

宮
崎
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
（
平
成
1
3
年
宮
崎
県
条
例
第
2
9
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

（
収
支
報
告
書
等
）

（
収
支
報
告
書
等
）

第
1
0
条

［
略
］

第
1
0
条

［
略
］

２
・
３

［
略
］

２
・
３

［
略
］

４
前
３
項
の
収
支
報
告
書
に
は
、
政
務
活
動
費
に
よ
る
支
出
に
係
る
領
収
書

４
前
３
項
の
収
支
報
告
書
に
は
、
政
務
活
動
報
告
書
の
写
し
及
び
政
務
活
動

そ
の
他
の
証
拠
書
類
の
写
し
（
以
下
「
証
拠
書
類
」
と
い
う

を
添
付
し

費
に
よ
る
支
出
に
係
る
領
収
書
そ
の
他
の
証
拠
書
類
の
写
し
（
以
下
「
政
務

。
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

活
動
報
告
書
等
」
と
い
う

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
）

（
収
支
報
告
書
等
の
保
存
及
び
閲
覧
）

（
収
支
報
告
書
等
の
保
存
及
び
閲
覧
）

第
1
2
条

第
1
0
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
収
支
報
告
書
及
び
証
拠
書
類
（

第
1
2
条

第
1
0
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
収
支
報
告
書
及
び
政
務
活
動
報

以
下
「
収
支
報
告
書
等
」
と
い
う

は
、
こ
れ
を
受
理
し
た
議
長
に
お
い

告
書
等
（
以
下
「
収
支
報
告
書
等
」
と
い
う

は
、
こ
れ
を
受
理
し
た
議

。
）

。
）

て
、
提
出
す
べ
き
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
す
る
日

長
に
お
い
て
、
提
出
す
べ
き
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経

ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

過
す
る
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

［
略
］

２
・
３

［
略
］

附
則

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
条
例
は
、
平
成
3
0
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
宮
崎
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
交
付
さ
れ
る
政
務
活
動
費
か
ら
適
用
し

、
同
日
前
に
交
付
さ
れ
た
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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議
員
発
議
案
第
２
号

宮
崎
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

宮
崎
県
議
会
会
議
規
則
（
平
成
1
0
年
宮
崎
県
議
会
規
則
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

目
次

目
次

第
１
章
～
第
９
章

［
略
］

第
１
章
～
第
９
章

［
略
］

第
1
0
章

公
聴
会
及
び
参
考
人
（
第
9
0
条
－
第
9
5
条
）

第
1
0
章

秘
密
会
（
第
9
0
条
・
第
9
1
条
）

第
1
1
章

秘
密
会
（
第
9
6
条
・
第
9
7
条
）

第
1
1
章

辞
職
及
び
資
格
の
決
定
（
第
9
2
条
－
第
9
9
条
）

第
1
2
章

辞
職
及
び
資
格
の
決
定
（
第
9
8
条
－
第
1
0
5
条
）

第
1
2
章

規
律
（
第
1
0
0
条
－
第
1
0
8
条
）

第
1
3
章

規
律
（
第
1
0
6
条
－
第
1
1
4
条
）

第
1
3
章

懲
罰
（
第
1
0
9
条
－
第
1
1
5
条
）

第
1
4
章

懲
罰
（
第
1
1
5
条
－
第
1
2
1
条
）

第
1
4
章

会
議
録
（
第
1
1
6
条
－
第
1
1
9
条
）

第
1
5
章

会
議
録
（
第
1
2
2
条
－
第
1
2
5
条
）

第
1
5
章

協
議
又
は
調
整
を
行
う
た
め
の
場
（
第
1
2
0
条
）

第
1
6
章

協
議
又
は
調
整
を
行
う
た
め
の
場
（
第
1
2
6
条
）

第
1
6
章

議
員
の
派
遣
（
第
1
2
1
条
）

第
1
7
章

議
員
の
派
遣
（
第
1
2
7
条
）

第
1
7
章

補
則
（
第
1
2
2
条
）

第
1
8
章

補
則
（
第
1
2
8
条
）

附
則

附
則

（
宿
所
又
は
連
絡
所
の
届
出
）

（
宿
所
又
は
連
絡
所
の
届
出
）

第
３
条

議
員
は
、
招
集
地
に
宿
所
又
は
連
絡
所
を
定
め
、
議
長
に
届
け
出
な

第
３
条

議
員
は
、
宿
所
又
は
連
絡
所
を
定
め
た
と
き
は
、
議
長
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。

２
会
期
中
に
お
け
る
連
絡
は
、
す
べ
て
前
項
の
宿
所
又
は
連
絡
所
あ
て
と
す

る
。

（
出
席
催
告
の
方
法
）

（
出
席
催
告
の
方
法
）

-　336　-



）
）

第
1
5
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

第
1
5
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

第
1
1
3
条
の
規
定
に
よ
る
出
席
催
告
の
方
法
は
、
議
事
堂
に
現
在
す
る
議
員

第
1
1
3
条
の
規
定
に
よ
る
出
席
催
告
の
方
法
は
、
議
事
堂
に
現
在
す
る
議
員

又
は
招
集
地
に
お
け
る
議
員
の
宿
所
若
し
く
は
連
絡
所
に
文
書
又
は
口
頭
を

又
は
議
員
の
住
所
（
第
３
条
（
宿
所
又
は
連
絡
所
の
届
出
）
の
規
定
に
よ
る

も
っ
て
行
う
。

届
出
を
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
届
出
の
宿
所
又
は
連
絡
所
）
に
文
書
又

は
口
頭
を
も
っ
て
行
う
。

（
会
議
録
の
記
載
事
項
）

（
会
議
録
の
記
載
事
項
）

第
1
2
2
条

［
略
］

第
1
2
2
条

［
略
］

２
議
事
は
、
速
記
法
又
は
議
長
が
適
当
と
認
め
た
方
法
に
よ
っ
て
記
録
す
る

２
議
事
は
、
録
音
又
は
議
長
が
適
当
と
認
め
た
方
法
に
よ
っ
て
記
録
す
る
。

。 （
会
議
録
の
保
管
）

（
会
議
録
の
保
管
）

第
1
2
5
条

会
議
録
は
、
議
長
が
保
管
す
る
。

第
1
2
5
条

会
議
録
（
歴
史
資
料
と
し
て
価
値
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
は
、

）

議
長
が
保
管
す
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
3
0
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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議員発議案第３号
洪水回避等を目的とした流量確保のための

中小河川の河道掘削の予算の確保を求める意見書

一昨年８月の北海道・東北豪雨や、昨年７月の九州北部豪雨など、近年、地方に
おける中小河川の被害として、土砂の流出による河床上昇や流木等による橋梁での
河道埋塞が発生しており、まさしく河床が上がっていることが洪水発生の一つの原
因となっている。
そのような中、国土交通省は、今回、中小河川の豪雨対策を強化するため、全国

の中小河川の緊急点検の結果を踏まえた「中小河川緊急治水対策プロジェクト」を
取りまとめ、中小河川の河道掘削についても再度の氾濫防止対策の一つとして緊急
対策プロジェクトに盛り込んだ。
しかし、この緊急治水対策プロジェクトは、概ね３か年の時限的措置であり、河

道掘削の対策箇所についても「重要水防区間のうち、近年、洪水により被災した履
歴がある区間」と限られている。
よって、国会及び政府においては、今回の緊急治水対策プロジェクトが、中小河

川を管理する地方自治体にとって真に活用しやすい施策となるよう、下記の事項に
ついて取り組むことを強く求める。

記

１ 河道掘削を含む「中小河川緊急治水対策プロジェクト」については、平成２９
年度補正予算で約１，３００億円が盛り込まれているが、次年度以降についても、
地方自治体の要望を踏まえ、十分な予算を確保すること。

２ 「中小河川緊急治水対策プロジェクト」では、河道掘削の対策箇所を「重要水
防区間のうち、近年、洪水により被災した履歴があり、再度の氾濫により多数の
家屋や重要な施設の浸水被害が想定される区間」と限定しているが、今後は、中
小河川を管理する地方自治体がより柔軟な対応ができるよう、対策箇所の拡大も
含め検討すること。また、国直轄河川の河道掘削についても、周辺自治体の要望
を踏まえ、必要な対策を行うこと。

３ 今回の「中小河川緊急治水対策プロジェクト」は、概ね３か年の時限的措置で
あるが、「防災・安全交付金」を活用した中小河川の河道掘削については、恒久
的な制度となるよう検討すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成３０年３月２０日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 森 理 森 殿
参 議 院 議 長 伊 達 忠 一 殿
内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿
国 土 交 通 大 臣 石 井 啓 一 殿
内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
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議員発議案第４号

２０２５年国際博覧会の誘致に関する決議

２０２５年に「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとする国際博覧会を大

阪・関西が一体となって開催することは、イノベーションの創出や観光客の増大に

より大きな経済効果をもたらすとともに、２０２０オリンピック・パラリンピック

に続き、全世界に向けて我が国の存在感を示す絶好の機会となり、極めて大きな意

義がある。

また、このような国際博覧会の開催は、関西圏域のみならず、本県においても、

観光をはじめとする産業の振興や、交流人口の拡大などを通じた活性化が期待でき

るものである。

よって、本県議会は、大阪・関西における国際博覧会の開催を支持するとともに、

国内の機運醸成など、国や地元大阪府・大阪市、経済界による誘致実現に向けた取

組を支援し協力していくものとする。

以上、決議する。

平成３０年３月２０日

宮 崎 県 議 会
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議員発議案第５号

ＪＲ九州の鉄道路線の維持及び利便性の確保を求める意見書

旧国鉄が分割民営化された折、ＪＲ九州には、営業赤字を生じることが見込ま

、 、れたことから国鉄の長期債務を承継しないこととした上で その運用益によって
、 ，不採算路線も含め将来にわたり事業全体の営業損失を補うことができるよう ３

８７７億円の経営安定基金が設置されたところである。

また、ＪＲ九州の完全民営化に当たっては、経営安定基金の公的な機能・目的

を実質的に確保する観点から、将来の鉄道ネットワークの維持・向上に必要な鉄

道資産への投資などに充当することとされたところであり、完全民営化に向けた

法改正の国会審議の場において、当時の国土交通大臣は 「国鉄改革において、Ｊ、

Ｒ九州は、経営安定基金によって不採算路線を含めた鉄道ネットワークを維持し

ていくよう制度設計がなされている。それは民営化後も変わらない 」と述べてい。
る。

このような中で、ＪＲ九州は、平成２８年１０月に完全民営化されたが、平成

３０年春のダイヤ改正においては、利用者が少ないことを理由に、大幅な在来線

普通列車の減便、運行区間の短縮や特急ワンマン運転の拡大を決定した。

ＪＲ九州によれば、これらは、鉄道ネットワークの維持に向けた収支改善のた

めの取組の一環であるとのことであるが、関係地方公共団体との協議もないまま

鉄道路線の利便性や安全性を損ねる一方的な行為であり、今後、更なる利用者の

減少を招き、将来的には不採算路線の廃止につながるのではないかとの不安が拡

がっている。
また、九州の鉄道ネットワークは、通勤や通学、高齢者の通院・買い物など地

域住民の命と暮らしを守る生活路線であることに加え、観光交流や地域間交流の

基盤としての役割・機能を持っており、九州全体の活性化にも悪影響を及ぼすこ

とが懸念される。

よって、国においては、このような状況を斟酌し 「旅客鉄道株式会社及び日本、

（ ）」貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律 平成２７年法律第３６号

附則第２条の規定に基づく「利用者の利便の確保及び適切な利用条件の維持」等

を図るための指針の趣旨を十分勘案した上で、不採算路線を含めた鉄道ネットワ
ークを維持する責務と、国鉄を引き継ぎ、鉄道輸送を行う公共交通機関としての

使命・役割を果たすよう、ＪＲ九州に対し指導することを強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成３０年３月２０日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿

参 議 院 議 長 伊 達 忠 一 殿

内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿

国土交通大臣 石 井 啓 一 殿

内閣官房長官 菅 義 偉 殿
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議員発議案第６号

北朝鮮による日本人拉致問題の早急な全面解決を求める意見書

北朝鮮が拉致を認めた平成１４年の日朝首脳会談から１５年が経ったが、この間

北朝鮮は、日朝政府間協議において合意された拉致被害者及び特定失踪者らに関す

る再調査について報告を行わないだけでなく、昨年８月及び９月には、我が国上空

を通過する弾道ミサイルを発射し、核実験を強行するなど、我が国をはじめとする

北東アジア地域、さらには国際社会の平和と安定を著しく損なう重大な挑発行為を

行っている。

このような状況の中、北朝鮮は平昌オリンピックを契機に韓国との外交交渉を行

い、南北対話が続く限り、新たな核・ミサイル実験を行わないと表明し、更に非核

化の意思も示し、米朝関係正常化のための「米国との対話の用意があること」を表

明した。

この表明に対し米国大統領は、５月までに北朝鮮と会談を行うことを表明した。

これまで、我が国は、北朝鮮との対話の窓口を堅持しつつ、関係各国との緊密な

連携及び国連を中心とする多国間の協議を踏まえながら、対話と圧力、行動対行動

の原則を貫き、あらゆる手段を講じて日本人拉致問題の早急な解決を求めてきた。

よって、国会及び政府は、今回の米朝会談を絶好の機会と捉え、米国並びに関係

各国と緊密な連携を行い、あらゆる手段を講じて日本人拉致問題の早急な全面解決

のために全力を尽くして取り組まれるよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成３０年３月２０日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿

参 議 院 議 長 伊 達 忠 一 殿

内閣 総 理大 臣 安 倍 晋 三 殿

総 務 大 臣 野 田 聖 子 殿

外 務 大 臣 河 野 太 郎 殿

加 藤 勝 信 殿拉致問題担当大臣

内 閣 官 房長 官 菅 義 偉 殿



請 願 一 覧 表
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総 括 表

請 願

委 員 会 計 備 考

新 規 継 続

総 務 政 策 － － －

厚 生 － １ １

商 工 建 設 １ － １

環 境農 林水 産 － － －

文 教警 察企 業 － － －

計 １ １ ２
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新 規 請 願

商工建設常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 24 号 受理年月日 平成 3 0 年３月１日

宮崎市橘通東２－９－１９請 願 者
一般社団法人 宮崎県建設業協会住所・氏名
会長 山﨑 司

建設業の健全な経営に関する諸施策の対策強化についての請願

（要 旨）

建設業の健全な経営に関する諸施策の対策強化についての請願

（理 由）

請願の件名 建設業を取り巻く環境は、公共投資額は下げ止まりになってい

るものの、依然として厳しい状況が続いており、現場従事者の高

齢化や若年入職者の減少と地方への建設投資の減少などにより、

かつてない経営環境に直面しています。特に、担い手の確保・育

成は、極めて深刻な状況となっており、その対策が急務となって

おります。

このような状況に対し、建設業界としても、様々な取り組みを

行っているところでありますが、この窮状を打開するためには、

安定した事業量の確保のもと、経営基盤を強化し健全な経営を維

持していくことが不可欠であります。

しかしながら、本会会員の経常利益を見ますと、利益率１％未

満の企業が、約４５％と半数近くを占めており、従業員に対する

処遇改善や担い手の確保・育成、また、会社経営に必要な設備投

資等に踏み込めないのが現状であります。

建設企業は、適正な利潤があって、はじめて労働環境の改善や

雇用の拡大が図れるものでありますが、工事量が減少している中

、 、 、においては 会社を経営していくために 採算を度外視してでも

受注せざるを得ない場合も少なくなく、入札においては、厳しい

受注競争の中で、失格ぎりぎりでの応札を余儀なくされているの

が現状であります。結果として、落札額は、適正に算出された予

定価格から大きく乖離し、十分な利潤を確保することは困難な状

況となっております。

、 、 、いうまでもなく 建設業の使命は 社会資本の整備はもとより

自然災害発生時の緊急対応や復旧活動により県民の安全・安心を

守ることにあり、また、地域の経済や雇用を支える基幹産業とし

ても大きな役割を担っております。

つきましては、このような建設業界の現状をご賢察いただき、

企業の「適正な利潤」が確保され、建設産業の安定と「担い手の
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確保・育成」が一層推進されますよう、当局に対し諸施策の改善

を求めていただきたく、請願いたします。

紹 介 議 員 中野 一則
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継 続 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 22 号 受理年月日 平成2 9年９月 1 5日

宮崎市和知川原２丁目５５番地請 願 者
子どもの医療費無料制度を県に求める宮崎県ネットワーク住所・氏名
代表 高田 慎吾 （署名 10,187筆）

子どもの医療費助成制度の拡充を求める請願

［請願趣旨］

現在、子どもの貧困が大問題になっており、政府の調査でも

７人にひとりの子どもが貧困状態にあると言われています。宮崎

県の子育て世代の貧困率は全国平均よりも高くなっています。

貧困状態におかれた子どもたちは、食事も満足にとれず、病気に

なっても十分な治療が受けられないなどいのちが脅かされていま

す。子どもの将来がその生まれ育った環境で左右されず、どの子

も等しく治療を受けられる制度をつくることは政治の責任です。

子どもが病気にかかったとき、お金の心配なく病院にいける事

は、早期発見・早期治療につながり、重症化を防ぎ、さらには医

療費の軽減にもなります。

県の『乳幼児医療費助成事業の助成状況（平成２９年４月１日

請願の件名 現在 』調査によると、県内でもすでに、入院では中学校卒業ま）

でが１５自治体、小学校卒業までが６自治体で、通院でも、中学

校卒業までが１３自治体、小学校卒業までが４自治体で実施され

ています。新富町・川南町・木城町では高校卒業まで入院・通院

ともに助成が始まっています。また、今年度中に延岡市・日南市

・国富町で助成の拡充が予定されており、県内でも無料化の動き

が広がっています。

全国的には、入院では大分県や沖縄県など２４県、通院でも三

重県や徳島県など１５県で小学生以上で助成が拡充され、市町村

など自治体の子育て支援制度の拡充に大きく貢献しています。

子どもは未来の社会を作り支えていく宝です。どこに住んでい

ても、安心して医療を受けられる子育ての環境をつくることは、

大きな子育て支援となります。また、少子化の打開にとっても大

きな力になります。宮崎県においても、安心して子どもを産み育

てられる環境を整えるために、子どもの医療費助成制度の拡充を

していただきたく、請願します。

紹 介 議 員 前屋敷 恵美 来住 一人 満行 潤一



議 事 経 過
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

開 会

会議録署名議員指名（坂口博美議員、岩切達哉議員）

議会運営委員長審査結果報告
２月22日 木 本 会 議

会期決定

議案第１号～第84号上程

知事提案理由説明

２月23日 金 （議案調査）

（閉庁日）
２月24日 土

２月25日 日 休 会

（議案調査）
２月26日 月

２月27日 火

代表質問（宮崎県議会自由民主党・井本英雄議員、
２月28日 水

宮崎県議会自由民主党・黒木正一議員）

代表質問（県民連合宮崎・岩切達哉議員、
３月１日 木 本 会 議

公明党宮崎県議団・重松幸次郎議員）

一般質問（図師博規議員、来住一人議員、松村悟郎議員、
３月２日 金

中野 明議員）

休 会 （閉庁日）
３月３日 土

３月４日 日

一般質問（渡辺 創議員、外山 衛議員、河野哲也議員、
３月５日 月

山下博三議員）

一般質問（右松隆央議員、満行潤一議員、徳重忠夫議員、
本 会 議

坂口博美議員）
３月６日 火

採決(議案第54号、第84号）（同意）

議案・請願委員会付託

休 会 常任委員会（補正）
３月７日 水

３月８日 木

常任委員長審査結果報告（議案第55号～第83号）

討論(議案第70号、第72号に反対)（前屋敷恵美議員）

採決（議案第70号、第72号）（可決）
３月９日 金 本 会 議

採決（議案第83号）（諮問答申）

採決（議案第55号～第69号、第71号、第73号～第82号）（可

決）
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

（閉庁日）
３月10日 土

３月11日 日

３月12日 月

常任委員会（当初）
３月13日 火

休 会
３月14日 水

３月15日 木

３月16日 金 特別委員会

（閉庁日）
３月17日 土

３月18日 日

３月19日 月 （議事整理）

常任委員長審査結果報告（議案第１号～第53号及び請願）

討論（議案第１号、第４号、第22号、第29号、第32号、第38

号、第40号に反対)（前屋敷恵美議員）

討論（議案第46号～第53号に反対、請願第22号継続に反対）

(来住一人議員)

採決（議案第１号、第４号、第22号、第29号、第32号、第38

号、第40号、第46号～第53号）（可決）

採決（議案第２号、第３号、第５号～第21号、第23号～第28

号、第30号、第31号、第33号～第37号、第39号、第41号～第

45号）
３月20日 火 本 会 議

採決（請願第24号）（採択）

採決（継続審査・調査案件)（委員長の申し出のとおり決定）

特別委員長調査結果報告

議員発議案送付の通知

議員発議案第１号～第６号追加上程

討論（議員発議案第４号に反対）（来住一人議員）

採決（議員発議案第４号）（可決）

採決（議員発議案第１号～第３号、第５号、第６号）（可

決）

閉 会



署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 原 正 三

宮 崎 県 議 会 副 議 長 横 田 照 夫

坂 口 博 美宮 崎 県 議 会 議 員

岩 切 達 哉宮 崎 県 議 会 議 員


